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　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　監　査　公　表

〇包括外部監査の結果に関する報告の公表
○包括外部監査の結果に基づく措置の公表

第４号
第５号

（監査委員事務局）
（同　　　　　　）

１
174

５監査公表第４号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項の規定に基づき、包括外部監査人田口勤から監査
の結果に関する報告の提出があったので、同法第252条の38第３項の規定に基づき、次のとおり公表する。
　　令和５年３月31日

愛知県監査委員　前　田　　　貢　
同　　　　　　　川　上　明　彦　
同　　　　　　　山　内　和　雄　
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部
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査

の
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告
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権

の
管

理
回

収
に

つ
い

て
 

～
未

収
金
の

解
消
に

向
け
た

取
組
の

対
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と

な
り
う

る
債
権

を
中
心

に
～
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本
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の
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の
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、
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の
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り
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四
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関
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下
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と
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る
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摘
】

 「
法

令
や
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則
等
に

違
反
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て
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る
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、
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自
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定

立
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に
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し
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」
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で
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、
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治
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有
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率
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性
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踏
ま

え
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結

果
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改
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す
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こ
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が
望

ま
し
い

事
項

」
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１
 

 第
１
章

 
総

論
 

 第
１

 
外

部
監

査
の

概
要

 

１
 

外
部

監
査

の
種

類
 

 
 

地
方

自
治

法
第

２
５

２
条

の
３
７

第
１

項
に

基
づ

く
包

括
外

部
監

査
 

 ２
 

選
定

し
た

特
定

の
事

件
（

テ
ー
マ

）
 

債
権

の
管

理
回

収
に

つ
い

て
 

～
未

収
金

の
解

消
に

向
け

た
取

組
の
対

象
と

な
り

う
る

債
権

を
中

心
に
～

 
 

 
３

 
事

件
を

選
定
し

た
理

由
 

 
⑴

 
関

心
の

高
ま

り
 

２
０

２
２

年
４

月
、
山

口
県
阿

武
町
で

、
臨

時
特
別

給
付
金

４
６
３

０
万

円
が

特
定

の
町

民
に

誤
送

金
さ

れ
、
町

が
町

民
の

対
応

を
待

つ
間

に
ネ

ッ
ト

カ
ジ

ノ
で

費
消

し
た

と
し
て

返
還

を
拒

ん
だ
た

め
、

民
事

訴
訟
、
刑
事

事
件

に
発
展

す
る

事
態

が
生
じ

た
。
町
民

か
ら
の

送
金

先
事

業
者

の
対

応
に

よ
り
、

被
害

金
の

多
く

は
確

保
さ

れ
た

と
の

公
式

発
表

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
自

治
体

が
住

民
に

対
し

て
公

金
債

権
を

請
求

す
る

手
続

の
実

効
性
に

つ
い

て
、

全
国

的
な

関
心

事
と
な

っ
た

。
 

 
⑵

 
債

権
管

理
回

収
の

現
状

 

自
治

体
が

有
す

る
債

権
に

は
、

自
治

体
が

自
力

執
行

権
を

有
す

る
税

債
権

と
税

外
債

権
を

含
む

強

制
徴

収
公

債
権

と
、
自

力
執
行

権
を

持
た

な
い
非

強
制

徴
収

公
債
権

の
ほ

か
、
自

治
体

が
民

間
人

と
同

様
の

立
場

で
取

得
す

る
私

債
権

が
存
在

す
る
。
そ
れ

ぞ
れ

、
発

生
か
ら

消
滅

に
至

る
ル

ー
ル

は
様

々
で

あ
り
、
管

理
回
収

す
る

部
署
も

人
も

異
な

る
だ
け

で
な

く
頻

繁
に
担

当
者

の
異

動
が

生
じ

る
た

め
、
債

権
の

管
理

回
収

は
債

権
ご

と
に

差
異
が

あ
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、
債
権

の
管

理
回

収
事

務
の

一
部

に
つ

い
て

は
、

私
債

権
は

も
ち

ろ
ん

強
制

徴
収

公
債

権
で

あ
っ

て
も

民
間

に
外

部
委

託
し

て
い

る
部

分
も

あ
る

。
 

 
⑶

 
最

近
の

監
査

テ
ー

マ
や

取
組
と

の
関

係
 

県
税

の
賦

課
徴

収
等

に
係

る
財

務
事

務
に

つ
い

て
は

、
２

０
１

６
年

度
愛

知
県

包
括

外
部

監
査

の

テ
ー

マ
と

さ
れ

て
い

る
。
そ
の

た
め

、
県

税
に

つ
い

て
同
年

度
の
監

査
と

同
じ

視
点

で
監

査
す

る
こ
と

は
非

効
率

で
あ

り
県

税
全

般
を

対
象

に
す

る
こ

と
は

避
け

る
も

の
の

、
収

入
未

済
額

の
解

消
に

向
け

た
取

組
に

つ
い

て
は

そ
の

後
の

取
組

を
含

め
、

当
時

の
監

査
人

で
あ

っ
た

公
認

会
計

士
と

は
異

な
る

視
点

で
監

査
す

る
意

義
が

あ
る

と
考
え

た
。
 

一
方

、
税

外
債

権
に

つ
い

て
は

、
２
０

１
９

監
査

年
度

定
期

監
査

の
対
象

と
さ

れ
、
２

０
２

１
年
７

月
１

２
日

施
行

の
税

外
債

権
管

理
に

係
る

基
本

方
針

に
よ

り
、

収
入

未
済

額
の

解
消

に
向

け
た

全
庁

的
な

取
組

方
針

が
示

さ
れ

た
と

こ
ろ
で

あ
る
。
具
体

的
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
や

取
組

内
容

は
、
個

々
の

所
管

局
に

委
ね

ら
れ

て
い

る
が

、
そ

の
取

組
内

容
に

つ
い

て
統

一
的

な
視

点
か

ら
、
適

法
性

は
も

ち
ろ

ん
、
経

済
性
、
効

率
性
、
有

効
性
（

３
Ｅ
）
の

観
点
で

監
査

す
る
意

義
が

あ
る

。
ま
た

、
債
権

回
収

を

２
 

 

外
部

委
託

し
て

い
る

点
に

つ
い

て
は
、
適
法

性
、
３

Ｅ
の

観
点

は
当

然
の
こ

と
、
自
治

体
の

使
命

で
も

あ
る

住
民

福
祉

の
観

点
か

ら
見

て
、

過
酷

な
回

収
事

務
が

行
わ

れ
て

い
な

い
か

と
い

う
観

点
を

も
併

せ
て

監
査

す
る

意
義

が
あ

る
と

考
え
た

。
 

 
⑷

 
監

査
テ

ー
マ

の
特

定
 

そ
こ

で
、
債

権
の
管

理
回

収
事

務
の

な
か
で

も
、
回
収

業
務

の
外

部
委
託

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成
、
債

権
放

棄
、
債

務
免

除
、
不
納

欠
損

処
分
な

ど
収

入
未

済
額

の
解

消
に
向

け
た

取
組

を
行

っ
て

い
る

債
権
、

過
去

に
収

入
未

済
額

が
発

生
し

た
こ

と
の

あ
る

債
権

、
潜

在
的

な
収

入
未

済
額

が
存

在
し

う
る

債
権

に
つ

い
て

監
査

す
る

こ
と

と
し

、
冒
頭

記
載

の
テ

ー
マ

と
し

た
。

 
 ４

 
外

部
監

査
の
対

象
部

署
 

債
権

を
取

り
扱

う
全

局
等

 
 ５

 
外

部
監

査
の
対

象
期

間
 

原
則

と
し

て
２

０
２

１
年

度
。

 
た

だ
し

、
必

要
に

応
じ

て
２
０

２
０
年

度
以

前
及

び
２

０
２

２
年

度
も
対

象
と

す
る

。
 

 ６
 

外
部

監
査

の
実

施
期

間
 

 
 

２
０

２
２

年
６

月
７

日
か

ら
、
２

０
２

３
年

２
月

１
０

日
ま

で
 

 ７
 

外
部

監
査

の
方

法
 

⑴
 

予
備

調
査

と
監

査
テ

ー
マ

の
選

定
 

 
 

 
予

備
調

査
の

段
階

で
、

強
制

徴
収

権
の

な
い

債
権
の

う
ち

、
２

０
２

０
年

度
に

債
務

免
除

、
債
権

放
棄

、
不

納
欠

損
処

分
し

た
こ

と
が

あ
る

債
権

と
、

２
０

２
１

年
５

月
３

１
日

現
在

、
収

入
未

済
額

が
存

在
す

る
も

の
に

つ
い

て
回

答
を

得
た

。
そ

の
過

程
で

、
歳

入
予

算
一

覧
が

提
出

さ
れ

強
制

徴
収

権
の

あ
る

債
権

も
含

め
て

収
入

未
済

額
等

を
確

認
で

き
た

の
で

、
対

象
を

債
権

一
般

に
拡

大
す

る
こ

と
に

し
た

。
 

 
 

 
な

お
、

強
制

徴
収

権
の

あ
る

債
権

の
う

ち
県

税
に
つ

い
て

は
、

２
０

１
６

年
度

愛
知

県
包

括
外
部

監
査

で
取

り
あ

げ
ら

れ
て

お
り

、
２

０
１

５
年

度
ま

で
の

県
税

が
そ

こ
で

取
り

あ
げ

ら
れ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

本
監

査
で

は
２

０
１

６
年

度
の

監
査

報
告

書
に

繋
が

る
よ

う
に

、
か

つ
県

税
だ

け
で

な
く

債
権

全
般

に
つ

い
て

２
０

１
５

年
度

以
降

の
収

入
未

済
額

の
解

消
に

向
け

た
取

組
に

つ
い

て
監

査
す

る
こ

と
に

し
た

。
 

 
⑵

 
監

査
テ

ー
マ

決
定

後
 

 
 

 
２

０
２

２
年

６
月

７
日

に
本

年
度

の
監

査
テ

ー
マ

が
確

定
し

た
の

で
、

直
ち

に
２

０
１

５
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
の

歳
入

予
算

一
覧
を

入
手

し
、
こ
の

期
間

中
に
債

務
免

除
、
債
権

放
棄

、
不
納

欠
損

処
分
、
収

入
未
済

が
存

在
す

る
債

権
を

抽
出

し
、
対

象
部
署

と
対
象

債
権

を
あ

る
程

度
絞

り
込

む
こ
と

に
し

た
。
併

行
し
て

、
６

月
１
０

日
、
税

務
課

に
依

頼
し

て
県

税
全
般

に
つ

い
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

兼
ね
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て
レ

ク
チ

ャ
ー

を
受

け
る

機
会

を
設
定

し
、
監

査
人
と

補
助

者
全
員

が
こ

れ
に

参
加

し
た

。
ま

た
、
入

手
し

た
歳

入
予

算
一

覧
を

統
合

し
、
債
権

毎
の

推
移

に
関

す
る

一
覧

を
作

成
し
、
対
象

部
署

と
対

象
債

権
を

具
体

的
に

絞
り

込
ん

で
ヒ

ア
リ
ン

グ
を

申
し

込
ん

だ
。
申

込
に

先
立
ち

、
グ

ー
グ

ル
フ

ォ
ー

ム
を

利
用

し
て

で
き

る
だ

け
多

く
の

補
助

者
が

参
加

で
き

る
日

程
を

把
握

し
、

５
名

以
上

の
補

助
者

が
参

加
で

き
る

日
に

税
外

債
権

に
関

す
る
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
設

定
し

た
（
【

図
表

１
－

１
】

参
照

）
。

 
⑶

 
ヒ
ア

リ
ン

グ
 

 
ア

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

事
項

（
共

通
）

 
各

課
（

税
外

）
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
す

る
際

に
は
、
概
ね

次
の

よ
う

な
項

目
に
つ

い
て

念
頭

に
置

き
な

が
ら

ヒ
ア

リ
ン

グ
し

た
。

 
（

ア
）

債
権
の

管
理

、
回

収
を

所
管
す

る
組

織
 

（
イ

）
債

権
名

 
（

ウ
）

債
権
の

種
類

 
（

エ
）

債
権
の

発
生

原
因

・
法

的
根
拠

 
（

オ
）

債
権
発

生
の

事
情

 
（

カ
）
債

権
管
理
・
回
収

に
関

す
る

規
則

、
要

綱
、
マ

ニ
ュ

ア
ル
、
手

引
書

、
方
針

、
そ

の
他
の

文
書

 
（

キ
）

収
入
未

済
額

の
解

消
の

取
組

 
（

ク
）

債
権
管

理
の

方
法

 
（

ケ
）

債
権
管

理
回

収
事

務
の

流
れ

 
（

コ
）

法
的
手

続
の

状
況

 
（

サ
）

外
部
委

託
の

状
況

 
（

シ
）

委
託
先

業
者

選
定

の
手

続
 

（
ス

）
委

託
先

に
よ

る
回

収
業

務
 

（
セ

）
委

託
先

か
ら

の
報

告
 

（
ソ

）
不

納
欠

損
処

分
の

基
準

 
（

タ
）

不
納
欠

損
処

分
に

先
立

ち
、
債

権
の

消
滅

の
有

無
 

（
チ

）
債

権
消

滅
の

法
的

根
拠

 
（

ツ
）

不
納
欠

損
処

分
後

の
債

権
管
理

 
（

テ
）

連
帯
保

証
人

の
有

無
・

請
求
の

あ
り

方
 

（
ト

）
不

納
欠

損
処

分
後

の
資

料
の
保

管
期

間
 

 
 

イ
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

日
程

 
 

 
 

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
の

経
過

は
、【

図
表

１
－

１
】

の
と
お

り
で
あ

る
。
６

月
１

０
日
を

含
め
、

ヒ
ア
リ

ン
グ

は
４

７
回

、
参

加
し

た
補

助
者

は
述
べ

１
４

２
名

で
あ

っ
た
。
ま
た

、
第

１
稿
提

出
後

に
は
、

総
務

局
、
経

済
産

業
局
、
建

築
局
、
教
育

委
員

会
事

務
局

、
福
祉

局
、
警

察
本

部
、
県
民

文
化

局
、

会
計

局
と

の
間

で
意

見
交

換
会

を
行
っ

た
。
 

 

４
 

 

【
図

表
１

－
１

】
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
経

過
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

人
）

 
日

程
部

署
監

査
人

補
助

者

2
0
2
2
年

6
月

1
0
日

税
務

課
1

1
3

2
0
2
2
年

7
月

1
日

経
済

産
業

局
1

6

2
0
2
2
年

7
月

4
日

県
民

文
化

局
1

6

2
0
2
2
年

7
月

4
日

総
務

局
1

6

2
0
2
2
年

7
月

4
日

税
務

課
1

4

2
0
2
2
年

7
月

6
日

福
祉

局
1

7

2
0
2
2
年

7
月

6
日

議
会

事
務

局
1

5

2
0
2
2
年

7
月

6
日

警
察

本
部

1
6

2
0
2
2
年

7
月

6
日

建
築

局
1

6

2
0
2
2
年

7
月

7
日

病
院

事
業

庁
1

2

2
0
2
2
年

7
月

8
日

建
設

局
1

5

2
0
2
2
年

7
月

8
日

環
境

局
1

5

2
0
2
2
年

7
月

1
1
日

教
育

委
員

会
事

務
局

1
6

2
0
2
2
年

7
月

1
1
日

農
業

水
産

局
1

7

2
0
2
2
年

7
月

1
3
日

都
市

・
交

通
局

1
6

2
0
2
2
年

7
月

1
5
日

保
健

医
療

局
1

7

2
0
2
2
年

7
月

1
4
日

税
務

課
1

0

2
0
2
2
年

7
月

2
0
日

病
院

事
業

庁
1

2

2
0
2
2
年

7
月

2
6
日

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

0
1

2
0
2
2
年

7
月

2
9
日

税
務

課
0

2

2
0
2
2
年

8
月

2
日

警
察

本
部

1
1

2
0
2
2
年

8
月

3
日

教
育

委
員

会
事

務
局

1
1

2
0
2
2
年

8
月

3
日

県
民

文
化

局
1

1

2
0
2
2
年

8
月

5
日

経
済

産
業

局
/
実

地
調

査
1

5

2
0
2
2
年

8
月

5
日

福
祉

局
児

童
家

庭
課

1
3

2
0
2
2
年

8
月

5
日

福
祉

局
地

域
福

祉
課

1
2

2
0
2
2
年

8
月

8
日

県
民

文
化

局
1

1

2
0
2
2
年

8
月

9
日

病
院

事
業

庁
1

2

2
0
2
2
年

8
月

1
0
日

建
築

局
1

1

2
0
2
2
年

8
月

1
6
日

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

1
2

2
0
2
2
年

8
月

1
8
日

福
祉

局
障

害
福

祉
課

1
1

2
0
2
2
年

8
月

1
9
日

警
察

本
部

 
高

辻
セ

ン
タ

ー
1

1

2
0
2
2
年

8
月

2
2
日

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

　
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
1

1

2
0
2
2
年

8
月

2
2
日

海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

0
1

2
0
2
2
年

8
月

2
3
日

福
祉

局
高

齢
福

祉
課

0
1

2
0
2
2
年

8
月

2
5
日

経
済

産
業

局
/
実

地
調

査
0

3

2
0
2
2
年

8
月

2
6
日

東
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
1

1

2
0
2
2
年

8
月

3
0
日

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
0

1

2
0
2
2
年

8
月

3
0
日

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

0
1

2
0
2
2
年

8
月

3
0
日

福
祉

局
障

害
福

祉
課

1
1

2
0
2
2
年

8
月

3
1
日

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

1
1

2
0
2
2
年

8
月

3
1
日

税
務

課
0

2

2
0
2
2
年

9
月

1
日

建
築

局
1

1
2
0
2
2
年

9
月

9
日

福
祉

局
児

童
家

庭
課

1
1

2
0
2
2
年

9
月

1
4
日

税
務

課
0

2

2
0
2
2
年

1
1
月

1
4
日

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
0

1
2
0
2
2
年

1
2
月

1
2
日

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
0

1
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 ８
 

包
括

外
部

監
査

人
及

び
補

助
者

 
 

 
 

包
括

外
部
監

査
人

 
田

口
 
 

勤
 

 
 

弁
護

士
 

 
 

 
 

 
 

 
補

助
者

 
竹

内
 
裕

詞
 

 
 

弁
護

士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

西
山

 
一

博
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

都
築

 
真

琴
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

青
山

 
正

和
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

竹
内

 
千

賀
子
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

菊
池

 
龍

太
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

西
脇

 
正

訓
 
 

 
弁

護
士

 
公

認
会

計
士

 

 
 

 
 

補
助

者
 

川
瀬

 
裕

久
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

杉
浦

 
理

絵
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

中
村

 
博

太
郎
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

塩
見

 
 

明
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

河
口

 
航

平
 
 

 
弁

護
士
 

 
 

 
 

補
助

者
 

遠
山

 
江

美
 
 

 
弁

護
士
 

 ９
 

利
害

関
係

 

包
括

外
部

監
査

人
は
、
監

査
の

対
象

と
し

た
事
件

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
法

第
２

５
２

条
の

２
９

に
規

定
さ

れ
て

い
る

利
害

関
係

は
な

い
。

 
 第

２
 

本
書

の
構
成

 

１
 

章
立

て
 

第
１

章
と

し
て

総
論

を
記

載
し

た
の
ち

、
第

２
章

に
は

、
債

権
の
意

義
、
徴

収
事

務
手
続

、
県

の
財

政

状
況

、
収
入

未
済

額
の

２
０
１

５
年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

に
か

け
て

の
推
移

を
紹

介
し

た
。
そ
の

後
、

第
３

章
で

県
税
、

第
４

章
で
税

外
債

権
に

関
す
る

収
入

未
済

額
の
解

消
に

向
け

た
取

組
を

紹
介

し
つ

つ
、

監
査

結
果

に
つ

い
て

も
そ

れ
ぞ

れ
の

対
象

部
署

毎
に

記
載

し
た

。
第

５
章

に
は

債
権

管
理

条
例

の
条

項

案
と

専
決

事
項

の
追

加
事

項
の

案
を

記
載
し

た
。

 
 ２

 
掲

載
資

料
 

⑴
 

図
表

に
つ

い
て

 
掲

載
し

た
資
料

の
う

ち
、
出
典

が
明
ら

か
な

も
の

に
つ

い
て

は
図

表
毎
に

出
典

を
明

記
し

た
。
出
典

を
明

記
し

て
い

な
い

図
表

は
、

監
査

人
が

県
か

ら
入

手
し

た
資

料
を

基
に

監
査

人
が

自
ら

作
成

し
た

も
の

で
あ

る
。

 
 

⑵
 

マ
ニ

ュ
ア
ル

類
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
通

じ
て

存
在

を
把

握
し

た
県

の
債

権
管

理
回

収
及

び
未

収
金

の
解

消
に

関
連

す

る
規

程
、
要

綱
、
要

領
、
方
針

、
方

針
決

裁
、
方

策
、
基
準

、
質

疑
応

答
集

、
手
順

書
、
手
引
、
マ
ニ

６
 

 

ュ
ア

ル
類
（

条
例
と

規
則

は
除

く
。
以

下
総

称
し

て
「

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

」
と

い
う

）
は
【
図

表
１

－
２

】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

１
－

２
】
マ

ニ
ュ

ア
ル

類
一
覧

 
局

名
文

書
名

会
計

局
会

計
事

務
の

手
引

（
総

則
・

収
入

編
）

会
計

局
会

計
事

務
の

手
引

（
契

約
編

）

会
計

局
財

務
規

則
関

係
質

疑
応

答
集

総
務

局
税

外
債

権
管

理
に

係
る

基
本

方
針

総
務

局
電

話
催

告
応

対
マ

ニ
ュ

ア
ル

総
務

局
自

動
車

税
種

別
割

事
務

マ
ニ

ュ
ア

ル

総
務

局
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

総
務

局
徴

収
事

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

病
院

事
業

庁
未

収
金

対
策

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
設

置
要

綱

病
院

事
業

庁
未

収
金

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル

病
院

事
業

庁
愛

知
県

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

保
険

診
療

委
員

会
要

綱

病
院

事
業

庁
未

収
金

回
収

に
関

す
る

手
順

書

病
院

事
業

庁
あ

い
ち

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

未
収

金
対

策
会

議
設

置
要

綱

病
院

事
業

庁
未

収
金

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル

病
院

事
業

庁
不

納
欠

損
処

分
の

考
え

方

経
済

産
業

局
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
令

和
４

年
３

月
３

１
日

施
行

）

県
民

文
化

局
愛

知
県

私
立

学
校

奨
学

資
金

等
貸

付
金

債
権

管
理

規
程

県
民

文
化

局
私

立
高

等
学

校
奨

学
資

金
貸

付
金

等
の

債
権

回
収

方
針

に
つ

い
て

県
民

文
化

局
愛

知
県

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
要

綱

県
民

文
化

局
同

和
く

ら
し

資
金

貸
付

金
に

係
る

債
権

管
理

の
運

用
方

針
 

県
民

文
化

局
愛

知
県

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

基
本

方
針

）
 

福
祉

局
健

康
福

祉
部

債
権

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
の

手
引

き

福
祉

局
生

活
保

護
費

返
還

金
等

徴
収

マ
ニ

ュ
ア

ル

福
祉

局
生

活
保

護
費

　
経

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

福
祉

局
生

活
保

護
費

返
還

金
等

未
納

者
納

入
促

進
実

施
要

領

福
祉

局
愛

知
県

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

福
祉

局
医

療
療

育
総

合
セ

ン
タ

ー
各

使
用

料
・

債
権

の
管

理

福
祉

局
愛

知
県

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
支

給
事

務
取

扱
要

領

福
祉

局
愛

知
県

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

納
金

債
権

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

福
祉

局
愛

知
県

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
内

払
調

整
事

務
処

理
要

領

福
祉

局
愛

知
県

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

納
金

債
権

徴
収

事
務

マ
ニ

ュ
ア

ル

福
祉

局
愛

知
県

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
事

務
処

理
要

領

福
祉

局
愛

知
県

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
事

務
処

理
要

領

福
祉

局
令

和
３

年
度

愛
知

県
高

齢
者

及
び

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
未

納
者

納
入

促
進

実
施

要
領

福
祉

局
収

入
未

済
解

消
の

た
め

の
方

策

福
祉

局
児

童
措

置
等

費
用

徴
収

事
務

取
扱

要
領

福
祉

局
児

童
措

置
等

費
用

徴
収

事
務

の
手

引
き

福
祉

局
令

和
４

年
度

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
額

未
納

者
納

入
促

進
実

施
要

領

福
祉

局
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
未

収
金

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

福
祉

局
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

等
未

収
金

回
収

業
務

委
託

に
お

け
る

事
務

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル

福
祉

局
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

違
約

金
徴

収
事

務
取

扱
要

領

福
祉

局
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処

理
要

領

福
祉

局
児

童
扶

養
手

当
（

旧
法

含
む

）
・

愛
知

県
遺

児
手

当
返

納
金

債
権

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

警
察

本
部

放
置

違
反

金
等

の
徴

収
に

係
る

滞
納

処
分

関
係

事
務

取
扱

要
領

建
築

局
公

営
住

宅
の

滞
納

家
賃

の
徴

収
対

策
の

留
意

事
項

等
に

つ
い

て

建
築

局
県

営
住

宅
家

賃
等

の
督

促
等

事
務

処
理

要
領

建
築

局
県

営
住

宅
家

賃
長

期
悪

質
未

納
者

選
定

基
準

（
法

的
措

置
基

準
）

（
昭

和
５

４
年

９
月

１
１

日
決

裁
）

建
築

局
県

営
住

宅
家

賃
等

の
納

付
指

導
等

事
務

処
理

要
領

建
築

局
県

営
住

宅
家

賃
等

の
納

付
指

導
等

事
務

処
理

に
つ

い
て

教
育

委
員

会
事

務
局

愛
知

県
立

学
校

条
例

お
よ

び
愛

知
県

手
数

料
条

例
の

施
行

に
伴

う
授

業
料

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て

教
育

委
員

会
事

務
局

県
立

高
等

学
校

の
入

学
料

お
よ

び
授

業
料

の
調

定
期

日
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

教
育

委
員

会
事

務
局

授
業

料
等

関
係

質
疑

応
答

集

教
育

委
員

会
事

務
局

県
立

高
等

学
校

入
学

料
及

び
授

業
料

の
収

入
手

続
に

つ
い

て

農
業

水
産

局
愛

知
県

就
農

支
援
資

金
貸

付
金

（
就

農
研

修
資

金
及

び
就
農

準
備

資
金

）
の

債
権

管
理

及
び

回
収
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領

農
業

水
産

局
愛

知
県

就
農

支
援

資
金

貸
付

金
の

融
資

機
関

へ
の

貸
付

要
領

保
健

医
療

局
看

護
修

学
資

金
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
令

和
４

年
度

）

保
健

医
療

局
看

護
修

学
資

金
文

書
・

簿
冊

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル

保
健

医
療

局
債

権
管

理
シ

ス
テ

ム
マ

ニ
ュ

ア
ル

保
健

医
療

局
平

成
２

８
年

１
０

月
２

４
日

の
方

針
決

裁
「

看
護

修
学

資
金

の
延

滞
利

息
の

徴
収

方
法

に
つ

い
て

」

都
市

・
交

通
局

愛
知

県
名

古
屋

飛
行

場
業

務
処

理
要

綱
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 第
２

章
 

概
要

 
第

１
 

債
権

の
意
義

 

１
 

債
権

と
は

 

 
 

民
法

に
お

け
る

債
権

は
、
特

定
の

人
に

対
し

、
一
定

の
行

為
を

請
求

す
る
権

利
と

さ
れ

て
い
る

。
一
定

の
行

為
は

給
付

と
呼

ば
れ

、
財

産
的
価

値
の

あ
る

財
物

や
労

務
な

ど
積
極

的
な

行
為
（

作
為

）
で

あ
る

こ

と
が

普
通

で
あ

る
が

、
一

定
の

行
為

を
し
な

い
と

い
う

消
極

的
な
不

作
為

で
あ

っ
て

も
よ

い
。

 
こ

れ
に

対
し
、
地

方
公

共
団
体

の
財

務
に

お
い
て

財
産

の
一

つ
と
さ

れ
る

債
権

は
、
金

銭
の

給
付

を
目

的
と

す
る

権
利

で
あ

る
（

地
方

自
治

法
第

２
３
７

条
第

１
項

、
第

２
４

０
条

第
１

項
）。

民
法

に
お

け
る

債
権

と
比

較
す

る
と

、
金

銭
債

権
に

限
ら
れ

る
点

に
特

徴
が

あ
る
。

 
２

 
地

方
自

治
体
が

保
有

す
る

債
権
の

種
類

 

 
⑴

 
債

権
の

分
類

 
地

方
自

治
体

の
保

有
す

る
債

権
を

発
生

原
因

か
ら

分
類

す
る

と
、

公
法

上
の

原
因

に
基

づ
き

発
生

す
る

公
債

権
と

、
私

法
上

の
原

因
に
基

づ
き

発
生

す
る

私
債

権
に

分
け
ら

れ
る

。
 

 
 

 
さ

ら
に

、
公

債
権

は
、
法

令
に
よ

り
自

力
執

行
が

認
め

ら
れ

て
い

る
か
否

か
に

よ
り

、
強

制
徴

収
公

債
権

と
非

強
制

徴
収

公
債

権
に

分
類
で

き
る
（
【

図
表

２
－
１

】
参

照
）
。
こ

の
う

ち
強

制
徴

収
公

債
権

は
、
県

民
の

財
産

権
に

対
す
る

侵
害

の
性

質
を
持

た
ざ

る
を

得
な
い

た
め

、
債

権
の
発

生
と

徴
収

に
は

必
ず

法
律

の
根

拠
が

必
要

で
あ

る
。

 
ま

た
、
強

制
徴

収
公

債
権

に
は

、
税

債
権

が
含

ま
れ

る
。
本
書

で
は

、
県

が
保

有
す

る
債

権
の

う
ち

、

税
債

権
を

除
く

も
の

を
包

括
し

て
「
税

外
債

権
」
と

呼
ぶ

。
２

０
２
１

年
度

都
道

府
県

税
決

算
見

込
額

調
べ
（

出
納

閉
鎖
日

現
在
）
に

よ
る

と
、
調

定
済

み
県

税
債

権
の

総
額
は

約
１

兆
２

１
０

０
億
円

、
収

入
未

済
額

は
約

１
１

９
億

円
で

あ
っ
た

。
ま

た
、
２

０
２

１
年

度
歳

入
予
算

一
覧

に
よ

る
と

、
企

業
会

計
分

を
除

く
税

外
債

権
の

調
定

額
の

総
額

は
３

兆
円

を
超

え
、

収
入

未
済

額
の

総
額

は
６

０
億

円
弱

で
あ

っ
た

。
 

以
上

を
一

覧
に

ま
と

め
る

と
【

図
表
２

－
１

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
【

図
表

２
－
１

】
債

権
の

種
類

と
２
０

２
１

年
度

の
債

権
総

額
及

び
未
収

総
額

 

自
力

執
行

権
の

有
無

に
よ

る
区

分

税
と

税
外

の
区

分

債
権

総
額

（
概

算
）

未
収

総
額

（
概

算
）

税
債

権
1
2
1
0
0
億

円
1
1
9
億

円

非
強

制
徴

収
公

債
権

発
生

原
因

に
よ
る

区
分

3
6
6
9
1
億

円 ※

6
0
億

円 ※

公
債

権

税
外

債
権

強
制

徴
収

公
債

権

私
債

権

強
制

徴
収

権
の

な
い

債
権

強
制

徴
収

権
の

あ
る

債
権

 
※

企
業

会
計
分

含
ま

ず
。

 

８
 

 

債
権

の
分

類
に

応
じ

て
、

公
債

権
の

消
滅

時
効

は
原

則
と

し
て

権
利

を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る

時
か

ら
５

年
間

で
あ

り
、
援

用
を

要
し

な
い
（
地

方
自

治
法

第
２

３
６
条

第
１

項
、
第

２
項

）。
一

方
、

私
債

権
の

消
滅

時
効

は
原

則
と

し
て

権
利

を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
を

知
っ

た
時

か
ら

５
年

間
又

は
権

利
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
か

ら
１

０
年

間
の

い
ず

れ
か

早
い

方
で

あ
り

、
援

用
が

必
要

で
あ

る
（
民

法
第

１
６

６
条

第
１
項

、
第

１
４
５

条
）
と

い
っ

た
債

権
管

理
上

の
違

い
が

生
じ

る
。 

な
お

、
消

滅
時

効
に

関
す

る
法

改
正
は

⑹
で

後
述

す
る

。
 

 
⑵

 
強

制
徴

収
公

債
権

（
税

債
権
）

 
 

 
ア

 
意

義
と
特

色
 

 
 

 
地

方
公

共
団

体
は

、
法

律
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
地

方
税

を
賦

課
徴

収
す
る

こ
と
が

で
き

る

（
地

方
自

治
法

第
２

２
３

条
）
。

 
税

債
権
は

、
公

共
サ

ー
ビ
ス

の
費

用
調

達
を

目
的

と
す

る
点

で
、
制

裁
の

目
的
を

持
つ
放

置
違
反

金
等

と
は

区
別

さ
れ

、
特

定
の

給
付
に

対
す

る
反

対
給

付
の

性
質

を
持
た

な
い

点
で
、
各

種
の

使
用

料
、
手
数

料
等

と
区

別
さ

れ
、
県

民
に
そ

の
能

力
に

応
じ

て
一

般
的

に
課
さ

れ
る

点
で

、
特

定
の
事

業
の

経
費

に
充

て
る

た
め

に
そ

の
事

業
に

特
別

の
関

係
が

あ
る

者
か

ら
そ

の
関

係
に

応
じ

て
徴

収

さ
れ

る
分

担
金

や
負

担
金

と
区

別
さ
れ

る
。

 
 

【
図

表
２

－
２

】
地

方
税

（
税

債
権

）
の
全

体
像

道
府

県
民

税

事
業

税

地
方

消
費

税

不
動

産
取

得
税

道
府

県
た

ば
こ

税

ゴ
ル

フ
場

利
用

税

軽
油

引
取

税

自
動

車
税

鉱
区

税

道
府

県
法

定
外

普
通

税

固
定

資
産

税
（

特
例

分
）

狩
猟

税

水
利

地
益

税

道
府

県
法

定
外

目
的

税

市
町

村
民

税

固
定

資
産

税

軽
自

動
車

税

市
町

村
た

ば
こ

税

鉱
産

税

特
別

土
地

保
有

税

市
町

村
法

定
外

普
通

税

入
湯

税

事
業

所
税

都
市

計
画

税

水
利

地
益

税

共
同

施
設

税

宅
地

開
発

税

国
民

健
康

保
険

税

市
町

村
法

定
外

目
的

税

普
通

税

普
通

税

目
的

税

市
町

村
税

地
方

税

道
府

県
税

目
的

税
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イ
 

種
類

 
 

 
税

に
は

、
そ

の
使

途
が

特
定

さ
れ

て
い

な
い

普
通

税
と

そ
の

使
途

が
特

定
さ

れ
て

い
る

目
的

税

が
あ

る
が

、
道

府
県

は
、
地

方
税

法
第

４
条

に
よ

り
、
普

通
税

と
し

て
、
道

府
県
民

税
、
事

業
税
、

地
方

消
費

税
、
不

動
産
取

得
税

、
道

府
県
た

ば
こ

税
、
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

、
軽

油
引

取
税

、
自

動
車

税
及

び
鉱

区
税

を
、
目
的

税
と

し
て

狩
猟
税

を
課

す
も

の
と

さ
れ
て

い
る

。
ま

た
、
目

的
税

と
し
て

水
利

地
益

税
を

課
す

こ
と

が
で

き
る
。
さ

ら
に

、
こ

れ
ら

法
定

税
の
ほ

か
に

条
例

で
税

目
を

新
設
す

る
こ

と
も

で
き

る
（
【

図
表
２

－
２

】
地

方
税

（
税

債
権

）
の

全
体
像

参
照

）。
 

ま
た

、
税

を
納

め
る

方
法

か
ら

見
る
と

、
税

金
を

納
め

る
義

務
の
あ

る
人

が
、
そ
の

税
金

を
実
質

的
に

負
担

す
る

人
と

同
一

人
で

あ
る
直

接
税
、
税

金
を
納

め
る

義
務

の
あ

る
人

が
、
そ

の
税

金
を

実

質
的

に
負

担
す

る
人

と
異

な
る

間
接
税

と
に

分
類

す
る

こ
と

も
で

き
る
（

第
３

章
第
１

の
２

参
照
）。

 
 

 
ウ

 
徴

収
事
務

手
続

の
概

要
 

首
長

は
、
義
務

者
か

ら
県

税
を

徴
収
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
こ
れ

ら
の

者
に

対
し

、
文
書

に
よ

り
納

付
又

は
納

入
の

告
知

を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
当

該
文

書
に

は
、
特

別
の

定
が

あ
る

場
合

の

ほ
か

、
そ

の
納
付

又
は

納
入
す

べ
き
金

額
、
納

付
又

は
納
入

の
期
限

及
び

納
付

又
は

納
入

の
場

所
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

す
る

（
地
方

税
法

第
１

３
条

第
１

項
）
。

 
納

税
者

が
納

期
限

ま
で

に
完

納
し

な
い

場
合

に
は

、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に
督

促
状

を
発

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
同
法

第
６

６
条

第
１

項
、
第

７
２

条
の

６
６

、
第

７
３
条

の
３
４

等
）。

督

促
状

を
発

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

０
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
完

納
し

な
い

と
き

に
は

、
滞

納

者
の

財
産

を
差

し
押

え
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
（

同
法

第
６

８
条

第
１

項
第

１
号
、
第
７

２
条

の
６

８

第
１

項
第

１
号

、
第

７
３

条
の

３
６
第

１
項

第
１

号
等

）
。

 
⑶

 
強
制

徴
収

公
債

権
（

税
債

権
を

除
く
）

 
 

 
ア

 
意

義
 

 
 

 
地

方
公

共
団

体
は

税
債

権
の

ほ
か
、
分
担

金
、
使

用
料

、
加
入

金
及

び
手

数
料

を
徴

収
す
る

こ
と

が
で

き
、
こ

れ
ら

の
徴

収
に
関

し
て
は

、
条

例
で
過

料
を
科

す
る
規

定
を

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
が

（
地

方
自

治
法

第
２

２
４

条
か

ら
第
２

２
８

条
ま

で
）
、

分
担

金
、

加
入

金
、

過
料

及
び
法

律
で
定

め
る

使
用

料
そ

の
他

の
歳

入
に

つ
い

て
は

、
督

促
で

指
定

さ
れ

た
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

い
と

き

は
、

地
方

税
の

滞
納

処
分

の
例

に
よ

り
処

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

同
法

第
２

３
１

条
の

３
第

３

項
）
。

 
 

イ
 
公

債
権

の
種

類
 

 
（

ア
）

分
担

金
・

負
担

金
（

地
方

自
治
法

第
２

２
４

条
参

照
）

 
普

通
地
方

公
共

団
体

は
、
政

令
で

定
め

る
場

合
を

除
く

ほ
か

、
数

人
又

は
普

通
地

方
公

共
団

体

の
一

部
に

対
し

利
益

の
あ

る
事

件
に

関
し
、
そ

の
必

要
な
費

用
に
充

て
る

た
め

、
当

該
事

件
に
よ

り
特

に
利

益
を

受
け

る
者

か
ら

、
そ

の
受

益
の

限
度

に
お
い

て
、
分

担
金

を
徴
収

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

な
お

、
負

担
金

は
、
地

方
公

共
団

体
が

特
定

の
経
費

に
充

て
る

た
め
、
そ
の

事
業

に
特

別
の

利

害
関

係
を

有
す

る
者

に
対

し
て

課
す

る
公

法
上

の
金

銭
負

担
で

、
法

令
又

は
議

会
の

議
決

を
経

１
０

 
 

て
こ

れ
を

定
め

ら
れ

る
（

愛
知

県
会
計

局
 

会
計

事
務

の
手

引
（

総
則
・
収

入
編

）
２

０
２

２
年

度
版
。

以
下

単
に

「
会

計
事
務

の
手
引

」
と
い

う
）。

そ
の
た

め
、

負
担

金
と

分
担

金
は

実
質

的

に
変

わ
る

も
の

で
は

な
い

。
 

 
（

イ
）

使
用

料
（

地
方

自
治

法
第

２
２
５

条
）

 
普

通
地

方
公

共
団

体
は

、
同

法
第

２
３

８
条

の
４

第
７

項
の

規
定

に
よ

る
許

可
を

受
け

て
す

る
行

政
財

産
の

使
用

又
は

公
の

施
設

の
利
用

に
つ

き
使

用
料

を
徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
ウ

）
旧

慣
使

用
の

使
用

料
及

び
加
入

金
（

地
方

自
治

法
第

２
２

６
条
）

 
市

町
村
に

関
す

る
規

定
で

あ
る

が
、
市

町
村

は
、
同

法
第

２
３

８
条

の
６

の
規
定

に
よ

る
公
有

財
産

の
使

用
に

つ
き

使
用

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

ほ
か

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

使
用

の
許

可
を

受
け

た
者

か
ら

加
入

金
を
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 
（

エ
）

手
数

料
（

地
方

自
治

法
第

２
２
７

条
）

 
普

通
地

方
公

共
団

体
は

、
当

該
普

通
地

方
公

共
団

体
の

事
務

で
特

定
の

者
の

た
め

に
す

る
も

の
に

つ
き

、
手

数
料

を
徴

収
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
（

オ
）

過
料

（
地

方
自

治
法

第
２

２
８
条

第
２

項
、

第
３

項
）

 
分

担
金
、
使

用
料
、
加

入
金
及

び
手
数

料
の

徴
収

に
関

し
て

は
、
次

項
（

同
条

第
３

項
）
に
定

め
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

条
例

で
５

万
円

以
下

の
過

料
を

科
す

る
規

定
を

設
け

る
こ

と
が

で
き

る
（

同
条

第
２

項
）
。

 
詐

欺
そ
の

他
不

正
の

行
為

に
よ

り
、
分

担
金

、
使
用

料
、
加
入

金
又

は
手

数
料
の

徴
収

を
免
れ

た
者

に
つ

い
て

は
、
条

例
で

そ
の

徴
収

を
免

れ
た

金
額

の
５

倍
に
相

当
す

る
金

額
（

当
該

５
倍
に

相
当

す
る

金
額

が
５

万
円

を
超

え
な

い
と
き

は
、
５

万
円
と

す
る
）
以

下
の

過
料

を
科
す

る
規
定

を
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

（
同

条
第

３
項
）
。

 
 

 
（

カ
）

放
置
違

反
金

（
道

路
交
通

法
第

５
１

条
の

４
第

４
項

）
 

都
道

府
県

公
安

委
員

会
（

以
下
「

公
安

委
員

会
」
と

い
う

）
は

、
報

告
に

係
る

車
両

を
放

置
車

両
と

認
め

る
と

き
は
、
当
該

車
両

の
使

用
者

に
対

し
、
放

置
違

反
金

の
納

付
を

命
ず

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
 

ウ
 

徴
収

事
務

手
続

の
概

要
 

 
 

（
ア

）
調

定
か

ら
督

促
 

調
定

と
は

、
収

入
の

事
実

を
調

査
決
定

す
る

こ
と

で
あ

る
。
調

定
は

、
収

入
の
意

思
決

定
を
す

る
も

の
で

、
法

令
、
契

約
等

に
基

づ
い
て

合
法

的
に

発
生

し
た

権
利

の
行
使

の
た

め
の

内
部

手
続

を
い

う
。
納

入
の

通
知

に
先

立
っ

て
行

う
事

前
調

定
と

、
義

務
者

が
納
入

通
知

書
に

よ
ら

ず
に
納

付
し

た
場

合
に

行
う

事
後

調
定

が
あ

る
（

地
方

自
治

法
第
２

３
１
条

、
同

施
行
令

第
１
５

４
条
、

愛
知

県
財

務
規

則
（

以
下

「
財

務
規

則
」
と

い
う

）
第

２
７

条
、
会

計
事

務
の

手
引

）
。

 
納

入
の

通
知

と
は

、
歳

入
の

調
定

を
行

う
と

同
時

に
納

入
義

務
者

に
対

し
て

そ
の

納
入

す
べ

き
金

額
、
納
期

限
、
納

入
場

所
等

を
通

知
す
る

対
外

的
な

行
為

を
い
う
（
財

務
規

則
第

３
１

条
、

会
計

事
務

の
手

引
）
。
納

入
の
通

知
は
、

納
入
通

知
書

に
よ
り

行
う
が
、

特
に

法
令

の
定

め
に

よ

り
納

入
の

通
知

を
必

要
と

し
な

い
も

の
が
あ

る
ほ

か
、
納

入
通

知
書

に
代

え
て

、
口

頭
、
掲

示
そ
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１
１

 
 

の
他

の
方

法
で

納
入

の
通

知
を

す
る

も
の
が

あ
る
（

同
法
第

２
３
１

条
、
同

施
行

令
第
１

５
４
条

、

財
務

規
則

第
３

３
条

、
会

計
事

務
の

手
引
）
。

 
 

 
 

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

い
者

が
あ

る
と

き
は

、
期

限
を

指
定

し
て

督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い
（

同
法

第
２

３
１

条
の
３

第
１
項

、
財
務

規
則

第
４
０

条
）
。

法
令

の
規

定
に

よ
り

普
通

地

方
公

共
団

体
が

す
る

督
促

に
は

時
効

の
更
新
（

中
断

）
を

す
る

効
力
が

あ
る
（
同

法
第

２
３

６
条

第
４

項
）
。

な
お
、

納
入

の
通
知

に
も
同

様
の

効
果

が
あ

る
。

公
安

委
員

会
は

、
納

付
命

令
を

受

け
た

者
が

納
付

の
期

限
を

経
過

し
て

も
放

置
違

反
金

を
納

付
し

な
い

と
き

は
、

督
促

状
に

よ
っ

て
納

付
す

べ
き

期
限

を
指

定
し

て
督

促
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
道

路
交

通
法

第
５

１
条

の
４

第
１

３
項

前
段

）。
 

 【
図

表
２

－
３

】
収

入
の

流
れ

（
事
前

調
定

）
 

 
（

出
典
：

会
計

事
務

の
手

引
４

２
頁

よ
り
）

 
（

イ
）

手
数
料

及
び

延
滞

金
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
前

項
（

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

の
３
第

１
項

。
前
（

ア
）
参

照
）
の

歳
入
（

公
債
権

）
に

つ
い

て
同

項
の

規
定
に

よ
る

督
促

を
し
た

場
合

に
は

、
条

例
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
督

促
手

数
料

及
び

延
滞

金
を

徴
収

す
る

こ
と
が

で
き

る
（
同

法
第
２

３
１
条

の
３

第
２

項
）
。
し

か
し

こ
れ
ら

は
、
条

例
で

定
め

な
け

れ
ば

徴
収

で
き
な

い
。

 

                   

 

債
権
発
生

 
知
 

 事
 

（
か
い
長
）

 
 

会
計
管
理
者

 
（
出
納
員
）

 

納
入
義
務
者

 

指
定
金
融
機
関
等

 
（
取
引
店
等
）

 

収
入
の
通
知

 

納
入
通
知
書

 納

 

付 

領 収 書 領 収 済 通 知 書 

収
納
状
況
一
覧
表

 

収
納
済
登
録

 
財
務
シ
ス
テ
ム

 

領
収
済
通
知
書

 

会
計
課

 

調
定

 

収
納

DV
D 

収
納

DV
D 

①
 

②
 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑥
 

⑦
 ⑧
 

＜
１
日
＞

 

＜
２
日
＞

 

＜
３
日
＞

 

＜
４
日
＞

 

契
約

 
法
令

 

確 認 

・
所
属
年
度

 
・
歳
入
科
目

 
・
納
入
す
べ
き
金
額

 
・
納
入
義
務
者

 
・
納
期
限

 
・
法
令
又
は
契
約

 
・
そ
の
他
手
続
等

 

(注
) 

１
 
○
の
数
字
は
、
事
務
手
続
き
の
順
序

 
 
 

 ２
  
＜
 
＞
の
数
字
は
、
歳
入
処
理
の
日
数

 
  

  
 ３

 
収
納
状
況
一
覧
表
は
、
会
計
管
理
者
に
は
な
い

 
  

  
 ４

 
収
納
状
況
一
覧
表
は
、
か
い
長
と
出
納
員
は
共
用

 
 
 

 ５
 
収
入
の
通
知
は
、
財
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
歳
入
の

調
定
が
登
録
さ
れ
、
知
事
（
か
い
長
）
が
当
該
調
定

に
つ
い
て
決
議
し
た
時
点
で
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
す

 
指
定
金
融
機
関

 
三
菱

UF
J銀

行
 

東
海
公
務
部

 

１
２

 
 

な
お

公
安

委
員

会
は
、
放
置

違
反

金
に

つ
き

年
１

４
．
５
％

の
割

合
に

よ
り
計

算
し

た
額

の
範

囲
内

の
延

滞
金

及
び

督
促

に
要

し
た

手
数

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
道

路
交

通
法

第
５

１
条

の
４

第
１

３
項

後
段

）
。

 
 

 
（

ウ
）

滞
納
処

分
 

分
担

金
、
加

入
金

、
過

料
又

は
法

律
で

定
め

る
使
用

料
そ

の
他

の
歳
入

に
つ

い
て

は
、
督

促
で

指
定

さ
れ

た
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

い
と

き
は

、
地

方
税

の
滞

納
処

分
の

例
に

よ
り

処
分

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
地

方
自

治
法

第
２

３
１
条

の
３

第
３

項
）
。

 
公

債
権

の
全

て
に

つ
い

て
自

力
執

行
権

に
よ

る
強

制
徴

収
が

可
能

な
わ

け
で

は
な

く
、

地
方

自
治

法
か

他
の

法
律

に
お

い
て

そ
の

旨
を

規
定

し
な

い
限

り
強

制
徴

収
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。 
こ

の
点

、
道

路
交

通
法

第
５

１
条

の
４

第
１

３
項

の
規

定
に

よ
る

督
促

を
受

け
た

者
が

そ
の

指
定

期
限

ま
で

に
放

置
違

反
金

並
び

に
同

項
後

段
の

延
滞

金
及

び
手

数
料

を
納

付
し

な
い

と
き

は
、
公

安
委
員

会
は

、
地
方

税
の

滞
納

処
分
の

例
に

よ
り

、
放

置
違

反
金
等

を
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
に

お
け

る
放

置
違

反
金

等
の

先
取

特
権

の
順
位

は
、
国

税
及

び
地
方

税
に
次

ぐ
も

の
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る

（
道

路
交
通

法
第

５
１

条
の

４
第
１

４
項

）
。

 
⑷

 
非
強

制
徴

収
公

債
権

 
 

ア
 
意

義
 

 
 

 
公

債
権

の
う

ち
、

滞
納

処
分

の
例
に

よ
り

処
分

す
る

こ
と
の

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
。

 
 

イ
 
種

類
 

 
 

 
強

制
徴

収
公

債
権

を
除

く
公

債
権
で

あ
る

（
前

⑶
イ

参
照
）
。

 
公

法
上

の
原

因
に

基
づ

い
て

給
付

が
な

さ
れ

た
後

に
当

該
公

法
上

の
原

因
が

取
り

消
さ

れ
た

場

合
、

な
さ

れ
た

給
付

の
返

還
請

求
権
も

公
債

権
に

分
類

さ
れ

る
こ

と
が
あ

る
。

 
 

ウ
 
徴

収
の

事
務

手
続

 
 

（
ア
）

調
定

か
ら

督
促

 
調

定
及
び

納
入

の
通

知
に

つ
い

て
は

強
制

徴
収
公

債
権

と
同

様
で
あ

る
（
前

⑶
ウ
（

ア
）
参

照
。

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

、
同

施
行
令

第
１

５
４

条
、
財
務

規
則
第

２
７

条
及

び
第

３
１

条
、
会

計
事

務
の

手
引

）。
 

 
 

 
 

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

い
者

が
あ

る
と

き
は

、
期

限
を

指
定

し
て

督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

点
は

、
前

⑶
イ
（
ア

）
か

ら
（

オ
）
ま

で
に

述
べ

た
公

債
権
の

種
類
（

同
所
（

カ
）
の

放
置

違
反

金
は

除
く

）
と

異
な

る
と

こ
ろ
は

な
い
（

同
法

第
２
３

１
条
の

３
第

１
項

、
財

務
規

則
第
４

０
条

）。
 

ま
た

、
法

令
の

規
定

に
よ

り
普

通
地
方

公
共

団
体

が
す

る
督

促
に

は
時

効
の
更

新
（

中
断

）
を

す
る

効
力

が
あ

る
（

同
法

第
２

３
６

条
第
４

項
）
。

納
入
の

通
知

も
同

様
で

あ
る

。
 

 
 

（
イ

）
手

数
料

及
び

延
滞

金
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

公
債

権
に

つ
い

て
同

法
第

２
３

１
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

督
促

を
し

た
場

合
に

は
、
条
例

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、
督

促
手

数
料
及

び
延
滞

金
を
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
点

で
も

、
前
⑶

イ
（

ア
）
か
ら
（
オ

）
ま

で
に

述
べ

た
公

債
権

の
種

類
（
同
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１
３

 
 

所
（

カ
）
の
放

置
違

反
金

は
除

く
）
と
異

な
る

と
こ

ろ
は

な
い
（

同
法

第
２

３
１
条

の
３

第
２
項

）
。

や
は

り
、

条
例

で
定

め
な

け
れ

ば
督

促
手
数

料
及

び
延

滞
金

を
徴
収

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ウ

）
強

制
的

な
徴

収
手

続
に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

督
促
後

相
当

の
期

間
を
経

過
し

て
も

な
お

履
行

さ
れ

な
い

と
き
は

、
訴

訟
の

提
起
、
強

制
執

行

の
申

立
て

等
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

同
法

第
２

４
０
条

第
２
項
、
同

施
行
令

第
１
７

１
条
の

２
）
。
裁

判
所

の
助

力
が

得
ら
れ

れ
ば
強

制
的

な
徴

収
を

す
る

こ
と

は
可
能

で
あ

る
が
、

自
力

執

行
権

は
認

め
ら

れ
て

い
な

い
。

こ
の

点
で
は

、
私

債
権

に
近

い
性
質

を
持

つ
。

 
⑸

 
私
債

権
 

 
ア

 
意

義
と

発
生

原
因

 
 

 
前

述
の

と
お

り
私

法
上

の
原

因
に

よ
り

発
生

す
る

の
が

私
債

権
で

あ
る

が
、

私
法

上
の

発
生

原

因
に

は
、
契

約
（

民
法

第
３

編
第

２
章

）
、
事

務
管

理
（
同

法
第

３
章

）
、
不

当
利

得
（
同

法
第

４
章

）、

不
法

行
為

（
同

法
第

５
章

）
が

あ
る
。

 
イ

 
種

類
 

 
 

私
債

権
に

は
多

様
な

種
類

と
呼

称
が

あ
る

が
、

県
が

保
有

す
る

私
債

権
の

う
ち

代
表

的
な

も
の

を
取

り
上

げ
て

説
明

す
る

と
以

下
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
（

ア
）

貸
付
金

 
金

銭
消

費
貸

借
契

約
に

基
づ

い
て

貸
し

付
け

た
金

銭
の

返
還

請
求

権
で

あ
る

。
中

小
企

業
に

対
す

る
事

業
上

の
貸

付
金

、
各

種
学

生
に
対

す
る

奨
学

金
、
福
祉

目
的

の
貸

付
金

な
ど
が

あ
る
。

 
（

イ
）

賃
料

 
建

物
賃
貸

借
契

約
や

駐
車

場
賃

貸
借

契
約

に
基
づ

く
家

賃
・
駐

車
場
使

用
料
・
附

帯
設

備
使
用

料
等

が
あ

る
。

 
（

ウ
）

診
療
報

酬
 

診
療

契
約

に
基

づ
く

診
療

報
酬

で
あ

る
。

 
（

エ
）

損
害
賠

償
金

 
交

通
事
故

や
犯

罪
等

の
不

法
行

為
に

基
づ

く
損
害

賠
償

請
求

権
が
含

ま
れ

る
。

 
（

オ
）

弁
償
金

 
 

義
務

な
く

他
人

の
た

め
に

事
務

の
管

理
を

し
た
場

合
の

費
用

償
還
請

求
権

が
含

ま
れ

る
。

 
（

カ
）

違
約
金

 
 

 
 

違
約

金
は

、
民

法
第

４
２

０
条

第
３

項
で

債
務

不
履

行
に

基
づ

く
損

害
賠

償
額

の
予

定
と

推

定
さ

れ
る

。
 

ウ
 

徴
収

事
務

手
続

の
概

要
 

（
ア

）
調

定
か

ら
督

促
 

 
 

 
調

定
及

び
納

入
の

通
知

は
、
公

債
権

と
同

様
で

あ
る
（

前
⑶

ウ
（

ア
）
参

照
。
地

方
自

治
法
第

２
３

１
条

、
同

施
行

令
第
１

５
４

条
、
財

務
規
則

第
２

７
条

及
び

第
３
１

条
、
会

計
事

務
の

手
引

）。
 

履
行

期
限

ま
で

に
履

行
し

な
い

者
が

あ
る

と
き

は
、

期
限

を
指

定
し

て
こ

れ
を

督
促

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い
（

同
法

第
２

４
０

条
第

２
項
、
同

施
行

令
第

１
７

１
条
、
財

務
規

則
第

４
０

条
）
。

 

１
４

 
 

こ
れ

ら
法

令
の

規
定

に
よ

り
普

通
地

方
公

共
団

体
が

す
る

納
入

の
通

知
及

び
督

促
は

、
時

効

の
更

新
（

中
断

）
の

効
力

を
有

す
る

（
同
法

第
２

３
６

条
第

４
項
）
。

 
 

 
（

イ
）

手
数
料

及
び

延
滞

金
に
つ

い
て

 
督

促
を

し
た

場
合

に
条

例
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

督
促

手
数

料
及

び
延

滞
金

を
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
旨

の
規

定
（

同
法
第

２
３

１
条

の
３

第
２

項
）
は

、
公
債

権
に

関
す

る
督

促
を

前
提

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
仮
に

条
例

で
定

め
て

督
促
し

て
も
、
私

債
権

に
つ

い
て
は

督
促
手

数
料

及
び

延
滞

金
を

徴
収

す
る

こ
と

は
で
き

な
い

。
 

た
だ

し
、
契

約
、
事

務
管
理

、
不

法
行
為

等
の

私
法

上
の

根
拠

に
よ

り
、
債

権
回

収
に

要
し
た

手
数

料
、

利
息

、
遅

延
損

害
金

等
を

請
求
す

る
こ

と
は

禁
止

さ
れ
て

い
な

い
。

 
 

 
（

ウ
）

強
制
的

な
徴

収
手

続
に
つ

い
て

 
督

促
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
一

定
の

場
合

を
除

き
訴

訟
の

提
起

、
強

制
執

行
の

申
立

て
等
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（
同

法
第

２
４

０
条

第
２

項
、
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

）
。
私

債
権
を

強
制

的
に

徴
収

す
る

た
め

に
は
、

裁
判

所
の
助

力
を

得

る
必

要
が

あ
る

。
 

⑹
 

私
債

権
の

消
滅

時
効

に
関

す
る

法
改
正

に
つ

い
て

の
補

足
 

 
ア

 
概

要
 

２
０

１
７

年
５

月
２

６
日

、
民

法
の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

２
９

年
法

律
第

４
４

号
）
及

び
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

２

９
年

法
律

第
４

５
号

）
が
成

立
し
、
同
年

６
月

２
日

、
公

布
さ

れ
た
。
そ

し
て
、
一

部
を

除
き
、
２

０
２

０
年

４
月

１
日

に
施

行
さ

れ
た
（

平
成

２
９

年
政

令
第

３
０

９
号
）
。

 
時

効
に
関

す
る

改
正

事
項

に
は

、
①

消
滅

時
効
の

援
用

権
者

、
②

時
効

の
中
断
・
停
止

事
由

、
③

消
滅

時
効

の
起

算
点

及
び

期
間

、
④

人
の

生
命
・
身

体
の

侵
害

に
よ
る

損
害

賠
償

請
求

権
の

時
効
期

間
、

⑤
不

法
行

為
の

損
害

賠
償

請
求
権

の
長

期
の

消
滅

時
効

期
間

が
あ
る

。
 

上
記

改
正

に
は

、
経

過
措

置
が

定
め
ら

れ
て

お
り

、
例

え
ば

、
施

行
日

前
に
生

じ
た

債
権
（

施
行

日
以

後
に

債
権

が
生

じ
た

場
合

で
債

権
の

原
因

で
あ

る
法

律
行

為
が

施
行

日
前

に
さ

れ
た

と
き

を

含
む

）
に

は
改
正

前
の

民
法
の

消
滅
時

効
の

期
間

が
、
施
行

日
前
に

さ
れ

た
商

行
為

に
よ

っ
て

生
じ

た
債

権
に

は
改

正
前

の
商

法
の

消
滅
時

効
の

期
間

が
、
そ

れ
ぞ

れ
適

用
さ

れ
る
（

民
法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
附

則
第

１
０

条
第

４
項

、
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

第
４

条
）。

そ
の

た
め

、
施

行
後
も

、
引

き
続

き
改

正
前

の
法
律

に
よ
り

処
理

す
べ

き
債

権
が

存
在

し
て

い
る
。

 
 

 
イ

 
援

用
権
者

 
 

 
 

 
改

正
後
の

民
法

で
は

、
消

滅
時

効
を

援
用

す
る
「

当
事

者
」
に
「

保
証

人
、
物

上
保

証
人
、
第
三

取
得

者
そ

の
他

権
利

の
消

滅
に

つ
い

て
正

当
な

利
益

を
有

す
る

者
」

も
含

ま
れ

る
旨

が
明

ら
か

に

さ
れ

た
（

改
正

後
の

民
法

第
１

４
５

条
）。

改
正

前
の

民
法
下

に
お
い

て
も

、
時

効
の

完
成

か
ら
「
直

接
利

益
を

受
け

る
者

」
も
「
当

事
者
」
で

あ
る

と
さ
れ

て
お

り
（

最
高

裁
判
所

昭
和

４
２

年
１

０
月
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１
５

 
 

２
７

日
判

決
・

最
高

裁
判
所

民
事

判
例

集
２

１
巻

８
号

２
１

１
０
頁

等
）
、
改

正
後

の
民
法

は
、

文

言
に

違
い

は
あ

る
も

の
の

、
従

前
の
判

例
の

考
え

方
・

結
論

を
引

き
継
ぐ

も
の

で
あ

る
。

 
 

 
ウ

 
時

効
の
中

断
・

停
止

の
見
直

し
 

 
 

改
正

後
の

民
法

は
、
改
正

前
の
民

法
に

お
け

る
時

効
の
「

中
断

」
を
、
時
効

の
完

成
を

猶
予

す
る

「
完

成
猶

予
」
と

新
た
に

時
効

を
進

行
さ
せ

る
「

更
新

」
と

し
て

再
構

成
す

る
と

と
も

に
、「

停
止
」

に
つ

い
て

は
「

完
成

猶
予

」
と

し
た
（

改
正

後
の

民
法

第
１

４
７

条
か
ら

第
１

６
１

条
ま

で
）。

 
施

行
日
前

に
時

効
の

中
断

事
由

又
は

停
止
事

由
が

生
じ

た
場

合
に
は

、
改

正
前

の
民
法

の
「

中
断
」

「
停

止
」

が
適

用
さ

れ
る

（
附

則
第
１

０
条

第
２

項
）
。

 
 

 
エ

 
消

滅
時
効

の
起

算
点

及
び
期

間
 

改
正

前
の

民
法

に
お

け
る

債
権

の
消

滅
時

効
は

、
権

利
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
か

ら
１

０
年

間
を

原
則

と
し

（
改
正

前
の

民
法

第
１

６
６

条
、
第

１
６

７
条

）、
職

業
別
に

１
年
間

、
２

年

間
又

は
３

年
間

の
短

期
消

滅
時

効
を

定
め

て
い

た
ほ

か
（

同
法

第
１

７
０

条
か

ら
第

１
７

４
条

ま

で
）
、

商
行
為

に
よ

っ
て

生
じ

た
債

権
の

消
滅

時
効

は
、
５

年
間

で
あ

っ
た

（
改
正

前
の
商

法
第
５

２
２

条
）
。
改

正
後

は
、
権

利
を

行
使

す
る
こ

と
が

で
き

る
時

か
ら
１

０
年

間
と

い
う

時
効

期
間
は

維
持

さ
れ

、
権

利
を

行
使

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

を
知

っ
た

時
か

ら
５

年
間

と
い

う
時

効
期

間

が
追

加
さ

れ
（

改
正

後
の
民

法
第

１
６

６
条

第
１

項
）
、
短

期
消

滅
時

効
及

び
商

事
消

滅
時

効
は
廃

止
さ

れ
た

。
 

以
上

に
つ

き
、
【
図

表
２

－
４
】

消
滅

時
効

の
起

算
点

と
時
効

期
間

の
新

旧
対
照

表
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 【
図

表
２

－
４

】
消

滅
時

効
の

起
算
点

と
時

効
期

間
の

新
旧

対
照

表
 

起
算

点
時

効

期
間

具
体
例

適
用

に
争

い

の
あ

る
具

体
例

原
則

権
利

を
行

使
す
る

こ
と

が

で
き

る
時

か
ら

10
年

個
人

間
の

賃
金

債
権

な
ど

1年
飲

食
料

、
宿
泊

料
な

ど
「

下
宿
屋

」
の

下
宿

料

2年
弁

護
士

、
公
証

人
の

報
酬

、
小

売
商

人
、

卸
売

商
人

等
の

売
掛

代
金

な
ど

税
理

士
、

公
認

会
計

士
、

司
法
書

士
の

報
酬

、
農

協
の

売
掛

代
金

な
ど

3年
医

師
、

助
産
師

の
診

療
報

酬
な

ど
あ

ん
摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
、
柔

道
整

復
師

の
報

酬
な

ど

商
事

権
利

を
行

使
す
る

こ
と

が

で
き

る
時

か
ら

5年
商

行
為

に
よ
っ

て
生

じ
た

債
権

消
費

者
ロ

ー
ン

に
つ

い
て

の
過
払

金
返

還
請

求
権

（
判

例
上

1
0年

）

起
算

点
時

効

期
間

知
っ

た
時

か
ら

5年

権
利

を
行

使
す
る

こ
と

が

で
き

る
時

か
ら

10
年

改
正

前

改
正

後

原
則

具
体

例

職
業

別
権
利

を
行

使
す
る

こ
と

が

で
き

る
時

か
ら

売
買

代
金

債
権

、
飲

食
料

債
権

、
宿
泊

料
債

権
な

ど
契

約
上
の

債
権

消
費

者
ロ

ー
ン

の
過

払
金

（
不

当
利
得

）
返

還
請

求
権

 （
過

払
金

：
利

息
制
限

法
所

定
の

制
限

利
率
を

超
え

て
利

息
を

支
払
っ

た
結

果

過
払

い
と

な
っ
た

金
銭

）

シ
ン

プ
ル

に
統

一
化

 
（

法
務

省
民

事
局

「
民

法
(
債

権
関

係
)の

改
正

に
関

す
る

説
明

資
料

－
主

な
改

正
事

項
－

」
を

参
考

に
監

査
人

作
成

）
 

 

１
６

 
 

オ
 

人
の

生
命

・
身

体
の

侵
害

に
よ
る

損
害

賠
償

請
求

権
の

時
効

期
間

 
 

 
改

正
前
の

民
法

で
は
、
生

命
・
身

体
の
侵

害
に

よ
る
損

害
賠
償

請
求

権
の

消
滅

時
効

期
間

に
つ
い

て
特

別
の

規
律

は
な

か
っ

た
が

（
改

正
前

の
民

法
第

１
６
７

条
第
１

項
、
第

７
２

４
条

）、
改

正
後

の
民

法
で

は
、
債

務
不

履
行
に

基
づ
く

場
合

に
は

、
権

利
を

行
使
す

る
こ

と
が

で
き

る
時

か
ら

１
０

年
と

い
う

時
効

期
間

を
２

０
年

と
し
（

改
正
後

の
民

法
第
１

６
７
条

）
、

不
法

行
為

に
基
づ

く
場
合

に
は

損
害

及
び

加
害

者
を

知
っ

た
時

か
ら

３
年

と
い

う
時

効
期

間
を

５
年

と
す

る
特

則
が

設
け

ら

れ
た

（
改

正
後

の
民

法
第

７
２

４
条
の

２
）
。

 
こ

れ
に
よ

り
、
新
法

で
は

、
人

の
生

命
・
身

体
の
侵

害
に

よ
る

損
害

賠
償
請

求
権

に
つ

い
て

は
、

債
務

不
履

行
に

基
づ

く
場

合
も

、
不

法
行

為
に

基
づ

く
場

合
も
、
主

観
的
な

起
算

点
か
ら

５
年

間
、

客
観

的
な

起
算

点
か

ら
２

０
年

間
と
な

っ
た

。
 

カ
 

不
法

行
為

の
損

害
賠

償
請

求
権
の

長
期

の
消

滅
時

効
期

間
 

 
 

 
 

改
正

前
の

民
法

で
は

、
第

７
２

４
条

後
段

の
長

期
の

権
利

消
滅

期
間

に
つ

い
て

は
、
除
斥

期
間

で

あ
る

と
さ

れ
て

き
た

（
最
判

平
成

元
年

１
２

月
２

１
日

民
集

４
３
巻

１
２

号
２

２
０

９
頁

）
。

そ
の

た
め

、
中

断
・
停
止

が
認

め
ら

れ
ず

、
援

用
な

く
し
て

権
利

は
当

然
に
消

滅
し

、
権

利
濫

用
・
信
義

則
違

反
に

よ
り

対
抗

す
る

こ
と

も
困
難

で
あ

っ
た

。
 

こ
れ

に
対

し
、
改

正
後

の
民

法
は
、
長
期

の
権

利
消

滅
期

間
を

除
斥

期
間

で
は

な
く

消
滅

時
効
期

間
と

し
た
（

改
正

後
の

民
法

第
７

２
４

条
第

２
号

）。
こ
れ

に
よ

り
、

更
新

・
完
成

猶
予
が

適
用
さ

れ
、

権
利

濫
用

・
信

義
則

違
反

に
よ
り

対
抗

す
る

こ
と

も
可

能
と

な
っ
た

。
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７

 
 第

２
 
県

の
財

政
状

況
等

 
１

 
県
の

財
政

の
全

体
像

 

２
０

１
６

年
度

愛
知

県
包

括
外

部
監

査
結

果
報

告
書

７
２

頁
以

下
で

は
、

県
の

県
税

収
入

や
徴

税
費

の
状

況
に

つ
い

て
、
県

の
財

政
状

況
も

踏
ま

え
な

が
ら

検
討

が
加

え
ら
れ

た
。
そ

こ
で

は
、
２

０
１
１

年

度
か

ら
２

０
１

５
年

度
の

５
年

間
の

決
算

等
を
元

に
各

種
グ

ラ
フ
が

作
成

さ
れ

て
い

る
。
そ

こ
で
、
本
書

で
は

、
そ

れ
に

続
く

５
年

間
（
２

０
１

６
年

度
か
ら

２
０

２
０

年
度
）
に
つ

い
て

同
様

の
グ

ラ
フ

を
作
成

し
検

討
し

た
。

 
ま

ず
、
県

の
歳

入
の

過
去

５
か

年
度

の
歳
入

の
推

移
で

あ
る
【
図

表
２

－
５
】
を

見
る
と

、
県

税
は

２

０
１

６
年

度
に

ピ
ー

ク
を

迎
え

、
そ
の

後
は

概
ね

横
ば

い
か

や
や
減

少
傾

向
に

あ
る

。
 

一
方

国
庫

支
出

金
は

、
２

０
１

９
年
度

ま
で

概
ね

２
０

０
０

億
円
前

後
で

推
移

し
て

い
た

と
こ

ろ
、
２

０
２

０
年

度
に

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル
ス

の
感

染
症

対
策
（

以
下

単
に
「

感
染

症
対

策
」
と

い
う

）
に

係
る

国
庫

支
出

金
が

加
わ

り
５

０
０

０
億

円
弱

ま
で
急

増
し

た
。

 
そ

れ
以
外

の
歳

入
に

は
大

き
な

変
動
は

見
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
 【

図
表
２

－
５

】
県

の
歳

入
の

過
去

５
か
年

度
の

歳
入

の
推

移
 

 
（

出
典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し

た
）

 

１
８

 
 

県
税

の
歳

入
全

体
に

占
め

る
割

合
は
最

も
大

き
く

、
そ

の
推

移
は

【
図
表

２
－

６
】

の
と

お
り
２

０

１
９

年
度

ま
で

は
５

５
％

前
後

を
維
持

し
て

い
た

が
、

２
０

２
０
年

度
は

感
染

症
対

策
に

係
る

国
庫
支

出
金

の
急

増
を

受
け

て
そ

の
割

合
は

減
少

し
た
。

 
 

【
図

表
２

－
６

】
県

税
の

歳
入

全
体
に

占
め

る
割

合

 
（

出
典

：
総
務

省
「

財
政

状
況

資
料
集

」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し
た

）
 

 
２

０
２
０

年
度

の
県

税
比

率
に

つ
い
て

、
類

似
団

体
と

比
較

し
た

と
こ
ろ

、【
図

表
２
－

７
】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
類

似
団

体
と

比
較

し
て

も
県
税

比
率

は
高

め
で
あ

る
。

 
 

【
図

表
２

－
７

】
類

似
団

体
と

の
県
税

比
率

の
比

較
（

２
０

２
０

年
度
）

 

 
 

 
（

出
典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し

た
）
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0,
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0
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0,
00

0
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00

0,
00

0

2,
50

0,
00

0

3,
00

0,
00

0

3,
50

0,
00

0

4,
00

0,
00

0

愛
知

県
神

奈
川

県
千

葉
県

埼
玉

県
大

阪
府

（
百

万
円

）

県
税

歳
入

合
計

県
税

比
率
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９

 
  

 
歳
出

に
つ

い
て

、
過

去
５

か
年

度
の
推

移
を

見
る

と
、
【

図
表
２

－
８

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。
補

助
費

等
が

３
０

０
０

億
円

程
急

増
し

て
い

る
の
は

、
歳

入
に

関
す
る

感
染

症
対

策
に

係
る

国
庫

支
出
金

の
増

加
が

、
歳

出
に

も
そ

の
ま

ま
影

響
し

て
い
る

と
考

え
ら

れ
る
。

 
 

【
図

表
２

－
８

】
過

去
５

か
年

度
の
歳

出
の

推
移

 
 

 
（

出
典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し

た
）

 
 

 ２
 

あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０

２
０

の
説
明

 

県
は

、
１

９
８

５
年

の
「

愛
知

県
行
政

改
革

推
進

計
画

（
愛

知
県

行
革
大

綱
）
」
以

来
、

行
革

大
綱

の
策

定
を

重
ね

、
行

財
政

改
革

に
取

り
組

ん
で
き

た
（
【
図

表
２

－
９

】
参

照
）
。
そ

し
て

、
２

０
１

９

年
１

２
月

、
第

七
次

行
革

大
綱

に
あ

た
る

「
あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン
２

０
２

０
」

を
策

定
し

た
（【

図
表

２
－

１
０

】
参

照
）
。

 
「

あ
い
ち

行
革

プ
ラ

ン
２

０
２

０
」
は

、
第

六
次

行
革

大
綱

に
あ

た
る
「

し
な

や
か

県
庁

創
造
プ

ラ

ン
」

に
お

い
て

掲
げ

た
「

し
な

や
か

県
庁

」
を
さ

ら
に

「
ス

ピ
ー
デ

ィ
ー

で
し

な
や

か
な

県
庁

」
へ
進

化
さ

せ
る

こ
と

を
目

指
す

も
の

で
あ

り
、

計
画
期

間
は

２
０

２
０
年

度
か

ら
２

０
２

４
年

度
ま

で
５
年

間
で

あ
る

。
改

革
の

目
標

は
、
「
『

日
本

一
元

気
な

愛
知

』
づ
く

り
を
支

え
る

行
財

政
運

営
の

実
現
 

『
あ

い
ち

ビ
ジ

ョ
ン

』
に

基
づ

く
地

域
づ

く
り
を

切
れ

目
な

く
下
支

え
し

、『
日
本

一
元
気

な
愛

知
』

づ
く

り
を

推
進

す
る

行
財

政
運

営
を

実
現

す
る
」

で
あ

り
、

改
革
の

視
点

（
環

境
変

化
に

対
応

す
る
３

つ
の

“
Ｓ

”）
は

、「
①

Ｓ
ｐ
ｅ

ｅ
ｄ

ｙ
～

現
地
・

現
物

・
現

場
目
線

の
取

組
～

、
②

Ｓ
ｍ

ａ
ｒ

ｔ
～
効

率
的

な
経

営
資

源
の

活
用

～
、

③
Ｓ
ｕ

ｓ
ｔ

ａ
ｉ

ｎ
ａ

ｂ
ｌ

ｅ
～
持

続
可

能
な

行
財

政
運

営
～

」
で
あ

る
（
【

図
表
２

－
１

０
】
）
。

 
主

要
取
組

事
項
（

９
本
の

柱
）
の

中
に
は

、
事

務
事

業
の

合
理

化
と

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
、
県

有
資

産
の

活
用

、
民

間
活

力
の

活
用

、
健

全
で

持
続
可

能
な

財
政

基
盤
の

確
立

等
が

掲
げ

ら
れ

て
い

る
。
 

２
０

 
 

【
図

表
２

－
９

】
愛

知
県

の
行

革
大
綱

の
策

定
状

況
 

 
（

出
典

：
あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０
２

０
）

 
 

「
あ

い
ち

ビ
ジ

ョ
ン

」
は

、
県
の

戦
略
的

な
地

域
づ

く
り

の
た

め
の

中
長
期

的
な

計
画

で
あ

り
、
２

０
１

４
年

３
月

に
「
あ

い
ち

ビ
ジ

ョ
ン

２
０

２
０

」、
２

０
２

０
年
１

１
月

に
「
あ

い
ち
ビ

ジ
ョ
ン

２

０
３

０
」
が

策
定

さ
れ

て
い

る
。
「
あ

い
ち

ビ
ジ

ョ
ン

２
０
２

０
」

は
、

２
０

３
０

年
頃
の

社
会
経

済

を
展

望
し

、
２

０
２

０
年

を
目

標
と
す

る
も

の
で

あ
っ

た
。

 
「

あ
い

ち
ビ
ジ

ョ
ン

２
０

３
０

」
は

、
リ

ニ
ア

中
央

新
幹

線
が

全
線

開
業

し
、
ス

ー
パ
ー
・
メ

ガ
リ

ー
ジ

ョ
ン

の
形

成
が

期
待

さ
れ

る
２

０
４

０
年

頃
を

展
望

し
、

２
０

３
０

年
度

ま
で

に
重

点
的

に
取

り
組

む
べ

き
政

策
の

方
向

性
を

示
す
も

の
で

あ
る

。
そ

こ
で

は
、
「

暮
ら

し
・

経
済

・
環
境

が
調

和
し

た
輝

く
あ

い
ち

～
危

機
を

乗
り

越
え
、
愛

知
の

元
気

を
日

本
の

活
力

に
～

」
を

２
０
３

０
年

度
の

地
域

づ
く

り
に

向
け

た
基

本
目

標
と

し
、
重
要

政
策

の
方

向
性

と
し

て
、
す

べ
て

の
人

が
生

涯
に

わ
た

っ
て

活
躍

で
き

る
社

会
づ

く
り
、
安

心
と

支
え

合
い
の

社
会

づ
く

り
、
豊
か

な
時

間
を

生
み

出
す

働
き

方
が

可
能

な
社

会
づ

く
り

、
選

ば
れ

る
魅
力

的
な

地
域

づ
く

り
等

を
挙

げ
て
い

る
。
 

 

策
定

時
期

 
行

革
大

綱
の

名
称

 
計

画
期

間
 

1
9
8
5
年

1
2
月

 
愛

知
県
行

政
改

革
推

進
計

画
 

（
愛

知
県

行
革

大
綱

）
 

1
9
8
5
～
1
9
87

年
度
 

（
3
年

間
）

 

1
9
9
5
年

1
2
月

 
愛

知
県
行

政
改

革
推

進
計

画
 

（
愛

知
県

新
行

革
大

綱
）

 
1
9
9
6
～
1
9
98

年
度
 

（
3
年

間
）

 

1
9
9
8
年

1
2
月

 
愛

知
県
行

政
改

革
推

進
計

画
 

（
愛

知
県

第
三

次
行

革
大

綱
）

 
1
9
9
9
～
2
0
08

年
度
 

（
1
0
年

間
）
 

2
0
0
1
年

1
2
月

 
改

訂
愛
知

県
第

三
次

行
革

大
綱

 
（

県
庁
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
 

2
0
0
2
～
2
0
08

年
度
 

（
7
年

間
）

 

2
0
0
5
年

2
月

 
あ

い
ち
行

革
大

綱
２

０
０

５
 

2
0
0
5
～
2
0
10

年
度
 

（
6
年

間
）

 

 
2
0
0
8
年

3
月

 
あ

い
ち

行
革

大
綱

２
０

０
５

－
後

半
（

平

成
2
0
～

2
2
年

度
）

の
取

組
に

つ
い

て
 

2
0
0
8
～
2
0
10

年
度
 

（
3
年

間
）

 

2
0
1
0
年

2
月

 
愛

知
県
第

五
次

行
革

大
綱

 
2
0
1
0
～
2
0
14

年
度
 

（
5
年

間
）

 

 
2
0
1
1
年

1
2
月

 
行

革
大
綱

に
係

る
重

点
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
－

 

2
0
1
4
年

1
2
月

 
し

な
や
か

県
庁

創
造

プ
ラ

ン
 

（
愛

知
県

第
六

次
行

革
大

綱
）

 
2
0
1
5
～
2
0
19

年
度
 

（
5
年

間
）

 

 
2
0
1
8
年

3
月

 
し

な
や
か

県
庁

創
造

プ
ラ

ン
 

個
別

取
組

事
項

（
後

半
期

の
取

組
）

 
2
0
1
8
～
2
0
19

年
度
 

（
2
年

間
）
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  【

図
表
２

－
１

０
】
「
あ

い
ち
行

革
プ
ラ

ン
２

０
２

０
」

に
お

い
て
目

指
す

県
庁

の
姿

の
イ

メ
ー

ジ
 

 
（

出
典
：

あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０
２

０
）

 
  

２
２

 
  

「
し

な
や

か
県

庁
創

造
プ

ラ
ン

」
の

う
ち

、
債

権
の

管
理

回
収

と
深

く
関
連

す
る

と
思

わ
れ

る
「

県
税

の
適

切
な

徴
収

」
等

に
関

す
る

取
組
の

状
況

は
、【

図
表
２

－
１

１
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
ま

た
、「

あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０

２
０

」
で

は
、「

し
な

や
か

県
庁

創
造
プ

ラ
ン

」
の

取
組

を
引
き

継
ぎ

、【
図

表
２
－

１
２

】
の

取
組

事
項

が
掲

げ
ら

れ
た

。
 

 【
図

表
２

－
１

１
】

し
な

や
か

県
庁
創

造
プ

ラ
ン

に
お

け
る

「
財

源
の

確
保
」

に
関

す
る

主
な
成

果
 

（
出

典
：

あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０

２
０
）
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 【

図
表

２
－

１
２
】

あ
い

ち
行

革
プ
ラ

ン
２

０
２

０
の

「
財

源
の

確
保

」
に
関

す
る

取
組

内
容

 

 
（

出
典
：

あ
い

ち
行

革
プ

ラ
ン

２
０

２
０
）

 

２
４

 
 第

３
 

収
入

未
済
額

の
現

状
 

１
 

収
入

未
済

額
の

全
体

像
 

 
予

備
調

査
の

段
階

で
、
２
０

２
０
年

度
の

歳
入

予
算

一
覧

の
提

出
を

受
け
て

、
２

０
２

０
年
度

に
滞

納

に
か

か
る

収
入

未
済

が
存

在
す

る
局

を
抽
出

し
た

と
こ

ろ
、
【

図
表

２
－

１
３

】
の

経
済
産

業
局
以

下
に

掲
載

し
た

と
お

り
で

あ
っ

た
。
そ

の
後

、
出
納

整
理

期
間

を
経

て
、
２

０
１

５
年

度
か

ら
２

０
２
１

年
度

ま
で

の
歳

入
予

算
一

覧
と

、
同

期
間

の
都

道
府
県

税
決

算
見

込
額
調

べ
（

出
納
閉

鎖
日
現

在
）、

さ
ら

に

病
院

事
業

庁
か

ら
入

手
し

た
同

期
間

の
同

庁
の

収
入

未
済

額
の

推
移

を
併

せ
て

、
２

０
１

５
年

度
か

ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
収

入
未

済
額

の
推
移

を
一

覧
表

に
し

た
も
の

が
【

図
表

２
－

１
３

】
で

あ
る
。

 
２

０
２

０
年
度

に
収

入
未

済
が

存
在
し

な
か

っ
た

局
が

保
有

す
る
（

し
て
い

た
）
収
入

未
済

額
は

含
ま

れ
て

お
ら

ず
、

ま
た

年
度

末
か

ら
２

か
月

間
の

出
納

整
理

期
間

中
に

収
入

さ
れ

る
滞

納
と

か
か

わ
り

の

な
い

未
収

金
は

含
ま

れ
て

い
な

い
た

め
、

各
年

度
の

愛
知

県
歳

入
歳

出
決

算
及

び
美

術
品

等
取

得
基

金

運
用

状
況

の
審

査
意

見
書
（

以
下
「

決
算

審
査
意

見
書

」
と

い
う
）
及

び
愛

知
県
公

営
企

業
会

計
決
算

審

査
意

見
書

（
以

下
「

公
営

企
業

意
見

書
」

と
い

う
）

に
掲

載
さ

れ
た

金
額

（
【

図
表

２
－

１
５

】
参

照
）

と
は

誤
差

が
生

じ
て

い
る

点
に

は
注

意
が
必

要
で

あ
る

。
 

こ
の

間
、
県

税
の

収
入

未
済
額

は
６

割
弱

に
ま
で

減
少

し
て

い
る
が

、
税

外
債

権
の
収

入
未

済
額

は
僅

か
に

減
少

し
て

い
る

も
の

の
１

４
局
（

病
院

事
業

庁
含

む
。
以

下
単

に
「

１
４

局
」
と
い

う
）
の

合
計
は

６
０

億
円

余
り

で
概

ね
横

ば
い

で
あ

る
。
詳

細
は

、
第

３
章

及
び
第

４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
１

３
】
収

入
未
済

額
の
全

体
像

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円

） 
20
15
年
度

20
1
6年

度
20
17
年
度

2
01
8年

度
20
19
年

度
20
20
年
度

20
21
年
度

総
務
局

（
県
税
）

19
,
96
0,
38
0

17
,0
87

,6
99

15
,1
66
,9
07

13
,5

38
,4
92

13
,3
80
,9

33
1
9,
28
8,
42
5

11
,8
7
8,
95
1

病
院
事

業
庁

10
9,
06
6

11
0
,8
66

11
0,
95
2

1
09
,5
12

10
8,
0
59

10
4,
74
9

9
5,
35
8

経
済
産

業
局

3
,0
52
,1
89

2,
99
1
,8
25

2,
95
3,
95
3

2,
9
31
,6
37

2,
86
1,

04
6

2,
80
2,
29
3

2,
78

5,
16
7

建
築
局

1
,2
15
,4
28

1,
20
9
,5
23

1,
17
7,
10
1

1,
1
82
,9
45

1,
19
3,

28
2

1,
08
8,
06
5

1,
04

3,
84
1

教
育
委

員
会
事
務
局

41
7,
15
8

51
2
,0
30

60
7,
94
3

7
09
,5
07

79
5,
8
07

82
9,
97
1

84
4,
55
6

福
祉
局

51
3,
57
3

62
3
,7
70

64
8,
79
8

6
61
,5
87

67
1,
6
71

68
0,
72
4

68
4,
48
5

警
察
本

部
72
7,
08
1

64
2
,5
87

54
4,
96
2

4
57
,2
66

40
3,
4
19

34
1,
08
6

30
0,
89
1

県
民
文

化
局

11
,3
17

10
,5
48

8,
84
8

8,
29
9

7,
0
87

13
3,
40
2

12
3,
31
5

環
境
局

51
,7
64

10
6
,5
79

99
,2
24

78
,6
58

78
,
65
8

78
,6
58

7
8,
65
8

総
務
局

（
税
外
）

24
,9
60

24
,9
34

24
,8
70

24
,8
30

24
,
83
0

24
,7
90

2
4,
75
0

保
健
医

療
局

9,
71
1

10
,9
76

6,
48
4

3,
10
4

2,
3
27

2,
77
3

1
0,
91
8

建
設
局

15
,2
32

15
,7
95

2,
29
4

1,
21
3

4,
8
22

4,
96
4

5,
34
1

都
市
・

交
通
局

86
6

86
8

95
6

5,
08
9

5,
0
76

5,
06
8

4,
10
6

議
会
事

務
局

2,
6
00

2,
60
0

2,
60
0

農
業
水

産
局

2,
95
6

3
,4
05

2,
67
9

2,
57
2

2,
2
91

1,
96
3

1,
68
3

  
 合

  
計

26
,
11
1,
68
1

23
,3
51

,4
05

21
,3
55
,9
71

19
,7

14
,7
11

19
,5
41
,9

08
2
5,
38
9,
53
1

17
,8
8
4,
62
0

１
４
局

計
6
,1
51
,3
01

6,
26
3
,7
06

6,
18
9,
06
4

6,
1
76
,2
19

6,
16
0,

97
5

6,
10
1,
10
6

6,
00

5,
66
9
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 ２

 
税

債
権

の
収
入

未
済

額
の

状
況

 
２

０
１

５
年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度
ま

で
の

都
道

府
県

税
決

算
見

込
額
調

べ
（

出
納

閉
鎖

日
現

在
）
か

ら
、

各
年

度
末
時

点
（

出
納
閉

鎖
日

現
在

）
の

収
入

未
済

額
の

推
移

を
一

覧
に

し
た

と
こ

ろ
、【

図
表

２

－
１

４
】
の

と
お

り
で

あ
っ
た

。
２

０
１

９
年

９
月

ま
で

は
自

動
車

取
得

税
と

自
動

車
税

が
存
在

し
た

が
、

２
０

１
９

年
１

０
月

１
日

に
自

動
車

取
得

税
は

廃
止

さ
れ

、
同

日
か

ら
新

た
に

自
動

車
税

環
境

性
能

割

が
導

入
さ

れ
た

。
ま

た
、

自
動

車
税

は
自
動

車
税

種
別

割
に

名
称
変

更
さ

れ
た

。
 

２
０

２
０

年
度

は
、
新

型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感
染

症
の

影
響

に
よ
る

特
例

猶
予

の
影

響
で

、
都

道
府

県

民
税

法
人

分
と

事
業

税
法

人
分
（

い
わ

ゆ
る

法
人

二
税

）
を
中

心
に
、
一
時

的
に

収
入

未
済

額
が
増

加
し

た
。

詳
細

は
第

３
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
１

４
】
県

税
収
入

未
済
額

の
推

移
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

税
目

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年
度

2
0
1
8
年
度

2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年
度

都
道
府

県
民

税
個

人
分

1
5
,
1
5
7
,
5
9
4

1
3
,
1
8
8
,
4
2
0

1
1
,
6
4
9
,
7
4
1

1
0
,
2
1
4
,
7
5
9

9
,
3
0
1
,
7
0
6

8
,
8
8
4
,
9
9
9

8
,
1
8
6
,
5
8
2

　
(
均

等
割

お
よ
び

所
得

割
)

1
5
,
1
5
7
,
5
9
4

1
3
,
1
8
8
,
4
2
0

1
1
,
6
4
9
,
7
4
1

1
0
,
2
1
4
,
7
5
9

9
,
3
0
1
,
7
0
6

8
,
8
8
4
,
9
9
9

8
,
1
8
6
,
5
8
2

　
(
配

当
割

)
0

0
0

0
0

0
0

　
(
株

式
等

譲
渡

所
得

割
)

0
0

0
0

0
0

0

都
道
府

県
民

税
法

人
分

1
8
3
,
0
4
1

1
2
8
,
1
5
8

1
1
8
,
5
4
5

1
0
9
,
5
4
2

1
3
4
,
8
6
5

1
,
1
5
7
,
2
7
9

1
3
3
,
0
4
9

都
道
府

県
民

税
利

子
割

0
0

0
0

0
0

0

事
業
税

個
人

分
3
8
9
,
2
3
5

3
3
3
,
0
1
2

2
8
7
,
0
3
2

3
0
3
,
6
0
3

3
1
9
,
1
2
8

3
0
1
,
0
7
4

2
9
1
,
6
3
9

事
業
税

法
人

分
5
1
4
,
7
8
6

3
3
1
,
9
8
2

2
4
8
,
8
4
0

2
8
6
,
0
4
9

3
9
9
,
3
7
8

6
,
2
3
7
,
0
9
4

7
2
6
,
6
0
2

地
方
消

費
税

0
0

0
0

0
0

0

　
(
譲

渡
割

)
0

0
0

0
0

0
0

　
(
貨

物
割

)
0

0
0

0
0

0
0

不
動
産

取
得

税
7
3
0
,
1
7
7

6
6
8
,
1
4
3

6
1
9
,
4
2
2

6
1
8
,
2
6
6

6
8
9
,
0
3
8

7
5
3
,
1
9
2

6
7
1
,
4
5
7

都
道
府

県
た

ば
こ

税
0

0
0

0
0

0
0

ゴ
ル
フ

場
利

用
税

0
0

0
0

0
0

0

自
動
車

取
得
税

(
～

2
0
1
9
.
9
)

3
9
1

2
8
8

2
7
1

7
0
6

1
1
3

0
0

軽
油
引

取
税

1
,
6
9
4
,
4
5
0

1
,
3
3
8
,
2
8
0

1
,
2
7
0
,
7
1
7

1
,
1
1
7
,
8
7
5

1
,
6
8
9
,
3
4
5

1
,
2
6
5
,
4
9
4

1
,
2
4
2
,
5
2
0

自
動
車

税
1
,
2
8
4
,
9
8
9

1
,
0
9
3
,
7
1
5

9
6
9
,
4
4
6

8
8
4
,
9
9
6

8
4
6
,
0
2
8

6
8
8
,
4
5
1

6
2
6
,
8
5
0

　
(
自

動
車

税
(
～
2
0
1
9
.
9
)
)

8
4
5
,
9
0
7

3
2
6
,
4
9
5

1
8
7
,
8
1
0

　
(
環

境
性

能
割

)
7
4

2
2
8

1
2
4

　
(
種

別
割

)
4
7

3
6
1
,
7
2
8

4
3
8
,
9
1
6

鉱
区
税

0
0

0
1
4

0
0

0

固
定
資

産
税

0
0

0
0

0
0

0

法
定
外

普
通

税

狩
猟
税

0
0

0
0

0
0

0

法
定
外

目
的

税
0

0
0

0
0

0
0

旧
法
に

よ
る

税
5
,
7
1
7

5
,
7
0
1

2
,
8
9
3

2
,
6
8
2

1
,
3
3
2

8
4
2

2
5
2

合
計

1
9
,
9
6
0
,
3
8
0

1
7
,
0
8
7
,
6
9
9

1
5
,
1
6
6
,
9
0
7

1
3
,
5
3
8
,
4
9
2

1
3
,
3
8
0
,
9
3
3

1
9
,
2
8
8
,
4
2
5

1
1
,
8
7
8
,
9
5
1

法
人
二

税
6
9
7
,
8
2
7

4
6
0
,
1
4
0

3
6
7
,
3
8
5

3
9
5
,
5
9
1

5
3
4
,
2
4
3

7
,
3
9
4
,
3
7
3

8
5
9
,
6
5
1
 

 ３
 

税
外

債
権

の
収

入
未

済
額

の
推
移

 

 
 

各
年

度
の

決
算

審
査

意
見

書
及

び
公

営
企

業
意

見
書

に
よ

る
と

、
税

外
債

権
の

収
入

未
済

額
の

推
移

は
、
【

図
表

２
－
１

５
】

の
と
お

り
で

あ
る

。
た

だ
し

、
公

営
企

業
意

見
書

に
は

、
愛
知

県
県

立
病

院
事

業
会

計
に

加
え

て
愛

知
県

水
道

事
業

会
計
、
愛

知
県

工
業
用

水
道

事
業

会
計
、
愛

知
県
用

地
造
成

事
業

会

計
、
愛

知
県

流
域

下
流

水
道
事

業
会
計

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

が
、
２

０
２
０

年
度

末
に
お

い
て
滞

納
と

な

っ
て

い
る

債
権

の
み

を
記

載
す

る
こ

と
と

し
、

滞
納

に
係

る
債

権
と

し
て

病
院

事
業

庁
の

過
年

度
に

属

２
６

 
 

す
る

医
業

未
収

金
を

計
上

し
た

。
ま
た

、【
図

表
２

－
１

５
】
に

は
、【

図
表

２
－

１
３

】
に

掲
載
し

た
１

４
局

以
外

が
所

管
す

る
債

権
（

税
に
係

る
延

滞
金

、
加

算
金

、
滞
納

処
分

費
等

）
も

含
ま

れ
て
い

る
。
僅

か
に

減
少

し
て

い
る

も
の

の
概

ね
横

ば
い
で

あ
る

点
は

、
１

４
局

に
関
す

る
【

図
表

２
－

１
３
】
と
同

様

の
傾

向
を

示
し

て
い

る
。

詳
細

は
第

４
章
で

述
べ

る
。

 
 【

図
表

２
－

１
５
】
税

外
収
入

未
済
額

の
推

移
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

千
円

）
 

2
0
1
5
年

度
末

2
0
1
6
年

度
末

2
0
1
7
年

度
末

2
0
1
8
年

度
末

2
0
1
9
年

度
末

2
0
2
0
年

度
末

普
通

会
計

6
,
4
8
7
,
9
3
8

6
,
4
8
7
,
4
8
7

6
,
3
6
2
,
9
1
9

6
,
1
8
1
,
7
5
6

6
,
2
1
9
,
6
2
1

6
,
1
6
9
,
3
9
4

一
般

会
計

2
,
0
9
8
,
8
9
6

2
,
1
7
1
,
9
7
1

2
,
1
2
4
,
8
6
2

1
,
9
6
8
,
6
6
0

2
,
0
7
7
,
2
2
2

2
,
1
9
8
,
1
6
2

特
別

会
計

4
,
3
8
9
,
0
4
2

4
,
3
1
5
,
5
1
6

4
,
2
3
8
,
0
5
7

4
,
2
1
3
,
0
9
5

4
,
1
4
2
,
3
9
9

3
,
9
7
1
,
2
3
2

1
0
9
,
0
6
6

1
1
0
,
8
6
6

1
1
0
,
9
5
2

1
0
9
,
5
1
2

1
0
8
,
0
5
9

1
0
4
,
7
4
9

6
,
5
9
7
,
0
0
4

6
,
5
9
8
,
3
5
3

6
,
4
7
3
,
8
7
1

6
,
2
9
1
,
2
6
7

6
,
3
2
7
,
6
8
1

6
,
2
7
4
,
1
4
3

区
分

公
営
企

業
会
計

（
病
院

事
業
庁

）

計

 
（

出
典

：
各
年

度
の

決
算

審
査

意
見
書

及
び

公
営

企
業

意
見

書
よ

り
監
査

人
が

抽
出

し
作

成
し
た

）
 

 ４
 

病
院

事
業

庁
 

 
 

病
院

事
業

庁
か

ら
入

手
し

た
資
料

に
よ

る
と
、
病
院

毎
の

収
入

未
済

額
の

推
移

は
【

図
表

２
－

１
６

】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
２
０
１

５
年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
間

に
８
７

．
４

％
程

度
に
ま

で
減

少

し
て

い
る

。
ま

た
、

不
納

欠
損

処
分

額
の
推

移
は

【
図

表
２

－
１
７

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
詳

細
は

第
４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
１

６
】
病

院
事
業

庁
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

が
ん

セ
ン

タ
ー

（
中

央
病

院
）

3
8
,
1
8
8

4
0
,
5
0
0

4
4
,
0
4
3

4
2
,
8
1
7

4
1
,
5
7
1

4
2
,
8
4
0

3
8
,
9
1
2

旧
が
ん
セ
ン

タ
ー
愛

知
病

院
2
6
,
5
0
8

2
5
,
8
3
8

2
6
,
3
4
5

2
5
,
2
5
7

2
4
,
5
7
1

2
3
,
0
9
3

2
1
,
3
2
2

旧
が

ん
セ

ン
タ

ー
尾

張
診

療
所

精
神
医
療

セ
ン
タ
ー

9
,
7
3
1

1
0
,
3
6
0

1
0
,
7
6
3

1
2
,
9
4
9

1
4
,
2
4
3

1
3
,
3
5
1

1
1
,
9
8
0

旧
循

環
器

呼
吸

器
病

セ
ン

タ
ー

3
0
,
4
7
1

2
9
,
5
1
0

2
5
,
5
7
0

2
4
,
2
9
2

2
3
,
4
1
1

2
0
,
9
1
2

1
8
,
9
5
0

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

4
,
1
6
8

4
,
6
5
9

4
,
2
3
0

4
,
1
9
7

4
,
2
6
3

4
,
5
5
3

4
,
1
9
4

　
合

計
1
0
9
,
0
6
6

1
1
0
,
8
6
6

1
1
0
,
9
5
2

1
0
9
,
5
1
2

1
0
8
,
0
5
9

1
0
4
,
7
4
9

9
5
,
3
5
8
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 【

図
表

２
－

１
７
】
病

院
事
業

庁
の
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

が
ん

セ
ン

タ
ー

（
中

央
病

院
）

1
5
5
,
1
8
0

1
7
7
,
6
0
0

2
4
,
5
2
0

1
,
7
7
0
,
7
2
4

8
,
0
5
0

5
9
,
8
0
0

旧
が

ん
セ

ン
タ

ー
愛

知
病

院
3
7
,
7
2
0

1
,
3
2
5
,
8
5
0

8
4
0
,
7
6
3

1
,
2
0
7
,
3
1
7

6
0
6
,
4
9
9

2
1
3
,
6
4
6

旧
が

ん
セ

ン
タ

ー
尾

張
診

療
所

精
神
医
療

セ
ン
タ
ー

1
2
1
,
1
0
0

1
0
6
,
9
2
0

1
4
,
2
8
0

1
1
7
,
8
1
0

4
7
3
,
0
2
0

5
4
8
,
9
2
2

旧
循

環
器

呼
吸

器
病

セ
ン

タ
ー

3
,
6
1
1
,
8
5
0

1
,
1
4
8
,
6
3
8

6
8
1
,
1
1
0

1
,
4
5
0
,
5
1
0

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

1
0
4
,
6
7
7

5
0
5
,
5
5
4

8
8
,
8
1
5

　
合

計
3
1
4
,
0
0
0

1
,
7
1
5
,
0
4
7

4
,
1
4
1
,
9
2
4

3
,
7
7
4
,
4
0
5

2
,
0
1
4
,
2
8
7

2
,
6
7
8
,
6
4
4

7
6
2
,
5
6
8

 
 ５

 
経

済
産

業
局

 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら
、

経
済

産
業

局
所

管
の

収
入

未
済

額
の

推
移

を
一

覧
に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
１

８
】
の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
近
代

化
事

業
貸

付
事

業
は

廃
止

さ
れ

て
お
り

、
新

た
な

貸
付

け
が

発
生

し
な

い
た

め
、

収
入

未
済

額
は

順
調

に
減
少

し
て

い
る

よ
う

に
見
え

る
。

 
し

か
し

、
近

代
化

事
業

貸
付
を

中
心

に
不

納
欠
損

処
分

を
行

っ
て
お

り
、
２

０
１

５
年

度
か

ら
２

０
２

０
年

度
の

処
分

額
の

合
計

は
【

図
表

２
－
１

９
】

の
と

お
り

、
５
５

０
０

万
円

を
超

え
て

い
た

。
 

な
お

、
局

で
は

不
納

欠
損

処
分

を
し
た

と
し

て
も

、
会

計
上

の
処
理

に
過

ぎ
ず

、
実

際
に

は
債
権

は
消

滅
し

て
い

な
い

た
め

、
処

分
後

も
簿
外

で
管

理
を

続
け

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
そ

こ
で
、
簿
外

で

管
理

し
て

い
る

不
納

欠
損

処
分

済
み

債
権

の
一

覧
を

局
か

ら
入

手
し

た
と

こ
ろ

、
簿

外
管

理
す

る
債

権

の
総

額
は

２
億

２
７

４
７

万
円

余
り

で
、
そ

の
概

要
は
【

図
表

２
－

２
０

】
の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

１
９

８
２

年
度

以
降

の
年

度
毎

の
不

納
欠
損

処
分

額
を

一
覧

に
す
る

と
、
【
図

表
２

－
２
１

】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
 

詳
細

は
第

４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
１

８
】
経

済
産
業

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

高
度
化
事

業
貸
付
収

入
2
,
9
1
4
,
9
0
6

2
,
8
5
6
,
9
7
4

2
,
8
2
0
,
7
5
8

2
,
8
0
1
,
5
2
8

2
,
7
3
4
,
1
4
1

2
,
7
2
2
,
3
3
9

2
,
6
9
2
,
6
3
6

近
代
化
事

業
貸
付
収

入
1
3
0
,
0
5
0

1
2
7
,
6
9
6

1
2
6
,
1
2
2

1
2
2
,
8
2
3

1
1
9
,
6
9
9

7
8
,
4
8
5

7
6
,
1
5
0

違
約

金
7
,
2
3
3

7
,
1
5
3

7
,
0
7
3

7
,
2
8
6

7
,
2
0
6

1
,
4
6
9

1
3
,
8
8
1

愛
知

県
感

染
防

止
対

策

協
力

金
返

還
請

求
権

2
,
5
0
0

合
計

3
,
0
5
2
,
1
8
9

2
,
9
9
1
,
8
2
5

2
,
9
5
3
,
9
5
3

2
,
9
3
1
,
6
3
7

2
,
8
6
1
,
0
4
6

2
,
8
0
2
,
2
9
3

2
,
7
8
5
,
1
6
7

 
 

２
８

 
 【

図
表

２
－

１
９
】
経

済
産
業

局
の
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

高
度

化
事

業
貸

付
収

入

近
代

化
事

業
貸

付
収

入
6
,
3
1
1
,
0
0
0

1
,
7
6
1
,
5
0
0

1
,
6
0
1
,
0
0
0

3
9
,
8
7
0
,
0
0
0

違
約

金
1
0
8
,
4
0
0

5
,
6
6
2
,
3
0
0

合
計

6
,
3
1
1
,
0
0
0

0
0

1
,
8
6
9
,
9
0
0

1
,
6
0
1
,
0
0
0

4
5
,
5
3
2
,
3
0
0

0
 

 【
図

表
２

－
２

０
】

不
納

欠
損

処
分
済

み
債

権
の

簿
外

管
理

の
概

要
 

不
納

欠
損

処
分

額
（

円
）

元
金

・
違

約
金

企
業

組
合

個
人

別
件

数

2 2
00
55
,,
11
44
11
,,
00
66
77

（（
元元

　　
金金

））
55
33
企企

業業
・・

11
66
個個

人人
・・

22
組組

合合

2
0
4
,
0
9
8
,
8
1
7

（
近

代
化

）
（

5
1
企

業
・

1
5
個

人
）

1
,
0
4
2
,
2
5
0

（
高

度
化

）
（

2
企

業
・

1
個

人
・

2
組

合
）

22
22
,,
33
33
33
,,
44
77
11

（（
違違

約約
金金

））
11
99
企企

業業
・・

22
組組

合合
・・

55
個個

人人

2
1
,
5
3
6
,
0
8
2

（
近

代
化

）
（

1
8
企

業
・

1
組

合
・

5
個

人
）

7
9
7
,
3
8
9

（
高

度
化

）
（

1
企

業
・

1
組

合
）

 
 【

図
表

２
－

２
１
】
不

納
欠
損

処
分
額

の
推

移
と

合
計

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

円
）

 

処
分

年
度

元
金

違
約

金
処

分
年

度
元

金
違

約
金

1
9
8
2

6
6
3
,
0
0
0

0
2
0
0
7

5
,
9
7
6
,
7
6
2

1
,
2
8
1
,
2
0
0

1
9
8
4

7
,
2
5
9
,
5
0
0

7
4
8
,
7
5
6

2
0
0
8

3
,
8
2
2
,
1
8
5

0

1
9
9
0

3
7
9
,
2
5
0

2
2
,
3
7
5

2
0
0
9

1
4
,
1
0
4
,
1
9
7

1
,
3
5
6
,
6
4
9

1
9
9
1

6
,
5
7
5
,
0
0
0

1
,
4
1
5
,
3
1
0

2
0
1
0

2
5
,
2
4
0
,
1
5
5

2
5
3
,
7
0
1

1
9
9
2

3
,
8
9
2
,
6
8
8

0
2
0
1
1

6
,
1
7
0
,
1
8
7

9
3
,
5
1
1

1
9
9
3

4
,
4
9
4
,
4
0
0

0
2
0
1
2

4
,
7
2
4
,
2
0
0

1
8
1
,
9
4
7

1
9
9
4

6
,
3
5
1
,
7
5
0

1
3
0
,
3
8
7

2
0
1
3

6
,
1
3
8
,
9
7
6

0

1
9
9
5

7
,
4
9
3
,
5
0
0

2
3
7
,
1
1
6

2
0
1
5

6
,
3
1
1
,
0
0
0

0

2
0
0
4

8
,
4
5
1
,
2
3
5

0
2
0
1
8

1
,
7
6
1
,
5
0
0

1
0
8
,
4
0
0

2
0
0
5

1
6
,
5
8
1
,
1
4
5

8
9
2
,
8
1
4

2
0
1
9

1
,
6
0
1
,
0
0
0

0

2
0
0
6

2
7
,
2
7
9
,
4
3
7

9
,
9
4
9
,
0
0
5

2
0
2
0

3
9
,
8
7
0
,
0
0
0

5
,
6
6
2
,
3
0
0

合
計

2
0
5
,
1
4
1
,
0
6
7

2
2
,
3
3
3
,
4
7
1
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 ６

 
建

築
局

 
歳

入
予

算
一
覧

か
ら
、

建
築

局
所

管
の

収
入

未
済

額
の

推
移

を
一

覧
に

し
た
と

こ
ろ

、【
図

表
２

－
２

２
】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

２
－

２
３

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

詳
細

は
第

４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
２

２
】
建

築
局
の

収
入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

県
営
住
宅

管
理
特
会

住
宅
使
用

料
1
,
1
5
5
,
7
4
3

1
,
1
4
4
,
2
8
3

1
,
1
1
0
,
4
0
4

1
,
1
1
4
,
4
5
3

1
,
1
2
3
,
9
7
2

1
,
0
2
1
,
0
3
9

9
7
8
,
4
2
4

県
営
住
宅

管
理
特
会

駐
車
場
使

用
料

5
9
,
6
8
4

6
5
,
2
4
1

6
6
,
6
9
6

6
8
,
4
9
2

6
9
,
3
1
0

6
3
,
2
3
1

5
8
,
7
0
3

県
営
住
宅

管
理
特
会

附
帯
設
備

使
用
料

3
,
7
9
5

6
,
7
1
3

合
計

1
,
2
1
5
,
4
2
7

1
,
2
0
9
,
5
2
4

1
,
1
7
7
,
1
0
0

1
,
1
8
2
,
9
4
5

1
,
1
9
3
,
2
8
2

1
,
0
8
8
,
0
6
5

1
,
0
4
3
,
8
4
1

 
  【

図
表

２
－

２
３
】
建

築
局
の

不
納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

県
営
住
宅

管
理
特
会

住
宅
使
用

料
3
8
,
8
1
8
,
6
4
1

4
3
,
4
3
7
,
2
1
6

5
0
,
9
4
1
,
2
7
4

1
8
,
4
3
3
,
2
6
4

2
4
,
2
4
9
,
1
4
2

3
2
,
3
4
4
,
0
7
4

7
,
6
0
5
,
3
4
2

県
営
住
宅

管
理
特
会

駐
車
場
使

用
料

1
,
1
0
3
,
0
4
0

1
,
2
7
7
,
3
5
0

1
,
9
3
5
,
3
9
0

6
9
1
,
0
1
0

7
6
6
,
9
7
0

1
,
0
6
5
,
6
6
0

2
9
1
,
4
4
0

県
営
住
宅

管
理
特
会

附
帯
設
備

使
用
料

合
計

3
9
,
9
2
1
,
6
8
1

4
4
,
7
1
4
,
5
6
6

5
2
,
8
7
6
,
6
6
4

1
9
,
1
2
4
,
2
7
4

2
5
,
0
1
6
,
1
1
2

3
3
,
4
0
9
,
7
3
4
7
,
8
9
6
,
7
8
2

 
  ７

 
教

育
委

員
会
事

務
局

 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
２

４
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。

 
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

２
－

２
５

】
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
県

は
、
不

納
欠

損
処

分
済

み
債

権
の

う
ち

１
７

３
８

万
円

余
り
を

簿
外

管
理

し
て

お
り
、

そ
の
理

由
の

要
点
は

、
「

債
務

者
が

破
産
・
免
責

し
た

後
の

債
務
は

当
然
に

消
滅

す
る

の
で

は
な

く
、
債

権
者
か

ら
の

請
求
は

不
可
能

と
な

る

が
、
破

産
者
か

ら
の

任
意

の
弁

済
は
可

能
な
「
自

然
債

務
」
と

し
て

残
存

す
る

。
破

産
・
免

責
は

条
例

上

の
免

除
事

由
に

は
該

当
し

な
い

た
め

、
債

権
を

消
滅

さ
せ
る

た
め

に
は

債
権
放

棄
（

地
方

自
治
法

第
９

６

条
第

１
項

第
１

０
条

に
よ

り
県

議
会

の
議
決

が
必

要
）
が

必
要

と
な

る
。
ま
た

、
高
等

学
校

等
奨
学

金
は

民
法

上
の

私
債

権
で

あ
る

た
め

消
滅

時
効

は
１

０
年

で
あ

り
、

地
方

自
治

法
上

の
公

債
権

と
異

な
り

債

務
者

か
ら

の
時

効
の

援
用

が
な

け
れ

ば
消
滅

し
な

い
。
」
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。
理

由
の
全

文
は
第

４
章

に
記

載
し

た
と

お
り

で
あ

る
。

 
そ

の
他

詳
細
は

第
４

章
で

述
べ

る
。

 

３
０

 
  【

図
表

２
－

２
４
】
教

育
委
員

会
事
務

局
の

収
入

未
済

額
の

推
移

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

高
等
学
校

等
奨
学

事
業
貸
付

金
収
入

4
1
4
,
8
2
5

5
1
0
,
0
7
0

6
0
5
,
5
6
9

7
0
6
,
8
7
8

7
9
2
,
8
5
0

8
2
6
,
2
9
6

8
4
0
,
5
0
2

定
時
制
及

び
通
信
制

課
程

修
学
資
金

貸
付
金
収

入
1
6
3

3
3
6

5
0
4

6
7
2

7
1
4

5
0
4

5
0
4

県
立
学
校

授
業
料

4
2
3

3
0
7

5
2
7

5
9
7

1
7
5

2
7
0

4
3
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2
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0
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第
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2
01
5
年
度

2
01
6
年
度

2
0
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年
度

2
0
18
年

度
2
0
19
年

度
2
0
2
0年

度
20
2
1年

度

深
夜

特
殊

業
務

等
手

当
返

納
金

3
3
4

生
活

保
護

施
設

保
護

費
負

担
金

2
3

2
3

2
3

1
0

1
0

1
0

1
0

生
活

保
護

費
返

還
金

4
9
,
9
3
0

5
6
,
4
7
5

7
7
,
4
3
9

8
6
,
2
7
3

9
5
,
6
6
2

1
0
2
,
5
3
5

1
1
0
,
0
3
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活

保
護

法
に

係
る

診
療

報
酬

返
還

金

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
1
,
0
4
4

9
7
9

2
,
0
0
3

2
,
3
3
3

介
護

福
祉

士
等

修
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資
金
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付
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2

5

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
保

険
料
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担
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6
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4
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7

5
,
7
7
3

5
,
7
3
6

5
,
7
4
5

5
,
7
3
6

5
,
7
5
4

5
,
7
5
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福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

使
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料
3
4
1

1
6
2

5
0

1
7
7

2
0
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6
8

6
8

医
療

療
育

総
合

セ
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タ
ー

中
央

病
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料
4
5
8

5
8
8

5
5
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5
8
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7
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療
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付
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7
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0
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0
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7
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3
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6
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等
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介
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療
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3
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7
,
9
3
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特
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還

金
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-
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-

6
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寡
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福
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資
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)
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介
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身
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児
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療
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病
院

使
用

料

医
療

療
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付
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0
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0
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9
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5
1
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2
5
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3
2
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2
5
0
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4
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0
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身
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所
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設
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介
護
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料
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子

療
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費

高
齢
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住
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備
資
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貸

付
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償
還
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6
1
3

2
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7
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5
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高
齢
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資
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金
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証
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童
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置

費
負
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1
4
,
0
0
5
,
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0
2

1
0
,
0
1
3
,
7
4
0

1
4
,
0
5
2
,
3
9
1

1
2
,
5
7
1
,
7
4
3

1
3
,
2
8
6
,
5
6
0

1
6
,
7
9
7
,
2
2
9

1
2
,
8
3
1
,
5
2
5

児
童

措
置

費
支

弁
金

返
還

金

児
童

扶
養

手
当

返
還

金
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4
8
,
9
9
0

7
4
,
4
8
0

1
2
,
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0
0

3
8
2
,
7
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0

3
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,
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0
0

2
,
1
9
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,
5
6
0
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,
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0
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付
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8
,
3
9
5
,
6
0
6

警
察
費
雑

入

・
弁
償
金

1
8
8
,
4
0
0

2
9
,
7
0
0

1
1
5
,
7
6
0

合
計

12
5,

59
0,
60
6

11
8,
92

4,
03
7

11
3,
56
6,

80
4

90
,4

61
,6
07

77
,3
63

,1
90

55
,6
57
,0
84

47
,8
53
,6
62

 
 １

０
 

県
民

文
化
局

 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

０
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。

ま
た

、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推
移

は
【

図
表

２
－

３
１
】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
 

詳
細

は
第

４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
３

０
】
県

民
文
化

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

私
立
学
校

奨
学
資
金

等

貸
付
金
収

入
1
2
7
,
0
5
2

1
1
7
,
3
3
1

同
和
く
ら

し
資
金

貸
付
金
収

入
1
0
,
9
0
5

1
0
,
2
4
5

8
,
8
4
8

8
,
2
6
7

7
,
0
8
7

6
,
3
5
0

5
,
9
8
4

延
滞
金

4
1
2

3
0
2

教
育
費
雑

入
3
1

合
計

1
1
,
3
1
7

1
0
,
5
4
7

8
,
8
4
8

8
,
2
9
8

7
,
0
8
7

1
3
3
,
4
0
2

1
2
3
,
3
1
5

 

３
４

 
 【

図
表

２
－

３
１
】
県

民
文
化

局
の
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

私
立
学
校

奨
学
資
金

等

貸
付
金
収

入
1
,
2
4
0
,
0
0
0

1
6
3
,
0
0
0

同
和
く
ら

し
資
金

貸
付
金
収

入
1
,
2
3
6
,
9
9
5

3
0
0
,
0
0
0

1
,
2
0
3
,
0
0
0

4
1
6
,
0
0
0

7
6
6
,
0
0
0

4
3
0
,
5
7
0

1
7
0
,
0
0
0

延
滞
金

7
1
,
0
0
0

教
育
費
雑

入

合
計

1
,
3
0
7
,
9
9
5

3
0
0
,
0
0
0

1
,
2
0
3
,
0
0
0

4
1
6
,
0
0
0

7
6
6
,
0
0
0

1
,
6
7
0
,
5
7
0

3
3
3
,
0
0
0

 
 １

１
 

環
境

局
 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

２
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。
補

助
金

返
還

請
求

と
は
、
実
質

的
に

事
業

活
動

を
停

止
し

て
い

る
法

人
に

対
す

る
２
０

０
８

年

に
交

付
済

み
の

補
助

金
の

返
還

請
求

に
係

る
収

入
未

済
で

あ
る

。
２

０
１

３
年

７
月

２
日

付
け

で
補

助

金
交

付
決

定
を

取
り

消
し

４
０

５
０

万
８

８
５

９
円

を
請

求
し

た
が

、
同

額
が

２
０

２
１

年
度

末
の

残

高
と

し
て

計
上

さ
れ

て
い

る
。
事

務
管

理
費
用

等
と

は
、
２

０
１

６
年

に
発

生
し

た
産

業
廃

棄
物
処

理
業

者
に

よ
る

食
品

廃
棄

物
の

横
流

し
等

不
適
性

処
理

事
案

に
つ

き
、
県
は

、
民

法
第

６
９

７
条

の
規
定

に
基

づ
く

事
務

管
理

に
よ

っ
て

、
同

業
者

が
残

置
し

た
生

活
環

境
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

食
品

廃

棄
物

の
撤

去
を

行
い

、
こ

の
撤

去
作

業
に

要
し

た
費

用
を

２
０

１
７

年
３

月
２

１
日

に
請

求
し

た
弁

償

金
の

収
入

未
済

で
あ

る
。

発
生

し
た

２
０
１

６
年

度
末

か
ら

同
額
が

計
上

さ
れ

て
い

る
。

 
な

お
、

不
納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

２
－

３
３

】
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
２

－
３

２
】
環

境
局
の

収
入
未

済
額

の
推

移
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補
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4
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5
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6
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,
4
3
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6
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,
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7
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4
0
,
5
0
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4
0
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5
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0
,
5
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9

4
0
,
5
0
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事
務

管
理

費
用

等
1
1
,
2
5
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1
4
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3
8
,
1
4
9

3
8
,
1
4
9

3
8
,
1
4
9

3
8
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1
4
9

3
8
,
1
4
9

合
計

5
1
,
7
6
4

1
0
6
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5
7
9

9
9
,
2
2
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7
8
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6
5
8

7
8
,
6
5
8

7
8
,
6
5
8

7
8
,
6
5
8
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図
表

２
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】

環
境

局
の

不
納
欠

損
処

分
額

の
推

移
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5
年

度
2
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1
6
年

度
2
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7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
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1
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2
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度
2
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2
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補
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金
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還
請
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2
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5
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事
務
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費
用
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３
５

 
 １

２
 

総
務

局
（
税

外
債

権
）

 
歳

入
予

算
一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

４
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。

 
２

０
０

８
年

１
１

月
に

発
生

し
た

架
空

取
引

に
か

か
る

物
品

購
入

代
金

の
支

払
額

及
び

郵
便

切
手

着

服
額

の
合

計
２

５
２

６
万

０
１

４
５

円
か

ら
弁

済
額

を
除

く
残

額
に

つ
い

て
、

損
害

賠
償

金
が

計
上

さ

れ
て

い
る

。
２

０
２

２
年

７
月

１
日

現
在
の

弁
済

額
は

５
１

万
円
で

あ
る

。
 

当
初

の
履

行
期

限
は

２
０

０
８

年
１

２
月

１
１

日
で

あ
っ

た
と

こ
ろ

、
履

行
期

限
の

延
長

に
よ

り
２

０
２

２
年

８
月

３
１

日
と

な
っ

て
い

た
。
そ

の
後

、
債

務
承
認

書
を
取

り
付

け
て

時
効

中
断

し
、
引

き
続

き
請

求
を

続
け

る
予

定
で

あ
る

。
 

な
お

、
２

０
１

５
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
の

間
に

不
納

欠
損

処
分

さ
れ

た
債

権
は

存
在

し
な

か
っ

た
。

 
 【

図
表

２
－

３
４
】
総

務
局
の

収
入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

20
1
5年

度
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年
度

2
0
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年
度

2
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8
年

度
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1
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年

度
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年
度

損
害

賠
償

金
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,
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7
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2
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3
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2
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8
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,
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0

建
物

使
用

料
4

合
計
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,
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,8
7
0

2
4
,8

3
0

2
4,

8
30

24
,
79

0
24

,
75
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  １
３

 
保

健
医

療
局

 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

５
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。

２
０

１
５

年
度

か
ら

２
０

２
１
年

度
ま

で
の

間
、

不
納
欠

損
処

分
額

は
存

在
し

な
か

っ
た
。

 
詳

細
は

第
４
章

で
述

べ
る

。
 

 【
図

表
２

－
３

５
】
保

健
医
療

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

看
護
職
員

修
学

資
金
貸
付

金
収
入

9
,
3
0
7

1
0
,
6
5
1

6
,
1
7
1

2
,
8
3
6

2
,
0
7
1

2
,
5
2
9

3
,
0
5
3

補
助
金
財

産
処
分
に

伴
う

返
還
金

7
,
5
2
0

被
爆
者
健

康
管
理
手

当

返
還
金

4
0
4

3
2
5

3
1
3

2
6
8

2
5
6

2
4
4

2
3
2

感
染
症
医

療
の

自
己
負
担

分
1
1
3

合
計

9
,
7
1
1

1
0
,
9
7
6

6
,
4
8
4

3
,
1
0
4

2
,
3
2
7

2
,
7
7
3

1
0
,
9
1
8

 
   

３
６

 
 １

４
 

建
設

局
 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

６
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。

２
０
２

１
年

度
末
に

３
５

１
万

円
余
り

計
上

さ
れ

て
い
る

道
路

橋
り

ょ
う

管
理

費
負

担
金

は
、

道
路

施
設

損
傷

の
原

因
者

に
対

し
て

、
道

路
管

理
者

が
行

っ
た

復
旧

工
事

費
用

３
６

３
万

０
９

６
０

円

に
つ

き
道

路
法

第
５

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
費

用
負

担
命

令
を

行
っ

た
と

こ
ろ

滞
納

と
な

っ
た

強

制
徴

収
公

債
権

の
残

金
が

計
上

さ
れ

て
い
る

。
現

在
も

分
割

納
付
中

で
あ

る
。

 
２

０
１

６
年

度
に

計
上

さ
れ

て
い

た
１

３
５

０
万

円
余

り
も

同
様

の
性

質
の

債
権

に
関

す
る

も
の

で

あ
る

が
、

強
制

徴
収

権
に

基
づ

く
滞

納
処
分

が
功

を
奏

し
て

全
額
回

収
で

き
た

事
案

で
あ

っ
た

。
 

な
お

、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
、
【

図
表
２

－
３

７
】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
２

－
３

６
】
建

設
局
の

収
入
未

済
額

の
推

移
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千
円
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2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

道
路
橋
り

ょ
う

管
理
費
負

担
金

1
3
,
6
5
3

1
3
,
5
2
3

3
,
6
1
3

3
,
5
7
1

3
,
5
1
1

河
川
敷
地

占
使
用
料

6
6
5

5
7
4

6
6
5

8
5
4

8
0
9

9
0
8

1
,
3
1
6

道
路
占
使

用
料

6
8

6
8

3
9

4
0

8
3

1
1
0

1
1
0

建
設
費
雑

入
4
9

9
1
4

9
1
4

1
5
4

1
5
4

1
5
4

1
5
4

延
滞
金

2
5
0

1
6
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1
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9

1
6
3

1
6
3

2
2
1

2
5
0

流
域
下
水

道
特
会
雑

入
5
4
7

5
4
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5
4
7

流
域
下
水

道
特
会

建
物
使
用

料
2

合
計

1
5
,
2
3
2

1
5
,
7
9
5

2
,
2
9
4

1
,
2
1
3

4
,
8
2
2

4
,
9
6
4

5
,
3
4
1
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図
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0
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管
理
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負
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地

占
使

用
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6
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0
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占
使

用
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0
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入
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0
0
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0
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,
9
0
0

1
6
,
1
0
0

流
域
下
水

道
特
会
雑

入
5
4
6
,
9
0
0

流
域
下
水

道
特
会

建
物
使
用

料

海
岸
保
全

区
域
占
使

用
料

2
3
,
1
1
2

合
計

5
5
5
,
8
0
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2
1
3
,
8
9
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2
7
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4
0
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 １

５
 

都
市

・
交
通

局
 

歳
入

予
算

一
覧

か
ら

収
入

未
済

額
の
推

移
を

一
覧

に
し

た
と

こ
ろ

、
【
図

表
２

－
３

８
】

の
と

お
り
で

あ
っ

た
。
２
０

２
０

年
度

末
現

在
、
事

務
管

理
に

係
る

費
用
（

弁
償

金
）
４
１

０
万

４
０

０
０
円

、
県
営

名
古

屋
空

港
に

お
け

る
業

務
用

施
設

使
用

料
６

０
万

７
３

６
３

円
、

延
滞

金
３

５
万

３
１

０
０

円
及

び

都
市

公
園

占
使

用
料

の
収

入
未

済
額

が
計

上
さ

れ
て

い
た

が
、

２
０

２
０

年
１

２
月

に
は

県
営

名
古

屋

空
港

に
お

け
る

業
務

用
施

設
使

用
料

の
債

務
者

会
社

が
会

社
法

第
４

７
２

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

み

な
し

解
散

と
な

っ
た

こ
と

か
ら

使
用

料
、
延
滞

金
と

も
不

納
欠

損
処
分

し
た
（
【

図
表

２
－

３
９
】
参

照
）。

 
２

０
２

１
年
度

末
の

同
局

所
管

の
収
入

未
済

額
は

弁
償

金
と

都
市

公
園
占

使
用

料
の

み
で

あ
る
。

 
 【

図
表

２
－

３
８
】
都

市
・
交
通

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

千
円

） 
2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

事
務

管
理

に
係

る
費

用
（

弁
償

金
）

4
,
1
0
4

4
,
1
0
4

4
,
1
0
4

4
,
1
0
4

港
湾

施
設

占
使

用
料

8
6

名
古
屋
飛

行
場
使
用

料
6
7
6

6
7
6

6
7
6

6
5
2

6
1
6

6
0
7

延
滞

金
1
7
8

1
7
8

1
7
8

3
2
8

3
4
9

3
5
3

都
市

公
園

占
使

用
料

1
2

1
4

1
6

5
7

4
2

合
計

8
6
6

8
6
8

9
5
6

5
,
0
8
9

5
,
0
7
6

5
,
0
6
8

4
,
1
0
6

 
  【

図
表

２
－

３
９
】
都

市
・
交
通

局
の
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

事
務

管
理

に
係

る
費

用
（

弁
償

金
）

港
湾

施
設

占
使

用
料

名
古
屋
飛

行
場
使
用

料
6
0
7
,
3
6
3

延
滞

金
3
5
3
,
1
0
0

都
市

公
園

占
使

用
料

9
,
8
7
0

9
4
9

8
3
9

2
,
0
3
0

合
計

0
0

0
9
,
8
7
0

9
4
9

8
3
9

9
6
2
,
4
9
3

 
    

３
８

 
 １

６
 

議
会

事
務
局

 
歳

入
予

算
一
覧

に
は

、【
図
表

２
－

４
０
】

の
と

お
り

２
０
１

９
年
度

に
発

生
し

た
政

務
活

動
費

に
係

る
返

還
金

２
６

０
万

円
が

計
上

さ
れ

て
い
る

。
 

元
県

議
の

政
務

活
動

費
に

関
す

る
住

民
訴

訟
が

２
０

１
９

年
１

０
月

４
日

確
定

し
た

こ
と

を
受

け
、

県
は

元
県

議
に

対
し

、
同
年
１

１
月
２

０
日
、
同

年
１
２

月
２

日
を

期
限

と
し

て
不

当
利

得
返
還

請
求

を

し
た

が
、
一

部
で

あ
る

３
万

９
６

１
５

円
し

か
返

還
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
の
で

、
支

払
期

限
か
ら

２
０

日

以
内

で
あ

る
同

月
２

０
日

に
支

払
期

限
を

１
２

月
３

０
日

と
す

る
督

促
状

を
送

付
し

、
２

０
２

０
年

１

月
３

０
日

に
不

当
利

得
返

還
請

求
訴

訟
を

提
起

し
、

２
０

２
１

年
３

月
３

日
に

県
の

勝
訴

判
決

が
確

定

し
た

。
 

県
は

、
現

在
も

元
県

議
に

対
す

る
不
当

利
得

返
還

金
の

回
収

に
向

け
た
取

組
を

続
け

て
い

る
。

 
な

お
、

２
０

１
５

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
間

に
不

納
欠

損
処

分
さ

れ
た

債
権

は
存

在
し

な

か
っ

た
。

 
 【

図
表

２
－

４
０
】
議

会
事
務

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

政
務
活
動
費

に
係

る
返

還
金

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

合
計

0
0

0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

 
 １

７
 

農
業

水
産
局

 

歳
入

予
算

一
覧

に
は

、【
図
表

２
－

４
１
】

の
と

お
り

就
農
支

援
資
金

特
会

違
約

金
が

計
上

さ
れ

て
お

り
、

減
少

す
る

傾
向

に
あ

る
。

 
な

お
、

２
０

１
５

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
間

に
不

納
欠

損
処

分
さ

れ
た

債
権

は
存

在
し

な

か
っ

た
。

 
 【

図
表

２
－

４
１
】
農

業
水
産

局
の
収

入
未

済
額

の
推

移
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

千
円
） 

2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

就
農
支
援
資

金
特

会
違

約
金

2
,
9
5
6

3
,
4
0
5

2
,
6
7
9

2
,
5
7
2

2
,
2
9
1

1
,
9
6
3

1
,
6
8
3

合
計

2
,
9
5
6

3
,
4
0
5

2
,
6
7
9

2
,
5
7
2

2
,
2
9
1

1
,
9
6
3

1
,
6
8
3
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 第

４
 

監
査

の
結
果

 
 

 
複

数
の

局
に

ま
た

が
っ

て
存

在
す

る
問

題
又

は
複

数
の

局
に

向
け

て
注

意
喚

起
す

る
べ

き
監

査
の

結

果
に

つ
い

て
、

こ
こ

で
指

摘
又

は
意

見
を
述

べ
る

。
 

１
 

不
納

欠
損

処
分

済
み

の
債

権
を
債

権
放

棄
す

る
な

ど
整

理
す

る
べ

き
で
あ

る
【

意
見

】
 

 
⑴

 
不

納
欠

損
処

分
済

み
債

権
の
簿

外
管

理
等

の
現

状
と

債
権

放
棄

の
必
要

性
 

不
納

欠
損

処
分

は
、
会

計
上
の

処
理
に

過
ぎ

ず
、
翌

年
度
に

繰
越
調

定
し

な
か

っ
た

と
し

て
も

債
権

が
消

滅
す

る
も

の
で

は
な

い
（

定
期
監

査
の

結
果

に
関

す
る

第
４

章
第
２

の
２

⑶
参

照
）
。

 
経

済
産

業
局

が
簿

外
管

理
す

る
不

納
欠

損
処

分
済

み
の

債
権

の
総

額
は

２
億

２
７

４
７

万
円

余
り

で
、

そ
の

概
要

は
【

図
表

２
－

２
０
】
【

図
表
２

－
２

１
】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
 

ま
た

、
病
院

事
業

庁
が

簿
外

管
理

す
る

債
権

は
約

８
９

０
０

万
円
（
【

図
表
４

－
３

５
】
）、

教
育

委

員
会

事
務

局
が

簿
外

管
理

す
る

債
権
は

約
１

７
３

９
万

円
（

３
６

件
）
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。
さ
ら

に
、

建
築

局
も

、
１

９
８

８
年

度
以

降
の

不
納

欠
損

処
分

済
み

の
債

権
だ

け
で

も
約

８
億

２
６

７
８

万
円

を
簿

外
管

理
し

て
い

る
（
【
図

表
６

－
３

】
）。

 
債

権
が

消
滅
し

て
い

な
い

と
い

う
現
状
（
第

４
章

第
２

の
２

⑶
参
照

）
を

突
き

詰
め

る
な

ら
ば
、
債

務
者

が
自

然
人

で
あ

る
場

合
に

は
、

不
納

欠
損

処
分

後
の
債

権
に

つ
い

て
も
債

権
管

理
を

続
け
（
【
図

表
２

－
２

０
】
、
【

図
表

４
－

３
５
】

等
参

照
）
、

債
務

者
が
死

亡
す
る

毎
に

相
続

人
調

査
を

し
、

相
続

放
棄

の
有

無
を

確
認

し
、

相
続

人
全

員
に

よ
る

相
続

放
棄

の
事

実
が

確
認

で
き

な
け

れ
ば

さ
ら

に
相

続
人

に
対

す
る

債
権

と
し

て
債

権
管
理

を
続

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ
と

に
な

る
。
ま
た

、
債

務
者

が

法
人

の
場

合
は

、
随

時
商

業
登

記
簿

等
を

取
り

付
け

て
法

人
格

の
存

否
を

確
認

し
続

け
る

必
要

が
あ

る
。

し
か

も
、

理
論

的
に

は
こ

の
よ
う

な
債

権
管

理
は

永
久

に
続

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

し
か

し
、
不

納
欠

損
処

分
後
の

債
権
に

つ
い

て
、
そ

の
よ
う

な
手
間

を
か

け
て

い
る

局
は

存
在

せ
ず
、

将
来

に
わ

た
っ

て
持

続
可

能
な

事
務
処

理
方

法
と

は
考

え
難

く
不

合
理
で

あ
る
。
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
済

み
の

債
権

を
今

後
永

久
に

管
理

し
続

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
現

在
の

あ
り

方
は

、
不

経
済

で
あ

る
（

地
方

自
治

法
第

２
条

第
１

４
項
）
。

 
県

は
、
不

納
欠
損

処
分

済
み
の

債
権
に

つ
い

て
回

収
可

能
性

を
再

点
検
し

、
無

価
値
な

も
の

は
議

会

に
諮

り
そ

の
議

決
を

経
る

等
し

て
債
権

放
棄

し
て

整
理

す
る

べ
き

で
あ
る

。
 

こ
の

際
、

不
納

欠
損

処
分

の
判

断
が

実
質

的
に

債
権

放
棄

を
決

定
づ

け
る

こ
と

に
な

ら
な

い
よ

う

に
注

意
が

必
要

で
あ

る
。

 
 

⑵
 

債
権

放
棄
に

よ
り

債
権

を
法
律

的
に

消
滅

さ
せ

る
た

め
の

意
思

表
示
の

必
要

性
 

な
お

、
最

高
裁
判

所
平

成
２
４

年
４
月

２
０

日
判

決
（

最
高

裁
判
所

民
事

判
例

集
６

６
巻

６
号

２
５

８
３

頁
）
は

、
次

の
よ

う
に

述
べ

て
議

会
の
議

決
に

よ
る

債
権

放
棄
の

意
思

表
示

が
債

務
者

に
到

達
し

な
け

れ
ば

、
債

権
消

滅
の

効
果

は
生

じ
な
い

と
し

た
。
こ

れ
に

従
え

ば
、
議
会

の
議

決
に

よ
る
債

権
放

棄
は

個
々

の
債

務
者

に
対

し
て

意
思
表

示
を

す
る

必
要

が
あ

り
、
そ

の
意
思

表
示

は
、
債

務
者

に
到

達

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

民
法

第
９
７

条
）
。

 
地

方
自

治
法

９
６

条
１

項
１

０
号

が
普

通
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

決
事

項
と

し
て

権
利

の
放

棄
を

規
定

し
て

い
る

趣
旨

は
、

そ
の

議
会

に
よ

る
慎

重
な

審
議

を
経

る
こ

と
に

よ
り

執
行

機
関

に
よ

る
専

断
を

排
除

す
る

こ
と

に
あ

る
も

の
と

解
さ

れ
る

と
こ

ろ
、

普
通

地
方

公
共

団
体

に
よ

る
債

権
の

放
棄

は
、

条
例

４
０

 
 

に
よ

る
場

合
を

除
い

て
は

、
同

法
１

４
９

条
６

号
所

定
の

財
産

の
処

分
と

し
て

そ
の

長
の

担
任

事
務

に
含

ま
れ

る
と

と
も

に
、

債
権

者
の

一
方

的
な

行
為

の
み

に
よ

っ
て

債
務

を
消

滅
さ

せ
る

と
い

う
点

に
お

い
て

債
務

の
免

除
の

法
的

性
質

を
有

す
る

も
の

と
解

さ
れ

る
か

ら
、

そ
の

議
会

が
債

権
の

放
棄

の
議

決
を

し
た

だ
け

で
は

放
棄

の
効

力
は

生
ぜ

ず
、

そ
の

効
力

が
生

ず
る

に
は

、
そ

の
長

に
よ

る
執

行
行

為
と

し
て

の
放

棄
の

意
思

表
示
を

要
す

る
も

の
と

い
う
べ

き
で

あ
る

。
 

２
 

債
権

管
理

条
例

を
制

定
し

債
権
の

み
な

し
消

滅
に

よ
り

債
権

管
理

を
終
了

す
る

べ
き

【
意
見

】
 

 
⑴

 
債

権
管

理
条

例
に

基
づ

く
債
権

放
棄

手
続

を
制

定
し

債
権

放
棄

を
円
滑

化
す

る
必

要
性

 
 

 
債
権

放
棄

し
債

権
の

管
理

を
終

了
す
る

た
め

に
は

債
権

管
理
条

例
を

制
定

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
県

が
債

権
を

放
棄

す
る

に
は

、
政

令
又

は
条

例
に

特
別

の
定

め
が

な
い

限
り

議
会

の
議

決
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

（
地
方

自
治

法
第

９
６

条
第

１
項

第
１

０
号

）
。

し
か
し

、
現

状
で

は
県

に
は

該
当

す

る
条

例
が

な
く

、
債

権
放

棄
に

は
議
会

の
議

決
が

必
要

で
あ

る
。
ま

た
、
債

務
の

免
除
（

同
法

第
２
４

０
条

第
３

項
）
に

は
、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
７

に
定
め

る
要

件
を

充
足

す
る

必
要

が
あ

り
、

い
ず

れ
も

要
件

が
厳

格
で

あ
り
、

免
除

の
運

用
実

績
は

僅
か

で
あ
る

。
 

債
権

放
棄

の
円

滑
化

の
た

め
に

は
、

基
準

を
策

定
し

て
議

会
に

諮
り

そ
の

議
決

を
経

て
放

棄
し

個
々

の
債

務
者

に
そ

の
旨

通
知

す
る

方
法

の
ほ

か
、

第
５

章
に

掲
載

す
る

よ
う

な
債

権
管

理
条

例
を

制
定

し
、

債
権

管
理

の
効

率
化

を
図
る

方
法

が
考

え
ら

れ
る

。
 

本
監

査
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

通
じ

て
、
議
会

の
議

決
を

経
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
が
、
債

権
放

棄
の

支
障

に
な

っ
て

い
る

現
状

が
確

認
で
き

た
こ

と
か

ら
、
債

権
放

棄
の

円
滑

化
の

た
め

に
は

、
債

権
管

理

条
例

に
基

づ
き

議
会

の
議

決
を

経
な

い
債

権
放

棄
手

続
と

債
権

管
理

を
終

了
す

る
こ

と
を

許
容

す
る

た
め

の
根

拠
が

是
非

と
も

必
要

で
あ
る

。
 

 
⑵

 
放

棄
す

べ
き

対
象

債
権

の
概
要

 
そ

し
て

、
放
棄

の
対

象
と

す
る

債
権
に

は
、

次
の

も
の

を
含

め
る

の
が
妥

当
で

あ
る

。
 

一
 

消
滅

時
効

に
係

る
時

効
期

間
が

満
了

し
た

と
き

。
た

だ
し

、
債

務
者

に
時

効
を

援
用

し
な

い
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
を

除
く

。
 

二
 

破
産

法
第

２
５

３
条

第
１

項
、

会
社

更
生

法
第

２
０

４
条

第
１

項
そ

の
他

の
法

令
の

規
定

に
よ

り
債

務
者

が
そ

の
責

任
を

免
れ

た
と

き
。

 
三

 
債

務
者

が
生

活
困

窮
の

状
態

（
生

活
保

護
法

の
規

定
に

よ
る

保
護

を
受

け
、

ま
た

は
こ

れ
に

準
ず

る

状
態

を
い

う
）
に
あ

り
、
資

力
の

回
復

が
困

難
で

、
か

つ
、
弁

済
す

る
こ

と
が
で

き
る

見
込

み
が

な
い
と

き
。

 
四
 

債
務

者
が
死

亡
し

、
そ

の
相

続
人
が

限
定

承
認

を
し

た
場

合
又
は

相
続

人
不

存
在
の

場
合

に
お

い
て

、

そ
の

相
続

財
産

の
価

額
が

、
強

制
執

行
の

費
用

及
び

当
該

非
強

制
徴

収
債

権
に

優
先

し
て

弁
済

を
受

け

る
債

権
の

価
額

の
合

計
額

を
超

え
な
い

と
見

込
ま

れ
る
と

き
。

 
五

 
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
５

に
基

づ
き

徴
収

停
止

の
措

置
を

と
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当

該
徴

収
停

止
後

相
当

期
間

を
経

過
し

た
の

ち
に

お
い

て
も

な
お

同
条

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と

き
。

 
 

⑶
 

債
権

放
棄
の

意
思

表
示

と
そ
の

到
達

の
必

要
性

 
な

お
、
前

１
に
記

載
し

た
最
高

裁
判
所

平
成

２
４

年
４

月
２

０
日

判
決
（
最

高
裁

判
所

民
事

判
例

集

６
６

巻
６

号
２

５
８

３
頁

）
は

、
同

所
で

引
用
し

た
部

分
に

続
け
て

次
の

よ
う

に
述

べ
、
条

例
に

よ
る

債
権

放
棄

の
場

合
に

は
放

棄
の

意
思
表

示
は

不
要

と
し

て
い

る
も

の
の
、
上

記
判

例
は

、
特

定
の

債
権

に
つ

い
て

条
例

を
制

定
し

て
放

棄
し

た
事

案
で

あ
り

、
債

権
管

理
条

例
を

制
定

し
て

当
該

条
例

に
基

づ
き

個
々

の
債

権
を

放
棄

す
る

場
合
に

は
必

ず
し

も
妥

当
し

な
い

。
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そ
の

た
め

、
制

定
し

た
債

権
管

理
条

例
に

基
づ

い
て

放
棄

し
た

債
権

を
法

律
的

に
消

滅
さ

せ
る

た

め
に

は
、
民

法
の

原
則

に
従
っ

て
、
債

権
放
棄

の
意

思
表
示

を
債
務

者
に

到
達

さ
せ

る
必

要
が

あ
る
。

 
条

例
に

よ
る

債
権

の
放

棄
の

場
合

に
は

、
条

例
と

い
う

法
規

範
そ

れ
自

体
に

よ
っ

て
債

権
の

処
分

が
決

定
さ

れ
、

そ
の

消
滅

と
い

う
効

果
が

生
ず

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
そ

の
長

に
よ

る
公

布
を

経
た

当
該

条
例

の
施

行
に

よ
り

放
棄

の
効

力
が

生
ず

る
も

の
と

い
う

べ
き

で
あ

り
、

そ
の

長
に

よ
る

別
途

の
意

思
表

示
を

要
し

な
い

も
の
と

解
さ

れ
る

。
 

な
お

、
県

に
お
い

て
収

入
未
済

が
生
じ

る
原

因
や

不
納

欠
損

処
分

の
理
由

に
は
、
行
方

不
明

が
存

在

す
る

と
こ

ろ
（
【

図
表

４
－

２
３

】【
図
表

８
－

１
－

２
】
）
、
議

会
の
議

決
に

よ
る

債
権

放
棄

又
は

債
権

管
理

条
例

に
基

づ
く

債
権

放
棄

の
い

ず
れ

で
あ

っ
て

も
、

さ
ら

に
は

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

７
に

基
づ

く
免

除
も

含
め

て
、

放
棄

又
は

免
除

の
意
思

表
示

を
債

務
者
に

到
達

で
き

な
け
れ

ば
、

債
権

消
滅

と
い

う
法

的
効

果
は

認
め
ら

れ
な

い
（

民
法

第
５

１
９

条
参

照
）。

債
務

者
が

行
方

不
明

の

場
合

は
、

公
示

送
達

の
方

法
（

民
法
第

９
８

条
）

で
債

権
放

棄
の

意
思
表

示
を

す
る

必
要

が
あ
る

。
 

 
⑷

 
債

権
の

み
な

し
消

滅
に

よ
る
整

理
 

今
後

制
定

す
る

債
権

管
理

条
例

は
、

県
の

措
置

の
み

に
よ

っ
て

債
権

が
消

滅
し

た
も

の
と

し
て

扱

う
こ

と
が

で
き

る
根

拠
を

規
定

す
る
の

が
合

理
的

で
あ

る
（

第
５

章
第

１
参

照
）
。
こ

の
よ

う
な

規
定

を
設

け
た

場
合

で
も

、
債

務
者

の
法

的
地

位
を

極
力

安
定

さ
せ

る
べ

く
債

権
放

棄
又

は
免

除
の

意
思

表
示

を
発

出
す

る
べ

き
と

考
え

る
が

、
仮

に
こ

れ
が

到
達

し
な

か
っ

た
と

し
て

も
債

権
が

消
滅

し
た

も
の

と
み

な
す

こ
と

に
よ

り
債

権
管
理

を
終

了
す

る
べ

き
で

あ
る

。
以

下
こ

れ
を
「
債

権
の

み
な

し
消

滅
」

と
も

い
う

。
 

本
項

記
載

の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

３
 

不
納

欠
損

処
分

す
る

前
に

債
権
を

（
み

な
し

）
消

滅
さ

せ
る

べ
き

で
あ
る

【
意

見
】

 

 
 

不
納

欠
損

処
分

は
、
会
計

上
の
処

理
に

過
ぎ

ず
、
翌

年
度

に
繰

越
調

定
し

な
か

っ
た

と
し

て
も

債
権
が

消
滅

す
る

も
の

で
は

な
い

（
定

期
監

査
の

結
果
に

関
す

る
第

４
章
第

２
の

２
⑶

参
照

）。
そ

の
た
め

、
多

く
の

局
（

病
院
事

業
庁
、
経
済

産
業
局
、
建
築

局
、
教

育
委

員
会

事
務

局
）
で

、
不

納
欠

損
処

分
後
も

債

権
管

理
に

関
連

す
る

書
類

を
廃

棄
す

る
こ

と
な

く
保

管
し

続
け

て
い

る
だ

け
で

な
く

、
債

権
そ

の
も

の

も
管

理
し

て
い

る
。

今
後

も
こ

の
よ

う
な

債
権

管
理

を
続

け
る

こ
と

は
不

合
理

か
つ

不
経

済
で

あ
る

が

（
前

１
参

照
）
、
こ

れ
は

、
不
納

欠
損
処

分
後

も
債

権
が

残
っ

て
い

る
こ
と

が
原

因
で

あ
り

、
不

納
欠
損

処
分

前
に

、
議

会
の
議

決
又

は
前

２
記

載
の

債
権

管
理

条
例

に
よ

り
債

権
放
棄

し
、
同
条

例
の
債

権
の

み

な
し

消
滅

規
定

に
基

づ
き

債
権

管
理

を
終
了

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
な

お
、
以

下
で

は
、
議

会
の

議
決

又
前
２

記
載

の
債

権
管

理
条

例
に

よ
り
債

権
放

棄
し

、
同

条
例

の
債

権
の

み
な

し
消

滅
規

定
に

基
づ

き
債

権
管
理

を
終

了
す

る
こ

と
を
「

債
権

放
棄

等
」

と
も

い
う

。
 

４
 

不
納

欠
損

処
分

の
理

由
は

実
態
を

反
映

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】
 

 
⑴

 
県

営
住

宅
家

賃
等

 

建
築

局
所

管
の

県
営

住
宅

家
賃

等
に

つ
い

て
、
県

営
住

宅
家

賃
等

の
督

促
等

事
務

処
理

要
領

第
１

１
条

第
１

項
は

、
「

県
営

住
宅

管
理

室
は

、
公

社
及

び
住

宅
管

理
事

務
所

か
ら

滞
納

者
の

納
付

指
導

経
過

及
び

現
況

等
の

事
情

聴
取

を
し

、
滞

納
者

で
地

方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

１
項

の
消

滅
時

効
に

該
当

し
て

い
る

者
が

あ
る

と
き

は
、
不

納
欠

損
処

分
の

手
続

を
と

る
」
旨

定
め

て
お

り
、
他

の
事

由

４
２

 
 

に
よ

る
不

納
欠

損
処

分
に

つ
い

て
特

に
規

定
を

設
け

て
い

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
県

営
住

宅
家

賃
等

の
滞

納
は

、
滞

納
者

の
資

力
の

有
無

や
滞

納
に

至
っ

た
事

情
に

関
わ

ら
ず

、
ま

た
、
時

効
援

用
の

有

無
に

関
わ

ら
ず

、
最

終
的

に
は

消
滅

時
効

期
間

経
過

を
理

由
と

し
て

不
納

欠
損

処
分

が
な

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

の
よ

う
な

一
律

の
処

理
で

は
、
仮

に
、
滞

納
者

の
無

資
力

や
費

用
対

効
果

の

観
点

か
ら

徴
収

し
な

か
っ

た
と

い
う

債
権

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
単

な
る

時
効

期
間

経
過

と
区

別
が

で
き

ず
、

県
の

管
理

の
適

否
を

判
断

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

際
に

は
、
そ

こ
に

至
っ

た
事

情
に

よ
っ

て
区

別
し

て
取

り

扱
う

べ
き

で
あ

る
。

 

 
⑵

 
生

活
保

護
費

返
還

金
 

ま
た

、
福

祉
局

所
管

の
生

活
保

護
費

返
還

金
に

つ
い

て
は

、
「

納
入

拒
否

」
を

理
由

と
し

て
不

納

欠
損

処
分

を
行

っ
て

い
る

事
例

が
、

一
定

数
存

在
す

る
。

 

「
納

入
拒

否
」
に

つ
い

て
は

、
債

務
者

が
返

還
義

務
の

存
在

に
つ

い
て

納
得

し
て

い
な

い
な

ど
明

確
に

支
払

い
を

拒
絶

さ
れ

た
ケ

ー
ス

、
納

付
書

を
送

っ
て

も
反

応
が

な
い

ケ
ー

ス
、
情

報
が

乏
し

く

生
活

困
窮

と
い

う
判

断
が

で
き

な
い

ケ
ー

ス
な

ど
が

存
在

す
る

が
、
情

報
が

な
い

こ
と

を
理

由
に

財

産
調

査
も

し
な

い
ま

ま
、
資

力
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

一
律

に
「

納
入

拒
否

」
と

扱
う

こ
と

は
、
滞

納
理

由
の

実
態

が
不

明
確

と
な

る
こ

と
か

ら
不

適
切

で
あ

る
。

 

５
 

不
納

欠
損

処
分

の
取

扱
い

を
県
で

統
一

す
る

べ
き

で
あ

る
【

意
見

】
 

 
 

公
債

権
は
、
時
効

期
間
の

経
過
に

よ
り

時
効

援
用

を
待

つ
ま

で
も
な

く
債

権
が

消
滅

す
る
た

め
、
消

滅

時
効

期
間

経
過

後
に

は
当

然
不

納
欠

損
処
分

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
し

か
し

、
私

債
権
に

つ
い

て
は

、
時

効
の

援
用
が

な
い

限
り

債
権
は

消
滅

し
な

い
た

め
、
時

効
期

間
の

経
過

を
不

納
欠

損
処

分
の

基
準

と
す

る
か
否

か
、

局
に

お
い

て
判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
こ

の
点

警
察

本
部

で
は

、
違

約
金

等
の

私
債

権
に

つ
い

て
も

時
効

期
間

が
経

過
す

れ
ば

不
納

欠
損

処

分
で

き
る

と
の

認
識

を
示

し
て

い
た

。
 

建
築

局
所

管
の

県
営

住
宅

家
賃

等
の
督

促
等

事
務

処
理

要
領

第
１

１
条
第

１
項

は
、「

県
営

住
宅
管

理

室
は

、
公
社

及
び

住
宅

管
理
事

務
所
か

ら
滞

納
者

の
納

付
指

導
経

過
及

び
現
況

等
の

事
情

聴
取
を

し
、
滞

納
者

で
地

方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

１
項

の
消

滅
時

効
に

該
当

し
て

い
る

者
が

あ
る

と
き

は
、

不
納

欠

損
処

分
の

手
続

を
と

る
」
旨
定

め
て
お

り
、
他

の
事

由
に

よ
る

不
納

欠
損

処
分

に
つ

い
て

特
に
規

定
を

設

け
て

い
な

い
。
し

た
が
っ

て
、
県

営
住

宅
家
賃

等
の

滞
納

は
、
滞

納
者

の
資

力
の

有
無

や
滞

納
に
至

っ
た

事
情

に
関

わ
ら

ず
、
ま
た

、
時

効
援

用
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、
最

終
的

に
は

消
滅

時
効

期
間

経
過
を

理
由

と
し

て
不

納
欠

損
処

分
が

な
さ

れ
て

い
た
。

 
一

方
、
病

院
事
業

庁
は

不
納
欠

損
処

分
の

考
え
方

を
策

定
し

て
運
用

し
て

お
り
、
時
効

期
間

が
経

過
し

た
債

権
で

も
援

用
の

意
思

表
示

が
な

い
も

の
は

時
効

期
間

が
経

過
し

た
と

い
う

だ
け

で
は

不
納

欠
損

処

分
し

て
い

な
い

（
第

４
章

第
４

の
６

⑴
記
載

の
「

不
納

欠
損

処
分
の

考
え

方
」

１
（

３
）

参
照

）
。

 
県

民
文

化
局

で
は

、
私

立
学

校
奨

学
資

金
等

貸
付

金
収

入
に

関
し

て
は

愛
知

県
私

立
学

校
奨

学
資

金

等
貸

付
金

債
権

管
理

規
程

第
９

条
に

基
づ
き

不
納

欠
損

処
分

を
行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

、
そ

の
運
用

は
【
図
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表
１

０
－

１
０

】
の

と
お

り
、
時

効
の

援
用
が

な
け

れ
ば

不
納

欠
損
処

分
し

な
い

取
扱

い
で

あ
る

。
同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

収
入

に
つ

い
て

も
、

時
効

の
援

用
が

な
け

れ
ば

不
納

欠
損

処
分

し
な

い
取

扱
い

を

原
則

と
し

て
い

た
。

 
福

祉
局

で
は
、
時

効
期

間
が
経

過
し

た
債

権
に
つ

い
て

は
適

宜
不
納

欠
損

処
分

を
し

て
い

る
が

、
債

権

に
よ

っ
て

は
時

効
期

間
が

経
過

し
て

も
不
納

欠
損

処
分

し
な

い
も
の

も
あ

る
と

こ
ろ

、
「
貸

付
金
の

原
資

は
税

金
で

あ
り

可
能

な
限

り
回

収
を

行
う

べ
き

で
、

単
純

に
時

効
期

間
が

経
過

し
て

い
る

こ
と

を
も

っ

て
即

時
に

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
べ

き
で
は

な
い

」
と

考
え

、
管
理

を
続

け
て

い
る

債
権

も
あ

っ
た
。

 
現

状
で

は
、
と
り

わ
け

私
債
権

に
つ

い
て

、
所

管
す

る
局
に

よ
っ
て

時
効

期
間

を
経

過
し

た
だ

け
で
請

求
を

免
れ

る
債

務
者

が
い

る
一

方
で

、
時

効
の

援
用

を
し

な
い

た
め

に
将

来
に

わ
た

り
請

求
が

続
く

債

務
者

も
あ

り
、

公
平

性
に

欠
け

、
平

等
原
則

に
も

違
反

す
る

。
 

不
納

欠
損

処
分

に
関

す
る

統
一

的
な
基

準
が

必
要

で
あ

る
。

 
な

お
、
前

３
で
指

摘
し

た
よ
う

に
、
不

納
欠
損

処
分

す
る
前

に
債
権

放
棄

等
を

す
る

べ
き

で
あ

る
こ
と

か
ら

、
債
権

放
棄

等
の

基
準
を

県
で
統

一
す

る
こ

と
で

、
不

納
欠

損
処
分

の
基

準
を

統
一

す
る
こ

と
に

も

な
る

と
考

え
る

。
 

本
項

記
載

の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

６
 

免
責

許
可

決
定

を
得

た
債

務
者
か

ら
は

原
則

と
し

て
回

収
す

る
べ

き
で
は

な
い

【
指

摘
】
 

福
祉

局
で

は
、
破

産
手
続

を
経

て
免

責
許
可

決
定
（
以

下
単

に
「

破
産
免

責
」
と
も

い
う

）
を
得

た
債

務
者

か
ら

債
権

の
回

収
を

続
け

て
い

る
（

回
収
し

た
）
事

案
が

複
数
存

在
し

た
（

高
齢

者
住

宅
整
備

資
金

貸
付

金
償

還
金
、
障
害

者
住
宅

整
備
資

金
貸

付
金

償
還

金
、
母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金
貸

付
金
償

還
金

）
。 

純
粋

な
任

意
の

支
払

い
を

受
け

取
っ

て
い

る
に

過
ぎ

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

こ
れ

を
受

け
取

る
こ

と
に

法
的

な
問

題
は

な
い

。
し

か
し

、
破
産

免
責

後
の

債
務

者
は

、
保
証

人
に

請
求

し
て

欲
し

く
な

い
た

め
、

と
き

に
は

県
が

保
証

人
に

直
接

請
求

す
る
の

で
は

な
く

債
務

者
に
対

し
て
「

保
証

人
が

責
任

を
持

つ
」
こ

と
を

あ
え

て
確

認
し

た
上

で
破

産
免

責
後

の
債

務
者

が
自

ら
支

払
い

を
続

け
て

お
り

、
純

粋
な

任
意

の

支
払

い
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

 
後

に
述

べ
る
よ

う
に
、
保

証
人

に
対

し
て

県
が
請

求
し

な
い

と
判
断

し
た

場
合

に
は

、
保

証
契

約
を
解

除
し

保
証

債
務

履
行

請
求

権
を

債
権

放
棄

又
は

債
務

免
除

す
る

べ
き

で
あ

り
、

保
証

人
に

請
求

す
る

か

も
知

れ
な

い
余

地
を

残
し

つ
つ

破
産

免
責

後
の

債
務

者
か

ら
免

責
に

係
る

債
権

を
回

収
す

る
こ

と
は

、

任
意

の
支

払
い

を
受

領
し

て
い

る
と

は
評
価

で
き

な
い

。
 

破
産

免
責

制
度

の
潜

脱
で

あ
る

と
と
も

に
、
住

民
福
祉
（

地
方

自
治

法
第
２

条
第

１
４

項
）
に

反
す

る

行
為

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

免
責

許
可

決
定

後
に

行
っ

た
弁

済
合

意
は

免
責

の
趣

旨
に

反
し

無
効

と

し
た

裁
判

例
（

横
浜

地
裁

昭
和

６
３

年
２
月

２
９

日
判

決
）

も
あ
る

。
 

保
証

人
が

存
在

す
る

債
権

の
主

債
務

者
が

破
産

免
責

を
得

た
場

合
は

、
保

証
人

に
請

求
す

る
べ

き
で

あ
る

（
地

方
自
治

法
施

行
令
第

１
７

１
条

の
２
第

１
号

）。
そ

の
例

外
は
後

記
７

⑵
ア

イ
ウ

に
掲
載

す
る

場
合

（
以

下
「

徴
収

緩
和

措
置

等
」

と
も
い

う
）

で
あ

る
。

 
徴

収
緩

和
措

置
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

な
く

保
証

人
に

請
求

す
る

可
能

性
を

残
し

た
ま

ま
、

免

責
許

可
決

定
を

得
た

債
務

者
か

ら
受

領
す
る

よ
う

な
こ

と
が

あ
っ
て

は
な

ら
な

い
。

 

４
４

 
 

な
お

、
保

証
人

に
請

求
が

及
ば

な
い

よ
う

に
破

産
免

責
後

の
債

務
者

が
返

済
を

続
け

る
の

は
本

監
査

で
明

ら
か

に
な

っ
た

ひ
と

つ
の

例
で

あ
る

が
、

破
産

免
責

後
の

債
務

者
か

ら
受

領
す

る
こ

と
が

適
切

な

場
合

は
、

ほ
と

ん
ど

考
え

ら
れ

な
い

。
 

上
記

横
浜

地
裁

の
裁

判
例

で
も

、
次
の

よ
う

に
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
 

破
産

者
が

新
た

な
利

益
獲

得
の

た
め

に
、

従
前

の
債

務
も

併
せ

て
処

理
す

る
と

い
う

よ
う

な
事

情
も

な

く
、
債

権
者

の
支

払
要

求
に
対

し
、
単

に
旧

来
の

債
務

の
支

払
約

束
を
し

、
支

払
義

務
を

負
う

こ
と
は

、
破

産
者

の
経

済
的

更
生

を
遅

ら
せ

る
の

み
で

何
ら

の
利

益
も

な
い

も
の

で
あ

り
、

し
た

が
っ

て
、

破
産

者
に

と
っ

て
何

ら
の

利
益

も
な

い
免

責
後

の
単

な
る

支
払

約
束

は
（

旧
）

破
産

法
３

６
６

条
の

１
２

の
免

責
の

趣
旨

に
反

し
、
無

効
で

あ
る

も
の

と
解
す

る
の

が
相

当
で

あ
る

。
 

破
産

免
責

後
の

債
務

者
が

債
務

の
弁

済
を

申
し

出
た

場
合

は
、

当
該

債
務

者
か

ら
免

責
さ

れ
た

債
務

を
支

払
う

動
機

を
聴

取
し

、
純

粋
な

任
意

の
支

払
い

で
あ

る
こ

と
が

明
ら

か
な

事
情

を
記

録
化

し
な

い

限
り

こ
れ

を
受

領
す

る
べ

き
で

は
な

い
。

 
ま

た
、
破

産
免
責

後
の

債
務
者

と
の

関
係

で
は
、
も

は
や
新

た
な
期

限
の

利
益

を
与

え
て

ま
で

回
収
を

図
る

べ
き

段
階

で
は

な
い

た
め

（
民

法
第

１
３

７
条

参
照

）
、

直
ち

に
完

済
で

き
な

い
破

産
免

責
後

の
債

務
者

か
ら

、
分

納
を

受
け

付
け

て
ま

で
こ
れ

を
受

領
し

て
保

証
人
へ

の
請

求
を

怠
る

べ
き

で
は

な
い
。

 
７

 
（

連
帯

）
保
証

人
に

つ
い

て
 

私
債

権
に

つ
い

て
は

、
契

約
に

よ
っ

て
（
連

帯
）
保
証

人
を

求
め

る
場
合

が
多

い
。
保

証
人

は
、
主
た

る
債

務
者

が
そ

の
債

務
を

履
行

し
な

い
と
き

に
、
そ

の
履
行

を
す

る
責

任
を
負

う
者

で
あ

り
（

民
法

第
４

４
６

条
第

１
項

）、
滞

納
が

発
生

し
な

い
限

り
そ
の

責
任

は
顕

在
化
し

な
い

が
、
ひ

と
た
び

滞
納
が

生
じ

る
と

、
そ
の

債
務

は
利

息
、
違

約
金
、
損
害

賠
償

そ
の

他
そ

の
債

務
に

従
た

る
す
べ

て
の

も
の

を
包
含

し
、

責
任

は
重

大
で

あ
る

（
民

法
第

４
４

７
条
第

１
項

）。
 

以
下

に
記

載
す

る
も

の
は
、
特

定
の

局
所

管
の
債

権
に

関
す

る
も
の

も
含

ま
れ

る
が

、
全

局
に

注
意
喚

起
す

る
観

点
か

ら
、

あ
え

て
こ

こ
に

記
載
す

る
。

 
⑴

 
保
証

人
に

対
す

る
請

求
を

想
定

し
て
い

な
い

債
権

は
保

証
人
を

求
め

る
べ

き
で

な
い

【
意

見
】

 
債

権
に

つ
い

て
保

証
人

が
保

証
し

て
い

る
の

に
、

保
証

債
務

履
行

請
求

権
を

行
使

し
て

い
な

い
債

権
が

極
め

て
多

数
見

受
け

ら
れ

た
（

福
祉

局
（

障
害

者
住

宅
整

備
資
金

貸
付

金
償

還
金

及
び

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
）
、
建

築
局
（

県
営

住
宅

家
賃

等
）
、
経

済
産

業
局
（
中

小
企
業

資
金
特

会

高
度

化
事

業
貸

付
金

収
入

）
）。

 
地

方
自

治
法
第

２
４

０
条

第
２

項
、
同
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
は

、
非
強

制
徴

収
公

債
権

と
私

債

権
の

う
ち

保
証

人
の

保
証

が
あ

る
債

権
に

つ
い

て
、

督
促

を
し

た
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は
、
保

証
債

務
履

行
請
求

権
の

行
使

を
必
要

と
し

て
お

り
、
そ

の
例

外
は

後
記

⑵
ア

イ
ウ

に
記

載
す

る
場

合
（

徴
収
緩

和
措

置
等

）
の

み
で

あ
る

。
 

と
り

わ
け

建
築

局
は

、
不

納
欠

損
処

分
前

に
連

帯
保

証
人

に
保

証
債

務
を

履
行

請
求

す
る

こ
と

は

あ
る

が
、

連
帯

保
証

人
が

自
主

的
に

支
払

い
を

申
し

出
な

い
限

り
強

制
的

に
保

証
債

務
を

請
求

す
る

こ
と

は
な

い
。
訴
訟

提
起

す
る

場
合
に

も
、
連
帯

保
証

人
を

被
告
に

含
め

て
い

な
い

。
保

証
人
に

対
し

て
請

求
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

い
な

い
の

で
あ

れ
ば

、
そ

も
そ

も
契

約
締

結
段

階
で

保
証

人
を

要
求

す
る

べ
き

で
は

な
い

。
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私
債

権
を

所
管

す
る

全
て

の
局

に
検
討

し
て

い
た

だ
く

た
め

に
、

あ
え
て

こ
こ

に
記

載
す

る
。

 
⑵

 
保
証

人
に

請
求

し
な

い
特

別
の

事
情
を

検
討

し
検

討
結

果
を
文

書
化

す
る

必
要

が
あ

る
【

指
摘
】

 
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
１

号
は

、
保

証
人

の
保

証
が

あ
る

債
権

に
つ

い
て

督
促

を
し

た
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
保

証
人

に
対

し
て

履
行

の
請

求
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

規
定
し

て
い

る
。

 
例

外
は

、
同

施
行

令
第

１
７
１

条
の
５

の
徴

収
停

止
措

置
を

と
る

場
合
、
第

１
７

１
条

の
６

の
規

定

に
よ

り
履

行
期

限
を

延
長

す
る

特
約
又

は
処

分
を

す
る

場
合
（

以
下
「

履
行

延
期

等
」
と
も

い
う
。
ま

た
徴

収
停

止
措

置
と

履
行

延
期

等
を
併

せ
て
「

徴
収

緩
和
措

置
」

と
も

い
う

）
、

そ
の

他
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
（

徴
収

緩
和
措

置
等

）
で

あ
る

。
 

地
方

自
治

法
施

行
令

 

（
強

制
執

行
等

）
 

第
１

７
１

条
の

２
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
債

権
（

地
方

自
治

法
第

二
百

三
十

一
条

の
三

第
三

項
に

規
定

す
る

分
担

金
等

に
係

る
債

権
（

第
百

七
十

一
条

の
五

及
び

第
百

七
十

一
条

の
六

第
一

項

に
お

い
て
「

強
制

徴
収

に
よ

り
徴

収
す

る
債

権
」
と

い
う

。
）
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
、
同

法
第

二

百
三

十
一

条
の

三
第

一
項

又
は

前
条

の
規

定
に

よ
る

督
促

を
し

た
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も

な
お

履
行

さ
れ

な
い

と
き

は
、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
第

百
七

十
一

条
の

五
の

措
置

を
と

る
場

合
又

は
第

百
七

十
一

条
の

六
の

規
定

に
よ

り
履

行
期

限
を

延
長

す

る
場

合
そ

の
他

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

一
 

担
保

の
付

さ
れ

て
い

る
債

権
（

保
証

人
の

保
証

が
あ

る
債

権
を

含
む

。
）
に

つ
い

て
は

、
当

該
債

権
の

内
容

に
従

い
、
そ

の
担

保
を

処
分

し
、
若

し
く

は
競

売
そ

の
他

の
担

保
権

の
実

行
の

手
続

を
と

り
、

又
は

保
証

人
に

対
し

て
履

行
を

請
求

す
る

こ
と

。
 

二
 

債
務

名
義

の
あ

る
債

権
（

次
号

の
措

置
に

よ
り

債
務

名
義

を
取

得
し

た
も

の
を

含
む

。
）
に

つ
い

て
は

、
強

制
執

行
の

手
続

を
と

る
こ

と
。

 

三
 

前
二

号
に

該
当

し
な

い
債

権
（

第
一

号
に

該
当

す
る

債
権

で
同

号
の

措
置

を
と

つ
て

な
お

履
行

さ
れ

な
い

も
の

を
含

む
。
）
に

つ
い

て
は

、
訴

訟
手

続
（

非
訟

事
件

の
手

続
を

含
む

。
）
に

よ
り

履

行
を

請
求

す
る

こ
と

。
 

 
ア

 
徴

収
停

止
 

ま
ず

、
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
５
の

措
置

と
は

、
徴

収
停

止
の
措

置
で

あ
り

、
次

の
各

号
の
一

に
該

当
し
、
こ
れ

を
履

行
さ
せ

る
こ
と

が
著

し
く

困
難

又
は

不
適

当
で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は
、
以

後
そ

の
保

全
及

び
取

立
て

を
し

な
い
こ

と
が

で
き

る
。

 
地

方
自

治
法

施
行

令
 

（
徴
収

停
止

）
 

第
１
７

１
条

の
５

 
普
通

地
方

公
共

団
体

の
長
は

、
債

権
（
強

制
徴

収
に

よ
り
徴

収
す

る
債

権
を

除
く

。
）

で
履

行
期

限
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
完

全
に

履
行

さ
れ

て
い

な
い

も
の

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

し
、

こ
れ

を
履

行
さ

せ
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

又
は

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

以
後
そ

の
保

全
及

び
取

立
て
を

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 
一

 
法

人
で

あ
る

債
務
者

が
そ

の
事

業
を

休
止
し

、
将

来
そ

の
事

業
を
再

開
す

る
見

込
み

が
全

く
な
く

、

か
つ

、
差

し
押

え
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

の
価

額
が

強
制

執
行

の
費

用
を

こ
え

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。
 

二
 

債
務

者
の

所
在

が
不

明
で

あ
り

、
か

つ
、

差
し

押
え

る
こ

と
が

で
き

る
財

産
の

価
額

が
強

制
執

行

の
費

用
を

こ
え
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と
き

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
と
き

。
 

三
 
債

権
金

額
が

少
額
で

、
取

立
て

に
要

す
る
費

用
に

満
た

な
い

と
認
め

ら
れ

る
と

き
。

 
 

 
イ

 
履

行
延
期

の
特

約
又

は
処
分

（
履

行
延

期
等

）
 

４
６

 
 

次
の
、
同
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
の

規
定

に
よ

り
履

行
延

期
等
を

す
る

場
合

と
は
、
次

の
各
号

の
一

に
該

当
す

る
場

合
に

、
そ

の
履

行
期

限
を

延
長

す
る

特
約

又
は

処
分

を
す

る
場

合
で

あ
る

。

「
特

約
」
と

は
、

県
と

債
務

者
の

合
意

に
よ

る
場

合
で

あ
り

、
「
処

分
」

と
は

県
の

一
方
的

な
処
分

に
よ

り
履

行
期

限
を

延
長

す
る

も
の
で

あ
る
。
こ

の
場
合

、
当

該
債
権

の
金

額
を

適
宜

分
割

し
て
履

行
期

限
を

定
め

る
こ

と
も

可
能

で
あ
る

。
 

履
行

延
期

等
は

、「
特
約

」
又
は

「
処

分
」

と
い

う
法

的
根
拠

に
基

づ
く

も
の
で

あ
る
。

履
行

期

限
後

、
履

行
延
期

等
を

す
る
こ

と
は
で

き
る

が
、
既

に
発
生

し
た
履

行
の

遅
滞

に
係

る
損

害
賠

償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
に

係
る

債
権

は
、
徴
収

す
べ

き
も

の
と

さ
れ

て
い

る
（
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の

６
第

２
項

）。
一
方

、
履

行
延

期
等

か
ら

納
期

限
ま

で
の
「

遅
滞

に
係

る
損

害
賠

償
金

そ
の

他
の
徴

収
金

に
係

る
債

権
」
を

徴
収
す

る
べ
き

と
の

規
定

は
存

在
せ

ず
、
徴
収

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
と

解

さ
れ

て
い

る
。

 
こ

れ
に

対
し

て
、

債
務

者
か

ら
分

納
誓

約
書

を
単

に
受

け
付

け
た

だ
け

で
履

行
延

期
等

を
し

て

い
な

い
状

態
（

以
下

こ
の
状

態
を
「

分
納

誓
約

」
と

い
う

）
の
場

合
、「

遅
滞

に
係

る
損
害

賠
償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
に

係
る

債
権

」
は

発
生
を

続
け

る
ほ

か
、
債

務
免

除
（

地
方

自
治
法

施
行

令
第
１

７
１

条
の

７
第

１
項

）
の

対
象

に
も
な

ら
な

い
。

 
地

方
自

治
法

施
行

令
 

（
履
行

延
期

の
特

約
等
）

 
第

１
７

１
条

の
６

 
普
通

地
方

公
共

団
体

の
長
は

、
債

権
（
強

制
徴

収
に

よ
り
徴

収
す

る
債

権
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

履
行

期
限

を
延

長
す

る
特

約
又

は
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

債
権

の
金

額
を

適
宜

分
割

し
て

履
行

期
限

を
定

め
る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 

一
 
債

務
者

が
無

資
力
又

は
こ

れ
に

近
い

状
態
に

あ
る

と
き

。
 

二
 

債
務

者
が

当
該

債
務

の
全

部
を

一
時

に
履

行
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
現

に
有

す

る
資

産
の

状
況
に

よ
り

、
履

行
期

限
を
延

長
す

る
こ

と
が

徴
収

上
有
利

で
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

と
き

。
 

三
 

債
務

者
に

つ
い

て
災

害
、

盗
難

そ
の

他
の

事
故

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
、

債
務

者
が

当
該

債
務

の

全
部

を
一

時
に

履
行

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

た
め

、
履

行
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

が
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ
る

と
き

。
 

四
 

損
害

賠
償

金
又

は
不

当
利

得
に

よ
る

返
還

金
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

、
債

務
者

が
当

該
債

務
の

全

部
を

一
時

に
履

行
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
弁

済
に

つ
き

特
に

誠
意

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。
 

五
 

貸
付

金
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

、
債

務
者

が
当

該
貸

付
金

の
使

途
に

従
つ

て
第

三
者

に
貸

付
け

を

行
な

つ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
第

三
者

に
対

す
る

貸
付

金
に

関
し

、
第

一
号

か
ら

第
三

号
ま

で
の

一
に

該
当

す
る

理
由

が
あ

る
こ

と
そ

の
他

特
別

の
事

情
に

よ
り

、
当

該
第

三
者

に
対

す
る

貸
付

金
の

回
収

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
た

め
、

当
該

債
務

者
が

そ
の

債
務

の
全

部
を

一
時

に
履

行
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と
き

。
 

２
 
（

略
）

 
 

 
ウ

 
そ

の
他
特

別
の

事
情

が
あ
る

と
認

め
る

場
合

 
 

 
 

 
徴

収
停

止
措

置
や

履
行

延
期

等
を

行
っ

た
場

合
の

ほ
か

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

認
め

る
場

合

に
も

、
保

証
人

に
請

求
す

る
等

の
措
置

を
採

ら
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

上
記

ア
イ

は
も

ち
ろ

ん
、
ウ
の

特
別
の

事
情

が
あ

る
か

ど
う

か
に

つ
い
て

も
、
そ

の
検
討

を
意

識
的

に
行

い
、
文

書
化
し

て
、
所

管
課

内
で
決

裁
の

う
え

共
有

す
る

べ
き

で
あ
る

。
そ

の
よ

う
な

検
討

を
行
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い
、
検

討
結

果
を

文
書

化
し
な

い
ま

ま
保
証

人
に

対
す

る
請

求
を
し

て
い

な
い

現
状

は
、
同
施

行
令

第

１
７

１
条

の
２

に
違

反
し

て
い

る
と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

 
な

お
、
①

特
別
の

事
情

が
な
い

の
に
保

証
人

に
請

求
し

て
い

な
い

こ
と
、
②

特
別

の
事

情
が

あ
る

と

思
わ

れ
る

の
に

検
討

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

、
③

特
別

の
事

情
を

検
討

し
た

の
に

文
書

に
よ

り
事

務
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と

は
、
理

論
的

に
は

そ
れ

ぞ
れ

別
個

の
問

題
で
あ

る
。
前

６
で
指

摘
し

た
、
破

産
免

責
後

の
債

務
者

か
ら

回
収

し
て

保
証

人
に

請
求

し
な

い
ケ

ー
ス

は
、

①
に

該
当

す
る

疑
い

が
濃

厚
で

あ
る

。
し

か
し

、
徴

収
緩

和
措
置

等
を
検

討
し

た
資

料
が

な
い

た
め

、
①

～
③
を

厳
密

に
区

別
す

る
こ

と
が

で
き

ず
、

保
証

人
に

請
求

し
て
い

な
い

事
実

の
み

が
明

ら
か

な
の
が

現
在

の
状

況
で

あ
る
。

 
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
１

号
は

、
保

証
人

の
あ

る
債

権
は

保
証

人
に

請
求

す
る

こ
と

を
原

則
と

し
て

お
り

、
保

証
人

に
請

求
し

な
い

こ
と

が
同

号
に

違
反

し
な

い
こ

と
の

立
証

責
任

は
県

の
側

に
あ

る
。
そ

の
た
め

、
検

討
資

料
を

残
さ

な
い
ま

ま
保
証

人
に

請
求

し
て

い
な

い
現

状
は
同

号
に

違
反

し
て

い
る

と
い

わ
ざ

る
を
得

な
い

。
 

⑶
 

保
証

人
に

請
求

し
な

い
場

合
は

保
証
契

約
を

解
除

又
は

保
証
債

務
の

放
棄

を
検

討
す

べ
き

【
意

見
】 

前
述

の
と

お
り

、
保
証

人
の
責

任
は
不

安
定

で
重

大
で

あ
る

。
保

証
人

に
対

し
て

請
求

し
な

い
理

由

が
存

在
し

て
請

求
し

な
い

な
ら

ば
、

保
証

債
務

履
行

請
求

権
そ

の
も

の
を

放
棄

又
は

保
証

契
約

を
解

除
（

一
方

的
解

約
告

知
又

は
合

意
解
除

）
す

る
な

ど
し

て
請

求
し
な

い
こ

と
を

明
確

化
し

、
保
証

人
の

地
位

を
安

定
化

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る
。

 
ま

ず
、

建
築

局
所

管
の

県
営

住
宅

家
賃

等
の

よ
う

に
県

と
し

て
一

律
に

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
保

証
債

務
履

行
請

求
権

を
行

使
し

な
い

と
判

断
し

た
場

合
で

滞
納

が
生

じ
る

前
で

あ
れ

ば
、

保
証

契
約

を
解

除
（

一
方

的
解

約
告

知
又

は
合
意

解
除

）
す

る
こ

と
を

検
討
し

、
同

債
権

の
滞

納
が

発
生
し

た
後

は
議

会
の

議
決

を
経

て
保

証
債

務
履
行

請
求

権
を

債
権

放
棄

等
す

る
こ
と

を
検

討
さ

れ
た

い
。

 
ま

た
、
福

祉
局
所

管
の

高
齢
者

住
宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
、
障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償

還
金

及
び

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
償

還
金

の
よ

う
に

、
破

産
免

責
後

の
主

債
務

者
か

ら
回

収
す

る
こ

と
で

保
証

人
に

請
求

し
な
い

取
扱

い
と

し
、
か

つ
、
主

債
務

者
か

ら
任

意
に

早
期

の
回

収
が

見
込

め
る

場
合

に
は
、
保

証
債

務
履

行
請

求
権
を

行
使

す
る

余
地
を

残
す

の
で

は
な

く
、
議
会

の
議

決

を
経

て
保

証
債

務
履

行
請

求
権

を
債
権

放
棄

等
す

る
こ

と
を

検
討

さ
れ
た

い
。

 
 

⑷
 

保
証

債
務
の

履
行

確
保

の
た
め

に
は

適
時

の
請

求
と

意
思

疎
通

が
求
め

ら
れ

る
【

意
見
】

 
経

済
産

業
局

所
管

の
中

小
企

業
資

金
特

会
高

度
化

事
業

貸
付

金
収

入
で

は
、

連
帯

保
証

人
に

対
す

る
連

絡
が

十
分

に
行

わ
れ

て
お

ら
ず
、
連

帯
保

証
人

か
ら

反
発

を
受

け
て

い
る

事
案

が
存

在
す

る
。
連

帯
保

証
人

が
、
滞

納
の

発
生
を

早
期

に
覚

知
す
れ

ば
、
そ
の

後
の
滞

納
や

遅
延

損
害

金
等

を
自

ら
防
止

す
る

た
め

の
対

処
を

選
択

す
る

余
地

も
あ

る
が

、
長

期
間

経
過

後
に

保
証

債
務

履
行

請
求

を
受

け
て

も
、
そ

の
時

点
で

は
破

産
を
選

択
す

る
以

外
に
方

法
が

な
い

状
況
に

陥
っ

て
い

る
場

合
も

あ
り

、
滞

納

が
発

生
し

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
保

証
人

に
請

求
せ

ず
、

長
時

間
経

過
後

に
履

行
請

求
す

る
こ

と
は

酷
な

場
合

が
多

い
。

 
前

６
に

記
載
し

た
と

お
り
、
福

祉
局
所

管
の

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸
付

金
償

還
金
、
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
償

還
金

で
は

、
主

債
務

者
の

求
め

に
応

じ
て

保
証

人
に

請
求

し
な

い
債

権
が

多
数

４
８

 
 

認
め

ら
れ

た
が

、
こ

れ
も

同
様

の
問

題
を

含
ん
で

お
り
、
滞

納
発
生

か
ら

長
期

間
経

過
後

に
保

証
人
に

請
求

し
た

と
し

て
も

、
納

得
し

な
い
保

証
人

や
そ

の
相

続
人

と
の

間
で
紛

争
を

招
く

だ
け

で
あ
る

。
 

滞
納

が
発

生
し

た
と

き
は

適
時

に
保

証
人

と
連

絡
を

と
り

請
求

す
る

な
ど

必
要

な
措

置
に

着
手

し
、

そ
の

後
も

連
絡

を
怠

る
べ

き
で

は
な
い

。
 

な
お

、
改

正
後
の

民
法

第
４
５

８
条
の

２
で

は
、
保

証
人
が

主
た
る

債
務

者
の

委
託

を
受

け
て

保
証

を
し

た
場

合
に

は
、
保

証
人
の

請
求
が

あ
っ

た
と

き
は

、
債

権
者
は

、
保

証
人

に
対

し
、
遅

滞
な

く
、

主
た

る
債

務
の

元
本

及
び

主
た

る
債
務

に
関

す
る

利
息

、
違

約
金
、
損

害
賠

償
そ

の
他

そ
の

債
務

に
従

た
る

全
て

の
も

の
に

つ
い

て
の

不
履

行
の

有
無

並
び

に
こ

れ
ら

の
残

額
及

び
そ

の
う

ち
弁

済
期

が
到

来
し

て
い

る
も

の
の

額
に

関
す

る
情
報

を
提

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
旨

の
条

文
が

追
加

さ
れ
た

。
 

ま
た

、
同

法
４

５
８

条
の

３
で

は
、
自

然
人

で
あ

る
保

証
人

に
つ

い
て
、
主
た

る
債

務
者

が
期

限
の

利
益

を
有

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
利

益
を

喪
失
し

た
と

き
は

、
債

権
者
は

、
保

証
人

に
対
し

、
そ

の
利

益
の

喪
失

を
知

っ
た

時
か

ら
２

か
月

以
内

に
、

そ
の

旨
を

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
が

明
記

さ
れ

た
。

 
い

ず
れ

も
、
改
正

後
の

民
法
施

行
日
前

に
締

結
さ

れ
た

保
証

契
約

に
つ
い

て
は
、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
て

お
り
（

改
正

民
法

附
則

第
２

１
条

第
１

項
）
、

２
０

２
０

年
３

月
３

１
日

以
前

に

締
結

さ
れ

た
保

証
契

約
に

は
適

用
さ

れ
な

い
が

、
同

様
の

趣
旨

は
改

正
法

施
行

前
の

保
証

契
約

で
あ

っ
て

も
妥

当
す

る
の

で
、

適
時

の
請

求
と

意
思

疎
通

に
留

意
し

保
証

債
務

の
履

行
確

保
に

努
め

ら
れ

た
い

。
 

⑸
 

今
後

締
結

す
る

保
証

契
約

で
は

督
促
後

保
証

人
に

対
す

る
請
求

を
怠

る
べ

き
で

は
な

い
【

意
見
】

 
普

通
地

方
公

共
団

体
の

長
は

、
債

権
に

つ
い

て
、
督

促
を

し
た

後
相

当
の

期
間

を
経

過
し

て
も

な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
当

該
債

権
に

つ
い

て
保

証
人

が
い

る
場

合
に

は
、
保

証
人

に
対

し
て

履

行
の

請
求

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
１

号
）

。
 

既
に

締
結

済
の

保
証

契
約

で
は

契
約

時
に

保
証

人
の

責
任

に
関

す
る

説
明

が
不

十
分

な
も

の
が

あ
り

、
督

促
後

も
保

証
人

に
対

す
る

請
求

を
怠

っ
て

い
る

債
権

が
あ

る
な

ど
、
問

題
事

例
が

多
数

で

あ
る

。
し

か
し

、
今

後
保

証
契

約
を

締
結

す
る

際
に

は
、
契

約
時

に
保

証
人

と
し

て
の

責
任

を
十

分

に
説

明
し

、
保

証
人

の
責

任
を

明
確

に
記

載
し

た
保

証
契

約
書

を
締

結
の

う
え

、
滞

納
発

生
時

に
は

速
や

か
に

保
証

人
に

連
絡

し
、
そ

の
後

も
連

絡
を

密
に

し
た

う
え

で
、
徴

収
緩

和
措

置
等

を
適

用
す

る
場

合
を

除
き

、
督

促
後

は
保

証
人

に
請

求
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

８
 

収
入

未
済

解
消

の
た

め
の

手
段
の

ひ
と

つ
と

し
て

法
的

手
続

を
検

討
す
る

べ
き

で
あ

る
【
指

摘
】

 

 
 

非
強

制
徴

収
公

債
権

及
び

私
債

権
に

つ
い

て
は

、
督

促
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は
、
一
定

の
場
合

を
除
き

訴
訟

の
提

起
、
強

制
執

行
の

申
立

て
等

を
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い

（
地

方
自

治
法

第
２

４
０

条
第

２
項

、
同

施
行
令

第
１

７
１

条
の

２
）
と

さ
れ

て
お

り
、
例

外
は
前

７
⑵

ア
イ

ウ
の

場
合

（
徴

収
緩

和
措

置
等

）
の
み

で
あ

る
。
 

に
も

関
わ

ら
ず

、
訴

訟
の
提

起
、
強

制
執

行
の

申
立

て
等
を

一
切
検

討
し

た
こ

と
が

な
い

と
す

れ
ば
、

地
方

自
治

法
第

２
４

０
条

第
２

項
、

同
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
に

違
反

し
て

い
る

と
言

わ
ざ

る
を

え

な
い

。
最
高

裁
判

所
も

、
客

観
的

に
存

在
す

る
債
権

を
理

由
も

な
く
放

置
し

た
り

免
除

し
た

り
す
る

こ
と
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は
許

さ
れ

ず
、
原

則
と

し
て

、
地

方
公

共
団

体
の
長

に
そ

の
行

使
又
は

不
行

使
に

つ
い

て
の

裁
量
は

な
い

と
述

べ
て

い
る
（

最
高

裁
判
所

平
成
１

６
年

４
月

２
３

日
判

決
・
最

高
裁
判

所
民

事
判
例

集
５
８

巻
４

号

８
９

２
頁

）
。
 

こ
の

点
、
【
図

表
２

－
１

３
】

に
掲

載
し

た
税

外
債

権
に

関
す

る
収
入

未
済

額
が

存
在

す
る

１
４

局
の

う
ち

保
健

医
療

局
（

看
護

職
員

修
学
資

金
貸

付
金

償
還

金
）、

経
済

産
業
局
（

特
別
会

計
）、

建
築

局
（
県

営
住

宅
家

賃
等

）、
教
育

委
員
会

事
務
局
（

高
等

学
校
等

奨
学

事
業

貸
付

金
収
入

）
、
警

察
本

部
（

違
約

金

及
び

損
害

賠
償

金
）
、
県

民
文
化

局
（

私
立

学
校

奨
学
資

金
等

貸
付

金
収

入
）、

建
設

局
（
原

状
回
復

費
用

等
の

反
訴

）
、
農

業
水
産

局
（
就

農
支

援
資

金
特
会

）
及

び
議

会
事

務
局
（

政
務

活
動

費
に

係
る

返
還

金
）

以
外

の
５

局
（

総
務
局

、
病
院

事
業

庁
、
福
祉

局
、
環

境
局

、
都

市
・
交

通
局

）
は

、
収

入
未

済
額

を
解

消
す

る
た

め
に

訴
訟

の
提

起
、
調

停
、
支

払
督
促

、
強

制
執

行
等
の

法
的

手
続
（

以
下
総

称
し
て
「

法
的

手
続

」
と

い
う

）
を

実
施

し
て

い
な

か
っ
た

。
 

こ
の

う
ち

、
総

務
局
（

税
外

債
権

）
は

、
債

務
者

か
ら

債
務

承
認
書

を
取

り
付

け
て

時
効

中
断

し
、
引

き
続

き
請

求
を

続
け

る
予

定
で

あ
り

、
法

的
手

続
を

検
討
す

る
段

階
に

は
な
く

、
現

時
点

で
法
的

手
段

を

講
じ

る
必

要
は

な
い

。
ま

た
、
病

院
事

業
庁

、
環

境
局

及
び

都
市
・
交
通

局
は

、
法

的
手

続
を

実
施

し
て

は
い

な
い

が
そ

の
検

討
を

し
て

い
る

。
一

方
、
福

祉
局

は
、
南

知
多

老
人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除
に

よ
る

違
約

金
及

び
契

約
保

証
金

に
つ

い
て

法
的

手
続

を
検

討
し

た
こ

と
は

あ
る

が
、

そ
れ

以
外

の
債

権
で

は

法
的

手
続

を
検

討
し

た
こ

と
が

な
い

。
 

ま
た

、
保

健
医

療
局

は
福

祉
医

療
費
雑

入
に

つ
い

て
、
経

済
産

業
局

は
一

般
会

計
に

つ
い

て
、
教

育
委

員
会

事
務

局
は

県
立

学
校

授
業

料
に

つ
い

て
、

県
民

文
化

局
は

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

収
入

に
つ

い

て
、
や

は
り

法
的

手
続
を

実
施

し
た

こ
と
が

な
く

検
討

し
た

こ
と
も

な
い

。
さ

ら
に
、
建

築
局

は
、
県
営

住
宅

等
の

明
渡

し
を

求
め

る
場

合
を

除
い

て
、

県
営

住
宅

家
賃

等
に

つ
い

て
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

請

求
を

し
て

い
な

い
。

 

以
上

の
と

お
り

、
保

健
医

療
局
（

福
祉

医
療

費
雑

入
）
、
経

済
産

業
局
（

一
般

会
計
）
、
教

育
委

員
会
事

務
局

（
県

立
学
校

授
業

料
）
、
福

祉
局
（

南
知
多

老
人

福
祉
館

売
買

契
約

解
除
に

よ
る

違
約

金
及
び

契
約

保
証

金
を

除
く

債
権

全
部

）
、
県

民
文
化

局
（
同

和
く

ら
し

資
金

貸
付

金
収

入
）

及
び
建

築
局
（

県
営

住

宅
等

の
明

渡
し

を
求

め
る

場
合

を
除

く
県
営

住
宅

家
賃

等
）
は
、
所

管
す
る

債
権

の
全

部
又

は
一
部

の
債

権
に

つ
い

て
法

的
手

続
を

検
討

し
て

い
な
い

（
６

局
）
。
 

こ
れ

ら
の

局
（
６

局
）
が

非
強

制
徴

収
公

債
権

及
び

私
債

権
の

未
収
金

に
関

し
て

行
っ

て
い

る
の

は
、

債
務

者
と

の
電

話
、
文
書

、
訪

問
に

よ
る

接
触

と
交

渉
、
分

納
誓

約
書

の
受

領
と

い
っ

た
任

意
の
交

渉
で

あ
る

。
病
院

事
業

庁
は

、
債

権
回

収
会
社

や
弁

護
士

に
債

権
回

収
を

外
部
委

託
す

る
こ

と
が

あ
っ
て

も
、

任
意

の
回

収
交

渉
を

外
部

に
委

託
す

る
に
止

ま
り

、
法

的
手

続
を
委

託
す

る
こ

と
は

な
い

。
 

任
意

の
交

渉
は

す
る

も
の

の
法

的
手

続
を

念
頭

に
お

い
た

交
渉

を
し

な
い

た
め

、
督

促
や

催
告

に
応

じ
て

分
納

誓
約

す
る

債
務

者
と

の
関

係
で
は

回
収

が
長

期
間

続
く
一

方
（
【
図

表
４

－
１
６

】
か

ら
【
図

表
４

－
２

１
】
、【

図
表

８
－
１

１
－

２
】

参
照

）
、

督
促
や

催
告

に
応

じ
な

い
債

務
者

と
の

関
係
で

は
他

に
手

立
て

が
な

く
、
不

納
欠
損

処
分
に

至
る

例
が

あ
る

。
督

促
や

催
告
に

応
じ

る
債

務
者

か
ら
は

財
産

や

収
入

状
況

を
聴

き
取

る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
が

、
無

反
応

な
債

務
者

と
の

関
係

で
は

そ
の

財
産

や
収

入

５
０

 
 

の
状

況
を

知
る

方
法

も
な

い
。
ま

た
、
無

反
応

な
債

務
者
に

対
し

て
は

時
効
を

更
新
（

中
断
）
す
る

こ
と

も
せ

ず
、

消
滅

時
効

期
間

の
経

過
を

待
つ
こ

と
に

な
る

。
 

全
部

又
は

一
部

の
債

権
に

つ
い

て
法
的

手
続

を
検

討
し

て
い

な
い

局
（

６
局

）
は

、
地

方
自

治
法

第
２

４
０

条
第

２
項
、
同
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
に

従
い

、
法

的
手

続
を
視

野
に

入
れ

た
検

討
を
す

る
べ

き

で
あ

る
。

 

９
 

専
決

事
項

を
追

加
し

法
的

手
続
の

円
滑

化
を

図
る

必
要

が
あ

る
【

意
見
】

 

 
 

地
方

自
治

法
第

９
６

条
第

１
項
第

１
２

号
は

、
訴

え
の

提
起
、
和

解
、
あ
っ

せ
ん

、
調

停
及

び
仲
裁

に

関
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

議
会

の
議

決
を
必

要
と

し
て

い
る

。
ま

た
、
支

払
督
促
（
民

事
訴

訟
法
第

３
８

２
条

以
下

）
の

申
立

て
は
「
訴

え
の
提

起
」
に

該
当

し
な
い

と
し
て

も
、
相

手
方
が

督
促

異
議

を
申
し

立

て
る

と
、
支
払

督
促

の
申

立
時

に
訴
え

の
提

起
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な
さ

れ
る
（

同
法

第
３

９
５

条
）
こ

と
か

ら
、
適

法
な

督
促

異
議
の

申
立
て

が
な

さ
れ

た
段

階
で

議
会

の
議

決
が
必

要
と

解
さ

れ
て
い

る
（

最

高
裁

判
所

昭
和

５
９

年
５

月
３

１
日

判
決

・
最

高
裁

判
所

民
事

判
例

集
３

８
巻

７
号

１
０

２
１

頁
等

）
。 

前
項

記
載

の
６

局
が
、
法
的

手
続

を
検

討
す

る
場

合
、
現
状

で
は
議

会
の

議
決

を
経

る
必

要
が

あ
り
、

こ
の

こ
と

に
よ

り
法

的
手

続
を

検
討

対
象

か
ら

そ
も

そ
も

除
外

し
て

し
ま

っ
て

い
る

の
が

現
状

と
考

え

ら
れ

る
。

 
し

か
し

、
軽

易
な

事
項

に
つ
い

て
、
訴

え
の
提

起
で

あ
る
か

ら
と
い

っ
て

全
て

の
案

件
で

議
会

の
議
決

を
必

要
と

す
る

の
は

効
率

的
で

は
な

い
。
 

こ
の

点
、
県

営
住

宅
に

関
す

る
も

の
は

訴
え

の
提

起
に

つ
い

て
専

決
処

分
す
る

こ
と

が
可

能
で
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
議

会
は
、
地
方

自
治

法
第

１
８

０
条
第

１
項

の
規

定
に
よ

り
議

会
の

権
限

に
属

す
る
軽

易
な

事
項

で
、
知

事
に

お
い

て
専
決

処
分
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
の

ひ
と

つ
と
し

て
、「

県
営

住
宅
の

家
賃

、

割
増

賃
料

等
の

滞
納

者
に

対
す

る
こ

れ
ら

の
支

払
又

は
県

営
住

宅
の

明
渡

し
の

請
求

に
係

る
訴

え
の

提

起
、

和
解

及
び

調
停

に
関

す
る

こ
と

」
を
指

定
し

て
い

る
。

 

県
営

住
宅

の
家

賃
そ

の
他

に
関

す
る

こ
と

以
外

に
つ

い
て

、
専

決
処

分
事

項
に

指
定

で
き

な
い

理
由

は
な

く
、
第

５
章

第
２

の
４

に
記

載
す

る
と

お
り
、
知
事

に
お

い
て

専
決

処
分

す
る

こ
と

が
で
き

る
事

項

を
追

加
す

る
の

が
望

ま
し

い
。

 

本
項

記
載

の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

１
０

 
会

計
事

務
の

手
引

（
総

則
・
収

入
編

）
の

記
載

方
法

は
変

更
す

る
べ
き

【
意

見
】

 

 
 

令
和

４
年

版
の

会
計

事
務

の
手
引

（
総

則
・
収

入
編
）

８
９

頁
に

は
、「

督
促

状
を
発

す
る
時

期
に

つ

い
て

は
、
規
則

上
特

に
定

め
は

あ
り
ま

せ
ん

が
、
別
に

法
令

に
定

め
が

な
け
れ

ば
、
原

則
と

し
て

地
方

税

の
例

に
従

い
、
納

期
限

後
２
０

日
以

内
に

お
い
て

未
納

を
確

認
し
た

後
速

や
か

に
発

し
ま

す
。
」

と
記

載

さ
れ

て
い

る
。
こ

の
点

、
納

期
限

後
２

０
日
以

内
に

な
す

べ
き

行
為
が

未
納

を
確

認
す

る
行

為
か

、
督
促

状
を

発
す

る
こ

と
か

が
曖

昧
で

あ
り

、
納

期
限

後
２

０
日

前
後

に
督

促
状

を
発

す
る

と
し

て
い

る
部

署

が
存

在
し

た
（
知

多
福

祉
相
談

セ
ン

タ
ー

等
）。

し
か

し
、

地
方

税
法

は
２

０
日

以
内

に
督

促
状
を

発
送

す
る

こ
と

を
必

要
と

し
て

お
り

、
会

計
事

務
の

手
引

に
お
い

て
も

、
そ

の
趣

旨
が

明
確
に

な
る
よ

う
に

記

載
を

訂
正

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
本

項
記

載
の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
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 １

１
 

訴
訟

委
任
す

る
際

に
委

任
契
約

書
、

請
書

又
は

こ
れ

に
類

す
る

書
類
を

作
成

す
べ

き
【
意

見
】

 

訴
訟

を
弁

護
士

に
委

任
す

る
に

あ
た
っ

て
は
、
委
任

契
約
書

、
請

書
又

は
こ

れ
に

類
す

る
書

類
を

作
成

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
地

方
自

治
法

第
２

３
４

条
第

５
項

は
、

契
約

書
等

を
作

成
し

な
け

れ
ば

契
約

が
確

定
し

な
い

と
規

定

し
て

い
る

。
財

務
規

則
第

１
２

７
条
も

、
契

約
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
と

し
つ

つ
、
同

規
則

第

１
２

９
条

第
１

項
第

１
号

は
、

契
約

金
額

が
１

０
０

万
円

を
超

え
な

い
場

合
は

契
約

書
を

省
略

で
き

る

と
し

て
い

る
も

の
の

、
同

条
第

２
項

は
、「

知
事

が
特

に
必

要
が

な
い

と
認

め
た

と
き

を
除

き
、

契
約

に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

請
書

又
は

こ
れ

に
類

す
る

書
類

を
徴

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

て

い
る

。
 

な
お

、
弁

護
士

職
務

基
本

規
程

第
３

０
条

第
２

項
を

根
拠

に
契

約
書

を
作

成
す

る
必

要
は

な
い

と
す

る
見

解
も

見
ら

れ
た

が
、

同
規

程
の

条
項

は
弁

護
士

に
課

せ
ら

れ
た

委
任

契
約

書
作

成
義

務
を

免
れ

る

場
合

に
関

す
る

規
定

で
あ

り
、

県
が

委
任

契
約

書
を

作
成

し
な

い
根

拠
に

は
な

り
得

な
い

の
で

注
意

が

必
要

で
あ

る
。

 
こ

の
点

、
県

は
２

０
２

１
年
度

か
ら

ル
ー

ル
変
更

し
、
弁
護

士
へ
依

頼
書

を
発

出
し

承
諾

書
を

受
領
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
の
で

、
意

見
と

し
て

記
載
し

た
。

 
本

項
記

載
の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
１

２
 

公
文

書
は
適

時
に

廃
棄

処
分
す

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

病
院

事
業

庁
、
県

民
文

化
局
は

、
債

権
管

理
に

関
す

る
文
書

を
廃
棄

し
た

こ
と

が
な

い
と

の
こ

と
で
あ

る
が

、
債

権
放

棄
等

を
行

っ
た

上
で

不
納
欠

損
処

分
し

た
後

、
適
時

廃
棄

処
分

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
１

３
 

違
約

金
条
項

に
つ

い
て

適
切
な

規
定

と
さ

れ
た

い
【

意
見

】
 

福
祉

局
所

管
の

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除

に
よ

る
違

約
金

に
つ

い
て

、
契

約
金

額
の

２

０
％

の
違

約
金

を
請

求
し

て
い

る
。
そ

の
根
拠

規
定

は
、
当

該
売

買
契

約
に

お
け

る
県

有
財

産
売
買

契
約

書
第

１
９

条
第

２
項

、
同

第
１

５
条
第

１
項

の
「
（
４

）
そ
の

他
こ

の
契

約
に
違

反
し

た
と

き
」
で

あ
る
。

 
契

約
保

証
金
に

つ
い

て
は

、
地

方
自
治

法
施

行
令

第
１

６
７

条
の
１

６
に

、
契

約
相

手
に

は
「
規

則
で

定
め

る
率

又
は

額
の

契
約

保
証

金
を

納
め
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

」
と

規
定
さ

れ
て

い
る

が
、
違

約
金

に
つ

い
て

は
同

様
の

規
定

は
存

在
し

な
い
。

 
果

た
し

て
、
２
０

％
の

違
約
金

の
定

め
を

設
け
る

必
要

が
あ

る
か
、
ま

た
常

に
発

生
さ

せ
る

の
が

よ
い

か
、

疑
問

で
あ

る
。

南
知

多
老

人
福

祉
館
売

買
契

約
は

代
金

不
払
い

で
契

約
解

除
に

至
っ

て
い

る
。

 
こ

の
点

、
財

務
規

則
第

１
３
１

条
に

よ
り
、
債

務
不

履
行
に

よ
る
損

害
賠

償
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
て
お

り
、
そ

の
額

は
同

条
第
２

項
に

よ
り

、
契

約
保
証

金
の

額
が

基
準

と
さ
れ

て
い

る
。
ま

た
、
契

約
保

証
金

の
額

は
、
財

務
規

則
第

１
２
９

条
の
２

に
よ

り
、
契

約
金

額
の

１
０

０
分

の
１

０
以

上
の

金
額
と

定
め

ら

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
、

安
易

な
入

札
に

一
定

の
歯

止
め

を
か

け
た

り
債

務
不

履
行

に
よ

っ
て

生
じ

る
損

害
に

備
え

る
に

は
契

約
保

証
金

の
取

決
め

で
十

分
で

あ
り

、
契

約
保

証
金

す
ら

納
め

な
い

契
約

相
手

に
対

し
て

は

引
き

続
き

請
求

す
る

べ
き

で
あ

る
が

、
「
そ

の
他

こ
の

契
約

に
違

反
し

た
と

き
」
と

い
う
一

般
的
な

債
務

５
２

 
 

不
履

行
に

対
す

る
一

律
の

違
約

金
の

定
め

は
、

回
収

見
込

み
の

低
い

債
権

の
徴

収
事

務
負

担
を

増
大

さ

せ
る

だ
け

で
無

益
な

場
合

が
あ

る
。

 
県

有
財

産
の

売
買

契
約

の
代

金
を

完
納

し
な

い
場

合
は

売
買

物
件

の
所

有
権

は
買

主
に

移
転

せ
ず

、

県
は

再
度

入
札

に
か

け
る

こ
と

で
当

初
の
目

的
を

達
成

し
て

お
り
、
実

害
は

僅
か

で
あ

る
た

め
、
違

約
金

を
回

収
で

き
れ

ば
県

の
利

益
に

な
る

が
、
仮

に
回

収
で

き
な

く
て
も

損
害

は
な

い
。

 
こ

の
点

県
に
よ

る
と

、「
南
知

多
老

人
福

祉
館

に
か

か
る

売
買

契
約
は
、

福
祉

局
が

所
管

す
る

事
業

に

付
随

す
る

も
の

で
あ

っ
た

た
め

、
福

祉
局

に
お

い
て

売
買
契

約
を

締
結

し
た
が

、
県

有
財

産
の
売

却
は

、

原
則

、
財

産
管

理
課

が
行

う
。
ま

た
、
県

有
財

産
を

売
却
す

る
場
合

は
、
地

方
自
治

法
施

行
令

第
１
６

９

条
の

７
の

規
定

に
よ

り
相

手
方

が
売

買
代

金
を

完
納

し
な

い
限

り
所

有
権

の
移

転
は

な
い

た
め

、
契

約

解
除

に
係

る
違

約
金

条
項

を
設

け
な

く
て
も

損
害

は
な

い
と

の
考
え

の
下
、
財
産

管
理

課
が

手
引

き
・
規

程
集

に
掲

載
し

て
い

る
契

約
書

様
式

（
売

買
契

約
書

例
（

売
払

い
）
）

に
は

、
契
約

解
除
に

係
る
違

約
金

の
条

項
は

な
い
」
と
の

こ
と
で

あ
る
が

、
事

業
に

付
随
し

て
各

局
に

お
い

て
売

買
契

約
を

締
結
す

る
場

合

に
お

け
る

県
有

財
産

の
売

却
に

係
る

契
約

書
に

つ
い

て
も

、
よ

り
適

切
な

契
約

条
項

と
な

る
よ

う
組

織

的
に

対
応

さ
れ

た
い

。
 

財
務

規
則

（
契

約
保

証
金

）
 

第
１

２
９

条
の

２
 

政
令

第
１

６
７

条
の

１
６

第
１

項
に

規
定

す
る

契
約

保
証

金
の

額
は

、
契

約
金

額
の

１

０
０
分

の
１

０
以

上
の
金

額
と

す
る

。
 

（
債

務
不

履
行

に
よ

る
損

害
賠

償
）

 
第

１
３
１

条
 

契
約

者
は
、
第

１
３

５
条

の
規

定
に

よ
り

契
約

を
解
除

さ
れ

た
と

き
は
、
こ

れ
に

よ
つ

て
生

じ

た
損
害

を
賠

償
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、
契

約
者

の
責

め
に
帰

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理
由

に
よ

り
同

条
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

と
し

て
契

約
を

解
除

さ
れ

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い
。

 
２

 
前
項

の
場

合
に

お
い

て
、
第

１
２
９

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
契
約

保
証

金
を

納
め
て

い
る

と
き

は
、
契

約

の
解
除

に
よ

つ
て

生
じ
た

損
害

の
額

が
契

約
保
証

金
の

額
以

下
の

と
き
は

、
契

約
保

証
金

の
額

を
も

つ
て

、

契
約
保

証
金

の
額

を
こ
え

る
と

き
は

契
約

保
証
金

の
額

と
そ

の
こ

え
る
額

を
も

つ
て

、
損

害
の

額
と

す
る

。
 

 地
方

自
治

法
施

行
令

（
契

約
保

証
金
）

 
第

１
６

７
条

の
１

６
 

普
通

地
方

公
共

団
体

は
、

当
該

普
通

地
方

公
共

団
体

と
契

約
を

締
結

す
る

者
を

し
て

当
該

普
通

地
方

公
共

団
体

の
規

則
で

定
め

る
率

又
は

額
の

契
約

保
証

金
を

納
め

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 
 地

方
自
治

法
（

契
約

の
履

行
の

確
保
）

 
第

２
３
４

条
の

２
 

（
略

）
 

２
 

普
通

地
方

公
共

団
体

が
契

約
の

相
手

方
を

し
て

契
約

保
証

金
を

納
付

さ
せ

た
場

合
に

お
い

て
、

契
約

の

相
手
方

が
契

約
上

の
義
務

を
履

行
し

な
い

と
き
は

、
そ
の

契
約

保
証

金
（

政
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ

の
納
付

に
代

え
て

提
供
さ

れ
た

担
保

を
含

む
。
）
は

、
当

該
普

通
地

方
公

共
団

体
に

帰
属
す

る
も

の
と

す
る

。

た
だ
し

、
損

害
の

賠
償

又
は

違
約

金
に

つ
い

て
契

約
で
別

段
の

定
め

を
し

た
と
き

は
、
そ

の
定

め
た

と
こ

ろ

に
よ
る

も
の

と
す

る
。

 
本

項
記

載
の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

１
４

 
違

約
金

に
関

す
る

財
務

規
則
の

規
定

を
実

態
に

即
し

た
も

の
に

改
め
る

べ
き

で
あ

る
【
意

見
】

 

私
債

権
に

つ
い

て
は
、
履

行
期

限
を

経
過

す
れ
ば

、
た

と
え

遅
延
損

害
金

に
関

す
る

約
定

が
な

く
て
も

、

法
定

利
率

に
よ

る
遅

延
損

害
金

を
請

求
す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る
。
と
こ

ろ
が

、
県
で

は
、
遅

延
損

害
金

を
請

求
す

る
か

否
か

、
局

に
よ

っ
て

対
応
が

異
な

っ
て

い
る

。
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こ
の

点
建

築
局

は
、
県

営
住
宅

家
賃

等
に

つ
い
て

、
訴

え
の

提
起
を

し
た

場
合

に
は

遅
延

損
害

金
を
請

求
す

る
一

方
、
教

育
委

員
会
事

務
局
は

高
等

学
校

等
奨

学
事

業
貸

付
金

収
入
に

つ
い

て
、
訴

え
の
提

起
の

場
合

で
も

遅
延

損
害

金
を

請
求

し
な

い
方
針

で
あ

っ
た

。
福

祉
局

で
は
、
高
齢

福
祉

課
で

は
違
約

金
（

遅

延
損

害
金

）
を

徴
収

し
て

い
る

の
に

対
し
（
【
図

表
８

－
７
－

３
】
参

照
）
、
障

害
福

祉
課

で
は

延
滞

利
息

不
徴

収
調

書
に

よ
り

延
滞

利
息

を
不

徴
収
と

し
て

お
り

、
違

約
金
（

延
滞

利
息

）
の
調

定
を

し
て
い

な
い

と
の

こ
と

で
、

局
の

内
部

で
も

取
扱

い
が
異

な
っ

て
い

た
。

 
財

務
規

則
第

１
３

０
条

第
１

項
に

は
、

契
約

者
が

履
行

遅
延

し
た

場
合

の
違

約
金

に
関

す
る

定
め

が

置
か

れ
て

い
る

が
、
各

局
各
課

に
よ
る

遅
延

損
害

金
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、
利
率

も
含
め

実
態
に

即
し

た

規
定

に
改

め
る

べ
き

で
あ

る
。

 
財

務
規
則

（
履

行
遅

延
に

よ
る

違
約
金

）
 

第
１

３
０

条
 

契
約

者
は
、
履

行
期

限
ま

で
に

そ
の

債
務

を
履

行
し
な

い
場

合
に

は
、
第
１

３
２

条
の

規
定

に

よ
り
履

行
期

限
の

延
長
を

承
認

さ
れ

た
と

き
を
除

き
、
遅

延
日

数
に

応
じ

未
履
行

部
分

相
当

額
（
１

０
０
０

円
未
満

の
端

数
金

額
及
び

１
０

０
０

円
未

満
の
金

額
は

、
切

り
捨
て

る
。
）
に
対

し
、
年
１

４
．
５

パ
ー
セ

ン
ト
の

割
合

に
よ

り
違
約

金
を

納
付

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

本
項

記
載

の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

１
５

 
分

割
納

付
の

法
的

な
意

義
を
自

覚
し

て
事

務
処

理
に

あ
た

る
べ

き
で
あ

る
【

意
見

】
 

本
監

査
の

対
象

と
し

た
局

の
う

ち
多
く

の
局
（
保

健
医

療
局

、
病

院
事

業
庁

、
経

済
産

業
局
、
建

築
局

、

教
育

委
員

会
事

務
局

、
福

祉
局

、
警

察
本

部
、
県

民
文

化
局

及
び
農

業
水

産
局

）
に

お
い

て
、
非

強
制
徴

収
公

債
権

及
び

私
債

権
の

分
割

納
付

を
受
け

付
け

る
対

応
を

し
て
い

た
。

 
地

方
自

治
法
施

行
令

第
１

７
１

条
の
６

の
履

行
期

限
延

長
に

は
、
「

特
約

」
す
な

わ
ち

県
と

債
務

者
の

合
意

に
よ

る
場

合
と

、「
処

分
」

す
な

わ
ち

県
の

一
方

的
な

処
分

に
よ

り
履

行
期

限
を

延
長

す
る
も

の
が

あ
る

。
こ

の
場

合
、

当
該

債
権

の
金

額
を
適

宜
分

割
し

て
履

行
期
限

を
定

め
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る
。

 
し

か
し

、
債

務
者

か
ら

の
分
納

誓
約

書
を

単
に
受

け
付

け
た

だ
け
で

履
行

期
限

を
延

長
す

る
「

特
約

」

又
は

「
処

分
」
を

し
て

い
な
い

場
合

（
分

納
誓

約
）
、

延
滞

金
や

遅
延

損
害

金
の

発
生

が
止

む
法
律

効
果

は
生

じ
て

い
な

い
。
履

行
延
期

等
を
さ

れ
た

か
ど

う
か

は
確

定
的

で
は

な
く
、
県

の
事
情

で
扱
い

を
変

更

し
た

場
合

、
履

行
延
期

等
を

さ
れ

た
と

主
張

す
る

債
務

者
と

の
間

で
紛

争
と
な

り
兼

ね
ず

、
全

体
と

し
て

不
安

定
で

あ
る

。
ま

た
、
債
務

免
除
の

規
定
（

地
方

自
治
法

施
行
令

第
１

７
１

条
の

７
第

１
項

）
が

適
用

さ
れ

る
余

地
も

な
い

（
前

７
⑵

イ
参

照
）。

 
履

行
延

期
等
と

分
納

誓
約

の
法

的
な
意

義
の

違
い

を
常

に
意

識
し

て
事
務

処
理

に
当

た
ら

れ
た
い

。
 

な
お

、
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６
で

は
「

強
制

徴
収

に
よ

り
徴
収

す
る

債
権

を
除

く
」
と

規
定

さ
れ

強
制

徴
収

公
債

権
は

対
象

と
な

っ
て

い
な
い

と
こ

ろ
、
生
活

保
護

費
返

還
金
の

う
ち
、
強

制
徴
収

公
債

権

に
分

類
さ

れ
る

債
権

に
つ

い
て

も
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

に
基

づ
く

履
行

延
期

等
と

い
う

扱
い

で

処
理

で
き

る
と

の
誤

解
が

あ
っ

た
。

履
行

延
期

等
の

適
用

債
権

の
範

囲
に

つ
い

て
も

十
分

注
意

さ
れ

た

い
。

 
本

項
記

載
の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

１
６

 
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分
の

意
義

を
意

識
で

き
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
類
を

整
備

さ
れ

た
い
【

意
見

】
 

５
４

 
 

県
で

は
、
【
図

表
１

－
２

】
に

記
載

し
た

と
お

り
各

局
に

お
い

て
多
様

な
マ

ニ
ュ

ア
ル

類
を

作
成

し
て

債
権

の
管

理
回

収
に

当
た

っ
て

い
る

の
で

、
こ

れ
ら

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

に
も

必
要

に
応

じ
て

前
１

５
に

記

載
し

た
履

行
延

期
等

と
分

納
誓

約
の

違
い
を

明
確

に
意

識
で

き
る
記

載
を

さ
れ

た
い

。
 

本
項

記
載

の
監

査
の

結
果

は
本

章
に
お

い
て

措
置

す
る

べ
き

も
の

で
あ
る

。
 

１
７

 
分

納
誓

約
書

を
受

け
付

け
た
以

上
は

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
を
検

討
す

る
べ

き
【
意

見
】

 

福
祉

局
で

は
、

債
務

者
か

ら
提

出
さ

れ
る

分
納

誓
約

書
の

取
扱

い
が

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
よ

っ
て

異
な

っ
て

い
る

。
 

様
式

集
の

様
式

に
は

、
「

本
件

納
付

計
画

は
、

期
限

の
利

益
を

付
与

さ
せ

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

」

と
あ

り
履

行
延

期
等

に
は

該
当

し
な

い
こ

と
が

明
記

さ
れ

て
い

る
が

、
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

よ
っ

て

は
履

行
延

期
等

と
扱

っ
て

い
た

。
 

そ
れ

以
外

の
対

象
局

で
も

分
納

誓
約
書

を
提

出
さ

せ
分

納
を

認
め

て
い
る

が
、
多

く
の
場

合
、
履

行
延

期
等

は
行

っ
て

い
な

か
っ

た
。

 
分

割
納

付
の

根
拠

を
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

の
履

行
延

期
等

と
し

て
取

り
扱

え
ば

、

履
行

延
期

等
か

ら
納

期
限

ま
で

の
「

遅
滞

に
係

る
損

害
賠

償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
に

係
る

債
権
」
は

徴
収

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
と

解
さ

れ
る

ほ
か
、
当

初
の

履
行
期

限
（

当
初

の
履

行
期

限
後
に

履
行
延

期
等

を

し
た

場
合

は
、
最

初
に

履
行
延

期
等
を

し
た

日
）
か

ら
１

０
年

を
経

過
し

て
も

な
お

債
務

者
が
無

資
力

又

は
こ

れ
に

近
い

状
態

に
あ

り
、
か

つ
、
弁

済
す

る
こ

と
が

で
き

る
見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る
と

き
は
、

当
該

債
権

及
び

こ
れ

に
係

る
損

害
賠

償
金

等
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の

７
）
。

 
し

か
し

、
履

行
延
期

等
を

行
っ

て
い
な

い
債

権
に

つ
い

て
は

、
こ
れ

ら
の

効
果

は
生

じ
な

い
。
す

な
わ

ち
、
債

務
者

の
法

的
地
位

は
、
県

が
履

行
延

期
等

を
行

う
か

否
か

に
よ
り

左
右

さ
れ

る
。
そ
こ

で
、
分
納

誓
約

書
を

受
け

付
け

た
場

合
は

履
行

延
期
等

を
す

る
要

件
（

同
施

行
令

第
１

７
１

条
の
６

第
１

項
各

号
）

を
検

討
し

要
件

を
充

足
す

る
場

合
は

積
極

的
に

特
約

又
は

処
分

す
る

こ
と

で
、

債
務

者
の

法
的

地
位

を

安
定

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。
 

１
８

 
生

活
困

窮
者

に
は

徴
収

緩
和
措

置
や

債
権

放
棄

・
免

除
し

生
活

再
建
を

優
先

す
べ

き
【
意

見
】

 

福
祉

局
、
建

築
局
及

び
県

民
文

化
局
は

、
生

活
保

護
受

給
中

の
者
か

ら
債

権
を

回
収

し
て

お
り

、
病
院

事
業

庁
は

一
般

論
と

し
て

生
活

保
護

受
給

中
だ

か
ら

と
い

っ
て

請
求

を
と

め
る

こ
と

は
し

な
い

と
の

こ

と
で

あ
っ

た
。
ま

た
、
病

院
事

業
庁
（
【

図
表

４
－

１
６

】
か

ら
【

図
表

４
－

２
１

】
）、

福
祉

局
（【

図
表

８
－

７
－

１
】
、【

図
表

８
－
１

１
－

２
】）

及
び

県
民

文
化

局
（

同
和
く

ら
し

資
金

貸
付

金
収

入
）
は

１

５
年

以
上

前
に

調
定

さ
れ

た
債

権
を

多
数

保
有

し
て

お
り

、
少

額
な

が
ら

償
還

が
継

続
し

て
い

る
も

の

も
存

在
す

る
。

 
そ

れ
以

外
に

も
、

生
活

保
護

受
給

者
や

生
活

困
窮

者
の

生
活

再
建

に
は

特
に

配
慮

し
て

い
る

局
は

な

か
っ

た
。

 
こ

の
点

生
活
保

護
法

は
、
第

１
条

で
、
「
こ

の
法

律
は

、
日
本

国
憲
法

第
２

５
条

に
規

定
す

る
理

念
に

基
き

、
国

が
生

活
に

困
窮

す
る

す
べ
て

の
国

民
に

対
し

、
そ

の
困

窮
の

程
度
に

応
じ

、
必

要
な

保
護
を

行

い
、

そ
の

最
低

限
度

の
生

活
を

保
障

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
自

立
を

助
長

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
」



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-32-

第393別冊２号

５
５

 
 

と
規

定
し

、
第
３

条
で

、
「

こ
の

法
律
に

よ
り

保
障

さ
れ

る
最

低
限

度
の
生

活
は
、

健
康
で

文
化
的

な
生

活
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
」

と
規
定

し
て

い
る
。

 
生

活
保

護
受

給
者

か
ら

債
権

を
回

収
す

る
こ

と
は

、
生

活
保

護
受

給
者

の
生

活
の

維
持

の
た

め
に

や

む
を

得
な

い
費

用
を

支
出

す
る

も
の

と
も
い

え
な

い
か

ら
、
生
活

保
護

受
給

者
の

分
割

弁
済

は
、
生

活
保

護
費

が
「

最
低

限
度

の
生

活
」
を

保
障

す
る
た

め
の

も
の

で
あ

る
と
の

趣
旨

に
反

し
、
こ
れ

を
県
が

受
領

す
る

こ
と

は
住

民
の

福
祉

の
増

進
に

努
め

る
べ

き
県

の
存

在
意

義
に

も
抵

触
し

兼
ね

な
い

（
地

方
自

治

法
第

２
条

第
１

４
項

）。
 

ま
た
、
債

務
者
が

生
活

保
護
受

給
者

で
は

な
く
て

も
、
生
活

困
窮
の

状
態

に
あ

る
者

か
ら

長
期

間
に
わ

た
り

少
額

の
分

割
納

付
を

受
け

続
け

る
こ
と

は
、
⑴
公

平
な

徴
収

、
⑵

費
用
対

効
果

、
⑶
住

民
福
祉

の
増

進
の

観
点

か
ら

望
ま

し
く

な
い

。
 

 
⑴

 
公

平
な

徴
収

の
観

点
 

県
で

は
、
前

８
に
記

載
し

た
と

お
り

法
的
手

続
に

よ
る

履
行

の
請
求

を
検

討
せ

ず
、
か
つ

、
長

期
に

わ
た

る
少

額
の

分
納

を
事

実
上

受
け

付
け

て
い

る
た

め
、

滞
納

を
し

て
時

効
期

間
を

経
過

し
た

不
誠

実
な

債
務

者
は

債
務

を
免

れ
る

可
能

性
が

あ
る

の
に

対
し

、
県

の
催

告
や

督
促

に
誠

実
に

応
答

し
分

納
を

申
し

出
た

債
務

者
は

、
仮

に
生

活
困

窮
の

状
況

に
あ

っ
て

も
少

額
の

分
納

を
長

く
継

続
す

る
傾

向
が

認
め

ら
れ

る
。

 
こ

の
よ

う
な

不
誠

実
な

債
務

者
と

誠
実

な
債

務
者

の
間

に
生

じ
る

不
均

衡
な

取
扱

い
は

看
過

し
が

た
い

。
 

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の
７

第
１

項
は

、「
債

務
者

が
無
資

力
又

は
こ

れ
に

近
い

状
態
に

あ
る

た
め

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処
分

を
し

た
債

権
に

つ
い

て
、
当

初
の
履

行
期

限
（

当
初

の
履

行
期

限
後

に
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

を
し

た
場

合
は

、
最

初
に

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
を

し
た

日
）
か

ら
１

０
年
を

経
過

し
た

後
に
お

い
て

、
な

お
、
債

務
者

が
無
資

力
又

は
こ

れ
に

近
い

状
態

に
あ

り
、
か

つ
、
弁
済

す
る

こ
と

が
で

き
る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と
き

は
、
当
該

債
権

及
び

こ
れ

に
係

る
損

害
賠

償
金

等
を

免
除

す
る
こ

と
が

で
き

る
」
と

し
て
、
債
務

免
除

の
目

安
を

履
行

期
限

か
ら

１
０

年
と

し
て

い
る

。
 

前
１

７
に

記
載

し
た

と
お

り
、
法

的
根
拠

の
な

い
事

実
上

の
分

割
納

付
と

い
う

あ
り

方
（

分
納

誓
約
）

自
体

が
問

題
で

あ
る

が
、
１

０
年

を
超
え

て
分

納
（
分

納
誓

約
）
を

認
め

る
取
扱

い
に

も
問

題
が

あ
る
。 

 
⑵

 
費

用
対

効
果

の
観

点
 

長
期

に
わ

た
る

少
額

の
分

割
納

付
は
、
債
権

管
理

コ
ス

ト
（

人
件

費
や

通
信

費
）
が
回

収
額

よ
り
も

大
き

く
な

っ
て

い
る

こ
と

も
多

く
、
不
経

済
で

あ
る

。
生

活
困

窮
状
態

の
要

件
を

満
た

す
場

合
に

は
、

債
権

放
棄

を
し

て
回

収
困

難
な

債
権
の

管
理

回
収

を
打

ち
切

り
、
そ

の
経
費

を
軽

減
し

、
債

権
管

理
事

務
の

効
率

化
を

図
り

、
ひ

い
て

は
、
組

織
全

体
と

し
て

、
保
有

す
る
回

収
可

能
な

債
権

の
徴

収
を

よ
り

確
実

に
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
⑶

 
住

民
福

祉
の

観
点

 
長

期
に

わ
た
る

少
額

の
分

割
納

付
は
、
債

務
者

に
と

っ
て

は
、
出

口
な

き
支

払
い

の
継
続

で
あ

り
、

生
活

再
建

を
著

し
く

害
し

て
い

る
。
法

的
根

拠
の

な
い

事
実

上
の
分

割
納

付
（

分
納

誓
約

）
の
場

合
に

５
６

 
 

は
、
分
割

納
付

中
の

違
約

金
（

遅
延
損

害
金

）
が

嵩
む

ば
か

り
で

あ
る
。
む

し
ろ
、
生
活

困
窮
の

状
態

に
あ

る
債

務
者

の
債

務
負

担
を

軽
減
し

、
資

力
（

担
税

力
）
の

回
復

と
生

活
再
建

を
図

る
べ

き
で
あ

る
。 

 
よ

っ
て

、
生

活
保

護
受

給
者
や

こ
れ

に
準

ず
る
生

活
困

窮
等

の
状
況

に
あ

る
債

務
者

に
対

し
て

は
、
徴

収
停

止
（

前
７

⑵
ア

）
や

履
行

延
期

等
（
同

イ
）
の
徴

収
緩

和
措

置
を
ま

ず
検

討
し

、
地

方
自

治
法
施

行

令
第

１
７

１
条

の
７

の
要

件
を

充
足

す
る

場
合

は
債

務
免

除
、

債
権

管
理

条
例

の
要

件
を

充
足

す
る

場

合
は

債
権

放
棄

等
を

検
討

し
、

生
活

保
護

受
給

者
や

生
活

困
窮

者
の

生
活

再
建

を
は

か
る

べ
き

で
あ

る
。 

１
９

 
履

行
期

限
か

ら
１

０
年

を
経
過

し
た

債
権

は
債

権
放

棄
等

を
積

極
的
に

検
討

さ
れ

た
い
【

意
見

】
 

前
１

８
に

記
載

し
た

と
お

り
、
病

院
事

業
庁

、
福
祉

局
、
県
民

文
化
局

及
び

経
済

産
業

局
は

１
５

年
以

上
前

に
調

定
さ

れ
た

債
権

を
多

数
保

有
し
て

い
る
（
【

図
表

４
－

１
６

】
か

ら
【
図

表
４

－
２

１
】
、
【

図

表
８

－
７

－
１

】
、【

図
表

８
－

１
１

－
２

】
等

参
照

）
。
病

院
事

業
庁

が
保

有
す

る
債

権
の

う
ち
、

同
庁

が
過

去
に

経
営

し
て

い
た

三
病

院
で

発
生

し
た

医
業

未
収

金
の

中
に

は
２

０
年

以
上

も
全

く
回

収
さ

れ

な
い

ま
ま

繰
越

計
上

さ
れ

続
け

て
い

る
収
入

未
済

額
も

あ
っ

た
。

 
こ

の
う

ち
、
履
行

延
期

等
を
行

っ
た

債
権

で
、
地
方

自
治
法

施
行
令

第
１

７
１

条
の

７
の

要
件

を
充
足

す
る

も
の

は
債

務
免

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

で
、

生
活

困
窮

者
の

生
活

再
建

を
優

先
し

て
免

除
す

る

こ
と

を
検

討
さ

れ
た

い
。

 
こ

れ
に

対
し
、
履

行
延

期
等
を

行
っ

て
い
な

い
債

権
は
、
債

務
免
除

の
要

件
を

充
た

し
て

い
て

も
債
務

免
除

で
き

な
い

が
、
当
初

の
履

行
期
限
（
当

初
の

履
行

期
限

後
に

履
行

延
期
等

を
し

た
場

合
は
、
最

初
に

履
行

延
期

等
を

し
た

日
）
か
ら

１
０
年

を
経

過
し

て
も

、
な

お
、
債

務
者

が
無

資
力

又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
に

あ
り

、
か

つ
、
弁

済
す

る
こ

と
が

で
き
る

見
込

み
が

な
い

と
認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
当

該
債
権

及
び

こ
れ

に
係

る
損

害
賠

償
金

等
を

債
権

放
棄
等

し
、

債
務

者
の

生
活
再

建
を

優
先

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
債

務
者

が
無

資
力

又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
に

あ
る

た
め

分
納

誓
約

書
を

提
出

さ
せ

て
分

納
を

認
め

て

い
る
（

分
納

誓
約

）
の

に
、
履

行
延

期
等

を
し

な
か

っ
た

の
は

県
の
都

合
で

あ
り

、
そ

の
不

利
益
を

債
務

者
に

負
わ

せ
る

の
は

著
し

く
不

合
理

で
あ
る

。
 

よ
っ

て
、
実

質
的

に
債

務
免
除

の
要

件
を

充
足
し

て
い

る
債

権
で
、
履

行
延

期
等

を
行

っ
て

い
な

い
も

の
は

、
債

権
放

棄
等

を
積

極
的

に
検

討
さ
れ

た
い

。
 

２
０

 
徴

収
停

止
（

地
方

自
治

法
施
行

令
第

１
７

１
条

の
５

）
を

活
用

さ
れ
た

い
【

意
見

】
 

債
務

者
の

法
人

が
事

業
を

休
止

し
た
場

合
（
警

察
本

部
の
違

約
金

、
福

祉
局

の
違

約
金

等
）
、

債
務
者

が
所

在
不

明
の

場
合

（
警

察
本

部
の

損
害

賠
償
金

）
、

債
権

金
額

が
少

額
の

場
合

（
保
健

医
療

局
、
病

院

事
業

庁
、
教

育
委

員
会

事
務
局

、
福

祉
局

、
警

察
本
部

、
県

民
文
化

局
）
は

、
前

７
⑵
ア

に
記
載

し
た

要

件
に

該
当

す
る

か
否

か
に

つ
い

て
検

討
し
、

要
件
を

充
足

す
る

場
合

は
徴

収
停

止
措

置
を

と
る

こ
と

で
、

保
全

及
び

取
立

て
の

義
務

を
免

れ
る

こ
と
も

検
討

に
値

す
る

。
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 第

３
章

 
県

税
の

収
入

未
済

額
の

解
消
に

向
け
た

取
組

 
第

１
 
全

般
 

１
 

県
税

に
関

す
る

デ
ー

タ
の

推
移

 

県
税

を
テ

ー
マ

に
し

た
２

０
１

６
年
度

愛
知

県
包

括
外

部
監

査
結

果
報
告

書
７

５
頁

以
下

の
検
討

に

つ
い

て
、

２
０

１
６

年
度

か
ら

２
０

２
０

年
度
を

継
ぎ

足
し

て
み
た

。
 

 
【

図
表

３
－
１

】
税

目
別

収
入

の
推
移

 

 
 

（
出

典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し
た

）
 

 
【

図
表

３
－
２

】
県

税
の

徴
収

率
の
推

移
 

 
 

（
出

典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し
た

）
 

0

50
,0
00

10
0,
00

0

15
0,
00

0

20
0,
00

0

25
0,
00

0

30
0,
00

0

35
0,
00

0

40
0,
00

0

45
0,
00

0

20
16

年
度

決
算

20
17

年
度

決
算

20
18

年
度

決
算

20
19

年
度

決
算

20
20

年
度

決
算

（
百

万
円

）
県

民
税

事
業

税

地
方

消
費

税

不
動

産
取

得
税

軽
油

引
取

税

自
動

車
税

そ
の

他

５
８

 
  

【
図

表
３

－
３

】
県

税
の

徴
収

率
の

類
似
団

体
比

較
（

２
０

２
０

年
度

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

出
典

：
総
務

省
「

財
政

状
況

資
料
集

」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し
た

）
 

 
 

 
 

 
 

  
【

図
表
３

－
４

】
徴

税
費

の
類

似
団

体
比
較

（
２

０
２

０
年

度
）

 

 
 

（
出

典
：

総
務

省
「

財
政

状
況

資
料

集
」
よ

り
監

査
人

が
作

成
し

た
）

 
  

 

97
.8

%

98
.0

%

98
.2

%

98
.4

%

98
.6

%

98
.8

%

99
.0

%

99
.2

%

愛
知

県
神

奈
川

県
千

葉
県

埼
玉

県
大

阪
府

税
の

徴
収

率

（
現

年
調

定
分

の
み

）

税
の

徴
収

率

00.
5

11.
5

22.
5

3

0

5,
00

0

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

25
,0

00

30
,0

00
（

百
万
円

）

徴
税

費

徴
税

費

／
県

税
収

入
総

額
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【
図

表
３

－
５

】
税

目
別

徴
収

率
の
比

較
（

２
０

２
０

年
度

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
出

典
：

政
府
統

計
「

地
方

財
政

状
況

調
査

」
よ

り
監
査

人
が

作
成

し
た
）

 
 

【
図

表
３

－
６

】
２

０
２

０
年

度
調
定

額
か

ら
収

入
額

を
差

し
引

い
た
額

の
税

目
別

割
合

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

内
側

：
愛

知
県

、
外

側
：

全
国

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

出
典

：
政
府

統
計

「
地

方
財

政
状

況
調

査
」

よ
り
監

査
人

が
作

成
し
た

）
 

 ２
 

県
税

の
種

類
 

 
 

県
税

の
種

類
は

大
き

く
普

通
税
（

地
方

税
法

第
２

章
、
愛

知
県

県
税

条
例
第

３
条

第
１

項
）
と

目
的
税

（
同

法
第

４
章

、
愛

知
県

県
税

条
例
第

３
条

第
２

項
）
に
分

け
ら

れ
、
そ

の
中

に
そ

れ
ぞ

れ
い

く
つ

か
の

税
目

が
あ

る
。

 
 

普
通
税

に
は

、
県

民
税
（
個

人
の

県
民

税
、
法

人
の

県
民

税
、
利

子
等

に
係

る
県

民
税

、
特

定
配
当

等

に
係

る
県

民
税

及
び

特
定

株
式

等
譲

渡
所
得

金
額

に
係

る
県

民
税
。
同

法
第

２
章

第
１

節
）
、
事

業
税
（
法

92
.0

0%
93

.0
0%

94
.0

0%
95

.0
0%

96
.0

0%
97

.0
0%

98
.0

0%
99

.0
0%

10
0.

00
%

徴
収

率
（

愛
知

県
）

徴
収

率
（

神
奈

川
県

）

徴
収

率
（

全
国

）

51
%

6%
2%

27
%

4%
6%

4%

個
人

県
民

税
51

%

法
人

県
民

税
5%

個
人

事
業

税

2%

法
人

事
業

税

28
%

不
動

産
取

得
税

6%

軽
油

引
取

税

4%
自

動
車

税

4%

６
０

 
 

人
の

事
業

税
及

び
個

人
の

事
業

税
。
同

章
第
２

節
）
、
地

方
消

費
税
（

同
章

第
３
節

）
、
不
動

産
取

得
税
（
同

章
第

４
節

）
、

県
た

ば
こ

税
（
同

章
第

５
節

）
、
ゴ

ル
フ

場
利
用

税
（

同
章

第
６

節
）
、

軽
油

引
取

税
（
同

章
第

７
節

）
、
自

動
車

税
（

環
境

性
能
割

及
び

種
別

割
。
同
章

第
８
節

）
、
鉱

区
税
（
同

章
第

９
節
）
及
び

固
定

資
産

税
（

大
規

模
償

却
資

産
に
関

す
る

も
の

。
第

５
章

第
２

節
、
愛

知
県

県
税

条
例

第
３

条
第

１
項

第
６

号
）

が
あ

る
。

 
 

目
的
税

に
は

、
狩

猟
税
（

同
法

第
４

章
第

３
節

、
愛

知
県

県
税
条

例
第

３
条

第
２

項
）
及

び
産
業

廃
棄

物
税

（
同

法
第

４
条

第
６

項
、

愛
知

県
産
業

廃
棄

物
税

条
例

）
が
あ

る
。

 
  

 
 

【
図

表
３
－

７
】

県
税

の
種
類

（
出

典
：

愛
知

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
よ

り
）

 
個

人
の

県
民

税

法
人

の
県

民
税

県
民

税
の

利
子

割

県
民

税
の

配
当

割

県
民

税
の

株
式

等
譲

渡
所

得
割

個
人

の
事

業
税

法
人

の
事

業
税

直
接

税

間
接

税

軽
油

引
取

税

狩
猟

税
目

的
税

不
動

産
取

得
税

（
軽

）
自

動
車

税
環

境
性

能
割

（
※

1
）

自
動

車
税

種
別

割
（

※
2
）

鉱
区

税

普
通

税

直
接

税

県
民

税

事
業

税

間
接

税

産
業

廃
棄

物
税

固
定

資
産

税
（

大
規

模
償

却
資

産
に

対
す

る
も

の
）

地
方

消
費

税

県
た

ば
こ

税

ゴ
ル

フ
場

利
用

税

 
※

1 
「

自
動

車
取

得
税

」
は

２
０

１
９

年
１

０
月

１
日

に
廃

止
さ

れ
、

同
日

か
ら

新
た

に
「
（

軽
）

自
動

車
税

環

境
性

能
割

」
が

導
入

さ
れ

ま
し

た
。

 

※
2
 

２
０

１
９

年
１

０
月

１
日

以
降

、
自

動
車

税
の

名
称

は
「

自
動

車
税

種
別

割
」

に
変

更
さ

れ
ま

し
た

。
 

 ３
 

県
税

の
申

告
と

納
税

期
限

 

税
の

徴
収

の
方

法
に

は
、

普
通

徴
収
、

申
告

納
付

、
特

別
徴

収
及

び
証
紙

徴
収

が
あ

る
。

 
普

通
徴

収
と

は
、

徴
税

吏
員

が
納

税
通

知
書

を
当

該
納

税
者

に
交

付
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
地

方
税

を

徴
収

す
る

方
法

で
あ

る
（

地
方

税
法

第
１
条

第
１

項
第

７
号

）
。

 
申

告
納

付
と
は

、
納

税
者

が
そ

の
納

付
す

べ
き
地

方
税

の
課

税
標
準

額
及

び
税

額
を

申
告

し
、
及

び
そ

の
申

告
し

た
税

金
を

納
付

す
る

方
法

で
あ
る

（
同

法
第

１
条

第
１
項

第
８

号
）
。
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 【

図
表

３
－

８
】
県

税
の

申
告

と
納
税

の
期

限
一

覧
（

出
典

：
愛

知
県

の
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

よ
り
）

 
税

　
目

申
　

告

給
与

所
得

の
人

に
つ

い
て

は
、

給
与

支

払
者

が
給

与
支

払
報

告
書

を
1
月

末
日

6
月

か
ら

5
月

ま
で

毎
月

徴
収

し
て

翌
月

1
0
日

給
与

支
払

者
が

特
別

徴
収

し
て

納
入

公
的

年
金

を
受

給
さ

れ
て

い
る

人
に

つ

い
て

は
、

年
金

支
払

者
が

公
的

年
金

等

支
払

報
告

書
を

1
月

末
日

4
月

か
ら

2
月

ま
で

年
金

支
給

ご
と

に
徴

収
し

て

翌
日

1
0
日

年
金

支
払

者
が

特
別

徴

収
し

て
納

入
(
2
0
0
9
年

1
0

月
支

給
分

か
ら

導
入

)

給
与

・
公

的
年

金
以

外
の

所
得

が
あ

る

人
は

3
月

1
5
日

6
月

・
8
月

・
1
0
月

及
び

1
月

末
日

普
通

徴
収

法
人

の
県

民
税

事
業

年
度

が
終

了
し

た
日

か
ら

2
か

月

以
内

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
付

県
民

税
の

利
子

割
毎

月
分

を
翌

月
1
0
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
入

毎
月

分
を

翌
月

1
0
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
入

源
泉

徴
収

選
択

口
座

へ
配

当
を

受
け

入

れ
て

い
る

人
に

つ
い

て
は

、
1
月

1
0
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
入

県
民

税
の

株
式

等
譲

渡
所

得
割

1
月

1
0
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
入

個
人

の
事

業
税

3
月

1
5
日

8
月

及
び

1
1
月

末
日

普
通

徴
収

法
人

の
事

業
税

（
特

別
法

人
事

業
税

又
は

地
方

法
人

特
別

税
を

含
む

）

事
業

年
度

が
終

了
し

た
日

か
ら

2
か

月

以
内

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
付

譲
渡

割
　

個
人

事
業

者
に

つ
い

て
は

、

3
月

末
日

。
法

人
に

つ
い

て
は

、
事

業

年
度

が
終

了
し

た
日

か
ら

2
か

月
以

内

貨
物

割
　

貨
物

を
保

税
地

域
か

ら
引

き

取
る

時

不
動

産
取

得
税

取
得

し
た

日
か

ら
6
0
日

以
内

納
税

通
知

書
で

定
め

る

日
普

通
徴

収

県
た

ば
こ

税
毎

月
分

を
翌

月
末

日
申

告
と

同
じ

日
申

告
納

付

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
毎

月
分

を
翌

月
末

日
申

告
と

同
じ

日
申

告
納

入

軽
油

引
取

税
毎

月
分

を
翌

月
末

日
申

告
と

同
じ

日
申

告
納

入
（

納
付

）

（
軽

）
自

動
車

税
環

境
性

能
割

登
録

又
は

届
出

を
し

た
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
付

（
証

紙
代

金
収

納
計

器
）

5
月

末
日

普
通

徴
収

新
規

登
録

の
日

証
紙

徴
収

（
証

紙
代

金
収

納
計

器
）

鉱
区

税
取

得
・

消
滅

又
は

変
更

の
日

か
ら

7
日

以
内

5
月

末
日

普
通

徴
収

固
定

資
産

税
1
月

末
日

4
月

末
日

・
7
月

末
日

・

1
2
月

2
5
日

及
び

2
月

末

日

普
通

徴
収

狩
猟

税
申

告
の

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

登
録

を
受

け
る

日
証

紙
徴

収

産
業

廃
棄

物
税

毎
月

分
を

翌
月

末
日

申
告

と
同

じ
日

申
告

納
入

（
納

付
）

自
動

車
税

種
別

割
取

得
又

は
変

更
し

た
日

納
　

税

個
人

の
県

民
税

県
民

税
の

配
当

割

地
方

消
費

税
申

告
と

同
じ

日
申

告
納

付

 
特

別
徴

収
・

・
・

・
・

・
県

に
か

わ
っ

て
経

営
者

な
ど

が
税

金
を

受
け

取
り

、
納

税
し

ま
す

。
 

普
通

徴
収

・
・

・
・

・
・

県
か

ら
納

税
通

知
書

が
送

付
さ

れ
、

そ
の

納
税

通
知

書
に

よ
り

納
税

し
ま

す
。

 

申
告

納
付

・
・

・
・

・
・

納
税

す
る

人
が

納
め

る
税

額
を

申
告

し
、

納
税

し
ま

す
。

 

申
告

納
入

・
・

・
・

・
・

経
営

者
な

ど
が

特
別

徴
収

し
た

税
額

を
申

告
し

、
納

税
し

ま
す

。
 

証
紙

徴
収

・
・

・
・

・
・

県
が

発
行

す
る

証
紙

を
購

入
し

、
申

告
書

な
ど

に
貼

り
付

け
る

こ
と

に
よ

り
納

税
し

ま
す

。
 

  

６
２

 
 

特
別

徴
収

と
は

、
地

方
税

の
徴

収
に
つ

い
て

便
宜

を
有

す
る

者
に
こ

れ
を

徴
収

さ
せ

、
且

つ
、
そ

の
徴

収
す

べ
き

税
金

を
納

入
さ

せ
る

方
法

で
あ
る

（
同

法
第

１
条

第
１
項

第
９

号
）
。

 
申

告
納

入
と

は
、

特
別

徴
収

義
務

者
が

そ
の

徴
収

す
べ

き
地

方
税

の
課

税
標

準
額

及
び

税
額

を
申

告

し
、

及
び

そ
の

申
告

し
た

税
金

を
納

入
す
る

こ
と

を
い

う
（

同
法
第

１
条

第
１

項
第

１
１

号
）
。

 
証

紙
徴

収
と

は
、

地
方

団
体

が
納

税
通

知
書

を
交

付
し

な
い

で
そ

の
発

行
す

る
証

紙
を

も
っ

て
地

方

税
を

払
い

込
ま

せ
る

こ
と

を
い

う
（

同
法
第

１
条

第
１

項
第

１
３
号

）
。

 
 ４

 
徴

収
実

績
 

 
 

徴
収

実
績

の
推

移
は
【

図
表

３
－

９
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
県
税

全
体

の
徴

収
率
は

、
２

０
１

０
年
度

に
９

６
．

１
％

ま
で

落
ち

込
ん

だ
が

、
２
０

１
５

年
度

以
降

は
９
８

％
台

を
維

持
し

て
い

る
。

 
な

お
、「

特
例

猶
予

」
と

は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影
響

に
よ

り
、

収
入
に

相
当

の
減

少

（
前

年
同

期
比

概
ね

２
０

％
以

上
）
が

あ
っ
た

場
合

、
無

担
保

か
つ
延

滞
金

な
し

で
最

大
１

年
間
納

税
を

猶
予

で
き

る
徴

収
猶

予
の

特
例

制
度

で
あ

り
、

２
０

２
０

年
２

月
１

日
か

ら
２

０
２

１
年

２
月

１
日

ま

で
に

納
期

限
が

到
来

す
る

県
税

に
つ

い
て
適

用
さ

れ
た
。
２

０
２

０
年

度
の
徴

収
率

は
、
特

例
猶
予

が
適

用
さ

れ
た

収
入

未
済

額
約

７
０

億
円

を
除
く

と
、

９
９

％
で

あ
っ
た

。
 

 【
図

表
３

－
９

】
徴

収
実

績
の

推
移

 
2
0
0
6
年

度
実

績
2
0
1
0
年

度
実

績
2
0
1
5
年

度
実

績
2
0
1
6
年

度
実

績
2
0
1
7
年

度
実

績
2
0
1
8
年

度
実

績
2
0
1
9
年

度
実

績
2
0
2
0
年

度
実

績
特

例
猶

予
除

き

9
7
.7

%
9
6
.1

%
9
8
.
3
%

9
8
.
6
%

9
8
.
7
%

9
8
.
9
%

9
8
.
9
%

9
8
.
4
%

99
.0

%

2
7
6
億

円
3
6
1
億

円
2
0
0
億

円
1
7
1
億

円
1
5
2
億

円
1
3
5
億

円
1
3
4
億

円
1
9
3
億

円
12

3億
円

個
人

県
民

税
1
2
1
億

円
2
6
6
億

円
1
5
2
億

円
1
3
2
億

円
1
1
7
億

円
1
0
2
億

円
9
3
億

円
8
9
億

円
87

億
円

そ
の

他
県

税
1
5
5
億

円
9
5
億

円
4
8
億

円
3
9
億

円
3
5
億

円
3
3
億

円
4
1
億

円
1
0
4
億

円
36

億
円

内 訳県
税

全
体

の
収

入
未

済
額

県
税

全
体

の
徴

収
率

 
 ５

 
税

務
課

・
県
税

事
務

所
の

組
織
・

定
数

 

 
県

か
ら

提
出

さ
れ

た
資

料
に

よ
れ

ば
、
税
務

課
・
県

税
事
務

所
の

組
織

及
び
定

数
は
【

図
表

３
－
１

０
】、

県
税

事
務

所
の

概
要

は
【

図
表

３
－

１
１
】

の
と

お
り

で
あ

る
。
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 【

図
表

３
－
１

０
】

税
務

課
・

県
税

事
務
所

の
組

織
・

定
数

 

６
４

 
  【

図
表

３
－

１
１
】

県
税

事
務

所
の
概

要

N
O

所
属

（
所

在
地

）
主

た
る

管
轄

区
域

職 員 定 数

支
所

等
管

内
税

務
署

傭
考

1
名

古
屋

東
部

（
中

区
）

千
種

・
東

・
中

・
名

東
区

1
5
0

人

中
川

・
小

牧
・

豊
田

・
豊

橋
駐

在
室

千
種

、
名

古
屋

東
、

名
古

屋
中

信
託

ビ
ル

内
、

利
子

割
、

配
当

割
、

株
式

等
譲

渡
所

得
割

、
地

方
消

費
税

、
県

た
ば

こ
税

、
自

動
車

税
環

境
性

能
割

の
取

扱
い

2
名

古
屋

北
部

（
西

区
）

北
・

西
・

守
山

区
、

清
須

・
北

名
古

屋
市

、
西

春
日

井
郡

6
9

人

名
古

屋
北

、
名

古
屋

西

不
動

産
評

価
室

3
名

古
屋

西
部

（
中

川
区
）

中
村

・
中

川
・

港
区

5
0

人

名
古

屋
中

村
、

中
川

自
動

車
税

納
付

催
告

セ
ン

タ
ー

（
民

間
委

託
8

月
・

9
月

）

4
名

古
屋

南
部

（
熱

田
区
）

昭
和

・
瑞

穂
・

熱
田

・
南

・
緑

・
天

白
区

、
豊

明
・

日
進

・
長

久
手

市
、

愛
知

郡

1
1
3

人
高

辻
間

税
課

昭
和

、
熱

田
名

古
屋

東
部

～
知

多
管

内
の

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
、

軽
油

引
取

税
、

産
業

廃
棄

物
税

の
取

扱
い

5
東

尾
張

（
春

日
井

市
）

瀬
戸

・
春

日
井

・
犬

山
・

江
南

・
小

牧
・

尾
張

旭
・

岩
倉

市
、

丹
羽

郡

7
4

人

尾
張

瀬
戸

、
小

牧

6
西

尾
張

（
一

宮
市
）

一
宮

・
津

島
・

稲
沢

・
愛

西
・

弥
富

・
あ

ま
市

、
海

部
郡

7
0

人
海

部
徴

収
課

一
宮

、
津

島

7
知

多

（
半

田
市

）

半
田

・
常

滑
・

東
海

・
大

府
・

知
多

市
、

知
多

郡

4
4

人
半

田
知

多
総

合
庁

舎
内

8
西

三
河

（
岡

崎
市
）

岡
崎

・
碧

南
・

刈
谷

・
安

城
・

西
尾

・
知

立
・

高
浜

市
、

額
田

郡

9
0

人
安

城
徴

収
課

安
城

間
税

課

岡
崎

、
刈

谷
、

西
尾

西
三

河
総

合
庁

舎
内

、
西

三
河

～
東

三
河

管
内

の
ゴ

ル
フ

場
利

用
税

、
軽

油
引

取
税

、
産

業
廃

棄
物

税
の

取
扱

い

9
豊

田
加

茂

（
豊

田
市
）

豊
田

・
み

よ
し

市
4
2

人
豊

田
豊

田
加

茂
総

合
庁

舎
内

1
0

東
三

河

（
豊

橋
市

）

豊
橋

・
豊

川
・

蒲
郡

・
新

城
・

田
原

市
、

北
設

楽
郡

6
1

人
新

城
駐

在
室

豊
橋

、
新

城
東

三
河

県
庁

（
東

三
河

総
合

庁
舎

）

計
7
6
3
人

 
 第

２
 

県
税

に
関
す

る
取

組
 

１
 

県
税

の
徴

収
の

主
体

 

法
令

及
び

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
各

種
県

税
の

徴
収

主
体

は
次

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

個
人

の
県

民
税

の
内

、
均

等
割

と
所

得
割

は
市

町
村

で
市

町
村

民
税

の
賦

課
徴

収
と

併
せ

て
徴

収
し

て
い

る
（

地
方

税
法

第
４

１
条

）
。

 
ま

た
、
地

方
消
費

税
は

、
国

が
消

費
税
の

賦
課

徴
収

と
併

せ
て

徴
収
し

て
い

る
と

の
こ

と
の

こ
と

で
あ

る
（
譲

渡
割

に
つ

き
同

法
第

７
２

条
の

８
６

及
び

本
法

附
則

第
９

条
の

６
、
貨
物

割
に
つ

き
同
法

第
７

２

条
の

１
０

０
）
。

 
そ

れ
以

外
の
県

税
は

、
県

で
直

接
徴
収

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。
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 ２

 
県

が
徴

収
し
て

い
る

税
目

に
つ
い

て
 

⑴
 

県
が

徴
収

し
て

い
る

税
目

 
県

税
歳

入
と
し

て
あ

げ
ら

れ
る

税
目
の

う
ち

、
法

人
県

民
税

、
法

人
事

業
税

、
個

人
事
業

税
、
不
動

産
取

得
税

、
県

た
ば

こ
税

、
ゴ

ル
フ
場

利
用

税
、
軽
油

引
取

税
、
自

動
車

税
環

境
性

能
割

、
自
動

車
税

種
別

割
、
鉱

区
税

、
固

定
資

産
税

、
狩
猟

税
、
産

業
廃

棄
物

税
、
旧

法
に
よ

る
税
と

し
て

自
動

車
税
・

自
動

車
取

得
税

・
軽

油
引

取
税

に
つ
い

て
、

県
が

徴
収

を
行

っ
て

い
る
。

 
⑵

 
滞
納

整
理

の
流

れ
 

納
税

告
知

・
申

告
後

の
滞

納
整

理
の
流

れ
は

、
【

図
表

３
－
１

２
】
の

と
お

り
と

な
る

。
 

地
方

税
法

で
は

、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に
督

促
状

を
発

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

な
っ

て
お

り

（
同

法
第

７
２

条
の

６
６
、

同
法

第
１

７
７

条
の

１
９

第
１

項
ほ

か
）、

県
は

納
期

限
後

２
０

日
以

内

に
督

促
状

を
発

付
し

て
い

る
が

、
同

法
で

は
特

別
の

事
情

の
あ

る
道

府
県

に
お

い
て

は
、
当
該

道
府

県

の
条

例
で

異
な

る
期

間
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
と

規
定

さ
れ

、
県

で
は

自
動

車
税

種
別

割
に

つ
い

て
は
、
納

期
限
後

６
０

日
以
内

に
督

促
状

を
発
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
と

な
っ

て
い

る
（

同
法

第
１

７

７
条

の
１

９
第

２
項

、
愛

知
県

県
税
条

例
第

１
３

条
）
こ

と
か

ら
、
納
期

限
後

６
０

日
以

内
に
督

促
状

を
発

付
し

て
い

る
。

 
 

【
図

表
３

－
１

２
】

滞
納

整
理

の
流
れ

 

完 　 納 不 納 欠 損

滞
納

整
理

の
流

れ

総
務

局
財

務
部

税
務

課

納 税 の 告 知 ・ 申 告

滞 納 処 分 の 停 止

換 価 の 猶 予

徴 収 猶 予

参 加 差 押

交 付 要 求

差 　 　 押

自 主 納 税

督 　 　 促

納 税 折 衡 財 産 調 査

納 期 限

 
県

に
よ

れ
ば
、
２
０

２
０

年
度

及
び

２
０
２

１
年

度
の

督
促

状
の
発

付
数

、
発

付
率

は
、
各

年
度
と

も
、

約
２

２
万

件
、

約
５

％
と

の
こ
と

で
あ

る
。

 
督

促
状

を
発

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

０
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
完

納
し

な
い

と
き

に
は

滞
納

者
の

財
産

の
差

押
が

可
能

に
な

る
（

地
方

税
法

第
１

７
７

条
の

２
１

第
１

項
第

１
号

ほ
か

。
法

文
と

し

６
６

 
 

て
は

、「
差
し

押
さ

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
な
っ

て
い
る

）
た

め
、

県
に

よ
れ

ば
、
督

促
状
を

発

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１

０
日

の
経
過

の
後
、
滞
納

者
と

の
納

税
折

衝
を

す
る

と
と

も
に

、
同

時
並

行

で
財

産
調

査
を

行
っ

て
い

る
。

 
財

産
調

査
と
し

て
は

、
預
貯

金
、
給

与
、
売

掛
金

、
不

動
産

、
自

動
車

、
生

命
保
険

な
ど

の
調

査
に

加
え

、
事

業
所

や
自

宅
の

捜
索

な
ど
の

調
査

を
行

っ
て

い
る

。
 

結
果

と
し

て
、
２

０
２

０
年
度

及
び
２

０
２

１
年

度
の

年
度

末
に

お
い
て

、
税

目
別
で

滞
納

と
な

っ

た
額

は
【

図
表

３
－

１
３

】
の

と
お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

３
－

１
３
】

２
０

２
０

年
度
及

び
２

０
２

１
年

度
の

年
度

末
の

税
目
別

滞
納

額

税
目

徴
収

率

（
収

入
歩

合
）

（
％

）

特
例

猶
予

適
用

分
を

除
い

た
場

合
の

徴
収

率

（
％

）

滞
納

額

（
収

入
未

済
額

）

（
千

円
）

特
例

猶
予

額

（
千

円
）

特
例

猶
予

額
を

除

い
た

滞
納

額

（
千

円
）

徴
収

率

（
収

入
歩

合
）

（
％

）

滞
納

額

（
収

入
未

済
額

）

（
千

円
）

都
道

府
県

民
税

個
人

分
97

.0
97

.1
8,

88
4,

99
9

24
2,

53
2

8,
64

2,
46

7
97

.3
8,

18
6,

58
2

　
(均

等
割

お
よ

び
所

得
割

)
96

.8
97

.1
8,

88
4,

99
9

24
2,

53
2

8,
64

2,
46

7
97

.3
8,

18
6,

58
2

　
(配

当
割

)
10

0.
0

10
0.

0
0

0
0

10
0.

0
0

　
(株

式
等

譲
渡

所
得

割
)

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
都

道
府

県
民

税
法

人
分

97
.1

99
.7

1,
15

7,
27

9
1,

02
0,

10
0

13
7,

17
9

99
.7

13
3,

04
9

都
道

府
県

民
税

利
子

割
10

0.
0

10
0.

0
0

0
0

10
0.

0
0

事
業

税
個

人
分

97
.8

98
.1

30
1,

07
4

45
,4

86
25

5,
58

8
98

.0
29

1,
63

9
事

業
税

法
人

分
98

.3
10

0.
2

6,
23

7,
09

4
5,

58
1,

49
7

65
5,

59
7

10
0.

1
72

6,
60

2
地

方
消

費
税

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
　

(譲
渡

割
)

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
　

(貨
物

割
)

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
不

動
産

取
得

税
97

.1
97

.6
75

3,
19

2
11

8,
74

2
63

4,
45

0
97

.4
67

1,
45

7
都

道
府

県
た

ば
こ

税
10

0.
0

10
0.

0
0

0
0

10
0.

0
0

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
10

0.
0

10
0.

0
0

0
0

10
0.

0
0

自
動

車
取

得
税

(～
20

19
.9

)
0.

0
0.

0
0

0
0

0.
0

0
軽

油
引

取
税

97
.8

97
.8

1,
26

5,
49

4
0

1,
26

5,
49

4
97

.9
1,

24
2,

52
0

自
動

車
税

99
.4

99
.7

68
8,

45
1

10
,6

36
67

7,
81

5
99

.5
62

6,
85

0
　

(自
動

車
税

(～
20

19
.9

))
51

.4
51

.4
32

6,
49

5
0

32
6,

49
5

27
.4

18
7,

81
0

　
(環

境
性

能
割

)
10

0.
0

10
0.

0
22

8
0

22
8

10
0.

0
12

4
　

(種
別

割
)

99
.7

99
.7

36
1,

72
8

10
,6

36
35

1,
09

2
99

.6
43

8,
91

6
鉱

区
税

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
固

定
資

産
税

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
狩

猟
税

10
0.

0
10

0.
0

0
0

0
10

0.
0

0
法

定
外

目
的

税
10

0.
0

10
0.

0
0

0
0

10
0.

0
0

旧
法

に
よ

る
税

36
.8

36
.8

84
2

0
84

2
70

.0
25

2
合

計
98

.4
99

.0
19

,2
88

,4
25

7,
01

8,
99

3
12

,2
69

,4
32

99
.0

11
,8

78
,9

51

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

 
 

⑶
 

２
０

０
５

年
以

降
の

税
収

確
保

の
取
組

 
 

 
ア

 
県

か
ら

提
出

さ
れ

た
資

料
に

よ
れ

ば
、

累
次

の
行

革
大

綱
に

基
づ

く
２

０
０

５
年

度
以

降
の

滞

納
整

理
の

強
化

・
納

税
環

境
の

整
備
に

お
け

る
主

な
取

組
に

つ
い

て
、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る
。

 
（

ア
）

滞
納
整

理
の

強
化

 
 

 
 

 
①

 
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
公
売

 
 

 
 

 
 

ａ
 
自

動
車

、
動

産
等
（

２
０

０
６

年
度

～
）
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ｂ
 
不

動
産

（
２

０
０
７

年
度

～
）

 
 

 
 

 
②

 
自
動

車
税

未
納

者
へ
の

電
話

催
告

 
 

 
 

 
 

ａ
 
民

間
事

業
者

の
活
用

（
労

働
者

派
遣

）
に

よ
る

電
話

催
告
（

２
０

０
８

年
度
）

 
 

 
 

 
 

ｂ
 
催

告
セ

ン
タ

ー
設
置

（
民

間
委

託
）

に
よ

る
電

話
催

告
（
２

０
０

９
年

度
～
）

 
 

 
 

 
 

 
 
２

０
２

０
年

度
は
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影
響

に
よ

り
中

止
。

 
 

 
（

イ
）

納
税
環

境
の

整
備

 
 

 
 

 
①

 
自
動

車
税

の
コ

ン
ビ
ニ

納
税

（
２

０
０

５
年

１
０

月
～

）
 

 
 

 
 

②
 

自
動

車
税

納
税

通
知
書

の
早

期
発

送
（

２
０

０
６

年
度

～
）

 
 

 
 

 
③

 
マ
ル

チ
ペ

イ
メ

ン
ト
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

県
税

収
納

（
２
０

０
６

年
度

～
）

 
 

 
 

 
④

 
コ
ン

ビ
ニ

収
納

税
目
等

の
拡

大
（
個

人
事
業

税
・
不

動
産

取
得

税
等

）（
２

０
０

９
年
１

月
～

）
 

 
 

 
 

⑤
 

自
動

車
税

の
ク

レ
ジ
ッ

ト
納

税
（

２
０

１
４

年
度

～
）

 
 

 
 

 
⑥

 
コ
ン

ビ
ニ

収
納

の
取
扱

店
舗
（
Ｍ

Ｍ
Ｋ

端
末

設
置
店

舗
）
を
拡

大
（
２

０
１

６
年

４
月

～
）

 
 

 
 

 
⑦

 
ク
レ

ジ
ッ

ト
納

税
の
対

象
税

目
拡

大
及

び
取

扱
期

間
通

年
化
（

２
０

１
６

年
１
０

月
～

）
 

 
 

 
 

⑧
 

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
決

済
ア

プ
リ

を
利

用
し

た
納

税
（

Ｐ
ａ

ｙ
Ｂ

）
（

２
０

１
９

年
４

月
～

）
 

 
 

 
 

⑨
 

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
決

済
に

利
用

可
能

な
ア

プ
リ

を
拡

大
（

Ｐ
ａ

ｙ
Ｐ

ａ
ｙ

及
び

Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ

 

Ｐ
ａ

ｙ
）
（
２

０
２

０
年

１
２

月
～

）
 

イ
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
公

売
に

つ
い
て

 
 

 
 

 
２

０
２
１

年
度

の
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
公

売
実

施
結

果
は

、【
図

表
３

－
１

４
】
の

と
お

り
で
あ

る
。 

 【
図

表
３

－
１

４
】

２
０

２
１

年
度
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
公

売
実

施
結

果
 

通
番

実
施

年
月

タ
イ

ト
ル

見
積

価
額

①
（

円
）

落
札

価
額

②
（

円
）

落
札

価
額

倍
率

②
/
①

1
メ

ル
セ

デ
ス

・
ベ

ン
ツ

　
A
ク

ラ
ス

　
A
1
8
0
／

平
成

2
8
年

式
1
,
0
9
8
,
0
0
0

1
,
4
5
1
,
0
0
0

1
.
3
2

2
三

菱
　

デ
リ

カ
バ

ン
　

G
X
グ

レ
ー

ド
／

平
成

2
4
年

式
2
3
1
,
0
0
0

3
5
1
,
0
0
0

1
.
5
2

3
ト

ヨ
タ

　
ア

ク
ア

　
S
グ

レ
ー

ド
／

平
成

2
5
年

式
2
7
,
0
0
0

2
1
1
,
0
0
0

7
.
8
1

4
菊

八
重

　
大

正
琴

　
F
2
8
R
P

1
,
4
0
0

入
札

な
し

－

5
菊

八
重

　
大

正
琴

　
F
2
8
T
K

2
,
4
0
0

入
札

な
し

－

6
菊

八
重

　
大

正
琴

　
F
2
8
T
K

2
,
4
0
0

入
札

な
し

－

7
鈴

木
楽

器
製
作
所

　
デ
ジ
タ
ル
ソ
ン
グ

カ
ー
ド
ギ
タ
ー
　
Q
コ
ー
ド
　

QC
－
１

9
,
7
0
0

1
0
,
5
0
0

1
.
0
8

8
2
02

1年
8
月

ト
ヨ

タ
　

エ
ス
テ

ィ
マ
　
V
6　

ア
エ
ラ

ス
　
Sパ

ッ
ケ
ー
ジ
／
平
成
1
8
年
式

4
6
,
0
0
0

9
2
,
0
0
0

2
.
0
0

9
マ

ツ
ダ

　
タ

イ
タ

ン
ダ

ッ
シ

ュ
／

平
成

1
8
年

式
9
8
,
0
0
0

3
7
1
,
0
0
0

3
.
7
9

1
0

マ
ツ

ダ
　

ア
テ

ン
ザ

／
平

成
2
5
年

式
5
0
3
,
0
0
0

1
,
1
5
8
,
0
0
0

2
.
3
0

1
1

菊
八

重
　

大
正

琴
　

F
2
8
R
P

1
,
4
0
0

1
,
5
0
0

1
.
0
7

1
2

菊
八

重
　

大
正

琴
　

F
2
8
T
K

2
,
4
0
0

参
加
申
込
な
し

－

1
3

2
02

2年
1
月

メ
ル

セ
デ

ス
・

ベ
ン

ツ
　

Ｃ
Ｌ

Ｓ
２

２
０

ブ
ル

ー
テ

ッ
ク

Ａ
Ｍ

Ｇ
ラ

イ
ン

　
平

成
２

７
年

式
2
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
8
0
7
,
0
0
0

1
.
2
8

合
計

4
,
2
2
2
,
7
0
0

6
,
4
5
3
,
0
0
0

1
.
5
3

2
02

1年
7
月

2
02

1年
1
0
月

 

６
８

 
  

ウ
 

電
話

催
告

の
民

間
委

託
に

つ
い
て

 
 

 
 

 
自

動
車
税

種
別

割
に

つ
い
て

、
納
期

限
を

過
ぎ

て
も

未
納

で
あ

る
件

数
が

多
く

、
督

促
の

連
絡

に

か
か

る
事

務
作

業
量

が
多

か
っ

た
う
え

、
他

方
、
申

告
に

基
づ

く
納
税

と
し

て
い

る
税

目
な

ど
と
は

異
な

り
、
性

質
上
マ

ニ
ュ

ア
ル

化
し

て
事
務

的
に

納
付

の
「

呼
び

か
け

」
を

民
間

に
委

託
す

る
こ
と

が
な

し
得

る
こ

と
か

ら
、
県
は

、
２

０
０

８
年

度
に

民
間
事

業
者
の

活
用

と
し

て
労

働
者

派
遣

に
よ

る
電

話
催

告
を

行
い

、
２

０
０

９
年

度
以
降

は
、
民
間

業
者

に
委

託
し
て

、
催

告
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
、

こ
れ

に
よ

る
電

話
催

告
を

行
っ
て

い
る

。
 

な
お

、
２

０
２

０
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影
響

に
よ

り
中

止
し

た
。

 
 

 
（

ア
）

受
託
業

者
の

選
定

 
 

 
 

 
 

２
０
２

１
年

度
に

県
は
、
同

年
６

月
１

４
日

、
愛

知
県
自

動
車

税
種

別
割

電
話

催
告

セ
ン

タ
ー

運
営

業
務

に
つ

い
て

入
札

公
告

を
行

い
、
同
月

２
５

日
、
同

年
８

月
３

日
か

ら
同

年
９

月
３

０
日

ま
で

の
同

業
務

に
つ

い
て

税
抜

き
１

２
７
０

万
円

で
落

札
さ

れ
た
。

 
 

 
 

 
 

そ
の
後

、
同

年
７

月
９

日
、
県

は
、
落

札
業

者
と

の
間
で

同
業

務
の

委
託

に
つ

い
て

契
約

を
し

て
い

る
。

 
 

な
お
、

各
年
度

の
入

札
者
数

な
ど
は

、
【

図
表

３
－

１
５
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

る

と
２

０
０

９
年

度
の

入
札

業
者

数
が

５
者
、
２

０
１

０
年
度

が
４
者

、
２

０
１
１

年
度
か

ら
２
０

１
３

年
度

が
２

者
で

あ
っ

た
の

に
対

し
、
２
０

１
４

年
度
以

降
は
、
２

０
１

６
年

度
と
２

０
１
８

年
度

が
２

者
で

あ
っ

た
以

外
は

、
全

て
１

者
の

み
と

な
っ
て

い
る
。
２

０
１

４
年

か
ら
２

０
１
７

年
度

は
全

て
同

じ
業

者
、
２

０
１

８
年

以
降

は
２

０
１

７
年

度
以
前

と
は

異
な

る
業

者
が

、
毎

年

落
札

し
て

お
り
、
そ

れ
ぞ
れ

１
回

ず
つ

１
者

他
の

業
者

の
入

札
が
あ

っ
た

ほ
か

、
単

独
で

入
札
し

、

落
札

し
て

い
る

。
 

（
イ

）
催

告
対

象
者

 
「

令
和

元
年

度
愛

知
県

自
動

車
税

電
話

催
告

セ
ン

タ
ー

の
開

設
に

伴
う

事
務

運
営

に
つ

い
て

（
通

知
）
」

に
よ
れ

ば
催

告
対
象

者
は
、

２
０
２

１
年

度
自
動

車
税

種
別

割
現
年

度
定

期
課

税
分

（
納

期
限

変
更

分
を

除
く

。
た

だ
し
、「

自
動

車
税

種
別

割
事

務
マ
ニ

ュ
ア

ル
」（

２
０

２
１

年
５

月
１

２
日

付
け

３
税

第
５

０
号

）
に

よ
り

、
納

期
限

変
更

の
対

象
区

分
が
６

月
処

理
に

該
当

す
る

も
の

は
除

か
な

い
）
の

未
納
が

あ
る
者

の
う

ち
、
「

呼
び

か
け

」
に

よ
り

自
主

的
な

納
付

が
見

込

ま
れ

る
者

を
対

象
と

し
て

い
る

。
 

（
ウ

）
催

告
セ

ン
タ

ー
の

概
要

 
①

 
場
所

 
 

 
 

名
古
屋

西
部

県
税

事
務

所
３
階

会
議

室
 

②
 

設
定

期
間

（
催

告
期

間
）

 
８

月
３

日
か

ら
９
月

３
０

日
ま

で
（
２

０
２

１
年

度
の

場
合

）
 

た
だ

し
、
８

月
４
日

、
８

月
５

日
、
９

月
２

日
及

び
９

月
３

日
の

４
日

間
は
、
電
話

番
号

調

査
の

み
を

行
う

。
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  【

図
表

３
－

１
５
】

愛
知

県
自

動
車
税

(種
別

割
)
電
話

催
告

セ
ン

タ
ー

業
務
契

約
実

績
 

年
度

委
託

先
入

札
方

法
等

[
制

限
内

容
]

契
約

金
額

(
税

込
)

契
約

期
間

体
制

参
加

資
格

確
認

者
入

札
者

2
0
0
9

Ａ
社

一
般

競
争

入
札

9
,
3
6
6
,
0
0
0

2
0
0
9
.
8
.
4
～

2
0
0
9
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
0
名

5
5

2
0
1
0

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
8
,
7
0
4
,
5
0
0

2
0
1
0
.
8
.
4
～

2
0
1
0
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
0
名

5
4

2
0
1
1

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
9
,
3
5
5
,
5
0
0

2
0
1
1
.
8
.
1
～

2
0
1
1
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

3
2

2
0
1
2

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
0
,
2
9
0
,
0
0
0

2
0
1
2
.
8
.
1
～

2
0
1
2
.
9
.
2
8

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

4
2

2
0
1
3

Ｃ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
0
,
1
8
5
,
0
0
0

2
0
1
3
.
8
.
1
～

2
0
1
3
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

3
2

(
再

入
札

で
落

札
)

2
0
1
4

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
0
,
7
8
9
,
2
0
0

2
0
1
4
.
8
.
1
～

2
0
1
4
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

1
1

2
0
1
5

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
1
,
9
8
8
,
0
0
0
2
0
1
5
.
7
.
3
1
～

2
0
1
5
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

1
1

2
0
1
6

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
2
,
7
2
2
,
4
0
0

2
0
1
6
.
8
.
1
～

2
0
1
6
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

2
2

(
再

入
札

2
回

目
で

落
札

)

2
0
1
7

Ｂ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
5
,
6
6
0
,
0
0
0

2
0
1
7
.
8
.
1
～

2
0
1
7
.
9
.
2
9

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

1
1

2
0
1
8

Ｄ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
4
,
4
7
2
,
0
0
0

2
0
1
8
.
8
.
1
～

2
0
1
8
.
9
.
2
8

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

2
2

2
0
1
9

Ｄ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
4
,
0
2
9
,
2
0
0

2
0
1
9
.
8
.
1
～

2
0
1
9
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
4
席

1
1

2
0
2
0

2
0
2
1

Ｄ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
3
,
9
7
0
,
0
0
0

2
0
2
1
.
8
.
3
～

2
0
2
1
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
1
席

1
1

2
0
2
2

Ｄ
社

制
限

付
一

般
競

争
入

札

[
税

等
の

電
話

催
告

受
託

実
績

]
1
5
,
7
8
5
,
0
0
0

2
0
2
2
.
8
.
1
～

2
0
2
2
.
9
.
3
0

管
理

責
任

者
2
名

業
務

従
事

者
2
0
席

1
1

(
再

入
札

で
落

札
)

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
り

未
実

施

 
 

 
 

③
 

業
務

時
間

 
開

庁
日

の
午

前
８

時
４

５
分

か
ら

午
後

５
時

３
０

分
ま

で
を

業
務

時
間

と
し

、
正

午
か

ら

午
後

１
時

ま
で

を
休

憩
時

間
と

す
る

。
 

な
お

、
８

月
１

９
日

、
８

月
２

６
日

、
８
月

３
１

日
、
９

月
９

日
、
９

月
１
６

日
の

５
日

間

（
以

下
「

夜
間

催
告
日

」
と
い

う
。）

は
、

勤
務

時
間

の
特
例

と
し
て

、
午
前

１
０

時
４
５

分

か
ら

午
後

７
時

３
０

分
ま

で
を

業
務

時
間

と
し

、
午

後
１

時
か

ら
午

後
２

時
ま

で
を

休
憩

時

間
と

す
る

。
 

④
 

設
備

等
 

ａ
 

電
話

機
３

０
台

（
内

４
台

は
県

税
職

員
用
）

 
ｂ

 
フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

複
合

機
１

台
 

ｃ
 

端
末

機
３

０
台

（
内

４
台

は
県

税
職

員
用
）

 
ｄ

 
プ
リ

ン
タ

（
納

付
書

作
成

用
）

１
台

 
⑤

 
実
施

業
務

 

７
０

 
 

ａ
 

催
告

対
象

者
に

対
す

る
電

話
に

よ
る

自
動

車
税

種
別

割
の

納
付

の
呼

び
か

け
業

務
（

以

下
「

呼
び

か
け

業
務

」
と

い
う

）
 

ｂ
 

催
告

対
象

者
か

ら
の

依
頼

に
応

じ
て

納
付
書

を
作

成
す

る
業
務
（

以
下
「
納

付
書

作
成
業

務
」

と
い

う
）

 
ｃ

 
呼
び

か
け

業
務

の
結

果
及

び
納

付
書

作
成
業

務
の

内
容

を
記
事

入
力

す
る

業
務

 
ｄ

 
納
付

書
作

成
業

務
の

内
容

に
つ

い
て

、
文

書
送
付

内
訳

書
（

以
下
「
内

訳
書

」
と

い
う
）

を
作

成
し
、
管

轄
県

税
事

務
所

の
滞

納
整
理
（
第

一
）
グ
ル

ー
プ

班
長
（

東
三

河
県

税
事

務

所
新

城
駐

在
室

長
を

含
む

。
以

下
「
班

長
等

」
と

い
う

）
に

送
付

す
る

業
務

 
ｅ

 
呼

び
か

け
業

務
の

対
象

外
と

す
べ

き
案

件
に

つ
い

て
、
「

受
託

業
務

外
連

絡
票

」
（

以
下

「
業

務
外

連
絡

票
」

と
い

う
）

を
作
成

し
、

班
長

等
に

送
付

す
る

業
務

 
ｆ

 
住
所

又
は

電
話

番
号

の
変

更
等

が
判

明
し
た

場
合

、「
住

所
等
変

更
連

絡
票

」（
以

下
「
変

更
連

絡
票

」
と

い
う

）
を

作
成

し
、
班

長
等

に
送

付
す

る
業

務
 

ｇ
 

業
務

時
間

外
の

受
電

に
対

し
て

、
催

告
期

間
及

び
業

務
時

間
を

自
動

音
声

に
よ

り
案

内

す
る

業
務

 
ｈ

 
電

話
番

号
不

明
分

に
対

す
る

電
話

番
号

の
調

査
を

行
い

、
当

該
調

査
の

結
果

を
税

務
シ

ス
テ

ム
に

記
事

入
力

す
る

業
務

 
ｉ

 
県
税

事
務

所
へ

の
引

継
ぎ

業
務

 
 

 
 

 
 

 
 
内

訳
書
、

業
務

外
連

絡
票

及
び

変
更

連
絡

票
（

以
下

「
連

絡
票

等
」
と

い
う
。
）

を
作
成

し
た

案
件

の
う

ち
、

以
下

の
要

件
に

該
当

す
る

も
の

は
管

轄
県

税
事

務
所

に
引

継
ぎ

を
す

る
。

 
⒜

 
電

話
番

号
が

使
用

さ
れ

て
い

な
い

、
又

は
催

告
対

象
者

と
異

な
る

電
話

番
号

で
あ

っ

た
も

の
 

⒝
 

分
納

等
の

申
出

が
あ

っ
た

も
の

 
⒞

 
そ
の

他
呼

び
か

け
業

務
の

対
象

か
ら

除
外
す

べ
き

と
認

め
ら
れ

る
も

の
 

⑥
 

呼
び

か
け

業
務

に
関

す
る

目
標

数
値

 
架

電
件

数
 
１

１
万

５
０

０
０

件
以
上

 
た

だ
し
、
夜

間
催

告
日
に

つ
い

て
は

、
午
後

５
時

３
０

分
か

ら
午
後

７
時

３
０

分
ま

で
の

時

間
に

３
５

０
件

以
上

の
架

電
を

実
施
す

る
。

 
 

 
 

 
な

お
、

催
告
対

象
者

一
人

あ
た

り
の

呼
び
か

け
回

数
が

３
回

を
超

え
る

等
、
こ

れ
以

上
の

呼

び
か

け
業

務
が

不
要

で
あ

る
と

税
務

課
が

判
断
し

た
時

は
こ

の
限
り

で
な

い
。

 
（

エ
）

税
務
課

が
行

う
業

務
 

 
 

 
 

①
 

委
託

業
務

の
監

視
等

 
 

 
 

 
②

 
研
修

の
補

助
 

 
 

 
 

③
 

受
託

者
と

の
連

絡
調
整

 
 

 
 

 
④

 
催
告

対
象

者
の

抽
出

 
 

 
 

 
⑤

 
催
告

対
象

外
リ

ス
ト
の

配
信
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⑥

 
納
付

催
告

除
外

設
定
リ

ス
ト

の
配

信
 

 
 

 
 

 
 

催
告

対
象

者
の

う
ち
、
電

話
番

号
が

不
明

等
の

理
由

で
、
一

時
的

に
催
告

セ
ン
タ

ー
対

象
か

ら
除

外
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

各
県

税
事

務
所
に

配
信

す
る

。
 

（
オ

）
県

税
事

務
所

徴
収

課
の

業
務

 
 

 
 

 
①

 
事
前

担
当

者
設

定
 

 
 

 
 

②
 

催
告

セ
ン

タ
ー

に
お
け

る
支

援
 

 
 

 
 

③
 

連
絡

票
等

の
送

付
を
受

け
た

案
件

の
取

扱
い

 
 

 
 

 
 

ａ
 
担

当
者

へ
の

引
き
継

ぎ
 

 
 

 
 

 
ｂ

 
催

告
書

発
行

停
止
入

力
 

 
 

 
 

 
 

 
分

納
の

申
出

等
が

あ
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
以

後
の

一
斉

文
書

催
告

を
と

り
や

め
る

必
要

の
あ

る
者

に
つ

い
て

、
税

務
シ

ス
テ
ム

に
催

告
書

発
行

停
止

を
入

力
す

る
。

 
 

 
 

 
 

ｃ
 
電

話
番

号
の

削
除

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

が
使

用
さ

れ
て

い
な

い
、

又
は

催
告

対
象

者
と

異
な

る
電

話
番

号
で

あ
っ

た

も
の

に
つ

い
て

は
、

基
本

画
面

の
電
話

番
号

を
削

除
す

る
。

 
 

 
 

 
 

ｄ
 
連

絡
票

等
の

保
管

 
 

 
 

 
④

 
税
務

課
か

ら
配

信
等
さ

れ
た

リ
ス

ト
の

処
理

 
 

 
 

 
⑤

 
納
付

催
告

対
象

へ
の
追

加
処

理
 

 
 

 
 

 
 

 
納

付
催

告
除

外
と

な
っ

た
案

件
に

つ
い

て
、

そ
の

後
の

調
査

等
で

催
告

対
象

と
す

べ
き

と

判
断

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
納

付
催
告

除
外

設
定

の
解

除
の

入
力
を

す
る

。
 

 
 

（
カ

）
委

託
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
 

 
 

 
 

受
託
業

者
の

具
体

的
な
業

務
運

営
に

つ
い

て
、
愛
知

県
総

務
局

財
務

部
税
務

課
作
成

の
「

電
話

催
告

応
対

マ
ニ

ュ
ア

ル
」（

以
下

、「
応

対
マ
ニ

ュ
ア

ル
」
と
い

う
）
が
あ

り
、
こ

れ
に

基
づ

い
て

、

以
下

の
と

お
り

業
務

が
行

わ
れ

て
い

る
。

 
①

 
電
話

応
答

者
 

電
話

催
告

の
対

象
者

は
、（

イ
）
に

上
記
し

た
と

お
り

で
あ

る
が

、
応

対
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
は

、

電
話

対
応

者
毎

に
場

合
分

け
し

て
発

言
の

例
を
記

載
し

て
い

る
。

 
催

告
対

象
者

本
人
に

催
告

す
る

も
の
と

し
、
電

話
応

対
者

が
、
催

告
対

象
者

が
個

人
の
場

合

は
、
本

人
に

、
催

告
対

象
者

が
法

人
の

場
合

は
、
税

金
担

当
者
、
法
人

代
表
者

又
は

役
員

に
、

催
告

を
行

う
等

と
記

載
さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ
ニ

ュ
ア

ル
１

４
頁
）
。

 
②

 
発
言

内
容

の
例

 
上

記
催

告
対

象
者
が

応
対

し
た

場
合
、
未

納
の

場
合

は
、
至
急

納
税
し

て
い

た
だ

く
よ

う
お

願
い

し
（

応
対

マ
ニ
ュ

ア
ル
１

５
頁
）
、

分
割

で
納
税

し
た
い

旨
の
申

し
出

が
あ

っ
た

場
合

に

は
、

管
理

責
任

者
に

引
き

継
ぐ

も
の

と
さ

れ
て
い

る
（

応
対

マ
ニ
ュ

ア
ル

１
８

頁
）
。

 
「

車
検

の
と

き
に
払

う
・
そ

の
う

ち
払

う
」
と

言
わ
れ

た
場

合
に

は
、
納

税
が

遅
く

な
る

と

延
滞

金
も

加
算

さ
れ

る
こ

と
、

な
る

べ
く

早
く

納
税

し
て

い
た

だ
く

よ
う

答
え

る
も

の
と

さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ

ニ
ュ

ア
ル

１
９

頁
）
。

 

７
２

 
 

「
廃

車
し

た
」
と

言
わ

れ
た
場

合
は
、
廃

車
の

月
ま

で
の

月
割

り
分

に
税

額
が

減
額

さ
れ

、

ま
た

、
廃

車
の

登
録

の
通

知
が

ま
だ

県
税

に
届

い
て

い
な

い
こ

と
や

正
式

な
廃

車
手

続
が

遅

れ
て

い
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

た
め

、
廃

車
の

登
録

を
さ
れ

た
月
を

確
認

し
て

か
ら

、
納

税
し

て
い

た
だ

く
よ

う
伝

え
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る
（

応
対

マ
ニ

ュ
ア
ル

２
０

頁
）
。

 
 

 
「

自
動
車

は
売

っ
た

」
と

言
わ

れ
た

場
合

に
は

、
４

月
１

日
現

在
の
自

動
車

を
持

っ
て

い
る

方
に

１
年

分
の

税
金

が
課

税
さ

れ
る

こ
と

、
年

度
の

途
中

で
譲

渡
し

た
場

合
も

納
税

し
て

い

た
だ

く
こ

と
に

な
る

こ
と

を
伝

え
た

上
で

、
納

税
し

て
い

た
だ

く
よ

う
伝

え
る

こ
と

と
な

っ

て
い

る
（

応
対

マ
ニ

ュ
ア

ル
２

０
頁

）
。

 
 

 
な
お

、
説

明
に

理
解
を

さ
れ

な
い

場
合

は
、
後

ほ
ど

県
税

担
当

者
か

ら
連

絡
す

る
旨

伝
え
、

引
き

継
ぐ

も
の

と
さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ

ニ
ュ
ア

ル
２

０
頁

）
。

 
 

 
延

滞
金

の
金

額
を

聞
か

れ
た

場
合

は
、

催
告

セ
ン

タ
ー

内
に

設
置

さ
れ

た
パ

ソ
コ

ン
の

基

本
画

面
か

ら
催

告
日

現
在

や
将

来
の

日
に

お
け

る
延

滞
金

金
額

を
確

認
し

、
こ

れ
に

基
づ

き

回
答

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ

ニ
ュ
ア

ル
２

０
頁

）
。

 
そ

の
ほ

か
、
納

税
場

所
や

ペ
イ

ジ
ー

、
ク

レ
ジ

ッ
ト
カ

ー
ド

、
ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
決

済
ア

プ

リ
で

の
納

税
方

法
な

ど
に

つ
い

て
も

、
質
問

が
あ

れ
ば

、
回

答
し

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
で
の

納
税

に
つ

い
て

は
、
納

付
書

の
合

計
額

の
他

に
決

済
手

数
料

が
か
か

る
こ

と
を

伝
え

、
決

済
手

数
料

額
に

つ
い

て
も

説
明

す
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ

ニ
ュ

ア
ル

２
１

～
２

２
頁

）
。
 

③
 

身
分

を
尋

ね
ら

れ
た

場
合

 
身

分
を

尋
ね

ら
れ

た
場

合
、

県
か

ら
電

話
催

告
業

務
の

委
託

を
受

け
て

、
電

話
で

納
税

の

「
呼

び
か

け
業

務
」
を

行
っ

て
い

る
と

回
答

す
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
が
、
理

解
を
さ

れ
な

い

場
合

に
は

管
理

責
任

者
に

引
き

継
ぎ

、
管

理
責

任
者

か
ら
は

、
税

金
の

課
税

や
徴

収
の

業
務

の

う
ち
、
確
か

に
差

押
え

な
ど

の
処

分
に

関
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は
、
地

方
税

法
の

規
定

で
県

の

職
員

し
か

で
き

な
い

業
務

も
あ

る
が

、
電
話

で
自

主
的

な
納

税
の
「

呼
び

か
け

」
な

ど
の

業
務

は
民

間
業

者
に

委
託

で
き

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
と

説
明

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

（
応

対

マ
ニ

ュ
ア

ル
２

３
頁

～
２

４
頁

）
。

 
 

 
な
お

、
説

明
に

理
解
を

さ
れ

な
い

場
合

は
、
後

ほ
ど

県
庁

担
当

者
か

ら
連

絡
す

る
旨

伝
え
、

引
き

継
ぐ

も
の

と
さ

れ
て

い
る

（
応

対
マ

ニ
ュ
ア

ル
２

４
頁

）
。

 
 

 
（

キ
）

催
告
セ

ン
タ

ー
に

よ
る
処

理
件

数
と

処
理

内
容

 
県

に
よ
れ

ば
２

０
１

８
年

度
、
２

０
１

９
年

度
、
２

０
２

１
年

度
に
お

け
る

催
告

対
象

者
、
架

電
件

数
、

目
標

架
電

件
数

は
、【

図
表
３

－
１

６
】

の
と

お
り

で
あ

る
。
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３

 
 

【
図

表
３

－
１

６
】

自
動

車
税

（
種
別

割
）

電
話

催
告

セ
ン

タ
ー

 
架
電

対
象

者
と

架
電

実
績

 
年

度
催

告
対

象
者

架
電

件
数

目
標

架
電

件
数

２
０

１
８

年
度

5
6
,
2
2
9
者

 
1
1
5
,
9
9
8
件

 
1
1
5
,
0
0
0
件

 

２
０

１
９

年
度

5
4
,
1
6
0
者

 
1
1
6
,
8
9
8
件

 
1
1
5
,
0
0
0
件

 

２
０

２
１

年
度

5
9
,
0
4
4
者

 
9
4
,
7
6
5
件

 
1
1
5
,
0
0
0
件

 
 

  
 

 
 

 
こ

れ
に

対
し

、
２

０
１

８
年

度
、
２

０
１

９
年

度
、
２

０
２

１
年

度
に

お
け

る
催

告
セ
ン

タ
ー

の
処

理
件

数
等

は
、
【
図

表
３
－

１
７
】

か
ら

【
図

表
３

－
１

９
】

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

 
催

告
件

数
と

あ
る

の
は
電

話
を

か
け

た
数

、
交

渉
件

数
は
電

話
が

つ
な

が
り

話
し
た

数
、
不

在

件
数

は
電

話
を

し
た

が
応

答
し

な
か

っ
た

数
、

受
電

件
数

は
先

方
か

ら
電

話
が

あ
っ

た
数

を
示

し
て

い
る

。
県

に
よ

れ
ば

、
受

電
件

数
と

さ
れ

る
も

の
の

例
と

し
て
は

、
着

信
や

応
答

し
た

家
族

か
ら

の
伝

言
に

よ
り

納
税

者
か

ら
折

り
返
し

が
あ

っ
た

も
の

、
応

答
は

あ
っ

た
が

、
そ

の
と

き
話

せ
な

い
と

の
こ

と
で
、
後
に

納
税

者
か

ら
電

話
が

あ
っ

た
も

の
、
法

人
で

代
表
者

と
話
し

た
後
に

経
理

担
当

者
か

ら
電

話
が

あ
っ

た
も

の
、

応
答

が
あ

り
話

を
し

た
が

不
明

点
の

確
認

な
ど

で
納

税
者

か
ら

電
話

が
あ

っ
た

も
の

、
応

答
し

た
納

税
者

本
人

が
日

本
語

に
よ

る
会

話
が

困
難

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

日
本

語
に

よ
る

会
話

が
で

き
る

者
か

ら
電

話
が

あ
っ

た
も

の
な

ど
が

あ
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

前
記
催

告
対

象
者

数
に
対

し
、
催

告
セ

ン
タ

ー
か

ら
電

話
が

つ
な

が
り

話
を

し
た
数

は
、
以

下

の
交

渉
件

数
で

あ
る

が
、

受
電

件
数

の
中

に
交

渉
件

数
に

含
ま

れ
な

い
話

が
で

き
た

件
数

が
含

ま
れ

て
い

る
一

方
で
、
受
電

件
数

の
中

に
は

交
渉

件
数

と
重

複
す
る

も
の

も
含

ま
れ

て
い

る
。
し

た
が

っ
て

、
話

が
で

き
た
件

数
は
、
交
渉

件
数

と
受

電
件

数
を

合
算

し
た

件
数

よ
り

少
な

い
が
、

交
渉

件
数

よ
り

多
い

と
い

え
る

。
 

 
 

 
 

 
県

に
よ

れ
ば

、
順

に
電

話
を

か
け
て

い
く

が
、
つ

な
が

ら
な

か
っ

た
場

合
も

、
一

巡
す
る

ま
で

は
重

ね
て

か
け

な
い

。
一

巡
し

て
か
ら

、
電

話
が

つ
な

が
ら

な
か
っ

た
対

象
者

に
対

し
、
二

巡
目

の
電

話
を

す
る

。
２

０
１

８
年

度
、
２

０
１

９
年

度
は

三
巡

目
途
中

、
２

０
２

１
年

度
は

新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
拡

大
の

影
響
（
以

下
「

コ
ロ

ナ
禍

」
と

も
い
う

）
の

影
響

で
契

約
期

間
終

盤
で

従
事

者
数

を
減

ら
し

た
た

め
、

二
巡
目

途
中

ま
で

で
あ

っ
た
の

こ
と

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
 

分
納
の

申
出
、
支

払
え
な

い
な

ど
の

理
由

か
ら

の
納

税
相
談

、
説
明

に
理
解

を
さ
れ

な
い

な
ど

の
場

合
に

、
県

職
員

に
引
き

継
が

れ
て

お
り

、
こ

れ
ら
の

場
合

に
引

継
案

件
と

し
て

カ
ウ

ン
ト
さ

れ
て

い
る

。
 

７
４

 
 【

図
表

３
－

１
７

】
２

０
１

８
年

度
愛

知
県

自
動

車
税

種
別

割
催

告
セ

ン
タ

ー
 

業
務

日
報

と
り

ま
と

め
催

告
件
数

受
電

件
数

引
継
案

件
数

業
務

従
事

者
数

(件
)

交
渉

件
数

不
在

件
数

(
件

)
(件

)
分

納
申

出
納

税
相

談
そ

の
他

(
人

)
2
01

8.
8.

6
2
,3

61
64

1
1,
7
20

80
4
6

18
1
3

1
5

22
2
01

8.
8.

7
1
,7

55
42

6
1,
3
29

50
2
2

14
6

2
21

2
01

8.
8.

8
2
,4

51
56

2
1,
8
89

68
5
5

16
3
4

5
16

2
01

8.
8.

9
6
74

17
3

50
1

35
2
1

17
3

1
21

20
18

.8
.1

0
2
,7

97
62

6
2,
1
71

84
5
9

31
1
9

9
17

20
18

.8
.1

1
0

0
20

18
.8

.1
2

0
0

20
18

.8
.1

3
2
,3

01
54

6
1,
7
55

39
5
1

17
2
4

1
0

20
20

18
.8

.1
4

2
,5

24
60

9
1,
9
15

55
3
5

13
1
5

7
19

20
18

.8
.1

5
2
,6

94
67

4
2,
0
20

80
6
4

24
2
1

1
9

20
20

18
.8

.1
6

3
,5

83
88

1
2,
7
02

1
32

8
3

40
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2
7
3

3
1

0
0

0
0

1
0

合
計

9
4
,
7
6
5

1
2
,
0
5
5

8
2
,
7
1
0

4
,
0
1
4

2
,
2
9
6

5
2
7

1
,
1
3
1

6
3
8

7
7
0

5
,
9
6
7
.
5
時

間

日
付

 
 

エ
 

ク
レ

ジ
ッ

ト
納

税
に

つ
い

て
 

 
 

（
ア

）
指

定
代

理
納

付
者

の
選
定

方
法

 
 

 
 

 
 

県
は
、
２
０

１
９

年
８

月
１
９

日
、
契

約
締

結
日
（

２
０

１
９
年

１
２

月
２

日
）
か

ら
２

０
２

３
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

愛
知

県
県

税
等

ク
レ

ジ
ッ

ト
収

納
事

務
委

託
業

務
に

つ
い

て
、

入
札

公
告

を
行

い
、
同
年

９
月

５
日

、
同

業
務
に

つ
い

て
、
収

納
件

数
１

件
あ
た

り
の

単
価

に
つ

き
税

抜
き

０
．

０
１

円
で

落
札

さ
れ

た
。

 
 

 
 

 
 

そ
の
後

、
２

０
１

９
年

１
２

月
２
日

、
県

は
、
落

札
業
者

と
の

間
で

同
業

務
の

委
託

契
約

を
し

て
い

る
。
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（

イ
）

業
務
の

流
れ

 
 

 
 

 
 

愛
知
県

県
税

等
ク

レ
ジ
ッ

ト
収

納
事

務
委

託
契

約
仕

様
書

（
以

下
、
「

委
託
契

約
仕

様
書

」
と

い
う

）
に

よ
れ

ば
、

収
納

業
務

の
流

れ
は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

 
 

 
 

 
な

お
、
委

託
契
約

仕
様
書

に
よ

れ
ば
、
指
定

代
理

納
付

者
が

ク
レ

ジ
ッ

ト
収

納
Ｗ
ｅ

ｂ
サ

イ
ト

を
構

築
・
運
営

す
る

も
の

と
さ

れ
て
お

り
、
納

税
者

は
こ
れ

を
利
用

し
て

納
税

手
続

を
す

る
。
指

定
代

理
納

付
者

は
、

納
税

者
が

メ
ー

ル
に

て
希

望
す

れ
ば

納
税

手
続

が
完

了
し

て
い

る
旨

の
情

報
を

送
信

し
、
ま

た
、
Ｗ

ｅ
ｂ
サ

イ
ト
の

利
用

方
法

及
び

納
税

手
続

に
関
す

る
納

税
者

か
ら

の
電

子
メ

ー
ル

に
よ

る
問

い
合

わ
せ

対
応

を
行
う

も
の

と
さ

れ
て

い
る
。

 
①

 
甲
（

県
）
は

、
納

付
書

を
作
成

し
た
場

合
、
当

該
納
付

書
に

係
る

請
求

デ
ー
タ

を
乙
（

指
定

代
理

納
付

者
）
に
送

信
す

る
。
乙

は
、
甲

よ
り
送

信
の

あ
っ

た
請

求
デ
ー

タ
を

、
乙

の
電

子

計
算

機
・

光
学

式
情

報
処

理
装

置
等

（
以
下

「
電

子
計

算
機

」
と
い

う
。
）

に
登
録

す
る
。

 
②

 
甲

は
、
①

で
作

成
し

た
納

付
書

を
、

納
税
者

に
送

付
（

通
知

）
す
る

。
 

③
 
納

税
者
が

、
納

税
手

続
を

行
う

。
 

④
 
乙

は
、
納

税
手

続
が

あ
り

、
請

求
デ

ー
タ
と

の
照

合
（

甲
の

承
認

）
が

で
き
た

も
の

に
つ

い

て
、

各
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
会

社
に

信
用
照

会
を

行
う

。
 

⑤
 
乙

は
、

③
及

び
④

に
よ

り
納

税
手

続
が

完
了

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
収

納
デ

ー
タ

（
速

報
）

を
作

成
し

、
甲

が
取

得
で

き
る

よ
う

乙
の
電

子
計

算
機

に
登

録
す
る

。
 

⑥
 
乙

は
、
収

納
デ

ー
タ
（

速
報
）
と

納
税

手
続

が
完

了
し

た
も

の
の

内
容
、
件
数
・
金

額
等

を

照
合

の
上

、
代

理
納

付
す

べ
き
収

納
金
を

確
定

し
た

後
、
収

納
デ

ー
タ
（

確
報

）
を
作

成
し

、

甲
が

取
得

で
き

る
よ

う
乙

の
電

子
計

算
機
に

登
録

す
る

。
 

⑦
 
乙

は
、

確
定

し
た

代
理

納
付

す
べ

き
収

納
金

を
甲

の
県

税
事

務
所

ご
と

に
分

類
し

た
上

で
、

甲
が

指
定

す
る

払
込

書
を

県
税

事
務

所
毎
に

作
成

し
、
こ
れ

を
利
用

し
て

甲
の

指
定

す
る

金

融
機

関
へ

払
込

み
を

行
う

。
 

 
 

（
ウ

）
手

数
料

 
 

 
 

 
①

 
納
税

者
が

負
担

す
る
決

済
手

数
料

 
 

 
 

 
 

 
指

定
代

理
納

付
者

が
納

税
者

に
納

税
額

以
外

の
負

担
額

を
立

替
払

い
に

係
る

手
数

料
等

の

決
済

手
数

料
と

し
て

設
定

す
る

場
合

、
下

記
の

と
お

り
納

付
書

１
件

あ
た

り
納

税
額

１
万

円

毎
に

７
３

円
（

税
別

）
と

す
る

と
さ

れ
て

い
る
（

委
託

契
約

仕
様
書

第
１

の
５

（
２

）
）。

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
記

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

納
税
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
納

税
者

負
担
手

数
料

（
税

別
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
１

円
～
１

０
，

０
０

０
円

 
 

 
 

 
７

３
円

 
 

 
 

 
 

 
１
０

，
０

０
１

円
～
２

０
，

０
０

０
円

 
 

 
 

１
４

６
円

 
 

 
 

 
 

 
２
０

，
０

０
１

円
～
３

０
，

０
０

０
円

 
 

 
 

２
１

９
円

 
 

 
 

 
 

 
３
０

，
０

０
１

円
～
４

０
，

０
０

０
円

 
 

 
 

２
９

２
円

 
 

 
 

 
 

 
４
０

，
０

０
１

円
～
５

０
，

０
０

０
円

 
 

 
 

３
６

５
円

 

７
８

 
  

 
 

 
 

 
以
降

、
納

税
額

が
１
万

円
増

え
る

ご
と

に
決

済
手

数
料

７
３
円

（
税

別
）

を
加
算

。
 

 
 

 
 

②
 

県
が

支
払

う
収

納
事
務

委
託

手
数

料
 

県
は

、
愛

知
県
県

税
等

ク
レ
ジ

ッ
ト
収

納
事

務
委

託
業

務
に

つ
い

て
、
指
定

代
理

納
付
者

に

対
し

、
収

納
件

数
１

件
あ

た
り

の
落

札
さ

れ
た

単
価

額
で

計
算

し
た

額
を

収
納

事
務

委
託

手

数
料

と
し

て
支

払
う

。
２

０
１

９
年

１
２

月
２

日
か

ら
２

０
２

３
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

単

価
は

税
抜

き
０

．
０

１
円

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
③

 
県
が

支
払

っ
た

収
納
事

務
委

託
手

数
料

の
支

払
実

績
 

 
 

 
 

 
 

県
か

ら
提

出
さ

れ
た

指
定

代
理

納
付

者
作

成
の

請
求

書
及

び
県

作
成

の
支

出
金

調
書

に
よ

れ
ば

、
２

０
１

７
年

４
月

分
か

ら
２

０
２

２
年

３
月

分
ま

で
の

県
が

支
払

っ
た

収
納

事
務

委

託
手

数
料

の
実

績
は

、【
図
表

３
－

２
０

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
【

図
表

３
－
２

０
】

収
納

事
務

委
託
手

数
料

の
実

績
 

年
度

歳
入

決
算

の
県

税
収

入
件

数

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

に
よ

る
納

付
件

数

ク
レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

に
よ

る
納

付
割
合

委
託

手
数

料

2
0
1
7
年

度
4
,
6
0
5
,
4
3
7
件

1
1
2
,
5
1
3
件

2
.
4
4
%

1
,
2
2
5
円

2
0
1
8
年

度
4
,
6
2
9
,
7
0
2
件

1
5
0
,
1
6
2
件

3
.
2
4
%

1
,
6
3
4
円

2
0
1
9
年

度
4
,
5
5
4
,
5
1
2
件

1
6
9
,
5
6
7
件

3
.
7
2
%

1
,
8
4
3
円

2
0
2
0
年

度
4
,
4
2
6
,
6
6
1
件

1
8
4
,
6
1
7
件

4
.
1
7
%

2
,
0
3
9
円

2
0
2
1
年

度
4
,
2
5
5
,
6
5
5
件

1
8
3
,
9
4
7
件

4
.
3
2
%

2
,
0
3
3
円

 
  

 
（

エ
）

納
税
者

の
支

払
方

法
 

 
 

 
 

 
利

用
可

能
な

ク
レ

ジ
ッ
ト

カ
ー

ド
と

し
て

、
支

払
方
法

が
、
一
括

払
い

だ
け

で
な
く

、
分

割
及

び
リ

ボ
ル

ビ
ン

グ
払

い
に

対
応

し
て

い
る
こ

と
を

条
件

と
し

て
い
る

。
 

（
オ

）
指

定
代

理
納

付
者

と
各

カ
ー
ド

会
社

と
の

間
の

契
約

内
容

 
 

 
 

 
 

県
に
よ

れ
ば
、
県

は
、
指
定

代
理

納
付

者
と

各
カ

ー
ド

会
社

と
の

間
の

契
約

内
容
を

関
知

し
て

い
な

い
。

 
３

 
市

町
村

が
徴
収

し
て

い
る

税
目
に

つ
い

て
 

 
県

は
、
あ

い
ち

行
革

プ
ラ

ン
２

０
２
０

に
お

け
る
「

財
源

の
確

保
」
に
関

す
る

取
組

内
容

と
し

て
、「

県
・

市
町

村
税

務
職

員
交

流
制

度
な

ど
に

よ
る

個
人

県
民

税
の

収
入

未
済

縮
減

等
を

目
指

し
た

市
町

村
税

徴

収
支

援
の

実
施

」
を

し
て

い
る

。
具
体

的
に

は
、
地

方
税

法
第

４
８
条

の
規

定
に

基
づ

く
個

人
住
民

税
の

県
に

よ
る

直
接

徴
収

及
び
「

県
・
市

町
村

税
務
職

員
交

流
制

度
」
を
毎

年
実
施

し
て

い
る

。
地

方
税
法

第

４
８

条
の

直
接

徴
収

に
関

し
、「

個
人

の
県

民
税

及
び

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

及
び

滞
納

処
分
の

特
例

実
施

要
綱

の
制

定
に

つ
い

て
」（

平
成

１
６

年
７

月
８

日
 

１
６

税
第

１
７

８
号

 
各

県
税

事
務
所

長
あ

て
総

務
部

長
通

達
）
が
あ

る
。
ま

た
、
こ

の
要

綱
に

従
っ
た

事
務
手

続
を

円
滑

に
行

う
た

め
に
「
個

人
の

県
民

税
及

び
市

町
村

民
税

に
係

る
徴

収
及
び

滞
納

処
分

の
特

例
の
実

施
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
」（

平

成
１

６
年

８
月

１
３

日
 

１
６

税
第

２
２
６

号
 

各
県

税
事

務
所
長

あ
て

総
務

部
長

通
達

）
が

あ
る
。
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⑴
 

引
継

と
徴

収
の

実
績

 
２

０
１

７
年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度
ま

で
の

実
績

は
、
【

図
表

３
－
２

１
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表
３

－
２

１
】

地
方

税
法

第
４

８
条
に

よ
る

直
接

徴
収

の
実
施

結
果

件
　

数
金

額
（

千
円

）
件

　
数

金
額

（
千

円
）

件
　

数
金

額
（

千
円

）
件

　
数

金
額

（
千

円
）

件
　

数
金

額
（

千
円

）

引
継

の
予

告
①

8
2
7

2
7
2
,
1
7
8

7
7
6

2
4
7
,
9
8
9

7
9
9

2
4
9
,
9
9
4

8
5
6

2
6
1
,
1
0
8

1
,
0
4
4

2
7
5
,
8
6
9

引
継

効
果

額
②

1
8
8

5
8
,
6
7
3

1
8
2

5
8
,
6
0
5

1
9
0

5
6
,
4
2
9

2
2
8

7
0
,
2
2
5

2
7
0

6
6
,
9
8
5

予
告

効
果

 
 

②
／

①
2
2
.
 
7
%

 
 
2
1
.
 
6
%
 
2
3
.
 
5
%

2
3
.
6
%
 
2
3
.
 
8
%

2
2
.
 
6
%

2
6
.
6
%

2
6
.
9
%

2
5
.
9
%

2
4
.
3
%

引
継

ぎ
実

績
③

6
3
9

2
1
3
,
5
0
5

5
9
4

1
8
9
,
3
8
4

6
0
9

1
9
3
,
5
6
5

6
2
8

1
9
0
,
8
8
3

7
7
4

2
0
8
,
8
8
4

徴
収

実
績

④
4
0
7

1
5
2
,
9
4
6

3
3
7

1
3
1
,
8
1
8

3
5
4

1
2
8
,
5
7
2

3
9
2

1
4
4
,
3
0
3

5
0
2

1
5
2
,
1
4
4

徴
収

率
等

 
④

／
③

6
3
.
 
7
%

7
1
.
 
6
%
 
5
6
.
 
7
%

6
9
.
6
%
 
5
8
.
 
1
%

 
 
6
6
.
 
4
%

6
2
.
4
%

7
5
.
6
%

6
4
.
9
%

7
2
.
8
%

(
2
2
団

体
）

(
2
0
団

体
）

区
　

分
 
 

2
0
2
1
年

度
 

2
0
2
0
年

度
 

2
0
1
9
年

度
2
0
1
8
年

度
 

2
0
1
7
年

度

 
 
(
2
0
団

体
）

(
1
8
団

体
）

 
(
1
8
団

体
）

 
  

 
県

か
ら

提
出

さ
れ
た

資
料

に
よ

れ
ば

、
毎

年
１
８

か
ら

２
２

団
体

の
同

意
を

得
て
、

県
が

直
接

徴

収
を

実
施

し
て

お
り

、
市
町

村
か

ら
滞

納
者

へ
の

徴
収

引
継

予
告

書
に

よ
る

引
継

の
予

告
だ

け
で

滞

納
額

の
２

５
％

前
後

の
債
権

に
つ

い
て

効
果

（
完

納
・

分
納

・
納

付
制

約
等

）
が

あ
っ

た
。
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際

に
市
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件
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２
０

１
７

年
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に
お

い
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６
３

９
件
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２

０
１

８

年
度

に
お

い
て

５
９

４
件
、

２
０

１
９

年
度

に
お

い
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６
０

９
件
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２

０
２

０
年

度
に

お
い
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６

２

８
件
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２

０
２
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年
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に
お

い
て

７
７

４
件
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あ

っ
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。
件

数
で

み
る

と
、

い
ず

れ
の

年
度
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市

町

村
か
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引

き
継

い
だ

徴
収
困

難
案

件
の

半
数

以
上

に
つ

い
て

直
接

徴
収

の
効

果
が

得
ら

れ
て

い
る

。

ま
た
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引

継
案

件
の

徴
収
率

（
徴

収
金

額
ベ

ー
ス

）
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２

０
１

７
年

度
に

お
い

て
７

１
．

６
％
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２
０

１
８

年
度

に
お

い
て
６

９
．

６
％

、
２

０
１

９
年

度
に

お
い

て
６

６
．

４
％
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２

０
２

０
年

度

に
お

い
て

７
５

．
６

％
、
２

０
２

１
年

度
に

お
い

て
７

２
．

８
％

で
あ

り
、

か
な

り
の

実
績

を
上

げ

て
い

る
。
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に
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０

１
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か
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２
０

２
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方
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法
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４
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条
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特
例

実
施

に
係
る

市
町

村
別

の
引

受
額

及
び

徴
収

状
況
等

は
、【

図
表

３
－

２
２

】

か
ら

【
図

表
３

－
３

０
】

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

資
料

に
よ

れ
ば

、
毎

年
度

、
県

の
直

接
徴

収
を

希
望

し
て

徴
収

実
績

を
上

げ
て

い
る

市
町

村
も
あ

れ
ば

、
そ

う
で

な
い

市
町

村
も

あ
る

。
徴
収

に
つ

い
て

は
、
市

町
村

ご
と
に

徴
収

計
画

、
徴

収
実

績
、

取
組

の
方

針
が

異
な

る
も
の

で
あ

る
た

め
、

必
ず

し
も

困
難

案
件

の
県

へ
の

引
継

が
必

要
と

は
い

え

な
い

が
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市
町

村
に

と
っ
て

は
、

引
き

継
い

だ
案

件
の

う
ち

半
数

以
上

の
徴

収
困

難
案

件
の

解
消

が

見
込

ま
れ

る
と

と
も

に
、
職

員
の

研
鑽

の
機

会
と

も
な

る
の

で
、

直
接

徴
収

の
取

組
は

有
用

と
評

価

で
き

る
。
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Ⅰ部分  （単 位：円）

税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数区  分税  額件数

引継予告13,536,2005417,099,1376315,467,3934710,003,8713219,642,7945511,819,900107引継予告275,868,7461,044

予告効果4,336,787178,488,779334,031,263172,310,30095,336,028143,501,40031予告効果66,985,188270

最終引受額9,199,413378,610,3583011,436,130307,693,5712314,306,766418,318,50076最終引受額208,883,558774

徴収額6,741,813236,118,097219,493,930204,127,701912,733,950315,939,70454徴収額152,143,575502

徴収率73.3%62.2%71.1%70.0%83.0%66.7%53.7%39.1%89.0%75.6%71.4%71.1%徴収率72.8%64.9%

Ⅱ部分

税    額件数税    額件数税    額件数

引継予告6,333,636414,631,388198,919,64531

予告効果1,790,300102,594,73871,461,2008

最終引受額4,543,336312,036,650127,458,44523

徴収額3,300,063221,608,45084,366,24513

徴収率72.6%71.0%79.0%66.7%58.5%56.5%
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税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数

引継予告17,250,765508,302,7592819,909,3007911,739,2795213,167,6005329,905,728755,334,15032

予告効果3,540,00084,978,928142,665,000102,936,546152,531,000123,009,70071,829,7009

最終引受額13,710,765423,323,8311417,244,300698,802,7333710,636,6004126,896,028683,504,45023

徴収額10,576,062242,184,956611,061,400386,833,592309,009,3773119,951,710462,017,75011

徴収率77.1%57.1%65.7%42.9%64.1%55.1%77.6%81.1%84.7%75.6%74.2%67.6%57.6%47.8%

Ⅳ部分

税    額件数税    額件数税    額件数税    額件数

引継予告11,212,6403519,795,9297813,740,4753218,056,15781

予告効果3,333,28374,906,436231,298,30062,105,50013

最終引受額7,879,3572814,889,4935512,442,1752615,950,65768

徴収額5,402,3061510,277,5253710,227,8441810,171,10045

徴収率68.6%53.6%69.0%67.3%82.2%69.2%63.8%66.2%
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⑵
 

引
継

と
徴

収
の

具
体

的
手

続
 

 
ア

 
意

向
調

査
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
及

び
県

か
ら

提
出

さ
れ

た
資

料
に

よ
れ

ば
、

財
源

確
保

の
た

め
の

取
組

に
あ

た
っ

て
は

、
前

年
度
に

税
務

課
徴
収

グ
ル
ー

プ
で
、
個
人

住
民
税

の
県
に

よ
る

直
接

徴
収

等
に

関
す

る
意

向
調

査
を

市
町

村
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト
形

式
で

行
っ

て
い

る
。
調
査

票
で

は
、
県

に
よ
る

直
接

徴
収
実

施
希

望
の

有
無

、
現

年
課

税
分

引
継

希
望
の

有
無

、
引

継
を

希
望

す
る
件

数
、
希
望

す
る

引
継

期
間

な
ど

の
回

答
を

求
め

て
い

る
。
ま

た
、
職

員
交

流
制

度
に

つ
い

て
も

実
施
希

望
の

有
無

、
希

望
す
る

派
遣

先
、

希
望

す
る

派
遣

期
間

な
ど
の

回
答

を
求

め
て

い
る

。
 

 
イ

 
地

方
税

法
第

４
８

条
の

特
例

実
施
の

手
続

 
地

方
税
法

第
４

８
条

の
特

例
実

施
の

事
務
手

続
は

次
の
【
図

表
３
－

３
１
】
の
と

お
り
で

あ
る
。

 
 

 
【

図
表

３
－

３
１

】
地

方
税

法
第

４
８
条

の
特

例
実

施
の

事
務
手

続
 

 
 

県
と

市
町

村
が

同
意

書
の

交
換

を
し

た
後
、
一

定
の

要
件
で

絞
り
込

ん
だ

滞
納

者
名

簿
（

最
初

名

簿
）

を
元

に
、

県
と

市
町

村
で

協
議
し

て
引

継
案

件
を

選
定

す
る

。
 

最
初

名
簿

の
件

数
は
、
意
向

調
査

の
引

継
希

望
件

数
枠

に
お

け
る
最

大
値

の
１

．
５

～
２

倍
く
ら

い
で

あ
り
、
最
初

名
簿

の
選
択

件
数
が

少
な

い
場

合
、
県
に

よ
る
選

定
の

結
果

や
引

継
予

告
書

の
送

付
前

に
完

納
と

な
る

等
の

事
情

に
よ

り
件

数
が

減
少

し
た

場
合

は
、

追
加

選
択

を
依

頼
す

る
こ

と

が
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
。

 

                   市

     

町

     

村 

①
同

意
書
の

交
換
 

②
滞
納
者
名
簿
（
最
初
名
簿
）

の
提
出

 
名 古 屋 東 部 県 税 （ 特 別 滞 納 整 理 室 ） 

③
引
継
案
件
の
選
定
協
議
 

⑤
引
継
(
引
受
)
書
の
交
換
 

 
滞

納
者

 

④
引
継
予
告
書
 

⑨
引

受
通
知

書
 

⑥
引

受
通

知
書

 

 ⑦
滞

納
整
理

 

税 務 課 

⑧
引
継
案
件
の
返
還
 

８
６

 
 

引
継

案
件

の
選

定
基

準
は

個
人

の
県

民
税

及
び

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

及
び

滞
納

処
分

の
特

例
実

施
要

綱
第

３
条

に
規

定
が

あ
り
、
市

町
村

か
ら

個
人

県
民

税
滞

納
報

告
書
（

県
税

規
則

第
３

４

号
様

式
の

３
）

に
よ

り
滞

納
に

関
す

る
報

告
が

あ
っ

た
徴

収
金

か
ら

一
定

の
基

準
に

し
た

が
っ

て

選
定

さ
れ

て
い

る
。

 
特

例
に
よ

り
徴

収
の

引
継

を
受

け
る

の
は
、
名

古
屋

東
部
県

税
事
務

所
長

で
あ

る
（

同
要

綱
第
６

条
）
。

 
意

向
調

査
で

現
年

課
税

分
の

引
継

ぎ
を

希
望

し
た

市
町

村
に

つ
い

て
は

、
引

継
案

件
の

滞
納

者

に
係

る
現

年
度

課
税

分
の

未
納

徴
収
金

を
、
次

の
と

お
り
過

年
度
課

税
分

と
併

せ
て

引
継

ぎ
す

る
。 

引
継

期
間

は
、

原
則

と
し

て
毎

年
７

月
１

日
か

ら
翌

年
２

月
末

日
ま

で
の

間
で

県
と

市
町

村
で

同
意

し
た

期
間

で
あ

る
（

個
人

の
県

民
税

及
び

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

及
び

滞
納

処
分

の
特

例

実
施

要
綱

第
４

条
１

項
）
。

 
引

継
期
間

中
に

充
当
、
減
額

、
取

消
等
で

引
継

し
た

滞
納

額
に

変
更

が
あ
っ

た
場

合
な

ど
に

は
、

市
町

村
は

そ
の

経
緯

、
結

果
を

速
や
か

に
特

別
滞

納
整

理
室

へ
連

絡
す
る

。
県

か
ら

提
出

さ
れ

た
資

料
に

よ
れ

ば
、

こ
の

連
絡

を
失

念
し
て

い
る

市
町

村
が

散
見

さ
れ

る
と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
２

０
１
７

年
度

か
ら

２
０

２
０

年
度

ま
で
は

、
時

期
を
前

半
と

後
半

に
分

け
て

行
っ

て
い

た
が
、

２
０

２
１

年
度

か
ら

は
、
４

期
に

分
け

て
実

施
し

て
い

る
。
な

お
、
２

０
２

１
年

度
の

Ⅰ
部

分
は
７

月
か

ら
１

２
月

ま
で

、
Ⅱ

部
分

は
８

月
か
ら

１
月

ま
で

、
Ⅲ

部
分

は
９
月

か
ら

２
月

ま
で

、
Ⅳ

部
分

は
１

０
月

か
ら

２
月

ま
で

と
の

こ
と
で

あ
る

。
 

２
０

２
１

年
度

に
お

け
る

実
施

ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
は

次
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
 

①
 

愛
知

県
知

事
と

市
町

村
長

が
同

意
書
を

交
換

（
徴
収

金
の

振
込

方
法

及
び

振
込

先
を

指
定
）

（
４

月
）

 
②

 
市

町
村

記
入

用
フ

ァ
イ

ル
に

よ
り

意
向

調
査

の
引

継
希

望
件

数
枠

に
お

け
る

最
大

値
の

１
．

５
～

２
倍

の
件

数
を

提
出

（
例

 意
向

調
査

に
お

け
る

引
継

ぎ
希

望
件

数
枠

が
３

１
～

５
０

 
件

の
場
合

、
最

初
名
簿

の
選
択

件
数
は

７
５

～
１

０
０

件
）（

Ⅰ
部

・
Ⅱ

部
４

月
、

Ⅲ
部
・

Ⅳ

部
５

月
）

 
③

 
執
行

機
関

で
あ

る
名

古
屋

東
部

県
税
事

務
所

長
（

特
別

滞
納

整
理
室
（
以

下
「
特

整
室

」
と

い
う

））
と
引

継
案

件
の

選
定

協
議

（
４

～
６

月
）

 
④

 
引
継

対
象

と
な

っ
た

滞
納

者
に

対
し
て

市
町

村
か

ら
引

継
予
告

書
を

送
達
（

Ⅰ
部

６
月
、
Ⅱ

部
７

月
、

Ⅲ
部

８
月

、
Ⅳ

部
９

月
）

 
⑤

 
④
に

よ
り

引
継

予
告

を
し

た
に

も
か
か

わ
ら

ず
、
期
限

ま
で
に

納
税
（

又
は

納
税
相

談
等
）

に
応

じ
な

か
っ

た
滞

納
者

に
つ

い
て

、
名

古
屋

東
部

県
税
事

務
所
長

に
徴

収
権

を
引

継
（

Ⅰ
部

７
月

、
Ⅱ

部
８

月
、

Ⅲ
部

９
月

、
Ⅳ

部
１

０
月
）

 
⑥

 
特
整

室
が
、
引

継
ぎ
を

受
け

た
滞

納
者

に
対

し
て

引
受

通
知
書

を
送

達
し

、
滞
納
整

理
に
着

手
（

Ⅰ
部

７
月

、
Ⅱ

部
８

月
、

Ⅲ
部

９
月

、
Ⅳ
部

１
０

月
）

 
⑦

 
特
整

室
が
、

滞
納

者
か
ら

個
人
住

民
税

を
直

接
徴

収
（

Ⅰ
部

７
～

１
２

 月
、

Ⅱ
部

８
～

１

月
、

Ⅲ
部

 ９
～

２
月
、

Ⅳ
部

１
０

～
２

月
）
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⑧
 

引
継

期
間

満
了
（

完
納

）
後

、
引

継
ぎ

を
受

け
た

案
件

を
返
還
（

Ⅰ
部
１

月
、
Ⅱ
部

２
月
、

Ⅲ
部

・
Ⅳ

部
３

月
、

随
時

）
 

⑨
 

滞
納

者
に

対
し

て
市

町
村

か
ら

引
受
通

知
書
（
返

還
用

）
を

送
達
（
Ⅰ

部
１

月
、
Ⅱ
部

２
月

、

Ⅲ
部

・
Ⅳ

部
３

月
、

随
時

）
 

名
古

屋
東

部
県

税
事

務
所

長
が

徴
収

し
た

徴
収

金
は

、
県

が
そ

の
全

額
を

翌
月

の
１

０
日

ま
で

に
該

当
市

町
村

へ
払

い
込

む
。

市
町

村
は

市
町

村
民

税
に

係
る

徴
収

金
と

県
民

税
に

係
る

徴
収

金

に
あ

ん
分

し
て

、
県

民
税

に
係

る
徴

収
金

を
名

古
屋

東
部

県
税

事
務

所
長

か
ら

払
い

込
み

の
あ

っ

た
月

の
翌

月
１

０
日

ま
で

に
県

に
払
い

込
む

。
 

ウ
 

職
員

の
交

流
派

遣
 

県
は
、
特
例

実
施

に
よ

る
引

継
案

件
の

滞
納

整
理

の
ほ

か
、
２
０

０
２

年
度

か
ら

税
務
職

員
の
交

流
人

事
を

行
っ

て
い

る
。
県
・
市

町
村
税

務
職

員
交

流
要

綱
に

従
い

、
県

知
事

と
市
町

村
長

が
協
定

書
を

締
結

し
て

当
該

市
町

村
の

税
務
職

員
を

県
が

受
け

入
れ

、
ま

た
は

、
県

の
職

員
が

市
町

村
へ
派

遣
さ

れ
る

な
ど

し
て

、
滞

納
整

理
を

特
別

滞
納

整
理

室
等

に
お

い
て

Ｏ
Ｊ

Ｔ
で

行
っ

て
い

る
と

の

こ
と

で
あ

る
。
な
お

、
こ

の
特
別

滞
納
整

理
室

に
配

属
さ

れ
て

い
る

職
員
は

皆
、
県
税

の
賦

課
徴
収

経
験

の
豊

富
な

者
で

あ
る

と
の

こ
と
で

あ
り
、
個

人
県
民

税
対

策
に

携
わ

っ
て

い
る

職
員

数
は
、
２

０
２

２
年

度
に

お
い

て
は

、
正

規
職

員
が

７
名

、
再

任
用
（
短

時
間

）
職

員
が

５
名

と
な

っ
て

い
る

。
 

市
町

村
へ

派
遣

さ
れ

た
県

職
員

は
、
徴

収
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（
目

標
管
理
・
事

案
管

理
・
行
動

管
理

）

に
よ

る
滞

納
整

理
の

促
進
、
市

町
村
税

務
職

員
の

徴
収

技
術

の
向

上
等
を

支
援

す
る
。
具

体
的

に
は
、

次
の

業
務

で
あ

る
。

 
①

 
年
度

当
初

(４
月

～
６

月
)に

市
町

村
職
員

に
対

す
る

納
税

折
衝
に

係
る

研
修

 
②

 
個
別

滞
納

案
件

の
滞

納
整

理
方

針
の
助

言
及

び
事

後
フ

ォ
ロ
ー

 
③

 
派
遣

先
市

町
村

に
お

け
る

研
修

の
実
施

（
近

隣
市

町
村

と
の
共

同
実

施
も

あ
り

）
 

④
 

捜
索

・
公

売
等

困
難

案
件

の
個

別
支
援

 
ま

た
、
県
へ

派
遣

さ
れ

た
市

町
村

職
員

の
う

ち
、
第

４
８

条
の

直
接

徴
収

を
希

望
す

る
市

町
村
は

、

原
則

、
名

古
屋
東

部
県

税
事
務

所
特
別

滞
納

整
理

室
に

お
い

て
実

務
研
修

と
し

て
、
個

人
住

民
税

の

滞
納

整
理

を
行

い
、
第
４

８
条

の
直

接
徴
収

を
希

望
し

な
い

市
町
村

は
、
原

則
、
管
轄

県
税

事
務
所

で
実

務
研

修
と

し
て

、
県

税
の

滞
納
整

理
を

行
っ

て
い

る
。

 
そ

の
実
績

は
、
【
図

表
３

－
３
２

】
～

【
図

表
３

－
３

６
】
の

と
お
り

で
あ

る
。

な
お
、

２
０

１

１
年

度
か

ら
２

０
１

９
年

度
ま

で
は

、
地

方
税

滞
納

整
理

機
構

の
設

置
な

ど
に

よ
る

市
町

村
税

の

徴
収

支
援

を
行

っ
て

い
た

た
め

、
派

遣
先

が
県

で
は

な
く
同

機
構
と

な
っ

て
い

る
自

治
体

も
多

い
。 

２
０

２
０

年
度

以
降

、
同

機
構

で
徴

収
し

て
い

た
よ

う
な

市
町

村
の

み
で

未
収

の
解

消
が

難
し

い
案

件
は
、
県
の

徴
収

支
援
を

受
け
て

徴
収

を
進

め
る

こ
と

が
予

定
さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
が
、
２

０
２

０
年

度
以

降
に

県
の

徴
収

支
援
策

を
受

け
て

い
な

い
自

治
体

も
複
数

あ
る

。
 

さ
ら

に
、

２
０

１
８

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

一
度

も
徴

収
支

援
を

受
け

て
い

な
い

自
治

体
が

複
数

あ
る

。
 

８
８

 
 

徴
収

に
つ

い
て

は
、
自

治
体
ご

と
に
徴

収
計

画
、
徴

収
実
績

、
取
組

の
方

針
が

異
な

る
も

の
で
あ

る
た

め
、
必

ず
し

も
困

難
案
件

に
つ
き

県
と

の
連

携
が

必
須

と
は

い
え
な

い
が
、
自
治

体
に

と
っ

て

は
、
徴
収

困
難

案
件

の
解

消
が

見
込

ま
れ
る

と
と

も
に

、
職

員
の

研
鑽
の

機
会

と
も

な
る

の
で
、
前

述
の

直
接

徴
収

の
み

な
ら

ず
、

交
流
制

度
の

取
組

は
有

用
と

評
価

で
き
る

。
 

 【
図

表
３

－
３

２
】

県
に

よ
る

市
町
村

税
の

徴
収

支
援

先
（

団
体

数
）

 
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

1
8

1
8

2
2

2
0

県
職

員
の

市
町

村
へ

の
派

遣
0

0
2
8

3
3

市
町

村
職

員
の

県
へ

の
受

入
れ

1
1

7
7

県
市

町
村

税
務

職
員

交
流

制
度

地
方

税
法

第
4
8
条

に
よ

る
県

の
直

接
徴

収

年
度
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【
図

表
３

－
３

３
】

県
に

よ
る

市
町

村
税
の

徴
収

支
援

先
（

２
０
１

８
年

度
）

前
半

(
7月

～
1
2月

）
後

半
(
9月

～
2月

）
A

○
○

○
×

B
○

×
×

C
○

○
○

×
D

○
○

○
×

E
×

○
○

×
F

○
○

○
×

G
○

×
×

H
○

×
×

I
○

×
×

J
○

×
．

×
K

×
○

○
×

L
○

×
×

M
×

○
○

×
N

○
×

×
O

○
×

×
P

○
×

×
Q

○
×

×
R

○
○

○
×

S
○

×
×

T
×

×
×

U
×

×
×

V
○

×
×

W
○

×
×

X
○

○
○

×
Y

○
○

○
×

Z
○

×
×

AA
○

×
×

AB
○

×
×

AC
○

×
×

AD
○

×
×

AE
○

×
×

AF
○

×
×

AG
○

×
×

AH
○

×
×

AI
○

×
×

AJ
×

○
○

×
AK

○
×

×
AL

×
○

○
×

AM
○

×
×

AN
○

○
○

×
AO

○
○

○
×

AP
○

×
×

AQ
○

○
○

×
AR

○
×

×
AS

×
○

○
×

AT
－

×
×

AU
－

○
○

×
AV

－
○

○
×

AW
－

×
×

AX
－

×
○

AY
－

×
×

AZ
－

×
×

BA
－

×
×

BB
○

－
－

市
町
村

県
へ
の

派
遣

引
継
希

望
時
期

及
び

件
数

機
構

48
条
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３
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県
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よ
る

市
町
村

税
の

徴
収

支
援

先
（

２
０

１
９

年
度
）

前
半

(
7
月

～
1
2
月
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後
半

(
9
月

～
2
月
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○
○

○
×

B
○

×
×

C
○

○
○

×
D

○
○
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×

E
×

○
○
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F

○
○
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G
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○
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○

×
×

J
○

×
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○
○
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○
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○
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×
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○
○
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×

S
○
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T
×

×
×

U
×
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×

V
○

×
×

W
○
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X
○

○
○

×
Y

○
○

○
×

Z
○

×
×

A
A

○
×

×
A
B

○
×

×
A
C

○
×

×
A
D

○
×

×
A
E

○
×

×
A
F

○
×

×
A
G

○
×

×
A
H

○
×

×
A
I

○
×

×
A
J

×
○

○
×

A
K

○
×

×
A
L

×
○

○
×

A
M

○
×

×
A
N

○
○

○
×

A
O

○
○

○
×

A
P

○
×

×
A
Q

○
○

○
×

A
R

○
×

×
A
S

×
○

○
×

A
T

－
×

×
A
U

－
○

○
×

A
V

－
○

○
×

A
W

－
×

×
A
X

－
×

×
A
Y

－
×

×
A
Z

－
×

×
B
A

－
×

×
B
B

○
－

－

県
へ

の

派
遣

引
継

希
望

時
期
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件
数

機
構

4
8
条

市
町

村
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 【

図
表

３
－

３
５
】

県
に

よ
る

市
町
村

税
の

徴
収

支
援

先
（

２
０

２
０

年
度
）

個
人

住
民

税
の

県
に

よ
る

直
接

徴
収

県
・

市
町

村
税

務
職

員
交

流
制

度

（
地

方
税

法
第

4
8
条

）
（

県
職

員
の

市
町

村
へ

の
派

遣
）

派
遣

元
（

市
町

村
職

員
の

県
へ

の
派

遣
）

派
遣

先
派

遣
期

間

A
9
月

～
2
月

特
整

室
－

－

B
－

－
－

－

C
7
月

～
1
2
月

特
整

室
－

－

D
9
月

～
2
月

特
整

室
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

E
7
月

～
1
2
月

－
－

－

F
7
月

～
1
2
月

特
整

室
特

整
室

7
月

～
9
月

G
9
月

～
2
月

特
整

室
－

－

H
9
月

～
2
月

－
－

－

I
7
月

～
1
2
月

特
整

室
特

整
室

7
月

～
9
月

J
7
月

～
1
2
月

特
整

室
－

－

K
9
月

～
2
月

－
－

－

L
－

－
－

－

M
－

○
－

－

N
－

－
－

－

O
－

○
－

－

P
－

－
－

－

Q
－

－
－

－

R
9
月

～
2
月

特
整

室
－

－

S
－

－
－

－

T
－

－
－

－

U
－

○
－

－

V
－

○
－

－

W
－

○
－

－

X
9
月

～
2
月

○
－

－

Y
9
月

～
2
月

○
－

－

Z
－

○
－

－

A
A

－
○

－
－

A
B

－
○

－
－

A
C

－
○

－
－

A
D

－
○

－
－

A
E

－
○

－
－

A
F

－
－

－
－

A
G

－
○

－
－

A
H

－
－

－
－

A
I

9
月

～
2
月

特
整

室
－

－

A
J

7
月

～
1
2
月

－
－

－

A
K

－
－

－
－

A
L

－
－

－
－

A
M

－
－

－
－

A
N

9
月

～
2
月

－
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

A
O

9
月

～
2
月

－
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

A
P

－
○

－
－

A
Q

7
月

～
1
2
月

特
整

室
－

－

A
R

7
月

～
1
2
月

特
整

室
特

整
室

7
月

～
9
月

A
S

7
月

～
1
2
月

特
整

室
特

整
室

7
月

～
9
月

A
T

－
－

－
－

A
U

7
月

～
1
2
月

－
－

－

A
V

7
月

～
1
2
月

特
整

室
－

－

A
W

－
－

－
－

A
X

－
－

－
－

A
Y

－
－

－
－

A
Z

－
－

－
－

B
A

－
－

－
－

B
C

－
－

－
－

市
町

村
等

県
市

町
村

税
務

職
員

交
流

制
度
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図
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３
－

３
６
】

県
に

よ
る

市
町
村

税
の

徴
収

支
援

先
（

２
０

２
１

年
度
）

１
　

個
人

住
民

税
の

県
に

よ
る

直
接

徴
収

２
　

県
・

市
町

村
税

務
職

員
交

流
制

度
３

　
県

・
市

町
村

税
務

職
員

交
流

制
度

（
地

方
税

法
第

4
8
条

）
（

市
町

村
職

員
の

県
へ

の
派

遣
）

（
市

町
村

職
員

の
県

へ
の

派
遣

）
派

遣
先

派
遣

期
間

（
県

職
員

の
市

町
村

へ
の

派
遣

）

A
③

 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
○

B
―

―
―

C
①

　
 
 
7
月

～
1
2
月

―
○

D
④

　
1
0
月

～
 
 
2
月

○
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

○

E
―

―
―

F
④

　
1
0
月

～
 
 
2
月

○
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

○

G
②

　
 
 
8
月

～
 
 
1
月

―
○

H
―

―
―

I
①

　
 
 
7
月

～
1
2
月

○
特

整
室

7
月

～
9
月

○

J
②

　
 
 
8
月

～
 
 
1
月

―
○

K
③

 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
―

L
―

―
―

M
―

―
○

N
③

 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
―

O
―

―
○

P
―

―
―

Q
―

―
○

R
③

 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
―

S
―

―
―

T
―

―
―

U
―

―
○

V
―

―
○

W
―

―
○

X
③

 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
○

Y
②

　
 
 
8
月

～
 
 
1
月

―
○

Z
―

―
○

A
A

―
―

○

A
B

―
―

○

A
C

―
―

○

A
D

―
―

○

A
E

―
―

○

A
F

④
　

1
0
月

～
 
 
2
月

○
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

―

A
G

―
―

○

A
H

―
―

○

A
I

―
―

○

A
J

①
　

 
 
7
月

～
1
2
月

―
―

A
K

―
―

―

A
L

―
―

―

A
M

―
―

○

A
N

③
 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
○

A
O

―
―

○

A
P

―
―

○

A
Q

③
 
　

 
9
月

～
 
 
2
月

―
○

A
R

①
　

 
 
7
月

～
1
2
月

○
特

整
室
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月

～
9
月

○

A
S

④
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0
月

～
 
 
2
月

○
特

整
室

1
0
月

～
1
2
月

○

A
T

―
―

―

A
U

①
　

 
 
7
月

～
1
2
月

―
―

A
V

①
　

 
 
7
月

～
1
2
月

―
○

A
W
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―

―

A
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○

○
7
月

～
9
月

―

A
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○

A
Z

―
―

―
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A

―
―

―

市
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税
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職
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研

修
 

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
県

税
の
徴

収
事

務
に

つ
い

て
は

、
徴

収
事

務
取
扱

要
領

、
徴
収

事
務
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
を

定
め

て
い

る
。
こ
れ

ら
の
ほ

か
、
税

の
所
属

に
配

属
に

な
っ

た
職
員

は
、
初

任
者

向
け

の
研

修

を
受

け
、
そ
の

際
の

テ
キ

ス
ト

も
マ
ニ

ュ
ア

ル
と

し
て

利
用

し
て

い
る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
ま
た

、
実
際

の
業

務
は

基
本

的
に

グ
ル

ー
プ

で
進

め
て

い
く

た
め

、
先

輩
職

員
と

一
緒

に
行

う
中

で
Ｏ

Ｊ
Ｔ

に
よ

る

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

が
な

さ
れ

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

る
。

 
そ

れ
だ

け
で
は

な
く
、
経

験
年

数
に

応
じ

た
研
修

を
実

施
し

、
職

員
の

能
力

向
上

に
努

め
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

り
、
研

修
実
績

は
【

図
表

３
－

３
７
】
の

と
お
り

で
あ
る

。
県

職
員

へ
の

研
修

の
み

な
ら

ず
、

市
町

村
課

等
が

主
催

す
る

市
町

村
職

員
向

け
の

徴
収

に
関

す
る

研
修

も
毎

年
実

施
さ

れ
て

い
る

と
の

こ

と
で

あ
る

。

９
４

 
 

【
図

表
３

－
３

７
】

２
０

２
１

年
度

 
徴
収

研
修

実
績

一
覧

 

 

主催団体研修名会場研修内容受講対象者受講者数

4月22日地方税法 総則44名

4月23日滞納処分44名

第1部：窓口収納金の取扱について
     窓口収納事務について第1部：徴収窓口収納事務新規担当者36名

第2部：納税証明事務について第2部：納税証明事務新規担当者36名

徴収事務新規担当者研修会（中期）
6月11日
6月18日

名古屋南部県税事務所
自動車税の滞納整理
財産調査
納税折衝

徴収事務新規担当者
※コロナウイルス感染症対策のため、当初予定より開催を1ヶ
月程度延長。また、会場の収容人数を考慮し、２日間に分け
て同内容の研修を実施。

43名
（21名、22名）

徴収実務研修会
（外部研修のフィードバック）10月27日Web会議形式

（税務課会議室から配信）

東京税務セミナーフィードバック
事例検討コース
財産調査コース
公売（基礎）コース

徴収事務２年目以上の担当者で希望する者27名

市町村税徴収事務新規担当者研修会5月26日Web会議形式
（市町村課会議室から配信）

地方税法 総則
滞納処分

市町村徴収事務新規職員

市町村税徴収実務研修会11月16日Web会議形式
（市町村課会議室から配信）

納税折衝
倒産情報等への対応
財産調査
事例研究等

市町村の徴収事務担当者52名

公益財団法人
愛知県市町村振興協会
研修センター

市町村職員地方税研修（徴収）12月9日自治研修所大教室
市町村徴収支援について
事例研究
事例発表及び事例研究

市町村の徴収事務担当者47名

課税事務の基礎知識
東京税務セミナーフィードバック
（基礎コース）
事例研究
企業通知・官報への対応

徴収事務新規担当者

県税務課

県市町村課

開催日

徴収事務新規担当者研修会自治研修所視聴覚室徴収事務新規担当者

徴収窓口収納・納税証明新規研修4月21日午後自治研修所視聴覚室

43名 徴収事務新規担当者研修会（後期）10月15日Web会議形式
（税務課会議室から配信）
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ま

た
、
県

の
H

P 
（

ht
tp

s:/
/w

w
w.

pr
ef

.a
ic

hi
.jp

/ji
nj

i/s
yo

ku
in

/tr
ea

tm
en

t/i
ku

se
i.h

tm
l）

に
よ

れ
ば

、
県

に
は
、
人
事

制
度
・
人

材
育

成
施
策

の
一

つ
に

、
多

様
な
職

務
経

験
を

通
じ

て
幅

広
い
視

野
や

知
識

を
身

に
付

け
る

と
と

も
に

、
各

職
員

の
適

性
を

見
い
だ

す
た

め
、
若
手

職
員

を
対
象

と
し
た

ジ
ョ

ブ

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
が

あ
る

。
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
ジ
ョ

ブ
ロ

ー
テ

ー
シ
ョ

ン
の

考
え

方
に
従

い
、
７

年
で

３
つ

の
部

署
を

経
験

す
る

こ
と

が
原
則

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
よ

う
な

中
に

お
い

て
も
、
税
の

担
当

者
は

専
門

性
確

保
の

た
め

、
前

述
の
と

お
り

組
織

的
に

研
修

等
の

人
材

育
成
を

行
う

こ
と

に
よ
り

、
債
権

管
理

回
収

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

身
に

つ
い

て
い
く

と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
５

 
徴

収
の

緩
和
制

度
 

 
 

納
税

者
又

は
特

別
徴

収
義

務
者
（
以

下
「

納
税

者
等

」
と

い
う
）
の

個
別

具
体
的

な
事

情
に

応
じ

て
地

方
団

体
の

徴
収

金
の

徴
収

を
緩

和
す

る
目
的

で
と

ら
れ

る
措

置
に
つ

い
て
、
地
方

税
法

上
は
、
徴
収

猶
予
、

職
権

に
よ

る
換

価
の

猶
予

、
申

請
に
よ

る
換

価
の

猶
予

、
及

び
滞

納
処
分

の
執

行
停

止
の

制
度
を

定
め

て

い
る

。
以

下
こ

れ
ら

を
総

称
し

て
「

徴
収
緩

和
制

度
」

と
い

う
。

 
⑴

 
徴
収

猶
予

 
 

 
一

定
の

事
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

、
納

税
者

等
か

ら
の

申
請

に
基

づ
い

て
行

う
徴

収
緩

和
制

度
で

あ
る

。
 

 
 

納
税

者
等

が
、
次
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

、
そ

の
事

実
に

よ
り
徴

収
金

を
一

時
納
付
・
納
入

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は
、
納
付
・
納

入
で

き
な

い
金

額
を

限
度

と
し

て
、
そ

の

も
の

の
申

請
に

基
づ

き
１

年
以

内
の

期
間

に
限

り
（

や
む

を
得

な
い

理
由

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
す

で
に

猶
予

し
た

期
間

と
あ
わ

せ
て

２
年

以
内

）
徴

収
猶
予

す
る

こ
と

が
で

き
る
（

同
法

第
１

５
条

第
１

項
、

第
４

項
）
。

 
地

方
税

法
第

１
５

条
第
１

項
 

一
 
納

税
者

又
は

特
別
徴

収
義

務
者

が
そ

の
財
産

に
つ

き
、
震

災
、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

の
災

害
を
受

け
、

又
は

盗
難
に

か
か

っ
た

と
き

。
 

二
 

納
税

者
若

し
く

は
特

別
徴

収
義

務
者

又
は

こ
れ

ら
の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
親

族
が

病
気

に
か

か

り
、

又
は

負
傷
し

た
と

き
。

 

三
 
納

税
者

又
は

特
別
徴

収
義

務
者

が
そ

の
事
業

を
廃

止
し

、
又

は
休
止

し
た

と
き

。
 

四
 
納

税
者

又
は

特
別
徴

収
義

務
者

が
そ

の
事
業

に
つ

き
著

し
い

損
失
を

受
け

た
と

き
。

 

五
 
前

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
事

実
に
類

す
る

事
実

が
あ

っ
た
と

き
。

 

⑵
 

職
権

に
よ

る
換

価
の

猶
予

 
 

 
滞

納
者

が
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
者

が
当

該
地

方
団

体
に

係
る

地
方

団
体

の
徴

収
金

の
納

付
又

は
納

入
に

つ
い

て
誠

実
な

意
思

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、
そ

の
納
付

し
、
又

は
納

入
す
べ

き
地

方
団

体
の

徴
収

金
に

つ
い
て

、
職

権
で

滞
納

処
分

に
よ

る
財

産
の

換
価

を
猶

予
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
た

だ
し

、
そ

の
猶

予
の

期
間

は
、
１
年

を
超

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
（

同
法

第
１

５
条

の
５
第

１
項

）
。

 

地
方
税

法
第

１
５

条
の
５

第
１

項
 

一
 

そ
の

財
産

の
換

価
を

直
ち

に
す

る
こ

と
に

よ
り

そ
の

事
業

の
継

続
又

は
そ

の
生

活
の

維
持

を
困

難

に
す

る
お

そ
れ
が

あ
る

と
き

。
 

二
 

そ
の

財
産

の
換

価
を

猶
予

す
る

こ
と

が
、

直
ち

に
そ

の
換

価
を

す
る

こ
と

に
比

し
て

、
滞

納
に

係

る
地

方
団

体
の

徴
収

金
及

び
最

近
に

お
い

て
納

付
し

、
又

は
納

入
す

べ
き

こ
と

と
な

る
他

の
地

方
団

体
の

徴
収

金
の
徴

収
上

有
利

で
あ

る
と
き

。
 

９
６

 
 

⑶
 

申
請

に
よ

る
換

価
の

猶
予

 
 

 
 

滞
納

者
が

当
該

地
方

団
体

に
係

る
地

方
団

体
の

徴
収

金
を

一
時

に
納

付
し

、
又

は
納

入
す

る
こ

と

に
よ

り
そ

の
事

業
の

継
続

又
は

そ
の

生
活

の
維

持
を

困
難

に
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

者
が

当
該

地
方

団
体

の
徴

収
金

の
納

付
又

は
納

入
に

つ
い

て
誠

実
な

意
思

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

地
方

団
体

の
徴

収
金

の
納

期
限

か
ら

当
該

地
方

団
体

の
条

例
で

定
め

る
期

間
内

に
さ

れ
た

そ
の

者
の
申

請
に

基
づ

き
、
一
年

以
内
の

期
間

を
限

り
、
そ
の

納
付

し
、
又

は
納

入
す

べ
き

地
方

団
体

の
徴

収
金
（
徴

収
の

猶
予

を
受

け
て

い
る

も
の

を
除

く
）
に

つ
き

滞
納

処
分

に
よ

る
財

産
の

換
価

を
猶

予
す

る
こ
と

が
で

き
る

（
同

法
第

１
５

条
の
６

第
１

項
）
。
 

 
 

す
な

わ
ち

、
滞

納
者

の
申

請
に

よ
る
換

価
の

猶
予

の
要

件
は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
①

 
納

税
に
つ

い
て

誠
実

な
意

思
を
有

す
る

こ
と

 
②

 
一

時
に

納
付

し
、

又
は

納
入

す
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
事

業
の

継
続

又
は

そ
の

生
活

の
維

持
を

困

難
に

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

 

③
 

他
の

徴
収

金
の

滞
納

が
な

い
こ
と

 
⑷

 
滞
納

処
分

の
執

行
停

止
 

 
 

滞
納

者
に

つ
き

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
事

実
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

滞
納

処
分

の
執

行

を
停

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

同
法
第

１
５

条
の

７
第

１
項

）
。

 

地
方
税

法
第

１
５

条
の

7
第

１
項

 
一

 
滞

納
処

分
を

す
る
こ

と
が

で
き

る
財

産
が
な

い
と

き
。

 
二

 
滞

納
処

分
を

す
る
こ

と
に

よ
っ

て
そ

の
生
活

を
著

し
く

窮
迫

さ
せ
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。
 

三
 
そ

の
所

在
及

び
滞
納

処
分

を
す

る
こ

と
が
で

き
る

財
産

が
と

も
に
不

明
で

あ
る

と
き

。
 

⑸
 

徴
収

緩
和

制
度

等
の

実
績

 
 

 
２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度
ま

で
の

徴
収

緩
和

制
度
等

の
実

績
は

、【
図

表
３

－
３
８

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
法

に
明

文
の

な
い
「
納

税
誓

約
書

」
の

提
出

を
受

け
て

、
徴

収
緩

和
を

し
て
い

る
事

案
が

毎
年

１
０

０
件

以
上

あ
る

。
 

 【
図

表
３

－
３

８
】
徴

収
緩
和

制
度
等

の
実

績
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

件
） 

２
０

２
１

年
度

２
０

２
０

年
度

２
０

１
９

年
度

徴
収

猶
予

1
2
,
1
3
1

0

職
権

に
よ

る
換

価
の

猶
予

3
1

6
2

申
請

に
よ

る
換

価
の

猶
予

4
0

1
1

2
0

執
行

停
止

１
号

9
4
5

1
,
0
8
2

8
5
9

２
号

5
1

4
3

4
7

３
号

1
4
4

1
4
6

1
3
9

合
計

1
,
1
4
0

1
,
2
7
1

1
,
0
4
5

納
税

誓
約

書
1
1
0

1
2
4

1
6
2

区
分

2
0
2
1
年

度
課
税

分
2
,1
3
0
件

は
特
例

猶
予
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 第

３
 

監
査

の
結
果

 
１

 
徴

収
率

・
徴
収

実
績

に
つ

い
て
 

 
 

県
の

徴
収

率
に

つ
い

て
、

他
府
県

と
比

べ
て

も
、

低
い

も
の

で
は

な
い
。

 
 

 
ま

た
、
２

０
２

１
年

度
の

徴
収

率
に
つ

い
て

、
そ

れ
以

前
と
比

較
す

れ
ば

、
高

い
水

準
と
い

え
る

。
２

０
２

０
年

度
の

徴
収

率
も

、
コ

ロ
ナ
禍

に
よ

り
、
特
例

猶
予

が
あ

っ
た

結
果
、
徴
収

率
が

低
い

よ
う

に
も

み
え

る
が

、
特

例
猶
予

適
用
分

を
除
い

た
場

合
の

徴
収

率
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
以

前
と
比

較
す
れ

ば
高

い
。 

２
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
公

売
に

つ
い
て

よ
り

実
効

的
に

な
る

よ
う

工
夫

さ
れ
た

い
【

意
見

】
 

実
行

数
が

少
な

く
、
大

き
な

効
果

が
出

て
い

る
と

い
え

る
も

の
で
は

な
い

が
、
反
面

、
具

体
的

な
問
題

点
が

あ
る

と
い

う
こ

と
で

も
な

い
。
他

方
で
、
中
古

車
市

場
が

高
騰
す

る
な

ど
の

社
会

情
勢

が
あ
れ

ば
、

そ
れ

を
タ

イ
ム

リ
ー

に
把

握
す

る
な

ど
に
よ

り
、
よ

り
実

効
的

な
方

法
に

な
る

余
地

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

県
の

内
部

に
お

け
る

検
討

や
情

報
共

有
を
行

う
な

ど
の

工
夫

を
行
う

こ
と

も
必

要
で

あ
る

と
考

え
る
。

 
３

 
電

話
催

告
の
民

間
委

託
に

つ
い
て

 

２
０

２
１

年
７

月
２

９
日

付
け

監
査

委
員

質
疑

記
録

に
は

、
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

の
民

間
委

託
の

効
果

に
関

し
、
税
務

課
担

当
課

長
の
「

２
０

１
９

年
度

実
績

と
し

て
、
架

電
実

績
１

１
万

６
８

９
８

件
に
対

し

て
交

渉
で

き
た

の
は

１
万

３
７

６
８

件
で
あ

り
、
交

渉
で

き
た

件
数

は
１

１
．
８

％
に
な

る
。」

と
の

答

弁
に

対
し

、
監

査
委
員

か
ら

、「
相

手
方
に

電
話

で
催

告
で

き
た

率
が
１

１
．
８

％
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、

な
か

な
か

電
話

に
出

て
も

ら
え

な
い

現
状
が

あ
る

と
認

識
す

る
」「

費
用
対

効
果

の
面

か
ら

今
後
検

証
し
、

取
組

の
精

査
を

お
願

い
し

た
い

」
と
の

意
見

が
記

録
さ

れ
て

い
る

。
そ

こ
で

、
外

部
委

託
と

い
う
手

段
選

択
の

合
理

性
、

委
託

業
務

の
費

用
対

効
果
の

観
点

で
監

査
し

た
。

 
⑴

 
外
部

委
託

を
選

択
し

た
こ

と
 

１
１

万
５

０
０

０
件

以
上

の
架

電
を

目
標

と
し

て
い

る
と

こ
ろ

、
受

託
業

者
に

お
い

て
も

２
０

１

８
年

度
、

２
０

１
９

年
度

及
び

２
０

２
１

年
度

の
実

績
で

４
４

０
０

時
間

か
ら

６
０

０
０

時
間

程
度

を
要

し
て

い
る

（
【

図
表

３
－

１
７
】

～
【

図
表

３
－

１
９

】
）
。

こ
れ

を
県

の
職

員
で

行
う
こ

と
に
な

れ
ば

か
な

り
の

業
務

量
と

時
間

を
要

す
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
職

員
の

本
来

の
業

務
に

も
支

障
が

で
る

可
能

性
も

考
慮

す
れ

ば
、

民
間

委
託
し

た
こ

と
自

体
、

直
ち

に
不

合
理
と

い
う

こ
と

は
で

き
な
い

。
 

⑵
 

外
部

委
託

の
経

済
性

に
つ

い
て

 
契

約
金

額
に

つ
い

て
、

１
人

１
時

間
単

位
で

計
算

す
る

と
実

績
ベ

ー
ス

で
２

０
１

８
年

度
が

２
４

８
３

円
程

度
、
２

０
１

９
年
度

が
３

１
７
０

円
程

度
、
２
０

２
１
年

度
が

２
３

４
１

円
程

度
で

あ
っ
た

。 
こ

の
点

、
愛

知
県

人
事

委
員

会
が

２
０

２
２

年
１

０
月

１
１

日
に

公
表

し
た

令
和

４
年

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

報
告

及
び

勧
告

の
概
要

に
よ

る
と

、
県

職
員
（

行
政

職
給

与
表

適
用

者
）
の

年
間

給
与

の
平

均
は

２
０

１
８

年
が

６
４

１
万
５

０
０

０
円

、
２
０

１
９

年
が

６
３

９
万

３
０

０
０

円
、
２

０
２

１
年

が
６

２
４

万
６

０
０

０
円

で
あ
っ

た
。

 
最

も
低

額
で

あ
っ

た
２

０
２

１
年

の
６

２
４

万
６

０
０

０
円

に
つ

い
て

、
土

日
祝

日
を

除
き

１
年

間
の

う
ち

２
４

５
日

間
８

時
間

ず
つ

勤
務

し
た

と
仮

定
す

る
と

１
時

間
あ

た
り

の
平

均
は

３
２

０
０

円
弱

で
あ

る
。
現

実
に

は
あ
り

得
な

い
が

、
年

間
３

６
０
時

間
の
時

間
外

労
働

が
あ

っ
た

と
仮

定
し
て

も
、

１
時

間
あ

た
り

の
平

均
は

２
７
０

０
円

弱
と

計
算

で
き

る
。

 

９
８

 
 

委
託

先
に

お
け

る
１

人
１

時
間

約
２

３
４

１
円

か
ら

約
３

１
７

０
円

と
い

う
平

均
単

価
金

額
は

、

県
職

員
の

２
０

２
１

年
の

平
均

で
あ

る
約

２
７

０
０

円
か

ら
約

３
２

０
０

円
と

概
ね

同
等

で
あ

る
。

県
職

員
の

２
０

１
８

年
、

２
０

１
９

年
の

平
均

給
与

が
２

０
２

１
年

よ
り

高
額

で
あ

っ
た

こ
と

を
考

慮
す

れ
ば
、
県
職

員
が

直
接
電

話
催

告
を

行
っ
た

場
合

の
人

件
費
と

の
比

較
で
、
外
部

委
託

の
結

果
が

経
済

性
（

地
方

自
治

法
第

２
条

第
１
４

項
）

に
反

し
て

い
た

と
は

い
え
な

い
。

 
 

⑶
 

外
部

委
託
の

効
率

性
に

つ
い
て

 
か

か
っ

て
い
る

通
話

時
間

数
に

つ
い
て

、
１

件
あ

た
り
、
２

０
１

８
年
度

が
約

３
．
０
１

分
、
２
０

１
９

年
度

が
約

２
．
２
７

分
、
２

０
２

１
年

度
が

約
３

．
７

７
分

と
な
っ

て
い

る
。
た

だ
、
架
電

し
て

応
答

が
な

か
っ

た
も

の
と
、
話

を
し

た
も

の
で
は

当
然

か
か

る
時
間

数
は

違
う

の
で

、
こ

の
数

字
か
ら

直
ち

に
効

率
的

な
も

の
か

否
か

は
判
断

で
き

な
い

。
 

な
お

、
前
述

し
た

よ
う

に
監

査
委

員
質

疑
記

録
で

は
、
「
２

０
１

９
年

度
実

績
と

し
て

、
架

電
実
績

１
１

万
６

８
９

８
件

に
対

し
て

交
渉

で
き

た
の

は
１

万
３

７
６

８
件

で
あ

り
、

交
渉

で
き

た
件

数
は

１
１

．
８

％
に

な
る

」
と

の
報

告
に

つ
い

て
、
「

相
手

方
に

電
話

で
催

告
で

き
た

率
が

１
１

．
８

％
」

と
あ

る
が

、
催

告
対

象
者

に
架

電
し

て
交
渉

で
き

な
か

っ
た

場
合
、
も
う

１
回

以
上

か
け

て
お

り
、
そ

の
意

味
で

は
、
２
０

１
９

年
度

に
お
い

て
は

、
催

告
対

象
者

５
万
４

１
６

０
者
（
【

図
表

３
－

１
６

】）

に
対

し
て

交
渉

件
数

１
万

３
７

６
８
件

と
考

え
る

と
、
２

５
．
４

％
と

い
う
評

価
も

あ
り

う
る

。
ま

た
、

交
渉

件
数

以
外

に
、
折

り
返

し
電

話
が

あ
り

交
渉

に
至

っ
た

も
の
が
「
受

電
件

数
」
に

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
実

際
に

交
渉

で
き

た
数
な

い
し

率
は

、
も

う
少

し
高

い
数
値

で
あ

る
。

 
以

上
⑴

～
⑶
の

検
討

か
ら
、
電

話
催
告

の
民

間
委

託
に

つ
い

て
は

、
効

果
面

に
つ

い
て

検
討

を
加

え

な
が

ら
、

引
き

続
き

実
施

す
る

余
地
も

あ
る

も
の

と
考

え
た

。
 

⑷
 

２
０

２
１

年
度

の
実

績
が

非
効

率
で
あ

っ
た

こ
と

に
つ

き
原
因

を
究

明
し

改
善

す
る

べ
き

【
意

見
】 

２
０

１
８

年
度

及
び

２
０

１
９

年
度
に

比
較

し
て

、
２

０
２

１
年
度

は
、
催

告
件

数
が
少

な
く
、
目

標
架

電
件

数
に

達
し

て
い

な
い

。
一
方

で
、
従

事
時

間
数

は
、
２

０
１

８
年

度
及

び
２

０
１

９
年

度
に

比
較

し
て

、
２

０
２

１
年

度
は

増
え
て

い
る

（【
図
表

３
－
１

７
】
か

ら
【

図
表

３
－

１
９

】
）
。

 
 

ま
た

、
催

告
対

象
者

５
万
９

０
４

４
者
か

ら
交

渉
件

数
１

万
２
０

５
５

件
を

引
く

と
、
４
万

６
９

８

９
件

と
な

り
、
受

電
件

数
に
は

交
渉

件
数

と
重
複

し
て

い
る

数
が
含

ま
れ

て
い

る
も

の
の

、
交

渉
件

数

に
含

ま
れ

て
い

な
い
、
例

え
ば

不
在

で
あ

っ
た
が

折
り

返
し

が
あ
り

、
交

渉
が

で
き
た

数
が

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
受

電
件

数
４

０
１

４
件

も
引
く

と
す

る
と

４
万
２

９
７

５
件

と
な

る
。
少
な

く
と

も
、

こ
の

４
万

２
９

７
５

件
以

上
交

渉
が

で
き

て
い

な
い

と
こ

ろ
、

こ
の

２
倍

が
８

万
５

９
５

０
件

で
あ

り
、
こ

れ
に

、
交

渉
件

数
１

万
２

０
５
５

件
及

び
受

電
件

数
４

０
１

４
件
を

足
す

と
、
１

０
万

２
０
１

９
件

に
な

る
こ

と
か

ら
、
催
告

件
数

９
万

４
７
６

５
件

し
か

な
か
っ

た
と

い
う

こ
と

は
、
催
告

対
象

者

に
２

回
ず

つ
以

上
架

電
す

る
こ

と
が

で
き

て
お

ら
ず

、
一

部
の

催
告

対
象

者
に

対
し

て
は

１
回

の
み

の
架

電
に

終
わ

っ
て

い
る

こ
と

に
な
る

。
 

 
県

に
よ

れ
ば

、
２

０
２

１
年

度
の
催

告
件

数
が

少
な

い
の

は
、
コ

ロ
ナ

禍
に

よ
り

、
県

か
ら

受
託
業

者
に

対
し

て
９

月
９

日
こ

ろ
以

降
、
従
事

者
の

数
を

減
ら

し
、
必

ず
し

も
目

標
架

電
件

数
に

達
し

な
く

て
も

い
い

と
伝

え
た

こ
と

に
あ

る
、
と

の
こ

と
で

あ
る

が
、
他

方
で

、
前
述

の
と

お
り

、
従

事
時

間
数
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は
増

え
て

お
り

、
１

人
あ
た

り
の

従
事

時
間

数
は

増
え

た
は

ず
で
あ

り
、
そ

れ
以

前
の

年
度

に
比

べ
て

催
告

件
数

に
お

い
て

非
効

率
で

あ
っ

た
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
目

標
架

電
件

数
を

設
定

し
た

う
え

で
、
委

託
金

額
に
て

委
託

し
て

い
る
こ

と
を

考
え

る
と

、
コ

ロ
ナ
禍

を
考

え
て

も
、
目
標

架
電
件

数
を

２
万

件
程

度
下

回
り

、
目

標
値

の
８
２

．
４

％
程

度
し

か
達

成
で
き

で
お

ら
ず

、
一

部
の

催
告
対

象
者

に
は

１
回

の
み

の
架

電
に

と
ど

ま
っ

た
こ

と
は

、
コ

ロ
ナ

禍
以

外
の

要
因

が
介

在
し

た
と

考
え

ざ
る

を
得

な
い

。
 

原
因

を
究

明
し

、
改

善
す

る
必

要
性
が

あ
る

も
の

と
思

わ
れ

る
。

 
⑸

 
入
札

参
加

者
数

の
増

加
に

向
け

た
検
討

を
実

施
さ

れ
た

い
【
意

見
】

 
２

０
０

９
年
度

の
入

札
業

者
数

が
５
者

、
２

０
１

０
年
度

が
４

者
、
２

０
１

１
年

度
か

ら
２

０
１

３

年
度

が
２

者
で

あ
っ

た
の

に
対

し
、
２
０

１
４

年
度

以
降

は
、
２

０
１

６
年

度
と

２
０

１
８

年
度

が
２

者
で

あ
っ

た
以

外
は

、
全

て
１

者
の
み

と
な

っ
て

い
る

。
 

２
０

１
４

年
か

ら
２

０
１

７
年

度
は

全
て

同
じ

業
者

、
２

０
１

８
年

以
降

は
２

０
１

７
年

度
以

前

と
は

異
な

る
業

者
が
、
毎

年
落

札
し

て
お

り
、
そ
れ

ぞ
れ
１

回
ず
つ

１
者

他
の

業
者

の
入

札
が

あ
っ
た

ほ
か
、
単
独

で
入
札

し
、
落
札

し
て

い
る

。
２
０

１
４

年
度

以
降

、
入

札
の
形

式
で

は
あ

る
も
の

の
、

殆
ど

他
の

者
の

入
札

は
な

く
、
実
質

的
に

あ
ま

り
競

争
入

札
に

な
っ

て
い

な
い
。
ど
の

よ
う

な
経

緯
で

、

そ
れ

ら
の

業
者

は
入

札
し

て
い

る
の
か

も
不

明
で

あ
る

。
 

入
札

の
経

緯
に

つ
い

て
不

明
な

点
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
公

正
に

受
託

業
者

が
決

定
さ

れ
て

い
る

の

か
疑

念
の

余
地

も
あ

る
と

こ
ろ

で
あ
り

、
少

な
く
と

も
、
入
札

の
実
質

が
得

ら
れ

て
い

な
い

の
で

あ
る

か
ら

、
入

札
の

呼
び

か
け

方
法

や
対
象

に
つ

い
て

、
再

検
討

す
る

必
要
が

あ
る

も
の

と
思

わ
れ
る

。
 

県
に

よ
れ

ば
、

入
札

参
加
者

の
要

件
や

呼
び

か
け

方
法

は
下

記
の
と

お
り

で
あ

る
が

、
「
過

去
に
官

公
署

で
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

業
務

を
受
注

し
た

実
績

が
あ

る
者

」
と

の
要

件
を

緩
和

し
た
り

、
案

内
メ

ー

ル
の

受
信

者
と

上
記

要
件

を
満

た
す

者
の

関
係

を
調

査
す

る
な

ど
、

入
札

参
加

者
数

の
増

加
に

向
け

た
検

討
を

実
施

さ
れ

た
い

。
 

 本
業

務
の

対
象
は

、
愛

知
県

競
争

入
札

参
加

資
格

者
名
簿

の
う

ち
の

大
分

類
「

役
務
の

提
供

等
」
＞

中

分
類
「

そ
の
他

の
業

務
委

託
等

」
を

満
た

し
た

者
で

、
か
つ

、
過
去

に
官

公
署
で

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
業
務

を
受
注

し
た

実
績

が
あ
る

者
を

対
象

と
し

て
い
る

。
 

 
愛
知

県
競

争
入

札
参
加

資
格

者
名

簿
（

令
和

４
・
５

年
度

）
の

う
ち
の

、
大

分
類
「

役
務

の
提

供
等

」

＞
中
分

類
「

そ
の

他
の
業

務
委

託
等

」
に

登
録
し

て
い

る
件

数
は

、
20

2
2
年

1
0
月

2
5
日

時
点

で
8
1
8

者
で
あ

る
。

 

県
の

契
約

担
当
者

が
「

あ
い

ち
電

子
調

達
共

同
シ

ス
テ
ム
（
物

品
等

）
」
に

入
札

案
件

を
登

録
す

る
と
、

入
札

案
件

の
案

内
メ

ー
ル

の
受

信
を

選
択

し
て

い
る

登
録

業
者

に
対

し
、

そ
の

案
内

メ
ー

ル
が

自
動

送

信
さ
れ

る
仕

組
み

と
な
っ

て
い

る
。

 

な
お

、
県

で
は
案

内
メ

ー
ル

の
受

信
を
選

択
し

て
い

る
業

者
数

は
把
握

し
て

い
な

い
。

 

 ⑹
 

弁
護

士
法

第
７

２
条

と
外

部
委

託
の
関

係
に

つ
い

て
 

弁
護

士
法

第
７

２
条

は
次

の
よ

う
に

規
定

し
、

弁
護

士
又

は
弁

護
士

法
人

以
外

の
者

が
和

解
そ

の

他
の

法
律

事
務

処
理

の
取

扱
い

を
業
と

す
る

こ
と

を
禁

止
し

て
い

る
。
 

１
０

０
 

 

弁
護

士
又

は
弁
護

士
法

人
で

な
い

者
は
、

報
酬

を
得

る
目

的
で

訴
訟
事

件
、

非
訟

事
件
及

び
審

査
請

求
、
再

調
査

の
請

求
、
再

審
査

請
求

等
行

政
庁
に

対
す

る
不

服
申

立
事
件

そ
の

他
一

般
の

法
律

事
件
に

関
し
て

鑑
定

、
代

理
、
仲

裁
若

し
く

は
和

解
そ
の

他
の

法
律

事
務

を
取
り

扱
い

、
又

は
こ

れ
ら

の
周
旋

を
す
る

こ
と

を
業

と
す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。
た

だ
し

、
こ

の
法

律
又
は

他
の

法
律

に
別

段
の

定
め
が

あ
る
場

合
は

、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

電
話

催
告

の
架

電
を

県
職

員
で

は
な

く
受

託
業

者
が

行
う

際
に

、
交

渉
に

類
す

る
よ

う
な

法
律

事

務
処

理
に

及
べ

ば
、
弁

護
士

法
違

反
の

問
題

が
生

じ
兼

ね
な

い
こ
と

か
ら

、
受

託
業
者

に
求

め
ら

れ
て

い
る

電
話

対
応

の
内

容
に

つ
い

て
調
査

し
た

。
受

託
業

者
は

、
納
税

期
限

が
過

ぎ
て

い
る

者
に
「

至
急

納
税

し
て

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
い
た

し
ま

す
」
（
応

対
マ
ニ

ュ
ア
ル

１
５

頁
）

と
伝

え
る

に
と

ど
め

て
お

り
、
分

納
の

申
出

が
あ
る

等
交

渉
を
要

す
る

場
合

は
、
県

職
員
に

引
き

継
ぐ

取
扱

い
と

な
っ

て
い

た
。
そ

う
で

あ
れ
ば

、
電

話
催
告

は
納
入

の
案

内
に

止
ま

り
、
弁

護
士

法
違

反
の

問
題

は
生

じ
な

い
。
 

今
後

も
、
分

納
相

談
、
納

税
義
務

の
存
否

等
、
県
の

職
員

が
行

う
べ
き

交
渉

の
よ

う
な

法
律

事
務
処

理
に

ま
で

及
ば

ぬ
よ

う
留

意
し

つ
つ
、

電
話

催
告

を
運

用
さ

れ
た

い
。
 

４
 

ク
レ

ジ
ッ

ト
納

税
の

デ
メ

リ
ッ
ト

に
配

慮
し

慎
重

な
運

営
と

今
後

の
検
討

を
さ

れ
た

い
【
意

見
】

 

 
ク

レ
ジ

ッ
ト

納
税

に
は

一
定

の
利

便
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

徴
収

率
を

向
上

す
る

効
果

は
否

定
で

き

な
い

も
の

の
、
同

時
に

他
の

施
策

も
行

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
自

体
の

具
体

的
な
効

果
は
不

明
で

あ

る
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
 

ク
レ

ジ
ッ

ト
納

税
に

よ
り
、
実

質
的

に
徴

収
を
民

間
に

委
託

し
て
い

る
面

が
あ

り
、
強

制
徴

収
公

債
権

で
な

く
な

る
こ

と
や

納
税

手
段

の
選

択
肢

が
増

え
る

と
い

う
点

で
納

税
者

に
と

っ
て

の
メ

リ
ッ

ト
は

あ

る
も

の
の

、
納

税
の
た

め
に

債
務

を
負

担
さ

せ
る

こ
と

を
促

す
結

果
が

生
じ
て

い
る

こ
と

、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
会

社
か

ら
訴

訟
提

起
さ

れ
れ

ば
応

訴
の

負
担

が
生

じ
る

こ
と

、
敗

訴
や

和
解

す
れ

ば
消

滅
時

効

の
期

間
が

延
び

る
こ

と
、

時
効

消
滅

の
た

め
に

時
効

の
援

用
が

必
要

と
な

る
こ

と
等

に
つ

い
て

問
題

が

な
い

わ
け

で
は

な
い

こ
と

を
問

題
意

識
と
し

て
も

っ
た

う
え

で
慎
重

な
運

用
を

す
べ

き
で

あ
り

、
今

後
、

制
度

変
更

・
対

象
の

拡
張

な
ど

を
行

う
際
、

こ
の

点
に

留
意

し
て
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 
と

り
わ

け
、
利

用
可

能
な

ク
レ

ジ
ッ
ト

カ
ー

ド
と

し
て

、
支

払
方
法

が
、
一

括
払
い

だ
け

で
な

く
、
分

割
及

び
リ

ボ
ル

ビ
ン

グ
払

い
に

対
応

し
て

い
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

決
し

て

小
さ

く
な

い
利

率
の

手
数

料
を

負
担

さ
せ
て

納
税

さ
せ
、
実

質
的

に
借

入
行
為

を
助

長
し

て
お
り

、
見
直

す
必

要
が

あ
る

。
 

５
 

地
方

税
法

第
４

８
条

の
特

例
実
施

と
職

員
の

交
流

派
遣

 

⑴
 

施
策

の
効

果
 

 
資

料
に

よ
れ

ば
、
毎

年
度

、
県

の
直
接

徴
収

を
希

望
し

て
徴

収
実
績

を
上

げ
て

い
る

市
町

村
も

あ
れ

ば
、
そ
う

で
な

い
市

町
村

も
あ

る
。
徴

収
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

ご
と
に

徴
収

計
画

、
徴

収
実

績
、
取

組
の

方
針

が
異

な
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

必
ず

し
も

困
難

案
件

の
県

へ
の

引
継

が
必

要
と

は
い

え
な

い
が
、
市

町
村
に

と
っ

て
は

、
引

き
継
い

だ
案

件
の

う
ち

半
数

以
上
の

徴
収

困
難

案
件

の
解

消
が

見
込

ま
れ

る
と

と
も

に
、
職

員
の
研

鑽
の

機
会

と
も
な

る
の

で
、
直

接
徴
収

の
取

組
は

有
用

と
評

価
で

き
る

。 



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-55-

第393別冊２号

１
０

１
 

 

２
０

２
０

年
度

以
降

、
地

方
税

滞
納

整
理

機
構

で
徴

収
し

て
い

た
よ

う
な

市
町

村
の

み
で

未
収

の

解
消

が
難

し
い

案
件

は
、

県
の

徴
収

支
援

を
受

け
て

徴
収

を
進

め
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

が
、

２
０

２
０

年
度

以
降

に
県
の

徴
収

支
援

策
を

受
け

て
い

な
い
市

町
村

も
複

数
あ

る
。

 
さ

ら
に

、
２

０
１

８
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
一

度
も

徴
収

支
援

を
受

け
て

い
な

い
市

町
村

自
治

体
が

複
数

あ
る

。
 

前
述

の
と

お
り

徴
収

に
つ

い
て

は
、
市

町
村

ご
と

に
徴

収
計

画
、
徴

収
実

績
、
取

組
の

方
針

が
異
な

る
も

の
で

あ
る

た
め
、
必

ず
し

も
困

難
案

件
に
つ

き
県

と
の

連
携
が

必
須

と
は

い
え

な
い

が
、
市

町
村

に
と

っ
て

は
、
徴

収
困

難
案
件

の
解

消
が

見
込
ま

れ
る

と
と

も
に
、
職

員
の

研
鑽

の
機

会
と

も
な

る
の

で
、

前
述

の
直

接
徴

収
の

み
な

ら
ず
、

交
流

制
度

の
取

組
は

有
用

と
評
価

で
き

る
。

 
⑵

 
市
町

村
に

事
務

取
扱

方
法

を
事

前
周
知

し
十

分
な

連
携

を
と
る

べ
く

改
善

さ
れ

た
い

【
意

見
】

 
市

町
村

か
ら
県

に
対

す
る

直
接

徴
収
の

引
継

期
間

中
に

充
当

、
減

額
、
取

消
等

で
引
継

し
た

滞
納
額

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
な

ど
に

は
、
市
町

村
は

そ
の

経
緯

、
結

果
を
速

や
か

に
特

別
滞

納
整

理
室

へ
連

絡
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
し

か
し

、
県

か
ら
提

出
さ

れ
た

資
料

に
よ
れ

ば
、
こ
の

連
絡

を
失

念
し

て
い

る
市

町
村

が
散

見
さ

れ
る

と
の
こ

と
で

あ
る

。
 

せ
っ

か
く

市
町

村
か

ら
引

き
継

い
で

県
で

一
定

の
効

果
を

上
げ

た
と

し
て

も
、

市
町

村
と

の
連

携

が
十

分
で

な
け

れ
ば

、
滞

納
者

の
不
信

を
招

く
恐

れ
が

あ
る

。
ま
た

、
県

か
ら
市

町
村

へ
債

権
を

移
管

し
た

後
、
直

接
徴

収
で

得
ら
れ

た
効

果
を
持

続
で

き
な

い
う

え
、
か
え

っ
て

混
乱

を
招

く
恐

れ
も

あ
る

。 
そ

の
た

め
、
県
は

市
町

村
に
対

し
て
事

務
取

扱
方

法
を

事
前

に
周

知
し
、
十

分
な

連
携

を
と

る
よ

う

に
改

善
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

６
 

法
律

上
の

根
拠

が
な

い
納

税
誓
約

書
に

よ
る

徴
収

緩
和

を
安

易
に

行
う
べ

き
で

は
な

い
【

意
見
】

 

徴
収

緩
和

制
度

等
に

は
①

徴
収

猶
予
、
②

職
権

に
よ

る
換
価

の
猶
予

、
③

申
請

に
よ
る

換
価

の
猶

予
、

④
執

行
停

止
、
⑤

納
税
誓

約
書

の
５
つ

の
方

法
が

あ
る

。
①

～
④

は
法

令
に
規

定
が

あ
り

、
⑤

は
法

令
上

の
根

拠
は

な
い

が
運

用
に

よ
り

徴
収

緩
和
の

効
果

を
得

る
た

め
の
方

策
で

あ
る

。
 

納
税

誓
約

の
件

数
は
、
１

１
０

件
で

あ
り

、
そ

の
中

に
高
額

か
つ
長

期
間

に
わ

た
っ

て
滞

納
を

続
け
て

い
る

案
件

が
複

数
あ

っ
た

。
納

税
誓
約

書
に

は
、
時
効

更
新

効
が

あ
る

た
め
、
債
権

が
消

滅
し

な
い
と

い

う
点

な
ど

に
お

い
て

利
点

が
あ

る
が

、
納

税
誓

約
書

を
差
し

入
れ

て
も

ら
っ
た

案
件

で
も

、
一

定
期

間
ご

と
に

訪
問

等
を

し
、
最

終
的

に
は

、
放

棄
・
免

除
等

の
手

続
を
す

る
こ

と
が

望
ま
し

い
も

の
で

あ
る
か

ら
、

事
案

の
性

質
を

よ
く

見
極

め
て

、
執

行
停
止

や
徴

収
猶

予
の

手
続
を

さ
れ

た
い

。
 

い
ず

れ
に

せ
よ

法
律

上
の

根
拠

が
な

い
納

税
誓

約
書

に
よ

る
徴

収
緩

和
を

安
易

に
行

う
べ

き
で

は
な

い
。

 
  

１
０

２
 

 第
４
章

 
税

外
債

権
の

収
入

未
済

額
解

消
に

向
け

た
取

組
 

第
１

 
過

去
の

不
適

切
管

理
事

案
に
つ

い
て

 

１
 

看
護

修
学

資
金

貸
付

金
４

億
５
０

０
０

万
円

の
債

権
放

棄
 

２
０

１
６

年
１

２
月

２
０

日
、
愛
知

県
看

護
修

学
資

金
２

３
億

円
強
（

２
０

０
０

年
度

以
前

か
ら

の
手

続
未

了
者

３
９

２
０

人
に

対
す

る
２

２
億

７
０

０
０

万
円

と
２

０
０

１
年

度
か

ら
２

０
１

３
年

度
ま

で

の
手

続
未

了
者

１
３

１
人

に
対

す
る

１
億
０

９
０

０
万

円
）
の

う
ち

、
７

５
５
人

分
、
４
億

４
５
０

０
万

円
を

上
限

と
す

る
債

権
の

放
棄

を
議

会
に
お

い
て

議
決

し
た

。
ま

た
、
ず
さ

ん
な

管
理

責
任

を
問
わ

れ
た

複
数

の
職

員
が

懲
戒

処
分

さ
れ

た
。
そ

の
後
、
手

続
未

了
者
へ

の
調
査
・
督

促
を

実
施
し

、
最

終
結

果
（

２

０
１

７
年

２
月

２
４

日
）
と
し

て
、
２

０
０

０
年

度
以

前
の

被
貸

与
者

７
０
７

人
、
３
億

７
６

８
２

万
４

２
５

０
円

の
債

権
放

棄
に

よ
る

整
理

を
行
っ

た
。

 
な

お
、
手
続

未
了
者

の
意

義
に

つ
い
て

は
、
後

記
２

⑵
を
参

照
さ
れ

た
い

。
ま

た
、
２

０
１

５
年

度
末

の
収

入
未

済
額

は
９

３
０

万
７

２
２

０
円

で
あ

り
、

債
権

放
棄

の
上

限
と

さ
れ

た
４

億
４

５
０

０
万

円

と
か

け
離

れ
た

数
字

で
あ

っ
た

た
め

、
９

３
０

万
７

２
２

０
円

の
内

訳
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
２

０
１

２

年
度

以
降

の
被

貸
与

者
に

対
す

る
も

の
で
あ

り
、
各
年

度
の

収
入

未
済
額

の
調

定
額

、
件

数
、
被

貸
与
者

の
実

人
数

は
【

図
表

４
－

１
】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。
上
記

４
億
４

５
０

０
万

円
は

、
２

０
１

６
年

度
中

に
も

調
定

さ
れ

て
お

ら
ず

、
一

度
も

県
の
財

産
と

認
識

さ
れ

る
こ
と

な
く

、
債

権
放

棄
に

至
っ

た
。

 
県

に
よ

る
と
、
２

０
１

６
年

１
０

月
２

８
日

の
看

護
修

学
資

金
債
権

管
理

適
正

化
第

三
者

委
員

会
（

以

下
単

に
「

第
三

者
委

員
会

」
と

も
い

う
）
に

よ
る
「
消

滅
時

効
期

間
も
経

過
し

て
お

り
、
回

収
可

能
性
の

な
い

も
の

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
り

、
債

権
管

理
の
効

率
性
（
費

用
対

効
果

）
の
観

点
か

ら
、
速

や
か
に

債
権

放
棄

に
よ

る
整

理
を

決
断

す
る

こ
と

が
相
当

で
あ

る
」
と
の

提
言
（
後

記
２

⑺
）
に
基

づ
き
、
速
や

か
に

債
権

放
棄

に
よ

る
整

理
を

行
っ

た
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 
【

図
表

４
－
１

】
２

０
１

５
年

度
末
の

収
入

未
済

額
の

内
訳

 

 
 

年
度

収
入

未
済

（
円

）
件

数
（

件
）

被
貸

与
者

数
（

人
）

２
０

１
２

年
度

5
4
,
0
0
0

3
1

２
０

１
３

年
度

2
5
4
,
0
0
0

1
9

3

２
０

１
４

年
度

1
,
5
3
5
,
0
0
0

3
6

7

２
０

１
５

年
度

7
,
4
6
4
,
2
2
0

9
8

3
1

 
合

計
9
,
3
0
7
,
2
2
0

1
5
6

 
 ２

 
看

護
修

学
資
金

債
権

管
理

適
正
化

に
関

す
る

提
言

 

県
が

２
０

１
５

年
１

０
月

に
設

置
し

た
第

三
者

委
員

会
作

成
の

看
護

修
学

資
金

債
権

管
理

適
正

化
に

関
す

る
提

言
（

２
０

１
６

年
１

０
月

２
８
日

付
）

の
概

要
は

次
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

⑴
 

不
適

切
な
債

権
管

理
の

判
明

 
 

 
 

１
９

６
２
年

度
か

ら
実

施
の
愛

知
県

看
護

修
学

資
金

制
度

は
、
看

護
師
等

学
校
・
養

成
所

に
在

学
す

る
者

に
修

学
資

金
を

貸
与

し
修

学
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
県

内
の

医
療

機
関

等
へ

の
就

業
を

促
進

す
る

目
的

で
あ

る
。
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１
０

３
 

 

貸
与

人
数

 
 

：
１

万
２

７
１

５
人
（

創
設

か
ら

２
０

１
３

年
度

ま
で
）

 
総

貸
与

額
 
 

：
６

７
億

８
９

０
０
万

円
 

貸
与

額
月

額
 
：
３

万
６

０
０

０
円
（

１
人

当
た

り
、
た

だ
し

詳
細

は
【

図
表

４
－

１
０

】
参
照

）
 

返
還

免
除

要
件

：
卒

業
後

２
０

０
床

未
満

の
病

院
な

ど
の

免
除

対
象

施
設

で
５

年
間

看
護

業
務

に

従
事

し
た

場
合
（

た
だ

し
、
年

度
に
よ

り
異

な
る

）。
被

貸
与

者
は

卒
業

後
県
に

毎
年

就
業

状
況

を
報

告
し

、
免

除
対

象
施
設

に
５

年
間

継
続

勤
務
し

た
後

は
、
従

事
証

明
書

を
添

付
し

て
返

還
免

除
申

請
す
る

。
 

新
公

会
計

制
度

導
入

に
関

連
し

て
県

で
貸

付
債

権
の

調
査

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

①
貸

与
台

帳
へ

の

記
載

を
怠

っ
て

い
た
、
②

返
還

免
除

又
は

返
還
手

続
未

了
者

へ
の
督

促
を

怠
っ

て
い

た
、
③
関

係
書

類

を
廃

棄
し

て
い

た
等

、
不

適
切

管
理
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

 
 

⑵
 

手
続

未
了
者

の
内

訳
 

総
貸

与
人

数
：

１
万

２
７

１
５

人
（
創

設
か

ら
２

０
１

３
年

度
ま

で
）

 
手

続
終

了
者
：

８
１

３
４

人
（

返
還
免

除
又

は
返

還
の

手
続

が
終

了
し
て

い
た

者
）

 
手

続
未

了
者
：

４
５

８
１

人
（

必
要
な

書
類

等
が

提
出

さ
れ

ず
手

続
を
終

了
し

て
い

な
い

者
）

 
 

 
 

 
 
 

う
ち

５
３

０
人

は
在
学

中
又

は
免

除
対

象
施

設
就

業
中
の

者
 

２
０

０
０

年
度

以
前

の
手

続
未

了
者
：

３
９

２
０

人
（

実
態

把
握

困
難
な

者
。

⑶
参

照
）

 
２

０
０

１
年
度

以
降

の
手

続
未

了
者
：

１
３

１
人

（
債

権
債

務
関

係
明
確

な
者

。
⑷

参
照

）
 

そ
の

他
を

含
む

全
体

の
詳

細
は

【
図
表

４
－

２
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

４
－

２
】
看

護
修

学
資

金
の

調
査

結
果
（

全
体
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

金
額

は
概

算
）

 

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
B
)

（
C
)
-
(
B
)

－
－

－
－

3
,
4
8
4
人

2
1
0
4
百

万
円

1
,
2
8
3
人

8
6
6
百

万
円

3
,
1
6
5
人

1
8
2
5
百

万
円

1
,
1
8
6
人

7
7
8
百

万
円

3
1
9
人

2
7
9
百

万
円

9
7
人

8
8
百

万
円

-
3
,
4
8
4
人

-
2
1
0
4
百
万

円

-
1
,
2
8
3
人

-
8
6
6
百

万
円

-
3
,
1
6
5
人

-
1
8
2
5
百
万

円

-
1
,
1
8
6
人

-
7
7
8
百

万
円

-
1
2
5
人

-
1
0
4
百

万
円

-
2
7
人

-
2
3
百

万
円

-
2
3
8
人

-
2
2
1
百

万
円

-
1
1
4
人

-
1
1
1
百

万
円

4
4
人

4
6
百

万
円

4
4
人

4
6
百

万
円

手
続

終
了

者

免
除

ま
た

は
返

還
の

手
続

き
が

終
了

し
て

い
る

者
。

免
除

：
２

０
０

床
未

満
の

県
内

の
病

院
な

ど
免

除
対

象
施

設
で

一
定

期
間

看
護

業
務

に
従

事
す

れ
ば

、
返

還
が

免
除

と
な

る
。

（
免

除
要

件
は

貸
与

年
度

に
よ

り
異

な
る

。
）

返
還

：
対

象
外

施
設

へ
の

就
業

、
退

職
な

ど
に

よ
り

、
免

除
要

件
を

満
た

さ
ず

返
還

と
な

る
も

の
。

（
従

事
期

間
に

よ
り

一
部

免
除

と
な

る
場

合
が

あ
る

。
）

在
学

中
・

就
業

中

看
護

師
等

養
成

学
校

に
在

学
中

の
者

、
ま

た
は

、
免

除
対

象
施

設
に

就
業

中
の

者
（

全
て

平
成

1
3
年

度
以

降
）

。

就
業

状
況

等
不

明
者

金
額

人
数

金
額

2
0
1
5
年

3
月

1
2
日

時
点

で
は

在
学

中
・

就
業

中
で

あ
っ

た
が

、
そ

の
後

、
毎

年
度

必
要

な
届

出
書

類
を

提
出

し
な

い
た

め
、

就
業

状
況

等
が

不
明

と
な

っ
た

者
で

、
２

０
１

６
年

現

在
、

督
促

中
で

あ
る

（
全

て
2
0
0
1
年

度
以

降
）

。

人
数

金
額

被
貸

与
者

数
(
1
9
6
2
～

2
0
1
3
年

度
）

1
2
,
7
1
5
人

6
7
8
9
百

万
円

1
2
,
7
1
5
人

6
7
8
9
百

万
円

1
2
,
7
1
5
人

6
7
8
9
百
万

円

調
査

開
始

時
（

A
)

中
間

提
言

時
（

B
)

2
0
1
6
年

9
月

3
0
日

現
在

（
C
)

2
0
1
5
年

3
月

1
2
日

現
在

2
0
1
6
年

3
月

2
2
日

現
在

人
数

手
続

終
了

者
8
,
1
3
4
人

3
8
9
1
百

万
円

1
0
,
3
3
5
人

2
0
0
1

年
度

以
降

9
5
5
人

8
8
4
百

万
円

1
,
1
7
7
人

1
1
,
6
1
8
人

5
9
9
5
百
万

円

2
0
0
0

年
度

以
前

7
,
1
7
9
人

3
0
0
7
百

万
円

9
,
1
5
8
人

4
0
5
4
百

万
円

1
0
,
3
4
4
人

4
8
3
2
百
万

円

5
1
2
9
百

万
円

1
0
7
5
百

万
円

1
,
2
7
4
人

1
1
6
3
百
万

円

手
続

未
了

者
4
,
5
8
1
人

2
8
9
8
百

万
円

2
,
3
8
0
人

1
6
6
0
百

万
円

1
,
0
9
7
人

7
9
4
百

万
円

2
0
0
0

年
度

以
前

3
,
9
2
0
人

2
2
7
0
百

万
円

1
,
9
4
1
人

在
学

中
・

就
業

中
5
3
0
人

5
1
9
百

万
円

4
0
6
人

7
5
5
人

4
4
5
百

万
円

2
0
0
1

年
度

以
降

1
3
1
人

1
0
9
百

万
円

3
3
人

2
8
百

万
円

6
人

5
百

万
円

1
2
2
3
百

万
円

4
0
9
百

万
円

2
9
2
人

2
9
8
百

万
円

就
業

状
況

等
不

明
者

－
－

－
－

4
4
人

4
6
百

万
円

 

１
０

４
 

  【
図

表
４

－
３

】
看

護
修

学
資

金
の

調
査

結
果
（

２
０
０

０
年
度

以
前
の

被
貸

与
者

）
 

 
（

金
額

は
概

算
）

 

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
B
)

（
C
)
-
(
B
)

－
－

－
－

3
,
1
6
5
人

1
8
2
5
百

万
円

1
,
1
8
6
人

7
7
8
百

万
円

2
,
5
4
1
人

1
4
4
1
百

万
円

9
8
7
人

6
2
4
百

万
円

5
8
人

2
9
百

万
円

1
人

0
百

万
円

1
3
3
人

2
0
百

万
円

1
8
人

1
1
百

万
円

4
3
3
人

3
3
5
百

万
円

1
8
0
人

1
4
3
百

万
円

-
3
,
1
6
5
人

-
1
8
2
5
百
万

円

-
1
,
1
8
6
人

-
7
7
8
百

万
円

－
－

-
8
3
1
人

-
5
2
5
百

万
円

－
－

-
9
3
人

-
7
2
百

万
円

－
－

-
2
5
0
人

-
1
7
9
百

万
円

－
－

-
1
2
人

-
9
百

万
円

－
－

－
7
百

万
円

議
会

に
報

告
さ

れ
た

債
権

額
と

個
々

の
未

処
理

者
台

帳
を

積
み

上
げ

た
債

権
額

と
の

差

差
が

生
じ

る
理

由
と

し
て

は
、

未
処

理
者

の
中

に
既

に
処

理
済

の
者

が
存

在
し

な
が

ら
、

台
帳

へ
の

記
載

が
不

備
で

あ
っ

た
こ

と
な

ど
が

考
え

ら
れ

る
。

1
1
,
0
9
9
人

5
2
7
7
百

万
円

調
査

開
始

時
（

A
)

中
間

提
言

時
（

B
)

2
0
1
6
年

9
月

3
0
日

現
在

（
C
)

2
0
1
5
年

3
月

1
2
日

現
在

2
0
1
6
年

3
月

2
2
日

現
在

人
数

金
額

人
数

金
額

人
数

金
額

被
貸

与
者

数
1
1
,
0
9
9
人

5
2
7
7
百

万
円

1
1
,
0
9
9
人

5
2
7
7
百

万
円

手
続

終
了

者
7
,
1
7
9
人

3
0
0
7
百

万
円

9
,
1
5
8
人

死
亡

(
免

除
相

当
）

－
－

5
7
人

1
1
0
1
百

万
円

2
,
4
7
5
人

1
0
,
3
4
4
人

4
8
3
2
百

万
円

免
除

4
,
8
1
9
人

1
9
0
6
百

万
円

6
,
3
7
3
人

2
7
2
3
百

万
円

7
,
3
6
0
人

3
3
4
7
百

万
円

4
0
5
4
百

万
円

2
9
百

万
円

5
8
人

2
9
百

万
円

返
還

2
,
3
6
0
人

1
1
1
0
百

万
円

2
,
4
9
3
人

1
1
2
1
百

万
円

3
3
5
百

万
円

手
続

未
了

者
3
,
9
2
0
人

2
2
7
0
百

万
円

1
,
9
4
1
人

1
2
2
3
百

万
円

7
5
5
人

4
4
5
百

万
円

時
効

援
用

－
－

2
5
3
人

1
9
2
百

万
円

4
3
3
人

免
除

の
要

件
を

満
た

す

と
思

わ
れ

る
者

－
－

1
,
0
8
2
人

債
権

の
内

容
や

手
続

状

況
が

確
認

で
き

な
い

者
－

－
6
4
0
人

2
5
1
人

4
2
2
百

万
円

3
9
0
人

1
7
3
百

万
円

免
除

の
要

件
を

満
た

さ

な
い

と
思

わ
れ

る
者

－
－

1
5
2
人

1
1
1
百

万
円

5
9
人

3
9
百

万
円

6
9
8
百

万
円

2
4
3
百

万
円

住
所

不
明

者
－

－
6
7
人

4
4
百

万
円

5
5
人

3
5
百

万
円

-
4
5
百

万
円

議
会

に
報

告
さ

れ
た

債
権

額
と

個
々

の
未

処
理

者
台

帳
を

積
み

上
げ

た
債

権
額

と
の

差

－
－

－
-
5
2
百

万
円

－

 
  【

図
表

４
－

４
】
看

護
修
学

資
金

の
調

査
結
果
（

２
０

０
１

～
２

０
１

７
年
度

の
被

貸
与

者
）（

金
額

:概
算

）
 

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
A
)

（
C
)
-
(
B
)

（
C
)
-
(
B
)

－
－

－
－

3
1
9
人

2
7
9
百

万
円

9
7
人

8
8
百

万
円

1
6
2
人

1
3
4
.
5
百

万
円

6
8
人

5
4
百

万
円

1
5
6
人

1
4
4
百

万
円

2
9
人

3
4
百

万
円

1
人

0
.
5
百

万
円

0
人

0
百

万
円

-
3
1
9
人

-
2
7
9
百

万
円

-
9
7
人

-
8
8
百

万
円

-
1
2
5
人

-
1
0
4
百

万
円

-
2
7
人

-
2
3
百

万
円

-
1
5
5
人

-
1
7
6
百

万
円

-
5
5
人

-
6
7
百

万
円

-
8
3
人

-
4
5
百

万
円

-
5
9
人

-
4
4
百

万
円

4
4
人

4
6
百

万
円

4
4
人

4
6
百

万
円

-
1
9
4
人

-
1
7
5
百

万
円

-
7
0
人

-
6
5
百

万
円

1
,
6
1
6
人

1
5
1
2
百

万
円

調
査

開
始

時
（

A
)

中
間

提
言

時
（

B
)

2
0
1
6
年

9
月

3
0
日

現
在

（
C
)

2
0
1
5
年

3
月

1
2
日

現
在

2
0
1
6
年

3
月

2
2
日

現
在

人
数

金
額

人
数

金
額

人
数

金
額

被
貸

与
者

数
1
,
6
1
6
人

1
5
1
2
百

万
円

1
,
6
1
6
人

1
5
1
2
百

万
円

手
続

終
了

者
9
5
5
人

8
8
4
百

万
円

1
,
1
7
7
人

返
還

6
2
1
人

5
8
9
百

万
円

7
4
8
人

1
8
0
人

2
0
2
百

万
円

8
0
人

1
,
2
7
4
人

1
1
6
3
百

万
円

免
除

3
3
4
人

2
9
5
百

万
円

4
2
8
人

3
7
5
.
5
百

万
円

4
9
6
人

4
2
9
.
5
百

万
円

1
0
7
5
百

万
円

3
4
2
人

6
9
9
百

万
円

7
7
7
人

7
3
3
百

万
円

時
効

援
用

－
－

1
人

0
.
5
百

万
円

1
人

0
.
5
百

万
円

2
6
百

万
円

3
4
9
百

万
円

手
続

未
了

者
1
3
1
人

1
0
9
百

万
円

3
3
人

2
8
百

万
円

6
人

5
百

万
円

在
学

中

手
続

未
了

者
（

広
義

）
6
6
1
人

6
2
8
百

万
円

4
3
9
人

4
3
7
百

万
円

9
3
百

万
円

2
5
人

2
7
2
百

万
円

就
業

状
況

等
不

明
－

－
－

-
4
4
人

4
6
百

万
円

就
業

中
3
5
0
人

3
1
7
百

万
円

3
2
6
人

3
1
6
百

万
円

2
6
7
人

3
4
4
百

万
円

小
計

5
3
0
人

5
1
9
百

万
円

4
0
6
人

4
0
9
百

万
円

3
3
6
人
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⑶

 
２

０
０

０
年

度
以

前
の

手
続
未

了
者

に
対

す
る

全
数

調
査

の
実

施
と
そ

の
後

の
対

応
結
果

 
 

 
 

２
０

０
０
年

度
以

前
の

被
貸
与

者
に

つ
い

て
は

、
借

用
証

書
等
の

関
係

書
類

が
残

っ
て
お

ら
ず
、
ま

た
台

帳
記

入
も

な
い

た
め

、
実

態
を
把

握
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ
っ

た
。
な

お
、
２
０

０
０

年
度

以
前

の
被

貸
与

者
に

対
す

る
調

査
結

果
は
、
【

図
表
４

－
３

】
看
護

修
学
資

金
の

調
査

結
果

（
２

０
０

０
年

度
以

前
の

被
貸

与
者

）
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
 

 
県

は
、
２

０
１

５
年

４
月
か

ら
本

人
宛

に
手
続

状
況

を
確

認
す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

行
い

、
調

査

の
結

果
を

踏
ま

え
て

本
人

に
対

し
て

返
還

免
除

手
続

又
は

返
還

手
続

を
要

請
し

た
。

そ
し

て
調

査
の

延
長

を
経

て
、

２
０

１
６

年
９

月
ま

で
に

実
態

把
握

困
難

者
３

９
２

０
人

の
う

ち
３

１
６

５
人

が
手

続
を

完
了

し
た

。
残

る
７
５

５
人

は
、
住

所
不

明
や

再
三
手

続
等
を

要
請

し
て

も
応

じ
な

い
ケ

ー
ス
で

あ
っ

た
。

 
 

⑷
 

２
０

０
１
年

度
以

降
の

手
続
未

了
者

に
対

す
る

対
応

と
結

果
 

 
 

 
２

０
０

１
年

度
以

降
の

被
貸
与

者
に

つ
い

て
は

、
関

係
書

類
が
残

っ
て

お
り
、
債

権
債

務
関

係
が
明

確
と

な
っ

て
い

た
。
２

０
０

１
年

度
以

降
の

被
貸

与
者

に
対

す
る

調
査

結
果
は

、
【

図
表

４
－

４
】
看

護
修

学
資

金
の

調
査

結
果
（

２
０

０
１

～
２

０
１

７
年

度
の

被
貸
与

者
）
の

と
お
り

で
あ

る
。
こ

の
よ

う
な

被
貸

与
者

の
う

ち
在

学
中

又
は

就
業

中
の

者
を

除
く

実
質

的
な

手
続

未
了

者
１

３
１

人
の

う
ち

、

１
２

５
人

は
手

続
を

完
了

さ
せ

、
２

０
１

６
年

９
月

ま
で

に
手

続
未

了
者

は
残

り
６

人
と

な
っ

て
い

た
（

自
己

破
産

２
人

、
海

外
在

住
１
人

を
含

む
）
。

 
 

⑸
 

原
因

（
要
因

）
の

解
明

 
不

適
切

な
債
権

管
理

が
生

じ
た

の
は
、
次
の

よ
う

な
原

因
（

要
因

）
が

複
合

し
た

こ
と

に
よ

る
も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
 

ア
 

看
護

師
の

養
成
・
確

保
の

政
策
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
従

事
期

間
満
了

に
よ

る
「

免
除

」
を
前

提
と

し
た

「
給

付
」

の
趣

旨
の

強
い
制

度
で

あ
っ

た
こ

と
。

 
イ

 
制

度
設

計
上

、
被

貸
与

者
本

人
か

ら
の

書
類

の
提

出
に

基
づ

い
て

返
還

免
除

ま
た

は
返

還
手

続

に
移

行
す

る
制

度
と

な
っ

て
い

る
こ
と

。
 

ウ
 

制
度

の
趣

旨
及

び
手

続
の

周
知

は
主

に
養

成
所

に
任

せ
て

お
り

、
被

貸
与

者
本

人
が

行
う

べ
き

手
続

に
つ

い
て

周
知

が
徹

底
さ

れ
て
い

な
か

っ
た

こ
と

。
 

エ
 

業
務

が
職

員
個

人
の

努
力

に
任

さ
れ

て
お

り
、

組
織

と
し

て
こ

の
業

務
に

取
り

組
む

体
制

が
築

か
れ

て
お

ら
ず

、
業
務

量
に
比

し
て
職

員
が

不
足

し
て

い
た

こ
と

に
加
え

、
組

織
内
で

の
意

思
疎

通

が
不

十
分

で
あ

っ
た

こ
と

。
 

オ
 

債
権

管
理

及
び

文
書

管
理

に
係
る

職
員

の
知

識
が

十
分

で
な

か
っ
た

こ
と

。
 

カ
 

被
貸

与
者

個
人

別
の

債
権

管
理

が
徹

底
し

て
お

ら
ず

、
職

員
も

被
貸

与
者

に
対

し
貸

付
金

の
返

還
を

求
め

る
と

い
う

認
識

に
欠

け
て
い

た
こ

と
。

 
 

⑹
 

再
発

防
止
の

た
め

の
提

言
 

第
三

者
委

員
会

は
、

以
上

を
踏

ま
え
て

再
発

防
止

の
た

め
、

次
の

と
お
り

提
言

す
る

。
 

１
０

６
 

 

ア
 

制
度

の
運

用
に

あ
た

っ
て

は
、

貸
与

者
の

県
と

被
貸

与
者

本
人

と
の

密
接

な
つ

な
が

り
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
、
養

成
所
と

十
分
に

連
携

を
図

り
つ

つ
、
制

度
の
趣

旨
及

び
県

に
提

出
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
各

種
書

類
に

つ
い

て
手
続

の
周

知
を

徹
底

す
る

こ
と

。
 

イ
 

職
員

体
制

に
つ

い
て

は
、

他
の

業
務

と
の

兼
務

で
は

な
く

専
任

の
職

員
を

配
置

す
る

な
ど

事
務

処
理

体
制

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、
組

織
と

し
て

債
権

管
理

情
報

の
共
有

化
を

図
る

こ
と

。
 

ウ
 

債
権

管
理

及
び

文
書

管
理

に
つ
い

て
、
直

接
業

務
を

担
当

す
る

者
だ

け
で

な
く

、
管

理
職

を
含
め

て
、

職
員

の
意

識
啓

発
、

知
識

習
得
を

図
る

た
め

の
研

修
を

強
化

す
る
こ

と
。

 
エ

 
効

率
的

な
業

務
を

行
う

上
で

、
看

護
修

学
資

金
運

用
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
共

有
化

や
貸

付
け

か
ら

返

還
免

除
ま

で
の

処
理

を
一

連
で

管
理

す
る

シ
ス

テ
ム

開
発

及
び

回
収

困
難

な
未

収
金

回
収

業
務

の

外
部

委
託

に
つ

い
て

も
検

討
す

る
こ
と

。
 

オ
 

制
度

を
継

続
す

る
上

で
は

、
手

続
未

了
者

が
生

じ
な

い
仕

組
み

づ
く

り
を

行
う

必
要

が
あ

り
、
例

え
ば

免
除

手
続

が
と

ら
れ

な
い

場
合

は
、

返
還

扱
い

と
す

る
な

ど
の

制
度

改
正

の
検

討
を

行
う

べ

き
で

あ
る

こ
と

。
 

カ
 

さ
ら

に
進

ん
で

、
現

在
国

の
検

討
し

て
い

る
給

付
型

奨
学

金
の

動
向

や
他

の
奨

学
金

制
度

の
状

況
な

ど
を

見
極

め
な

が
ら

、
現

行
制
度

の
抜

本
的

な
見

直
し

を
進

め
る
こ

と
。

 
 

⑺
 

そ
の

他
の
提

言
 

 
 

２
０

０
０

年
度

以
前

の
手

続
未

了
者

７
５

５
人

分
の

債
権

に
つ

い
て

は
、

消
滅

時
効

期
間

も
経

過

し
て

お
り

、
回

収
可

能
性

の
な

い
も
の

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
り

、
債
権

管
理

の
効

率
性
（

費
用

対
効

果
）

の
観

点
か

ら
、
速

や
か

に
債
権

放
棄

に
よ

る
整
理

を
決

断
す

る
こ
と

が
相

当
で

あ
る

。
２

０
０

１
～
２

０
１

３
年

度
の

手
続

未
了

者
６

人
に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

調
査

、
督
促

を
実

施
す

べ
き

で
あ
る

。
 

３
 

看
護

修
学

資
金

の
債

権
管

理
適
正

化
に

向
け

た
県

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

県
が

２
０

１
６

年
１

１
月

１
５

日
に

発
表

し
た

看
護

修
学

資
金

の
債

権
管

理
適

正
化

に
向

け
た

県
の

対
応

に
つ

い
て

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で
あ

る
。

 
 

⑴
 

再
発

防
止
策

 
①

 
看

護
師

等
養

成
所

事
務

長
及

び
教

務
主

任
連

絡
会

議
等

の
場

を
活

用
し

て
、

制
度

の
趣

旨
及

び

手
続

を
周

知
す

る
な

ど
、

養
成

所
と
よ

り
一

層
の

連
携

を
図

っ
て

い
る
。

 
②

 
２

０
１

６
年

度
か

ら
担

当
者

は
他

の
業

務
と

の
兼

務
で

は
な

く
専

任
と

し
、

看
護

修
学

資
金

の

貸
与

、
返
還

、
免

除
業

務
に
従

事
し
て

お
り

、
ま

た
債

権
管

理
、
債
権

回
収
業

務
に

係
る

知
識

の
習

得
の

た
め

に
、

研
修

会
に

も
参

加
し
、

引
き

続
き

知
識

の
習

得
に

努
め
て

い
る

。
 

③
 

グ
ル

ー
プ

職
員

及
び

上
司
（
課

長
補

佐
・
主
幹
・
課

長
）
が

看
護
修

学
資
金

運
用

マ
ニ

ュ
ア
ル

の

共
有

な
ど

に
よ

り
組

織
的

な
対

応
に
取

り
組

ん
で

い
る

。
 

④
 

効
率

的
な

債
権

管
理

が
可

能
と

な
る

よ
う

、
２

０
１

７
年

４
月

か
ら

の
運

用
に

向
け

て
管

理
シ

ス
テ

ム
を

開
発

し
て

い
る

。
 

⑤
 

債
権

回
収

業
者

等
へ

の
回

収
困
難

な
未

収
金

の
回

収
委

託
に

向
け
て

検
討

し
て

い
る

。
 

⑥
 

健
康

福
祉

部
収

入
未

済
対

策
会
議
（
会

長
：
健

康
福

祉
部

次
長

、
収

入
未
済

を
有

す
る

課
室
長

で

構
成

）
を

開
催
し

、
管

理
職

に
よ

る
債

権
管
理

状
況

の
確

認
及

び
意
識

啓
発

に
取

り
組

ん
で

い
る
。
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⑦
 

免
許

取
得

届
、
看

護
業

務
従

事
届

な
ど

の
書

類
の

保
管

に
つ
い

て
、
こ

れ
ま
で

の
年

度
別

、
種
類

別
管

理
か

ら
被

貸
与

者
個

人
別

へ
の
管

理
に

改
め
、

個
人
ご

と
の
書

類
の

提
出

状
況

を
明

確
に

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

未
提

出
者

へ
の

督
促
等

を
実

施
し

て
い

る
。

 
 

⑵
 

職
員

の
懲
戒

処
分

等
 

 
 

 
戒

告
３

人
、

口
頭

訓
戒

８
人
、

所
属

長
厳

重
注

意
５

人
の

懲
戒

処
分
を

行
っ

た
。

 
 

⑶
 

職
員

の
協
力

金
 

対
象

職
員
（

７
６

人
。
退

職
者
を

含
む
）
の
役

職
及

び
従

事
年

数
に
よ

り
職

員
１

人
当

た
り

の
協
力

金
は

４
０

万
円

か
ら

２
５

万
円

と
す
る

。
ま

た
、
今

回
の

事
案

が
、
制

度
上

の
問

題
や

組
織

的
な

問
題

な
ど

に
起

因
し

て
い

る
こ

と
に

鑑
み
、
健
康

福
祉

部
職

員
（

１
２

０
４

人
）
に
も

広
く

協
力

を
要

請
す

る
（

１
人

当
た

り
１

０
万

円
か

ら
５
千

円
）
。

 
目

安
は

、
適

切
な

管
理

を
行

っ
て

い
れ

ば
県

へ
返

還
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
っ

た
貸

付
金

４
億

５
８

１
８

万
円

の
５

％
相

当
で

あ
る

２
２
９

０
万

円
と

し
た

。
 

４
 

看
護

修
学

資
金

の
不

適
切

な
債
権

管
理

に
係

る
職

員
協

力
金

に
つ

い
て

 

県
が

２
０

１
７

年
５

月
１

５
日

に
発

表
し

た
看

護
修

学
資

金
の

不
適

切
な

債
権

管
理

に
係

る
職

員
協

力
金

に
つ

い
て

に
よ

れ
ば

、
職

員
協
力

金
を

依
頼

し
た

結
果

は
【

図
表

４
－
５

】
の

と
お
り

で
あ
っ

た
。

 
 

【
図

表
４

－
５

】
看

護
修

学
資

金
職
員

協
力

金
の

依
頼

結
果

 
区

分
依

頼
者

数
(
人

)
協

力
者

数
(
人

)
協

力
金

額
(
円

)

現
職

員
1
,
0
6
4

4
6
9

1
3
,
2
6
7
,
8
8
8

退
職

者
2
1
6

7
8

1
2
,
4
3
4
,
8
9
5

 
 
計

1
,
2
8
0

5
4
7

2
5
,
7
0
2
,
7
8
3

 
 

２
０

１
７

年
度

中
に

看
護

修
学

資
金

職
員

協
力

金
は

２
５

６
０

万
４

７
４

１
円

と
な

り
、

県
は

こ
れ

を
雑

入
と

し
て

収
入

し
た

。
 

５
 

そ
の

他
 

⑴
 

２
０

０
１

年
度

か
ら

２
０

１
３

年
度
ま

で
の

手
続

未
了

者
６
人

 
提

言
で

指
摘

さ
れ

て
い

た
２

０
０

１
年

度
か

ら
２

０
１

３
年

度
ま

で
の

手
続

未
了

者
６

人
に

つ
い

て
は

、
そ

の
後

、
督

促
等

を
実

施
し
、

２
０

１
９

年
度

ま
で

に
６

人
全
て

の
手

続
が

終
了

し
た
。

 
⑵

 
看
護

修
学

資
金

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
の
共

有
化

 
 

 
２

０
１

４
年

度
か

ら
作

成
さ

れ
て

い
る

看
護

修
学

資
金

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

も
と

に
順

次
改

訂
版

を
作

成
し

共
有

化
し

て
い

る
。

詳
細
は

、
本

章
第

３
保

健
医

療
局

に
関
連

し
て

記
載

す
る

。
 

⑶
 

債
権

回
収

業
者

等
へ

の
回

収
困

難
な
未

収
金

の
回

収
委

託
 

 
 

第
３

保
健

医
療

局
及

び
第

８
福

祉
局
に

関
連

し
て

後
に

記
載
す

る
。

 
６

 
愛

知
県

看
護
修

学
資

金
貸

与
金
制

度
の

廃
止

 

健
康

福
祉

部
保

健
医

療
局
（
当

時
）
が

２
０
１

８
年

２
月
２

３
日
付

け
で

作
成

し
た

愛
知

県
看

護
修
学

資
金

制
度

の
見

直
し

に
つ

い
て

に
よ

れ
ば
、
愛

知
県

看
護
修

学
資

金
貸

与
金
に

つ
い

て
は

、
新

規
貸

与
者

１
０

８
 

 

が
減

少
し

て
い

る
こ

と
に

加
え
（
【

図
表

４
－

６
】
参

照
）
、
約

半
数

の
貸
与

者
が

返
還

免
除

要
件
を

満
た

さ
ず

返
還

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
（
【

図
表

４
－

７
】
参
照

）
、
事

業
実
施

の
効

果
が

薄
れ

て
き
て

い
る

と
し

て
、
２

０
１

９
年

度
か
ら

は
新
規

貸
与

を
行

わ
な

い
こ

と
、
既

に
貸

与
し
て

い
る
在

学
生
に

つ
い

て

は
卒

業
ま

で
貸

与
を

継
続

す
る

こ
と

を
見
直

し
案

と
し

て
い

る
。

 
そ

し
て

、
２
０

１
９

年
度

本
貸

与
金
制

度
は

廃
止

さ
れ

た
。

 
 

【
図

表
４

－
６

】
愛

知
県

看
護

修
学
資

金
貸

与
金

の
新

規
貸

与
者

数
の
推

移
 

年
度

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

県
内

養
成

所
入

学
者

数
（

人
）

3
,
7
4
3

3
,
6
3
7

3
,
6
9
2

3
,
8
9
4

4
,
0
4
5

3
,
9
3
6

新
規

貸
与

者
数

（
人

）
1
1
4

9
6

9
3

9
2

8
3

7
6

割
合

3
.
0
5
%

2
.
6
4
%

2
.
5
2
%

2
.
3
6
%

2
.
0
5
%

1
.
9
3
%

 
 

【
図

表
４

－
７

】
免

除
・

返
還

等
の
状

況
 

貸
与

年
度

2
0
0
1
～

2
0
0
8

4
6
6
人

4
4
.
9
0
%

5
4
8
人

5
2
.
7
0
%

2
5
人

2
.
4
0
%

免
除

返
還

そ
の

他
（

就
業

中
等

）

※
貸

与
決
定

後
免
除

要
件
を

満
た
す

ま
で
の

期
間
が

8
年

間
（
就

学
3
年
＋
就

業
5
年
）

と
な

る
者
が

多
い
た

め
、
2
0
0
8
年
度

以
前
の

デ
ー
タ

を
ま
と

め
た
。

 
 ７

 
監

査
の

結
果

 

債
権

放
棄

の
意

思
表

示
を

到
達

さ
せ
る

か
債

権
管

理
条

例
で

整
理

す
る
必

要
性

が
あ

る
【

意
見
】

 
前

１
に

記
載
し

た
と

お
り

、
県

は
看
護

修
学

資
金

貸
付

金
に

つ
い
て

、
最

終
結

果
（
２

０
１

７
年

２
月

２
４

日
）
と

し
て

２
０

０
０
年

度
以
前

の
被

貸
与

者
７

０
７

人
、
３

億
７

６
８
２

万
４
２

５
０
円

の
債

権

放
棄

に
よ

る
整

理
を

行
っ

た
。
議

会
の

議
決
で

債
権

放
棄
し

た
場

合
は

、
そ

の
意

思
表
示

が
債
務

者
に

到

達
し

な
け

れ
ば

債
権

消
滅

の
効

果
が

生
じ
な

い
（

最
高

裁
判

所
平

成
２

４
年
４

月
２

０
日

判
決
、
最

高
裁

判
所

民
事

判
例

集
６

６
巻

６
号

２
５

８
３
頁

。
民
法

第
９

７
条

）。
そ

の
た

め
、
県

は
２
０

０
０
年

度
以

前
の

被
貸

与
者

７
０

７
人

に
対

し
て

債
権

放
棄

の
意

思
表

示
を

発
出

し
到

達
さ

せ
る

必
要

が
あ

る
。

こ

の
う

ち
住

所
が

特
定

で
き

て
い

る
者

に
つ
い

て
は
、
２

０
１

７
年

３
月

１
０
日

付
け
、
通

知
文
を

送
付

済

み
で

あ
る

が
、

住
所

不
明

者
等

６
２

名
に
は

発
送

せ
ず

、
債

権
を
消

滅
さ

せ
て

い
な

い
状

況
に

あ
る
。

 
し

か
し

、
全

て
の
債

務
者

に
つ

い
て
今

か
ら

所
在

調
査

し
、
所

在
不

明
者

に
は

公
示

送
達
（

民
法

第
９

８
条

）
す

る
こ

と
は

経
済

性
（

地
方

自
治
法

第
２

条
第

１
４

項
）
に

反
す

る
場

合
も

考
え

ら
れ

る
。

 
そ

こ
で

、
債

権
放

棄
の

意
思
表

示
を

到
達

で
き
な

い
債

務
者

と
の
関

係
で

は
、
債

権
管

理
条

例
を

制
定

し
、
「

債
権

を
放
棄

し
た

と
き
は

、
そ

の
事

の
経

過
を

明
ら

か
に

し
た

書
類

を
作

成
し
、

当
該

債
権

の
全

部
又

は
一

部
が

消
滅

し
た

も
の

と
み

な
し
て

整
理

す
る

も
の

と
す
る

。
」
等

債
権

の
み

な
し

消
滅
規

定
を

規
定

し
、
同
規

定
に

基
づ

き
債

権
の
管

理
を

終
了

す
る

べ
き

で
あ

る
（

第
２
章

第
４

の
２

、
第

５
章
第

１

参
照

）。
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１
０

９
 

 第
２

 
２

０
１

９
監

査
年

度
の

定
期
監

査
 

１
 

定
期

監
査

の
経

過
 

２
０

１
９

監
査

年
度

定
期

監
査

記
載
の

監
査

の
趣

旨
に

よ
れ

ば
、
県

の
税
外

未
収

金
は

、
全

体
的

に
は

減
少

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
２

０
１

８
年

度
末

時
点

に
お

い
て

依
然

と
し

て
多

額
と

な
っ

て
い

る
こ

と

か
ら

、
税

外
未

収
金

に
つ

い
て

、
債

権
管

理
の
状

況
等

を
把

握
す

る
と
と

も
に

、
強

制
徴

収
公
債

権
、
非

強
制

徴
収

公
債

権
、
私

債
権
と

い
っ
た

債
権

の
分

類
ご

と
の

課
題

を
洗

い
出
し

、
債

権
管

理
の
一

層
の

適

正
化

に
資

す
る

も
の

と
す

る
た

め
、

税
外

未
収

金
の

債
権

管
理

に
つ

い
て

定
期

監
査

を
実

施
す

る
と

し

た
。

 
 

【
図

表
４

－
８

】
税

外
未

収
金

の
推
移

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
円

）
 

2
0
1
6
年

度
末

2
0
1
7
年

度
末

2
0
1
8
年
度
末

普
通
会
計

6
,
4
8
7
,
4
8
6
,
6
3
6

6
,
3
6
2
,
9
1
8
,
9
4
2

6
,
1
8
1
,
7
5
5
,
5
3
5

一
般
会
計

2
,
1
7
1
,
9
7
0
,
7
6
3

2
,
1
2
4
,
8
6
2
,
3
0
4

1
,
9
6
8
,
6
6
0
,
0
4
5

特
別
会
計

4
,
3
1
5
,
5
1
5
,
8
7
3

4
,
2
3
8
,
0
5
6
,
6
3
8

4
,
2
1
3
,
0
9
5
,
4
9
0

公
営
企
業
会

計
1
3
3
,
3
5
8
,
6
2
3

1
3
4
,
6
4
2
,
5
8
7

1
3
3
,
6
2
6
,
6
6
5

6
,
6
2
0
,
8
4
5
,
2
5
9

6
,
4
9
7
,
5
6
1
,
5
2
9

6
,
3
1
5
,
3
8
2
,
2
0
0

区
分

計
 

（
出

典
：

平
成

３
１

監
査

年
度

定
期
監

査
の

結
果

に
関

す
る

報
告

）
 

 ２
 

定
期

監
査

の
結

果
 

 
 

２
０

１
９

監
査

年
度

の
監

査
の
結

果
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
⑴

 
債
権

管
理

 
監

査
の

対
象
と

し
た

七
つ

の
債

権
の
う

ち
、
五
つ

の
債

権
（

生
活

保
護

費
に

係
る

返
還

金
、
児

童
措

置
費

負
担

金
、
放
置

違
反

金
（

延
滞

金
を

含
む

。
）、

住
宅

使
用

料
・
駐

車
場
使

用
料

及
び

過
年
度

医
業

未
収

金
）
に

つ
い

て
は
、
発

生
の

都
度

、
調
定

が
行

わ
れ

、
財
務

シ
ス
テ

ム
に

よ
り

管
理

さ
れ

て
い

た
。

な
お
、
こ
の

中
に
は

、
総

額
を

財
務

シ
ス

テ
ム
で

管
理

し
、
債
務

者
ご

と
の

明
細

に
つ
い

て
は
、
別

途

管
理

さ
れ

て
い

る
債

権
も

あ
っ

た
（

住
宅

使
用

料
・

駐
車
場

使
用

料
及

び
過
年

度
医

業
未

収
金
）
。
ま

た
、
二

つ
の

債
権
（

高
度

化
事
業

貸
付
金

収
入

及
び

高
等

学
校

等
奨

学
事
業

貸
付

金
収

入
）
に

つ
い
て

は
、
納
期

到
来

ま
で

の
間

、
貸
付

金
整

理
簿

に
よ
り

管
理

さ
れ

、
納
期

到
来

の
都

度
、
調

定
が

行
わ

れ
、

財
務

シ
ス

テ
ム

管
理

へ
移

行
さ

れ
て
い

る
。
な

お
、
こ
の

う
ち

、
高
等

学
校

等
奨

学
事

業
貸

付
金

収
入

に
つ

い
て

は
、
財
務

シ
ス

テ
ム

と
連
動

す
る
「
奨

学
金

管
理

シ
ス
テ

ム
」
に
よ

り
管

理
さ

れ
て
い

た
。

  
⑵

 
滞
納

整
理

 
 

 
 

ア
 

督
促

に
つ

い
て

 
納

期
限

ま
で

に
納

付
を

し
な

い
者

が
あ

る
と

き
は

、
督

促
状

を
発

し
て

督
促

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

督
促

状
の

送
付

が
さ

れ
ず

口
頭

で
の

督
促

が
行

わ
れ

て
い

た
も

の
が

あ

っ
た

（
高

度
化

事
業

貸
付

金
収

入
）。

 

１
１

０
 

 

ま
た

、
財

務
規

程
に

定
め

る
様

式
と

異
な

る
様

式
に

よ
る

督
促

や
口

頭
で

の
督

促
が

行
わ

れ
て

い
た

も
の

が
あ

っ
た

（
過

年
度

医
業
未

収
金

）
。

 
イ

 
滞

納
処
分

に
つ

い
て

 
強

制
徴

収
公

債
権

は
、

国
税

徴
収

法
の

例
に

よ
る

財
産

調
査

及
び

滞
納

処
分

が
可

能
と

さ
れ

る

が
、
財

産
調

査
が

行
わ

れ
て
い

な
い

債
権

が
あ
っ

た
（

生
活

保
護
費

に
係

る
返

還
金

及
び

児
童

措
置

費
負

担
金

）。
し
た

が
っ

て
、

こ
れ

ら
の

債
権

に
つ

い
て

は
、

財
産

調
査

に
続

く
、

滞
納
処

分
又
は

滞
納

処
分

の
執

行
停

止
も

行
わ

れ
て
い

な
か

っ
た

。
 

ウ
 

訴
訟

手
続

等
に

つ
い

て
 

非
強

制
徴

収
公

債
権

及
び

私
債

権
に

つ
い

て
は

、
督

促
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
原

則
と

し
て

、
以

下
の
手

続
を

行
わ

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

る
が
、
こ

れ
ら

の
手

続
が

行
わ

れ
て

い
な

い
債

権
が

あ
っ

た
（

生
活

保
護

費
に

係
る

返
還

金
及

び
駐

車
場

使

用
料

）
。

 
①

 
担

保
の
付

さ
れ

て
い

る
債

権
（

保
証

人
の

保
証

が
あ
る

債
権
を

含
む

。）
が
あ

る
場
合

は
、

担

保
権

の
実

行
又

は
保

証
人

に
対

す
る

履
行
請

求
 

②
 

債
務

名
義

が
あ

る
場

合
は

、
強
制

執
行

手
続

 
③

 
①

及
び
②

に
該

当
し

な
い

場
合
（

①
の
措

置
を

と
っ
て

も
な
お

履
行

さ
れ

な
い

も
の

を
含

む
。）

は
、

訴
訟

手
続

 
⑶

 
不
納

欠
損

処
分

 
不

納
欠

損
処

分
と

は
、

既
に

調
定

さ
れ

た
歳

入
が

徴
収

し
得

な
く

な
っ

た
こ

と
を

表
示

す
る

決
算

上
の

取
扱

い
で

あ
り
、
監

査
の

対
象

と
し

た
い
ず

れ
の

債
権

に
お
い

て
も

、
各

債
権
の

不
納

欠
損

処
分

基
準

に
基

づ
き

処
理

が
行

わ
れ

て
い
た

。
 

な
お

、
時

効
期

間
の

経
過

に
よ

る
不

納
欠
損

処
分

に
関

し
て

、
公

債
権
は

、
時

効
の
援

用
が

必
要
で

な
い

こ
と

か
ら

、
時

効
期

間
の

経
過
に

よ
り

債
権

は
消

滅
（

地
方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

２
項

）
し
、

そ
の

後
は

債
権

管
理

の
必

要
が

な
い
。

 
一

方
で

、
私
債

権
（

高
度

化
事

業
貸

付
金
収

入
、
住
宅

使
用

料
・
駐

車
場

使
用

料
、
高

等
学

校
等
奨

学
事

業
貸

付
金

収
入

及
び

過
年

度
医
業

未
収

金
）
に

つ
い

て
は
、
債
権

の
消

滅
に

当
た

っ
て

時
効

の
援

用
が

必
要

と
な

る
（

民
法

第
１
４

５
条
）
こ

と
か

ら
、
債

権
放

棄
に

関
す

る
議

会
の

議
決

が
な

い
限

り
、

債
権

自
体

は
消

滅
せ

ず
、

不
納

欠
損
処

分
後

も
、

債
権

管
理

を
継

続
す
る

必
要

が
あ

る
。

 
⑷

 
税
外

債
権

の
管

理
を

所
管

す
る

組
織

 
税

外
債

権
の
管

理
に

関
し

て
、
総

務
局

に
お

い
て

は
、
毎

年
度

、
各
局

等
の

事
務

担
当

者
を

対
象
と

し
た
「

税
外

債
権

の
管

理
・
回
収

業
務
に

関
す

る
研

修
会

」
を

開
催

し
、
ま
た

、
会
計

局
に
お

い
て
は

、

「
会

計
事

務
の

手
引
（

総
則

・
収
入

編
）」

に
法

令
等

に
基
づ

く
債
権

管
理

の
手

続
等

を
記

載
し

て
い

る
も

の
の
、
税
外

債
権

の
管
理

に
関

す
る

事
務
は

、
個

々
の

債
権
を

所
管

す
る

局
等

に
よ

り
個

別
に
行

わ
れ

て
い

る
。
こ
の

点
、
会

計
局

が
県
の

会
計

事
務

を
つ

か
さ

ど
る

こ
と
や

、
財

産
管

理
課

が
県
の

公

有
財

産
の

取
得

、
管

理
及

び
処

分
を

総
括

す
る
こ

と
な

ど
と

は
異
な

り
、
県

全
体

の
税

外
債

権
の

管
理

を
つ

か
さ

ど
る

組
織

（
制

度
所

管
課
）

は
、

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。
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１
１

１
 

 ３
 

定
期

監
査

の
意

見
 

 
 

２
０

１
９

監
査

年
度

の
監

査
の
意

見
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
税

外
未

収
金
は

、
依

然
と

し
て

多
額
で

あ
り

、
財

源
の

確
保

と
負
担

の
公

平
性

の
観

点
か

ら
、
適

正
な

債
権

管
理

を
行

い
、

解
消

に
向

け
た

取
組
を

進
め

る
必

要
が

あ
る
。

 
具

体
的

に
は
、
法

令
の

規
定
に

基
づ

き
、
財
産

調
査

や
滞
納

処
分
等

の
実

施
を

検
討

し
債

権
の

回
収
強

化
に

努
め

、
そ

の
上
で

な
お
回

収
困
難

な
債

権
に

つ
い

て
は

、
回

収
見

込
額

と
回

収
コ
ス

ト
等
を

比
較

し
、

執
行

停
止

や
徴

収
停

止
の

実
施

を
検

討
し

て
い

く
な

ど
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
債

権
管

理
を

行
っ

て

い
く

こ
と

が
必

要
と

な
る

。
 

今
回

の
監

査
に

お
い

て
は
、
強

制
徴

収
公

債
権
で

は
、
法
令

の
規
定

に
従

っ
て

財
産

調
査

や
滞

納
処
分

が
行

わ
れ

て
い

る
債

権
が

あ
る

一
方

、
財

産
調

査
や

滞
納

処
分

の
実

施
が

検
討

さ
れ

て
い

な
い

債
権

も

見
受

け
ら

れ
た

。
ま

た
、
非

強
制

徴
収

公
債
権

及
び

私
債

権
に

つ
い
て

は
、
訴

訟
手
続

等
が

行
わ
れ

て
い

る
債

権
が

あ
る

一
方

、
訴

訟
手

続
等

の
実
施

が
検

討
さ

れ
て

い
な
い

債
権

も
見

受
け

ら
れ

た
。

 
こ

う
し

た
取
扱

い
の

差
異

は
、
も
と

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
債

権
の

性
格

に
よ

る
と

こ
ろ

も
あ

ろ
う

が
、
そ

れ
以

前
に

、
法

令
の
知

識
は
も

と
よ
り

、
債

権
回

収
に
係

る
実

務
な

ど
債

権
管

理
に

関
す

る
基
本

的
認

識

が
共

有
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
、
そ

し
て

、
そ
の

要
因

の
一

つ
と

し
て
、
債
権

管
理

に
関

す
る

基
本
的

な
指

針
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い

こ
と

が
挙

げ
ら
れ

る
。

 
今

回
は

税
外

未
収

金
が

多
額

の
も

の
又

は
増

加
傾

向
に

あ
る

も
の

を
監

査
し

た
が

、
さ

ら
に

少
額

の

も
の

を
含

め
れ

ば
、
そ

の
取
扱

い
に
は

、
な

お
さ

ら
の
差

異
が

生
じ

て
い

る
の

で
は

な
い

か
と
推

測
さ

れ

る
。

 
今

後
、「

税
外

債
権

の
徴

収
強

化
」
の

取
組

を
進

め
て

い
く
に

当
た
っ

て
は
、

全
庁

的
に
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
債

権
管

理
に

関
す

る
基

本
的
な

考
え

方
を

共
有

し
た
上

で
、
各

局
等

が
、
そ
れ

ぞ
れ
の

債
権

の
性

格
に

応
じ

た
詳

細
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
等
を

備
え

て
、
実

効
性

の
あ

る
回

収
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。 

つ
い

て
は
、
他
の

自
治

体
に
お

け
る

債
権

管
理
に

関
す

る
条

例
な
ど

も
参

考
に
、
全
庁

的
に

共
有

す
べ

き
基

本
的

な
指

針
を

定
め

、
各

局
等
に

お
け

る
債

権
管

理
を

支
援

す
る

な
ど
、
効

率
的
か

つ
効
果

的
な

債

権
管

理
が

行
え

る
仕

組
み

づ
く

り
に

つ
い
て

検
討

し
、
税

外
未

収
金

の
解

消
に

一
層

取
り

組
ま

れ
た

い
。 

４
 

税
外

債
権

管
理

に
係

る
基

本
方
針

 

２
０

１
９

監
査

年
度

の
定

期
監

査
後

、
県

が
策

定
し

２
０

２
１

年
７

月
１

２
日

か
ら

施
行

さ
れ

て
い

る
税

外
債

権
管

理
に

係
る

基
本

方
針

の
内
容

は
次

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

税
外

債
権

管
理

に
係

る
基

本
方

針
 

第
１

 
趣

旨
 

 
 

貸
付

金
、
使

用
料
、
負
担

金
等

の
県

税
以
外

の
債

権
に

つ
い

て
は
、
多
額

の
未

収
金

が
発

生
し

て
お

り
、

負
担
の

公
平

性
と

財
源
確

保
の

観
点

か
ら
、
未

収
金

の
解

消
に

向
け

た
取

組
を
進

め
る

必
要

が
あ

る
。
各
債

権
所
管

局
（

以
下
「
所

管
局

」
と

い
う

。）
に
お

い
て

は
、
債

権
の
発

生
か

ら
回

収
ま
で

を
通

し
て

、
主
体

的
に
責

任
を

持
っ

て
効
率

的
か

つ
効

果
的

な
債
権

管
理

を
行

っ
て

い
く
こ

と
と

す
る

。
 

 
 

本
方

針
は

、
全

庁
的

に
一

層
効

率
的

か
つ
効

果
的

な
債

権
管

理
を
行

う
た

め
の

仕
組

み
の

一
つ
と

し
て

、

債
権

管
理

の
基

本
的

な
取

組
方

針
を

ま
と

め
た

も
の

で
あ

り
、

所
管

局
が

個
々

の
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作
成

又
は

見
直

す
際
に

参
考

と
す

る
も

の
と
し

て
位

置
付

け
る

こ
と
と

す
る

。
 

第
２

 
債

権
管

理
の

基
本

的
な

取
組

 

１
 
債

権
発

生
時

の
対
応

 

１
１

２
 

 

未
収

金
を

発
生

さ
せ

な
い

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
貸

付
審

査
の

強
化

や
債

務
者

・
保

証
人

に
対

す
る

制
度
周

知
の

徹
底

等
を
行

う
。

 

(
1
)
 
貸

付
時

の
審
査

の
強

化
 

貸
付

時
の

審
査

事
務

を
厳

格
に
行

う
。

必
要

に
応

じ
て

、
税

金
の

滞
納

が
な

い
旨

の
納

税
証

明
書

や
公
共

料
金

の
支

払
状
況

、
連

帯
保
証

人
の

所
得
・
資

産
等

を
確

認
で

き
る

書
類

の
提
出

を
求

め
る

。
 

(
2
)
 
制

度
の

周
知
徹

底
等

 

 
 

 
 

債
務

不
履

行
時

に
お

い
て
は

、
債

務
者

に
加
え

、
連

帯
保

証
人

に
対
し

て
も

、
財

産
調

査
や
強

制
執

行
等
の

法
的

手
段

を
講
じ

る
旨

を
書

面
に

て
周
知

徹
底

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
強

制
徴

収
で

き
な

い
債

権
に
つ

い
て

は
、
債

権
の

性
質

、
金

額
及

び
重

要
性

に
応

じ
て

、
財

産
調

査
に

対
し

て
債

務
者

自
身

が
協

力
し

、
ま

た
県

が
関

係
機

関
に

対
し

て
行

う
財

産
調

査
に

つ
い

て
あ
ら

か
じ

め
同

意
す
る

旨
の

同
意

書
を

徴
取
す

る
こ

と
を

検
討

す
る
。

 

２
 
債

権
発

生
後

の
管
理

等
 

発
生
し

た
債

権
に

つ
い
て

、
債

権
記

録
の

整
備
、

債
務

者
の

状
況

確
認
等

を
適

切
に

行
う

。
 

(
1
)
 
債

権
記

録
の
整

備
 

 
 

 
 

債
権

記
録

の
整

備
は

、
債

権
管

理
の

最
も

基
本
的

な
事

項
で

あ
り

、
特

に
訴

訟
の

際
に

は
重

要
な

証

拠
書
類

と
な

る
た

め
、
債
権

や
債

務
者
に

係
る

基
本

的
な

情
報

、
納
付

状
況

、
時

効
の

更
新

、
交

渉
履

歴
等
を

正
確

に
記

録
す
る

。
 

(
2
)
 
未

収
金

の
適
切

な
調

定
 

 
 

 
 

債
権

が
発

生
し
、
徴

収
す

べ
き

歳
入

の
金

額
が

確
定

し
た
と

き
は

、
当

該
年

度
に

適
切

に
調

定
を

行

う
。

 

(
3
)
 
債

務
者

の
状
況

確
認

等
 

 
 

 
 

債
務

者
の

資
産

状
況

等
の
最

新
の

情
報

を
収
集

し
、
必

要
に

応
じ

て
担

保
や
保

証
人

の
追

加
・
変

更

を
行
う

な
ど

、
債

権
の
保

全
・

回
収

の
た

め
の
的

確
な

措
置

を
速

や
か
に

講
じ

る
。

 

(
4
)
 
納

付
方

法
の
検

討
 

 
 

 
 

債
務

者
が

利
用

し
や

す
い

納
付

方
法

の
導

入
に

つ
い

て
、

費
用

対
効

果
の

観
点

を
踏

ま
え

て
検

討

す
る
。

 

３
 
債

権
回

収
の

強
化

 

債
権

の
確

実
な

回
収

と
滞

納
の

抑
止

を
図

る
た

め
、

適
切

な
督

促
、

迅
速

な
納

付
交

渉
に

よ
り

早
期

の
回
収

に
努

め
る

と
と
も

に
、
納
付

に
応

じ
な

い
場

合
は

、
財

産
調
査

等
を

行
っ

た
上
で

、
滞

納
処

分
や

強
制
執

行
等

の
法

的
措
置

を
実

施
す

る
。

ま
た
、

民
間

委
託

等
の

活
用
を

検
討

す
る

。
 

(
1
)
 
督

促
 

 
 

 
 

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な
い

者
が

あ
る

と
き
は

、
督

促
状

に
よ

り
期
日

を
指

定
し

て
督

促
す
る

。
 

(
2
)
 
納

付
交

渉
 

 
 

 
 

督
促

指
定

期
日

ま
で

に
納

付
が

な
い

場
合

は
、

迅
速

な
納

付
交

渉
を

基
本

と
し

、
適

時
適

切
に

文

書
、
電

話
、
訪
問

等
に

よ
る

催
告
・
納
付

交
渉

を
行

う
。
納

付
交

渉
の

際
に

は
、
そ

れ
ま

で
の

経
過

を

十
分
に

理
解

し
て

臨
み
、

交
渉

経
過

を
必

ず
記
録

し
保

存
す

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
連

帯
保

証
人

を
設
定

し
て

い
る

場
合
は

、
状

況
に

応
じ

て
、
連

帯
保

証
人

に
対

す
る
交

渉
も

速
や
か

に
行

う
。

 

 
ま

た
、

書
類

を
収

受
す

る
際

は
、

日
付

、
項

目
等

の
必

要
な
事

項
が

漏
れ

な
く

記
載

さ
れ

て
い

る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

(
3
)
 
所

在
調

査
 

 
 

 
 

住
民

票
又

は
戸

籍
の

附
票
の

入
手

、
勤

務
先

の
確

認
、
出

国
調

査
等

に
よ

り
債
務

者
等

の
所

在
を

把

握
す
る

。
 

な
お

、
債

務
者

が
法

人
で

あ
る
場

合
は

、
登

記
事

項
証

明
書

等
を

取
得

す
る

こ
と

に
よ

り
、

法
人

の
所
在

地
、

代
表

者
等
の

基
礎

情
報

を
把

握
し
、

内
容

の
変

更
や

解
散
の

有
無

等
を

確
認

す
る

。
 

(
4
)
 
財

産
調

査
・
支

払
能

力
の

把
握

 

債
権

の
整

理
、

強
制

執
行

の
目
安

と
す

る
た

め
、

財
産

調
査

を
必

要
に

応
じ

て
実

施
し

、
債

務
者

等
の
財

産
状

況
を

把
握
す

る
。

 

な
お

、
強

制
徴

収
で

き
な

い
債
権

は
、

財
産

調
査

に
つ

い
て

法
令

上
の

制
約

が
多

い
こ

と
か

ら
、

交
渉
の

初
期

段
階

に
お
い

て
、
住

所
、
勤
務

先
、
取
引

金
融

機
関
、
保

有
財
産

等
を

再
確

認
す

る
と
と
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も
に

、
可

能
な

範
囲

で
、

債
務

者
か

ら
確

定
申

告
書

の
写

し
等
を

提
出

さ
せ

る
な

ど
、

情
報

収
集

に

努
め

る
。

あ
わ

せ
て

、
財

産
調

査
に

対
し

て
債

務
者

自
身

が
協
力

し
、

ま
た

県
が

関
係

機
関

に
対

し

て
行
う

財
産

調
査

に
つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

同
意
す

る
旨

の
同

意
書

を
徴
取

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

(
5
)
 
時

効
の

管
理
 

債
権

の
時

効
に

よ
る

消
滅

を
防
止

す
る

た
め

、
時

効
の

完
成

猶
予

や
更

新
の

た
め

の
手

続
を

確
実

に
行
う

。
 

(
6
)
 
法

的
措

置
 

 
 

 
ア

 
滞

納
処

分
 

 
 

 
 

 
強

制
徴

収
で

き
る

債
権
に

つ
い

て
は

、
債
務

者
等

の
財

産
状

況
を
勘

案
し

、
財

産
の

差
押
え

、
換

価
、

換
価

代
金
の

配
当

の
手

続
を

行
う
。

 

 
 

 
イ

 
強

制
執

行
等

 

強
制
徴

収
で

き
な
い

債
権

に
つ

い
て
は

、
徴

収
停
止

や
履

行
期

限
の

延
長

そ
の

他
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

場
合
を

除
き

、
債

務
者

に
支

払
う

意
思

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、

担
保

権
の

実
行
、

債
務

名
義

の
取

得
・
強

制
執

行
の

措
置

を
適

切
に
実

施
す

る
。

 

(
7
)
 
延

滞
金

等
の
徴

収
 

 
 

 
 

延
滞

金
等

を
徴

収
す

る
こ
と

が
で

き
る

場
合
は

、
適

切
に

徴
収

す
る
。

 

(
8
)
 
民

間
委

託
等
の

活
用

 

 
 

 
 

効
果

的
・

効
率

的
な

回
収

に
向

け
、

債
権

回
収

会
社

（
サ

ー
ビ

サ
ー

）
や

弁
護

士
へ

の
業

務
委

託

等
、
民

間
委

託
等

の
活
用

を
検

討
す

る
。

 

４
 
債

権
の

適
切

な
整
理

 

債
権

管
理

に
つ

い
て

は
、

法
的

措
置

を
含

め
た

回
収

の
取

組
を

徹
底

す
る

こ
と

が
基

本
で

あ
る

が
、

効
率

的
か

つ
効

果
的

な
債

権
管

理
を

行
っ

て
い

く
た

め
、

債
務

者
の

状
況

に
よ

り
、

債
権

の
整

理
を

適

切
に
行

う
。

 

(
1
)
 
債

権
の

整
理
 

債
務

者
の

状
況

、
回

収
見

込
額
と

回
収

コ
ス

ト
の

比
較

等
を

踏
ま

え
慎

重
に

検
討

し
た

う
え

で
、

履
行

さ
せ

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
又

は
不

適
当

で
あ

る
場

合
は
、

法
令

等
に

基
づ

き
、

滞
納

処
分

の

執
行
停

止
、

徴
収

停
止
、

履
行

期
限

の
延

長
、
債

務
の

免
除

又
は

権
利
の

放
棄

等
の

手
続

を
行

う
。

 

(
2
)
 
不

納
欠

損
処
分

 

時
効

に
よ

り
消

滅
し

た
債

権
、
権

利
を

放
棄

し
た

債
権

等
に

つ
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
適

切
に

行
う
。

 

５
 
個

別
マ

ニ
ュ

ア
ル
の

整
備

 

 
 

 
所

管
局

に
お

い
て

は
、
債
権

の
性

質
、
制

度
の

特
性

、
案
件

処
理

の
積
重

ね
等

を
踏

ま
え

て
、
そ

れ
ぞ

れ
の

債
権

の
性

格
に

応
じ

た
詳

細
な
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整
備

す
る

。
 

 
 

 
な

お
、
作

成
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル
に

つ
い

て
は

、
法

令
改

正
等

を
踏

ま
え

た
最
新

の
内

容
と

な
る

よ
う
、

常
に

見
直

し
を

行
う

。
 

第
３

 
全

庁
的

な
取

組
 

１
 
職

員
研

修
会

の
開
催

 

所
管

局
の

担
当

職
員

が
税

外
債

権
の

回
収

業
務

を
進

め
る

上
で

必
要

な
債

権
管

理
に

関
す

る
法

令
・

実
務
の

基
礎

を
身

に
着
け

る
た

め
、

職
員

研
修
会

を
年

１
回

開
催

す
る
。

 

２
 
自

己
検

査
の

実
施

 

未
収

金
の

回
収

手
続

や
時

効
管

理
、

不
納

欠
損

処
分

等
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

か
、

全
庁

統
一

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
よ

り
、

所
管

局
に

お
い

て
毎

年
自

己
検

査
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
結

果
を

フ

ィ
ー
ド

バ
ッ

ク
し

、
情
報

共
有

を
図

る
。

 

３
 
連

絡
会

議
の

開
催

 

全
庁

統
一

の
情

報
共

有
を

図
る

た
め

、
所

管
局

の
担

当
職

員
を

構
成

員
と

す
る

連
絡

会
議

を
適

宜
開

催
す
る

。
 

附
則

 

 
１

 
こ

の
方

針
は

、
令

和
３

年
７
月

１
２

日
か

ら
施
行

す
る

。
 

２
 

こ
の

方
針

の
規

定
は

、
第

２
第

１
項

に
定

め
る

も
の

を
除

き
、

こ
の

方
針

の
施

行
の

日
前

に
発

生
し

た
債
権

に
つ

い
て

も
、
適

用
す

る
。

 

１
１

４
 

 第
３

 
保

健
医

療
局

 
１

 
債

権
と

収
入
未

済
額

の
状

況
 

保
健

医
療

局
が

所
管

す
る

債
権

は
【

図
表

４
－

９
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
収

入
未

済
額
の

推
移
は
【

図

表
２

－
３

５
】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
福
祉

医
療

費
雑

入
は

後
記
３

参
照

。
 

 【
図

表
４

－
９
】
保
健

医
療
局

が
所
管

す
る

債
権

の
２

０
２

１
年

度
の
状

況
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
調

定
額

不
納
欠

損
額

収
入
未

済
額

債
権

の
種
類

看
護

職
員

修
学
資

金
貸
付

金
収
入

17
,3

17
,6
20

0
3,

05
3,

20
0
私
債

権

0
7,

51
9,

59
9
非
強

制
徴
収

公
債
権

0
23
1,

80
0
非
強

制
徴
収

公
債
権

0
11
3,

00
2
非
強

制
徴
収

公
債
権

合
計

3,
72

2,
68

1,
49
1

0
10

,9
17

,6
01

福
祉

医
療

費
雑
入

3,
70

5,
36

3,
87
1

 
 ２

 
看

護
職

員
修
学

資
金

貸
付

金
償
還

金
（

私
債

権
）

 

２
０

１
６

年
度

に
同

債
権

の
う

ち
４

億
４

５
０

０
万

円
を

債
権

放
棄

し
た

経
緯

は
、

第
４

章
第

１
で

詳
述

し
た

と
お

り
で

あ
る

が
、

制
度

の
概
要

と
現

在
の

状
況

に
つ
い

て
改

め
て

こ
こ

で
述

べ
る

。
 

⑴
 

概
要

 
県

内
の

看
護
師

等
、
養

成
所
に

在
学
す

る
者

に
対

し
て

修
学

資
金

を
貸
与

し
、
修

学
を

支
援

す
る

と

と
も

に
、
返

還
免

除
制

度
を
設

け
る

こ
と

に
よ
り

、
県

内
の

医
療
機

関
等

へ
の

就
業

を
促

進
す

る
目
的

で
実

施
さ

れ
た

。
な

お
、
２

０
１

９
年
度

以
降

貸
付

事
業

を
廃

止
し

、
２

０
２
１

年
度

で
継

続
貸

与
も

終
了

し
た

こ
と

か
ら
、
現

在
は

償
還

金
の

管
理
回

収
業

務
の

み
と
な

っ
て

い
る
。
廃
止

に
至

る
制

度
の

変
遷

は
、
看

護
修

学
資
金

運
用

マ
ニ

ュ
ア
ル
（

令
和
４

年
度

）
に

よ
れ
ば
【

図
表
４

－
１

０
】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
 

⑵
 

根
拠

法
令

 
 

 
 

愛
知

県
看
護

修
学

資
金

貸
与
条

例
 

 
 

 
愛

知
県

看
護

修
学

資
金

貸
与
条

例
施

行
規

則
 

 
⑶

 
債

権
発

生
の

経
緯

 
貸

与
者

が
途

中
退

学
や

卒
業

後
、

対
象

施
設

に
勤

務
し

な
か

っ
た

場
合

な
ど

に
返

還
が

発
生

す
る

が
、
退

学
し

た
場
合

は
、
収

入
が

な
い
た

め
、
返

還
金
が

収
入

未
済
と

な
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
多

い
。

 
⑷

 
２
０

２
１

年
度

収
入

未
済

額
に

関
す
る

県
の

分
析

 
生

活
困

窮
７
名

 
３

０
５

万
３

２
０
０

円
 

う
ち

４
名

 
２

５
２

万
９

０
０

０
円

は
過

年
度
分

。
 

 
⑸

 
取

組
状

況
 

現
在

の
取

組
状

況
に

至
る

経
緯

は
、
第
４

章
第

１
で

詳
細

に
述

べ
た

と
お

り
で

あ
る
。
県

に
よ

る
と

２
０

２
１

年
度

は
、

過
年

度
よ

り
未

納
が

続
い

て
い

る
者

へ
の

電
話

に
よ

る
督

促
を

重
点

的
に

行
っ

た
。
ま

た
、
現
年

度
調

定
分

に
つ

い
て
は

、
２

～
３

か
月

未
納

と
な
っ

た
時

点
で

電
話

に
よ

る
督

促
を



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-62-

第393別冊２号

１
１

５
 

 

行
っ

た
。
し

か
し

、
コ

ロ
ナ

禍
で

生
活
困

窮
者

が
増

え
た

こ
と

も
あ

り
、
収

入
未

済
額

の
減

少
に

は
至

ら
な

か
っ

た
。
ま
た

２
０

２
２

年
度
は

、
電

話
、
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
行

い
な

が
ら

、
債

務
者

の

状
況

に
応

じ
て

、
分

割
返

納
で

き
る

よ
う

指
導
す

る
、
現
年

度
の
収

入
未

済
の

増
加

を
抑

え
つ

つ
過
年

度
分

の
収

入
未

済
を

解
消

す
る

よ
う
に

努
め

る
、

と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
回

収
業

務
の
外

部
委

託
に

つ
い

て
は
、

第
８

福
祉

局
で

述
べ

る
。

 
 【

図
表

４
－

１
０
】

制
度

の
変

遷
（
年

度
は

和
歴

）
 

年 度
 

第
１

種
修

学
資
金

 
第

２
種

修
学

資
金

 

貸
与

（
支

給
）

条
件

 
返

還
免

除
条

件
 

支
給

月
額

 
貸

与
（

支
給

）
条

件
 

返
還

免
除

条
件

 
支

給
月

額
 

3
7 

～
 

4
3 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

所

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県

内
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後

１
月

以
内

に
県

内
に

所
在

す

る
医

療
施

設
に

お
い

て
看

護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き

続
き

看
護

業
務

に
従

事
し

た

期
間

が
３

年
に

達
し

た
と

き
。
 

円
 

看
 3

,0
0
0  

准
 1

,5
0
0 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

施
設

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県
立

病
院

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後
１

月
以

内
に

県
立

病
院

等
の

職
員

と
な

り
、
か

つ
、
引

き

続
き

看
護

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

２
年

に
達

し
た

と
き

。
 

円
 

看
4,
0
0
0 

准
3,
0
0
0 

4
4 

～
 

4
5 

看
5,
0
0
0 

准
3,
0
0
0 

4
6 

看
8,
0
0
0 

准
4,
5
0
0 

4
7 

～
 

4
8 

看
 5

,0
0
0 

准
 2

,5
0
0 

4
9 

看
 6

,0
0
0 

准
 3

,0
0
0 

看
10
,
0
00
 

准
6,
0
0
0 

5
0 

看
 7

,0
0
0 

准
 3

,5
0
0 

看
11
,
0
00
 

准
6,
5
0
0 

5
1 

看
 8

,0
0
0 

准
 4

,0
0
0 

5
2 

看
 9

,0
0
0 

准
 4

,5
0
0 

5
3 

看
10
,
0
00
 

准
 5

,0
0
0 

5
4 

看
11
,
0
00
 

准
 5

,5
0
0 

5
5 

看
12
,
0
00
 

准
 6

,0
0
0 

看
15
,
0
00
 

准
7,
5
0
0 

5
6 

～
 

6
0
 

看
13
,
0
00
 

准
 6

,5
0
0 

6
1 

～
 

6
2 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

所

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県

内
の

2
00

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後

１
月

以
内

に
県

内
の

20
0
床

未

満
の

病
院

･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
、

か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従

事
し

た
期

間
が

３
年

に
達

し

た
と

き
。

 

看
22
,
0
00
 

准
11
,
0
00
 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

施
設

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県
内

の
20

0
床

以
上

の
実

習
病

院
（

精
神

病
院

及

び
老

人
病

院
を

除
く

）
に

お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
00

床
以

上

の
実

習
病

院
（

精
神

病

院
及

び
老

人
病

院
を

除
く

）
に

お
い

て
看

護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
３

年
に

達
し

た
と

6
3 

看
26
,
0
00
 

准
12
,
0
00
 

元
 

～
 

2 

看
29
,
0
00
 

准
14
,
0
00
 

１
１

６
 

 3 ～
 

4 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

所

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県

内
の

病
院

･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う

と
す

る
者

 

(1
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
0
0

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

等

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
３

年
に

達
し

た
と

き
。

 

(2
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
0
0

床
以

上
の

病
院

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ

、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従

事
し

た
期

間
が

５
年

に
達

し
た

と
き

。
 

看
32
,
0
00
 

（
国

公
立

）
 

3
6
,0

00
 

（
私

立
）

  

准
15
,
0
00
 

（
国

公
立

）
 

2
1
,0

00
 

（
私

立
）

 

き
。

 
看

16
,
0
00
 

（
国

公
立

）
 

1
8
,0

00
 

（
私

立
）

 

 

准
8,
0
0
0 

（
国

公
立

）
 

1
1
,0

00
 

（
私

立
）

 

5 ～
 

9 

同
上

 
(1

) 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
0
0

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

等

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
３

年
に

達
し

た
と

き
。

 

(2
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
0
0

床
以

上
の

病
院

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ

、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従

事
し

た
期

間
が

７
年

に
達

し
た

と
き

。
 

同
上

 
 

県
内

の
看

護
職

員
を

養

成
す

る
学

校
に

在
学

す
る

者
で

、
卒

業
後

県
内

の
20

0

床
以

上
の

実
習

病
院
（

精
神

病
院

及
び

老
人

病
院

を
除

く
）
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

同
上

 
同

上
 

1
0 

 
県

内
の

看
護

職
員

養
成

所

に
在

学
す

る
者

で
、
卒

業
後

県

内
の

2
00

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

 
看

護
職

員
の

免
許

取
得

後

１
月

以
内

に
県

内
の

20
0
床

未

満
の

病
院

･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
、

か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従

事
し

た
期

間
が

３
年

に
達

し

た
と

き
。

 

 
県

内
の

看
護

職
員

を
養

成
す

る
学

校
に

在
学

す
る

者
で

、
卒

業
後

県
内

に
お

い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

当
然

免
除

規
定

は
な

し
。
す

な
わ

ち
、
卒

業

後
に

返
還

す
る

。
 

1
1 

(1
) 

県
内

の
看

護
職

員
養

成

所
に

在
学

す
る

者
で

、
卒

業

後
県

内
の

20
0
床

未
満

の
病

院
･
診

療
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

(2
) 

県
内

の
大

学
院

修
士

課

程
（

看
護

系
研

究
科

）
に

在

学
す

る
者

で
、
修

了
後

、
県

内
の

医
療

機
関
（

訪
問

看
護

事
業

所
を

含
む

）
に

お
い

て

看
護

婦
の

業
務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

(1
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
00

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

等

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
３

年
に

達
し

た
と

き
。

 

(
2)

 
大

学
院

修
士

課
程

修

了
後

、
１

年
以

内
に

県
内

の

医
療

機
関

に
お

い
て

看
護

婦
の

業
務

に
従

事
し

、
か

つ

、
引

き
続

き
看

護
婦

の
業

務

に
従

事
し

た
期

間
が

５
年

に
達

し
た

と
き

。
 

看
32
,
0
00
 

（
国

公
立

）
 

3
6
,0

00
 

（
私

立
）

  

准
15
,
0
00
 

（
国

公
立

）
 

2
1
,0

00
 

（
私

立
）

 

 院
83
,
0
00
 

1
2

～ 1
3  

(1
) 

県
内

の
看

護
職

員
養

成

所
に

在
学

す
る

者
で

、
卒

業

後
県

内
の

20
0
床

未
満

の
病

院
･
診

療
所

、
介

護
老

人
保

健
施

設
等

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

よ
う

と
す

る
者

 

 (2
) 

県
内

の
大

学
院

修
士

課

程
（

看
護

系
研

究
科

）
に

在

学
す

る
者

で
、
修

了
後

、
県

内
の

医
療

機
関

、
訪

問
看

護

事
業

所
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

(1
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の
2
0
0

床
未

満
の

病
院

･
診

療
所

、

介
護

老
人

保
健

施
設

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

３
年

に
達

し
た

と
き

。
 

(2
) 

大
学

院
修

士
課

程
修

了

後
、
１

年
以

内
に

県
内

の
医

療
機

関
又

は
訪

問
看

護
事

業
所

に
お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

、
か

つ
、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
５

年
に

達
し

た
と

き
。

 

 
 
た

だ
し

、
訪

問
看

護
事

業

所
に

従
事

す
る

場
合

は
、
病

院
、
診

療
所

 
又

は
介

護
老

人
保

健
施

設
に

お
い

て
３

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。
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１
１

７
 

  1
4

～
 

(1
) 

県
内

の
看

護
職

員
養

成
所

に
在

学
す

る
者

で
、

卒
業

後

県
内

の
2
00

床
未

満
の

病
院

･

診
療

所
、

介
護

老
人

保
健

施

設
、

訪
問

看
護

事
業

所
に

お

い
て

看
護

業
務

に
従

事
し

よ

う
と

す
る

者
 

 (2
) 

県
内

の
大

学
院

修
士

課
程

（
看

護
系

研
究

科
）

に
在

学
す

る
者

で
、

修
了

後
、

県
内

の
医

療
機

関
、

訪
問

看
護

事
業

所
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
よ

う
と

す
る

者
 

 た
だ

し
、

令
和

元
年

度
よ

り
新

規
貸

付
を

中
止
 

(1
) 

看
護

職
員

の
免

許
取

得

後
１

月
以

内
に

県
内

の

2
00

床
未

満
の

病
院

･
診

療

所
、

介
護

老
人

保
健

施
設

、
訪

問
看

護
事

業
所

等
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
、

か
つ

、
引

き
続

き
看

護
業

務
に

従
事

し
た

期
間

が
５

年
に

達
し

た
と

き
。

 

 
 

た
だ

し
、

訪
問

看
護

事

業
所

に
従

事
す

る
場

合
は

、
病

院
、

診
療

所
、

介
護

老
人

保
健

施
設

等
に

お
い

て
３

年
以

上
の

実
務

経
験

を
有

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

 

(2
) 

大
学

院
修

士
課

程
修

了

後
、

１
年

以
内

に
県

内
の

医
療

機
関

又
は

訪
問

看
護

事
業

所
に

お
い

て
看

護
業

務
に

従
事

し
、
か

つ
、
引

き

続
き

看
護

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

５
年

に
達

し
た

と
き

。
 

 
 

た
だ

し
、

訪
問

看
護

事

業
所

に
従

事
す

る
場

合
は

、
病

院
、
診
療

所
、
介

護
老

人
保

健
施

設
等

に
お

い
て

３
年

以
上

の
実

務
経

験
を

有
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

。
 

同
上
 

同
上
 

 た
だ

し
、

 

平
成

1
7
年

度
よ

り
第

2

種
修

学
資

金
の

新
規

募

集
を

停
止

と
し

、
希

望
者

に
は

第
1

種
修

学
資

金

を
貸

与
す

る
こ

と
と

し

た
。
 

同
上
 

同
上
 

（
注

１
）
支

給
月

額
欄

は
、「

看
」
は

保
健

師
･助

産
師

･
看

護
師

の
課

程
、「

准
」
は

准
看

護
師

の
課

程
、「

院
」
は

大
学

院
の

修
士

課
程

、
に

在
学

す
る

学
生

等
に

支
給

す
る

額
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

下
線

箇
所

は
、

前
制

度
と

の
主

な
相

違
点

で
あ

る
。

 

（
注

２
）

第
１

種
修

学
資

金
、

第
２

種
修

学
資

金
と

い
う

用
語

が
条

例
上

に
出

て
く

る
の

は
昭

和
６

１
年

度
か

ら
で

あ
る

。

そ
れ

ま
で

は
条

例
上

区
別

す
る

た
め

の
名

称
が

な
か

っ
た

が
、

第
１

種
修

学
資

金
に

当
る

も
の

は
「

一
般

の
修

学
資

金
」、

第
２

種
修

学
資

金
に

当
る

も
の

は
「

県
立

の
場

合
の

修
学

資
金

」
と

呼
称

さ
れ

て
い

た
。
即

ち
、
昭

和
６

０
年

ま
で

の
第

２
種

修
学

資
金

（
県

立
の

場
合

の
修

学
資

金
）

の
目

的
は

、
県

立
病

院
始

め
県

の
機

関
に

お
け

る
看

護
職

員
の

確
保

に
あ

っ
た

。
 

し
か

し
、

昭
和

６
１

年
の

改
正

に
よ

り
、

第
１

種
修

学
資

金
に

お
い

て
2
0
0
床

以
上

の
病

院
が

返
還

免
除

の
対

象

か
ら

外
れ

た
た

め
、

第
２

種
修

学
資

金
に

よ
り

2
0
0
床

以
上

の
実

習
病

院
に

勤
務

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
者

に
対

し

て
貸

与
す

る
こ

と
と

な
っ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

。
つ

ま
り

こ
の

年
か

ら
第

２
種

修
学

資
金

の
持

つ
意

味
が

変
質

し
た

。 

（
注

３
）

平
成

４
年

度
ま

で
の

第
２

種
修

学
資

金
の

貸
与

対
象

者
は

看
護

職
員

養
成

施
設

（
養

成
所

及
び

学
校

）
に

在
学

す

る
者

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

平
成

５
年

度
以

降
に

お
け

る
第

２
種

修
学

資
金

の
貸

与
対

象
者

は
看

護
職

員
を

養
成

す
る

学
校

に
在

学
す

る
者

の

み
と

な
っ

た
。

 

 
 

 
 

平
成

１
７

年
度

以
降

、
第

２
種

修
学

資
金

は
新

規
募

集
停

止
。

希
望

者
に

は
第

１
種

修
学

資
金

を
貸

与
す

る
こ

と

と
な

っ
た

。
 

（
注

４
）

看
護

業
務

と
は

保
健

師
、

助
産

師
、

看
護

師
、

准
看

護
師

の
業

務
の

総
称

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

な
お

、
平

成
１

４
年

３
月

１
日

よ
り

保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

の
一

部
改

正
に

よ
り

、「
婦

」
が
「

師
」
と

な
っ

た
。

 

 

（
出

典
：

看
護

修
学

資
金

運
用

マ
ニ
ュ

ア
ル

（
令

和
４

年
度

）
）

 
  

 

１
１

８
 

 ３
 

福
祉

医
療

費
雑

入
の

収
入

未
済
額

の
内

訳
に

つ
い

て
 

【
図

表
４

－
９

】
に

記
載

さ
れ

た
福

祉
医

療
費
雑

入
は
、
さ

ら
に
回

復
期

病
床

整
備

事
業

費
補

助
金
財

産
処

分
に

伴
う

返
還

金
（

非
強

制
徴

収
公

債
権
）
、

被
爆
者

健
康

管
理

手
当

返
還

金
（
非

強
制

徴
収

公
債

権
）
、

感
染

症
患
者

医
療

の
自
己

負
担

額
分

（
非

強
制

徴
収

公
債

権
）
に

分
か

れ
る

の
で

、
そ
れ

ぞ
れ

に

つ
い

て
簡

単
に

説
明

を
加

え
る

。
 

⑴
 

回
復

期
病

床
整

備
事

業
費

補
助

金
財
産

処
分

に
伴

う
返

還
金
（

非
強

制
徴

収
公

債
権

）
 

 
 

ア
 

補
助

金
の

目
的

 
団

塊
の

世
代

が
７

５
歳

以
上

と
な

る
２

０
２

５
年

に
向

け
て

不
足

が
見

込
ま

れ
る

回
復

期
機

能

の
病

床
の

充
実

を
図

る
こ

と
を

目
的
と

し
て
、
回

復
期
病

床
へ

の
転

換
・
新

設
に

必
要

と
な

る
経

費

（
施

設
・
設

備
整

備
費

用
）
の

一
部

を
医

療
機

関
に

対
し

て
助

成
す
る

目
的

で
交

付
さ

れ
る

補
助
金

で
あ

る
。

 
イ

 
補

助
金
の

根
拠

法
令

 
 

 
愛

知
県
補

助
金

等
交

付
規

則
 

愛
知

県
地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
基

金
事
業

補
助

金
交

付
要

綱
 

厚
生

労
働

省
所

管
一

般
会

計
補

助
金

等
に
係

る
財

産
処

分
に

つ
い
て

 
ウ

 
債

権
発
生

と
そ

の
後

の
経

緯
 

 
 

（
ア

）
補

助
施

設
と

補
助

額
 

県
は
、
２
０

１
６

年
度

及
び

２
０

１
７

年
度

の
２

年
間

に
、
あ

る
社
会

福
祉

法
人

が
経

営
す

る

病
院

へ
【

図
表

４
－

１
１

】
の

と
お

り
補
助

金
を

交
付

し
た

。
 

 
【

図
表

４
－
１

１
】

補
助

金
の

概
要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

（
円
）

 
施
設

(建
物
)

設
備
(機

器
)

計

2
0
1
6
年

度
3
7
5
,0
0
0

0
3
7
5
,0
0
0

2
0
1
7
年

度
1
2
,1
2
5
,0
0
0

1
2
,5
0
0
,0
0
0

2
4
,6
2
5
,0
0
0

合
　
計

1
2
,5
0
0
,0
0
0

1
2
,5
0
0
,0
0
0

2
5
,0
0
0
,0
0
0

 
  

 
（

イ
）

補
助
施

設
・

設
備

の
有
償

譲
渡

 
２

０
２

１
年

１
１

月
３

０
日

、
社

会
福

祉
法

人
は

医
療

法
人

へ
有

償
譲

渡
に

よ
る

事
業

譲
渡

を
行

い
、
厚

生
労

働
省

所
管

一
般

会
計

補
助

金
等

に
係

る
財

産
処
分

に
つ

い
て
（

平
成
２

０
年
４

月
１

７
日

付
け

医
政

発
第

０
４

１
７

０
０
１

号
）
に

基
づ
き

、
社

会
福

祉
法

人
か

ら
財
産

処
分
の

申
請

が
な

さ
れ
、

知
事

は
こ
れ

を
承
認

し
た
（

２
０

２
１
年

１
１

月
３

０
日
承

認
）
。
こ

れ
に

よ

り
、

合
計

７
５

１
万

９
５

９
９

円
に

つ
い
て

補
助

金
の

返
還

請
求
権

が
発

生
し

た
。

 
（

ウ
）

納
期
限

徒
過

 
上

記
返

還
額

の
納

期
限

は
２

０
２

２
年

１
月

２
６

日
と

指
定

さ
れ

た
が

、
納

期
限

ま
で

に
返

還
金

の
納

付
が

な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
同

年
２

月
１

５
日

、
同

月
２

５
日
を

指
定

納
期

限
と

す
る

督
促

状
を

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１
条

及
び

財
務

規
則

第
４
０

条
に

基
づ

き
発

行
し

た
。

 



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-64-

第393別冊２号

１
１

９
 

  
 

（
エ

）
民

事
再

生
手

続
開

始
 

２
０

２
２

年
２

月
１

７
日

、
裁

判
所

か
ら

社
会

福
祉

法
人

に
対

す
る

再
生

手
続

開
始

決
定

の

通
知

が
あ

る
と

と
も

に
、
再

生
債

権
届

出
書

提
出

期
間

の
通

知
が
あ

っ
た

こ
と

か
ら
、
回

復
期
病

床
整

備
事

業
費

補
助

金
財

産
処

分
に

伴
う

返
還

金
７

５
１

万
９

５
９

９
円

を
再

生
債

権
と

し
て

同
月

２
５

日
付

け
で

提
出

し
た

。
 

 
⑵

 
被

爆
者

健
康

管
理

手
当

返
還
金

（
非

強
制

徴
収

公
債

権
）

 
 

 
ア

 
被

爆
者
健

康
管

理
手

当
の
概

要
 

一
定

の
要

件
を

満
た

し
た

被
爆

者
に

毎
月
手

当
（
医

療
特

別
手

当
、
特
別

手
当
、
健

康
管
理

手
当

、

保
健

手
当

等
）
を

支
給

す
る
も

の
で
あ

り
、
２

０
２

１
年
度

に
は
１

人
あ

た
り

健
康

管
理

手
当

は
、

月
額

３
万

４
９

７
０

円
、

約
１

２
０
０

名
に

支
給

し
て

い
る

。
 

 
 

イ
 

根
拠

法
令

 
原

子
爆
弾

被
爆

者
に

対
す

る
援

護
に

関
す
る

法
律

 
 

 
ウ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

被
爆

者
の

平
均

年
齢

は
現

在
約

８
０

歳
と
高

齢
化

し
て

い
る

。
身

寄
り

が
無

い
、
親

族
と
音

信
不

通
等

に
よ

る
一

人
暮

ら
し

の
被

爆
者
の
「

死
亡

届
」
の

遅
れ
や

未
提
出

の
ケ

ー
ス

が
増

え
て

き
た
と

こ
ろ

、
２

０
０

８
年

１
月

分
の

健
康

管
理

手
当

の
振

込
の

際
に

口
座

が
閉

鎖
さ

れ
て

着
金

し
な

か

っ
た

こ
と

を
契

機
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

２
０

０
７

年
１

月
７

日
に

死
亡

し
て

い
た

こ
と

が
発

覚

し
、
相

続
人

に
対

す
る

３
７
万

１
８
０

０
円

の
債

権
発

生
が

明
ら

か
と
な

っ
た
。
２

０
１

０
年

に
分

納
計

画
書

の
提

出
が

あ
り
、
現

在
は
月

額
１

０
０

０
円

の
分

納
の

１
２
回

で
、
年

間
計

１
万

２
０

０

０
円

の
収

納
が

続
い

て
い

る
。

２
０
２

１
年

度
末

の
未

納
額

は
２

３
万
１

８
０

０
円

で
あ

っ
た
。

 
 

 
エ

 
債

権
発
生

を
予

防
す

る
た
め

の
取

組
 

定
期

的
な

分
納

の
働

き
か

け
を

行
う

と
と
も

に
、
遺

族
の
確

認
を
行

い
、
電

話
や

文
書
に

よ
る
納

入
指

導
を

行
っ

た
。
２
０

１
４

年
６

月
以
降

、
毎

月
、
住

基
ネ

ッ
ト
に

よ
る

生
存

確
認

を
行

う
よ
う

に
し

た
。

 
 

⑶
 

感
染

症
患
者

医
療

の
自

己
負
担

額
分

（
非

強
制

徴
収

公
債

権
）

 
ア

 
概

要
 

各
種

健
康

保
険

、
国

民
健

康
保

険
、

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
に

よ
る

医
療

費
の

自
己

負
担

部
分

（
１

割
～

３
割

部
分

）
を

、
申
請

に
基
づ

き
国

県
が

公
費

負
担

す
る

こ
と
と

し
て

い
る

が
、
一

定
の

高
額

所
得

者
に

つ
い

て
は

公
費

負
担

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。

公
費

負
担

す
る

こ

と
を

要
し

な
い

金
額

に
つ

い
て

、
県
が

申
請

者
に

対
し

て
請

求
す

る
も
の

で
あ

る
。

 
イ

 
根

拠
法
令

 
感

染
症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対
す

る
医

療
に

関
す

る
法
律

（
以

下
「

感
染

症
法

」
）

 
ウ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

感
染

症
法

の
第

３
７

条
及

び
第

４
２

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

入
院

し
た

患
者

の
入

院
医

療
費

を
公

費
負

担
す

る
（

感
染

症
法

第
３

９
条

に
よ

り
保

険
優

先

適
用

）
。

 

１
２

０
 

 

た
だ

し
、
感

染
症

法
第

３
７

条
第

２
項
「

費
用

の
一

部
を

負
担

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら
れ

る
者

（
高
額

所
得

者
）
」

に
該

当
す

る
場

合
は

、
そ
の

限
度

額
内

に
お

い
て

医
療

費
の

公
費

負
担
を

要
し

な
い
。
そ
の

た
め

、
公

費
負

担
を

要
し
な

い
額

を
県

が
申

請
者
に

対
し

て
請

求
す

る
こ

と
に
な

る
。

 
２

０
２

１
年

度
に

入
院

医
療

費
を

公
費

で
負

担
し

た
高

額
所

得
者

２
６

３
名

の
う

ち
、

１
３

名

に
対

す
る

１
１

万
３

０
０

２
円

が
収
入

未
済

と
な

っ
た

。
 

死
亡

し
た

患
者

の
医

療
費

の
公

費
負

担
部

分
に

関
す

る
県

の
請

求
に

対
し

て
納

得
し

な
い

申
請

者
が

い
る

こ
と

が
要

因
の

ひ
と

つ
で
あ

る
。

 
 

 
エ

 
取

組
 

 
 

 
 

県
は
、
収
入

未
済
の

解
消
に

向
け

た
取

組
に

つ
い

て
は

今
後
検

討
と

し
て

お
り

、
具

体
的

な
回

答

は
な

さ
れ

な
か

っ
た

。
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１
２

１
 

 ４
 

監
査

の
結

果
 

 
⑴

 
債

権
発

生
の

当
初

か
ら

債
権
発

生
原

因
や

債
権

の
性

質
は

意
識

し
て
管

理
す

る
べ

き
【
意

見
】

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
お

い
て

、
回

復
期

病
床

整
備

事
業

費
補

助
金

財
産

処
分

に
伴

う
返

還
金

と
感

染
症

患
者

医
療

の
自

己
負

担
額

分
に

つ
い

て
、

債
権

発
生

原
因

や
債

権
の

性
質

を
県

が
明

確
に

認
識

し
て

い
な

か
っ

た
。

 
時

効
管

理
に
重

大
な

影
響

が
あ

る
た
め

、
発

生
日

時
だ

け
で

な
く
、
発
生

原
因

、
債
権

の
性

質
は
常

に
意

識
し

て
管

理
に

あ
た

る
必

要
が
あ

る
。

 
⑵

 
感
染

症
患

者
医

療
の

自
己

負
担

額
分
の

債
務

者
が

申
請

者
で
あ

る
法

的
根

拠
を

明
確

に
【

指
摘
】

 
１

９
９

９
年

３
月

１
９

日
付

け
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

医
療

の
公

費
負

担
の

取
扱
い

に
つ

い
て

（
厚

生
省

保
健

医
療

局
長
 

健
医

発
第

４
５
５

号
）

の
別

添
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

医
療

の
公

費
負

担
取

扱
要

領
第

１
第

５
項

に
は

、
自

己
負

担
額

の
徴

収
に

つ
い

て
「
法

第
３

７
条

第
２

項
の

自
己

負
担

額
の

徴
収

を
行

う
場

合
は

、
都

道
府
県

知
事

等
が

申
請

者
に

請
求
し

、
徴

収
す

る
こ

と
」
と

記
載
さ

れ

て
い

る
。

 
し

か
し

、
感

染
症

患
者

医
療
費

公
費
負

担
申

請
書

の
書

式
そ

の
他

の
書
類

を
確

認
し

た
と

こ
ろ
、
知

事
が

申
請

者
に

自
己

負
担

額
を

請
求
す

る
法

的
根

拠
が

明
確

に
示

さ
れ
て

い
な

い
。

 
た

し
か

に
、

本
来

「
申

請
者

」
は

、「
患
者

又
は

保
護

者
」
（

同
法

第
３

７
条

第
１
項

）
で

、
「
保

護

者
」
は

「
親

権
を

行
う

者
又

は
後

見
人

」（
同

法
第
１

５
条
第

３
項
）

と
さ
れ

、
要

す
る
に

患
者
又

は

法
定

代
理

人
で

あ
る

。
し

か
し

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば
、
収
入

未
済

と
な

っ
て
い

る
事

案
で

は
、
患

者
の

子
が

申
請

者
と

し
て

署
名

し
て
い

た
例

が
含

ま
れ

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

感
染

症
患

者
医

療
の

自
己

負
担

額
分

の
債

務
者

は
、

診
療

契
約

の
当

事
者

で
あ

る
患

者
や

そ
の

法

定
代

理
人

で
あ

る
こ

と
が

一
般

的
で
あ

り
、
県

が
患

者
や
そ

の
法
定

代
理

人
に

対
し

て
で

は
な

く
「

申

請
者

」
で

あ
る

子
に

請
求

す
る

た
め

に
は
、
法
的

根
拠

を
、
申

請
書
や

説
明

文
書

に
よ

り
予

め
明

確
に

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

 
こ

の
点

に
関

す
る

法
的

根
拠

が
明

確
で

は
な

い
場

合
は

、
申

請
者

で
あ

る
子

に
対

す
る

請
求

は
断

念
し

、
債

権
放

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

⑶
 

分
納

誓
約
を

受
け

付
け

た
以
上

は
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

を
検
討

す
る

べ
き

【
意
見

】
 

被
爆

者
健

康
管

理
手

当
返

還
金

に
つ

い
て

１
０

年
以

上
に

わ
た

る
分

割
納

付
を

受
け

付
け

て
い

る

が
、

分
割

納
付

の
根

拠
を

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
の

履
行

延
期

等
と

し
て

取
り

扱
え

ば
、
履

行
延

期
等

か
ら

納
期

限
ま

で
の
「

遅
滞

に
係

る
損
害

賠
償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
に

係
る

債
権
」

は
徴

収
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

と
解
さ

れ
る

ほ
か

、
当
初

の
履

行
期

限
（

当
初

の
履
行

期
限

後
に

履
行

延
期

等
を

し
た

場
合

は
、
最
初

に
履

行
延
期

等
を

し
た

日
）
か

ら
１
０

年
を

経
過

し
て

も
な

お
債

務
者

が
無

資
力

又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
に
あ

り
、
か

つ
、
弁
済

す
る

こ
と
が

で
き

る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
当

該
債

権
及

び
こ

れ
に

係
る
損

害
賠

償
金

等
を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

同
施

行

令
第

１
７

１
条

の
７

）。
 

１
２

２
 

 

し
か

し
、
履

行
延
期

等
を

行
っ

て
い

な
い
債

権
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら
の

効
果

は
生

じ
な

い
。
す
な

わ
ち

、
債

務
者

の
法

的
地

位
は

、
県
が

履
行

延
期

等
を

行
う

か
否

か
に
よ

り
左

右
さ

れ
る

。
 

そ
こ

で
、
分

納
誓

約
を

受
け
付

け
た
以

上
は

履
行

延
期

等
を

す
る

要
件
（
地

方
自

治
法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
各

号
）
を

検
討
し

要
件

を
充

足
す
る

場
合

は
積

極
的
に

履
行

延
期

等
を

す
る

こ
と

で
、
債

務
者

の
法

的
地

位
を

安
定

さ
せ

る
べ
き

で
あ

る
。

 
第

２
章

第
４
の

１
７

も
参

照
さ

れ
た
い

。
 

 
⑷

 
履

行
期

限
か

ら
１

０
年

を
経
過

し
た

債
権

は
債

権
放

棄
等

を
積

極
的
に

検
討

さ
れ

た
い
【

意
見

】
 

 
 

 
被

爆
者

健
康

管
理

手
当

返
還

金
に

つ
い

て
１

０
年

以
上

に
わ

た
る

分
割

納
付

を
受

け
付

け
て

い
る

。

履
行

延
期

等
を

行
っ

た
債

権
で

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
７

の
要

件
を

充
足

す
る

も
の

は
債

務
免

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

で
、

生
活

困
窮

者
の

生
活

再
建

を
優

先
し

て
免

除
す

る
こ

と
を

検
討

さ
れ

た
い

。
 

し
か

し
、
履

行
延

期
等

を
行
っ

て
い
な

い
場

合
は

、
債

務
免

除
の
要

件
を

実
質

的
に

充
た

し
て

い
て

も
債

務
免

除
で

き
な

い
の

で
、
当

初
の

分
納

開
始

か
ら

１
０

年
を
経

過
し

て
も

、
な

お
、
債

務
者

が
無

資
力

又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
に

あ
り
、
か

つ
、
弁

済
す
る

こ
と

が
で
き

る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は
、
当
該

債
権

及
び
こ

れ
に

係
る

損
害
賠

償
金

等
を

債
権
放

棄
等

し
、
債

務
者

の
生

活
再

建
を

優
先

す
る

こ
と

を
検

討
す

る
べ

き
で
あ

る
。

第
２

章
第

４
の

１
９

も
参
照

さ
れ

た
い

。
 

ま
た

、
債

権
管
理

条
例

を
制
定

し
た
場

合
は
、
当
該

条
例
に

基
づ
く

債
権

放
棄

等
に

つ
い

て
も

検
討

さ
れ

た
い

（
第

２
章

第
４

の
２

参
照
）
。
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１
２

３
 

 第
４

 
病

院
事

業
庁

 
１

 
債

権
と

収
入
未

済
額

の
状

況
 

病
院

事
業

庁
が

所
管

す
る

債
権
（

過
年

度
医

業
未

収
金

）
の

２
０

２
１

年
度

の
状

況
は
【

図
表

４
－
１

２
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
収

入
未

済
額
の

推
移

は
【

図
表

２
－

１
６
】
、
不
納

欠
損

処
分

額
の

推
移
は
【
図

表
２

－
１

７
】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
４

－
１

２
】
病

院
事
業

庁
が
所

管
す

る
債

権
の

２
０

２
１

年
度
の

状
況

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

病
院

名
債

権
の
種

類
調

定
額

不
納

欠
損

額
収
入

未
済
額

が
ん

セ
ン

タ
ー
（

中
央
病

院
）

私
債

権
4
4
,
9
3
0
,
6
5
1

0
3
8
,
9
1
2
,
4
8
4

旧
が

ん
セ

ン
タ
ー

愛
知
病

院
私
債

権
2
3
,
0
9
3
,
3
7
3

2
1
3
,
6
4
6

2
1
,
3
2
2
,
0
0
5

旧
が

ん
セ

ン
タ
ー

尾
張
診

療
所

私
債

権
0

0
0

精
神

医
療

セ
ン
タ

ー
私
債

権
1
4
,
4
6
8
,
9
1
3

5
4
8
,
9
2
2

1
1
,
9
7
9
,
6
8
7

旧
循

環
器

呼
吸
器

病
セ
ン

タ
ー

私
債

権
2
0
,
9
1
2
,
3
2
6

0
1
8
,
9
4
9
,
6
9
6

小
児

保
健

医
療
総

合
セ
ン

タ
ー

私
債

権
4
,
5
8
4
,
0
9
5

0
4
,
1
9
3
,
8
9
5

合
計

1
0
7
,
9
8
9
,
3
5
8

7
6
2
,
5
6
8

9
5
,
3
5
7
,
7
6
7

 
 ２

 
病

院
事

業
庁
の

概
要

 

 
⑴

 
県

立
病

院
事

業
 

 
 

 
病

院
事

業
庁

が
実

施
す

る
県
立

病
院

事
業

の
概

要
は

、
【

図
表

４
－
１

３
】

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

 【
図

表
４

－
１

３
】

県
立

病
院

事
業
の

概
要

 

 
名

称
開

設
年

月
日

 
病

床
数

 
診

　
　

　
　

　
療

　
　

　
　

　
科

　
　

　
　

　
目

 
愛

知
県

が
ん

セ
ン

タ
ー

1
9
6
4
年

1
2
月

1
日

 
５

０
０

床

呼
吸

器
内

科
、

消
化

器
内

科
、

循
環

器
内

科
、

血

液
内

科
、

乳
腺

内
科

、
薬

物
療

法
内

科
、

内
視

鏡
内

科
、

緩
和

ケ
ア

内
科

、
頭

頸
部

外
科

、
呼

吸
器

外

科
、

消
化

器
外

科
、

脳
神

経
外

科
、

乳
腺

外
科

、
整

形
外

科
、

形
成

外
科

、
腫

瘍
精

神
科

、
皮

膚
科

、
泌

尿
器

科
、

婦
人

科
、

眼
科

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

科
、

放
射

線
診

断
科

、
放

射
線

治
療

科
、

病
理

診
断

科
、

臨
床

検
査

科
、

麻
酔

科
、

歯
科

、
感

染
症

内
科

 
愛

知
県

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

1
9
3
2
年

1
2
月

6
日

 
２

７
３

床
精

神
科

、
児

童
精

神
科

、
内

科
、

歯
科

あ
い

ち
小

児
保

健
医

療
総

合

セ
ン

タ
ー

2
0
0
1
年

1
1
月

1
日

 
２

０
０

床

小
児

科
、

呼
吸

器
内

科
、

循
環

器
内

科
、

腎
臓

内

科
、

神
経

内
科

、
内

分
泌

内
科

、
周

産
期

内
科

、
新

生
児

内
科

、
心

療
内

科
、

感
染

症
内

科
、

小
児

外

科
、

心
臓

血
管

外
科

、
脳

神
経

外
科

、
整

形
外

科
、

形
成

外
科

、
精

神
科

、
ア

レ
ル

ギ
ー

科
、

リ
ウ

マ
チ

科
、

皮
膚

科
、

泌
尿

器
科

、
産

科
、

眼
科

、
耳

鼻
い

ん
こ

う
科

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

科
、

放
射

線

科
、

臨
床

検
査

科
、

救
急

科
、

麻
酔

科
、

小
児

歯

科
、

矯
正

歯
科

、
 
歯

科
口

腔
外

科
 

１
２

４
 

 

県
立

病
院

は
、
愛

知
県

が
ん
セ

ン
タ
ー

、
愛

知
県
精

神
医
療

セ
ン
タ

ー
並

び
に

あ
い

ち
小

児
保

健
医

療
総

合
セ

ン
タ

ー
か

ら
な

り
、
地
方

公
営

企
業

の
基

本
原

則
に

基
づ

き
、
経

済
性

と
公

共
性

の
調

和
を

図
り

な
が

ら
、

県
民

の
医

療
ニ

ー
ズ

が
高

い
が

ん
の

専
門

医
療

と
他

の
医

療
機

関
で

は
対

応
が

困
難

な
精

神
及

び
小

児
等

の
政

策
医

療
を
担

っ
て

お
り

、
機
能

の
充

実
と

安
心
・
安

全
で
高

度
な

医
療

を
目

指
し
、
人

材
育
成

や
施

設
設
備

の
改

善
を

始
め
と

し
た

機
能

の
充
実

を
図

る
と

と
も

に
、
健
全

な
経

営

基
盤

の
確

立
に

努
め

て
い

る
。

 

２
０

２
１

年
度

に
お

け
る

事
業

は
【

図
表
４

－
１

４
】
の

と
お

り
で

あ
り
、
入

院
患
者

延
べ

２
１
万

１
８

４
３

人
及

び
外

来
患

者
延

べ
２
８

万
０

７
３

０
人

を
診

療
し

た
。
ま
た

、
２

０
２

１
年

度
末

の
職

員
数

は
【

図
表

４
－

１
５

】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
 

な
お

、
２

０
２

１
年

４
月

１
日

か
ら

２
０

２
２

年
３

月
３

１
日

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
経

営
状

況

は
、
病

院
事

業
収

益
４

０
９
億

１
２

６
３

万
１
４

１
０

円
に

対
し
、
病

院
事

業
費

用
は

３
９

３
億

６
８

６
２

万
４

６
３

５
円

で
、

差
引

き
１
５

億
４

４
０

０
万

６
７

７
５

円
が
当

年
度

純
利

益
と

な
っ
た

。
 

２
０

２
１

年
度

の
一

般
会

計
負

担
金
は

６
４

億
９

０
０

０
万

円
余

り
で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
４

－
１

４
】

２
０

２
１

年
度
の

事
業

 

 
入

 
 
 
院

 
外

 
 
来

 
入

 
 
院

 
外

 
 
来

 
入

 
 
院

 
外

 
 
来

 
入

 
 
院

 
外

 
 
来

人
人

人
人

人
人

人
人

 
延

人
員

1
1
8
,
1
7
4

1
4
3
,
9
4
4

-
-

-
-

1
1
8
,
1
7
4

1
4
3
,
9
4
4

 
１

日
平

均
人

員
3
2
3
.
7
6

5
9
4
.
8
1

-
-

-
-

3
2
3
.
7
6

5
9
4
.
8
1

 
延

人
員

-
-

5
1
,
3
7
9

5
1
,
0
2
0

-
-

5
1
,
3
7
9

5
1
,
0
2
0

 
１

日
平

均
人

員
-

-
1
4
0
.
7
6

2
1
0
.
8
3

-
-

1
4
0
.
7
6

2
1
0
.
8
3

 
延

人
員

4
2
,
2
9
0

8
5
,
7
6
6

-
-

-
-

4
2
,
2
9
0

8
5
,
7
6
6

 
１

日
平

均
人

員
1
1
5
.
8
6

3
5
4
.
4

-
-

-
-

1
1
5
.
8
6

3
5
4
.
4

 
延

人
員

1
6
0
,
4
6
4

2
2
9
,
7
1
0

5
1
,
3
7
9

5
1
,
0
2
0

-
-

2
1
1
,
8
4
3

2
8
0
,
7
3
0

 
計

 
１

日
平

均
人

員
4
3
9
.
6
2

9
4
9
.
2
1

1
4
0
.
7
6

2
1
0
.
8
3

-
-

5
8
0
.
3
9
1
,
1
6
0
.
0
4

 
あ

い
ち

小
児

保
健

医

療
総

合
セ

ン
タ

ー

区
　

　
分

 
一

 
 
 
　

　
　

般
 
精

 
 
 
 
 
 
 
 
神

 
結

 
 
 
 
 
 
 
 
核

 
計

 
愛

知
県

精
神

医

療
セ

ン
タ

ー

 
愛

知
県

が
ん

セ
ン

タ
ー

 
 【

図
表

４
－

１
５
】

２
０

２
１

年
度
末

の
職

員
数
 

病
　

院
研

究
所

運
用

部
合

　
計

1
2
5
人

1
5
人

1
人

1
4
1
人

1
8
人

8
9
人

1
2
5
人

1
8
人

1
4
3
人

2
5
人

7
4
人

3
7
5
人

3
7
5
人

1
7
2
人

3
2
1
人

1
人

1
1
人

3
2
人

4
3
人

1
5
人

2
2
人

2
1
人

1
0
人

1
0
人

2
0
人

6
4
6
人

4
3
人

3
3
人

7
2
2
人

2
3
0
人

5
0
6
人

2
2
人

6
8
7
人

5
3
人

3
2
人

7
7
2
人

2
2
9
人

5
2
2
人

2
6
人

小
児

保
健

医

療
総

合
セ

ン

タ
ー

本
　

　
庁

が
ん

セ
ン

タ
－

同
上

に
対

す
る

定
員

区
　

　
　

分
精

神
医

療

セ
ン

タ
ー

合
計

職
員

数

医
 
療

 
技

 
術

 
者

そ
の

他

事
務

職
員

看
護

師
助

産
師

医
師

 
１

 
定

員
に

は
、

管
理

者
を

含
ま

な
い

。
 

２
 

看
護

師
は

准
看

護
師

を
含

む
。

 

３
 

職
員

数
に

は
、

育
休

者
、

休
職

者
は

含
ま

な
い

。
 

４
 

任
期

付
き

採
用

職
員

（
育

休
代

替
職

員
）

を
含

む
。
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１
２

５
 

 

⑵
 

地
方

公
営

企
業

の
経

営
の

原
則

 

地
方

公
営

企
業

法
は

、
地

方
公

営
企

業
は
「

常
に

企
業

の
経

済
性

を
発
揮

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
本

来
の

目
的

で
あ

る
公

共
の

福
祉

を
増

進
す

る
よ

う
に

運
営

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
定

め
る

（
地

方
公

営
企

業
法

第
３

条
）
。

ま
た

、
地

方
公

営
企

業
は
、

原
則

と
し

て
事

業
ご

と
に
特

別
会
計

を

設
け

て
行

う
も

の
と

さ
れ
（

同
法

第
１

７
条

）
、

特
別

会
計
の

経
費
は

原
則

と
し

て
当

該
地

方
公

営
企

業
の

経
営

に
伴

う
収

入
を

も
っ

て
充
て

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
（

同
法

第
１
７

条
の

２
第
２

項
）
と

さ
れ

て
い

る
。
地

方
公
営

企
業

は
、
経

済
性
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、
原

則
と

し
て

独
立

採
算

と
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
る

。
 

し
た

が
っ

て
、
地
方

公
営

企
業

は
、
事
業

の
継
続

性
、
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

、
経

済
的

に
合

理
性

の
あ

る
経

営
を

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

地
方

公
営

企
業

で
は

、
未

収
金

の
回

収
に
つ

い
て

も
、
未
収

金
の
金

額
、
回

収
の
見

込
み

、
回

収
に

要
す

る
費

用
を

考
慮

し
て
、
経

済
的

合
理

性
の
あ

る
回

収
を

行
う
こ

と
が

法
に

よ
り

要
請

さ
れ

る
。
経

済
的

合
理

性
は

、
回

収
に

要
す

る
実
費

、
回

収
に

当
た

る
専

門
家
に

対
す

る
報

酬
等

の
み

な
ら

ず
、
回

収
業

務
に

当
た

る
職

員
の

人
件

費
、
未
収

金
に

関
す

る
資

料
の

保
管
・
管

理
に

要
す
る

費
用

等
も

考
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
 

⑶
 

病
院

事
業

庁
の

地
方

公
営

企
業

法
の
全

部
適

用
 

病
院

事
業

は
、
同
法

が
当

然
適

用
さ

れ
る
事

業
（

地
方

公
営

企
業

法
第
２

条
第

１
項

各
号

）
で

は
な

く
、
財

務
に

関
す

る
規

定
の

み
が

適
用

さ
れ

る
の

が
原

則
で

あ
る

（
同

条
第

２
項

）
。
但

し
、

地
方
公

共
団

体
は

、
経

営
す

る
企

業
に

つ
い
て

、
条

例
等

に
よ

り
、
地

方
公
営

企
業

法
の

規
定

の
全

部
又

は
一

部
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
同
条

第
３

項
）
。
 

県
は

、
２

０
０

４
年

に
、
愛

知
県

病
院
事

業
の

設
置

等
に

関
す

る
条

例
に
よ

っ
て

、
病

院
事

業
庁
を

地
方

公
営

企
業

法
の

全
部

適
用

事
業
と

し
た

。
 

⑷
 

病
院

事
業

庁
が

現
在

経
営

し
て

い
る
又

は
過

去
に

経
営

し
て
い

た
病

院
 

ア
 

病
院

事
業

庁
が

現
在

経
営

し
て
い

る
三

病
院

 

病
院

事
業

庁
が

現
在

経
営

し
て

い
る

病
院
は

以
下

の
三

病
院

で
あ
る
（
【

図
表

４
－

１
３

】
参

照
）。

 
①

 
愛

知
県
が

ん
セ

ン
タ

ー
（

以
下
単

に
「

が
ん

セ
ン

タ
ー

」
と

も
い
う

）
 

②
 

愛
知

県
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
（
以

下
単

に
「

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー
」

と
も

い
う

）
 

③
 

あ
い

ち
小

児
保

健
医

療
総

合
セ
ン

タ
ー

（
以

下
単

に
「

小
児

セ
ン
タ

ー
」

と
も

い
う

）
 

イ
 

病
院

事
業

庁
が

過
去

に
経

営
し
て

い
た

三
病

院
 

病
院

事
業

庁
が

過
去

に
経

営
し

て
い

た
病
院

は
以

下
の

三
病

院
で
あ

る
。

過
去

に
経

営
し

て
い

て
現

在
は

経
営

し
て

い
な

い
病

院
に
つ

い
て

も
、

過
去

に
発

生
し

た
収
入

未
済

額
の

解
消

に
向
け

た
取

組
が

続
い

て
い

る
。

 
④

 
循

環
器
呼

吸
器

病
セ

ン
タ

ー
（
２

０
１

０
年

閉
院

）
 

⑤
 

が
ん

セ
ン

タ
ー

尾
張

診
療

所
（
２

０
１

４
年

閉
院

）
 

⑥
 

が
ん

セ
ン

タ
ー

愛
知

病
院

（
２
０

１
９

年
岡

崎
市

に
移

管
）

 

１
２

６
 

 ３
 

病
院

事
業

庁
の

未
収

金
及

び
回
収

業
務

の
概

要
 

⑴
 

監
査

調
書

記
載

の
未

収
金

の
概

要
 

病
院

事
業

庁
か

ら
提

供
を

受
け

た
監

査
調

書
に

よ
れ

ば
、

２
０

１
５

年
か

ら
２

０
２

１
年

ま
で

の

各
年

度
末

の
病

院
事

業
庁

全
体

の
未
収

金
は
、
医
業

未
収

金
が

４
０

億
か

ら
５

０
億

円
程

度
、
医

業
外

未
収

金
が

１
４

０
０

万
円

か
ら

６
億

６
０

０
０

万
円

程
度

、
そ

の
他

未
収

金
が

４
６

０
万

円
か

ら
２

億
７

０
０

０
万

円
程

度
で

増
減

し
て
い

る
。

 
な

お
、

病
院

事
業

庁
で

は
公

営
企

業
会

計
の

適
用

に
よ

り
発

生
主

義
で

債
権

を
認

識
し

て
い

る
た

め
、
未

収
金

の
額

が
多

く
な
っ

て
い

る
も

の
の
、
医

業
未
収

金
の
大

部
分

は
社

会
保

険
診

療
報

酬
支
払

基
金

や
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

に
対

す
る

診
療

報
酬

の
未

収
分

で
あ

り
、

医
業

外
未

収
金

や
そ

の
他

未
収

金
は

国
や

県
等

か
ら

の
補
助

金
等

の
未

収
分

で
あ

る
。
こ

れ
ら
の

未
収

金
は

、
翌

年
度

に
確

実
に

支
払

い
を

受
け

る
こ

と
で

き
る
た

め
、

別
段

の
回

収
対

応
を

要
し
な

い
。

 
こ

れ
に

対
し

て
過

年
度

医
業

未
収

金
は

、
医

業
未

収
金

の
う

ち
患

者
負

担
と

な
る

医
療

費
の

未
収

分
で

あ
り

、
前

々
年

度
に

未
収

が
発

生
し
、
前
年

度
に

未
収

が
解
消

し
な

か
っ

た
も

の
を
「

当
年

度
発

生
分
」
と

し
て
計

上
し

て
い
る

。
過

年
度

医
業

未
収

金
は
少

な
く
と

も
１

年
は

入
金

が
な

か
っ

た
債
権

で
あ

り
、
回

収
対
応

を
要

す
る

も
の
で

あ
る

。
よ

っ
て

、
以
後

は
過
年

度
医

業
未

収
金

の
よ

う
な

回
収

対
応

を
要

す
る

未
収

金
に

つ
い

て
検
討

す
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未
収

金
の

発
生
、
収
入

、
不

納
欠
損

処
分

等
の

年
度

毎
の

状
況
は
、

事
業

合
計

で
は
【

図
表
４

－
１

６
】
～
【

図
表
４

－
２

１
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
古

い
も

の
で
は

１
９

９
３

年
度

発
生

の
未

収
金

が
含

ま
れ
て

い
る

。
 

⑵
 

未
収

金
の

管
理

及
び

回
収

業
務

の
概
要

 
ア

 
病

院
事
業

庁
が

現
在

経
営

し
て
い

る
三

病
院

 
 

 
県

で
は

、
公

立
病

院
と

し
て

は
早

め
の

２
０

０
６

年
度

か
ら

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

に
よ

る
診

療

報
酬

の
徴

収
を

導
入

し
支

払
方

法
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

増
や

し
た

り
、

窓
口

の
営

業
時

間
を

延
長

す

る
等

し
て

未
収

金
の

発
生

を
予

防
す
る

努
力

を
し

て
い

る
。
し
か

し
、
徴

収
の

当
日
に

持
ち

合
わ
せ

が
な

い
等

の
理

由
で

外
来

受
診

日
に
外

来
未

収
が
、
退
院

時
に

退
院

時
未

収
が
、
入
院

中
患

者
の

場

合
は

月
末

締
め

で
請

求
す

る
こ

と
か
ら

月
末

に
入

院
中

未
収

が
発

生
す
る

こ
と

が
あ

る
。

 
（

ア
）

日
常
業

務
と

し
て

の
管

理
回
収

業
務

の
主

体
 

病
院

事
業

庁
が

現
在

経
営

し
て

い
る

三
病

院
（

が
ん
セ

ン
タ

ー
、
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
、
小
児

セ
ン

タ
ー

）
で

発
生

し
た

未
収

金
は
、
原
則

と
し

て
各

病
院

が
管
理

し
て

い
る

。
各

病
院

で
は

未

収
金

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
策

定
し

、
対

策
会

議
を

組
織

す
る

な
ど

体
制

整
備

を
行

っ
て

い
る
。 

回
収

を
担

う
の

は
医

事
業

務
委

託
業

者
、

病
院
事

務
職

員
、

ケ
ー
ス

ワ
ー

カ
ー

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
①

 
医
事

業
務

委
託

業
者

 
医

事
業

務
委

託
業
者

は
、
病

院
の

窓
口

で
患

者
に

対
応

し
て

い
る
外

部
委

託
業

者
で

あ
る

。

継
続

し
て

診
療

を
受

け
る

患
者

の
場

合
、

委
託

業
者

が
次

回
の

受
診

日
に

未
収

金
が

存
在

す

る
こ

と
を

患
者

に
伝

え
て

回
収

に
努

め
る

。
患

者
と

顔
見

知
り

に
な

っ
て

い
る

こ
と

も
あ

り
、

未
収

金
が

あ
る

患
者

が
来

院
し

た
と

き
に

声
を
か

け
支

払
い

を
促
し

、
未

収
金
を

回
収
す

る
。 
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病
院

事
務

職
員

 
２

～
３

か
月

程
度

未
収

が
長

引
い

た
場

合
等

に
は

、
患

者
が

来
院

し
た

と
き

に
医

事
業

務

委
託

業
者

か
ら

病
院

事
務

職
員

に
連

絡
し

て
も

ら
い

、
職

員
が

患
者

と
面

談
し

て
支

払
い

を

促
し

、
未

収
金

を
回

収
す

る
。

 
特

に
督

促
状

の
発
送

以
降

の
債

権
管
理

回
収

業
務

は
病

院
事

務
職

員
が

担
当
す

る
。

 
 

 
 

 
③

 
ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ
ー

 
未

収
金

発
生

の
原
因

の
半

分
以

上
は
経

済
的

困
窮

で
あ

る
た

め
（
【

図
表

４
－

２
２

】
参

照
）、

面
談

の
際

に
各

種
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

が
関

与
し

、
債

務
者

を
各

種
制

度
等

に
つ

な
げ

る

こ
と

も
あ

る
。
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対
策

会
議

 
 

 
 

 
 

 
名
称

は
病

院
毎

に
異
な

る
が

、
い

ず
れ

の
病

院
も
概

ね
月

１
回

程
度

、
病

院
事
務

職
員

、
医

事
業

務
委

託
業

者
、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

を
構

成
員

と
す

る
会

議
を
開

催
し
、
未

収
金
の

発
生

と

回
収

状
況

を
確

認
す

る
等

の
進

行
管

理
を

す
る

と
と

も
に

、
高

額
又

は
悪

質
な

未
収

金
回

収

の
た

め
の

意
見

交
換

と
対

策
を

検
討

し
て

い
る
。
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9
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0

0
0

0
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,
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1
9
9
4

1
7
7
,
1
0
0

0
0
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0

1
7
7
,
1
0
0

1
9
9
5

2
0
7
,
5
2
0

1
2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

0
1
4
,
0
0
0

1
9
3
,
5
2
0

1
9
9
9

9
5
8
,
7
1
0

0
0

0
0

9
5
8
,
7
1
0

2
0
0
0

1
,
9
9
3
,
3
8
0

3
0
9
,
7
3
0

0
0

3
0
9
,
7
3
0

1
,
6
8
3
,
6
5
0

2
0
0
1

6
,
8
7
9
,
2
0
0

6
2
2
,
3
4
0

2
3
,
1
8
0

0
6
4
5
,
5
2
0

6
,
2
3
3
,
6
8
0

2
0
0
2

9
,
8
5
2
,
4
3
1

3
9
3
,
3
7
0

4
3
,
8
2
0

0
4
3
7
,
1
9
0

9
,
4
1
5
,
2
4
1

2
0
0
3

7
,
8
8
5
,
7
5
5

7
9
,
4
4
0

5
,
0
0
0

0
8
4
,
4
4
0

7
,
8
0
1
,
3
1
5

2
0
0
4

7
,
0
6
4
,
1
7
0

7
6
7
,
3
3
0

1
0
,
0
0
0

0
7
7
7
,
3
3
0

6
,
2
8
6
,
8
4
0

2
0
0
5

8
,
1
2
7
,
1
7
7

4
5
3
,
8
7
0

6
0
,
0
0
0

0
5
1
3
,
8
7
0

7
,
6
1
3
,
3
0
7

2
0
0
6

2
,
8
4
4
,
5
8
0

1
8
9
,
2
0
0

1
0
,
0
0
0

7
,
6
9
0

2
0
6
,
8
9
0

2
,
6
3
7
,
6
9
0

2
0
0
7

5
,
9
1
5
,
8
9
2

3
5
4
,
0
2
0

3
0
,
0
0
0

3
,
3
7
0

3
8
7
,
3
9
0

5
,
5
2
8
,
5
0
2

2
0
0
8

3
,
1
3
4
,
0
2
7

5
1
,
4
3
0

0
0

5
1
,
4
3
0

3
,
0
8
2
,
5
9
7

2
0
0
9

4
,
2
5
1
,
3
3
8

1
6
1
,
7
4
4

0
0

1
6
1
,
7
4
4

4
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0
8
9
,
5
9
4

2
0
1
0

1
,
9
1
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6
5
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1
1
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,
3
8
0
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0

0
1
2
4
,
3
8
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1
,
7
9
3
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2
7
5

2
0
1
1
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1
0
5
,
5
7
9

3
0
3
,
2
0
0

1
0
,
0
0
0

2
4
0
,
5
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2

5
5
3
,
7
0
2

1
,
5
5
1
,
8
7
7

2
0
1
2

3
,
4
5
8
,
8
2
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3
5
9
,
2
6
0

9
4
,
0
0
0
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4
3
,
2
4
0

6
9
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5
0
0

2
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7
6
2
,
3
2
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0
1
3
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,
4
4
7
,
3
4
0

9
5
6
,
6
5
2

5
0
,
4
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0

2
4
,
7
2
0

1
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0
3
1
,
7
7
2

3
,
4
1
5
,
5
6
8

2
0
1
4

5
,
5
2
6
,
3
5
4

4
3
2
,
4
1
5

8
7
,
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0

5
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3
1
0

5
2
4
,
7
2
5

5
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0
1
,
6
2
9

2
0
1
5

5
,
0
4
5
,
0
8
6

1
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0
5
3
,
4
7
0

0
1
3
,
6
2
0

1
,
0
6
7
,
0
9
0

3
,
9
7
7
,
9
9
6

2
0
1
6

6
,
6
0
1
,
3
0
8

9
6
6
,
5
3
8

3
8
,
0
0
0

0
1
,
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0
4
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5
3
8

5
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5
9
6
,
7
7
0

2
0
1
7

5
,
8
1
7
,
1
9
3

7
4
5
,
8
5
5
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8
,
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0

2
1
3
,
5
3
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3
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3
9
1
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7
7
9
,
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0
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1
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6
8
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,
3
9
1

6
6
7
,
1
9
0

1
0
1
,
7
5
0

1
0
,
5
8
0

7
7
9
,
5
2
0

3
,
9
0
9
,
8
7
1

2
0
1
9

5
,
7
4
7
,
6
5
2

2
,
1
1
4
,
4
3
9

1
0
8
,
0
0
0

0
2
,
2
2
2
,
4
3
9

3
,
5
2
5
,
2
1
3

小
計

1
0
4
,
7
4
8
,
9
7
6

1
1
,
1
1
2
,
8
7
3

7
5
6
,
1
5
0

7
6
2
,
5
6
8

1
2
,
6
3
1
,
5
9
1

9
2
,
1
1
7
,
3
8
5

2
0
2
0

4
,
8
4
5
,
5
9
8
,
4
0
5

4
,
8
4
2
,
2
0
6
,
7
2
0

1
5
1
,
3
0
3

0
4
,
8
4
2
,
3
5
8
,
0
2
3

3
,
2
4
0
,
3
8
2

計
4
,
9
5
0
,
3
4
7
,
3
8
1

4
,
8
5
3
,
3
1
9
,
5
9
3

9
0
7
,
4
5
3

7
6
2
,
5
6
8

4
,
8
5
4
,
9
8
9
,
6
1
4

9
5
,
3
5
7
,
7
6
7

事
　

　
　

業
　

　
　

合
　

　
　

計
年 度
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（
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前
年

度
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越
額

前
月

ま
で

の
収

入
3
月

分
収

入
不

納
欠

損
等

残
　

　
　

額
1
9
9
3

0
0

1
9
9
4

0
0

1
9
9
5

0
0

1
9
9
9

1
7
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

2
0
0
0

6
8
,
0
6
0

6
8
,
0
6
0

2
0
0
1

1
,
3
3
0
,
9
4
0

1
,
3
3
0
,
9
4
0

2
0
0
2

1
,
8
4
5
,
1
9
0

1
0
5
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

1
,
7
2
5
,
1
9
0

2
0
0
3

2
,
4
1
0
,
4
1
0

5
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
3
5
0
,
4
1
0

2
0
0
4

3
,
5
5
6
,
6
4
0

4
0
,
0
0
0

3
,
5
1
6
,
6
4
0

2
0
0
5

1
,
3
0
5
,
5
2
7

1
,
3
0
5
,
5
2
7

2
0
0
6

1
,
5
8
6
,
3
5
9

1
,
5
8
6
,
3
5
9

2
0
0
7

3
,
8
2
1
,
5
5
2

1
1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

3
,
7
0
1
,
5
5
2

2
0
0
8

1
,
3
0
4
,
3
1
7

1
,
3
0
4
,
3
1
7

2
0
0
9

1
,
5
5
7
,
0
5
9

2
7
,
5
3
4

1
,
5
2
9
,
5
2
5

2
0
1
0

1
,
2
6
0
,
1
7
2

1
,
2
6
0
,
1
7
2

2
0
1
1

8
5
2
,
7
4
7

8
5
2
,
7
4
7

2
0
1
2

8
2
6
,
4
6
7

3
7
,
8
7
0

7
8
8
,
5
9
7

2
0
1
3

1
,
9
1
9
,
5
7
5

8
0
3
,
1
8
2

2
0
,
0
0
0

1
,
0
9
6
,
3
9
3

2
0
1
4

3
,
5
9
7
,
5
3
4

3
8
2
,
2
4
5

7
0
,
0
0
0

3
,
1
4
5
,
2
8
9

2
0
1
5

3
,
1
3
3
,
7
6
0

1
,
0
3
6
,
8
6
0

2
,
0
9
6
,
9
0
0

2
0
1
6

3
,
9
9
9
,
6
4
6

6
5
8
,
7
0
6

3
3
,
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0

3
,
3
0
7
,
9
4
0

2
0
1
7

2
,
2
7
9
,
0
3
3
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0
4
,
7
3
1

2
1
,
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0

1
,
7
5
3
,
3
0
2
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0
1
8

1
,
5
5
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,
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0
1

1
6
1
,
3
5
0
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0
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0
0
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,
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8
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0
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9
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,
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1
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,
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9
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,
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,
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8
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計

4
2
,
8
3
9
,
9
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6
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,
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6
,
1
6
7
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,
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0

0
3
6
,
8
2
1
,
7
6
9
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0
2
0

3
,
2
5
5
,
0
6
3
,
8
7
7
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,
2
5
2
,
9
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1
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1
3
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,
2
5
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5
6
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6
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3
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額
1
9
9
3

0
0

1
9
9
4

1
7
7
,
1
0
0

1
7
7
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0
0

1
9
9
5

2
0
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,
5
2
0

1
2
,
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0

2
,
0
0
0

1
9
3
,
5
2
0

1
9
9
9

6
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

2
0
0
0

7
1
7
,
7
8
0

3
2
,
9
2
0

6
8
4
,
8
6
0

2
0
0
1

2
,
8
3
8
,
3
9
0

9
,
3
2
0

3
,
0
0
0

2
,
8
2
6
,
0
7
0

2
0
0
2

1
,
8
4
0
,
5
5
0

1
3
0
,
3
1
0

1
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,
0
0
0
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,
6
9
5
,
2
4
0
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0
0
3

2
,
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0
3
,
0
0
0

2
4
,
4
4
0

2
,
5
7
8
,
5
6
0

2
0
0
4

5
1
3
,
0
0
0

5
0
,
8
2
0

1
0
,
0
0
0

4
5
2
,
1
8
0
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0
0
5

4
,
2
4
3
,
1
9
0

1
6
0
,
0
0
0
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0
0
0
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0
6
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,
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0
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0
0
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5
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2
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0
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1
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3
5
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1
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0
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0
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4

6
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0
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1
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0
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3
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4
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0
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5
9
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9
7
6

5
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,
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１
２

９
 

 【
図

表
４

－
１

９
】
過

年
度
未

収
金

収
納

状
況

内
訳
（
精

神
医
療

セ
ン
タ

ー
）
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（
円

） 

前
年

度
繰

越
額

前
月
ま
で

の
収

入
3
月

分
収

入
不

納
欠

損
等

残
　

　
　

額
1
9
9
3

0
0

1
9
9
4

0
0

1
9
9
5

0
0

1
9
9
9

0
0

2
0
0
0

0
0

2
0
0
1

3
1
,
3
3
0

3
1
,
3
3
0

2
0
0
2

2
1
3
,
1
4
0

3
6
,
4
4
0

1
7
6
,
7
0
0

2
0
0
3

0
0

2
0
0
4

7
0
,
3
3
0

7
0
,
3
3
0

2
0
0
5

8
1
6
,
4
1
0

4
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

7
5
6
,
4
1
0

2
0
0
6

1
,
8
1
0

1
,
8
1
0

2
0
0
7

1
6
0
,
5
8
0

2
0
,
0
0
0

1
4
0
,
5
8
0

2
0
0
8

1
4
1
,
8
7
0

1
4
1
,
8
7
0

2
0
0
9

7
6
,
9
4
0

5
,
4
7
0

7
1
,
4
7
0

2
0
1
0

9
8
,
3
8
0

8
4
,
3
8
0

1
4
,
0
0
0

2
0
1
1

5
5
7
,
8
4
2

3
0
3
,
2
0
0

1
0
,
0
0
0

2
4
0
,
5
0
2

4
,
1
4
0

2
0
1
2

1
,
2
0
1
,
7
0
0

1
2
0
,
8
0
0

7
2
,
0
0
0

2
4
3
,
2
4
0

7
6
5
,
6
6
0

2
0
1
3

1
,
1
9
6
,
9
3
0

1
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

2
4
,
7
2
0

1
,
0
5
2
,
2
1
0

2
0
1
4

1
,
2
2
7
,
9
2
0

5
,
0
0
0

4
,
7
5
0

1
,
2
1
8
,
1
7
0

2
0
1
5

5
9
9
,
0
2
0

1
3
,
6
2
0

5
8
5
,
4
0
0

2
0
1
6

1
,
2
4
8
,
2
2
0

9
5
,
5
7
0

5
,
0
0
0

1
,
1
4
7
,
6
5
0

2
0
1
7

2
,
6
5
8
,
3
1
4

1
0
3
,
5
3
4

2
,
0
0
0

1
1
,
5
1
0

2
,
5
4
1
,
2
7
0

2
0
1
8

2
,
2
3
3
,
9
8
0

4
9
6
,
1
8
0

9
1
,
7
5
0

1
0
,
5
8
0

1
,
6
3
5
,
4
7
0

2
0
1
9

8
1
5
,
8
9
0

2
7
8
,
9
8
0

3
0
,
0
0
0

5
0
6
,
9
1
0

小
計

1
3
,
3
5
0
,
6
0
6

1
,
6
8
9
,
5
5
4

2
5
0
,
7
5
0

5
4
8
,
9
2
2

1
0
,
8
6
1
,
3
8
0

2
0
2
0

3
1
8
,
3
3
7
,
0
2
3

3
1
7
,
1
4
0
,
4
6
6

7
8
,
2
5
0

1
,
1
1
8
,
3
0
7

計
3
3
1
,
6
8
7
,
6
2
9

3
1
8
,
8
3
0
,
0
2
0

3
2
9
,
0
0
0

5
4
8
,
9
2
2

1
1
,
9
7
9
,
6
8
7

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

医 業 未 収 金

年 度

区 分

 
【

図
表

４
－

２
０
】
過

年
度
未

収
金

収
納

状
況

内
訳
（
旧

循
環
器

呼
吸
器

病
セ

ン
タ

ー
）
 

 
 

 
 

 
（
円

） 

前
年

度
繰

越
額

前
月
ま
で

の
収

入
3
月

分
収

入
不

納
欠

損
等

残
　

　
　

額
1
9
9
3

1
0
1
,
3
1
0

1
0
1
,
3
1
0

1
9
9
4

0
0

1
9
9
5

0
0

1
9
9
9

7
2
8
,
7
1
0

7
2
8
,
7
1
0

2
0
0
0

1
,
2
0
7
,
5
4
0

2
7
6
,
8
1
0

9
3
0
,
7
3
0

2
0
0
1

2
,
5
0
2
,
3
8
0

4
6
3
,
9
5
0

1
0
,
1
8
0

2
,
0
2
8
,
2
5
0

2
0
0
2

5
,
8
2
0
,
6
4
1

1
2
1
,
6
2
0

1
3
,
8
2
0

5
,
6
8
5
,
2
0
1

2
0
0
3

2
,
8
7
2
,
3
4
5

2
,
8
7
2
,
3
4
5

2
0
0
4

2
,
9
2
4
,
2
0
0

6
7
6
,
5
1
0

2
,
2
4
7
,
6
9
0

2
0
0
5

1
,
5
3
4
,
4
7
0

2
3
8
,
8
7
0

2
0
,
0
0
0

1
,
2
7
5
,
6
0
0

2
0
0
6

5
8
5
,
6
3
0

8
9
,
2
0
0

1
0
,
0
0
0

4
8
6
,
4
3
0

2
0
0
7

6
7
4
,
6
5
0

6
7
4
,
6
5
0

2
0
0
8

1
,
3
6
1
,
6
1
0

4
1
,
6
7
0

1
,
3
1
9
,
9
4
0

2
0
0
9

5
9
8
,
8
4
0

5
9
8
,
8
4
0

2
0
1
0

0
0

2
0
1
1

0
0

2
0
1
2

0
0

2
0
1
3

0
0

2
0
1
4

0
0

2
0
1
5

0
0

2
0
1
6

0
0

2
0
1
7

0
0

2
0
1
8

0
0

2
0
1
9

0
0

小
計

2
0
,
9
1
2
,
3
2
6

1
,
9
0
8
,
6
3
0

5
4
,
0
0
0

0
1
8
,
9
4
9
,
6
9
6

2
0
2
0

0
0

計
2
0
,
9
1
2
,
3
2
6

1
,
9
0
8
,
6
3
0

5
4
,
0
0
0

0
1
8
,
9
4
9
,
6
9
6

年 度

区 分

旧
循

環
器

呼
吸

器
病

セ
ン

タ
ー

医 業 未 収 金

 

１
３

０
 

  【
図

表
４

－
２

１
】
過

年
度
未

収
金

収
納

状
況

内
訳
（
小

児
セ
ン

タ
ー
）
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（
円

） 

前
年

度
繰

越
額

前
月
ま
で

の
収

入
3
月

分
収

入
不

納
欠

損
等

残
　

　
　

額
1
9
9
3

0
0

1
9
9
4

0
0

1
9
9
5

0
0

1
9
9
9

0
0

2
0
0
0

0
0

2
0
0
1

1
7
6
,
1
6
0

1
4
9
,
0
7
0

1
0
,
0
0
0

1
7
,
0
9
0

2
0
0
2

1
3
2
,
9
1
0

1
3
2
,
9
1
0

2
0
0
3

0
0

2
0
0
4

0
0

2
0
0
5

2
2
7
,
5
8
0

1
5
,
0
0
0

2
1
2
,
5
8
0

2
0
0
6

5
,
1
1
9

5
,
1
1
9

2
0
0
7

4
,
0
2
0

4
,
0
2
0

0
2
0
0
8

0
0

2
0
0
9

2
5
2
,
1
4
9

2
5
2
,
1
4
9

2
0
1
0

1
3
1
,
9
1
0

3
5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

9
1
,
9
1
0

2
0
1
1

5
3
2
,
8
0
0

5
3
2
,
8
0
0

2
0
1
2

9
5
8
,
3
1
2

1
2
0
,
5
9
0

8
3
7
,
7
2
2

2
0
1
3

4
2
4
,
8
3
0

4
2
4
,
8
3
0

2
0
1
4

1
,
7
4
0

1
,
7
4
0

2
0
1
5

7
1
4
,
3
3
0

1
6
,
6
1
0

6
9
7
,
7
2
0

2
0
1
6

2
1
4
,
4
7
0

2
1
4
,
4
7
0

2
0
1
7

1
8
0
,
5
3
0

1
8
,
4
8
0

5
,
0
0
0

1
5
7
,
0
5
0

2
0
1
8

1
2
6
,
0
6
0

9
,
6
6
0

1
1
6
,
4
0
0

2
0
1
9

4
6
9
,
8
1
5

1
,
7
7
0

4
6
8
,
0
4
5

小
計

4
,
5
5
2
,
7
3
5

3
7
0
,
2
0
0

2
0
,
0
0
0

0
4
,
1
6
2
,
5
3
5

2
0
2
0

1
,
2
7
2
,
1
9
7
,
5
0
5

1
,
2
7
2
,
1
6
6
,
1
4
5

3
1
,
3
6
0

計
1
,
2
7
6
,
7
5
0
,
2
4
0

1
,
2
7
2
,
5
3
6
,
3
4
5

2
0
,
0
0
0

0
4
,
1
9
3
,
8
9
5

年 度

区 分

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

医 業 未 収 金

 
  

 
（

イ
）

未
収
金

管
理

回
収

業
務

 
病

院
で

の
未

収
金

発
生

は
、

前
述

の
と

お
り

大
き

く
分

け
て

外
来

未
収

（
受

診
当

日
未

納
）
、

退
院

時
未

収
（

退
院

時
未

納
）、

入
院
中

未
収

（
月

末
時

未
納

）
が

あ
る
。

 
 

 
 

 
①

 
請
求

書
又

は
納

入
通
知

書
、

再
請

求
 

 
 

 
 

 
 

未
収

金
の

発
生

時
に

は
原

則
と

し
て

納
入

通
知

書
を

発
送

し
て

未
収

金
を

請
求

す
る

。
そ

の
後

も
、

適
時

に
再

請
求

を
行

う
。

 
②

 
確
約

書
 

上
記

外
来

未
収

と
退

院
時

未
収

の
場
合

は
窓

口
で

未
収

と
な

る
と

、「
確

約
書

」
を

徴
収

し
、

記
載

し
た

期
日

ま
で

に
未

収
金

を
支

払
う

旨
を

確
約

し
て

も
ら

う
。

外
来

患
者

や
退

院
患

者

の
連

絡
先

を
確

実
に

把
握

す
る

意
味

も
あ

る
。

対
し

て
入

院
患

者
に

つ
い

て
は

連
絡

が
容

易

で
あ

り
、

確
約

書
は

徴
収

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
③

 
納
入

誓
約

書
 

そ
れ

で
も

期
日

ま
で

に
支

払
い

が
な

い
場

合
は

、
入

院
中

未
収

の
場

合
も

含
め

て
納

入
誓

約
書

を
徴

収
し

、
分

割
納

入
と

分
割

の
支

払
い

が
遅

れ
た

場
合

は
一

括
し

て
支

払
う

旨
を

誓

約
し

て
も

ら
う

。
そ

の
際

に
は

保
証

人
を

求
め
て

い
る

。
 

な
お

、
納

入
誓

約
書

の
日

付
又

は
前

回
分

割
納

入
が

あ
っ

た
日

か
ら

１
年

以
上

分
割

納
入

が
な

い
患

者
か

ら
は

、
再

度
納

入
誓

約
書

を
徴
収

す
る

。
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１
３

１
 

  
 

 
 

④
 

未
収

金
整

理
簿

 
ま

た
、

確
約

書
記

載
の

期
限

ま
で

に
支

払
い

が
な

い
か

納
入

誓
約

書
を

徴
収

す
る

タ
イ

ミ

ン
グ

で
、
患

者
毎

に
未

収
金

整
理

簿
を

作
成

し
て

時
効

管
理

等
の
債

権
管

理
を

開
始

す
る

。
未

収
金

整
理

簿
は

、
か

つ
て
は

紙
媒

体
で

管
理

し
て

い
た

が
、
最

近
は
デ

ー
タ

と
し

て
も

管
理

し

て
い

る
。

 
未

収
金

整
理

簿
に
は

、
時

効
管

理
の
ほ

か
交

渉
経

過
を

記
録

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

⑤
 

督
促

状
 

未
収

金
発

生
か

ら
３

か
月

以
内

に
、
１

０
日

後
を

納
期

限
と

す
る

督
促

状
を
発

送
す

る
。

 
 

 
 

 
⑥

 
催
告

状
そ

の
他

 
そ

の
後

は
、
随

時
催
告

状
を
発

送
し
た

り
、
訪

問
徴

収
し

て
納

入
誓

約
書

を
提

出
し

た
者

に

納
付

指
導

し
た

り
し

て
い

る
。

患
者

と
の

関
係

が
途

絶
え

る
と

回
収

困
難

に
な

る
こ

と
が

想

定
さ

れ
る

た
め

、
継

続
的
に

接
触

を
図

る
よ

う
に

し
て

い
る

。
そ

れ
で

も
音

信
不

通
に

な
っ

た

患
者

に
つ

い
て

は
住

民
票

を
照

会
し

、
可

能
な

と
こ

ろ
ま
で

所
在
を

調
査

し
、
病

院
事

務
職

員

が
訪

問
す

る
場

合
も

あ
る

。
 

で
き

る
だ

け
１

年
以

上
未

収
の

状
態
が

続
か

な
い

よ
う

に
努

力
し

て
い

る
。

 
（

ウ
）

弁
護
士

委
託

 
発

生
か
ら

６
か

月
以

上
支

払
い

が
な

く
、
支

払
い
が

な
さ
れ

る
見
込

み
が

な
い

場
合

に
は

、
未

収
金

回
収

業
務

を
外

部
委

託
す

る
こ

と
を
、
病
院

か
ら

病
院

事
業

庁
に
依

頼
す

る
。
最

近
は

、
時

間
が

経
過

し
た

未
収

金
は

回
収

率
が

低
下

す
る

傾
向

に
あ

る
こ

と
を

検
討

し
て

、
未

収
金

発
生

か
ら

６
か

月
程

度
の

早
い

段
階

で
外

部
委
託

の
検

討
対

象
と

す
る
よ

う
に

し
て

い
る

。
 

た
だ

し
、

医
療

中
断

に
至

る
可

能
性

に
配

慮
し
、

治
療

継
続

中
の
ケ

ー
ス

は
除

く
。

 
イ

 
病

院
事
業

庁
が

過
去

に
経

営
し
て

い
た

三
病

院
 

（
ア

）
未

収
金

管
理

の
主

体
 

病
院

事
業

庁
が

過
去

に
経

営
し

て
い

た
三

病
院
（
循

環
器
呼

吸
器
病

セ
ン

タ
ー
、
が
ん

セ
ン

タ

ー
尾

張
診

療
所

、
が

ん
セ

ン
タ

ー
愛
知

病
院

）
で

発
生

し
た

未
収
金

は
、
病

院
事
業

庁
が

管
理
し

て
い

る
。
回

収
を

担
う

の
は

病
院

事
業

庁
の

職
員

で
あ

る
。
が
ん

セ
ン

タ
ー

愛
知

病
院
の

未
収
金

は
、

岡
崎

市
に

移
管

す
る

前
に

発
生

し
て
い

た
も

の
は

引
き

続
き
県

が
債

権
管

理
し

て
い

る
。

 
 

 
（

イ
）

病
院
事

業
庁

が
過

去
に
運

営
し

て
い

た
病

院
の

過
年

度
医

業
未
収

金
 

病
院

事
業

庁
が

過
去

に
運

営
し

て
い

た
三

病
院

の
２

０
１

４
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で

各
年

度
末

の
過

年
度

医
業

未
収

金
の

推
移
は

【
図

表
４

－
２

２
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未

収
金

の
発
生

、
収

入
、
不

納
欠

損
処

分
等
の

年
度

毎
の
状

況
は

、【
図

表
４
－

１
８

】
【

図
表

４
－

２
０

】
の

と
お

り
で

あ
る
。

 

古
い

も
の

で
は

、
１

９
９

３
年

度
に

発
生

し
た

未
収

金
も

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業

未
収

金
に

含
ま

れ
て

い
る

。
そ

こ
で
、

２
０
０

０
年

度
以
前

か
ら

存
在

す
る
収

入
未

済
額

（
【
図

表
４

－
１

８
】

及
び

【
図

表
４

－
２

０
】
参

照
）

の
管

理
回

収
状
況

を
確

認
し

た
。

 

 

１
３

２
 

  
 

 
 

ａ
 

旧
が

ん
セ

ン
タ

ー
愛
知

病
院

（
【

図
表

４
－
１

８
】
参

照
）
 

 
 

 
 

 
⒜

 
１

７
万

７
１

０
０
円

 

同
病

院
で

１
９

９
４

年
度

の
前

年
度

繰
越

額
と

し
て

計
上

さ
れ

て
い

る
１

７
万

７
１

０

０
円

は
、

同
年

度
調

定
の

１
８

万
０

１
０

０
円

か
ら

２
０

０
０

年
度

の
収

入
済

額
３

０
０

０
円

を
差

し
引

い
た

残
金

で
あ

る
が

、
２

０
１

３
年

度
に

は
債

務
者

が
自

己
破

産
し

た
も

の
の

保
証

人
に

請
求

す
る

余
地

が
あ

る
と

し
て

不
納

欠
損

処
分

は
不

可
と

さ
れ

、
２

０
２

０
年

度
に

外
部

委
託

さ
れ

た
が

回
収
は

で
き

な
か

っ
た

。
 

結
果

と
し

て
、

２
０

０
０

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

同
額

が
未

収
金

計
上

さ
れ

て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
⒝

 
８

０
０

０
円

及
び
１

８
万

５
５

２
０

円
 

１
９

９
５

年
度

の
残

額
は

、
２

０
２

１
年

度
末

現
在

８
０

０
０

円
と

１
８

万
５

５
２

０

円
の

２
件

１
９

万
３

５
２

０
円

が
計
上

さ
れ

て
い

る
。

 

８
０

０
０

円
の

案
件

は
、

２
３

年
余

り
の

期
間

で
１

９
万

円
回

収
し

２
０

２
０

年
度

に

残
金

８
０

０
０

円
の

回
収

を
外

部
委
託

し
た

。
 

１
８

万
５

５
２

０
円

の
案

件
は

、
１

９
９

９
年

度
に

承
認

に
よ

る
時

効
中

断
を

し
た

後

は
納

入
通

知
書

の
発

送
や

訪
問

を
繰

り
返

す
も

回
収

で
き

ず
、

２
０

２
０

年
度

に
外

部
委

託
し

３
万

９
０

０
０

円
回

収
し

た
（
２

０
２

２
年

３
月

現
在

）
。

 

 
 

 
 

 
⒞

 
６

万
円
 

１
９

９
９

年
度

の
残

額
６

万
円

は
、

２
０

１
２

年
度

外
部

委
託

し
た

残
金

６
万

円
に

つ

い
て

分
納

誓
約

書
を

受
領

し
、
２

０
１
７

年
度

、
２

０
２

０
年

度
に
も

そ
れ

ぞ
れ

別
の

弁
護

士
事

務
所

に
外

部
委

託
し

た
が

、
収

入
未

済
額

は
２

０
１

２
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
変

わ
ら

ず
６

万
円

の
ま

ま
で

あ
る
。

 

⒟
 

２
１

万
７

４
３

０
円

及
び

７
万

４
０

０
０
円

 

２
０

０
０

年
度

の
残

額
６

８
万

４
８

６
０

円
に

は
、

残
額

２
１

万
７

４
３

０
円

及
び

残

額
７

万
４

０
０

０
円

の
案

件
が

含
ま
れ

て
い

る
。
 

い
ず

れ
も

２
０

０
０

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

同
額

が
収

入
未

済
額

と
し

て
計

上

さ
れ

て
い

る
。
 

 
 

 
 

 
⒠

 
１

９
万

８
９

８
０
円

 

２
０

０
０

年
度

の
残

額
に

含
ま

れ
る

１
９

万
８

９
８

０
円

の
案

件
は

、
発

生
し

た
２

０

０
０

年
度

中
に

収
入

済
と

な
っ

た
７
万

円
を

差
し

引
い

た
残

金
で

あ
る

。
 

２
０

０
２

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

同
額

が
収

入
未

済
額

と
し

て
計

上
さ

れ
て

い

る
。

 

⒡
 

１
９

万
４

４
５

０
円

 

２
０

０
０

年
度

の
残

額
に

含
ま

れ
る

１
９

万
４

４
５

０
円

の
案

件
は

、
発

生
後

２
０

０

４
年

度
に

１
万

円
と

１
７

０
円

回
収

し
た

。
２

０
０

４
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
末

ま
で

同
額

が
収

入
未

済
額

と
し

て
計

上
さ
れ

て
い

る
。
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１
３

３
 

  
 

 
 

ｂ
 

旧
循

環
器

呼
吸

器
病
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

 
⒜

 
１

０
万

１
３

１
０
円

 

同
セ

ン
タ

ー
で

１
９

９
３

年
度

に
前

年
度
繰

越
額

計
上

し
た

１
０
万

１
３

１
０

円
（
【
図

表
４

－
２

０
】
）
は

、
同
年

度
に

発
生

し
た
１

９
万

１
３

１
０

円
か
ら

２
０

０
２

年
度

ま
で

の
収

入
済

額
９

万
円

を
差

し
引

い
た

残
金

で
あ

る
が

、
２

０
０

４
年

に
分

納
誓

約
書

を
取

り
付

け
た

後
は

回
収

で
き

な
い

ま
ま

２
０

０
９

年
に

債
務

者
本

人
が

死
亡

し
た

も
の

の
、

分
納

誓
約

書
に

基
づ

く
３

万
円

の
納

付
通

知
書

を
２

０
１

０
年

ま
で

５
５

回
送

付
し

た
。

２
０

１
１

年
度
、
２
０

１
７
年

度
、
２
０

２
０

年
度

に
そ

れ
ぞ

れ
別

の
弁

護
士

事
務

所
に

外

部
委

託
し

た
が

、
収

入
未

済
額

に
変

更
は
な

い
。
結
果

と
し

て
、
２

０
０

２
年

度
か

ら
２

０

２
１

年
度

ま
で

同
額

（
１

０
万

１
３
１

０
円

）
が

計
上

さ
れ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

 
⒝

 
そ

の
他
 

 
 

 
 

 
 

 
中

に
は

、
２

０
２

０
年

度
の

外
部

委
託

後
に

約
８

７
万

円
回

収
で

き
て

い
る

成
功

事
例

も
１

件
あ

る
が
、
多
く

の
案
件

は
個
別

の
事

情
は

あ
る

も
の

の
、
消

滅
時
効

期
間

を
経
過

し

て
も

時
効

の
援

用
が

な
さ

れ
な

い
た
め

、
督
促

状
や

納
付

通
知

書
を

発
送

し
、
郵

便
物
が

届

く
限

り
こ

れ
を

繰
り

返
し
、
必

要
に
応

じ
て

住
民

票
を

調
査

し
、
死

亡
し
て

い
れ

ば
配
偶

者

や
保

証
人

に
請

求
し

、
２

０
１

１
年

度
以

降
は

外
部

委
託

す
る

も
の

の
回

収
で

き
な

い
案

件
で

あ
っ

た
。
 

 【
図

表
４

－
２

２
】
病

院
事
業

庁
が
過

去
に

運
営

し
て

い
た

三
病

院
の
過

年
度

医
業

未
収

金
の
推

移
 
（

円
） 

2
0
1
4
年

度
2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

循
環

器
呼

吸
器

病
セ

ン
タ

ー
3
1
,
0
3
6
,
8
9
5

3
0
,
4
7
1
,
0
5
5

2
9
,
5
0
9
,
6
6
5

2
5
,
5
7
0
,
4
6
4

2
4
,
2
9
1
,
8
9
6

2
3
,
4
1
1
,
4
2
6

2
0
,
9
1
2
,
3
2
6

1
8
,
9
4
9
,
6
9
6

が
ん

セ
ン

タ
ー

尾
張

診
療

所
0

0
0

0
0

0
0

0

が
ん

セ
ン

タ
ー

愛
知

病
院

2
6
,
2
0
0
,
1
1
8

2
6
,
5
0
7
,
9
5
7

2
5
,
8
3
7
,
8
0
4

2
6
,
3
4
5
,
0
2
2

2
5
,
2
5
6
,
8
7
4

2
4
,
5
7
1
,
3
8
7

2
3
,
0
9
3
,
3
7
3

2
1
,
3
2
2
,
0
0
5

 
 

（
ウ

）
未

収
金

回
収

業
務

 
音

信
不

通
に

な
っ

た
患

者
に

つ
い

て
は

住
民

票
を

照
会

し
、

可
能

な
と

こ
ろ

ま
で

所
在

を
調

査
し
、
職
員

が
訪

問
す

る
場

合
も

あ
る
。
患
者

が
死

亡
し

た
場

合
に

は
戸

籍
等

か
ら

相
続

人
を
調

査
し

て
相

続
人

に
支

払
い

を
求

め
る

こ
と
と

し
て

い
る

。
 

時
効

期
間

が
経

過
し

た
債

権
で

あ
っ

て
も

、
７

に
お

い
て
後

述
す
る
「

不
納

欠
損

処
分

の
考

え

方
」

記
載

の
要

件
に

該
当

し
な

い
限

り
、
債

権
管

理
を

続
け

て
い
る

。
 

ま
た
、
不
納

欠
損

処
分

を
し

た
も

の
も

含
め

て
、
全

て
の
文

書
は

廃
棄

す
る
こ

と
な

く
病

院
事

業
庁

で
管

理
し

て
い

る
。

 
（

エ
）

弁
護
士

委
託

 
未

収
金
回

収
業

務
の

弁
護

士
に

対
す

る
外

部
委
託

に
つ

い
て

は
、
５

に
お

い
て

後
述

す
る

。
 

 

１
３

４
 

  
⑶

 
２

０
２

１
年

度
末

収
入

未
済
の

原
因

分
析

 
 

 
 

２
０

２
１
年

度
末

の
病

院
事
業

庁
の

収
入

未
済

額
の

詳
細

は
【

図
表

４
－

１
２

】
に

記
載

し
た

と
お

り
で

あ
る

が
、
収

入
未

済
額
９

５
３

５
万

７
７
６

７
円

を
、
未

収
と
な

っ
た

理
由

別
に

分
類

す
る

と
、

【
図

表
４

－
２

３
】

の
と

お
り

で
あ
っ

た
。

 
 

 
 

県
に

よ
る
と

、
過

年
度

未
収
金

の
内

容
は

、
事

業
不

振
、
失

業
、
病

気
治

療
、
借

金
そ

の
他
収

入
の

減
を

内
容

と
す

る
生

活
困

窮
に

よ
る

も
の

が
、

金
額

ベ
ー

ス
で

半
数

程
度

（
５

４
.５

％
）

を
占

め
て

お
り

、
残

り
は

、
納

入
義

務
者

（
患

者
本

人
・

保
証

人
）

の
行

方
不

明
（

外
国

人
の

帰
国

を
含

む
。
）

の
ケ

ー
ス

、
本

人
が

死
亡

し
た

ケ
ー
ス

が
主

な
内

容
と

な
っ

て
い

る
と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

病
院

に
は

医
師

法
第

１
９

条
の

応
召

義
務

が
あ

る
た

め
、

未
収

金
の

存
在

を
理

由
に

診
療

を
拒

否

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

受
診

当
初

か
ら

生
活

保
護

を
受

給
し

て
い

る
患

者
の

診
療

報
酬

は
公

費
負

担
と

な
る

が
、

そ
う

で
な

い
場

合
は
未

収
が

発
生

す
る

こ
と

が
あ

る
。

 
な

お
、
２

０
２

１
年

度
末

の
過

年
度

医
業
未

収
金

の
発

生
、
収

入
、
不

納
欠

損
処

分
等

の
年

度
毎
の

状
況

は
、
事

業
合
計

で
は
【
図

表
４

－
１

６
】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。
最

も
古

い
も

の
で

は
１
９

９
３

年
度

に
発

生
し

た
未

収
金

が
含

ま
れ
て

い
る

。
 

 【
図

表
４

－
２

３
】

過
年

度
未

収
金
（

患
者

個
人

負
担

分
）

の
理

由
別

内
訳

 
区

分
件

数
（

件
）

金
額

（
円

）
構

成
率

（
％

）

事
業

不
振

6
1
,
4
6
1
,
5
8
0

1
.
5

失
業

1
0

2
,
8
6
5
,
7
9
0

3
.
0

病
気

治
療

2
1

4
,
3
8
5
,
8
9
2

4
.
6

借
金

4
9

2
,
7
2
0
,
7
3
3

2
.
9

収
入

減
2
4
7

4
0
,
5
5
7
,
1
8
3

4
2
.
4

生
活

困
窮

計
3
3
3

5
1
,
9
9
1
,
1
7
8

5
4
.
5

行
方

不
明

1
7

1
,
7
1
7
,
6
2
0

1
.
8

死
亡

1
1
0

2
5
,
4
4
8
,
2
0
8

2
6
.
7

生
活

保
護

1
6

2
,
3
6
9
,
8
0
9

2
.
5

外
国

帰
国

0
0

0
.
0

そ
の

他
1
5
6

1
3
,
8
3
0
,
9
5
2

1
4
.
5

合
計

6
3
2

9
5
,
3
5
7
,
7
6
7

1
0
0
.
0

 
※
「

そ
の

他
」
は

、「
居

所
・
連

絡
先

は
確

認
し

て
い

る
が

、
居

留
守

を
使

う
な

ど
連

絡
が

取
れ

な
い

た
め

、
状

況
が

確
認

で

き
な

い
ケ

ー
ス

」、
「

支
払

拒
否

」
な

ど
。

 
 ４

 
病

院
事

業
庁
が

現
在

経
営

し
て
い

る
三

病
院

の
過

年
度

医
業

未
収

金
及
び

回
収

業
務

 

⑴
 

現
在

経
営

し
て

い
る

三
病

院
の

直
近
の

未
収

金
発

生
状

況
 

２
０

２
０

年
度

に
発

生
し

た
未

収
金

で
２

０
２

１
年

度
決

算
時

に
新

た
に

過
年

度
医

業
未

収
金

と

し
て

加
わ

っ
た

未
収

金
額

と
内

訳
は
、
【

図
表
４

－
２

４
】
の

と
お
り

で
あ

る
。

分
納

中
の

ケ
ー

ス
は
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１
３

５
 

 

全
体

に
対

し
て

は
件

数
ベ

ー
ス

で
４
８

％
、
金

額
ベ

ー
ス

で
８

９
％

で
あ

る
が
、
精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

に
限

る
と

件
数

ベ
ー

ス
で

７
８

％
、
金

額
ベ

ー
ス

で
９

５
％

を
占

め
て
い

る
。

 
 【

図
表

４
－

２
４
】
決

算
時

に
新

た
に
過

年
度

医
業

未
収

金
と

し
て

加
わ

っ
た
未

収
金

 
（

金
額

単
位
：
円
） 

が
ん

セ
ン

タ
ー

2
7

2
,
0
9
0
,
7
1
5

　
う

ち
分

納
中

1
5

5
6
%

1
,
8
3
0
,
0
0
9

8
8
%

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

9
1
,
1
1
8
,
3
0
7

　
う

ち
分

納
中

7
7
8
%

1
,
0
6
7
,
9
5
7

9
5
%

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

1
0

3
1
,
3
6
0

　
う

ち
分

納
中

0
0
%

0
0
%

合
計

4
6

3
,
2
4
0
,
3
8
2

　
う

ち
分

納
中

2
2

4
8
%

2
,
8
9
7
,
9
6
6

8
9
%

件
数

金
額

 
 ⑵

 
が
ん

セ
ン

タ
ー

の
過

年
度

医
業

未
収
金

及
び

回
収

業
務

 
ア

 
が

ん
セ
ン

タ
ー

の
過

年
度

医
業
未

収
金

 
が

ん
セ

ン
タ

ー
の

２
０

１
４

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

各
年

度
末

の
過

年
度

医
業

未
収

金

の
推

移
は
【

図
表
４

－
２

５
】
の

と
お
り

で
あ
る

。
病
院

事
業

庁
に

よ
る

と
、
未
収

金
の

発
生

を
抑

え
る

努
力

は
し

て
い

る
も

の
の

、
診

療
報

酬
単

価
の

高
額

化
の

要
因

も
あ

り
、
未

収
金

の
額

は
高

止

ま
り

の
状

況
に

あ
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未

収
金
の

発
生

、
収

入
、
不

納
欠

損
処
分

等
の

年
度

毎
の

状
況

は
、
【

図
表
４

－
１

７
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

古
い

も
の

で
は

、
１

９
９

９
年

度
発
生

の
未

収
金

も
含

ま
れ

て
い

る
。
古

い
未

収
金

で
も

、
分
納

が
続

い
て

い
る

も
の

は
病

院
で

管
理

し
て

い
る

。
古

い
も

の
で

回
収

困
難

と
な

っ
た

も
の

は
弁

護

士
に

委
託

さ
れ

て
い

る
も

の
も

あ
る
。
そ
し

て
、
２

０
２

１
年

度
中

に
は
、
２
０

０
２

年
度

発
生
の

未
収

金
を

回
収

し
た

実
績

も
あ

っ
た
と

の
こ

と
で

あ
る

。
 

 【
図

表
４

－
２

５
】
が

ん
セ
ン

タ
ー
の

過
年

度
医

業
未

収
金

の
推

移
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

20
14

年
度

20
15

年
度

20
16

年
度

20
17

年
度

20
18

年
度

20
19

年
度

20
20

年
度

20
21

年
度

33
,2

06
,1

77
38

,1
88

,0
23

40
,4

99
,6

43
44

,0
42

,9
10

42
,8

17
,2

09
41

,5
71

,1
56

42
,8

39
,9

36
38

,9
12

,4
84

 
 

イ
 

が
ん

セ
ン

タ
ー

の
回

収
業

務
 

（
ア

）
医

事
業

務
委

託
業

者
等

に
よ
る

回
収

業
務

 

が
ん

セ
ン

タ
ー

は
、
総

合
案
内

業
務
、
初

再
診

受
付
業

務
、
入

院
受

付
業

務
の

ほ
か

、
診

療
報

酬
請

求
業

務
（

医
科
・
歯
科

）
や

未
収
金

が
あ

る
場

合
は

未
収

金
合

計
金
額

を
伝

え
て

支
払

い
を

求
め

る
業

務
を

含
む

医
事

業
務

を
医

事
業
務

委
託

業
者

に
委

託
し
て

い
る

。
 

１
３

６
 

 

医
事

業
務

委
託

業
者

は
、
日

常
的

に
病

院
窓

口
で

患
者

に
接

す
る
機

会
が

あ
る

た
め

、
未

収
金

が
あ

れ
ば

患
者

に
伝

え
て

納
入

を
促

し
、

確
約

書
又

は
納

入
誓

約
書

の
提

出
を

求
め

る
等

し
て

未
収

金
の

発
生

増
加

を
抑

え
る

よ
う

努
め

る
ほ

か
、

発
生

か
ら

２
か

月
未

収
が

続
く

債
務

者
に

つ
い

て
は

未
収

金
整

理
簿

を
作

成
す

る
。
ま

た
、
未

収
が

発
生

し
兼
ね

な
い

状
況

が
あ

れ
ば

、
早

い
段

階
か

ら
病

院
事

務
職

員
と

連
携

を
図
っ

て
い

る
。
 

医
事

業
務

委
託

業
者

は
、
未

収
金

発
生

か
ら

２
か

月
程

度
ま

で
を
担

当
す

る
が
、
そ
れ

以
上

未

収
が

続
い

た
り

、
患

者
か

ら
各

種
制

度
に

つ
い

て
質

問
さ

れ
た

り
患

者
と

の
関

係
が

悪
化

す
る

等
困

難
な

状
況

に
至

っ
た

と
き

は
、
医
療

ソ
ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー
（
以

下
「

Ｍ
Ｓ

Ｗ
」
と
い

う
）

や
病

院
事

務
職

員
に

案
件

を
繋

い
で

い
く
。
ま

た
、
必
要

に
応

じ
て

納
入
通

知
書

の
発

送
を

病
院

事
務

職
員

に
依

頼
す

る
。

 

督
促

状
発

送
以

降
は

、
原

則
と

し
て
病

院
事

務
職

員
が

対
応

し
、
患

者
へ

電
話

を
か

け
る

、
直

接
患

者
の

自
宅

へ
訪

問
す

る
な

ど
し

て
徴
収

し
て

い
る

。
 

（
イ

）
未

収
金

対
策

ワ
ー

キ
ン

グ
グ
ル

ー
プ

の
協

議
 

が
ん

セ
ン

タ
ー

で
は

、
２

０
１

０
年

か
ら

が
ん

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

診
療

費
の

未
収

金
に

つ

い
て

、
そ

の
発

生
の

未
然

防
止

と
、
回

収
の

促
進

を
図

る
た

め
、
未

収
金

対
策

ワ
ー

キ
ン

グ
グ
ル

ー
プ
（

以
下
「

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー
プ

」
と

い
う

）
を

設
置

し
、
医

業
未

収
金

に
関

す
る

事
項
を

協
議

し
て

い
る

。
 

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
は

、
運

用
部

管
理
課

長
、
医
師

、
看

護
師
、
Ｍ

Ｓ
Ｗ
、
医

療
事
務

委
託

業
者

責
任

者
そ

の
他

で
組

織
さ

れ
、
随

時
開
催

さ
れ

て
お
り

、
２

０
２

１
年

度
は

１
２
回

開
催
さ

れ
た
。
事
務

局
か

ら
直

近
の

未
収

金
発

生
状
況

の
ほ

か
、
回

収
状

況
が
分

納
、
未

収
金

回
収

委
託

、

職
員

に
よ

る
回

収
毎

に
報

告
さ

れ
、
未

収
金
患

者
の

自
宅
訪

問
等
に

つ
い

て
説

明
が

な
さ

れ
、
高

額
又

は
悪

質
な

未
収

金
に

つ
い

て
出

席
者

で
意

見
交

換
す

る
な

ど
情

報
共

有
し

協
議

し
て

い
る

。

開
催

１
回

に
あ

た
り

３
～

４
名

の
未

収
に
つ

い
て

取
り

上
げ

て
い
る

。
 

（
ウ

）
が

ん
セ

ン
タ

ー
未

収
金

対
策
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

 
 

 
が

ん
セ

ン
タ

ー
で

は
、

２
０

１
６

年
度

に
が

ん
セ

ン
タ

ー
未

収
金

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

策
定

し
、
未

収
金

の
解

消
に
取

り
組

ん
で
い

る
。
同

マ
ニ
ュ

ア
ル

に
よ

る
と
、
債
権

管
理

手
順

は
【
図

表
４

－
２

６
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

（
エ

）
弁

護
士

委
託

に
よ

る
回

収
 

支
払

い
が

滞
っ

て
い

る
未

収
金

は
、
病

院
事

務
職
員

が
徴
収

を
担
当

し
て

い
る

が
、
発

生
か

ら

６
か

月
が

経
過

し
た

債
権

の
う

ち
、

治
療

継
続

中
の

患
者

に
係

る
債

権
や

既
に

分
納

中
の

債
権

等
病

院
で

の
対

応
が

可
能

な
債

権
を

除
き

、
回

収
が

困
難

な
も

の
に

つ
い

て
弁

護
士

委
託

を
検

討
す

る
。

 

弁
護

士
委

託
の

詳
細

は
５

に
お

い
て

後
述

す
る
。
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１
３

７
 

 【
図

表
４

－
２

６
】

債
権

管
理

手
順
の

フ
ロ

ー
図

（
出

典
：

が
ん

セ
ン

タ
ー
未

収
金

回
収

マ
ニ
ュ

ア
ル

）
 

【
収

納
事

務
業

者
】

【
会

計
グ

ル
ー

プ
】

未
収

金
の

発
生

次次
回回

来来
院院

予予
定定
日日

再再
請請

求求
（（
通通
知知

））

納納
入入

通通
知知

書書
のの
発発
行行

来
院

予
定

な
し
・

3
か
月

を
超

え
る

次
回

来
院

時

に
会

計
窓

口

で
声

掛
け

（
請

求
）

概
ね

3
か
月

以
内

（
X
月

）

発
生

時
又

は
当

月
末

に
調
定

（
未

収
金

の
把

握
）

（
X
+
2
月

）

（
X
+
2
月

末
）

（
X
+
5
月

）

（
X
+
5
月

末
）

２
ヶ
月

以
内

３
ヶ
月

以
内

次次
回回

来来
院院

予予
約約
がが
なな
くく
、、
XX
月月
にに
納納

入入
通通

知知
書書

をを

発発
行行

しし
たた
もも
のの
でで
、、
前前

月月
（（XX

++11
月月

））
末末
にに
未未

納納
とと

なな
っっ
てて
いい
るる
再再

請請
求求

案案
件件

をを
選選

定定
。。

※
対

応
に
お

い
て
留

意
す

べ
き
情

報
等

が
あ
れ

ば
追

記

再再
請請

求求
案案

件件
にに
つつ
いい
てて
、、
現現

時時
点点

のの
収収

納納
状状

況況
をを
確確

認認
。。

毎毎
月月

、、
現現

年年
度度
及及

びび
前前

年年
度度

発発
生生

分分
未未

収収
金金

のの
前前

月月
末末

状状
況況

にに
つつ

いい
てて
「「未未

収収
金金

状状
況況

報報
告告

書書
」」をを

作作
成成

送送
付付

電
話

等

前前
月月

（（
XX
++44
月月

））末末
のの
未未

収収
金金
状状

況況
（（現現

年年
度度

及及
びび

前前
年年

度度
発発
生生

分分
））にに

つつ
いい
てて
「「
未未
収収

金金

状状
況況

報報
告告

書書
」」をを

作作
成成

次次
回回

来来
院院

予予
約約
がが
なな
くく
、、
XX
++22
月月

にに
納納

入入
通通
知知

書書
をを

発発
行行

しし
たた
もも
のの
でで
、、
前前

月月
（（XX

++44
月月

））
末末
にに
未未

納納
とと
なな
っっ

てて
いい

るる
再再

請請
求求

案案
件件

をを
選選

定定
。。

※
対

応
に
お

い
て
留

意
す

べ
き
情

報
等

が
あ
れ

ば
追

記

再再
請請

求求
案案

件件
にに
つつ
いい
てて
、、

現現
時時

点点
のの
収収

納納
状状
況況

をを
確確

認認
。。 再再

請請
求求

（（
通通
知知

））

以以
降降

、、
33
ヶヶ
月月

ごご
とと
にに
収収

納納
状状

況況
をを
確確

認認
 

１
３

８
 

 

⑶
 

精
神

セ
ン

タ
ー

の
過

年
度

医
業

未
収
金

及
び

回
収

業
務

 
ア

 
精

神
医
療

セ
ン

タ
ー

の
過

年
度
医

業
未

収
金

 
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
の

２
０

１
４

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

各
年

度
末

の
過

年
度

医
業

未

収
金

の
推

移
は
【
図

表
４

－
２

７
】
の
と

お
り
で

あ
る
。
自

立
支

援
医
療

受
給

者
証

を
保

有
し
、
診

療
報

酬
が

公
費

負
担

と
な

る
患

者
が

多
い

が
、

一
部

患
者

に
高

額
の

未
収

が
発

生
す

る
傾

向
に

あ

る
。
し
か

し
、
病

院
に

は
応

召
義

務
が
あ

り
、
未
収

を
理

由
に

診
療
拒

否
す

る
こ

と
は

で
き

な
い
。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未

収
金
の

発
生

、
収

入
、
不

納
欠

損
処
分

等
の

年
度

毎
の

状
況

は
、
【

図
表
４

－
１

９
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

古
い
も

の
で

は
、
２

０
０

１
年

度
に

発
生
し

た
未
収

金
も

含
ま

れ
て

い
る

。
 

 【
図

表
４

－
２

７
】
精

神
医
療

セ
ン
タ

ー
の

過
年

度
医

業
未

収
金

の
推
移

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
）  

  
 

イ
 

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

の
回
収

業
務

 
（

ア
）

医
事
業

務
委

託
業

者
に

よ
る
回

収
業

務
 

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

は
、
外
来

窓
口
業

務
、
入

院
関
連

業
務

、
受

付
案

内
業

務
の
ほ

か
、
診
療

報
酬

等
請

求
業

務
や

現
金

の
収

納
等

業
務

を
含

む
医

事
業

務
を

医
事

業
務

委
託

業
者

に
委

託
し

て
い

る
。

 
医

事
業
務

委
託

業
者

は
、
日

常
的

に
病

院
窓

口
で

患
者

に
接

す
る
機

会
が

あ
る

た
め

、
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
が

定
め

た
「

未
収

金
回
収

に
関

す
る

手
順

書
」
に

準
じ

て
対

応
し

て
お

り
、
一

部
入

金
や

確
約

書
又

は
納

入
誓

約
書

の
提

出
を

求
め

る
等

し
て

未
収

金
の

発
生

を
未

然
に

防
止

す
る

よ
う

努
め

る
と

と
も

に
、
電

話
に

よ
る

連
絡

や
交

渉
、
入

金
等

の
事

項
を

未
収

金
整

理
簿

に
記
載

し
て

病
院

事
務

職
員

と
の

連
携

を
図

っ
て
い

る
。

 
（

イ
）

保
険
診

療
委

員
会

に
お

け
る
協

議
 

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

は
、
愛

知
県

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

保
険

診
療
委

員
会

要
綱

を
定

め
、
診
療

報
酬

請
求

に
関

し
て

適
正

な
処

理
を

図
る

た
め

保
険

診
療

委
員

会
を

設
置

し
、

医
業

未
収

金
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
も

同
委

員
会

で
協
議

す
る

こ
と

と
さ

れ
て
い

る
。

 
保

険
診
療

委
員

会
は
、
原
則

と
し

て
毎

月
１

回
開

催
さ

れ
て

お
り
、
直

近
の

未
収

金
発

生
状

況

に
つ

い
て

は
医

事
業

務
委

託
業

者
か

ら
報

告
が

な
さ

れ
、

未
収

金
回

収
状

況
等

に
つ

い
て

は
病

院
事

務
職

員
か

ら
報

告
が

な
さ

れ
、

督
促

状
を

送
付

す
る

患
者

や
弁

護
士

に
回

収
委

託
を

す
る

患
者

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
る

。
 

（
ウ

）
弁

護
士

委
託

に
よ

る
回

収
 

弁
護

士
に

回
収

業
務

を
委

託
す

る
か

に
つ

い
て
も

、
保

険
診

療
委
員

会
で

協
議

し
て

い
る

。
債

権
発

生
か

ら
６

か
月

が
経

過
し

た
債

権
の

う
ち

、
治

療
継

続
中

の
患

者
に

係
る

債
権

や
既

に
分

2
0
1
4
年

度
2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

8
,
7
7
2
,
9
4
0

9
,
7
3
0
,
5
4
0

1
0
,
3
6
0
,
1
0
2

1
0
,
7
6
2
,
9
2
2

1
2
,
9
4
9
,
1
5
2

1
4
,
2
4
2
,
6
4
2

1
3
,
3
5
0
,
6
0
6

1
1
,
9
7
9
,
6
8
7
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１
３

９
 

 

納
中

の
債

権
等

病
院

で
の

対
応

が
可

能
な

債
権

を
除

き
、

回
収

が
困

難
な

も
の

に
つ

い
て

弁
護

士
委

託
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

 
⑷

 
小
児

セ
ン

タ
ー

の
過

年
度

医
業

未
収
金

及
び

回
収

業
務

 
ア

 
小

児
セ
ン

タ
ー

の
過

年
度

医
業
未

収
金

 
小

児
セ

ン
タ

ー
の

２
０

１
４

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

各
年

度
末

の
過

年
度

医
業

未
収

金

の
推

移
は
【

図
表
４

－
２

８
】
の

と
お
り

で
あ

る
。
診

療
報
酬

の
自
己

負
担

が
生

じ
な

い
患

者
が
多

数
を

占
め

る
ほ

か
、

債
務

者
は

患
者

で
あ

る
小

児
の

保
護

者
で

あ
る

場
合

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

た

め
、
未

収
金

の
額

は
が

ん
セ
ン

タ
ー
や

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

と
比

較
す
る

と
低

め
で

あ
る

。
年

齢
や

住
所

に
よ

っ
て

は
自

己
負

担
が

生
じ

、
一

部
の

患
者

に
つ

い
て

未
収

金
が

高
額

に
な

る
傾

向
が

あ

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未

収
金
の

発
生

、
収

入
、
不

納
欠

損
処
分

等
の

年
度

毎
の

状
況

は
、【

図
表

４
－

２
１

】
の

と
お

り
で

あ
る
。
古

い
も
の

で
は

、
小
児

セ
ン

タ
ー

の
開

設
年

度
（
【
図

表
４

－
１

３
】
参

照
）
で
あ

る
２

０
０

１
年
度

に
発

生
し

た
未

収
金
も

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年
度

医
業

未
収

金
に

含
ま

れ
て

い
る

。
 

 【
図

表
４

－
２

８
】
小

児
セ
ン

タ
ー
の

過
年

度
医

業
未

収
金

の
推

移
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

20
14

年
度

20
15

年
度

20
16

年
度

20
17

年
度

20
18

年
度

20
19

年
度

20
20

年
度

20
21

年
度

4,
33

9,
49

0
4,

16
8,

48
3

4,
65

8,
67

0
4,

23
0,

41
6

4,
19

6,
69

6
4,

26
2,

71
5

4,
55

2,
73

5
4,

19
3,

89
5

 
  

 
イ

 
小

児
セ
ン

タ
ー

の
回

収
業
務

 
（

ア
）

医
事
業

務
委

託
業

者
に

よ
る
回

収
業

務
 

小
児

セ
ン

タ
ー

は
、
外

来
業
務

、
入

院
業

務
、
受
付

業
務

の
ほ

か
、
診

療
報
酬

請
求

業
務

を
含

む
医

事
業

務
を

医
事

業
務

委
託

業
者

に
委
託

し
て

い
る

。
 

医
事

業
務

委
託

業
者

に
お

け
る

診
療

報
酬

回
収

業
務

は
が

ん
セ

ン
タ

ー
と

概
ね

同
様

で
あ

る

が
、
債

務
者
は

小
児

の
保

護
者

で
あ
る

こ
と

が
多

く
、
悪
質

な
未
収

金
は

限
ら

れ
て

お
り

、
窓
口

で
確

約
書

や
納

入
誓

約
書

を
徴

収
す

る
例

は
少

な
く

、
未

収
金

発
生

か
ら

３
か

月
程

度
ま

で
を

医
事

業
務

委
託

業
者

が
担

当
し

、
そ

の
後
病

院
事

務
職

員
に

引
き
継

い
で

い
る

。
 

（
イ

）
あ

い
ち

小
児

保
健

医
療

総
合
セ

ン
タ

ー
未

収
金

対
策

会
議

の
協
議

 

小
児

セ
ン

タ
ー

で
は

、
２

０
１

７
年
度

か
ら

未
収

金
の

発
生

防
止

、
回

収
等

を
行
う

た
め

、
あ

い
ち

小
児

保
健

医
療

総
合

セ
ン

タ
ー

未
収

金
対

策
会

議
を

設
置

し
、

医
業

未
収

金
に

関
す

る
事

項
を

会
議

で
協

議
し

て
い

る
。

 

会
議

は
、
毎

月
一

回
の

頻
度

で
開

催
さ

れ
て

お
り

、
直

近
の

未
収

金
発

生
と
回

収
状

況
が

報
告

さ
れ

る
ほ

か
、

弁
護

士
へ

の
債

権
回

収
業
務

委
託

に
つ

い
て

も
会
議

に
諮

り
協

議
し

て
い

る
。

 

（
ウ

）
未

収
金

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

 
 

 
小

児
セ

ン
タ

ー
で

は
、
２

０
１

７
年

９
月

、
未
収

金
対

策
マ

ニ
ュ
ア

ル
を

策
定

し
、
未

収
金
の

解
消

に
向

け
た

取
組

を
し

て
い

る
。

 

１
４

０
 

 

（
エ

）
弁

護
士

委
託

に
よ

る
回

収
 

発
生

後
６

か
月

以
上

経
過

し
、
か
つ

過
去

６
か

月
以

上
返
済

の
な
い

未
収

金
の

う
ち

、
今

後
も

病
院

か
ら

の
請

求
で

は
回

収
が

見
込

め
な

い
者

を
対

象
と

し
、

弁
護

士
委

託
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
 

 
⑸

 
連

帯
保

証
人

に
つ

い
て

 

 
 

ア
 

保
証

契
約

に
関

す
る

書
面
 

 
 

 
【

図
表

４
－

１
３

】
掲

載
の

三
病

院
で

は
、
入
院

誓
約

書
に

保
証
人

に
も

署
名

さ
せ

る
こ
と

で
、

保
証

人
を

求
め

て
い

る
。

 
が

ん
セ
ン

タ
ー

の
入

院
誓

約
書

は
、

上
段

に
患

者
の

氏
名

等
を
、

中
段

に
「

保
証

人
等

」
「

極
度

額
（

入
院

費
）
５
０

万
円

」「
◎

身
元
保

証
人
（
保

護
義

務
者

）：
患

者
の

配
偶

者
又

は
親
族

で
身
元

を
引

き
受

け
て

い
た

だ
く

方
」

と
印

字
さ

れ
て

お
り

そ
の
署

名
欄
が

あ
り
、

下
段

に
、
「
連

帯
保
証

人
：
身
元

保
証

人
と

生
計

を
別

に
し

て
支
払

能
力

の
あ

る
方

」
と

印
字
さ

れ
、
連

帯
保

証
人

の
署
名

欄
が

設
け

ら
れ

て
い

る
。

 
小

児
セ

ン
タ

ー
の

入
院

誓
約

書
は

が
ん

セ
ン

タ
ー

の
も

の
と

概
ね

同
様

で
あ

る
が

、
中

段
に

設

け
ら

れ
て

い
る

欄
に

は
、
「
保

証
人
・

保
護

義
務

者
：

患
者

の
配

偶
者

又
は

親
族

で
支

払
能

力
の
あ

る
方

」
と

印
字

さ
れ

、
下

段
に
「

連
帯

保
証

人
：
保

証
人
・
保

護
義

務
者

と
生

計
を

別
に

し
て

支
払

能
力

の
あ

る
方

」
と

印
字

さ
れ

、
連
帯

保
証

人
の

署
名

欄
が

設
け

ら
れ
て

い
る

。
 

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

の
入

院
誓

約
書

は
、
他
の

二
病

院
と
ス

タ
イ
ル

が
異

な
り

、
中

段
に

次
の
よ

う
に

印
字

さ
れ

、
そ

の
下

に
保

証
人
（

保
護

者
・
扶
養

義
務

者
）
の

署
名

欄
に

加
え

て
、
下

段
に
連

帯
保

証
人

の
署

名
欄

が
記

載
さ

れ
て
い

る
。

 
上

記
の

者
が

入
院

治
療

を
受

け
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

次
の

事
項

を
尊

守
し

、
決

し
て

貴
院

に
御

迷
惑

を
お

か
け

し
な

い
こ

と
を

保
証
人

連
携

で
引

き
受
け

ま
す

。
 

１
 

上
記

患
者

の
身

元
に

関
す

る
一
切

の
事

項
。

 

２
 

上
記

患
者

に
対

す
る

医
療

費
そ

の
他

諸
料

金
を

指
定

の
期

限
ま

で
に

納
入

す
る

こ
と

。
※
極

度

額
は

１
,
０

０
０

,０
０

０
円

と
す

る
。
（

以
下

略
）

 

 
 

イ
 

保
証

人
に

対
す

る
債

権
の
管

理
回

収
 

病
院

に
は

応
召

義
務

が
あ

る
た

め
、

保
証

人
を

用
意

で
き

な
い

か
ら

と
い

っ
て

診
療

を
拒

否
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
そ

の
た

め
、
そ

も
そ

も
保

証
人

が
な

い
ケ

ー
ス
が

あ
る

。
保

証
人

が
あ

る
ケ

ー
ス

で
も
、
未
収

金
整

理
簿
を

見
る
と

、
保

証
人
に

連
絡
し

て
も
保

証
人

と
な

っ
た

こ
と

そ
の

も
の

を
否

認
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

 
５

 
愛

知
県

立
病
院

の
診

療
に

お
け
る

患
者

負
担

金
の

未
収

金
回

収
業

務
委
託

 

２
０

１
３

年
１

２
月

２
０

日
付

け
総

務
省

官
民

競
争

入
札

等
監

理
委

員
会

第
６

回
地

方
公

共
サ

ー
ビ

ス
小

委
員

会
資

料
（

以
下
「
小

委
員
会

資
料
」
と

い
う

）
に

よ
る

と
、
県
は

、
他
県

の
事

例
が

あ
り

外
部

委
託

に
よ

り
未

収
金

を
縮

減
で

き
る

こ
と

、
完

全
成

功
報

酬
制

は
県

に
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
が

発
生

せ

ず
メ

リ
ッ

ト
が

大
き

い
こ

と
、
市

場
環

境
が
整

っ
て

き
た
こ

と
な

ど
を

背
景
と

し
て
、
２

０
１
０

年
度

か

ら
医

業
未

収
金

回
収

業
務

を
外

部
委

託
す

る
検

討
を

開
始

し
、

２
０

１
０

年
７

月
か

ら
試

行
的

に
プ

ロ
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１
４

１
 

 

ポ
ー

ザ
ル

方
式

に
よ

り
委

託
先

を
選

定
し

、
２

０
１

１
年

度
か

ら
は

本
格

施
行

と
し

て
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル

方
式

で
委

託
先

を
選

定
し

外
部

委
託

を
実
施

し
て

い
る

。
 

な
お
、
退

去
滞
納

者
家

賃
等
回

収
業

務
の

外
部
委

託
も

ほ
ぼ

同
時
期

に
開

始
さ

れ
て

い
る
（
第

６
の

８

参
照

）。
 

 
⑴

 
試

行
に

よ
る

委
託

の
実

績
 

 
 

 
小

委
員

会
資

料
に

よ
る

と
、
２
０

１
１

年
度

当
初

の
医

業
未

収
金

は
約

８
０

０
件

、
約

７
５

０
名

に

対
し

て
約

１
億

２
０

０
０

万
円

で
あ
り

、
景

気
動
向

等
も

あ
り
、
減
少

し
な

い
傾

向
が

続
い

て
い

た
。

そ
の

た
め

、
各

種
医

療
費

補
助

制
度
・
貸

付
制
度

の
案

内
、
相

談
体
制

づ
く

り
の

促
進

な
ど

を
含

む
発

生
防

止
策

の
強

化
を

図
る

一
方

で
、
回
収

業
務

の
外

部
委

託
を

試
行
・
本

格
導

入
す
る

よ
う

に
な

っ
た

。 
 

 
 

試
行

導
入
時

の
プ

ロ
ポ

ー
ザ
ル

に
は

、
１

５
者
（
弁

護
士
・
弁

護
士
法

人
７

、
司

法
書
士
・
司

法
書

士
法

人
８

）
が

提
案

書
を

提
出

し
、
報

酬
率

３
５

％
を

提
案

し
た
法

律
事

務
所

Ａ
が

受
託

し
た

。
委
託

業
務

の
内

容
は

、
支

払
債

務
案

内
（

電
話

又
は

文
書

。
支

払
い

が
な

い
事

実
の

告
知

、
支

払
わ
な

い
理

由
の

確
認

等
）
、
支

払
方

法
の
相

談
（

分
納
相

談
）
、
集
金

、
居

所
等

追
跡
調

査
等

で
あ

っ
た

。
訴

訟
等

の
法

的
手

続
は

委
託

さ
れ

て
い

な
い
。

 
２

０
１

０
年
７

月
か

ら
開

始
し

た
試
行

の
実

績
は
【

図
表
４

－
２
９

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
試

行
的

な
委

託
契

約
は

２
０

１
０

年
度

の
一

回
の

み
で

あ
る

が
、

試
行

的
委

託
業

務
に

基
づ

い
て

分
割

納
付

が
開

始
さ

れ
た

債
務

者
か

ら
の

回
収

を
継

続
す

る
た

め
、

試
行

期
間

終
了

か
ら

２
０

２
２

年
４

月
末

ま
で

随
意

契
約

で
続

け
ら

れ
、
【

図
表

４
－
２

９
】

は
そ

の
推

移
と
累

計
を

示
し

て
い

る
。

 
試

行
に

対
し
て

無
反

応
で

あ
っ

た
債
務

者
は

、
次

の
委

託
先

に
更

に
委
託

さ
れ

た
。

 
 【

図
表

４
－

２
９
】

法
律

事
務

所
Ａ
に

対
す

る
試

行
的

委
託

債
権

額
と

実
績
（

金
額

単
位

：
円
）

 
年

度
2
0
1
0
年

度
計

2
0
1
1
年

度
計

2
0
1
2
年

度
計

2
0
1
3
年

度
計

2
0
1
4
年

度
計

2
0
1
5
年

度
計

委
託

債
権

額
2
5
,
2
5
8
,
4
6
6
5
,
7
2
0
,
4
7
2
2
,
5
6
3
,
9
1
0
2
,
0
7
7
,
9
3
0
1
,
2
1
9
,
9
5
0

6
1
3
,
9
0
0

入
金

実
績

7
2
5
,
7
7
1
1
,
0
7
6
,
4
5
2

4
8
5
,
9
8
0

4
7
2
,
9
7
0

7
6
,
8
0
0

6
0
,
0
0
0

成
功

報
酬

額
2
5
4
,
0
1
9

3
7
6
,
7
5
7

1
7
0
,
0
9
3

1
6
5
,
5
3
9

2
7
,
6
4
7

2
1
,
6
0
0

成
功

報
酬

率
3
5
%

3
5
%

3
5
%

3
5
%

3
6
%

3
6
%

県
収

入
分

4
7
1
,
7
5
2

6
9
9
,
6
9
5

3
1
5
,
8
8
7

3
0
7
,
4
3
1

4
9
,
1
5
3

3
8
,
4
0
0

回
収

率
2
.
9
%

1
8
.
8
%

1
9
.
0
%

2
2
.
8
%

6
.
3
%

9
.
8
%

年
度

2
0
1
6
年

度
計

2
0
1
7
年

度
計

2
0
1
8
年

度
計

2
0
1
9
年

度
計

2
0
2
0
年

度
計

2
0
2
1
年

度
計

累
計

委
託

債
権

額
5
5
3
,
9
0
0

4
8
3
,
9
0
0

4
1
3
,
9
0
0

3
6
3
,
9
0
0

3
0
3
,
9
0
0

2
0
3
,
9
0
0

入
金

実
績

7
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0
3
,
3
4
7
,
9
7
3

成
功

報
酬

額
2
5
,
2
0
0

2
5
,
2
0
0

1
8
,
0
0
0

2
1
,
7
8
0

3
6
,
6
0
0

3
6
,
6
0
0
1
,
1
7
9
,
0
3
5

成
功

報
酬

率
3
6
%

3
6
%

3
6
%

3
6
.
6
%

3
6
.
6
%

3
6
.
6
%

県
収

入
分

4
4
,
8
0
0

4
4
,
8
0
0

3
2
,
0
0
0

3
8
,
2
2
0

6
3
,
4
0
0

6
3
,
4
0
0
2
,
1
6
8
,
9
3
8

回
収

率
1
2
.
6
%

1
4
.
5
%

1
2
.
1
%

1
6
.
5
%

3
2
.
9
%

4
9
.
0
%

1
3
.
3
%

 
  

⑵
 

本
格

施
行
一

回
目

 
 

 
 

２
０

１
１
年

度
に

県
は

本
格
的

に
回

収
業

務
を

外
部

委
託

す
る

た
め
、

プ
ロ
ポ

ー
ザ

ル
を

実
施

し
、

６
者
（

弁
護

士
・
弁

護
士

法
人

４
、
司
法

書
士
・
司

法
書

士
法

人
２

）
が

提
案
書

を
提
出

し
、
報

酬
率

１
４

２
 

 

２
６

．
２

５
％

を
提

案
し

た
法
律

事
務
所

Ｂ
が

受
託

し
た

。
委
託

業
務

の
内

容
は
、
支

払
債
務

案
内
（
電

話
又

は
文

書
。
支
払

い
が

な
い

事
実

の
告
知

、
支

払
わ

な
い

理
由

の
確
認

等
）
、
支

払
方
法

の
相

談
（
分

納
相

談
）
、

集
金

、
居

所
等

追
跡

調
査

等
で

あ
っ

た
。

訴
訟

等
の

法
的

手
続

は
委

託
さ

れ
て

い
な

い
。
 

法
律

事
務

所
Ｂ

に
対

す
る

委
託

期
間

は
２

０
１

２
年

２
月

か
ら

２
０

１
７

年
３

月
ま

で
の

長
期

継

続
契

約
で

あ
り

、
そ

の
実

績
は
【
図

表
４

－
３

０
】
の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
試

行
的

委
託

業
務
に

対
し

て
無

反
応

で
あ

っ
た

債
務

者
に

対
す
る

債
権

も
法

律
事

務
所

Ｂ
に

委
託
さ

れ
た

。
 

小
委

員
会

資
料

に
は

業
務

の
成

果
と
し

て
、
職

員
で

は
回

収
が

困
難

と
な

っ
て

い
た

も
の

が
、
弁
護

士
に

よ
る

働
き

か
け

を
契

機
に

支
払

い
に

応
じ

る
ケ

ー
ス

が
あ

り
、

専
門

家
の

ノ
ウ

ハ
ウ

活
用

の
効

果
が

現
れ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
、
文

書
の

発
送

、
電
話
・
訪

問
で

の
働

き
か
け

な
ど

の
労

力
面
だ

け

で
な

く
、
精

神
面

で
も

職
員
の

負
担

が
軽

減
し
て

い
る
、
職

員
で
は

行
え

な
か

っ
た

生
計

全
体

を
踏
ま

え
た

返
済

計
画

へ
の

助
言

が
実

施
で
き

て
い

る
等

が
挙

げ
ら

れ
て

い
た
。

 
ま

た
、
民

間
に
よ

る
回

収
は

な
ぜ

有
効
か

と
い

う
成

果
の

要
因

に
は

、
豊

富
な

専
門

的
知

識
、
経

験
、

土
曜

・
日

曜
も

対
応

可
能

と
い

う
要
因

が
挙

げ
ら

れ
て

い
た

。
 

法
律

事
務

所
Ｂ

に
対

し
て

無
反

応
で
あ

っ
た

債
務

者
は

、
次

の
委

託
先
に

更
に

委
託

さ
れ

た
。

 
 【

図
表

４
－

３
０
】
法

律
事

務
所

Ｂ
に
対

す
る

委
託

債
権

額
と

実
績

 
 

 
 
 

 
 

 
（

金
額

単
位
：
円
） 

年
度

2
0
1
1
年

度
計

2
0
1
2
年

度
計

2
0
1
3
年

度
計

2
0
1
4
年

度
計

2
0
1
5
年

度
計

2
0
1
6
年

度
計

累
計

委
託

債
権

額
7
0
,
7
9
5
,
0
8
8

6
3
,
4
8
3
,
1
3
7

5
7
,
0
2
6
,
1
5
4

4
2
,
2
9
4
,
0
5
6

3
7
,
1
3
1
,
9
7
4

3
5
,
3
6
7
,
8
4
6

入
金

実
績

4
,
9
1
6
,
9
0
2

3
,
8
5
1
,
5
8
3

1
,
8
4
2
,
9
9
0

1
,
0
1
4
,
7
3
3

7
3
2
,
3
9
0

1
,
1
5
7
,
3
9
0

1
3
,
5
1
5
,
9
8
8

成
功

報
酬

額
1
,
2
9
0
,
6
8
2

1
,
0
1
1
,
0
2
1

4
8
3
,
7
7
4

2
7
3
,
9
7
6

1
9
7
,
7
4
5

3
1
2
,
4
9
5

3
,
5
6
9
,
6
9
3

成
功

報
酬

率
2
6
.
2
5
%

2
6
.
2
5
%

2
6
.
2
5
%

2
6
.
2
5
%

2
7
%

2
7
%

県
収

入
分

3
,
6
2
6
,
2
2
0

2
,
8
4
0
,
5
6
2

1
,
3
5
9
,
2
1
6

7
4
0
,
7
5
7

5
3
4
,
6
4
5

8
4
4
,
8
9
5

9
,
9
4
6
,
2
9
5

回
収

率
6
.
9
%

6
.
1
%

3
.
2
%

2
.
4
%

2
.
0
%

3
.
3
%

1
9
.
1
%

 
  

⑶
 

本
格

施
行
二

回
目

 
 

 
 

２
０

１
７
年

度
に

県
は

プ
ロ
ポ

ー
ザ

ル
を

実
施

し
、
３
者
（

弁
護

士
・
弁

護
士

法
人

３
）
が
提

案
書

を
提

出
し
、
報
酬

率
２

７
％
を

提
案

し
た

法
律
事

務
所

Ｃ
を

委
託
先

と
し

て
選

定
し

、
委

託
契

約
を
締

結
し

た
。

訴
訟

等
の

法
的

手
続

は
委
託

さ
れ

て
い

な
い

。
 

法
律

事
務

所
Ｃ

に
対

す
る

委
託

期
間

は
２

０
１

７
年

１
２

月
か

ら
２

０
２

０
年

１
１

月
ま

で
の

長

期
継

続
契

約
で

あ
り

、
そ

の
実

績
は
【

図
表

４
－

３
１

】
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
 

法
律

事
務

所
Ｃ

に
対

し
て

無
反

応
で
あ

っ
た

債
務

者
は

、
次

の
委

託
先
に

更
に

委
託

さ
れ

た
。
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１
４

３
 

 【
図

表
４

－
３

１
】
法

律
事

務
所

Ｃ
に
対

す
る

委
託

債
権

額
と

実
績

 
 

 
 
 

 
 

 
（

金
額

単
位
：
円
） 

年
度

2
0
1
7
年

度
計

2
0
1
8
年

度
計

2
0
1
9
年

度
計

2
0
2
0
年

度
計

累
計

委
託

債
権

額
4
3
,
9
9
0
,
3
8
7

4
5
,
6
0
7
,
7
5
5

4
7
,
6
4
1
,
0
2
4

5
1
,
4
2
8
,
2
0
2

入
金

実
績

1
,
1
3
9
,
0
2
3

9
8
9
,
5
8
1

2
,
4
4
8
,
6
5
6

3
3
6
,
7
0
0

4
,
9
1
3
,
9
6
0

成
功

報
酬

額
3
0
7
,
5
2
8

2
6
7
,
1
7
6

6
7
2
,
4
4
2

9
2
,
5
9
0

1
,
3
3
9
,
7
3
6

成
功

報
酬

率
2
7
%

2
7
%

2
7
.
5
%

2
7
.
5
%

県
収

入
分

8
3
1
,
4
9
5

7
2
2
,
4
0
5

1
,
7
7
6
,
2
1
4

2
4
4
,
1
1
0

3
,
5
7
4
,
2
2
4

回
収

率
2
.
6
%

2
.
2
%

5
.
1
%

0
.
7
%

8
.
5
%

 
 

⑷
 

本
格

施
行

三
回

目
 

 
 

 
２

０
２

０
年

度
に

県
は

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

を
実

施
し

、
応

募
し

た
の

は
法

律
事

務
所

Ｄ
の

み
で

あ
っ

た
た

め
、
法

律
事
務

所
Ｄ

を
委

託
先
と

し
て

選
定

し
、
委

託
契

約
を

締
結

し
た

。
訴

訟
等

の
法
的

手
続

は
委

託
さ

れ
て

い
な

い
。

 
プ

ロ
ポ

ー
ザ
ル

実
施

時
点

で
、
想

定
さ
れ

て
い

た
委

託
対

象
病

院
と

債
権

等
は
【

図
表
４

－
３

２
】

の
と

お
り

で
、
具
体

的
に

は
、
下
記

ア
イ

の
未

収
金

を
委
託

す
る
も

の
と

さ
れ

た
。
な

お
、
下

記
ア
イ

は
本

格
施

行
二

回
目

か
ら

仕
様

と
さ
れ

て
い

た
と

こ
ろ

、
第

三
回
目

か
ら

は
「

法
的
措

置
に

移
行

す
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
債

権
が
あ

れ
ば

報
告

す
る

こ
と

」
が

加
え
ら

れ
た

。
 

法
律

事
務

所
Ｃ

に
対

し
て

無
反

応
で
あ

っ
た

債
務

者
に

対
す

る
債

権
も
含

ま
れ

て
い

た
。

 
ア

 
発

生
後
６

か
月

以
上

経
過

し
、
か
つ

過
去

６
か

月
以

上
返

済
の

な
い

未
収

金
の

う
ち

、
今

後
も

病

院
か

ら
の

請
求

で
は

回
収

が
見

込
め
な

い
も

の
。

 
イ

 
未

収
金
の

発
生

時
期

に
か

か
わ
ら

ず
、
債

務
者
（
未

払
者

並
び

に
未
払

者
の

相
続

人
、
保

証
人
及

び
連

帯
保

証
人

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
転

居
等

に
よ

り
請

求
先

が
不

明
と

な
っ

て
い

る
も

の
。
 

た
だ

し
、
こ

れ
に

該
当

す
る
場

合
で
あ

っ
て

も
、
引

き
続
き

病
院
か

ら
請

求
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

る
も

の
は

委
託

し
な

い
。
そ

し
て

、
こ
れ

ら
の

委
託

対
象

未
収
金

は
、
書
面

に
よ

り
契

約
後

に
一

括
で

通
知

す
る

も
の

の
他

、
委

託
期

間
中

に
必

要
と

判
断

し
た

都
度

、
書

面
に
よ

り
通

知
す

る
も

の
と

さ
れ

た
。

 
法

律
事

務
所

Ｄ
に

対
す

る
委

託
期

間
は

２
０

２
１

年
２

月
か

ら
２

０
２

４
年

１
月

末
ま

で
の

長
期

継
続

契
約

で
あ

る
。

そ
の

実
績

は
【
図

表
４

－
３

３
】

の
と

お
り

で
あ
っ

た
。
 

 

１
４

４
 

 【
図

表
４

－
３

２
】

当
初

の
委

託
対
象

病
院

と
委

託
債

権
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
金

額
単
位

：
円

）
 

債
権

名
許

可
病

床
数

未
払

者
数

当
初

委
託

金
額

が
ん

セ
ン

タ
ー

5
0
0
床

4
5
件

1
1
,
2
4
0
,
4
0
0

が
ん

セ
ン

タ
ー

愛
知
病

院

（
2
0
1
9
年

3
月

3
1
日

閉
院
）

2
7
6
床

8
7
件

1
3
,
3
8
3
,
1
3
4

循
環

器
呼

吸
器

病
セ
ン

タ
ー

（
2
0
1
0
年

9
月

3
0
日

閉
院
）

2
8
6
床

8
4
件

1
9
,
6
8
2
,
9
1
6

精
神

医
療

セ
ン

タ
ー

2
7
3
床

3
5
件

4
,
4
0
7
,
4
1
2

小
児

セ
ン

タ
ー

2
0
0
床

2
6
件

2
,
0
0
2
,
3
5
4

合
計

5
0
,
7
1
6
,
2
1
6

 
 【

図
表

４
－

３
３
】

法
律

事
務

所
Ｄ
に

対
す

る
委

託
債

権
額

と
実

績
 

 
 
 

 
 

（
金

額
単
位

：
円

）
 

年
度

2
0
2
0
年

度
計

2
0
2
1
年

度
計

累
計

委
託

債
権

額
5
1
,
4
0
1
,
2
3
3

5
7
,
0
4
3
,
1
3
6

入
金

実
績

4
,
3
5
8
,
0
1
5

6
,
4
6
3
,
0
1
0

1
0
,
8
2
1
,
0
2
5

成
功

報
酬

額
1
,
1
5
0
,
5
0
9

1
,
7
0
6
,
2
1
2

2
,
8
5
6
,
7
2
1

成
功

報
酬

率
2
6
.
4
0
%

2
6
.
4
0
%

2
6
.
4
0
%

県
収

入
分

8
3
1
,
4
9
5

7
2
2
,
4
0
5

1
,
7
7
6
,
2
1
4

回
収

率
8
.
5
%

1
1
.
3
%

1
7
.
6
%

 
  

⑸
 

医
業

未
収
金

弁
護

士
委

託
債
権

回
収

実
績

の
推

移
 

県
が

、
医

業
未

収
金

を
弁

護
士

に
外

部
委

託
し

た
こ

と
に

よ
り

債
権

回
収

し
た

ト
ー

タ
ル

の
実

績

の
推

移
は

、【
図

表
４
－

３
４

】
の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
プ
ロ

ポ
ー
ザ

ル
実

施
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で

、
回

収
率

の
実

績
に

変
化

が
生

じ
て

い
た
。

 
 【

図
表

４
－

３
４
】
医

業
未

収
金

弁
護
士

委
託

債
権

回
収

実
績

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
（

金
額

単
位
：
円
） 

年
度

2
0
1
7
年

度
計

2
0
1
8
年

度
計

2
0
1
9
年

度
計

2
0
2
0
年

度
計

2
0
2
1
年

度
計

委
託

債
権

額
4
4
,
4
7
4
,
2
8
7

4
6
,
0
2
1
,
6
5
5

4
8
,
0
0
4
,
9
2
4

5
1
,
7
0
5
,
1
3
3

5
7
,
2
4
7
,
0
3
6

入
金

実
績

1
,
2
0
9
,
0
2
3

1
,
0
3
9
,
5
8
1

2
,
5
0
8
,
6
5
6

4
,
7
9
4
,
7
1
5

6
,
5
6
3
,
0
1
0

回
収

率
2
.
7
%

2
.
3
%

5
.
2
%

9
.
3
%

1
1
.
5
%

 
 ６

 
不

納
欠

損
処
分

に
つ

い
て

 

 
⑴

 
不

納
欠

損
処

分
の

方
針

 
病

院
事

業
庁
で

は
、
下

記
の
と

お
り
不

納
欠

損
処

分
の

考
え

方
を

策
定
し

、
回

収
困
難

な
債

権
を

不

納
欠

損
処

分
し

て
い

る
と

の
こ

と
で
あ

っ
た
。

不
納

欠
損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表
２

－
１

７
】
、
２

０
２

１
年

度
の

不
納

欠
損

処
分

額
の
詳

細
は
【

図
表

４
－

１
２

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。
県
に

よ
る

と
、
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１
４

５
 

 

こ
の

不
納

欠
損

処
分

の
考

え
方

は
制

限
的

に
運

用
さ

れ
て

お
り

、
反

応
が

な
く

て
も

郵
便

物
が

届
く

限
り

は
行

方
不

明
と

は
い

え
な

い
た
め

、
郵

便
物

を
送

り
続

け
て

い
る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 
不

納
欠
損

処
分

の
考

え
方

 
 

以
下
の

要
件

を
満

た
す

事
案

に
つ
い

て
処

分
対

象
と
す

る
。

 
１

 
時
効

の
起

算
日

か
ら

５
年

を
経
過

※
し

て
い

る
事
案

の
う

ち
、

債
務

者
（
保

証
人

及
び

連
帯

保
証
人

を

含
む
）

が
、

以
下

の
状
況

に
あ

る
こ

と
。

 
（

１
）
行

方
不

明
で

あ
る

（
住

民
票
照

会
な

ど
に

よ
る
居

所
確

認
調

査
を

実
施
す

る
こ

と
。
）。

 
（

２
）
外

国
人

の
場

合
、

帰
国

し
て
い

る
。

 
（

３
）
時

効
の

援
用

の
意

思
表

示
が
さ

れ
て

い
る

。
 

（
４

）
そ

の
他

、
回

収
が

困
難

で
あ
る

こ
と

が
客

観
的
に

み
て

明
ら

か
で

あ
る
。

 
２

 
時
効

の
起

算
日

か
ら

５
年

を
経
過

※
し

て
い

な
い
事

案
の

う
ち

、
債

務
者
（

保
証

人
及

び
連

帯
保
証

人

を
含
む

）
が

、
以

下
の
状

況
に

あ
る

こ
と

。
 

（
１

）
破

産
宣

告
に

よ
り

債
務

免
除
を

受
け

て
い

る
。

 
（

２
）
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、
相

続
人

が
相

続
を
放

棄
し

て
い

る
。

 
※

 
時
効

の
起

算
日

 
 

 
ア
 

請
求

後
、

時
効

更
新

事
由
が

あ
っ

た
場

合
 

・
請
求

額
の

一
部

が
支
払

わ
れ

た
場

合
は

、
支
払

日
の

翌
日

 
・

確
約

書
・

分
納

誓
約
書

等
を

徴
取

し
た

場
合
は

、
徴

取
し

た
日

の
翌
日

 
イ

 
請
求

後
、

時
効

更
新

事
由

が
無
い

場
合

 
・

請
求

書
に

よ
り

請
求
し

た
場

合
は

、
請

求
日
の

翌
日

 
・

納
入

通
知

書
に

よ
り
請

求
し

た
場

合
は

、
納
期

限
の

翌
日

 
※

 
時
効

の
起

算
日

か
ら

の
経

過
年
数

 
 

 
診
療

に
係

る
契

約
締

結
日

が
令
和

２
年

３
月

３
１
日

以
前

の
場

合
は

３
年

 
（

根
拠

）
 

 
民

法
第

１
４

０
条

（
期

間
の

起
算
）

 
「

日
、

週
、

月
又

は
年
に

よ
っ

て
期

間
を

定
め
た

と
き

は
、

期
間

の
初
日

は
、

算
入

し
な

い
。

 
た
だ

し
、

そ
の
期

間
が

午
前

零
時

か
ら
始

ま
る

と
き

は
、

こ
の

限
り
で

な
い

。
」

 
民

法
第

１
６

６
条

（
債
権

等
の

消
滅

時
効

）
 

 
 

 
債

権
は

、
次

に
掲

げ
る

場
合
に

は
、

時
効

に
よ
っ

て
消

滅
す

る
。

 
 

 
 
１

 
債

権
者

が
権

利
を

行
使
す

る
こ

と
が

で
き
る

こ
と

を
知

っ
た

時
か
ら

５
年

間
行

使
し

な
い
と

き
。

 
 

 
 
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法
律

附
則

 
第

１
０

条
（

時
効

に
関
す

る
経

過
措

置
）

 
 

 
 
４

 
施

行
日

前
に

債
権

が
生
じ

た
場

合
に

お
け
る

そ
の

債
権

の
消

滅
時
効

の
期

間
に

つ
い

て
は
、

な

お
従
前

の
例

に
よ

る
。

 
※

民
法

の
一

部
を

改
正
す

る
法

律
（

平
成

２
９
年

法
律

第
４

４
号

）
令
和

２
年

４
月

１
日

施
行

 
  

⑵
 

不
納

欠
損
処

分
の

実
績

 
 

 
 

不
納

欠
損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

４
－

３
５

】
の
と

お
り

で
あ

り
、
そ

の
累

計
は

８
８

９
７

万
円

余
り

で
あ

っ
た

。
な

お
、
２

０
２

０
年
度

本
庁

の
４

万
２

９
１

０
円

は
医
業

未
収

金
で

は
な

く
、
元

職

員
に

対
す

る
債

権
で

あ
る

。
 

不
納

欠
損

処
分

後
も

債
権

は
消

滅
し

て
い

な
い

た
め

、
債

権
管

理
に

関
す

る
デ

ー
タ

は
管

理
を

続

け
、

当
該

債
務

者
が

万
一

支
払

い
に
来

た
と

き
の

た
め

に
備

え
て

い
る
。

 
 

⑶
 

文
書

管
理

 
不

納
欠

損
処
分

後
の

債
権

も
消

滅
し
て

い
な

い
た

め
、
公

文
書

の
保

存
期

間
に

関
わ

ら
ず

、
債

権
の

管
理

回
収

に
関

す
る

文
書

は
全

て
残
し

て
い

る
。

 
 

１
４

６
 

  【
図

表
４

－
３

５
】

不
納

欠
損

処
分
額

の
推

移
と

累
積

 
が

ん
が

ん
愛

知
精

神
医

療
循

環
呼

吸
小

児
本

庁
合

　
計

2
0
0
1

(件
)

(
0
)

(
1
2
)

(
1
0
)

(
1
9
)

(
0
)

(
0
)

(
4
1
)

年
度

(円
)

0
9
4
4
,
1
7
0

6
,
5
7
3
,
3
0
7

3
,
9
6
2
,
0
8
5

0
0

1
1
,
4
7
9
,
5
6
2

2
0
0
2

(件
)

(
0
)

(
1
6
)

(
3
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
2
6
)

年
度

(円
)

0
1
,
0
7
2
,
9
9
0

1
,
6
1
1
,
4
4
4

1
,
6
6
6
,
9
9
0

0
0

4
,
3
5
1
,
4
2
4

2
0
0
3

(件
)

(
0
)

(
1
6
)

(
3
)

(
1
5
)

(
0
)

(
0
)

(
3
4
)

年
度

(円
)

0
1
,
2
0
1
,
6
3
0

1
,
4
9
8
,
5
7
6

2
,
0
5
8
,
2
2
0

0
0

4
,
7
5
8
,
4
2
6

2
0
0
4

(件
)

(
2
)

(
1
0
)

(
3
)

(
1
0
)

(
0
)

(
0
)

(
2
5
)

年
度

(円
)

3
7
8
,
4
4
0

6
3
9
,
0
3
0

9
9
2
,
6
9
0

1
,
5
4
3
,
6
3
2

0
0

3
,
5
5
3
,
7
9
2

2
0
0
5

(件
)

(
4
)

(
9
)

(
2
)

(
3
)

(
0
)

(
0
)

(
1
8
)

年
度

(円
)

6
1
5
,
5
5
0

1
,
3
1
5
,
2
3
0

4
8
,
1
9
0

1
9
6
,
2
7
0

0
0

2
,
1
7
5
,
2
4
0

2
0
0
6

(件
)

(
4
)

(
7
)

(
1
1
)

(
3
)

(
0
)

(
0
)

(
2
5
)

年
度

(円
)

5
1
,
4
9
0

1
,
9
0
1
,
1
7
0

2
,
1
5
1
,
0
0
0

4
6
3
,
1
6
4

0
0

4
,
5
6
6
,
8
2
4

2
0
0
7

(件
)

(
2
)

(
1
4
)

(
2
)

(
5
)

(
0
)

(
0
)

(
2
3
)

年
度

(円
)

3
3
3
,
9
0
0

7
5
3
,
4
7
0

6
6
,
0
2
0

1
,
8
4
7
,
0
1
0

0
0

3
,
0
0
0
,
4
0
0

2
0
0
8

(件
)

(
5
)

(
5
)

(
0
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
1
7
)

年
度

(円
)

6
1
9
,
3
4
0

1
,
9
9
0
,
8
2
0

0
3
,
7
7
6
,
2
5
0

0
0

6
,
3
8
6
,
4
1
0

2
0
0
9

(件
)

(
0
)

(
0
)

(
1
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
8
)

年
度

(円
)

0
0

3
6
,
7
2
0

3
,
2
9
3
,
3
7
6

0
0

3
,
3
3
0
,
0
9
6

2
0
1
0

(件
)

(
1
3
)

(
8
)

(
3
)

(
2
)

(
0
)

(
0
)

(
2
6
)

年
度

(円
)

6
,
7
1
6
,
0
1
0

5
5
5
,
1
4
1

6
9
6
,
0
2
0

1
,
5
9
9
,
9
7
0

0
0

9
,
5
6
7
,
1
4
1

2
0
1
1

(件
)

(
2
)

(
5
)

(
4
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
1
8
)

年
度

(円
)

3
3
2
,
3
4
0

1
,
8
8
9
,
9
0
4

5
1
5
,
1
1
0

1
,
2
9
9
,
5
4
8

0
0

4
,
0
3
6
,
9
0
2

2
0
1
2

(件
)

(
3
)

(
1
4
)

(
4
)

(
6
)

(
1
)

(
0
)

(
2
8
)

年
度

(円
)

1
,
1
0
6
,
4
1
7

2
,
5
2
1
,
9
1
0

2
,
5
0
4
,
0
6
7

8
1
9
,
0
3
3

3
9
,
3
6
0

0
6
,
9
9
0
,
7
8
7

2
0
1
3

(件
)

(
2
0
)

(
3
0
)

(
0
)

(
6
)

(
0
)

(
0
)

(
5
6
)

年
度

(円
)

6
,
7
6
1
,
2
2
2

7
4
0
,
4
6
6

0
4
3
8
,
6
8
0

0
0

7
,
9
4
0
,
3
6
8

2
0
1
4

(件
)

(
0
)

(
3
0
)

(
1
)

(
9
)

(
9
)

(
0
)

(
4
9
)

年
度

(円
)

0
5
9
7
,
0
3
0

1
2
,
7
0
0

7
3
5
,
2
4
0

4
7
,
7
6
0

0
1
,
3
9
2
,
7
3
0

2
0
1
5

(件
)

(
6
)

(
3
)

(
3
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
1
2
)

年
度

(円
)

1
5
5
,
1
8
0

3
7
,
7
2
0

1
2
1
,
1
0
0

0
0

0
3
1
4
,
0
0
0

2
0
1
6

(件
)

(
9
)

(
3
)

(
2
)

(
0
)

(
1
5
)

(
0
)

(
2
9
)

年
度

(円
)

1
7
7
,
6
0
0

1
,
3
2
5
,
8
5
0

1
0
6
,
9
2
0

0
1
0
4
,
6
7
7

0
1
,
7
1
5
,
0
4
7

2
0
1
7

(件
)

(
1
1
)

(
0
)

(
0
)

(
1
3
)

(
3
)

(
0
)

(
2
7
)

年
度

(円
)

2
4
,
5
2
0

0
0

3
,
6
1
1
,
8
5
0

5
0
5
,
5
5
4

0
4
,
1
4
1
,
9
2
4

2
0
1
8

(件
)

(
1
3
)

(
9
)

(
1
)

(
3
)

(
0
)

(
0
)

(
2
6
)

年
度

(円
)

1
,
7
7
0
,
7
2
4

8
4
0
,
7
6
3

1
4
,
2
8
0

1
,
1
4
8
,
6
3
8

0
0

3
,
7
7
4
,
4
0
5

2
0
1
9

(件
)

(
1
)

(
1
4
)

(
1
2
)

(
3
)

(
0
)

(
0
)

(
3
0
)

年
度

(円
)

8
,
0
5
0

1
,
2
0
7
,
3
1
7

1
1
7
,
8
1
0

6
8
1
,
1
1
0

0
0

2
,
0
1
4
,
2
8
7

2
0
2
0

(件
)

(
1
)

(
2
3
)

(
1
3
)

(
2
)

(
1
)

(
1
)

(
4
1
)

年
度

(円
)

5
9
,
8
0
0

6
0
6
,
4
9
9

4
7
3
,
0
2
0

1
,
4
5
0
,
5
1
0

8
8
,
8
1
5

4
2
,
9
1
0

2
,
7
2
1
,
5
5
4

2
0
2
1

(件
)

(
0
)

(
3
)

(
7
)

(
0
)

(
0
)

(
0
)

(
1
0
)

年
度

(円
)

0
2
1
3
,
6
4
6

5
4
8
,
9
2
2

0
0

0
7
6
2
,
5
6
8

合
(
件

)
(
9
6
)

(
2
3
1
)

(
8
5
)

(
1
2
7
)

(
2
9
)

(
1
)

(
5
6
9
)

計
(
円

)
1
9
,
1
1
0
,
5
8
3

2
0
,
3
5
4
,
7
5
6

1
8
,
0
8
7
,
8
9
6

3
0
,
5
9
1
,
5
7
6

7
8
6
,
1
6
6

4
2
,
9
1
0

8
8
,
9
7
3
,
8
8
7

区
　

　
分

※
昭

和
４

７
年

度
～

平
成

１
２

年
度

は
不

能
欠

損
処

分
の

実
施

な
し
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１
４

７
 

 ７
 

監
査

の
結

果
 

⑴
 

債
権

管
理

回
収

業
務

を
経

済
的

合
理
的

に
行

う
べ

き
で

あ
る
【

意
見

】
 

２
０

２
１

年
度

末
の

過
年

度
医

業
未
収

金
が

発
生

し
た

時
期

を
過

去
に
遡

る
と

、
【
図

表
４

－
１
６
】

及
び
【

図
表

４
－
２

０
】
の

と
お

り
、
今

か
ら

３
０

年
近

く
前

で
あ
る

１
９

９
３

年
度

に
発

生
し

た
も

の
を

現
在

で
も

管
理

し
て

い
る

。
現

在
病

院
事

業
庁

が
経
営

し
て
い

る
三

病
院

の
う

ち
、
が
ん

セ
ン

タ

ー
で

は
１

９
９

９
年

度
、

小
児

セ
ン

タ
ー

で
は

開
設

年
度

と
同

じ
２

０
０

１
年

度
に

発
生

し
た

も
の

を
管

理
回

収
し

て
い

る
。
病
院

事
業

庁
が

過
去
に

経
営

し
て

い
た
病

院
の

医
業

未
収

金
は

、
２

０
年

以

上
も

全
く

回
収

で
き

て
い

な
い

も
の
が

複
数

認
め

ら
れ

た
。

 

回
収

が
見

込
め

な
い

債
務

者
、

債
権

額
が

少
額

の
債

務
者

へ
手

間
と

費
用

を
か

け
て

督
促

を
繰

り

返
す

、
時

間
を

か
け

て
電

話
を

か
け
る

、
郵

送
費

を
か

け
て

督
促
状

を
送

付
す

る
、
時
間

と
手
間

を
か

け
て

複
数

の
職

員
が

一
緒

に
居

住
地
を

尋
ね

る
と

い
っ

た
こ

と
を

続
け
て

い
る

。
 

時
効

期
間

を
経

過
し

た
債

権
、
少

額
の
債

権
、
催
告

書
を

発
送

し
て
も

反
応

が
な

い
債

権
に

つ
い
て

は
、
債

権
放

棄
等

す
る

な
ど
し

て
債

権
の

管
理
回

収
の

経
費

を
削
減

し
、
経

済
的

で
合

理
的

な
管

理
回

収
を

行
う

必
要

が
あ

る
。
 

 
⑵

 
ほ

ぼ
無

価
値

な
債

権
は

債
権
放

棄
等

し
不

納
欠

損
処

分
す

る
べ

き
で
あ

る
【

意
見

】
 

不
納

欠
損

処
分

の
基

準
を

県
内

で
統

一
す

る
べ

き
で

あ
る

と
の

指
摘

は
、

第
２

章
第

４
の

５
で

述

べ
た

と
お

り
で

あ
る

。
 

こ
の

点
、
病

院
事
業

庁
で

は
、
消

滅
時
効

期
間

が
経

過
し

た
債

権
で

あ
っ
て

も
、
不
納

欠
損

処
分
の

考
え

方
の

１
（

３
）
の

時
効

援
用

が
な
さ

れ
な

け
れ

ば
、
そ
の

他
の
要

件
を

充
足

し
な

い
限

り
不

納
欠

損
処

分
す

る
こ

と
な

く
債

権
管

理
を
続

け
て

い
る

。
 

消
滅

時
効

期
間

が
経

過
し

な
い

よ
う

に
債

権
管

理
す

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

は
当

然
で

あ
る

が
、

時

効
期

間
が

経
過

し
た

債
権

は
、

債
務

者
が

時
効

援
用

の
意
思

表
示

を
す

れ
ば
直

ち
に

消
滅

す
る
た

め
、

援
用

前
で

あ
っ

て
も

ほ
ぼ

無
価

値
で
あ

る
。
 

し
た

が
っ

て
、
こ

の
よ

う
な
債

権
は
、
時

効
援

用
の

意
思
表

示
を
待

た
ず

に
債

権
放

棄
等

し
て

消
滅

さ
せ

た
う

え
で

、
不

納
欠

損
処

分
す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

現
在

の
不

納
欠

損
処

分
の

考
え

方
の

基
準

と
運

用
方

法
が

厳
格

過
ぎ

て
、

ほ
ぼ

無
価

値
と

な
っ

て

い
る

債
権

に
対

し
て

経
済

性
（

地
方

自
治

法
第

２
条

第
１

４
項
）
に
反

す
る

管
理

方
法

を
続

け
て

い
る

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。
 

 
⑶

 
不

納
欠

損
処

分
を

し
た

事
案
の

債
務

者
と

文
書

の
管

理
を

適
時

に
終
了

す
る

べ
き

で
あ
る

【
指

摘
】 

病
院

事
業

庁
は

、
不
納

欠
損
処

分
し
た

後
も
、
債
権

が
実
体

的
に
は

消
滅

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
記

録
を

管
理

し
、

保
管

し
続

け
て

い
る
。

 

不
納

欠
損

処
分

の
考

え
方

に
よ

れ
ば
、

不
納
欠

損
処

分
さ
れ

た
債
権

は
、
（
１

）
時

効
の
起

算
日
か

ら
５

年
を

経
過

し
て

い
る

事
案

の
う
ち

、
債

務
者
（

保
証

人
及

び
連

帯
保

証
人

を
含

む
）
が

、
①

行
方

不
明

で
あ

る
（

住
民

票
照

会
な

ど
に

よ
る

居
所

確
認

調
査

を
実

施
す

る
こ

と
）
、

②
外

国
人

の
場

合
、

帰
国

し
て

い
る

、
③

時
効

の
援

用
の
意

思
表

示
が

さ
れ

て
い

る
、
④

そ
の

他
、
回

収
が

困
難

で
あ

る
こ

と
が

客
観

的
に

み
て

明
ら

か
で

あ
る
場

合
の

ほ
か

、（
２

）
時

効
の
起

算
日

か
ら

５
年

を
経

過
し

て
い

１
４

８
 

 

な
い

事
案

の
う

ち
、
債

務
者
（

保
証

人
及

び
連

帯
保

証
人
を

含
む
）
が

、
Ⓐ

破
産

手
続
開

始
後
免

責
許

可
決

定
を

受
け

て
い

る
、
Ⓑ
死

亡
し

た
場
合

に
お

い
て
、
相

続
人
が

相
続

を
放

棄
し

て
い

る
場

合
に
該

当
し

て
い

る
。

 

上
記

の
う

ち
③

の
債

権
は

法
律

的
に

消
滅

し
て

い
る

の
で

債
務

者
の

管
理

を
終

了
し

、
文

書
に

つ

い
て

は
保

存
期

間
経

過
後

に
廃

棄
す
る

な
ど

、
文

書
管

理
も

終
了
す

る
べ

き
で

あ
る

。
ま

た
、
そ

れ
以

外
の

債
権

は
、
法

律
的

に
は
存

在
す

る
と

し
て
も

経
済

的
に

は
無
価

値
に

近
い

状
態

で
あ

る
か

ら
、
回

収
可

能
性

を
改

め
て

検
討

の
う

え
回

収
が

ほ
ぼ

見
込

め
な

い
場

合
は

債
権

放
棄

等
し

て
消

滅
さ

せ
、

債
務

者
と

文
書

の
管

理
を

同
様

に
終
了

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

現
在

の
管

理
方

法
は

経
済

性
（

地
方
自

治
法

第
２

条
第

１
４

項
）

に
反
し

て
い

る
。
 

⑷
 

個
人

情
報

の
保

護
に

配
慮

す
る

べ
き
で

あ
る

【
意

見
】

 

住
民

票
上

の
住

所
に

所
在

が
確

認
で

き
な

い
債

務
者

宛
の

督
促

状
を

本
籍

地
に

送
付

し
て

い
た

例

が
見

ら
れ

た
。
ま
た

、
本

人
の
所

在
を
親

族
に

尋
ね

た
り

、
患

者
本
人

以
外

か
ら

の
支

払
い

を
受

け
て

い
る

例
も

見
ら

れ
た

。
診

療
や

診
療
費

未
払

の
事

実
は

個
人

情
報
で

あ
る

た
め

、
診

療
申

込
書

、
入
院

申
込

書
、
入

院
誓

約
書

又
は
身

元
引

受
書

に
署
名

さ
せ

る
際

、
本

籍
地

や
親

族
へ

の
文

書
送

付
や

個
人

情
報

開
示

等
の

件
に

つ
い

て
、

同
時
に

同
意

を
取

り
付

け
る

と
良

い
。
 

 
⑸

 
精

神
医

療
セ

ン
タ

ー
の

身
元
引

受
書

の
趣

旨
目

的
を

文
言

上
明

確
な
書

式
に

改
訂

す
べ
き

【
指

摘
】 

民
法

第
４

４
６

条
第

２
項

は
「

保
証

契
約

は
、

書
面

で
し

な
け

れ
ば

、
そ

の
効

力
を

生
じ

な
い

」
、

同
法

第
４

６
５

条
の

２
第

２
項

は
「

個
人

根
保

証
契

約
は

、（
略

）
極
度

額
を

定
め

な
け

れ
ば

、
そ
の

効
力

を
生

じ
な

い
」

と
規

定
し

て
い
る

。
 

こ
の

点
、
精

神
医
療

セ
ン

タ
ー

の
身

元
引
受

書
は

、
上

段
に

患
者

氏
名
の

記
載

欄
が

あ
り

、
中

段
に

「
上

記
の

者
が

入
院

治
療

を
受

け
る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
次

の
事
項

を
尊

守
し
、
決
し

て
貴

院
に

御
迷

惑
を

お
か

け
し

な
い

こ
と

を
保

証
人

連
携

で
引

き
受

け
ま

す
。

１
 

上
記

患
者

の
身

元
に

関
す

る
一

切
の

事
項

。
２

 
上

記
患

者
に

対
す

る
医

療
費

そ
の

他
諸

料
金

を
指

定
の

期
限

ま
で

に
納

入
す

る
こ

と
。
※

極
度

額
は

１
,
０

０
０
,
０

０
０

円
と

す
る

。（
以
下

略
）」

と
印

字
さ

れ
、
そ
の

下
に

保
証

人
（

保

護
者
・
扶

養
義

務
者

）
の

署
名
欄

に
加
え

て
、
下

段
に
連

帯
保

証
人
の

署
名

欄
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。
 

し
か

し
、
下

段
の

連
帯

保
証

人
が

ど
の

文
言

を
承

認
し

て
署

名
し
て

い
る

の
か

は
分

か
り

に
く

い
。

ま
た
、
当
事

者
的
立

場
の

保
護

者
・
扶
養

義
務

者
が

保
証
人

と
さ
れ

、
催

告
の

抗
弁
（
民

法
第
４

５
２

条
）
、
検

索
の

抗
弁

（
同

法
第

４
５

３
条

）
が

認
め
ら

れ
る
の

に
対
し

て
、
第

三
者

的
立
場

の
連
帯

保

証
人

に
は

こ
れ

が
認

め
ら

れ
ず

（
同
法

第
４

５
４

条
）
、

よ
り

負
担
が

重
い

の
は

違
和

感
を

抱
く

。
 

現
状

の
ま

ま
で

は
、
民

法
第
４

４
６
条

第
２

項
、
同

法
第
４

６
５
条

の
２

第
２

項
の

要
請

を
充

た
し

て
い

な
い

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。
保
証

人
、
連

帯
保
証

人
そ

れ
ぞ
れ

署
名

者
が

な
す

意
思

表
示

の
内

容
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、
保

護
者
・
扶
養

義
務

者
も
連

帯
保

証
人

と
す

る
の

が
よ

い
。
 

⑹
 

小
児

セ
ン

タ
ー

の
身

元
引

受
書

の
趣
旨

目
的

を
文

言
上

明
確
な

書
式

に
改

訂
す

る
べ

き
【

指
摘
】

 

小
児

セ
ン

タ
ー

の
身

元
引

受
書

の
中
段

に
設

け
ら

れ
て

い
る

欄
に

は
、「

保
証

人
・

保
護

義
務

者
：

患
者

の
配

偶
者

又
は

親
族

で
支

払
い
能

力
の

あ
る

方
」
と
印

字
さ
れ

、
そ

の
署

名
欄

の
内

側
下

に
「
私

は
、
上

記
事

項
に
同

意
し

、
患
者

の
身
上

に
関

す
る

こ
と

を
す

べ
て

引
き
受

け
ま

す
」
と

印
字

さ
れ
て
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１
４

９
 

 

い
る

。
こ

の
文

言
は

民
法

第
４

４
６

条
第

２
項

の
保

証
契

約
を

締
結

す
る

趣
旨

の
文

言
と

は
解

し
が

た
い
。
し
か

し
、
こ

の
署

名
欄

の
直

ぐ
上

に
「
保

証
人

等
 

極
度

額
２
０

万
円

」
と

記
載

さ
れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
民

法
第

４
４

６
条

第
２

項
の

保
証

契
約

を
締

結
し

よ
う

と
し

て
い

る
と

読
め

な
い

こ
と

も
な

く
、

紛
ら

わ
し

い
印

字
部

分
が
作

成
さ

れ
て

い
る

。
 

「
保

証
人
・
保

護
義

務
者
」
の

欄
が
、
保

証
契

約
の
締

結
を

意
図

し
て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
署

名
欄

の
内

側
下

の
印

字
は

連
帯

保
証

人
同
様
「
私

は
、
上

記
事

項
に

同
意

し
、
診

療
費

な
ど

本
入

院
に

基
づ

き
患

者
が

負
担

す
る

一
切

の
債

務
に
つ

き
連

帯
し

て
保

証
し

、
支

払
い

の
責

任
を

持
ち
ま

す
」
と

変
更

す
る

べ
き

で
あ

る
。
逆

に
、
保
証

契
約

締
結

の
意
図

が
な

い
の

で
あ
れ

ば
、「

保
証

人
」
で

は
な

く
「

身

元
引

受
人
」
等
の

表
記

に
変
更

し
て

、
民

法
上

の
保

証
人
で

は
な
い

こ
と

を
明

確
に

す
る

必
要

が
あ
る

。 

ま
た

、
保

証
契
約

の
締

結
を
意

図
し
て

い
る

場
合

は
、
患
者

の
配
偶

者
又

は
親

族
と

い
っ

た
当

事
者

性
の

高
い

保
護

義
務

者
を

催
告

の
抗
弁
・
検

索
の
抗

弁
が

認
め

ら
れ

る
保

証
人

と
す

る
よ

り
も

、
連

帯

保
証

人
と

同
等

の
責

任
を

負
担

さ
せ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
は

、
前

⑸
に
記

載
し

た
と

お
り

で
あ
る

。
 

⑺
 

が
ん

セ
ン

タ
ー

の
入

院
誓

約
書

を
保
証

人
と

し
て

の
自

覚
を
持

て
る

書
式

と
す

る
べ

き
【

意
見
】

 

が
ん

セ
ン

タ
ー

で
も

、
入

院
誓

約
書

に
署

名
さ

せ
る

こ
と

で
連

帯
保

証
人

と
の

保
証

契
約

と
し

て

い
る

が
、
入

院
誓

約
書

と
い
う

表
題

は
保

証
契
約

と
は

認
識

し
に
く

い
も

の
で

あ
る

。
保

証
す

る
旨
の

意
思

表
示

も
、
一
応
「

私
は

、
上

記
事
項

に
同

意
し

、
診

療
費

な
ど
本

入
院

に
基

づ
き

患
者

が
負

担
す

る
一

切
の

債
務

に
つ

き
連

帯
し

て
保
証

し
、
支

払
い

の
責

任
を

持
ち

ま
す

」
と

印
字
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

文
字

が
小

さ
く

署
名

し
た

も
の

が
患

者
の

支
払

義
務

を
連

帯
し

て
保

証
す

る
こ

と
を

自
覚

し
に

く
い

書
式

に
な

っ
て

い
る

。
 

表
題

に
つ

い
て

保
証

契
約

を
連

想
し

や
す

い
も

の
に

変
更

し
保

証
の

意
思

表
示

の
文

言
を

大
き

く

す
る

な
ど

保
証

人
と

し
て

の
自

覚
を

持
て

る
よ

う
な

書
式

に
変

更
す

る
と

と
も

に
、

署
名

後
の

入
院

誓
約

書
を

コ
ピ

ー
し

て
渡

す
な

ど
対
応

も
変

更
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ
る

。
 

⑻
 

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

と
委

託
契

約
の

あ
り
方

に
つ

い
て

回
収

率
向
上

の
た

め
工

夫
さ

れ
た

い
【

意
見
】

 

未
収

金
回

収
業

務
委

託
に

つ
い

て
は
、
試

行
も

含
め

て
法

律
事

務
所

Ａ
か

ら
Ｄ

ま
で
、
４

の
委

託
先

の
実

績
が
【

図
表

４
－

２
９

】
、【

図
表

４
－

３
０

】、
【
図

表
４

－
３

１
】
及

び
【

図
表

４
－

３
３
】
の

よ
う

に
重

ね
ら

れ
た
。
未

収
金

発
生

後
時

間
が
経

過
し
、
弁

護
士
委

託
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

も
の
は

随
時

委
託

債
権

に
加

え
ら

れ
、
弁
護

士
が

回
収

業
務

を
担

当
す

る
が

、
こ

れ
に

対
し
て

無
反

応
で

あ
っ

た
債

務
者

は
次

の
法

律
事

務
所

に
更
に

委
託

さ
れ

て
い

る
。
そ

の
た

め
、
回

収
率

は
、
Ａ

よ
り

Ｂ
が
低

く
、
Ｃ

、
Ｄ

と
時

期
が

下
る
毎

に
順

次
低

下
す
る

よ
う

に
思

わ
れ
た

が
、
法

律
事

務
所
Ｄ

は
Ｂ
、
Ｃ

よ

り
も

良
好

な
回

収
結

果
を

出
し

て
い
る

。
こ

の
こ

と
か

ら
、
法

律
事

務
所
の

工
夫

に
よ

っ
て

、
成

績
に

バ
ラ

ツ
キ

が
出

る
こ

と
が

分
か

る
。

 
す

る
と

、
成

績
の

悪
い

法
律
事

務
所
と

の
関

係
で

は
、
委
託

契
約
の

拘
束

力
か

ら
解

放
さ

れ
る

た
め

の
条

項
を

盛
り

込
む

か
、
そ
も

そ
も

単
年

度
契
約

で
契

約
し

、
成

績
不

良
の

委
託

先
を

適
時

に
変

更
す

る
こ

と
が

可
能

な
契

約
に

す
る

の
が
妥

当
で

あ
る

。
逆

に
、
成

績
良

好
な
委

託
先

と
の

関
係

で
は
、
随

意
契

約
に

よ
り

継
続

す
る

こ
と

も
考
え

ら
れ

る
。

 
 

⑼
 

分
納

誓
約
を

受
け

付
け

た
以
上

は
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

を
検
討

す
る

べ
き

【
意
見

】
 

１
５

０
 

 

医
業

未
収

金
に

つ
い

て
１

０
年

以
上

前
に

分
納

誓
約

書
を

取
り

付
け

た
例

が
あ

る
が

、
分

割
納

付

の
根

拠
を

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
の

履
行

延
期

等
と

し
て

取
り

扱
え

ば
、

履
行

延
期

等
か

ら
納

期
限

ま
で

の
「

遅
滞

に
係

る
損

害
賠
償

金
そ

の
他

の
徴
収

金
に

係
る

債
権

」
は

徴
収

し
な
い

こ
と

が
で

き
る

と
解

さ
れ

る
ほ

か
、
当
初

の
履

行
期

限
（

当
初

の
履
行

期
限

後
に

履
行

延
期

等
を

し
た

場
合

は
、
最

初
に

履
行

延
期

等
を

し
た

日
）
か

ら
１

０
年
を

経
過
し

て
も

な
お

債
務

者
が

無
資

力
又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
に

あ
り
、
か

つ
、
弁

済
す
る

こ
と

が
で
き

る
見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き
は

、

当
該

債
権

及
び

こ
れ

に
係

る
損

害
賠

償
金

等
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
７

）。
 

し
か

し
、
履

行
延
期

等
を

行
っ

て
い

な
い
債

権
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら
の

効
果

は
生

じ
な

い
。
す
な

わ
ち

、
債

務
者

の
法

的
地

位
は

、
県
が

履
行

延
期

等
を

行
う

か
否

か
に
よ

り
左

右
さ

れ
る

。
 

そ
こ

で
、
分

納
誓

約
を

受
け
付

け
た
以

上
は

履
行

延
期

等
を

す
る

要
件
（
地

方
自

治
法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
各

号
）
を

検
討
し

要
件

を
充

足
す
る

場
合

は
積

極
的
に

特
約

又
は

処
分

す
る

こ
と

で
、
債

務
者

の
法

的
地

位
を

安
定

さ
せ

る
必
要

が
あ

る
。

 
第

２
章

第
４
の

１
７

も
参

照
さ

れ
た
い

。
 

 
⑽

 
履

行
期

限
か

ら
１

０
年

を
経
過

し
た

債
権

は
債

権
放

棄
等

を
積

極
的
に

検
討

さ
れ

た
い
【

意
見

】
 

 
 

 
医

業
未

収
金

に
つ

い
て

１
０

年
以

上
前

に
分

納
誓

約
書

を
取

り
付

け
た

例
が

あ
る

が
、

履
行

延
期

等
を

行
っ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

債
務
免

除
の

対
象

に
は

な
ら

な
い

。
し

か
し

、
分

納
誓

約
書

の
提

出
か

ら
１

０
年

を
経

過
し

て
も

、
な

お
、
債
務

者
が

無
資

力
又
は

こ
れ
に

近
い

状
態

に
あ

り
、
か

つ
、
弁

済

す
る

こ
と

が
で

き
る

見
込

み
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

当
該

債
権

及
び

こ
れ

に
係

る
損

害
賠

償
金

等
を

債
権

放
棄

等
し
、
債

務
者

の
生

活
再
建

を
優

先
す

る
こ
と

を
検

討
す

る
べ

き
で

あ
る

。
第

２

章
第

４
の

１
９

も
参

照
さ

れ
た

い
。

 
ま

た
、
債

権
管
理

条
例

を
制
定

し
た
場

合
は
、
当
該

条
例
に

基
づ
く

債
権

放
棄

等
に

つ
い

て
も

検
討

さ
れ

た
い

（
第

２
章

第
４

の
２

参
照
）
。
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１
５

１
 

 第
５

 
経

済
産

業
局

 
１

 
債

権
と

収
入
未

済
額

の
状

況
 

経
済

産
業

局
が

所
管

す
る

２
０

２
１
年

度
の

債
権

の
概

要
は
【

図
表

５
－

１
】
の

と
お

り
で

あ
る
。
収

入
未

済
額

の
推

移
は

【
図

表
２

－
１

８
】、

不
納

欠
損

処
分

額
の

推
移

は
【

図
表

２
－
１

９
】
の

と
お

り

で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
５

－
１
】
経
済

産
業
局

が
所
管

す
る

債
権

の
２

０
２

１
年

度
の
状

況
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
債

権
の

種
類

調
定

額
不

納
欠

損
額

収
入

未
済

額

中
小

企
業

資
金

特
会

高
度

化
事

業
貸

付
金

収
入

私
債

権
2
,
8
39
,
6
61
,
6
2
8

0
2,
6
9
2,
6
3
5
,5
2
0

中
小

企
業

資
金

特
会

設
備

近
代

化
事

業
貸

付
金

収
入

私
債

権
78
,
4
84
,
7
9
6

0
7
6,
1
5
0
,1
8
9

中
小

企
業

資
金

特
会

違
約

金
私
債

権
31
,
0
99
,
8
0
0

0
1
3,
8
8
1
,4
5
1

経
済

労
働

費
雑

入
私
債

権
1
5
,
3
69
,
7
93
,
6
3
2

0
2,
5
0
0
,0
0
0

合
計

1
8
,
3
19
,
0
39
,
8
5
6

0
2,
7
8
5,
1
6
7
,1
6
0

 
 ２

 
中

小
企

業
資
金

特
会

高
度

化
事
業

貸
付

金
収

入
（

私
債

権
）

 

⑴
 

制
度

の
概

要
 

高
度

化
資

金
貸

付
制

度
は
、
独

立
行
政

法
人

中
小

企
業

基
盤

整
備

機
構
法

に
基

づ
い

て
、
中
小

企
業

者
が

事
業

協
同

組
合

等
（
以

下
「
組

合
等
」
と
い

う
）
を

設
立

し
て
、
経

営
体

質
の
改

善
、
環

境
変

化

へ
の

対
応

を
図

る
た

め
に

工
場

団
地
、
卸

団
地

、
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
セ
ン

タ
ー

等
を

建
設

す
る

事
業

や
第

三
セ

ク
タ

ー
や

商
工

会
等

が
地

域
の

中
小

企
業

者
を

支
援

す
る

事
業

に
対

し
て

、
県

が
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
（
以

下
「

中
小

機
構
」
と

い
う
）
と

協
力
し

て
事

業
計

画
へ

の
診

断
指

導
、

助
言

を
行

う
と

と
も

に
、
土

地
、
建

物
、
構
築

物
又

は
設

備
に

要
す
る

資
金

を
長

期
か

つ
低

利
で

融
資

す
る

制
度

で
あ

る
。

 
ア

 
主

な
高
度

化
事

業
 

貸
付

対
象

と
な

る
高

度
化

事
業

に
は

、
主
と

し
て

次
の

よ
う

な
も
の

が
あ

る
。

 
（

ア
）

集
団
化

事
業

 
中

小
企
業

者
が

、
市

街
地
に

散
在

す
る

工
場

や
店

舗
な

ど
を

集
団
で

移
転

し
、
公

害
問

題
な

ど

の
な

い
適

地
に

工
場

団
地

や
卸

売
団

地
を
建

設
す

る
事

業
 

（
イ

）
共

同
施

設
事

業
 

物
流

セ
ン

タ
ー

や
最

新
設

備
の

研
究

施
設

な
ど

中
小

企
業

者
が

共
同

で
使

う
施

設
を

建
設

す

る
事

業
 

（
ウ

）
商

店
街

整
備

等
支

援
事

業
 

第
三

セ
ク

タ
ー

な
ど

が
主

体
と

な
っ

て
、

地
域

の
暮

ら
し

の
中

心
と

な
る

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

セ

ン
タ

ー
な

ど
を

建
設

す
る

事
業

 

１
５

２
 

 

イ
 

貸
付

方
式

 
高

度
化
資

金
貸

付
に

は
、
貸

付
方

式
と

し
て

次
の

２
種

類
が

あ
る
。
こ

の
う

ち
県

が
個
別

債
権
に

つ
い

て
管

理
を

お
こ

な
っ

て
い

る
の

は
Ａ

方
式

に
よ

る
貸

付
先

に
対

す
る

債
権

で
あ

り
、

収
入

未

済
と

な
っ

て
い

る
債

権
は

す
べ

て
Ａ
方

式
の

も
の

で
あ

る
。

 
Ａ

方
式
：
中

小
機

構
よ

り
財

源
の

一
部

を
借

入
れ

て
、
県
が

組
合
等

へ
直

接
貸

付
け

を
行

う
方

式
 

Ｂ
方

式
：
事

業
者
が

多
県

域
に

ま
た
が

る
場

合
、
県

が
中
小

機
構
へ

財
源

を
貸

し
付

け
、
中
小

機
構

が
組

合
等

へ
の

貸
付

け
を

行
う
方

式
 

ウ
 

貸
付

条
件

 
高

度
化
資

金
は
、
貸

付
け
の

種
類

に
よ

っ
て

貸
付

割
合

が
定

め
ら
れ

て
お

り
、
総

事
業
費

の
う
ち

一
定

の
自

己
資

金
が

必
要

と
な

る
。

 
な

お
、
貸
付

財
源

の
負

担
割

合
に

つ
い

て
は

、
普

通
貸
付

の
場

合
に

は
貸

付
額

の
う

ち
１

６
／
８

０
を

県
が

、
６

４
／

８
０

を
中

小
機

構
が
そ

れ
ぞ

れ
負

担
す

る
。
ま

た
、
そ

の
他

の
貸

付
け

に
つ
い

て
は

、
貸

付
額

の
う

ち
１

８
／

９
０

を
県

が
、

７
２

／
９

０
を

中
小

機
構

が
そ

れ
ぞ

れ
負

担
す

る

（
【

図
表

５
－

２
】

参
照

）
。

 
 

 
【

図
表

５
－

２
】

Ａ
方

式
の

貸
付

条
件

 

県
中

小
機

構

普
通

貸
付

8
0
％

以
内

1
6
/
8
0

6
4
/
8
0

小
規

模
事

業
者

貸
付

災
害

復
旧

貸
付

緊
急

健
康

被
害

等
防

止
貸

付
無

利
子

貸
付

の
種

類
貸

付
割

合
貸

付
財

源
負

担
割

合
貸

付
期

間
年

利
率

9
0
％

以
内

1
8
/
9
0

7
2
/
9
0

2
0
年

以
内

0
.
3
5
%

 
 ⑵

 
根
拠

法
令

 
独

立
行

政
法
人

中
小

企
業

基
盤

整
備
機

構
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１
４

７
号

）
 

⑶
 

債
権

の
種

類
 

中
小

企
業

高
度

化
資

金
は

、
県

が
債

務
者

と
金

銭
消

費
貸

借
契

約
公

正
証

書
を

作
成

し
て

貸
付

け

を
行

っ
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

私
債
権

で
あ

る
。

 
⑷

 
債
権

の
額

 
２

０
２

２
年
３

月
末

時
点

に
お

け
る
貸

付
件

数
、
貸

付
残

高
は
【
図

表
５

－
３

】
の
と

お
り
で

あ
る
。 

 
 

 
【

図
表
５

－
３

】
２

０
２

２
年
３

月
末

時
点

に
お

け
る

貸
付

状
況

 
区

分
件

数
（

先
数

）
貸

付
残

高

Ａ
方

式
１

４
（

１
０

）
4
,
4
5
2
,
0
2
7
千

円

Ｂ
方

式
１

５
（

１
）

　
3
3
,
9
0
5
千

円

合
計

２
９

（
１

１
）

4
,
4
8
5
,
9
3
2
千

円
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１
５

３
 

 

上
記

の
う

ち
、
２

０
２

１
年

度
に

お
い
て

延
滞

が
生

じ
て

い
る

貸
付

件
数
は

６
件
（

５
先
）
で

あ
り
、

期
首

滞
納

額
、

収
入

額
、

収
入

未
済
額

は
【

図
表

５
－

４
】

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
【

図
表

５
－
４

】
２

０
２

１
年

度
に
お

け
る

収
入

未
済

額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

円
）

 
貸

付
先

期
首

滞
納

金
額

収
入

額
収

入
未

済
額

1
2
8
,
7
1
7
,
7
0
0

9
,
0
0
0

1
2
8
,
7
0
8
,
7
0
0

7
8
5
,
8
9
4
,
8
0
0

9
,
0
0
0

7
8
5
,
8
8
5
,
8
0
0

B
2
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

C
7
,
5
2
3
,
2
9
0

7
,
5
2
3
,
2
9
0

0

D
8
1
2
,
6
0
5
,
0
0
0

1
,
9
2
0
,
0
0
0

8
1
0
,
6
8
5
,
0
0
0

E
2
3
,
4
8
3
,
9
2
0

8
,
6
7
1
,
9
0
0

1
4
,
8
1
2
,
0
2
0

F
9
4
1
,
5
4
4
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

9
4
0
,
5
4
4
,
0
0
0

合
計

2
,
7
2
1
,
7
6
8
,
7
1
0

2
9
,
1
3
3
,
1
9
0

2
,
6
9
2
,
6
3
5
,
5
2
0

A

 
 

⑸
 

回
収

に
向

け
た

取
組

（
総

論
）

 
ア

 
資

金
の
貸

付
け

を
受

け
た

者
は
、
金

銭
消

費
貸

借
契

約
に

基
づ

い
て

、
予

め
定
め

ら
れ

た
条

件
に

基
づ

い
て

償
還

を
行

う
こ

と
に

な
る
。

 
 

 
し

か
し
、
債
務

者
の

経
営

状
況
の

悪
化

等
に

よ
り

、
償

還
が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

は
、
必

要
に

応
じ

て
償

還
条

件
の

変
更

を
行

っ
て
い

る
。

 
イ

 
債

務
者
に

対
し

、
職

員
が

定
期
的

に
訪

問
、
督

促
に

行
き

、
債

務
者

の
収

入
状

況
を

聴
取
し

た
上

で
、

回
収

を
進

め
て

い
る

。
 

 
 

ま
た

、
事

業
を

継
続

し
て

い
る
債

務
者

に
つ

い
て

は
、
毎

年
度
「

中
小

企
業

高
度

化
促

進
診

断
事

業
」
に

て
中

小
企

業
診

断
士
に

よ
る
経

営
診

断
を

実
施

し
、
事

業
の
改

善
提

案
を

行
う

こ
と

で
回

収

可
能

性
を

高
め

よ
う

と
し

て
い

る
。

 
⑹

 
回
収

に
向

け
た

取
組

（
各

論
）

 
ア

 
Ａ

 
貸

付
年
度

 
 

 
１

９
７

８
年

度
、

１
９
７

９
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
２

０
０

１
年

度
 

２
０

１
０

年
に

破
産

し
、

現
在

は
連

帯
保
証

人
が

支
払

っ
て

い
る
。

 
イ

 
Ｂ

 
貸

付
年
度

 
 

 
１

９
８

６
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
２

０
０

０
年

度
 

そ
の

後
も

償
還

は
継

続
さ

れ
て

い
る

た
め
、
現

状
の

返
還
額

か
ら
す

れ
ば
、
貸
付

額
に
つ

い
て
は

完
済

で
き

る
見

通
し

で
あ

る
。

 
ウ

 
Ｃ

 
貸

付
年
度

 
 

 
１

９
８

９
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
１

９
９

９
年

度
 

１
５

４
 

 

延
滞

発
生

後
も

不
定

期
で

は
あ

れ
返

済
が

継
続

し
て

い
た

が
、

２
０

２
０

年
に

は
法

人
に

つ
い

て
破

産
申

立
て

が
な

さ
れ
、
当

該
破
産

手
続

に
お

い
て

、
不

動
産
の

任
意

売
却

等
全

財
産

の
換

価
が

終
了

し
、

そ
の

後
の

配
当

手
続

に
よ
っ

て
元

金
、

利
息

及
び

違
約

金
の
全

額
を

回
収

し
た

。
 

エ
 

Ｄ
 

貸
付

年
度

 
 

 
１

９
９

３
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
１

９
９

９
年

度
 

２
０

０
９

年
に

は
担

保
を

任
意

売
却

し
、
一

部
回

収
し

た
。
上

記
の
回

収
以

降
、
法

人
が
返

還
を

継
続

し
て

い
る

。
 

オ
 

Ｅ
 

貸
付

年
度

 
 

 
１

９
９

３
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
２

０
０

３
年

度
 

２
０

０
３

年
に

は
土

地
を

処
分

し
、
一

部
を

繰
上

償
還

し
た

。
現
在

は
、
最

終
返

済
期

限
を

２
０

２
３

年
と

す
る

返
済

計
画

に
基

づ
き
返

済
し

て
い

る
。

 
カ

 
Ｆ

 
貸

付
年
度

 
 

 
１

９
９

５
年

度
 

延
滞

発
生

年
度

 
２

０
０

５
年

度
 

２
０

２
１

年
度

は
１

０
０

万
円

を
回

収
し
た

が
、

依
然
と

し
て

多
額

の
元

金
が

あ
る

こ
と

か
ら
、

２
０

２
１

年
、
債

権
回

収
方
針

に
専
門

的
な

知
見

を
活

用
す

る
た

め
、
弁
護

士
に

対
し

て
債

権
回

収

に
関

す
る

方
針

の
策

定
を

依
頼

し
た
。

 
３

 
中

小
企

業
資
金

特
会

設
備

近
代
化

事
業

貸
付

金
収

入
（

私
債

権
）

 

⑴
 

制
度

の
概

要
 

中
小

企
業

近
代

化
資

金
等

助
成

法
に
基

づ
い

て
、
合

理
化

を
促

進
す

る
た

め
、
特

に
近

代
化

を
必

要

と
す

る
業

種
及

び
機

械
設

備
等

を
国

が
指

定
し

、
国

と
県

と
の

資
金

に
よ

っ
て

設
備

資
金

を
県

が
直

接
貸

し
付

け
る

制
度

で
あ

っ
た

。
 

な
お

、
２

０
０

０
年

４
月

に
中

小
企

業
近

代
化

資
金

等
助

成
法

が
小

規
模

企
業

者
等

設
備

導
入

資

金
助

成
法

へ
と

改
正

さ
れ

た
こ

と
に

伴
い

、
中

小
企

業
設

備
近

代
化

資
金

貸
付

制
度

に
基

づ
く

新
規

の
貸

付
け

は
１

９
９

９
年

度
を

も
っ
て

終
了

し
て

い
る

。
そ

の
た
め

、
２

０
０

０
年

度
以

降
は

、
既
存

の
貸

付
金

の
回

収
の

み
を

行
っ

て
い
る

。
 

⑵
 

根
拠

法
令

 
中

小
企

業
近

代
化

資
金

等
助

成
法

（
昭

和
３

１
年

法
律

第
１

１
５

号
 

法
律

名
は

１
９

９
９

年
度

当
時

の
も

の
）

 
⑶

 
債
権

の
種

類
 

中
小

企
業

設
備

近
代

化
資

金
は

、
県

が
債

務
者

と
金

銭
消

費
貸

借
契

約
公

正
証

書
を

作
成

し
て

貸

付
け

を
行

っ
て

い
た

も
の

で
あ

り
、
私

債
権

で
あ

る
。

 
⑷

 
債
権

の
額
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１
５

５
 

 

２
０

２
１

年
度

に
お

け
る

期
首

滞
納
額

、
収

入
額
、
収
入

未
済

額
は
【

図
表
５

－
５
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、

す
べ

て
の

債
権

者
に
つ

い
て

延
滞

が
生

じ
て

い
る

。
 

 
【

図
表

５
－
５

】
２

０
２

１
年

度
に
お

け
る

収
入

未
済

額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

円
）

 
貸

付
先

期
首

滞
納

金
額

収
入

額
収

入
未

済
額

G
6
,
7
0
0
,
0
6
2

0
6
,
7
0
0
,
0
6
2

H
2
,
4
3
6
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
4
2
6
,
0
0
0

I
7
6
4
,
9
0
0

0
7
6
4
,
9
0
0

J
1
,
3
1
6
,
0
0
0

1
,
3
1
6
,
0
0
0

0

K
2
7
,
2
5
0
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0

2
6
,
7
5
0
,
0
0
0

L
1
0
,
8
6
6
,
0
0
0

6
4
,
3
0
7

1
0
,
8
0
1
,
6
9
3

M
2
1
,
6
6
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

2
1
,
6
3
0
,
0
0
0

N
2
7
6
,
4
0
0

1
1
0
,
0
0
0

1
6
6
,
4
0
0

O
7
,
0
8
5
,
3
3
4

1
8
0
,
0
0
0

6
,
9
0
5
,
3
3
4

P
1
,
3
0
0

1
,
3
0
0

0

Q
1
2
8
,
8
0
0

1
2
3
,
0
0
0

5
,
8
0
0

合
計

7
8
,
4
8
4
,
7
9
6

2
,
3
3
4
,
6
0
7

7
6
,
1
5
0
,
1
8
9

 
 

⑸
 

回
収

に
向

け
た

取
組

（
総

論
）

 
債

務
者

や
連
帯

保
証

人
に

対
し

て
は
、
債

権
管

理
事

務
員
（

１
名

）
が

定
期

的
に

訪
問

、
督

促
を
行

っ
て

回
収

を
進

め
て

い
る

。
 

⑹
 

回
収

に
向

け
た

取
組

（
各

論
）

 
ア

 
Ｇ

は
、
１

９
９

２
年

に
事

業
を
停

止
し

、
１

９
９

３
年

に
破
産

し
た

。
そ

の
後

、
債

務
者
代

表
者

や
一

部
の

連
帯

保
証

人
も

破
産

し
た

。
残

る
連

帯
保

証
人

１
名

に
対

し
て

は
２

０
１

８
年

９
月

に

徴
収

停
止

の
措

置
を

講
じ

、
以

降
は
徴

収
停

止
の

継
続

の
当

否
に

つ
い
て

検
討

し
て

い
る

。
 

イ
 

Ｈ
は

、
１

９
８

１
年

に
倒

産
し

、
一

部
の
連

帯
保

証
人

か
ら
分

割
返

済
を

受
け

て
い

た
。
な

お
、

１
名

の
連

帯
保

証
人

は
死

亡
し

、
そ

の
相
続

人
ら

は
相

続
放

棄
し
た

。
ま

た
、
別

の
連

帯
保

証
人
か

ら
は

、
２
０

１
０
年

、
消

滅
時

効
を
援

用
す

る
旨

の
書

面
が

提
出

さ
れ
た

。
近

年
は
、
残

る
連

帯
保

証
人

か
ら

断
続

的
に

返
済

を
受

け
て
い

る
。

 
ウ

 
Ｉ

は
、
１
９

９
７

年
こ
ろ

に
は

定
期

償
還
を

延
滞

す
る

よ
う
に

な
っ

た
。
今

か
ら

１
２

年
程

前
、

連
帯

保
証

人
１

名
及

び
連

帯
保

証
人

１
名

の
相

続
人

が
消

滅
時

効
を

援
用

し
た

。
２

０
２

０
年

３

月
時

点
で
、
担
保

不
動

産
に
つ

い
て
は

、
競

売
費
用

に
見
合

う
回
収

が
で

き
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

 
エ

 
Ｊ

は
、
２
０

０
２

年
こ
ろ

に
は

定
期

償
還
を

延
滞

し
、
そ

の
こ
ろ

か
ら

分
割

返
済

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。
２

０
２

１
年

、
連

帯
保
証

人
か
ら

残
元

金
の

一
括

返
済

を
受

け
、
元

本
が

全
額

納
付

さ
れ
た

た
め

、
徴

収
す
べ

き
違

約
金
の

額
を
算

定
し
、
連
帯

保
証
人

２
名
に

対
し

て
違

約
金

通
知

文
を

交
付

し
た

。
２

０
２

２
年

、
連

帯
保

証
人
２

名
が

、
そ

れ
ぞ

れ
消

滅
時

効
を
援

用
し

た
。

 

１
５

６
 

 

オ
 

Ｋ
は

、
２

０
０

０
年

こ
ろ

に
は

定
期
償

還
を

延
滞

す
る

よ
う
に

な
っ

た
。
そ
の

こ
ろ

か
ら

、
債
務

者
代

表
者

の
所

在
が

不
明

と
な

っ
て

お
り

、
２

０
０

２
年

に
は

法
人

の
解

散
登

記
が

な
さ

れ
て

い

た
。

現
在

は
、

連
帯

保
証

人
が

分
割
返

済
し

て
い

る
。

 
カ

 
Ｌ

は
、
２
０

０
２

年
こ
ろ

に
は

定
期

償
還
を

延
滞

し
、
そ

の
こ
ろ

分
割

返
済

を
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。
近
年

、
債
務

者
の

代
理

人
弁

護
士
か

ら
特

別
清

算
申

立
て

、
次
い

で
破

産
に

方
針

変
更

す
る
旨

の
連

絡
を

受
け

た
。

し
か
し

そ
の

後
も

債
務

者
に

つ
い

て
そ

の
申
立

て
が

な
さ

れ
な

い
こ

と
か

ら
、

公
正

証
書

に
基

づ
く

債
権

差
押

命
令
を

申
し

立
て

、
数

万
円

を
回

収
し
た

。
 

キ
 

Ｍ
は

、
２

０
０

２
年

こ
ろ

ま
で

に
事
業

を
停

止
し

、
事

実
上
の

倒
産

状
態

と
な

り
、
債

務
者

の
代

表
者

で
あ

っ
た

連
帯

保
証

人
が

、
現

在
も

分
割

返
済

し
て

い
る
。
も

う
１
名

の
連

帯
保
証

人
は

破
産

後
に

免
責

許
可

決
定

を
受

け
た

。
 

ク
 

Ｎ
は
、
２
０

０
４

年
こ
ろ

か
ら

定
期

償
還
を

延
滞

す
る

よ
う
に

な
り

、
そ

の
後
分

割
返

済
を

し
て

い
た

が
、
２

０
１
６

年
に

解
散

し
た

。
そ

の
後
は

、
債

務
者
代

表
者
で

あ
っ

た
連

帯
保

証
人

が
分
割

返
済

し
て

い
る

。
 

ケ
 

Ｏ
は
、
１
９

９
９

年
こ
ろ

に
は

定
期

償
還
を

延
滞

す
る

よ
う
に

な
っ

て
い

た
。
２

０
１

４
年

に
支

払
督

促
を

申
し

立
て

消
滅

時
効

の
中

断
措

置
を

講
じ

、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

債
権

差
押

命
令

を

申
し

立
て

約
１

０
０

万
円

回
収

し
た
。

現
在

は
、

各
連

帯
保

証
人

が
分
割

返
済

し
て

い
る

。
 

コ
 

Ｐ
は

、
２

０
０

２
年

こ
ろ

に
は

定
期
償

還
を

延
滞

し
、
協

議
の

上
、
毎

月
数

万
円

の
分

割
返

済
と

な
っ

た
。
２

０
１

４
年

に
債

務
者

が
生

活
保

護
を

受
給

し
て

い
る
こ

と
を

県
が

確
認

し
て

か
ら

は
、

月
額

数
千

円
の

返
済

と
な

っ
た

。
２

０
１

６
年

、
連

帯
保

証
人

２
名
に

対
し

て
債

務
残

高
を

通
知
す

る
文

書
を

送
付

し
、
両

名
か
ら

残
元
金

の
大

部
分

に
つ

い
て

返
済

を
受
け

た
。
残

元
金

は
債

務
者

の

分
割

返
済

に
よ

り
完

済
さ

れ
た

こ
と
か

ら
、
徴

収
す

べ
き

違
約

金
の

額
を

算
定

し
、
債

務
者

と
連

帯

保
証

人
２

名
に

対
し

て
違

約
金

通
知
文

を
交

付
し

た
。

 
サ

 
Ｑ

は
、
１
９

９
４

年
こ

ろ
に

は
定
期

償
還

を
延

滞
す

る
よ

う
に

な
っ
て

い
た
。
そ

の
た
め

、
県

は
、

定
期

的
に

債
務

者
宅

を
訪

問
し

、
分

割
返

済
に

よ
り

２
０

２
２

年
中

に
元

金
全

額
に

つ
い

て
返

済

を
受

け
た
。
元

金
全

額
返

済
後

の
違

約
金
に

つ
い

て
は

、
県

は
、
２

０
２

１
年

度
中

に
は

、
債

務
者

と
連

帯
保

証
人

２
名

に
説

明
し

た
。

 
４

 
中

小
企

業
資
金

特
会

違
約

金
（
私

債
権

）
 

⑴
 

債
権

の
概

要
 

県
は

、
愛

知
県

中
小

企
業

高
度

化
資

金
貸

付
規

則
又

は
愛

知
県

中
小

企
業

設
備

近
代

化
資

金
貸

付

規
則

に
基

づ
き

、
各

制
度

に
よ

る
貸

付
け

の
金
銭

消
費

貸
借

契
約
公

正
証

書
に

お
い

て
、
債
務

者
が

償

還
期

限
ま

で
に

貸
付

金
を

償
還

し
な
か

っ
た

と
き

は
、
年

１
０
．
７
５

％
の

割
合

に
よ

る
違

約
金

を
支

払
う

旨
の

条
項

を
定

め
て

い
る

。
 

な
お

、
違

約
金

は
当

初
の

納
期

限
の

翌
日

か
ら

納
付

ま
で

の
期

間
の

日
数

に
応

じ
て

発
生

す
る

も

の
で

あ
り
、

貸
付

金
の

元
本

が
全

額
納

付
さ

れ
る

ま
で

は
徴

収
す

べ
き

違
約
金

の
額

が
確

定
し
な

い
。

そ
の

た
め
、
県
は

、
元

本
が

全
額

納
付
さ

れ
た

年
度

に
お

い
て

債
務
者

が
納

付
す

べ
き

違
約

金
を

一
括

し
て

調
定

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
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１
５

７
 

 

⑵
 

根
拠

法
令

 
愛

知
県

中
小
企

業
高

度
化

資
金

貸
付
規

則
 

第
１

５
条

 
愛

知
県

中
小
企

業
設

備
近

代
化

資
金
貸

付
規

則
 

第
１

９
条

 
⑶

 
債
権

の
性

質
 

違
約

金
は

、
県

が
債

務
者

と
金

銭
消

費
貸

借
契

約
公

正
証

書
を

作
成

し
て

貸
付

け
を

行
っ

た
中

小

企
業

高
度

化
資

金
又

は
中

小
企

業
設

備
近

代
化

資
金

に
関

す
る

遅
延

損
害

金
と

し
て

の
性

質
を

有
す

る
も

の
で

あ
り

、
私

債
権

で
あ

る
。

 
⑷

 
債
権

の
額

 
２

０
２

１
年
度

に
お

け
る

違
約

金
の
状

況
は

【
図

表
５

－
６

】
の

と
お
り

で
あ

る
。

 
 

【
図

表
５

－
６

】
２

０
２

１
年

度
に
お

け
る

収
入

未
済

額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

円
）

 
貸

付
先

期
首

違
約

金
額

当
期

調
定

額
当

期
償

還
額

違
約

金
残

額

A
1
0
,
3
0
0

3
,
2
0
6
,
5
0
0

0
3
,
2
1
6
,
8
0
0

B
6
1
9
,
0
0
0

0
4
0
,
0
0
0

5
7
9
,
0
0
0

C
3
2
9
,
1
0
0

0
3
2
9
,
1
0
0

0

D
3
8
6
,
3
0
0

0
0

3
8
6
,
3
0
0

E
0

1
,
6
5
1
,
6
0
0

0
1
,
6
5
1
,
6
0
0

F
0

1
7
,
8
2
0
,
8
0
0

9
,
7
7
3
,
0
4
9

8
,
0
4
7
,
7
5
1

合
計

1
,
3
4
4
,
7
0
0

2
2
,
6
7
8
,
9
0
0

1
0
,
1
4
2
,
1
4
9

1
3
,
8
8
1
,
4
5
1

 
 

な
お

、
前

述
の

と
お

り
、
県

は
、
元

本
の

全
額

納
付

さ
れ

た
年

度
に
お

い
て

違
約

金
の

調
定

を
し
て

い
る

た
め

、【
図

表
５
－

６
】

に
は

延
滞

が
生

じ
て

い
る

貸
付

金
で
元

本
の

全
額

納
付

が
未

了
の

も
の

に
対

す
る

違
約

金
が

含
ま

れ
て

い
な

い
。

２
０

２
２

年
３

月
末

時
点

に
お

け
る

未
調

定
の

違
約

金
の

概
算

額
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

中
小

企
業

高
度

化
資

金
貸

付
分

 
 
 

 
 

約
５

７
．

８
億

円
 

中
小

企
業

設
備

近
代

化
資

金
貸

付
分
 

 
 

 
約

２
．

３
億

円
 

５
 

愛
知

県
感

染
防

止
対

策
協

力
金
返

還
請

求
権

（
私

債
権

）
 

 
⑴

 
事

案
の

概
要

 
県

は
、
新

型
コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル
ス

感
染
症

拡
大

防
止

の
た

め
、
各

業
界
団

体
等

が
作

成
し

た
感

染
症

拡

大
防

止
の

業
種

別
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

遵
守

し
て

い
る

事
業

者
で

、
県

の
営

業
時

間
短

縮
要

請
等

に
応

じ
て

営
業

時
間

の
短

縮
（

終
日

休
業
し

た
場

合
も

含
む

）
を

実
施
し

た
安

全
・
安

心
宣
言

施
設
等

を
運

営
す

る
事

業
者

に
対

し
、
愛

知
県

感
染

防
止

対
策

協
力

金
（

以
下
「

協
力

金
」
と

い
う

）
を

交
付

し
て

い
た

。
協

力
金

の
支

給
状

況
は

、
【
図

表
５

－
７

】
の

と
お
り

で
あ
る

。
 

 

１
５

８
 

  【
図

表
５

－
７

】
対

象
期

間
ご

と
の

協
力

金
支
給

実
績
（
事

業
者

数
、
金

額
）（

２
０
２

２
年

９
月

末
時

点
）

 
申

請
事

業
者

数
支

給
事

業
者

数
支

給
金

額
（

件
）

（
件

）
（

百
万

円
）

1
2
02

0年
1
1月

29
日

～
12

月
17

日
実

施
分

時
短

2,
00

7
1,

9
89

69
1

2
2
02

0年
1
2月

18
日

～
1月

1
1日

実
施

分
時

短
2
1,

31
9

21
,0

12
2
4,

13
4

3
2
02

1年
1
月

12
日

～
2月

7日
実

施
分

時
短

2
4,

54
4

24
,1

60
4
5,

47
0

4
2
02

1年
2
月

8日
～

3月
21

日
実

施
分

時
短

2
4,

48
1

24
,3

10
6
3,

53
8

5
2
02

1年
3
月

22
日

～
4月

19
日

実
施

分
時

短
9,

19
2

8,
8
43

6,
14

3

6
2
02

1年
4
月

20
日

～
5月

31
日

実
施

分
時

短
2
4,

99
7

24
,9

15
5
8,

94
6

7
2
02

1年
5
月

12
日

～
6月

20
日

実
施

分
大

規
模

3,
09

2
3,

0
03

2,
43

5

8
2
02

1年
6
月

1日
～

6月
20

日
実

施
分

時
短

2
3,

68
5

23
,6

13
3
0,

80
5

時
短

2
2,

68
7

22
,6

08
2
4,

09
8

大
規

模
94

4
9
23

40
7

10
2
02

1年
7
月

12
日

～
8月

7日
実

施
分

時
短

2
1,

97
3

21
,9

02
2
5,

83
7

時
短

2
3,

44
0

23
,3

21
2
2,

99
2

大
規

模
1,

24
0

1,
2
23

39
2

時
短

2
4,

72
7

24
,6

23
5
5,

12
0

大
規

模
1,

37
4

1,
3
53

1,
17

0

13
2
02

1年
1
0月

1日
～

10
月

1
7日

実
施

分
時

短
2
2,

18
1

22
,0

90
1
5,

41
6

14
2
02

2年
1
月

21
日

～
3月

6日
実

施
分

時
短

2
4,

38
3

23
,7

36
5
0,

74
3

15
2
02

2年
3
月

7日
～

3月
21

日
実

施
分

時
短

2
3,

52
2

22
,1

95
1
4,

73
4

2
02

1年
8
月

27
日

～
9月

30
日

実
施

分
12

要
請

枠
No

.
時

短
・

休
業

期
間

9
2
02

1年
6
月

21
日

～
7月

11
日

実
施

分

11
2
02

1年
8
月

8日
～

8月
26

日
実

施
分

 
時

 
短

：
営

業
時

間
短
縮

要
請

枠
又

は
カ

ラ
オ
ケ

設
備

利
用

自
粛

要
請
枠

 
大

規
模

：
大

規
模

施
設
等

営
業

時
間

短
縮

要
請
枠

 
 

協
力

金
の

交
付

に
あ

た
っ

て
は

、
愛

知
県

感
染

防
止

対
策
協

力
金
交

付
要

綱
（

以
下
「
要

綱
」
と
い

う
）
に

お
い

て
、
対

象
エ

リ
ア
や

対
象
施

設
な

ど
交

付
対

象
者

の
要

件
を
定

め
る

と
と

も
に

、
愛

知
県

暴
力

団
排

除
条

例
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

又
は

暴
力

団
員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
は

、
協

力
金

の
交

付
対

象
と

し
な

い
旨

が
定

め
ら
れ

て
い

た
（

要
綱

第
１

０
条

第
１
項

）
。

 
本

債
権

は
、

協
力

金
を

交
付

し
た

後
に

施
設

の
実

質
経

営
者

が
暴

力
団

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

申
請

者
（

以
下
「
本

件
債

務
者

」
と
い

う
）
に
つ

い
て

、
要

綱
第

１
０
条

に
基

づ
き

協
力

金
の
交

付
決

定
を

取
り

消
し

、
既

に
交

付
し

て
い
た

協
力

金
の

返
還

を
求

め
る

も
の
で

あ
る

。
 

⑵
 

根
拠

法
令

 
愛

知
県

感
染
防

止
対

策
協

力
金

交
付
要

綱
 

第
７

条
、

第
８

条
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１
５

９
 

  
⑶

 
債
権

の
発

生
経

緯
 

県
は

、
本

件
債

務
者

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
、

２
０

２
１

年
２

月
１

６
日

に
協

力
金

１
０

０
万

円

（
２

０
２

０
年

１
２

月
１

８
日

～
２
０

２
１

年
１

月
１

１
日

実
施

分
）
を
支

払
い

、
同

年
３

月
２

５
日

に
協

力
金

１
５

０
万

円
（

２
０

２
１
年

１
月

１
２

日
～

２
月

７
日

実
施
分

）
を

支
払

っ
た

。
 

そ
の

後
、
２

０
２
１

年
４

月
、
愛

知
県
警

察
か

ら
の

情
報

提
供

に
よ

り
、
本

件
債

務
者

に
暴

力
団
員

と
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
が

い
る
こ

と
が

判
明

し
た

。
 

県
は

、
２

０
２
１

年
９

月
、
本

件
債

務
者

か
ら

協
力

金
の

返
還

等
を
約

す
る

念
書

の
提

出
を

受
け
た

こ
と

か
ら

、
同

年
１

０
月

２
０

日
付

け
に

て
協

力
金

の
交

付
決

定
を

取
り

消
す

決
定

を
す

る
と

と
も

に
、

同
年

１
１

月
４

日
を

納
期

限
と
す

る
納

入
通

知
書

を
送

付
し

た
。

 
納

入
通

知
書
を

送
付

し
た

後
も

本
件
債

務
者

か
ら

協
力

金
の

返
還

が
な
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
県

は
、

２
０

２
２

年
３

月
４

日
、

同
月

１
１
日

を
指

定
期

限
と

す
る

督
促

状
を
送

付
し

た
。

 
県

は
、
督

促
状
の

送
付

後
に
本

件
債
務

者
か

ら
の

連
絡

を
受

け
、
協
力

金
の

返
還

等
に

つ
い

て
説

明

を
求

め
た

と
こ

ろ
、
本

件
債
務

者
に

協
力

金
返
還

の
意

思
は

あ
る
も

の
の

、
経

済
的
事

情
に

よ
り

一
括

で
の

返
還

が
困

難
で

あ
る

と
の

こ
と
で

あ
っ

た
。

 
⑷

 
債
権

の
種

類
 

県
は

、
本
件

の
よ
う

な
補

助
金

に
つ

い
て
は

私
法

上
の

行
為
（
負

担
付

き
贈

与
）
と

捉
え

、
処

分
性

は
な

い
も

の
と

整
理

し
て

き
た

。
 

本
件

債
権

に
つ

い
て

は
、
上
記

の
よ
う

な
一

般
的

な
考

え
方

に
加

え
、
愛
知

県
感

染
防

止
対

策
協

力

金
交

付
要

綱
第

５
条

２
項

に
お

い
て
「
交

付
決

定
の

通
知

は
、
交

付
対

象
者

へ
の

協
力

金
の

入
金

を
も

っ
て

行
う

。」
と

、
同
条

３
項

に
お

い
て

交
付

し
な

い
決

定
に

つ
い
て
「

・
・

・
協

力
金

不
交

付
の

お

知
ら

せ
に

よ
り

、
申

請
者

に
通

知
す
る

」
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か
ら

す
れ

ば
、
処

分
性
の

な
い
も

の
と

考
え

ら
れ

る
と

し
て

、
私

債
権

と
分
類

し
て

い
る

。
 

⑸
 

債
権

の
額

 
２

５
０

万
円

 
（

内
訳

）
 

・
愛

知
県

感
染

防
止

対
策

協
力

金
（
１

２
／

１
８

～
１

／
１

１
実

施
分
）

の
返

納
 

１
０

０
万
円

 
・

愛
知

県
感
染

防
止

対
策

協
力

金
（
１

／
１

２
～

２
／

７
実

施
分

）
の
返

納
 

 
 

１
５

０
万
円

 
⑹

 
今
後

の
方

針
 

ア
 

分
割

納
付

で
の

対
応

に
つ

い
て

 
要

綱
に
お

い
て

は
、
協

力
金

の
交

付
決

定
を

取
り

消
し

た
場

合
、
既

に
交

付
さ
れ

た
協
力

金
に
つ

い
て

は
期

限
を

定
め

て
そ

の
返

還
を

命
ず

る
も

の
と

す
る

旨
が

定
め

ら
れ

て
お

り
（

要
綱

第
７

条

第
２

項
）
、
一

括
返

還
が

原
則

と
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら
、
本

件
債
務

者
に

つ
い

て
は

、
経

済
的
事

情
か

ら
一

括
返

還
が

困
難

で
あ

る
と
の

説
明

を
受

け
た

こ
と

か
ら

、
県

は
、
本

件
債

務
者

に
対

し
、
分

割
納
付

に
よ

る
返

還
に

つ
い

て
検
討

の
余

地
が

あ
る

旨
を

伝
え

、
一

部
で
も

早
期

に
返

還
を

受
け

ら
れ

る
よ
う

努
め

て
い

る
。

 
 

１
６

０
 

  
イ

 
加

算
金
・

延
滞

金
 

交
付

決
定

の
取

消
し

に
よ

り
返

還
を

命
ぜ

ら
れ

た
者

は
、

協
力

金
受

領
の

日
か

ら
納

付
の

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
て

、
年

１
０

．
９

５
％

の
割

合
に

よ
る
加

算
金
を

県
に

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

要
綱

第
８

条
第

１
項

）。
 

ま
た

、
協

力
金

の
返

還
を

命
ぜ

ら
れ
、
こ
れ

を
納

期
日

ま
で

に
納
付

し
な

か
っ

た
と

き
は

、
納
期

日
の

翌
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の
日
数

に
応

じ
て
、
年
１

０
．
９

５
％

の
割

合
に

よ
る

延
滞

金
を

納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
要

綱
第
８

条
第

３
項

）。
 

県
は

、
支

給
し

た
協

力
金

の
返

還
を
受

け
た

後
、
こ

れ
ら
の

加
算
金
・
延

滞
金

に
つ

い
て

も
請
求

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、
本
件

債
務
者

に
対

し
、
督

促
状
等

に
お
い

て
そ

の
旨

を
告

知
し

て
い

る
。

 
⑺

 
同
種

債
権

（
協

力
金

返
還

請
求

権
）
に

対
す

る
対

応
 

ア
 

不
正

受
給

の
防

止
及

び
発

見
に
対

す
る

取
組

 
県

は
、

協
力

金
に

関
す

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
や

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
お

い
て

協
力

金
の

不
正

受
給

が

犯
罪

で
あ

る
旨

を
記

載
し

、
県

の
取

組
と

し
て

飲
食

店
の

見
回

り
等

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
や

不

正
受

給
に

よ
り

逮
捕

者
が

出
て

い
る
こ

と
等

を
周

知
し

て
、

不
正

受
給
の

防
止

に
努

め
て

い
る
。

 
具

体
的
な

取
組

と
し

て
、
県
は

、
防

災
安
全

局
が

実
施

し
た

見
回
り

調
査

の
結

果
を

活
用

し
、
時

短
要

請
に

応
じ

て
い

た
か

確
認

し
た
り

、
警

察
と

の
連

携
、
県

民
か

ら
の
情

報
提

供
の

活
用

、
申
請

内
容

の
精

査
等

に
よ

っ
て

不
正

受
給

を
防

止
す

る
と

と
も

に
、

給
付

金
の

支
給

後
で

も
不

正
受

給

の
発

見
に

努
め

て
い

る
。

 
イ

 
自

主
返
納

等
の

実
績

（
２

０
２
２

年
９

月
末

時
点

）
 

協
力

金
の

支
給

後
に

受
給

者
か

ら
返

還
を
受

け
た

件
数

及
び

金
額
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
ア

）
営

業
時

間
短

縮
要

請
枠

又
は
カ

ラ
オ

ケ
設

備
利

用
自

粛
要

請
枠

 
６

７
件
 

５
４

３
８

万
６

０
０

０
円

（
う

ち
未
収

金
２

５
０

万
円
 

⑸
記

載
の

も
の

）
 

（
イ

）
大

規
模

施
設

等
営

業
時

間
短
縮

要
請

枠
 

８
件

 
 

４
５

５
万

３
０

０
０

円
（

全
額

回
収
済

み
）

 
６

 
債

権
回

収
に
関

す
る

外
部

委
託
の

検
討

と
法

的
手

続
の

実
施

 

 
⑴

 
高

度
化

事
業

に
お

け
る

外
部
委

託
の

検
討

 
中

小
機

構
の
「

回
収

委
託

支
援

業
務

」
を

活
用
し

、
回
収

交
渉

を
債

権
回

収
会

社
に

委
託
（
２

０
１

２
年

５
月

１
４

日
か

ら
２

０
１

３
年
３

月
３

１
日

ま
で

）
し

た
が
、
債

務
者

が
債

権
回

収
会

社
を

受
け

入
れ

ず
、
債

権
回
収

委
託

を
断

念
し
た

債
権

が
あ

る
。
そ

れ
以

外
、
債
権

回
収

に
関

す
る

外
部
委

託
は

検
討

し
て

い
な

い
。

 
 

⑵
 

近
代

化
事
業

に
お

け
る

法
的
手

続
の

実
施

 
公

正
証

書
に

基
づ

く
債

権
差

押
命

令
を

申
し

立
て

た
債

権
が

あ
る

ほ
か

、
支

払
督

促
の

申
立

て
を

し
て

消
滅

時
効

の
中

断
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

債
権

差
押

命
令

の
申

立
て

を
行

っ
た

債
権

が
あ

る
。
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１
６

１
 

 ７
 

監
査

の
結

果
 

 
⑴

 
高

度
化

事
業

 
ア

 
長

期
的
な

回
収

方
針

の
策

定
を
よ

り
一

層
進

め
る

べ
き

で
あ

る
【
意

見
】

 
現

在
の

償
還

計
画

で
は

、
元

本
部

分
だ

け
で

も
長

期
間

に
わ

た
っ

て
回

収
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
事

案
が

存
在

す
る

。
最

終
的

な
回
収

方
針

に
つ

い
て

、
弁

護
士
に

依
頼

し
て

債
権

回
収

に
関

す
る

方
針

を
策

定
し

て
い

る
事

案
も

存
在
す

る
と

こ
ろ
、
高
度

化
資

金
債

権
に

つ
い

て
は
、
１

５
年

以
上

前
に

調
定

さ
れ

た
案

件
を

多
数

保
有

す
る

こ
と

か
ら

、
全

て
の

収
入

未
済

案
件

に
つ

い
て

長
期

的

な
回

収
方

針
の

策
定

を
よ

り
一

層
進
め

る
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た
、
か
な

り
高

額
の

延
滞

金
の

発
生

が
既

に
予

見
さ

れ
る

案
件
が

存
在

す
る

が
、
当
該

延
滞
金

に
つ

い
て

回
収

す
る

の
か

、
債

権
放
棄

を
含

め
た

方
針

を
検

討
す

べ
き
で

あ
る

。
 

イ
 

保
証

債
務

の
履

行
確

保
の

た
め
に

は
適

時
の

請
求

と
意

思
疎

通
が
求

め
ら

れ
る

【
意

見
】

 
連

帯
保

証
人

に
対

す
る

連
絡

が
十

分
に

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

連
帯

保
証

人
か

ら
反

発
を

受
け

て

い
る

事
案

が
存

在
す

る
。
連
帯

保
証
人

の
履

行
を

確
保

す
る

た
め

に
も
、
継

続
的

な
連

絡
が

必
要

で

あ
る

。
詳

細
は

、
第

２
章

第
４

の
７
⑷

参
照

。
 

ウ
 

保
証

人
に

請
求

し
な

い
場

合
は
保

証
契

約
を

解
除

や
保

証
債

務
の
放

棄
を

検
討

す
べ

き
【

意
見
】 

債
務

者
の

元
組

合
員

が
連

帯
保

証
人

と
し

て
残

っ
て

い
る

事
案

が
存

在
す

る
が

、
回

収
ま

で
に

相
当

程
度

時
間

を
要

す
る

こ
と

が
見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、
当
該

組
合

経
営

と
の

関
係
で

、
そ

の
関

係
が

希
薄

な
連

帯
保

証
人

に
つ

い
て

は
、

連
帯

保
証

人
の

関
係

か
ら

の
早

期
の

解
放

を
検

討
す

べ

き
で

あ
る

。
詳

細
は

、
第

２
章

第
４
の

７
⑶

参
照

。
 

他
方
、
連
帯

保
証

人
か

ら
の

回
収

を
念

頭
に

置
く

場
合

に
は

、
連

帯
保

証
人

の
財

産
に
つ

い
て
調

査
を

積
極

的
に

実
施

す
べ

き
で

あ
る
。

 
 

⑵
 

法
的

手
続
等

を
し

な
い

特
別
な

事
情

を
検

討
し

検
討

結
果

を
文

書
化
す

る
必

要
が

あ
っ
た

【
指

摘
】 

近
代

化
事

業
に

お
い

て
、

特
別

な
事

情
が

あ
る

と
判

断
し

て
踏

み
込

ん
だ

財
産

調
査

や
強

制
執

行

を
断

念
し

た
が

、
そ

の
判

断
に

至
る
検

討
結

果
を

文
書

化
し

て
い

な
い
事

案
が

あ
っ

た
。

 
こ

の
事

案
は
、

連
帯

保
証
契

約
の

締
結

に
際

し
、
連

帯
保

証
人

の
配

偶
者

（
以
下

、
「

配
偶

者
」

と

い
う

）
が

連
帯

保
証

人
の

印
鑑

を
無
断

で
使

用
し

た
こ

と
や

、
ま
た

、
他

の
借
金

で
も

連
帯

保
証

人
に

迷
惑

を
か

け
た

た
め

、
借

金
の

話
を

す
る

と
連

帯
保

証
人

か
ら

配
偶

者
に

対
し

て
危

害
が

加
え

ら
れ

る
可

能
性

を
否

定
で

き
な

い
等

の
事

情
を

聞
か

さ
れ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

連
帯

保
証

人
に

県
が

直
接

接
触

す
る

こ
と

は
避

け
て

ほ
し

い
と

い
う

配
偶

者
の

意
向

を
酌

み
、

連
帯

保
証

人
本

人
と

直
接

面
談

や
電

話
連

絡
す

る
こ

と
を

避
け

、
配
偶

者
と

協
議

を
行

っ
て

い
た

。
 

そ
の

後
、
県

は
、
連
帯

保
証

人
に

対
し

て
さ
ら

に
踏

み
込

ん
だ

財
産
調

査
や

強
制

執
行

を
実

行
し
た

場
合
、
連

帯
保
証

人
が

配
偶
者

に
危

害
を

加
え
る

可
能

性
を

否
定
で

き
な

い
等

の
理

由
か

ら
、
連

帯
保

証
人

と
直

接
面

談
す

る
こ

と
を

断
念

し
、

消
滅

時
効

の
中

断
に

関
し

て
特

段
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

な
く

、
２

０
２

２
年

８
月

に
連

帯
保

証
人

２
名

か
ら

消
滅

時
効

を
援

用
す

る
旨

の
通

知
を

受
け

る
に

至
っ

た
。
な

お
、
そ

の
約

１
年
前

、
県

は
配
偶

者
を

介
し

て
連

帯
保
証

人
か

ら
残

元
金

に
相

当
す

る
金

１
６

２
 

 

額
の

返
済

を
受

け
た

が
、

連
帯

保
証

債
務

の
時

効
中

断
は

主
債

務
者

に
対

し
て

効
力

を
生

じ
な

い
た

め
、

主
た

る
債

務
が

消
滅

時
効

に
か
か

る
と

連
帯

保
証

債
務

も
消

滅
す
る

こ
と

に
な

る
。

 
本

事
案

で
は
、
他

の
連
帯

保
証

人
が

い
た
も

の
の

、
生

活
に

困
窮

し
て
い

た
た

め
、
上

述
の

連
帯
保

証
人

か
ら

徴
収

す
る

し
か

な
い

状
況
で

あ
っ

た
。
そ

の
た

め
、
①

連
帯

保
証

人
か

ら
配

偶
者

に
危

害
が

加
え

ら
れ

る
可

能
性

の
真

否
や

程
度

を
検

討
し

、
主

債
務

者
の

消
滅

時
効

の
中

断
措

置
を

講
じ

た
上

で
踏

み
込

ん
だ

財
産

調
査

や
強

制
執

行
を

実
施

す
べ

き
か

否
か

、
②

配
偶

者
が

連
帯

保
証

人
の

印
鑑

を
無

断
で

使
用

し
た

こ
と

が
真

実
で

あ
れ

ば
連

帯
保

証
人

の
地

位
か

ら
早

期
に

解
放

す
る

べ
き

か
と

い
う

検
討

を
行

っ
た

こ
と

を
い

ず
れ

も
文

書
化

し
所

管
課

内
で

決
裁

の
う

え
共

有
す

る
べ

き
で

あ
っ

た
。

 
な

お
、

上
記

①
は

地
方

自
治

法
施

行
令

１
７

１
条

の
２

た
だ

し
書
の

「
そ
の

他
特

別
の
事

情
」
（

第

２
章

第
４

の
７

⑵
）
の

存
否

の
判

断
で

あ
り

、
②

は
連

帯
保

証
人
の

法
的

地
位

の
安

定
化
（

同
所

⑶
）

の
問

題
で

あ
る

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
⑶

 
違

約
金

の
具

体
的

な
発

生
状
況

を
債

務
者

に
告

知
す

る
手

続
を

検
討
さ

れ
た

い
【

意
見
】

 
県

は
、
債

務
残

高
や

返
済

額
を

確
認

す
る
た

め
、
債
務

者
か

ら
定

期
的
に
「
中

小
企

業
高

度
化

資
金

の
返

済
に

つ
い

て
」
と

題
す

る
書

面
等

の
提

出
を

受
け

て
い

る
。
当

該
書

面
に

は
、
元

金
の

残
高
が

具

体
的

な
額

を
も

っ
て

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
違

約
金

に
つ

い
て

は
当

初
納

期
限

以
降

の
延

滞
元

金
に

対
す

る
違

約
金

と
し

て
「

そ
れ

ぞ
れ

の
約

定
償

還
日

の
翌

日
か

ら
弁

済
当

日
ま

で
年

１
０

．
７

５
％

の
割

合
に

よ
り

計
算

し
た

額
」

等
と

記
載

さ
れ

て
い

る
に

と
ど

ま
り

具
体

的
な

額
は

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

中
小

企
業

高
度

化
貸

付
の

う
ち

既
に

延
滞

が
生

じ
て

い
る

も
の

は
、

新
し

い
も

の
で

も
延

滞
が

生

じ
て

か
ら

１
５

年
以

上
が

経
過

し
て
お

り
、
債

務
者

に
担

当
者

の
交

替
が

発
生

し
た

り
、
連
帯

保
証

人

に
相

続
が

発
生

し
た

り
す

る
こ

と
で

、
現

在
の

担
当

者
や

連
帯

保
証

人
が

当
初

契
約

に
定

め
た

違
約

金
の

条
項

に
つ

い
て

必
ず

し
も

十
分
な

理
解

が
得

ら
れ

て
い

な
い

可
能
性

が
あ

る
。

 
現

に
、
２

０
０
０

年
度

か
ら
延

滞
が
発

生
し

た
貸

付
先

か
ら

は
、
定
期

的
に

債
務

残
高

を
確

認
す

る

書
面

の
提

出
を

受
け

て
い

た
も

の
の
、
２

０
１

７
年

５
月

に
債

務
者

を
訪

問
し

た
際

、
違

約
金

が
発
生

し
て

い
る

旨
の

説
明

を
し

た
と

こ
ろ
、
債

務
者

は
、
違
約

金
が

発
生
し

て
い

る
と

い
う

話
は

初
め

て
聞

い
た

旨
の

応
答

を
し

て
い

た
。
そ
の

後
、
県
か

ら
具

体
的

な
違

約
金
の

額
を

試
算

し
て

再
度

説
明

を
し

た
際

に
は

、
債

務
者

か
ら

金
額

が
試

算
で

き
る

の
で

あ
れ

ば
も

っ
と

早
い

時
期

に
金

額
を

知
ら

せ
て

欲
し

か
っ

た
旨

の
要

望
が

さ
れ

て
い
た

。
 

ま
た

、
中

小
企
業

近
代

化
資
金

貸
付
に

つ
い

て
も

、
債
務
者

に
交
付

す
る

催
告

状
や

債
務

者
か

ら
徴

求
す

る
中

小
企

業
設

備
近

代
化

資
金

貸
付

金
債

務
承

認
書

等
に

は
元

金
の

残
高

が
具

体
的

な
額

を
も

っ
て

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
違

約
金

に
つ

い
て

は
起

算
日

や
割

合
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

に
と

ど
ま

り
具

体
的

な
額

は
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

２
０

２
１

年
度

に
元

本
の

全
額

納
付

を
受

け
た

も
の

に
つ

い
て
、
違
約

金
を

算
定
し

て
債

務
者

又
は
連

帯
保

証
人

に
違
約

金
の

額
を

通
知

し
た

と
こ

ろ
、
違

約
金

に
つ

い
て

理
解

を
し

て
い

な
か

っ
た

り
、

そ
の

支
払

い
に

つ
い

て
難

色
を

示
し

た
り

し
た

債
務

者
が

い
た

状
況

が
う

か
が

わ
れ

る
。
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１
６

３
 

 

中
小

企
業

金
融

課
が

作
成

し
た
「

債
権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル
（

令
和

４
年

３
月

３
１

日
施

行
）
」
に

は
、

「
催

告
時

な
ど

に
、
定

期
的
に

違
約
金

を
算

定
し

、
算

定
額

を
債
権

管
理

簿
に

記
載

し
、
後

日
、
違
約

金
の

納
付

を
債

務
者

に
求

め
る

際
に

債
務

者
と

ト
ラ

ブ
ル

に
な

ら
な

い
よ

う
に

、
債

務
者

に
違

約
金

額
を

認
識

さ
せ

て
お

く
必

要
が

あ
る
」
旨

記
載

さ
れ

て
お

り
、
一

定
の

取
組

が
予

定
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

違
約

金
の

具
体

的
な

発
生

状
況

を
債

務
者

が
確

実
に

認
識

し
得

る
よ

う
な

告
知

の
方

法
を

検
討

さ
れ

た
い

。
 

⑷
 

協
力

金
返

還
請

求
権

の
債

権
回

収
マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
整

備
を
検

討
さ

れ
た

い
【

意
見

】
 

県
は

、
協

力
金
の

返
還

請
求
に

関
す
る

固
有

の
債

権
回

収
マ

ニ
ュ

ア
ル
等

を
定

め
て

い
な

い
。
現
状

で
は

、
自

主
返

納
分

を
含

め
て

も
未

回
収

と
な

っ
て

い
る

協
力

金
は

本
件

債
務

者
に

対
す

る
債

権
の

み
で

あ
る

た
め

、
個

別
に

そ
の

対
応

を
検

討
し
て

お
り
、
本

件
債
務

者
へ

の
対

応
や

債
権

回
収

に
つ
い

て
弁

護
士

に
も

相
談

を
し

て
い

な
い
。
返

還
の

意
思

を
示

し
て

い
る

債
務

者
へ

の
対

応
と

し
て

、
直

ち

に
弁

護
士

に
相

談
す

べ
き

か
否

か
は
慎

重
な

判
断

を
要

す
る

一
方

、
不

正
受

給
者

へ
の

対
応

と
し

て
、

債
務

者
の

口
頭

で
の

説
明

だ
け

で
い

た
ず

ら
に

納
付

期
限

が
経

過
し

た
債

権
の

支
払

い
を

事
実

上
猶

予
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

疑
問

が
残
る

。
 

自
主

返
納

の
申

出
が

さ
れ

た
協

力
金

が
あ

る
こ

と
に

鑑
み

れ
ば

、
不

正
受

給
や

過
誤

に
よ

り
返

還

を
受

け
る

べ
き

協
力

金
が

他
に

も
存

在
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

こ
ろ

、
そ

れ
ら

同
種

の
債

権
が

発
覚

し
た

場
合

に
債

務
者

間
で

不
公

平
な

取
扱

い
と

な
ら

ず
、

自
主

返
納

を
申

し
出

た
受

給
者

と
の

対
比

で
も

不
正

受
給

者
に

有
利

な
対

応
と

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
た

め
、

弁
護

士
へ

の
相

談
対

応
等

も
含

む
請

求
手

順
や

分
割

納
付

に
応

じ
る
条

件
等

を
定

め
る

必
要

性
に

つ
い
て

検
討

す
べ

き
で

あ
る
。

 

１
６

４
 

 第
６

 
建

築
局

 
１

 
債

権
と

収
入
未

済
額

の
状

況
 

建
築

局
が

所
管

す
る

債
権

の
２

０
２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

、
【
図

表
６

－
１
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

収
入

未
済
額

の
推

移
は
【

図
表

２
－

２
２

】
、

不
納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は

【
図
表

２
－

２
３
】

の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
 【

図
表

６
－

１
】
建
築

局
が
所

管
す
る

債
権

の
２

０
２

１
年

度
の

状
況
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
債

権
の

種
類

調
定

額
不

納
欠

損
額

収
入

未
済

額

県
営

住
宅

管
理

特
会

住
宅

使
用

料
私

債
権

1
3
,
8
6
3
,
4
1
8
,
7
9
0

7
,
6
0
5
,
3
4
2

9
7
8
,
4
2
4
,
1
5
6

県
営

住
宅

管
理

特
会

駐
車

場
使

用
料

私
債

権
1
,
2
8
4
,
8
8
6
,
5
7
6

2
9
1
,
4
4
0

5
8
,
7
0
3
,
3
0
3

県
営

住
宅

管
理

特
会

附
帯

設
備

使
用

料
私

債
権

2
4
7
,
4
6
8
,
3
8
9

0
6
,
7
1
3
,
4
9
7

合
計

1
5
,
3
9
5
,
7
7
3
,
7
5
5

7
,
8
9
6
,
7
8
2

1
,
0
4
3
,
8
4
0
,
9
5
6

 
 ２

 
県

営
住

宅
管
理

特
会

住
宅

使
用
料

（
家

賃
）
（
私

債
権
）

 

⑴
 

概
要

 
 

 
本
債

権
は
、
県
が

賃
貸
し

て
い
る

、
公

営
住

宅
法
及

び
準

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

制
度

要
綱
に

基
づ

く

普
通

県
営

住
宅

並
び

に
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
特

別
県

営
住

宅
の

使
用

料
（

以
下

単
に

「
家

賃
」
と

も
い

う
）

で
あ

る
。

 
 

⑵
 

県
が

管
理
す

る
県

営
住

宅
の
種

類
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

県
が

管
理
す

る
県

営
住

宅
に
は

、
普
通

県
営

住
宅

、
特

別
県
営

住
宅

及
び

普
通

県
営

住
宅

に
準

じ
て

管
理

す
る

住
宅

（
準

公
営

住
宅

）
の
３

種
類

が
あ

る
。

 
 

 
ア

 
普

通
県
営

住
宅

 
 

 
 

 
普

通
県
営

住
宅

は
、
公

営
住
宅

法
に

基
づ

い
て

整
備

さ
れ

た
県

営
住

宅
で

あ
り

、
そ

の
整

備
の

目

的
は

、
「

住
宅

に
困

窮
す

る
低

額
所

得
者

に
対

し
て

低
廉

な
家

賃
で
賃

貸
し
、

又
は

転
貸
す

る
こ
と

に
よ

り
、

国
民

生
活

の
安

定
と

社
会

福
祉

の
増

進
に

寄
与

す
る

こ
と

」
（

同
法

第
１

条
）

で
あ

る
。
 

 
 

 
 

こ
の

よ
う

に
普

通
県

営
住
宅

は
「
住

宅
に

困
窮

す
る

低
額

所
得

者
」
を

対
象
と

す
る

こ
と

か
ら
、

原
則

と
し

て
入

居
者

の
所

得
金

額
が

月
額

１
５

万
８

０
０

０
円

以
下

で
な

け
れ

ば
入

居
で

き
な

い

な
ど

の
制

限
が

あ
る
（
同

法
第

２
３

条
第
１

号
ロ

、
同

施
行

令
第

６
条
第

２
項

、
愛

知
県

県
営
住

宅

条
例

（
以

下
「

住
宅

条
例

」
と

も
い
う

）
第

４
条

第
４

項
）。

 
 

 
イ

 
特

別
県
営

住
宅

 
 

 
 

 
特

別
県

営
住

宅
は

、
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

い
て

整
備

さ

れ
た

県
営

住
宅

で
あ

り
、
そ
の

目
的
は

、
普

通
県
営

住
宅
の

収
入
基

準
を

超
え

る
中

堅
所

得
者

に
対

し
、
居

住
環

境
が

良
好

な
賃
貸

住
宅
の

供
給

の
拡

大
を

図
り

、
も

っ
て

国
民

生
活

の
安

定
と

福
祉

の

増
進

に
寄

与
す

る
こ

と
（

同
第

１
条
）

で
あ

る
。
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６

５
 

  
 

 
 

県
に

お
い

て
は

、
公

営
住

宅
の

収
入

基
準

を
超

え
る

中
堅

所
得

層
向

け
の

住
宅

が
不

足
し

て
い

る
と

い
う

状
況

を
踏

ま
え
、
１

９
８
６

年
度

か
ら

特
別

県
営

住
宅

の
建
設

が
始

め
ら

れ
、
立
地

条
件

や
周

辺
の

民
間

住
宅

の
市

場
動

向
、
ま
た

、
地

元
市

町
村

の
要

望
な
ど

を
踏

ま
え

な
が

ら
供

給
が
な

さ
れ

て
き

た
。
し
か

し
な

が
ら

、
住
宅

数
が

世
帯

数
を

大
き

く
上

回
り
、
民
間

賃
貸

住
宅

も
徐

々
に

拡
充

し
て

き
た

こ
と

や
、
低
い

金
利
水

準
が

続
く

な
ど

持
ち

家
取

得
し
や

す
い

環
境

も
あ

り
、
県
民

の
住

宅
選

択
の

動
向

が
マ

ン
シ

ョ
ン

な
ど

の
持

ち
家

に
シ

フ
ト

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

と
い

っ

た
県

民
ニ

ー
ズ

の
変

化
を

踏
ま

え
、

２
０

０
４

年
度

以
降

は
特

別
県

営
住

宅
の

新
た

な
建

設
は

行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 

ウ
 

普
通

県
営

住
宅

に
準

じ
て
管

理
す

る
住

宅
（

準
公

営
住

宅
）

 
 

 
 

 
特

別
県
営

住
宅

の
う

ち
、
３
か

月
以

上
入

居
者

が
な

く
、
公

営
住

宅
等

整
備
基

準
に

適
合

す
る
空

家
な

ど
一

定
の

要
件

を
満

た
す

も
の
に

つ
い

て
は
、
国
（
中

部
地

方
整

備
局

長
）
の

承
認

を
受

け
て
、

用
途

変
更

の
た

め
の

廃
止

を
行

い
、

普
通

県
営

住
宅

に
準

じ
て

管
理

す
る

住
宅

に
変

更
す

る
こ

と

が
で

き
る
（

準
公

営
化

）
（
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
供

給
促

進
事

業
等
補

助
要

領
第

１
７

、
準

特
定
優

良
賃

貸
住

宅
制

度
要

綱
第

５
第

２
項
）
。

 
 

 
 

 
県

で
は
、
２

０
１
２

年
４
月

以
降
、
特
別

県
営

住
宅

の
う

ち
１

７
６

戸
を

準
公

営
化
し

て
い

る
。

 
 

⑶
 

県
営

住
宅
の

管
理

戸
数

及
び
棟

数
 

 
 

 
県

が
管

理
し

て
い

る
県

営
住
宅

の
戸

数
は
、
普
通

県
営

住
宅

が
５

万
７

５
３

８
戸
（
う

ち
準

公
営

住

宅
が

１
７

６
戸

）
、
特

別
県

営
住

宅
が

４
７

０
戸
で

あ
り

、
棟

数
は

、
普
通

県
営

住
宅

、
準

公
営

住
宅

、

特
別

住
宅

を
併

設
し

て
い

る
も

の
が

１
４

５
５

棟
、

準
公

営
住

宅
と

特
別

県
営

住
宅

を
併

設
し

て
い

る
も

の
が

６
棟

、
特
別

県
営

住
宅

の
み

の
も

の
が

７
棟

で
あ

る
。

な
お

、
「
併

設
」

と
は

、
一

棟
の
建

物
の

中
で

、
法

的
に

扱
い

の
異

な
る
部

屋
が

混
在

し
て

い
る

こ
と

を
意
味

す
る

。
 

 
⑷

 
債

権
発

生
の

法
的

根
拠

 
債

権
発

生
の

直
接

の
根

拠
と

な
る

の
は

、
県

と
賃

借
人

と
の

間
に

締
結

さ
れ

た
賃

貸
借

契
約

で
あ

る
。
契

約
の

内
容

は
県

営
住
宅

賃
貸

借
契

約
書
の

各
条

項
に

定
め
る

ほ
か

、
住

宅
条
例

及
び

愛
知

県
県

営
住

宅
管

理
規

則
（

以
下
「

住
宅

規
則

」
と

も
い

う
）
の
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

る
（

県
営

住
宅
賃

貸
借

契
約

書
（

普
通

県
営

住
宅

向
）

第
２
４

条
ほ

か
）
。

 
ま

た
、
関

連
す

る
法

令
と

し
て

、
公

営
住
宅

法
、
同
施

行
令

、
同
施

行
規

則
、
特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

、
同
施

行
令

、
同

施
行

規
則

、
住

宅
条
例

、
住

宅
規

則
等

が
あ
る

。
 

公
営

住
宅

の
使

用
関

係
に

つ
い

て
は

、
公

営
住

宅
法

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

条
例

が
特

別
法

と
し

て

民
法

及
び

借
地

借
家

法
に

優
先

し
て
適

用
さ

れ
る

ほ
か

、
法

及
び

条
例

に
特
別

の
定

め
が

な
い
限

り
、

原
則

と
し

て
一

般
法

で
あ

る
民

法
及

び
借

地
借

家
法

の
適

用
が

あ
る

と
理

解
さ

れ
て

い
る

（
最

判
昭

和
５

９
年

１
２

月
１

３
日

民
集

３
８
巻

１
２

号
１

４
１

１
頁

）
。

 
⑸

 
徴
収

方
法

 
 

 
 

家
賃

、
駐

車
場

使
用
料

及
び
附

帯
設

備
使

用
料
（
以

下
「

各
使

用
料
」
と

い
う
）
の

徴
収

に
つ

い
て

は
、
毎

月
、
賃
借

人
宛

に
各

月
分

の
納
入

通
知

書
が

送
付

さ
れ

、
賃
借

人
が

県
の

指
定

す
る

金
融

機
関

や
各

種
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト

ア
に
持

参
し

て
納

付
す

る
（

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

５
８

条
）
。
納

１
６

６
 

 

期
限

は
、
対

象
と
な

る
月

の
末

日
で
あ

る
（

住
宅

条
例

第
１

１
条
第

３
項

、
第

１
５

条
の

２
第
３

項
、

第
２

７
条
、

第
３

７
条

、
第

４
１

条
第

４
項

）
。

事
前

に
口
座

振
替
の

届
出

を
し

て
い

る
者

に
つ

い
て

は
、

毎
月

末
日

に
口

座
振

替
が

な
さ
れ

る
（

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１
５

５
条

）
。

 
 

 
 

な
お

、
後

述
の

と
お
り

、
県

は
県
営

住
宅

の
管

理
を

愛
知
県

住
宅

供
給

公
社
（

以
下
「
公

社
」
と
い

う
）
に

委
託

し
て
い

る
こ

と
か

ら
、
毎

月
の

各
使

用
料

の
納

入
通
知

書
は

、
公

社
か

ら
入

居
者
に

送
付

さ
れ

る
。

 
３

 
県

営
住

宅
管
理

特
会

駐
車

場
使
用

料
（

私
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

 
 

県
が

県
営

住
宅

の
共

同
施

設
と

し
て
整

備
し

て
い

る
駐

車
場
（
公

営
住

宅
法

第
２

条
第

９
号

、
同
施

行
規

則
第

１
条

第
６

号
）

を
賃

貸
し
た

と
き

に
発

生
す

る
使

用
料

で
あ
る

。
 

 
 

 
駐

車
場

は
、
原

則
と
し

て
、
住

宅
戸

数
分
（
１

戸
１

区
画

）
が
整

備
さ

れ
て

い
る

が
、
敷

地
の

関
係

で
戸

数
分

が
確

保
で

き
な

い
住

宅
も
あ

る
。
ま

た
、
１
戸

の
入

居
者
に

２
区

画
分

の
駐

車
場

を
賃

貸
し

て
い

る
ケ

ー
ス

も
あ

る
。

 
 

⑵
 

法
的

根
拠

 
 

 
 

家
賃

と
同
様

で
あ

る
。

 
 

⑶
 

徴
収

方
法

 
 

 
 

家
賃

と
同
様

で
あ

る
。

 
４

 
県

営
住

宅
管
理

特
会

附
帯

設
備
使

用
料

（
私

債
権

）
 

⑴
 

概
要

 
 

 
共

用
附

帯
設

備
の

使
用

に
要

す
る

費
用

で
あ

り
、

具
体

的
に

は
以

下
の

支
払

い
に

充
て

る
費

用
で

あ
る
（

住
宅

条
例

第
１

５
条

第
４

号
、
第
１

５
条

の
２

第
１

項
、
住

宅
規

則
第
１

４
条

の
２

第
１

項
）。

 
 

 
 

 
ａ

 
汚
水

処
理

施
設

に
係
る

電
気

料
、

清
掃

費
、

消
毒

費
及

び
消
耗

品
費

 
 

 
 

 
ｂ

 
排
水

用
中

継
ポ

ン
プ
に

係
る

電
気

料
 

 
 

 
 

ｃ
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

に
係
る

電
気

料
、

保
守

点
検

費
及

び
消

耗
品
費

 
 

 
 

 
ｄ

 
揚
水

ポ
ン

プ
に

係
る
電

気
料

 
 

 
 

 
ｅ

 
廊
下

灯
、

階
段

灯
及
び

街
路

灯
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の
に

係
る

電
気

料
 

 
 

 
附

帯
設

備
使

用
料

は
、

全
て

の
県

営
住

宅
に

お
い
て

徴
収
さ

れ
て

い
る

も
の

で
は

な
く

、
「
県

が
徴

収
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

」
県

営
住

宅
と

し
て

知
事

が
定

め
る

県
営

住
宅

に
つ

い
て

の
み

徴
収

し
て

い
る

（
住

宅
条

例
第

１
５

条
の

２
第

１
項

、
２

７
条

、
３

７
条

）
。

ま
た

、
そ

の
金

額
は

、

対
象

と
な

る
県

営
住

宅
に

お
け

る
共
用

附
帯

設
備

の
使

用
の

状
況

、
住

戸
数

、
附

帯
設

備
使

用
料

の
徴

収
に

要
す

る
費

用
等

を
勘

案
し

て
、
毎

年
度
、
知
事

が
定

め
る
（

同
条

例
第

１
５

条
の
２

第
２
項

、
２

７
条

、
３

７
条

）
。

 
⑵

 
附
帯

設
備

使
用

料
を

徴
収

す
る

こ
と
と

な
っ

た
経

緯
に

つ
い
て

 
県

が
附

帯
設
備

使
用

料
を

徴
収

す
る
こ

と
と

な
っ

た
経

緯
は

以
下

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

住
宅

条
例

の
第

１
５

条
は

、「
次

の
各

号
に
掲

げ
る

費
用

は
、

入
居

者
が

負
担

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
」

と
し

て
、

第
４

号
に

「
共

用
附
帯

設
備

の
使

用
に

要
す

る
費

用
」
を

定
め

て
い

る
。
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１
６

７
 

 

従
前

、
当
該

費
用

に
つ

い
て

は
、
「
共

益
費

」
と

し
て

、
県

営
住

宅
の

入
居

者
の

自
治

組
織

で
あ
る

自
治

会
又

は
町

内
会

（
以

下
「

自
治
会

等
」

と
い

う
）

が
徴

収
・

運
用
を

行
っ

て
き

た
。

 
し

か
し

な
が
ら

、
入

居
者

の
高

齢
化

、
外

国
人
入

居
者

の
増

加
等

に
よ
り

、
自

治
会

等
に

よ
る

共
益

費
徴

収
が

困
難

と
な

る
例

が
見

ら
れ

、
共

用
附

帯
設

備
の

維
持

管
理

が
継

続
で

き
な

く
な

る
こ

と
が

懸
念

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

 
そ

こ
で

、
自

治
会

等
の

負
担
を

軽
減
す

る
た

め
、
住

宅
条
例

を
改
正

し
て

第
１

５
条

の
２

を
追

加
す

る
と

と
も

に
、
賃

貸
借

契
約
書

に
も

附
帯

設
備
使

用
料

に
関

す
る
規

定
を

追
加

し
、
２

０
２

０
年

４
月

以
降

は
、
自

治
会

等
が

県
に

よ
る

徴
収

を
希

望
す

る
普

通
県

営
住

宅
に

つ
い
て

は
、
「
附

帯
設

備
使

用

料
」

と
い

う
名

目
で

県
が

徴
収

で
き
る

よ
う

に
し

た
。

 
 

⑶
 

徴
収

の
対
象

者
 

 
 

 
住

宅
条

例
第

１
５

条
の

２
の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

が
定
め

た
県

営
住

宅
の

入
居

者
に

つ
い
て

は
、

賃
貸

借
契

約
を

締
結

し
た

時
期

に
か
か

わ
ら

ず
、

県
が

附
帯

設
備

使
用
料

を
徴

収
し

て
い

る
。

 
 

 
 

住
宅

条
例

第
１

５
条

の
２

の
規

定
が

施
行

さ
れ

る
前

に
賃

貸
借

契
約

を
締

結
し

た
入

居
者

に
つ

い

て
も

、
別

途
、

附
帯

設
備

使
用

料
に
関

す
る

契
約

書
等

は
取

り
交

わ
し
て

い
な

い
。

 
 

⑷
 

法
的

根
拠

 
 

 
 

家
賃

と
同
様

で
あ

る
。

 
 

⑸
 

徴
収

方
法

 
 

 
 

家
賃

と
同
様

で
あ

る
。

 
５

 
延

滞
金

に
つ
い

て
 

住
宅

条
例

で
は

、
各

使
用

料
を

納
期

限
ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た
者

か
ら

は
、
年
１

４
．
５

％
の

割
合

で
延

滞
金

を
徴

収
す

る
旨

定
め

ら
れ

て
い
る
（
第

１
３

条
、
第
１

５
条

の
２

第
３

項
、
第

２
７

条
、
第

３

７
条

、
第

４
３
条

）
が
、
ヒ
ア

リ
ン
グ

に
よ

れ
ば
、
法

的
措

置
を
と

っ
た

案
件

を
除

き
、
延

滞
金
（

遅
延

損
害

金
）

は
徴

収
し

て
い

な
い

と
の

こ
と
で

あ
っ

た
。

 

 
愛

知
県
県

営
住

宅
条

例
 

（
延

滞
金

）
 

第
１

３
条

 
家

賃
を

納
期

限
ま

で
に
納

付
し

な
か

つ
た
者

か
ら

は
、
納

付
す

べ
き
金

額
（
千

円
未

満
の
端

数
金

額
及
び

千
円

未
満

の
金
額

は
、
切

り
捨
て

る
。
）
に

、
当

該
期

限
の

翌
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の
期
間

の
日

数
に

応
じ

、
年

十
四

・
五

パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合

を
乗

じ
て

計
算

し
た

金
額

に
相

当
す

る
延

滞
金

を
徴

収
す

る
。
た

だ
し

、
延

滞
金

に
百

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と
き

、
又

は
延

滞
金

が
百

円
未

満
で

あ
る

と
き
は

、
そ

の
端
数

金
額

又
は

そ
の
全

額
を

切
り

捨
て

る
。

 
（

附
帯
設

備
使

用
料

）
 

第
１

５
条

の
２

 
前

条
第

四
号

に
掲

げ
る

費
用

の
一

部
を

県
が

徴
収

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
普

通

県
営
住

宅
と

し
て

知
事
が

定
め

る
普

通
県

営
住
宅

の
入

居
者

か
ら

は
、
入
居

指
定

日
（

入
居

指
定

日
が

こ
の

項
の
規

定
に

よ
り

知
事
が

定
め

る
普

通
県

営
住
宅

と
な

つ
た

日
前

で
あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、
同

日
）
か
ら

当
該
普

通
県

営
住

宅
を
明

け
渡

し
た

日
ま

で
の
期

間
に

つ
い

て
、
毎

月
、
同
号

に
掲

げ
る

費
用

の
う
ち

規
則

で
定
め

る
費

用
に

相
当
す

る
も

の
と

し
て

附
帯
設

備
使

用
料

を
徴

収
す
る

も
の

と
す

る
。

（
略

）
 

３
 

（
略

）
第

十
三

条
の

規
定

は
、
第

一
項

の
附

帯
設
備

使
用

料
に

つ
い

て
準
用

す
る

。
（

略
）

 
（

準
用
）

 
第

２
７
条

 
（

略
）

第
十

三
条

（
略
）

の
規

定
は

、
特
別

県
営

住
宅

に
つ

い
て
準

用
す

る
。

（
略

）
 

（
準

用
）

 

１
６

８
 

 第
３

７
条

 
第

十
三

条
第

一
項
（

略
）
の

規
定

は
、
社

会
福
祉

法
人

等
に

よ
る
普

通
県

営
住

宅
の

使
用
に

つ
い

て
準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
第

十
三

条
第

一
項

中
「

家
賃

」
と
あ

る
の

は
「

使
用

料
」
（

略
）
と

読
み
替

え
る

も
の

と
す
る

。
 

（
準

用
）

 
第

４
３
条

 
（
略

）
第

十
三

条
の

規
定

は
、
駐

車
場

の
使
用

料
（

次
項
に

規
定

す
る

も
の
を

除
く

。
）
に
つ

い

て
準
用

す
る

。
 

２
 

第
十

三
条

第
一

項
の

規
定

は
、

社
会

福
祉

法
人

等
か

ら
徴

収
す

る
駐

車
場

の
使

用
料

に
つ

い
て

準
用

す

る
。

 
 ６

 
取

組
 

⑴
 

概
要

 

 
ア

 
県

営
住

宅
管

理
事

業
の

位
置

づ
け
及

び
実

施
主

体
 

県
に

お
い

て
は
、
県

営
住
宅

管
理

事
業

に
つ

い
て

特
別

会
計

を
設
置

し
て

お
り
（

県
営
住

宅
管
理

事
業

特
別

会
計

条
例

第
１

条
）
、
県

営
住

宅
の

管
理

事
業

は
建

築
局
公

共
建

築
部

公
営

住
宅

課
県
営

住
宅

管
理

室
が

行
っ

て
い

る
。

 

イ
 

愛
知

県
住

宅
供

給
公

社
へ

の
管
理

の
委

託
 

県
は
、
県
営

住
宅

の
管

理
を

公
社

に
委

託
し

て
お

り
、
普

通
県

営
住

宅
の

委
託

内
容

等
を

定
め
た

「
普

通
県

営
住

宅
の

管
理

に
関

す
る
基

本
協

定
」
を

５
年

ご
と

に
締

結
し

、
各

年
度
の

委
託

料
等

を

定
め

た
「

普
通

県
営

住
宅

の
管

理
に

関
す
る

年
度

別
協

定
」
、
特

別
県

営
住

宅
及

び
準

公
営

住
宅
の

管
理

を
委

託
す

る
「

特
別

県
営

住
宅

等
の
管

理
に

関
す

る
業

務
委
託

契
約

」
、
県

営
住

宅
の

家
賃
等

の
現

金
収

納
に

関
す

る
業

務
を

委
託
す

る
「
普

通
県

営
住
宅

に
係
る

家
賃

等
収

納
業

務
委

託
契

約
」

及
び

「
特

別
県

営
住

宅
等

に
係

る
家
賃

等
収

納
業

務
委

託
契

約
」

を
毎
年

締
結

し
て

い
る

。
 

な
お

、
県

に
お

い
て

は
、
２

０
１

２
年

度
よ
り

、
公

営
住

宅
法

第
４

７
条
に

基
づ

く
管

理
代

行
制

度
を

導
入

し
て

お
り

、
基

本
協

定
に
定

め
る

委
託

内
容

の
う

ち
、
管
理

代
行

の
対

象
と

な
る

公
営

住

宅
法

第
３

章
の

規
定

に
よ

る
管

理
（

家
賃
の

決
定

並
び

に
家

賃
、
敷

金
そ

の
他

金
銭

の
請

求
、
徴
収

及
び

減
免

に
関

す
る

こ
と

を
除

く
）
に
つ

い
て

は
管

理
代

行
に

よ
る

委
託

を
行

い
、
基

本
協

定
に

定

め
る

業
務

の
う

ち
管

理
代

行
の

対
象

と
な

ら
な

い
業

務
並

び
に

準
公

営
住

宅
及

び
特

別
県

営
住

宅

の
管

理
に

関
す

る
業

務
に

つ
い

て
は
、

業
務

委
託

契
約

に
よ

り
委

託
を
し

て
い

る
。

 

 
 

ウ
 

債
権

管
理

の
概

要
 

県
営

住
宅

管
理

事
業

に
お

い
て

発
生

す
る

各
種

債
権

の
管

理
回

収
に

つ
い

て
は

、
県

営
住

宅
管

理
室

が
行

っ
て

い
る

ほ
か
、

イ
の

管
理

の
委

託
と

と
も

に
事

務
の
一

部
を

公
社

に
委

託
し

て
い

る
。

委
託

に
あ

た
っ

て
は

、
具

体
的

な
管
理

方
法

を
定

め
た

内
部

規
定

と
し
て

、
県

営
住

宅
管

理
室

が
作

成
し

た
「
県

営
住
宅

家
賃

等
の

督
促

等
事
務

処
理

要
領

」
、
「

県
営
住

宅
家

賃
長

期
悪

質
未

納
者
選

定
基

準
（
法

的
措

置
基

準
）
」
や

、
公

社
が

作
成

し
、
県
も

内
容
を

確
認

し
て

い
る

、
「

県
営

住
宅

家
賃

等
の

納
付

指
導

等
事

務
処

理
要
領

」
（

以
下
「

公
社

要
領
」
と

い
う
）
、
「

県
営

住
宅

家
賃
等

の
納

付
指

導
等

事
務

処
理

に
つ

い
て
」

が
存

在
す

る
。

 

ま
た

、
明

渡
請

求
訴

訟
の

一
部

及
び

退
去

後
の

滞
納

者
の

一
部

に
対

す
る

回
収

業
務

を
弁

護
士

に
委

託
し

て
い

る
。
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９
 

 県
営

住
宅

管
理

事
業

特
別

会
計

条
例

 
（

設
置
）

 
第

１
条
 

地
方

自
治

法
（

昭
和

二
十
二

年
法

律
第

六
十
七

号
）
第
二

百
九

条
第
二

項
の

規
定

に
よ

り
、
県

営
住

宅
管
理

事
業

の
円

滑
な
運

営
と

そ
の

経
理

の
適
正

を
図

る
た

め
、

特
別
会

計
を

設
置

す
る

。
 

 公
営

住
宅

法
 

（
管

理
の

特
例

）
 

第
４

７
条

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
地

方
公

共
団

体
又

は
地

方
住

宅
供

給
公

社
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
公

営

住
宅

又
は

共
同

施
設

に
つ

い
て

、
一

団
の

住
宅

施
設

と
し

て
適

切
か

つ
効

率
的

な
管

理
を

図
る

た
め

当
該

地
方

公
共

団
体

又
は

地
方

住
宅

供
給

公
社

が
管

理
す

る
住

宅
そ

の
他

の
施

設
と

一
体

と
し

て
管

理
す

る
場

合
そ

の
他

当
該

公
営

住
宅

又
は

共
同

施
設

を
管

理
す

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

公
営

住
宅

又
は

共
同

施
設

を
管

理
す

る
事

業
主

体
の

同
意

を
得

て
、

そ
の

事
業

主
体

に
代

わ
つ

て
当

該
公
営

住
宅

又
は

共
同
施

設
の

第
三

章
の

規
定
に

よ
る

管
理
（

家
賃

の
決

定
並
び

に
家

賃
、
敷

金
そ

の
他

の

金
銭
の

請
求

、
徴

収
及

び
減

免
に

関
す
る

こ
と

を
除

く
。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
を

行
う
こ

と
が

で
き
る

。
 

（
略

）
 

三
 

都
道

府
県

が
設

立
し

た
地

方
住

宅
供

給
公

社
 

当
該

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

都
道

府
県

又
は

市

町
村
が

管
理

す
る

公
営
住

宅
又

は
共

同
施

設
 

（
略

）
 

 愛
知

県
県

営
住

宅
条

例
 

（
管

理
の

特
例

）
 

第
４

５
条

 
知

事
は

、
愛

知
県

住
宅

供
給

公
社

に
法

第
四

十
七

条
第
一

項
の

規
定

に
よ
り

普
通

県
営

住
宅
（

公

営
住
宅

に
準

じ
て

管
理
を

行
う

県
営

住
宅

を
除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お
い

て
同

じ
。
）
又

は
共

同
施
設

の
法

第
三
章

の
規

定
に

よ
る
管

理
（

家
賃

の
決

定
並
び

に
家

賃
、
敷

金
そ

の
他

の
金

銭
の

請
求

、
徴

収
及
び

減
免

に
関
す

る
こ

と
を

除
く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

を
行

わ
せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 

⑵
 

債
権

管
理

回
収

の
流

れ
 

債
権

の
発

生
か

ら
収

納
も

し
く

は
不
納

欠
損

処
分

ま
で

の
流

れ
は

以
下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

ア
 

債
権

の
発

生
 

県
と

入
居

者
（
利

用
者

）
と
の

間
の
賃

貸
借

契
約

に
基

づ
き

、
住

宅
使

用
料
（

家
賃

）
、
駐

車
場

使
用

料
及

び
附

帯
設

備
使

用
料

債
権
が

発
生

す
る

。
各

使
用

料
の
支

払
期

限
は

、
原

則
と

し
て
、
当

月
分

に
つ

き
、
毎

月
末

日
で

あ
る
（
県

営
住

宅
賃

貸
借

契
約
（

普
通

県
営

住
宅

）
第

６
条
第

３
項

等
）
。 

 
 

イ
 

調
定

・
納

入
通

知
 

当
月

分
の

各
使

用
料

に
つ

い
て

、
県

が
調

定
を

行
い

、
公

社
が

納
入

通
知
書

を
作

成
し

て
各

入
居

者
宛

に
発

送
す

る
。
各

使
用
料

の
支
払

い
の

有
無

に
つ

い
て

は
、
県
と

公
社

の
双

方
の

パ
ソ

コ
ン

か

ら
閲

覧
可

能
な

専
用

の
管

理
シ

ス
テ
ム

を
用

い
て

把
握

し
て

い
る

。
 

こ
の

段
階

で
、
納

期
限

ま
で

に
各

使
用

料
の

支
払

い
が

確
認

で
き
な

か
っ

た
者

に
つ

い
て

は
、
次

の
ウ

以
降

の
手

続
へ

進
む

。
 

 
 

ウ
 

督
促
 

納
期

限
到

来
後
、
各

使
用
料

の
支

払
い

が
確

認
で

き
な

い
者

に
つ
い

て
、
公

社
が

専
用
の

管
理
シ

ス
テ

ム
で

自
動

抽
出

し
て

、
督

促
状

を
作
成

す
る

。
公

社
は

、
督
促

状
発

送
日

ま
で

に
入

金
確

認
の

で
き

た
分

を
除

外
し

た
上

で
、

滞
納
者

宛
に

督
促

状
を

発
送

す
る

。
 

１
７

０
 

 

な
お
、
納

期
限

後
督

促
ま

で
の

期
日
に

つ
い

て
、
公
社

要
領

第
５

条
に
は

、
「
督

促
状
の

発
行
年

月
日

を
、

原
則

と
し

て
納

付
期

限
後

２
０

日
を

経
過

し
た

日
の

翌
日

と
」

す
る

旨
の

記
載

が
あ

る

が
、

実
際
の

運
用

で
は

、
督

促
状

の
発

送
は

、
納
期

限
後

、
概
ね

１
月

半
ほ

ど
後

と
な
っ

て
い
る

。

こ
れ

は
、
２

０
２
０

年
度

か
ら

、
コ
ン

ビ
ニ

で
の

納
付

が
開

始
し

た
と
こ

ろ
、
コ
ン

ビ
ニ

で
の

納
付

が
な

さ
れ

た
場

合
に

は
、
入
金

確
認
に

概
ね

２
５

日
程

度
か

か
る

こ
と
か

ら
、
納

期
限

後
２

０
日

以

内
に

全
て

の
入

金
確

認
を

行
う

こ
と
が

で
き

な
い

こ
と

等
を

理
由

と
す
る

。
 

 県
営

住
宅

家
賃

等
の

納
付

指
導

等
事

務
処

理
要

領
 

（
督

促
状

の
作

成
）

 

第
５

条
 

賃
貸

住
宅

課
は

、
家

賃
等

に
つ

き
「

督
促

等
事

務
処

理
要

領
」
第

３
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
督

促

状
を

作
成

す
る

。
こ

の
場

合
、
督

促
状

の
発

行
年

月
日

を
、
原

則
と

し
て

納
付

期
限

後
２

０
日

を
経

過
し

た
日

の
翌

日
と

し
、
指

定
納

付
期

限
は

発
行

か
ら

１
０

日
以

内
の

日
と

す
る

よ
う

県
営

住
宅

管
理

室
に

電

算
処

理
を

依
頼

す
る

。
 

  
 

エ
 

納
付

指
導

 

納
期

限
後

支
払

い
の

な
い

者
に

対
し

て
は

、
公

社
の

職
員

が
、

電
話

等
で

納
付

催
告

を
行

う
。
 

督
促

状
を

送
付

し
て

も
、
な

お
、
支

払
い

が
な

い
場

合
に

は
、
公

社
の

職
員

が
、
電

話
、
呼

出
、

文
書

等
に

よ
り

納
付

指
導

を
す

る
。

 

納
付

催
告

な
い

し
納

付
指

導
の

内
容

に
つ

い
て

は
、
公

社
要

領
及

び
「

県
営

住
宅

家
賃

等
の

納

付
指

導
等

事
務

処
理

に
つ

い
て

」
に

基
づ

い
て

、
公

社
の

裁
量

の
下

で
行

わ
れ

、
個

別
に

協
議

を

要
す

る
案

件
に

つ
い

て
は

、
後

述
の

県
と

公
社

と
の

間
で

年
に

３
回

実
施

さ
れ

る
法

的
措

置
者

の

選
定

に
か

か
る

協
議

の
際

に
併

せ
て

協
議

が
な

さ
れ

る
。

 

 

県
営

住
宅

家
賃

等
の

督
促

等
事

務
処

理
要

領
 

（
滞

納
者

一
覧

表
の

作
成

）
 

第
２

条
 

愛
知

県
住

宅
供

給
公

社
（

以
下
「

公
社

」
と

い
う

。
）
は

、
滞

納
者

を
明

確
に

す
る

た
め

県
営

住

宅
滞

納
者

一
覧

表
･
･
･
を

家
賃

等
の

使
用

料
ご

と
に

作
成

す
る

。
 

（
納

付
指

導
）

 

第
５

条
 

公
社

、
公

社
の

住
宅

管
理

事
務

所
（

以
下
「

住
宅

管
理

事
務

所
」
と

い
う

。
）
及

び
公

社
の

住
宅

業
務

所
（

以
下
「

住
宅

業
務

所
」
と

い
う

。
）
は

、
第

２
条

の
県

営
住

宅
滞

納
者

一
覧

表
に

基
づ

き
、
直

ち
に

電
話

、
呼

出
、

文
書

等
に

よ
り

納
付

指
導

を
す

る
。

 

 県
営

住
宅

家
賃

等
の

納
付

指
導

等
事

務
処

理
要

領
 

（
滞

納
者

に
対

す
る

納
付

指
導

）
 

第
８

条
 

賃
貸

住
宅

課
等

は
、
納

付
期

限
の

翌
月

か
ら

滞
納

者
一

覧
表

に
基

づ
き

直
ち

に
電

話
等

で
納

付
催

告
を

行
う

。
 

こ
の

場
合

、
納

付
期

限
内

の
納

付
及

び
口

座
振

替
制

度
の

勧
奨

を
併

せ
て

行
う

よ
う

に
努

め
る

。
 

（
督

促
状

の
指

定
納

付
期

限
を

経
過

し
た

滞
納

者
の

納
付

指
導

）
 

第
９

条
 

賃
貸

住
宅

課
等

は
、
「

督
促

等
事

務
処

理
要

領
」
第

５
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
督

促
状

の
指

定
納

付
期

限
を

経
過

し
て

も
家

賃
及

び
附

帯
設

備
使

用
料

を
納

付
し

な
い

者
に

対
し

て
は

、
滞

納
整

理
票

に
基

づ
き

文
書

･
･
･
、
電

話
、
訪

問
、
呼

び
出

し
･
･
･
等

に
よ

り
納

付
指

導
を

行
う

。
こ

の
納

付
指

導
に

当
た

っ

て
は

特
に

次
の

各
号

に
掲

げ
る

こ
と

に
留

意
す

る
。

 

（
以

下
略

）
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１
７

１
 

   
 

オ
 

連
帯

保
証

人
等

へ
の

通
知

 

納
付

指
導

を
し

て
も

納
付

の
確

約
を

得
ら

れ
な

い
家

賃
滞

納
者

に
つ

い
て

は
、
滞

納
月

数
が

４

か
月

以
上

に
な

っ
た

段
階

で
、

連
帯

保
証

人
や

緊
急

連
絡

先
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
者

に
対

し
、
公

社
か

ら
、
電

話
や

文
書

に
よ

っ
て

、
家

賃
滞

納
者

へ
納

付
履

行
を

促
す

こ
と

の
協

力
を

依

頼
す

る
（

県
営

住
宅

等
の

督
促

等
事

務
処

理
要

領
第

７
条
・
県

営
住

宅
家

賃
等

の
納

付
指

導
等

事

務
処

理
に

つ
い

て
４

（
１

）
）

。
 

県
営

住
宅

等
の

督
促

等
事

務
処

理
要

領
第

８
条

に
は

、
「

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
納

付
履

行
の

協
力

依
頼

を
し

て
も

家
賃

納
付

の
な

い
場

合
で

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
」
、
一

定
の

手
続

を

踏
ん

だ
上

で
「

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
保

証
債

務
履

行
請

求
通

知
書

を
送

付
す

る
」
旨

定
め

ら
れ

て
い

る
。
し

か
し

な
が

ら
、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

る
と

、
連

帯
保

証
人

に
対

す
る

保
証

債
務

の
履

行

請
求

は
、
後

述
（

後
記

ク
）
の

不
納

欠
損

処
分

前
に

す
る

ほ
か

に
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
公

社
の

職

員
が

連
帯

保
証

人
と

電
話

で
話

を
す

る
際

に
、
連

帯
保

証
人

が
自

主
的

に
支

払
い

を
申

し
出

た
場

合
に

は
、

納
付

書
を

渡
し

て
納

付
し

て
も

ら
う

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 

県
営

住
宅

等
の

督
促

等
事

務
処

理
要

領
 

（
連

帯
保

証
人

又
は

緊
急

連
絡

先
へ

の
納

付
協

力
依

頼
）

 

第
７

条
 

公
社

及
び

住
宅

管
理

事
務

所
は

、
納

付
指

導
を

し
て

も
納

付
の

確
約

を
得

ら
れ

な
い

家
賃

滞
納

者

に
つ

い
て

は
、
連

帯
保

証
人

又
は

緊
急

連
絡

先
に

対
し

、
必

要
に

よ
り

文
書

等
で

家
賃

滞
納

者
へ

納
付

履

行
を

促
す

こ
と

の
協

力
を

依
頼

す
る

。
 

（
連

帯
保

証
人

へ
の

保
証

債
務

履
行

請
求

）
 

第
８

条
 

公
社

及
び

住
宅

管
理

事
務

所
は

、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

納
付

履
行

の
協

力
依

頼
を

し
て

も
家

賃

納
付

の
な

い
場

合
で

、
必

要
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
該

当
者

名
簿
（

略
）
及

び
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
通

知
（

略
）
を

作
成

し
、
公

社
は

住
宅

管
理

事
務

所
分

を
と

り
ま

と
め

の
上

県
営

住
宅

管
理

室
に

送
付

す
る

。
 

２
 

県
営

住
宅

管
理

室
は

、
公

社
か

ら
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
該

当
者

名
簿

の
送

付
を

受
け

た
と

き
は

、

連
帯

保
証

債
務

の
履

行
請

求
決

定
を

し
、
公

社
を

経
由

し
て

当
該

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
保

証
債

務
履

行

請
求

通
知

書
を

送
付

す
る

。
 

 県
営

住
宅

家
賃

等
の

納
付

指
導

等
事

務
処

理
に

つ
い

て
 

４
．

長
期

滞
納

者
（

６
ヶ

月
以

上
）

の
納

付
指

導
方

法
 

納
付

指
導

は
、
基

本
納

付
指

導
方

法
を

原
則

実
施

す
る

こ
と

と
す

る
が

、
滞

納
者

の
事

情
に

よ
り

指
導

方
法

が
異

な
る

こ
と

も
あ

る
の

で
、
次

に
掲

げ
る

項
目

ご
と

に
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
し

か
し

、
長

期

滞
納

者
に

は
強

い
納

付
指

導
を

行
う

こ
と

が
大

原
則

で
あ

る
が

、
納

付
意

志
の

な
い

者
に

対
し

て
は

法
的

措
置

を
視

野
に

入
れ

た
納

付
指

導
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

（
略

）
 

（
１

）
滞

納
月

数
が

４
ヶ

月
以

上
に

な
っ

た
者

に
対

し
、
連

帯
保

証
人

に
電

話
や

文
書

で
協

力
依

頼
を

事
前

に
行

っ
て

お
く

。
（

以
下

略
）

 

  
 

カ
 

法
的

措
置

に
つ

い
て

 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
県

で
は

、
明

渡
し

を
求

め
る

と
き

に
限

り
、
法

的
措

置
（

訴
訟

等
）
を

採
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。
そ

の
具

体
的

な
流

れ
は

以
下

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

納
付

指
導

が
な

さ
れ

た
に

も
関

わ
ら

ず
、
納

付
の

誠
意

を
示

さ
ず

、
か

つ
、
家

賃
の

滞
納

月
数

１
７

２
 

 

が
６

か
月

以
上

の
者

の
中

か
ら

、
県

営
住

宅
管

理
室

と
公

社
及

び
住

宅
管

理
事

務
所

と
の

協
議

を

経
て

、
法

的
措

置
を

と
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

を
決

定
す

る
。
そ

の
後

、
書

面
到

達
後

１
月

以
内

に
全

額
の

支
払

い
が

な
か

っ
た

場
合

に
は

賃
貸

借
契

約
を

解
除

す
る

旨
の

記
載

の
あ

る
停

止
条

件
付

契
約

解
除

通
知

を
対

象
者

に
送

付
し

、
そ

れ
で

も
納

付
が

な
か

っ
た

者
に

対
し

て
、
県

営
住

宅
管

理
室

が
明

渡
請

求
訴

訟
を

提
起

す
る
（

県
営

住
宅

家
賃

等
の

督
促

等
事

務
処

理

要
領

第
１

０
条

、
県

営
住

宅
家

賃
等

の
納

付
指

導
等

事
務

処
理

要
領

１
４

条
）

。
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
県

営
住

宅
管

理
室

と
公

社
及

び
住

宅
管

理
事

務
所

と
の

協
議

は
、
年

に
３

回
（

６
月

、
１

０
月

、
２

月
）
実

施
さ

れ
て

お
り

、
協

議
の

中
で

は
、
法

的
措

置
の

対
象

者

の
検

討
だ

け
で

は
な

く
、
必

要
に

応
じ

て
そ

れ
以

外
の

個
別

案
件

に
つ

い
て

の
協

議
も

行
わ

れ
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

な
お

、
法

的
措

置
の

対
象

者
と

す
る

か
否

か
の

よ
り

具
体

的
な

基
準

は
、
「

県
営

住
宅

家
賃

長

期
悪

質
未

納
者

選
定

基
準
（

法
的

措
置

基
準

）
（

昭
和

５
４

年
９

月
１

１
日

決
裁

）
」
に

定
め

て

お
り

、
ま

た
、
そ

の
際

の
公

社
に

お
け

る
具

体
的

な
手

続
は
「

県
営

住
宅

家
賃

等
の

納
付

指
導

等

事
務

処
理

要
領

」
第

１
４

条
に

定
め

ら
れ

て
い

る
が

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

る
と

、
同

条
（

２
）
に

定
め

る
催

告
書

の
送

付
は

、
実

際
に

は
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
県

営
住

宅
管

理
室

は
、
そ

の
こ

と
を

把
握

し
て

い
な

か
っ

た
。

 

明
渡

請
求

訴
訟

は
、
原

則
と

し
て

、
県

営
住

宅
管

理
室

の
職

員
が

県
の

指
定

代
理

人
と

な
っ

て

遂
行

す
る

が
、
個

別
の

内
容

に
よ

り
、
県

の
職

員
に

よ
る

対
応

が
困

難
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
、

後
述

の
と

お
り

弁
護

士
に

依
頼

を
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

 
 

キ
 

退
去

後
の

滞
納

者
に

対
す
る

請
求

 

家
賃

の
未

払
い

が
あ

る
状

態
で

退
去

し
、
退

去
後

も
支

払
い

の
な

い
債

権
に

つ
い

て
は

、
後

述

の
と

お
り

弁
護

士
に

回
収

を
委

託
し

て
い

る
。

 

な
お

、
自

主
退

去
の

場
合

を
含

め
、
退

去
後

の
、
障

子
、
ふ

す
ま

の
貼

替
え

や
畳

の
表

替
え

等

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

は
、
住

宅
条

例
及

び
賃

貸
借

契
約

に
よ

り
入

居
者

の
負

担
と

な
っ

て
い

る
。

 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
こ

の
費

用
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

に
は

退
去

の
点

検
時

に
入

居
者

に

１
５

な
い

し
２

０
万

円
程

度
の

現
金

を
持

参
し

て
も

ら
い

、
修

繕
を

行
う

業
者

と
直

接
契

約
を

し

て
も

ら
っ

て
、

費
用

を
直

接
支

払
っ

て
も

ら
う

と
い

う
方

法
を

採
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
 

ま
た

、
正

式
な

退
去

手
続

を
行

わ
な

い
ま

ま
帰

国
し

た
外

国
人

な
ど

、
入

居
者

に
連

絡
が

つ
か

ず
、
入

居
者

へ
の

請
求

が
困

難
な

場
合

に
は

、
新

た
な

入
居

者
の

募
集

を
行

う
た

め
や

む
を

得
ず

県
の

予
算

で
修

繕
を

行
う

こ
と

が
あ

る
が

、
そ

の
費

用
に

つ
い

て
は

入
居

者
へ

請
求

し
て

い
な

い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 

愛
知

県
県

営
住

宅
条

例
 

（
入

居
者

の
費

用
負

担
義

務
）

 

第
１

５
条

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
費

用
は

、
入

居
者

が
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 

障
子

、
ふ

す
ま

の
貼

替
え

、
ガ

ラ
ス

の
は

め
替

え
、
畳

、
建

具
そ

の
他

附
属

器
具

の
修

繕
に

要
す

る
費
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１
７

３
 

 用
（

以
下

略
）

 

 県
営

住
宅

賃
貸

借
契

約
書

（
普

通
県

営
住

宅
向

）
 

（
入

居
者

の
費

用
負

担
義

務
）

 

第
１

５
条

 
別

表
に

掲
げ

る
費

用
は

、
乙

が
負

担
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

別
表

（
第

１
５

条
関

係
）

 

区
分

 
費

用
 

修
繕

等
に

要
す

る
費

用
 

１
 

障
子

及
び

ふ
す

ま
の

張
替

え
に

要
す

る
費

用
 

２
 

ガ
ラ

ス
の

は
め

替
え

に
要

す
る

費
用

 

３
 

畳
の

表
替

え
に

要
す

る
費

用
（

以
下

略
）

 
 

  
 

ク
 

不
納

欠
損

処
分

 

消
滅

時
効

期
間

を
経

過
し

て
い

る
債

権
に

つ
い

て
は

、
不

納
欠

損
処

分
手

続
す

る
。

 

具
体

的
に

は
、
ま

ず
、
退

去
者

の
う

ち
、
退

去
日

よ
り

５
年

を
経

過
し

て
い

る
者

や
法

的
措

置

を
と

っ
た

者
に

つ
い

て
は

判
決

確
定

等
を

し
た

日
の

翌
日

か
ら

１
０

年
を

経
過

し
た

者
を

リ
ス

ト
ア

ッ
プ

す
る

。
次

に
、
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
し

た
対

象
者

の
中

か
ら

、
最

後
の

入
金

か
ら

５
年

も
し

く
は

１
０

年
を

経
過

し
た

者
に

つ
い

て
、

改
め

て
本

人
及

び
連

帯
保

証
人

の
居

所
調

査
を

行
う

。
 

居
所

調
査

の
結

果
、
居

所
が

判
明

し
た

場
合

に
は

、
後

述
（

後
記

８
）
の

債
権

回
収

を
委

託
し

て
い

る
弁

護
士

に
催

告
を

委
託

し
、

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
も

保
証

債
務

の
履

行
請

求
を

行
う

。

居
所

が
判

明
し

な
い

者
や

死
亡

が
確

認
で

き
た

者
に

つ
い

て
は

、
念

の
た

め
、
最

近
の

入
金

が
な

い
か

再
度

確
認

し
、

入
金

が
確

認
で

き
な

い
者

に
つ

い
て

不
納

欠
損

処
分

の
対

象
者

と
す

る
。

 

２
０

１
６

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
不

納
欠

損
処

分
の

人
数

及
び

金
額

は
【

図
表

６
－

２
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 【
図

表
６

－
２

】
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

金
額

単
位
：
千

円
）
 

処
分

年
度

人
数

金
額

人
数

金
額

人
数

金
額

人
数

金
額

人
数
金

額
人

数
金

額
人

数
金

額

2
0
1
6
1
5
2
2
1
,
1
3
5

6
0
2
2
,
3
0
2
2
1
2
4
3
,
4
3
7
1
0
6
1
,
1
8
5

4
9
3
1
1
0
1
,
2
7
7
3
2
2
4
4
,
7
1
5

2
0
1
7
1
7
5
2
2
,
6
4
0

8
3
2
8
,
3
0
1
2
5
8
5
0
,
9
4
1
1
5
3
1
,
7
5
5

5
1
8
0
1
5
8
1
,
9
3
5
4
1
6
5
2
,
8
7
7

2
0
1
8

8
1
1
1
,
7
5
5

1
6

6
,
6
7
8

9
7
1
8
,
4
3
3

4
4

5
9
2

2
9
9

4
6

6
9
1
1
4
3
1
9
,
1
2
4

2
0
1
9

6
8

8
,
1
3
2

4
2
1
6
,
1
1
7
1
1
0
2
4
,
2
4
9

4
2

7
6
7

0
0

4
2

7
6
7
1
5
2
2
5
,
0
1
6

2
0
2
0

6
4
1
0
,
5
2
3

6
2
2
1
,
8
2
1
1
2
6
3
2
,
3
4
4

4
6

6
9
8
1
0

3
6
7

5
6
1
,
0
6
6
1
8
2
3
3
,
4
1
0

2
0
2
1

2
7

3
,
5
1
3

1
1

4
,
0
9
3

3
8

7
,
6
0
5

3
1

2
9
1

0
0

3
1

2
9
1

6
9

7
,
8
9
7

合
計

家
賃

（
一
般
）

家
賃

（
法
的
）

家
賃

計

駐
車
場

（
一
般
）

駐
車
場

（
法
的
）

駐
車
場

計

 

１
７

４
 

 【
図

表
６

－
３

】
不

納
欠

損
処

分
年

度
別

一
覧

表
（

過
去

）
 

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

1
9
8
8

2
5

2
,
1
2
4
,
3
5
5

2
5

2
,
1
2
4
,
3
5
5

1
9
8
9

7
7

8
,
4
9
3
,
1
8
2

7
7

8
,
4
9
3
,
1
8
2

1
9
9
0

6
9

6
,
9
0
5
,
0
3
7

6
9

6
,
9
0
5
,
0
3
7

1
9
9
1

9
9

1
8
,
9
9
6
,
3
0
8

9
9

1
8
,
9
9
6
,
3
0
8

1
9
9
2

8
6

1
6
,
4
7
5
,
7
7
1

8
6

1
6
,
4
7
5
,
7
7
1

1
9
9
3

9
1

1
4
,
9
4
0
,
9
8
0

9
1

1
4
,
9
4
0
,
9
8
0

1
9
9
4

7
8

1
2
,
8
9
4
,
5
0
0

7
8

1
2
,
8
9
4
,
5
0
0

1
9
9
5

1
1
0

1
6
,
8
7
2
,
6
9
1

1
1
0

1
6
,
8
7
2
,
6
9
1

1
9
9
6

1
2
8

2
4
,
3
8
9
,
0
5
4

1
2
8

2
4
,
3
8
9
,
0
5
4

1
9
9
7

1
2
1

2
3
,
2
1
2
,
1
7
9

1
2
1

2
3
,
2
1
2
,
1
7
9

1
9
9
8

1
0
6

2
1
,
6
1
5
,
4
3
8

1
0
6

2
1
,
6
1
5
,
4
3
8

1
9
9
9

1
1
6

1
7
,
8
5
2
,
1
5
0

1
1
6

1
7
,
8
5
2
,
1
5
0

2
0
0
0

1
3
0

2
0
,
5
6
6
,
1
1
5

1
3
0

2
0
,
5
6
6
,
1
1
5

2
0
0
1

9
9

1
6
,
2
4
9
,
0
0
5

9
9

1
6
,2

4
9
,
0
0
5

2
0
0
2

1
1
4

2
0
,
5
0
3
,
8
0
0

1
1
4

2
0
,
5
0
3
,
8
0
0

2
0
0
3

1
5
5

2
6
,
9
2
7
,
9
9
4

1
5
5

2
6
,
9
2
7
,
9
9
4

2
0
0
4

1
2
7

2
6
,
2
2
1
,
8
7
1

1
2
7

2
6
,
2
2
1
,
8
7
1

2
0
0
5

1
4
3

2
3
,
0
3
0
,
0
7
4

1
4
3

2
3
,
0
3
0
,
0
7
4

2
0
0
6

1
6
8

3
1
,
9
8
3
,
8
8
5

1
6
8

3
1
,
9
8
3
,
8
8
5

2
0
0
7

1
7
5

3
2
,
0
0
9
,
1
6
5

2
3
4
,
2
3
0

1
7
7

3
2
,
0
4
3
,
3
9
5

2
0
0
8

1
4
7

3
7
,
1
6
0
,
3
7
8

3
6
5
,
8
2
0

1
5
0

3
7
,
2
2
6
,
1
9
8

2
0
0
9

1
7
6

3
8
,
1
4
3
,
4
0
1

2
2

9
8
,
2
0
0

1
9
8

3
8
,
2
4
1
,
6
0
1

2
0
1
0

1
7
0

3
4
,
5
1
7
,
0
1
1

1
9

1
4
4
,
4
8
0

1
8
9

3
4
,
6
6
1
,
4
9
1

2
0
1
1

9
5

2
5
,
8
0
9
,
7
8
8

9
1
0
2
,
5
8
0

1
0
4

2
5
,
9
1
2
,
3
6
8

2
0
1
2

9
6

1
9
,
4
1
2
,
7
0
8

2
8

2
4
4
,
7
6
0

1
2
4

1
9
,
6
5
7
,
4
6
8

2
0
1
3

1
0
0

1
7
,
1
4
1
,
7
1
8

3
4

2
2
6
,
9
3
0

1
3
4

1
7
,
3
6
8
,
6
4
8

2
0
1
4

2
5
6

4
7,

2
5
5
,
4
9
7

1
0
9

1
,
1
9
7
,
6
6
0

3
6
5

4
8
,
4
5
3
,
1
5
7

2
0
1
5

2
2
5

3
8
,
8
1
8
,
6
4
1

1
0
3

1
,
1
0
3
,
0
4
0

3
2
8

3
9
,
9
2
1
,
6
8
1

2
0
1
6

2
1
2

4
3
,
4
3
7
,
2
1
6

1
1
0

1
,
2
7
7
,
3
5
0

3
2
2

4
4
,
7
1
4
,
5
6
6

2
0
1
7

2
5
8

5
0
,
9
4
1
,
2
7
4

1
5
8

1
,
9
3
5
,
3
9
0

4
1
6

5
2
,
8
7
6
,
6
6
4

2
0
1
8

9
7

1
8
,
4
3
3
,
2
6
4

4
6

6
9
1
,
0
1
0

1
4
3

1
9
,
1
2
4
,
2
7
4

2
0
1
9

1
1
0

2
4
,
2
4
9
,
1
4
2

4
2

7
6
6
,
9
7
0

1
5
2

2
5
,
0
1
6
,
1
1
2

2
0
2
0

1
2
6

3
2
,
3
4
4
,
0
7
4

5
6

1
,
0
6
5
,
6
6
0

1
8
2

3
3
,
4
0
9
,
7
3
4

2
0
2
1

3
8

7
,
6
0
5
,
3
4
2

3
1

2
9
1
,
4
4
0

6
9

7
,
8
9
6
,
7
8
2

累
計

4
,
3
2
3

8
1
7
,
5
3
3
,
0
0
8

7
7
2

9
,
2
4
5
,
5
2
0

5
,
0
9
5

8
2
6
,
7
7
8
,
5
2
8

処
分

年
度

家
賃

駐
車

場
合

 
 
 
 
計
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１
７

５
 

 

な
お

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
不

納
欠

損
処

分
し

た
債

権
に

関
す

る
資

料
も

県
に

お
い

て
無

期
限

で
保

管
を

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
そ

の
う

ち
、
１

９
８

８
年

度
以

降
の

も
の

を
累

計
し

た
と

こ
ろ

、
【

図
表

６
－

３
】
の

と
お

り
約

８
億

２
６

７
８

万
円

で
、
県

庁
外

の
倉

庫
で

保

管
し

て
い

る
１

９
８

７
年

度
以

前
の

文
書

を
確

認
し

て
集

計
す

れ
ば

そ
れ

以
上

に
上

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
 

 ７
 

弁
護

士
へ

の
委

託
（

法
的

措
置
）

に
つ

い
て

 

⑴
 

概
要

 

家
賃

滞
納

者
へ

の
明

渡
請

求
訴

訟
は

、
原

則
と

し
て

県
営

住
宅

管
理

室
の

職
員

が
行

っ
て

い
る

が
、
個

別
の

事
情

に
よ

り
職

員
に

よ
る

対
応

が
困

難
な

案
件

に
つ

い
て

は
、
弁

護
士

に
委

託
し

て
い

る
。

 

ま
た

、
県

は
普

通
県

営
住

宅
の

入
居

者
の

収
入

が
２

年
間

引
き

続
き

基
準

を
超

え
た

際
に

は
、
公

営
住

宅
法

第
２

９
条

第
１

項
に

基
づ

き
明

渡
し

の
請

求
（

高
額

所
得

者
に

対
す

る
明

渡
請

求
）
を

す

る
こ

と
が

で
き

る
と

こ
ろ

、
入

居
者

が
任

意
の

明
渡

し
に

応
じ

ず
、
明

渡
請

求
訴

訟
を

提
起

す
る

こ

と
に

な
っ

た
場

合
に

は
、

全
件

に
つ

い
て

弁
護

士
に

委
託

し
て

い
る

。
 

 

公
営

住
宅

法
 

第
２

９
条

 
事

業
主

体
は

、
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

当
該

公
営

住
宅

に
引

き
続

き
五

年
以

上
入

居
し

て
い

る

場
合

に
お

い
て

最
近

二
年

間
引

き
続

き
政

令
で

定
め

る
基

準
を

超
え

る
高

額
の

収
入

の
あ

る
と

き
は

、
そ

の
者

に
対

し
、

期
限

を
定

め
て

、
当

該
公

営
住

宅
の

明
渡

し
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
以

下
略

）
 

 ⑵
 

委
託

の
実

績
 

法
的

措
置

を
と

っ
た

案
件

の
う

ち
、
２

０
１

７
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
の

、
弁

護
士

に
委

託
し

た
件

数
と

委
託

金
額

（
弁

護
士

報
酬

）
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

ア
 

家
賃

滞
納

に
係

る
も

の
 

 
 

 
 

２
０

１
８

年
度

 
 

１
件

 
金

額
：

５
４

万
円

 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
度

 
 

１
件

 
金

額
：

５
５

万
円

 

 
 

イ
 

高
額

所
得

者
に

係
る

も
の

 

 
 

 
 

２
０

２
０

年
度

 
 

１
件

 
金

額
：

３
３

万
円

 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
度

 
 

２
件

 
金

額
：

６
６

万
円

 

⑶
 

委
託

者
の

選
定

及
び

委
託

金
額

の
算

定
方

法
 

 
 

ア
 

委
託

者
の

選
定

方
法

 

明
渡

請
求

訴
訟

は
、

特
定

の
弁

護
士

と
の

間
で

随
意

契
約

を
締

結
し

て
委

託
し

て
い

る
。

 

財
務

規
則

第
１

６
４

条
の

２
は

、
随

意
契

約
を

締
結

す
る

際
に

は
「

な
る

べ
く

二
人

以
上

の
者

か
ら

見
積

書
を

徴
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

定
め

て
い

る
が

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

見
積

書

は
徴

取
し

て
い

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 

１
７

６
 

  
 

イ
 

委
託

金
額

の
算

定
方

法
 

委
託

金
額

に
つ

い
て

は
、
県

の
内

部
規

定
で

あ
る
「

県
又

は
知

事
が

当
事

者
で

あ
る

訴
訟

の
弁

護
士

報
酬

支
払

の
基

準
」
に

し
た

が
っ

て
、
家

賃
滞

納
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
通

常
の

事
件

と
し

て
、
高

額
所

得
者

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
軽

易
な

事
件

と
し

て
扱

い
、
い

ず
れ

も
着

手

金
の

み
支

払
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

財
務

規
則

第
１

２
７

条
は

、
「

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
契

約
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
旨

定
め

て
い

る
が

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
契

約
書

は
作

成
し

て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

ま
た

、
同

第
１

２
９

条
は

第
１

項
第

１
号

で
、
「

契
約

の
金

額
が

百
万

円
を

超
え

な
い

と
き

に

は
契

約
書

の
作

成
を

省
略

で
き

る
」
こ

と
を

定
め

て
お

り
、
「

第
一

号
の

規
定

に
よ

り
契

約
書

の

作
成

を
省

略
し

た
場

合
に

は
、
知

事
が

特
に

必
要

が
な

い
と

認
め

た
と

き
を

除
き

、
契

約
に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

請
書

又
は

こ
れ

に
類

す
る

書
類

を
徴

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
と

し
て

い
る

が
、

こ
う

し
た

書
類

も
作

成
し

て
い

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

そ
の

他
、
委

託
先

の
弁

護
士

と
の

間
で

は
、
裁

判
所

に
提

出
す

る
委

任
状

以
外

に
書

面
を

取
り

交
わ

し
て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

 

愛
知

県
財

務
規

則
 

（
契

約
書

の
作

成
）

 

第
１

２
７

条
 

契
約

担
当

者
は

、
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

と
き

は
、
遅

滞
な

く
契

約
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
契

約
書

の
省

略
）

 

第
１

２
９

条
 

契
約

担
当

者
は

、
次

に
掲

げ
る

場
合

に
は

、
第

百
二

十
七

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

契
約

書

の
作

成
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
 

契
約

の
金

額
が

百
万

円
を

超
え

な
い

と
き

。
 

二
 

せ
り

売
り

に
付

す
と

き
。

 

三
 

物
品

を
売

り
払

う
場

合
に

お
い

て
、

買
受

人
が

代
金

を
即

納
し

て
そ

の
物

品
を

引
き

取
る

と
き

。
 

四
 

随
意

契
約

で
次

に
掲

げ
る

と
き

。
 

(
一

)
 

国
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
又

は
独

立
行

政
法

人
（

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

十
一

年
法

律
第

百
三

号
）
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。
）
若

し
く

は
地

方
独

立
行

政
法

人
（

地

方
独

立
行

政
法

人
法
（

平
成

十
五

年
法

律
第

百
十

八
号

）
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

地
方

独
立

行
政

法

人
を

い
う

。
）

と
契

約
を

す
る

と
き

。
 

(
二

)
 

そ
の

性
質

上
契

約
書

を
作

成
す

る
こ

と
が

困
難

な
契

約
を

す
る

と
き

。
 

２
 

前
項

第
一

号
の

規
定

に
よ

り
契

約
書

の
作

成
を

省
略

し
た

場
合

に
は

、
知

事
が

特
に

必
要

が
な

い
と

認

め
た

と
き

を
除

き
、
契

約
に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

請
書

又
は

こ
れ

に
類

す
る

書
類

を
徴

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
見

積
書

の
徴

取
）

 

第
１

６
４

条
の

２
 

契
約

担
当

者
は

、
随

意
契

約
に

よ
ろ

う
と

す
る

と
き

は
、
な

る
べ

く
、
二

人
以

上
の

者

か
ら

見
積

書
（

当
該

見
積

書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記
録

し
た

電
磁

的
記

録
を

含
む

。
）
を

徴
さ

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 県
又

は
知

事
が

当
事

者
で

あ
る

訴
訟

の
弁

護
士

報
酬

支
払

の
基

準
 

１
 

着
手

金
及

び
完

成
謝

金
に

つ
い

て
 

 
 

着
手

金
及

び
完

成
謝

金
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

の
額

と
す

る
。

 

 
 

ア
 

軽
易

な
事

件
 

 
３

０
万

円
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１
７

７
 

  
 

イ
 

通
常

の
事

件
 

 
５

０
万

円
 

 
 

ウ
 

重
要

な
事

件
 

 
７

０
万

円
 

２
 

中
間

謝
金

に
つ

い
て

 

長
期

間
（

２
～

３
年

）
係

属
し

た
場

合
の

中
間

謝
金

は
、

次
の

額
と

す
る

。
２

５
万

円
 

３
 

特
に

重
要

な
事

件
に

係
る

着
手

金
、
中

間
謝

金
、
完

成
謝

金
は

そ
の

都
度

決
裁

の
上

決
定

す
る

も
の

と

す
る

。
 

４
 

上
記

の
着

手
金

、
中

間
謝

金
及

び
完

成
謝

金
の

額
は

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

額
に

相
当

す
る

額

を
含

ま
な

い
。

 

 ８
 

弁
護

士
へ

の
委

託
（

退
去

後
の
滞

納
者

へ
の

請
求

）
に

つ
い

て
 

県
は

、
他

県
の

事
例

が
あ

り
外

部
委

託
に

よ
り

未
収

金
を

縮
減

で
き

る
こ

と
、
完

全
成

功
報

酬
制

は

県
に

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

が
発

生
せ

ず
メ

リ
ッ

ト
が

大
き

い
こ

と
、
市

場
環

境
が

整
っ

て
き

た
こ

と
な

ど
を

背
景

と
し

て
、
２

０
１

０
年

度
か

ら
退

去
滞

納
者

家
賃

等
回

収
業

務
に

つ
い

て
も

外
部

委
託

す
る

検
討

を
開

始
し

、
２

０
１

０
年

１
２

月
か

ら
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
に

よ
り

委
託

先
を

選
定

し
、
外

部
委

託
を

実
施

し
て

い
る

（
第

４
の

５
参

照
）

。
 

⑴
 

概
要

 

県
は

、
県

営
住

宅
の

滞
納

家
賃

等
債

権
の

う
ち

、
退

去
者

に
係

る
滞

納
家

賃
等

債
権

に
つ

い
て

、

弁
護

士
に

対
し

、
完

全
成

功
報

酬
制

に
よ

り
回

収
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。
 

 
⑵

 
委

託
先

の
選

定
方

法
 

３
年

に
１

度
、
公

募
を

行
い

、
い

わ
ゆ

る
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
に

よ
り

、
委

託
者

を
選

定
し

て
い

る
。

な
お

、
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
へ

の
参

加
資

格
は

、
弁

護
士

又
は

弁
護

士
法

人
に

限
定

し
て

い
る

。
 

⑶
 

委
託

内
容

 

 
 

ア
 

委
託

対
象

債
権

 

委
託

す
る

債
権

の
範

囲
は

、
県

営
住

宅
を

退
去

し
た

者
が

滞
納

し
て

い
た

各
使

用
料

で
あ

る
。

た
だ

し
、

以
下

の
債

権
は

除
い

て
い

る
。

ま
た

、
連

帯
保

証
人

へ
の

請
求

は
委

託
し

て
い

な
い

。

（
業

務
仕

様
書

よ
り

）
 

 
 

（
ア

）
破

産
、

免
責

と
な

っ
た

滞
納

者
に

係
る

債
権

 

 
 

（
イ

）
死

亡
、

又
は

受
刑

中
で

あ
る

滞
納

者
に

係
る

債
権

 

 
 

（
ウ

）
分

割
納

付
中

又
は

支
払

方
法

等
に

つ
い

て
相

談
中

で
あ

る
債

権
 

 
 

（
エ

）
そ

の
他

、
県

が
自

ら
督

促
を

行
う

こ
と

が
適

当
と

判
断

し
た

債
権

 

な
お

、
委

託
開

始
後

契
約

期
間

中
に

新
た

に
発

生
し

た
滞

納
家

賃
等

に
つ

い
て

は
、
県

で
対

象

債
権

と
す

る
か

判
断

し
た

後
、

受
託

者
へ

委
託

す
る

。
 

 
 

イ
 

委
託

業
務

 

委
託

す
る

業
務

内
容

は
概

ね
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
ア

）
回

収
業

務
 

債
務

者
に

対
し

、
文

書
、

電
話

等
に

よ
り

催
告

を
行

い
、

滞
納

家
賃

等
の

回
収

を
行

う
。

 

（
イ

）
居

所
等

調
査

業
務

 

居
所

が
明

ら
か

で
な

く
上

記
の

業
務

が
実

施
で

き
な

い
債

務
者

に
つ

い
て

は
、
居

所
等

の
所

１
７

８
 

 

在
調

査
を

実
施

す
る

。
 

（
ウ

）
収

納
業

務
 

債
務

者
等

か
ら

の
入

金
に

つ
い

て
は

、
受

託
者

は
、
銀

行
口

座
を

開
設

し
、
そ

の
口

座
へ

一

旦
集

金
し

、
県

が
発

行
す

る
納

入
通

知
書

に
よ

り
納

付
す

る
。

 

（
エ

）
報

告
業

務
 

毎
月

の
定

期
報

告
の

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

て
適

宜
報

告
を

す
る

。
 

⑷
 

実
績

 

２
０

１
７

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
委

託
金

額
、
回

収
金

額
、
委

託
料

は
【

図
表

６
－

４
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 

【
図

表
６

－
４

】
委

託
金

額
、

回
収

金
額

、
委

託
料

の
推

移
 

 
 

 
 

（
金

額
単

位
：

円
）

 

年
度

委
託

金
額

回
収

金
額

回
収

率
委

託
料

2
0
1
7

5
3
2
,
5
8
7
,
0
0
6

1
4
,
9
4
9
,
0
6
7

2
.
8
1
%

3
,
4
3
8
,
2
8
1

2
0
1
8

6
0
2
,
1
2
4
,
3
2
7

2
4
,
9
5
3
,
9
8
2

4
.
1
4
%

5
,
7
3
9
,
4
0
8

2
0
1
9

6
1
7
,
6
7
4
,
5
9
2

1
9
,
4
7
5
,
8
9
5

3
.
1
5
%

4
,
2
7
4
,
5
3
0

2
0
2
0

6
3
9
,
9
7
2
,
1
5
6

1
4
,
9
2
1
,
1
1
8

2
.
3
3
%

3
,
1
0
3
,
5
8
6

2
0
2
1

6
5
8
,
5
1
7
,
4
1
8

1
4
,
9
8
5
,
2
1
0

2
.
2
8
%

3
,
1
1
6
,
9
1
7
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 ９
 

監
査

の
結

果
 

⑴
 

延
滞

金
の

減
免

又
は

徴
収

猶
予

の
手

続
を

経
る

べ
き

で
あ

る
【

指
摘

】
 

延
滞

金
に

つ
い

て
は

、
住

宅
条

例
第

１
３

条
第

１
項

に
お

い
て

、
「

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か

つ
た

者
か

ら
は

、
（

略
）
延

滞
金

を
徴

収
す

る
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、
徴

収
す

る
か

否
か

に
つ

い

て
県

に
裁

量
の

余
地

は
な

い
。
し

か
し

、
県

は
法

的
措

置
を

と
っ

た
者

を
除

い
て

徴
収

し
て

お
ら

ず
、

同
条

項
に

違
反

し
て

い
る

。
 

な
お

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
県

が
延

滞
金

を
徴

収
し

て
い

な
い

理
由

は
以

下
の

と
お

り
で

あ

っ
た

。
 

・
母

子
家

庭
、
年

金
生

活
の

高
齢

者
、
生

活
保

護
世

帯
等

、
所

得
の

少
な

い
世

帯
が

多
く

、
福

祉

的
な

見
地

か
ら

。
 

・
家

賃
の

支
払

い
能

力
に

乏
し

い
者

か
ら

、
さ

ら
に

延
滞

金
を

徴
収

す
る

こ
と

は
容

易
で

な
い

。
 

・
延

滞
金

の
支

払
い

に
よ

り
、

次
の

家
賃

が
払

え
な

く
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
延

滞
金

の
算

定
基

礎
と

な
る

家
賃

額
が

低
い

こ
と

か
ら

、
延

滞
金

の
算

定
や

そ
の

納
入

を
通

知

す
る

納
入

通
知

書
の

発
行

等
に

費
や

す
経

費
に

見
合

う
額

の
回

収
が

期
待

で
き

な
い

。
 

・
現

行
の

家
賃

計
算

シ
ス

テ
ム

の
改

修
を

要
し

、
費

用
対

効
果

が
低

い
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
福

祉
的

な
観

点
か

ら
延

滞
金

を
徴

収
す

る
こ

と
が

適
当

で
な

い
場

合
に

は
、
県

と
し

て
の

方
針

や
基

準
を

定
め

た
上

で
、
個

別
の

事
情

を
踏

ま
え

、
必

要
に

応
じ

て
延

滞
金

の
減

免

や
徴

収
の

猶
予

等
の

措
置
（

住
宅

条
例

第
１

３
条

第
２

項
、
第

１
２

条
第

１
項

、
住

宅
規

則
第

１
２

条
第

１
項

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
５

な
い

し
７

）
を

と
る

べ
き

で
あ

る
。

 

愛
知

県
県

営
住

宅
条

例
 

（
家

賃
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

）
 

第
１

２
条

 
知

事
は

、
病

気
、
貧

困
、
災

害
そ

の
他

特
別

の
理

由
が

あ
る

者
に

対
し

て
は

、
家

賃
の

全
部

若

し
く

は
一

部
を

免
除

し
、

又
は

そ
の

徴
収

を
猶

予
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
略

）
 

（
延

滞
金

）
 

第
１

３
条

 
（

略
）

 

２
 

前
条

第
一

項
の

規
定

は
、

前
項

の
延

滞
金

に
準

用
す

る
。

 

 愛
知

県
県

営
住

宅
管

理
規

則
 

（
家

賃
免

除
等

の
申

請
）

 

第
１

２
条

 
条

例
第

１
２

条
第

１
項
（

条
例

第
１

３
条

第
２

項
（

略
）
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

家
賃

（
条

例
第

１
３

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
延

滞
金

（
略

）
）

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

免
除

又
は

徴
収

猶
予

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
県

営
住

宅
家

賃
等

減
免
（

徴

収
猶

予
）

申
請

書
又

は
県

営
住

宅
家

賃
福

祉
減

額
申

請
書

を
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

⑵
 

保
証

人
に

請
求

し
な

い
場

合
は

基
準

を
明

確
化

し
て

保
証

債
務

を
放

棄
す

る
べ

き
【

指
摘

】
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
債

権
に

つ
い

て
、
督

促
を

し
た

後
相

当
の

期
間

を
経

過
し

て
も

な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
当

該
債

権
に

つ
い

て
保

証
人

が
い

る
場

合
に

は
、
保

証
人

に
対

し
て

履

行
の

請
求

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
１

号
）

。
 

ま
た

、
県

営
住

宅
家

賃
等

の
督

促
等

事
務

処
理

要
領

第
８

条
等

に
も

、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

納

付
履

行
の

協
力

依
頼

を
し

て
も

家
賃

納
付

の
な

い
場

合
で

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

に
は

、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

履
行

請
求

を
す

る
こ

と
を

定
め

て
い

る
こ

と
は

既
に

述
べ

た
と

お
り

で
あ

る
。

 

１
８

０
 

 

し
か

し
県

は
、
不

納
欠

損
処

分
の

前
段

階
を

除
い

て
連

帯
保

証
人

へ
の

請
求

を
し

て
お

ら
ず

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
に

反
す

る
。

 

な
お

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
県

が
不

納
欠

損
処

分
の

前
段

階
を

除
い

て
連

帯
保

証
人

へ
請

求

を
し

て
い

な
い

理
由

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
 

①
 

県
営

住
宅

の
入

居
者

は
、
母

子
家

庭
、
年

金
生

活
の

高
齢

者
、
生

活
保

護
世

帯
等

所
得

の
少

な

い
世

帯
が

多
く

、
そ

の
連

帯
保

証
人

に
つ

い
て

も
、
入

居
者

と
同

様
の

状
態

に
あ

り
、
支

払
い

能

力
が

乏
し

い
方

が
少

な
く

な
い

。
こ

の
た

め
、
支

払
い

の
意

思
が

示
さ

れ
た

場
合

や
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

た
め

の
事

前
調

査
の

場
合

を
除

き
、
連

帯
保

証
人

へ
は

支
払

い
の

協
力

要
請

を
行

う
に

と
ど

め
て

い
る

。
 

②
 

２
０

２
０

年
４

月
１

日
以

降
に

入
居

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
連

帯
保

証
人

を
求

め
て

い
な

い
こ

と
と

の
均

衡
か

ら
、
す

で
に

連
帯

保
証

人
が

い
る

場
合

に
は

、
連

帯
保

証
人

に
請

求
す

る
こ

と
は

適
切

で
無

い
と

判
断

し
た

。
 

こ
の

う
ち

①
に

つ
い

て
は

、
連

帯
保

証
人

の
中

に
支

払
い

能
力

が
乏

し
い

者
が

い
る

と
し

て
も

、

一
律

に
連

帯
保

証
人

へ
の

請
求

を
行

わ
な

い
理

由
と

は
な

ら
な

い
。

 

一
方

、
②

の
よ

う
に

２
０

２
０

年
４

月
１

日
以

降
の

入
居

者
に

つ
い

て
連

帯
保

証
人

を
求

め
な

い

こ
と

と
し

た
の

は
、
「

住
宅

に
困

窮
す

る
低

額
所

得
者

へ
の

住
宅

提
供

と
い

う
公

営
住

宅
の

目
的

を

踏
ま

え
る

と
、
保

証
人

を
確

保
で

き
な

い
た

め
に

入
居

で
き

な
い

と
い

っ
た

事
態

が
生

じ
な

い
よ

う

に
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、
保

証
人

の
確

保
を

公
営

住
宅

へ
の

入
居

に
際

し
て

の
前

提
と

す

る
こ

と
か

ら
転

換
す

べ
き

で
あ

る
」
（
「

公
営

住
宅

へ
の

入
居

に
際

し
て

の
取

扱
い

」
（

国
住

備
第

５
０

３
号

平
成

３
０

年
３

月
３

０
日

）
）
と

い
う

通
知

が
国

土
交

通
省

か
ら

出
さ

れ
た

こ
と

を
踏

ま

え
て

と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
こ

の
通

知
は

、
入

居
の

際
の

取
扱

い
に

つ
い

て
の

も
の

で
あ

り
、
既

に

入
居

し
て

連
帯

保
証

人
が

存
在

す
る

ケ
ー

ス
に

は
妥

当
し

な
い

。
 

県
と

し
て

、
①

の
よ

う
な

福
祉

的
な

観
点

か
ら

、
②

の
事

情
も

考
慮

し
て

一
律

に
連

帯
保

証
人

に

対
す

る
請

求
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

の
で

あ
れ

ば
、
内

部
的

な
要

領
も

そ
の

よ
う

に
変

更
す

る
と

と

も
に

、
現

存
す

る
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

連
帯

保
証

債
務

履
行

請
求

権
を

放
棄

し
、
将

来
に

向
け

て

連
帯

保
証

契
約

を
解

除
す

る
旨

の
意

思
表

示
を

す
る

か
合

意
解

除
す

る
等

、
連

帯
保

証
人

の
立

場
と

責
任

を
明

確
に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

関
連

す
る

指
摘

と
し

て
、

第
２

章
第

４
の

７
⑶

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 

 
⑶

 
明

渡
し

を
求

め
る

場
合

以
外

に
も

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
請

求
を

検
討

す
る

べ
き

【
指

摘
】

 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
債

権
に

つ
い

て
、
督

促
を

し
た

後
相

当
の

期
間

を
経

過
し

て
も

な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
訴

訟
手

続
に

よ
り

履
行

を
請

求
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
（

地
方

自
治

法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
３

号
）

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
県

で
は

、
明

渡
し

を
求

め
る

場
合

を
除

い
て

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
請

求
を

し

て
い

な
い

。
 

こ
の

点
に

つ
き

、
県

は
、
入

居
中

の
者

に
つ

い
て

は
、
家

賃
の

滞
納

が
６

か
月

以
上

と
な

っ
た

時

点
で

明
渡

請
求

訴
訟

を
提

起
し

、
そ

の
中

で
未

払
家

賃
に

つ
い

て
も

請
求

す
る

こ
と

か
ら

、
そ

れ
以
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前
に

は
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

の
請

求
を

行
っ

て
い

な
い

と
い

う
説

明
で

あ
っ

た
。

 

確
か

に
、
入

居
中

の
者

に
つ

い
て

は
上

記
の

運
用

で
も

差
し

支
え

な
い

と
考

え
る

が
、
退

去
後

の

滞
納

者
に

つ
い

て
は

、
も

は
や

明
渡

請
求

訴
訟

を
行

う
機

会
は

無
い

の
で

あ
る

か
ら

、
家

賃
の

滞
納

に
つ

い
て

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
請

求
を

一
律

に
行

わ
な

い
理

由
は

な
く

、
少

な
く

と
も

訴
訟

手
続

を
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

 

駐
車

場
使

用
料

に
つ

い
て

は
２

０
１

９
監

査
年

度
の

定
期

監
査

で
も

指
摘

さ
れ

て
い

た
が

、
そ

の

後
も

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
の

請
求

は
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、
他

の
使

用
料

に
つ

い
て

も
、
明

渡
し

を
求

め
る

場
合

を
除

い
て

は
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

の
請

求
が

な
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

改
め

て
指

摘
と

し
て

取
り

上
げ

る
。

 

指
摘

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
第

２
章

第
４

の
８

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 

⑷
 

公
社

要
領

に
し

た
が

っ
た

運
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

点
は

そ
の

整
合

性
を

検
討

す
べ

き
【

意
見

】
 

 
 

ア
 

督
促

の
時

期
に

つ
い

て
 

納
期

限
後

督
促

ま
で

の
期

日
に

つ
い

て
、
公

社
要

領
第

５
条

に
は

、
「

督
促

状
の

発
行

年
月

日

を
、

原
則

と
し

て
納

付
期

限
後

２
０

日
を

経
過

し
た

日
の

翌
日

と
」

す
る

旨
の

記
載

が
あ

る
が

、

コ
ン

ビ
ニ

で
納

付
が

な
さ

れ
た

場
合

に
は

、
入

金
確

認
ま

で
に

概
ね

２
５

日
程

度
か

か
る

こ
と

か

ら
、
「

納
付

期
限

後
２

０
日

を
経

過
し

た
日

の
翌

日
」
に

督
促

状
を

発
行

す
る

こ
と

は
事

実
上

不

可
能

と
な

っ
て

お
り

、
現

に
公

社
要

領
第

５
条

に
し

た
が

っ
た

運
用

は
な

さ
れ

て
い

な
い

。
 

イ
 

長
期

悪
質

滞
納

者
に

対
す

る
手

続
等

（
第

１
４

条
）

に
つ

い
て

 

公
社

の
賃

貸
住

宅
課

等
は

、
法

的
措

置
を

執
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

に
つ

い
て

、
名

簿
を

作
成

し
た

上
で

、
作

成
し

た
名

簿
に

基
づ

き
滞

納
額

の
催

告
書

に
よ

り
対

象
者

に
通

知
を

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
（

公
社

要
領

第
１

４
条
（

１
）
（

２
）

）
。
し

か
し

な
が

ら
、
県

営
住

宅
管

理
室

に
対

す
る

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
実

際
の

運
用

と
し

て
は

催
告

書
に

よ
る

通
知

は
な

さ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、
県

営
住

宅
管

理
室

は
、
今

回
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
以

前
に

そ
の

こ
と

を
把

握
し

て

い
な

か
っ

た
。

 

ウ
 

公
社

要
領

の
位

置
づ

け
と

運
用

に
つ

い
て

 

公
社

要
領

は
、
公

社
が

内
部

規
定

と
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
り

、
要

領
に

し
た

が
っ

た
運

用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

が
直

ち
に

県
と

の
関

係
で

債
務

不
履

行
に

な
る

と
ま

で
は

い
え

な
い

。

し
か

し
な

が
ら

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
公

社
要

領
を

作
成

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
県

も
内

容

を
確

認
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
り

、
公

社
の

業
務

内
容

の
適

否
を

確
認

す
る

際
に

は
、
公

社
要

領
に

し
た

が
っ

た
業

務
が

な
さ

れ
て

い
る

か
否

か
は

重
要

な
指

針
の

一
つ

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
。
し

た
が

っ
て

、
県

と
し

て
は

、
公

社
要

領
の

と
お

り
に

業
務

が
行

わ
れ

て
い

る
か

適
宜

確
認

を
し

た
上

で
、
公

社
要

領
と

異
な

る
運

用
が

な
さ

れ
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、
そ

の
是

正
を

求
め

る

べ
き

で
あ

り
、

公
社

要
領

に
従

っ
た

運
用

が
困

難
と

い
え

る
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

場
合

に
は

、

公
社

要
領

自
体

を
変

更
す

る
よ

う
要

請
す

べ
き

と
考

え
る

。
 

⑸
 

要
領

に
し

た
が

っ
た

運
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

点
は

両
者

を
整

合
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
【

指
摘

】
 

県
営

住
宅

管
理

室
は

、
県

営
住

宅
の

管
理

に
あ

た
っ

て
、
各

使
用

料
を

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

１
８

２
 

 

い
入

居
者

に
対

し
て

行
う

督
促

等
の

事
務

処
理

に
必

要
な

事
項

を
定

め
た
「

県
営

住
宅

家
賃

等
の

督

促
等

事
務

処
理

要
領

」
を

作
成

し
、

適
宜

改
正

を
し

て
い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
以

下
の

と
お

り
要

領
の

規
定

ど
お

り
の

運
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

部
分

が
あ

る

こ
と

か
ら

、
要

領
に

し
た

が
っ

た
運

用
を

す
べ

き
で

あ
る

。
 

仮
に

、
要

領
に

定
め

る
方

式
よ

り
実

際
の

運
用

の
方

が
合

理
的

で
あ

る
と

県
が

考
え

る
の

で
あ

れ

ば
、

要
領

を
改

正
す

べ
き

で
あ

る
。

 

ア
 

第
２

条
 

規
定
：
公

社
は

、
滞

納
者

を
明

確
に

す
る

た
め

県
営

住
宅

滞
納

者
一

覧
表

を
家

賃
等

の
使

用
料

ご
と

に
作

成
す

る
。

 

運
用
：
滞

納
者

の
把

握
は

専
用

の
シ

ス
テ

ム
で

確
認

で
き

る
た

め
、
一

覧
表

の
作

成
を

省
略

し

て
い

る
。

 

イ
 

第
８

条
 

規
定

：
（

第
１

項
）
公

社
及

び
住

宅
管

理
事

務
所

は
、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

納
付

履
行

の
協

力
依

頼
を

し
て

も
家

賃
納

付
の

な
い

場
合

で
必

要
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
該

当
者

名
簿
（

様
式

督
４

）
及

び
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
通

知
（

様
式

督

５
）
を

作
成

し
、
公

社
は

、
住

宅
管

理
事

務
所

分
を

と
り

ま
と

め
の

上
県

営
住

宅
管

理
室

に
送

付
す

る
。

 

（
第

２
項

）
県

営
住

宅
管

理
室

は
、
公

社
か

ら
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
該

当
者

名
簿

の
送

付
を

受
け

た
と

き
は

、
連

帯
保

証
債

務
の

履
行

請
求

決
定

を
し

、
公

社
を

経
由

し
て

当
該

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
保

証
債

務
履

行
請

求
通

知
書

を
送

付
す

る
。

 

運
用
：
連

帯
保

証
債

務
履

行
請

求
該

当
者

名
簿

の
作

成
実

績
や

連
帯

保
証

債
務

の
履

行
請

求
決

定
実

績
は

な
い

。
 

ウ
 

第
９

条
 

規
定
：
公

社
は

、
年

度
繰

越
滞

納
者

数
に

つ
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

類
を

家
賃

等
の

使
用

料
ご

と
に

作
成

し
、
必

要
に

応
じ

別
途

県
営

住
宅

管
理

室
が

指
定

す
る

日
ま

で
に

報
告

す

る
。

 

（
１

）
県

営
住

宅
家

賃
等

の
滞

納
者

理
由

別
報

告
書

（
様

式
督

６
）

 

（
２

）
県

営
住

宅
家

賃
等

の
滞

納
者

滞
納

月
数

別
報

告
書

（
様

式
督

７
）

 

運
用

：
公

社
は

、
専

用
シ

ス
テ

ム
に

て
滞

納
状

況
を

随
時

更
新

し
て

い
る

た
め

、
指

定
様

式
で

の
直

接
報

告
は

な
く

、
県

で
必

要
時

に
シ

ス
テ

ム
を

用
い

て
把

握
し

て
い

る
（

滞
納

理
由

別
に

つ
い

て
は

年
４

か
ら

５
回

、
滞

納
月

数
に

つ
い

て
は

毎
月

）
。

 

⑹
 

滞
納

者
が

死
亡

し
た

債
権

は
そ

の
相

続
人

へ
の

請
求

を
検

討
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

【
指

摘
】

 

退
去

後
の

債
権

回
収

業
務

の
委

託
の

際
に

は
、
滞

納
者

が
死

亡
し

て
い

る
債

権
を

委
託

対
象

債
権

か
ら

除
い

て
い

る
。
そ

し
て

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

れ
ば

、
当

該
債

権
に

つ
い

て
は

、
そ

の
後

、
相

続

人
調

査
な

ど
を

す
る

こ
と

も
な

く
、
不

納
欠

損
処

分
の

た
め

の
事

前
調

査
を

行
い

、
連

帯
保

証
人

へ

の
請

求
を

行
っ

て
い

る
の

み
と

の
こ

と
で

あ
る

。
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し
か

し
な

が
ら

、
滞

納
者

が
死

亡
し

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
滞

納
者

に
相

続
人

が
い

る
場

合
に

は
、

当
該

相
続

人
に

請
求

で
き

る
可

能
性

が
あ

る
の

だ
か

ら
、
少

な
く

と
も

相
続

人
調

査
及

び
判

明
し

た

相
続

人
へ

の
請

求
は

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
⑺

 
不

納
欠

損
処

分
の

理
由

は
実

態
を

反
映

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

県
営

住
宅

家
賃

等
の

督
促

等
事

務
処

理
要

領
第

１
１

条
第

１
項

は
、
「

県
営

住
宅

管
理

室
は

、
公

社
及

び
住

宅
管

理
事

務
所

か
ら

滞
納

者
の

納
付

指
導

経
過

及
び

現
況

等
の

事
情

聴
取

を
し

、
滞

納
者

で
地

方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

１
項

の
消

滅
時

効
に

該
当

し
て

い
る

者
が

あ
る

と
き

は
、
不

納
欠

損

処
分

の
手

続
を

と
る

」
旨

定
め

て
お

り
、
他

の
事

由
に

よ
る

不
納

欠
損

処
分

に
つ

い
て

特
に

規
定

を

設
け

て
い

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
各

使
用

料
の

滞
納

者
は

、
そ

の
資

力
の

有
無

や
滞

納
に

至
っ

た
事

情
に

関
わ

ら
ず

、
最

終
的

に
は

消
滅

時
効

期
間

経
過

を
理

由
と

し
て

不
納

欠
損

処
分

が
な

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
こ

の
よ

う
な

一
律

の
処

理
で

は
、
仮

に
、
滞

納
者

の
無

資
力

や
費

用
対

効
果

の

観
点

か
ら

徴
収

し
な

か
っ

た
と

い
う

債
権

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
単

な
る

時
効

期
間

経
過

と
区

別
が

で
き

ず
、

県
の

管
理

の
適

否
を

判
断

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

し
た

が
っ

て
、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

際
に

は
、
そ

こ
に

至
っ

た
事

情
に

よ
っ

て
区

別
し

て
取

り

扱
う

べ
き

で
あ

る
。

 

な
お

、
地

方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

１
項

は
、
一

般
的

に
公

債
権

に
適

用
さ

れ
る

条
項

と
解

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
県

が
各

使
用

料
を

公
債

権
と

認
識

し
て

い
る

よ
う

な
誤

解
を

招
き

兼
ね

な
い

た

め
、

こ
の

記
載

に
つ

い
て

も
再

検
討

さ
れ

た
い

。
 

第
２

章
第

４
の

４
及

び
５

の
【

意
見

】
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
⑻

 
原

状
回

復
費

用
の

請
求

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

た
い

【
意

見
】

 

退
去

後
の

、
障

子
、
ふ

す
ま

の
貼

替
え

や
畳

の
表

替
え

等
に

要
す

る
費

用
（

以
下
「

原
状

回
復

費

用
」
と

い
う

）
に

つ
い

て
、
住

宅
条

例
第

１
５

条
及

び
県

営
住

宅
賃

貸
借

契
約

を
根

拠
に

、
原

則
と

し
て

退
去

の
点

検
時

に
入

居
者

に
現

金
を

持
参

さ
せ

て
、
修

繕
業

者
に

直
接

支
払

わ
せ

る
方

法
に

よ

っ
て

入
居

者
に

負
担

を
さ

せ
て

い
る

一
方

で
、
県

の
予

算
で

修
繕

す
る

場
合

も
あ

り
そ

の
費

用
に

つ

い
て

は
入

居
者

へ
請

求
し

て
い

な
い

。
 

県
に

よ
る

と
、
請

求
し

て
い

な
い

理
由

は
、
正

式
な

退
去

手
続

を
行

わ
な

い
ま

ま
帰

国
し

た
外

国

人
な

ど
請

求
不

能
な

場
合

に
限

り
県

の
予

算
で

修
繕

し
て

お
り

、
請

求
す

る
こ

と
が

困
難

な
た

め
と

の
書

面
回

答
で

あ
っ

た
が

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

し
た

と
こ

ろ
、
入

居
者

が
現

金
を

持
参

せ
ず

、
入

居
者

へ

の
請

求
が

困
難

な
場

合
に

は
、
新

た
な

入
居

希
望

者
へ

の
募

集
を

優
先

す
る

た
め

に
や

む
を

得
ず

県

の
予

算
で

修
繕

を
行

い
、

退
去

し
た

入
居

者
に

は
請

求
し

て
い

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
退

去
し

た
入

居
者

の
対

応
に

よ
っ

て
、
原

状
回

復
費

用
の

負
担

を
求

め
た

り
求

め
な

か
っ

た
り

す
る

こ
と

は
不

平
等

で
あ

り
、
適

切
で

な
い

。
少

な
く

と
も

、
そ

の
費

用
を

退
去

し

た
入

居
者

に
請

求
す

る
こ

と
の

費
用

対
効

果
を

検
討

す
る

べ
き

で
あ

り
、
請

求
す

る
こ

と
を

最
初

か

ら
排

除
す

る
べ

き
で

は
な

い
。

 
 

１
８

４
 

   
⑼

 
不

納
欠

損
処

分
を

し
た

事
案

の
債

務
者

と
文

書
の

管
理

を
適

時
に

終
了

す
る

べ
き

【
指

摘
】

 

建
築

局
は

、
不

納
欠

損
処

分
し

た
後

も
、
債

権
が

実
体

的
に

は
消

滅
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

債
権

と
記

録
を

管
理

し
続

け
て

い
る
（
【

図
表

６
－

３
】
）
。
し

か
し

、
ほ

ぼ
無

価
値

と
な

っ
た

債
権

は

回
収

可
能

性
を

改
め

て
検

討
の

上
債

権
放

棄
等

し
、
文

書
は

県
庁

外
の

倉
庫

に
保

管
中

の
も

の
も

含

め
て

適
時

廃
棄

処
分

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 

詳
細

は
、

第
２

章
第

４
の

１
及

び
１

２
を

参
照

さ
れ

た
い

。
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１
８

５
 

 第
７

 
教

育
委

員
会

事
務

局
 

１
 

債
権

と
収

入
未

済
額

の
状

況
 

教
育

委
員

会
事

務
局

が
所

管
す

る
債
権

の
２

０
２

１
年

度
末

の
収

入
未
済

額
は

、
【

図
表

７
－

１
】
の

と
お

り
で

あ
る
。

収
入

未
済
額

の
推

移
は

【
図

表
２

－
２

４
】
、

不
納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

２

－
２

５
】

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
 

 【
図

表
７

－
１
】
教
育

委
員
会

事
務
局

が
所

管
す

る
２

０
２

１
年

度
の
債

権
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権
名

債
権

の
種

類
調

定
額

不
納

欠
損

額
収

入
未

済
額

高
等

学
校

等
奨
学

事
業

貸
付
金

収
入

私
債

権
1
,
7
1
4
,
1
95
,
5
0
3

2
,
3
5
3
,
0
0
0

84
0
,
5
0
2
,
3
3
2

定
時

制
及

び
通

信
制

課
程

修
学

資
金

貸
付

金
収

入
私

債
権

5
88
,
0
0
0

0
5
0
4
,
0
0
0

教
育

・
ス

ポ
ー
ツ

費
雑

入
私

債
権

2
6
9
,
0
79
,
6
5
2

0
3
,
1
1
5
,
5
8
2

県
立

学
校

授
業
料

非
強

制
徴
収

公
債

権
1
2
,
9
6
9
,
0
40
,
0
5
2

0
4
3
3
,
8
0
0

合
計

1
4
,
9
5
2
,
9
03
,
2
0
7

2
,
3
5
3
,
0
0
0

84
4
,
5
5
5
,
7
1
4

 
 ２

 
高

等
学

校
等
奨

学
事

業
貸

付
金
収

入
（

私
債

権
）

 

⑴
 

概
要

 
 

ア
 
愛

知
県

高
等

学
校

等
奨

学
金

制
度
に

つ
い

て
 

県
は
、
経
済

的
な

理
由

に
よ

り
学

校
教

育
法

に
規

定
す

る
高

等
学
校

、
中

等
教
育

学
校
の

後
期
課

程
、
特
別

支
援

学
校

の
高

等
部

又
は

専
修

学
校
の

高
等

課
程
（

以
下
「
高

等
学

校
等

」
と

い
う

）
に

お
け

る
修

学
が

困
難

な
者

に
対

し
て
、

無
利

息
で

奨
学

金
の

貸
与

を
行
っ

て
い

る
。
 

 
 

イ
 

根
拠

法
令

 

 
 

 
 

愛
知

県
高

等
学

校
等

奨
学
金

貸
与

条
例

、
同

施
行

規
則

 

ウ
 

貸
与

要
件

 

 
 

愛
知

県
高

等
学

校
等

奨
学

金
貸

与
条

例
第

２
条

に
よ

る
と

、
要

件
は

次
の

①
～

⑤
全

て
を

満
た

す
こ

と
で

あ
る

。
 

 
①

親
権

を
行

う
者

又
は

未
成

年
後

見
人

（
貸

与
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
成

年
者

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
者

）
が

県
内

に
住

所
を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と
。

 

②
高

等
学

校
等

に
在

学
す

る
者

で
あ
る

こ
と

。
 

③
父

母
（

父
母

が
な

い
場

合
そ

の
他

の
規
則

で
定

め
る

場
合

に
あ
っ

て
は

、
規

則
で

定
め

る
者
）
の

所
得

の
額

が
規

則
で

定
め

る
基

準
額

以
下

の
者

そ
の

他
規

則
で

定
め

る
世

帯
に

属
す

る
者

で
、

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
修

学
が

困
難

な
も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

④
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉
法
（

昭
和

三
十

九
年

法
律

第
百

二
十

九
号
）
の
規

定
に

よ
る

修

学
資

金
の

貸
付

け
、
独

立
行

政
法

人
日

本
学

生
支

援
機

構
法
（
平

成
十

五
年

法
律

第
九
十

四
号
）

の
規

定
に

よ
る

学
資

の
貸

与
、

愛
知

県
高

等
学

校
定

時
制

課
程

及
び

通
信

制
課

程
修

学
資

金
貸

１
８

６
 

 

与
条

例
（
昭

和
四

十
九

年
愛

知
県

条
例

第
六

十
号
）
の
規

定
に

よ
る

修
学

資
金

の
貸

与
そ

の
他
規

則
で

定
め

る
資

金
の

貸
与

を
受

け
て

い
な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

⑤
特

別
支

援
学

校
へ

の
就

学
奨

励
に
関

す
る

法
律
（

昭
和

二
十

九
年

法
律

第
百

四
十

四
号

）
の

規
定

に
よ

る
就

学
の

た
め

必
要

な
経

費
の

支
弁
を

受
け

て
い

な
い

者
で
あ

る
こ

と
。
 

ま
た
、
上

記
③

の
「

規
則
で

定
め

る
場

合
」
と
は

、
愛
知

県
高

等
学

校
等

奨
学

金
貸

与
条

例
施
行

規
則

第
２

条
に

定
め

ら
れ

て
お

り
、
収
入

基
準

額
は

、
父

母
等

の
市
町

村
民

税
所

得
割

の
課

税
総
所

得
金

額
の

合
計

額
か

ら
、

父
母

等
に

申
請

年
度

の
１

月
１

日
時

点
で

１
９

歳
未

満
の

扶
養

親
族

が

い
る

場
合

は
、
１

６
歳

未
満
の

方
一
人

に
つ

き
３

３
万

円
、
１

６
歳
以

上
１

９
歳

未
満

の
方

一
人

に

つ
き

１
２

万
円

を
差

し
引

い
た

後
の
額

が
２

３
０

万
円

で
あ

る
。

 

 
 

エ
 

貸
付

月
額

及
び

返
還

年
数
 

 
 

 
 

貸
与

す
る

月
額

と
返

還
年
数

は
、
国
・
公

立
、
私

立
、
そ

れ
以

外
の

区
分

に
応

じ
て
【

図
表

７
－

２
】

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

 【
図

表
７

－
２

】
貸

付
月

額
及

び
返
還

年
数

 

自
宅

通
学

1
8
,0
0
0
円

3
0
,0
0
0
円

自
宅

外
通

学
2
3
,0
0
0
円

3
5
,0
0
0
円

返
還

年
数

1
0
年

1
2
年

6
年

区
　

分
国

・
公

立
私

　
立

1
1
,0
0
0
円

左
記

以
外

で
選

択
で

き
る

金
額

(
公

私
、

自
宅

・
自

宅
外

の
区

別
な

し
)

 

 オ
 

申
請

の
方

法
・

貸
付

け
の

決
定
及

び
奨

学
金

の
交

付
時

期
 

申
請

方
法

 
在

学
す

る
学

校
が

指
定

す
る
期

限
（
６

月
上

旬
頃

）
ま

で
に

、
学

校
に

書
類
を

提
出

。 
貸

与
の
決

定
 

８
月

中
旬

頃
に

決
定

。
各
学

校
を

経
由

し
て

本
人
に

通
知

。
 

交
付

時
期

 
年

３
回

、
８

月
末

頃
（
４

月
～

８
月

分
）
、
１
２

月
末
頃
（

９
月
～

１
２

月
分

）
、
２

月
末

頃
（

１
月

～
３

月
分

）
奨

学
生
本

人
の

口
座

あ
て

に
振

り
込

む
。

 
緊

急
採
用

 
父

母
の

死
亡
・
退

職
等

に
よ
り

緊
急

に
貸

付
け

が
必
要

と
な

っ
た

場
合
、
１

２
月
末

ま
で

随
時

受
付

。
 

 
 

カ
 

返
還

の
期

間
及

び
方

法
 

 
 

 
 

卒
業

等
の

半
年

後
か

ら
、
返

還
年

数
（

上
記

エ
参

照
）
の

期
間

で
、
月

賦
、
半

年
賦

又
は
年

賦
の

均
等

割
で

、
納

入
通

知
書

又
は

口
座
振

替
（

月
賦

は
口

座
振

替
の

み
）
に

よ
り

返
還

す
る

。
 

 
⑵

 
債

権
の

発
生

原
因

 
金

銭
消

費
貸
借

契
約

に
基

づ
く

貸
金
返

還
請

求
権

で
あ

り
、
私

債
権

で
あ

る
。
奨

学
生

か
ら

は
、
借

用
証

書
、

連
帯

保
証

人
か

ら
は

保
証
書

が
差

し
入

れ
ら

れ
る

。
 

 
⑶

 
収

入
未

済
の

状
況

 
 

 
ア

 
定

期
監
査

調
書
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１
８

７
 

 

 
定

期
監

査
調

書
に

よ
る

と
、
２

０
１
７

年
度

～
２

０
２

１
年

度
の

収
入

未
済

額
、
不

納
欠

損
処

分

額
等

の
金

額
は

【
図

表
７

－
３

】
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

７
－

３
】
年
度

毎
の

収
入

未
済
額

、
不
納

欠
損

処
分

額
等

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

円
） 

年
度

貸
付

額
返

還
額

収
入

未
済

額
免

除
額

不
納

欠
損

額

2
0
1
7
年

度
7
7
3
,
7
7
9
,
0
0
0

5
9
6
,
1
4
0
,
3
6
9

1
6
1
,
9
8
1
,
2
8
5

1
,
0
0
5
,
7
5
0

9
3
7
,
9
5
0

2
0
1
8
年

度
6
4
6
,
0
9
7
,
0
0
0

6
3
9
,
6
5
1
,
7
9
3

1
7
5
,
6
4
1
,
9
9
6

4
,
6
8
2
,
1
4
8

1
,
0
9
0
,
7
1
6

2
0
1
9
年

度
5
4
3
,
8
1
0
,
0
0
0

6
7
2
,
3
4
6
,
0
8
3

1
8
4
,
8
6
5
,
5
0
8

3
,
5
9
7
,
6
0
0

5
6
4
,
1
0
0

2
0
2
0
年

度
4
5
4
,
7
1
5
,
0
0
0

7
0
7
,
3
0
2
,
6
7
9

1
7
2
,
6
5
1
,
7
4
8

1
,
8
4
0
,
2
0
0

1
,
1
7
5
,
9
0
0

2
0
2
1
年

度
3
9
8
,
4
2
6
,
0
0
0

7
2
3
,
5
6
8
,
8
6
8

1
6
3
,
2
0
3
,
4
1
1

5
,
9
0
9
,
1
0
0

2
,
3
5
3
,
0
0
0

 
  

 
イ

 
免

除
額
と

免
除

の
理

由
 

２
０

２
１

年
度

の
免

除
額

５
９

０
万

９
１

０
０

円
の

対
象

債
務

者
は

１
８

名
、

免
除

理
由

の
内

訳
は

、
本

人
死

亡
９

名
、
労

働
能

力
喪

失
２

名
、
破
産

に
よ

る
免

責
７
名

で
あ

っ
た

。
な

お
、
２
０

２
０

年
度

以
前

の
も

の
は
、
集

計
に
時

間
を

要
す

る
と

し
て

、
県

か
ら

回
答

を
得

ら
れ

て
い

な
い

。
 

 
 

 
 

本
債

権
の

免
除

に
つ

い
て
は

、
愛
知

県
高

等
学

校
等

奨
学

金
貸

与
条

例
に

お
い

て
、
次
の

よ
う

に

定
め

ら
れ

て
い

る
。

 
愛
知

県
高

等
学
校

等
奨

学
金

貸
与

条
例

 
第
十

条
 

知
事
は

、
奨
学

金
の

貸
与

を
受

け
た
者

が
次

の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る

に
至

っ
た
場

合
に

は
、

奨
学

金
の

返
還

の
債

務
の
全

部
又

は
一

部
を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

一
 

死
亡

し
た
と

き
。

 
二
 

精
神

又
は
身

体
に

著
し

い
障

害
を
受

け
た

と
き

。
 

県
は

、「
奨

学
金
の

貸
与

を
受
け

た
者
」

が
、
「
死

亡
し

た
と
き

」
「

精
神

又
は
身

体
に

著
し
い

障

害
を

受
け

た
と

き
」
の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
に

至
っ

た
場

合
、
同

条
例

に
基

づ
き

、
連

帯
保

証
人

の
支

払
能

力
に

か
か

わ
ら

ず
、

全
額
を

免
除

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ
る

。
 

破
産

に
よ

る
免

責
の

場
合

は
、
上
記

条
例

に
定

め
ら

れ
て
い

な
い
。
下

記
ウ

で
も

述
べ
る

と
お
り

、

破
産

に
よ

る
免

責
の

場
合

、
実

体
上
は

免
除

（
債

権
放

棄
）

し
て

い
な
い

。
 

ウ
 

不
納

欠
損

処
分

と
そ

の
後

の
簿
外

管
理

 
２

０
２

１
年

度
の

不
納

欠
損

処
分

額
２

３
５

万
３

０
０

０
円

の
対

象
債

務
者

は
７

名
、

不
納

欠

損
処

分
の

理
由

は
、

い
ず

れ
も

破
産
に

よ
る

免
責

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

教
育

委
員

会
事

務
局

に
お
い

て
は

、
不

納
欠
損

処
分

を
し

た
債

権
は

、
簿

外
管

理
と
し

て
い

る
。

そ
の

理
由

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る
。

 
【

簿
外
管

理
と

す
る

理
由

】
 

債
務
者

が
破

産
・

免
責
し

た
後

の
債

務
は

当
然
に

消
滅

す
る

の
で

は
な
く

、
債

権
者

か
ら

の
請

求

は
不

可
能

と
な

る
が

、
破

産
者

か
ら
の

任
意

の
弁

済
は
可

能
な

「
自

然
債

務
」
と

し
て

残
存

す
る

。

破
産

・
免

責
は

条
例

上
の

免
除

事
由
に

は
該

当
し

な
い
た

め
、

債
権

を
消

滅
さ
せ

る
た

め
に

は
債

権

放
棄

（
地

方
自

治
法

第
９

６
条

第
１
項

第
１

０
条

に
よ
り

県
議

会
の

議
決

が
必
要

）
が

必
要

と
な

る
。

ま
た

、
高

等
学

校
等

奨
学

金
は
民

法
上

の
私

債
権
で

あ
る

た
め

消
滅

時
効
は

１
０

年
で

あ
り

、

地
方

自
治

法
上

の
公

債
権

と
異

な
り
債

務
者

か
ら

の
時
効

の
援

用
が

な
け

れ
ば
消

滅
し

な
い

。
 

１
８

８
 

 

し
か
し

、
回

収
見

込
が
な

い
債

権
を

長
期

間
管
理

す
る

こ
と

は
コ

ス
ト
も

か
か

る
上

、
適

切
な

財

政
状

況
を

把
握

す
る

上
で

妨
げ

と
な
る

。
 

そ
の
た

め
同

種
の

私
債
権

を
管

理
す

る
関

係
課
に

対
し

、
債

務
者

全
員
が

破
産

・
免

責
し

た
場

合

の
対

応
を

照
会

し
た

と
こ

ろ
、

い
ず
れ

も
『

不
納

欠
損
処

分
を

行
い

、
簿

外
管
理

と
す

る
が

、
債

権

放
棄

は
し

な
い

』
こ

と
と

し
て

整
理
さ

れ
て

い
る

こ
と
が

確
認

さ
れ

た
。

 

よ
っ
て

、
本

債
権

に
つ
い

て
も

、
既

調
定

分
に
つ

い
て

は
不

納
欠

損
処
分

を
行

い
、

未
調

定
分

に

つ
い

て
も

期
間

を
定

め
ず

徴
収

を
延
期

し
簿

外
管

理
と
す

る
が

、
債

権
放

棄
は
せ

ず
、

債
務

者
か

ら

任
意

の
弁

済
が

あ
っ

た
場

合
は

個
別
に

調
定

し
た

上
で
歳

入
す

る
こ

と
と

す
る
。

 

 
⑷

 
収

入
未

済
の

解
消

に
向

け
た
取

組
 

 
 

ア
 

債
権

管
理

方
法

 
 

 
 

 
専

用
の
奨

学
金

管
理

シ
ス
テ

ム
に

よ
り

、
奨

学
生

毎
に
、
返
還

状
況

を
管

理
し

て
い
る

。
同

シ
ス

テ
ム

に
は
、
貸
与

額
及

び
返

還
状

況
の
ほ

か
、
督

促
状

況
、
外

部
委

託
情

報
等

が
記

録
さ

れ
て

い
る
。 

 
 

イ
 

外
部

委
託

 
 

 
 

 
返

還
金
が

概
ね

１
年

以
上
３

年
未

満
滞

っ
て

お
り

、
県

が
適

当
と

認
め

た
場
合

、
回

収
業

務
等

を

外
部

に
委

託
し

て
い

る
。
委

託
先

は
、
プ

ロ
ポ
ー

ザ
ル

形
式

に
よ

り
決
定

し
て

お
り

、
２

０
１

９
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
の

長
期
継

続
契

約
で

あ
る

。
 

 
 

ウ
 

法
的

措
置

 
 

 
 

 
滞

納
期

間
が

６
年

以
上

の
者

及
び

そ
の

連
帯

保
証

人
に

対
し

て
は

、
返

還
計

画
あ

る
い

は
現

在

の
状

況
を

回
答

す
る

よ
う

求
め

る
文

書
を

送
付

し
、

こ
れ

に
回

答
し

な
い

者
及

び
返

還
が

困
難

な

旨
回

答
し

た
に

も
関

わ
ら

ず
、

返
還

が
困

難
な

理
由

を
示
す

書
類
を

提
出

し
な

い
者

に
対

し
て

は
、

民
事

訴
訟

の
対

象
と

し
て

い
る

。
ま

た
、
過

去
に

、
返

還
計
画

あ
る
い

は
現

在
の

状
況

を
回

答
す
る

よ
う

求
め

る
文

書
に

回
答

を
し

た
も
の

の
、
６

か
月

以
上

返
還

実
績

が
な

い
者

に
対

し
て

は
、
提
訴

予
告

文
書

を
送

付
し

、
そ

れ
で

も
返
還

が
な

い
者

に
対

し
て

も
、
民
事

訴
訟

の
対

象
と

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

民
事

訴
訟

の
対

象
と

す
る
か

は
、
こ

の
基

準
に

よ
り

一
律

に
判

断
し

て
お

り
、
各

債
務
者

や
連

帯

保
証

人
の

支
払

能
力

は
調

査
し

て
い
な

い
。

 
 

 
 

 
訴

訟
提
起

に
あ

た
り

、
遅

延
損
害

金
の

請
求

は
し

て
い
な

い
。
そ
の

理
由

は
、
後

記
５

⑶
記

載
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

県
の

勝
訴

判
決

後
も

返
還

し
な

い
者

も
い
る

が
、

強
制

執
行

は
実
施

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
民

事
訴
訟

は
、
上
記

外
部
委

託
先

以
外

の
弁

護
士

に
委

任
し
て

い
る

。
弁

護
士

へ
の

委
任

は
随
意

契
約

に
よ

っ
て

お
り

、
費

用
は

、
愛
知

県
教

育
委

員
会

弁
護

士
謝

金
支
給

基
準

に
従

っ
て

い
る
。
本

件
は

、
下
記

基
準

第
３

条
（

１
）
の
「

通
常

事
件

」
に

該
当

す
る

。
委

任
契

約
書

は
作

成
さ

れ
て

い

な
い

。
 

愛
知

県
教

育
委

員
会

弁
護

士
謝

金
支

給
基
準

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 
 
こ
の

基
準

は
、

愛
知

県
教
育

委
員

会
が

委
嘱
す

る
弁

護
士

に
支

払
う
謝

金
に

つ
い

て
必

要

な
事
項

を
定

め
る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
対

象
者

）
 

第
２

条
 
 
謝
金

を
支

払
う

者
は

以
下
の

と
お

り
と

す
る
。

 

（
１
）

愛
知

県
教

育
委
員

会
又

は
愛

知
県

を
当
事

者
と

す
る

訴
訟

等
に
お

け
る

代
理

人
弁

護
士

 

（
２

）
愛

知
県
人

事
委

員
会

に
対

す
る
愛

知
県

教
育

委
員

会
を

処
分
者

と
す

る
不

服
申
立

て
に

お

け
る
代

理
人

弁
護

士
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１
８

９
 

 

（
支

給
金

額
）

 

第
３

条
 
 
謝
金

の
支

給
額

（
消

費
税
及

び
地

方
消

費
税
を

除
く

。）
は

原
則

と
し

て
以

下
の
と

お
り

と

す
る
。

 

（
１
）

着
手

金
及

び
完
成

謝
金

 

ア
 重

要
事
件

 
 
 
：

1
件

 
 7

0
0
千

円
 

イ
 通

常
事
件

 
 
 
：

1
件

 
 5

0
0
千

円
 

ウ
 軽

易
事
件

 
  

：
1
件

 
 3

0
0
千

円
 

エ
 不

服
申
立

て
 

：
1
件

 
 3

0
0
千

円
 

 
 
（
２

）
中
間

謝
金

 

 
 
  
 
 
 
 着

手
金
(
及

び
完

成
謝

金
)の

半
額

 

２
 
 代

理
人
の

事
務

負
担

が
特

に
重
い

不
服

申
立

て
に
つ

い
て

は
、

別
に

協
議
す

る
こ

と
に

よ
っ

て

前
項
に

定
め

る
基

準
に
よ

ら
な

い
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。

 

（
支

給
時

期
）

 

第
４

条
 
 
謝
金

の
支

払
い

時
期

は
別
表

の
と

お
り

と
す
る

。
 

（
そ

の
他

）
 

第
５

条
 
 
こ
の

基
準

に
よ

り
難

い
場
合

に
は

、
そ

の
都
度

協
議

す
る

も
の

と
す
る

。
 

附
 
 則

（
略
）

 

 
 

 
 

直
近

５
年

度
間

の
提

訴
件
数

、
請

求
額

、
回

収
額

、
裁

判
費

用
は
【

図
表

７
－

４
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
回

収
額

は
、
各

年
度

に
提

訴
し
た

案
件

に
つ

い
て

、
２

０
２
２

年
６

月
１

日
ま

で
に

回
収
し

た
累

計
額

で
あ

る
。
例
え

ば
、
２

０
１
９

年
度
は

、
提
訴

件
数

５
０

件
、
請
求

額
合

計
２

５
０

１
万

２
８

０
０

円
に

対
し

て
、
２
０

２
２
年

６
月

１
日

ま
で

に
５

９
６

万
９
０

０
０

円
を

回
収

し
、
そ
の

裁
判

費
用

は
２

５
４

万
４

５
０

２
円
で

あ
る

。
 

  
 
【
図

表
７

－
４

】
提

訴
件
数

、
請
求

額
、
回
収

額
、
裁

判
費

用
の
推

移
（

２
０

２
２

年
６

月
１
日

現
在

）
 

年
度

提
訴

件
数

請
求

額
回

収
額

裁
判

費
用

2
0
1
7
年

度
3
0
件

1
5
,
4
8
9
,
7
5
0
円

2
,
9
7
8
,
2
0
0
円

1
,
8
3
3
,
4
2
0
円

2
0
1
8
年

度
4
3
件

2
2
,
6
2
3
,
4
3
1
円

4
,
8
1
6
,
8
0
0
円

3
,
0
4
8
,
7
4
4
円

2
0
1
9
年

度
5
0
件

2
5
,
0
1
2
,
8
0
0
円

5
,
9
6
9
,
0
0
0
円

2
,
5
4
4
,
5
0
2
円

2
0
2
0
年

度
4
1
件

2
0
,
4
7
0
,
1
0
0
円

5
,
3
6
0
,
1
0
0
円

2
,
5
0
5
,
5
1
8
円

2
0
2
1
年

度
3
6
件

1
7
,
1
4
1
,
3
7
8
円

2
,
2
4
6
,
2
0
0
円

1
,
9
1
6
,
9
0
8
円

合
計

2
0
0
件

1
0
0
,
7
3
7
,
4
5
9
円

2
1
,
3
7
0
,
3
0
0
円

1
1
,
8
4
9
,
0
9
2
円

 
 ３

 
県

立
学

校
授
業

料
（

非
強

制
徴
収

公
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

 
 

ア
 

授
業

料
 

 
 

 
本

債
権

は
、
愛
知

県
立

高
等

学
校

の
授
業

料
で

あ
り

、
２

０
２

１
年

度
の

授
業
料
（
年

額
）
は
、

全
日

制
課

程
１

１
万

８
８

０
０

円
、
定
時

制
課

程
２

万
２

８
０

０
円

～
３

万
２

４
０

０
円
（
単

位
に

よ
る

）
、

通
信

制
課

程
１

単
位

に
つ

き
３

３
６

円
で

あ
る

。
 

 
 

イ
 

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金
制

度
 

も
っ

と
も

、
生

徒
の

８
割
程

は
高

等
学

校
等

就
学

支
援

金
制

度
の
対

象
と

な
り

、
授

業
料

は
無
償

と
な

っ
て

い
る

。
高
等

学
校
等

就
学
支

援
金

制
度

と
は

、
高

等
学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

１
９

０
 

 

る
法

律
に

基
づ

き
、
国

が
授
業

料
に
充

て
る

た
め

の
就

学
支

援
金

を
支
給

す
る

制
度

で
あ

り
、
２
０

１
４

年
４

月
よ

り
実

施
さ

れ
て

い
る
。

受
給

資
格

は
次

の
と

お
り

定
め
ら

れ
て

い
る

。
 

高
等
学

校
等

就
学

支
援
金

の
支

給
に

関
す

る
法
律

 
（

受
給

資
格

）
 

第
三
条

 
高

等
学

校
等
就

学
支

援
金
（
以

下
「
就

学
支

援
金

」
と

い
う

。
）
は

、
高
等

学
校

等
に

在
学
す

る
生

徒
又

は
学

生
で

日
本

国
内

に
住

所
を

有
す

る
者

に
対

し
、

当
該

高
等

学
校

等
（

そ
の

者
が

同
時

に
二

以
上

の
高

等
学

校
等

の
課

程
に

在
学

す
る

と
き

は
、

こ
れ

ら
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

高
等

学
校

等
の

課
程

）
に
お

け
る

就
学

に
つ

い
て
支

給
す

る
。

 
２

 
就

学
支

援
金

は
、

前
項

に
規

定
す

る
者

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
支

給
し

な
い

。
 

一
 

高
等

学
校
等

（
修

業
年

限
が

三
年
未

満
の

も
の

を
除

く
。
）

を
卒
業

し
又

は
修

了
し

た
者

 
二

 
前

号
に

掲
げ

る
者

の
ほ

か
、

高
等

学
校

等
に

在
学

し
た

期
間

が
通

算
し

て
三

十
六

月
を

超
え

る

者
 

三
 

前
二

号
に

掲
げ

る
者

の
ほ

か
、

前
項

に
規

定
す

る
者

の
保
護

者
（

学
校

教
育

法
第

十
六

条
に

規

定
す

る
保

護
者
を

い
う

。）
そ
の

他
の

同
項

に
規
定

す
る

者
の

就
学

に
要
す

る
経

費
を

負
担

す
べ

き

者
と

し
て

政
令
で

定
め

る
者
（

以
下
「

保
護

者
等

」
と

い
う

。
）
の
収

入
の

状
況
に

照
ら

し
て

、
就

学
支

援
金

の
支

給
に

よ
り

当
該
保

護
者

等
の

経
済

的
負

担
を

軽
減

す
る

必
要

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
な

い
者

と
し
て

政
令

で
定

め
る

者
 

３
 

前
項

第
二

号
の

期
間

は
、

そ
の

初
日

に
お

い
て

高
等

学
校

等
に

在
学

し
て

い
た

月
を

一
月

（
そ

の

初
日

に
お

い
て

高
等

学
校

又
は

中
等

教
育

学
校

の
後

期
課

程
の

定
時

制
の

課
程

又
は

通
信

制
の

課
程

の
み

に
在

学
し

て
い

た
月

そ
の

他
の

政
令

で
定

め
る

月
に

あ
っ

て
は

、
一

月
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

政
令

で
定

め
る
月

数
）

と
し

て
計

算
す
る

。
 

上
記

第
３

条
第

２
項

３
号

の
「

就
学

支
援

金
の

支
給

に
よ

り
当

該
保

護
者

等
の

経
済

的
負

担
を

軽
減

す
る

必
要

が
あ

る
と

は
認

め
ら
れ

な
い

者
と

し
て

政
令

で
定

め
る
者

」
は
、
高
等

学
校

等
就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

法
律

施
行

令
に

、
次

の
と

お
り

定
め

ら
れ

て
い

る
（

い
わ

ゆ
る

所
得

要

件
）
。

 
高

等
学

校
等

就
学

支
援
金

の
支

給
に

関
す

る
法
律

施
行

令
 

（
保
護

者
等

の
経

済
的
負

担
を

軽
減

す
る

必
要
が

あ
る

と
は

認
め

ら
れ
な

い
者

等
）

 
第

１
条

 
高

等
学

校
等

就
学

支
援

金
の

支
給

に
関

す
る

法
律

（
平

成
二

十
二

年
法

律
第

十
八

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。）
第
三

条
第

二
項

第
三

号
の
就

学
に

要
す

る
経

費
を
負

担
す

べ
き

者
と

し
て

政
令
で

定
め

る
者

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
者

と
す

る
。

 
一

 
法

第
三

条
第

一
項
に

規
定

す
る

者
（
次

号
及

び
次

項
第

一
号

に
お
い

て
「
生

徒
等

」
と
い

う
。）

に

保
護

者
（
親

権
を

行
う

者
（

親
権

を
行
う

者
の

な
い

と
き

は
、
未

成
年
後

見
人

）
を

い
い

、
法

人
で

あ

る
未

成
年

後
見

人
及

び
児

童
福

祉
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

百
六

十
四

号
）

第
三

十
三

条
の

二
第

一
項

、
第

三
十

三
条

の
八

第
二

項
又

は
第

四
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
親

権
を

行
う

児
童

相
談

所
長

そ
の

他
の
文

部
科

学
省

令
で

定
め
る

者
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
同

じ
。
）
が

い
る

場
合

 

当
該

保
護

者
 

二
 

生
徒

等
に

保
護

者
が

い
な

い
場

合
 

当
該

生
徒

等
（

当
該

生
徒

等
が

主
と

し
て

他
の

者
の

収
入

に

よ
り

生
計

を
維
持

し
て

い
る

場
合

に
あ
っ

て
は

、
当

該
他

の
者

）
 

２
 

法
第

三
条

第
二

項
第

三
号

の
保

護
者

等
の

経
済

的
負

担
を

軽
減

す
る

必
要

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ

な
い

者
と

し
て
政

令
で

定
め

る
者

は
、
保
護

者
等
（

前
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号
に

定
め

る
者

を
い

う
。
以
下

こ
の

項
及

び
第
四

条
第

二
項

に
お
い

て
同

じ
。
）
に

つ
い

て
第

一
号

に
掲

げ
る

額
か

ら
第

二
号

に
掲

げ
る

額
を

控
除

し
た

額
（

そ
の

額
が

零
を

下
回

る
場

合
又

は
当

該
保

護
者

等
が

地
方

税
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第

二
百

二
十

六
号

）
第

二
百

九
十

五
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
者

若
し

く
は

同
法

附
則

第
三

条
の

三
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規

定
す

る
市

町
村

民
税

の
所

得
割

を
課

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

零
と

し
、

そ
の

額
に

百
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

た
額

と
す

る
。

以
下

こ
の

項
及

び
第

四
条

第
二
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１
 

 

項
に

お
い

て
「

算
定

基
準

額
」
と

い
う

。）
（
保

護
者

等
が

二
人

以
上
い

る
と

き
は

、
そ

の
全

員
の

算
定

基
準

額
を

合
算
し

た
額

。
第

四
条

第
二

項
に

お
い

て
同
じ

。）
が

三
十
万

四
千

二
百

円
以

上
で

あ
る
者

と
す

る
。

 
一

 
高

等
学

校
等

就
学
支

援
金
（
以

下
「

就
学

支
援

金
」
と

い
う

。
）
が

支
給
さ

れ
る

月
の

属
す

る
年
度

（
当

該
月

が
四
月

か
ら

六
月

ま
で

の
月
で

あ
る

と
き

は
、
そ
の

前
年

度
。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「

就

学
支

援
金

支
給
年

度
」
と

い
う

。
）
分

の
地

方
税

法
の

規
定

に
よ

る
市
町

村
民

税
（

同
法

の
規

定
に
よ

る
特

別
区

民
税
を

含
む

。
次

号
及

び
第

四
条

第
二

項
に
お

い
て

同
じ

。
）
に

係
る

同
法

第
三

百
十

四
条

の
三

第
二

項
に

規
定

す
る

課
税

総
所

得
金

額
、

課
税

退
職

所
得

金
額

及
び

課
税

山
林

所
得

金
額

、
同

法
附

則
第

三
十

三
条

の
二

第
五

項
に

規
定

す
る

上
場

株
式

等
に

係
る

課
税

配
当

所
得

等
の

金
額

、
同

法
附

則
第

三
十

三
条

の
三

第
五

項
第

一
号

に
規

定
す

る
土

地
等

に
係

る
課

税
事

業
所

得
等

の
金

額
、

同
法

附
則

第
三

十
四

条
第

四
項

に
規

定
す

る
課

税
長

期
譲

渡
所

得
金

額
、

同
法

附
則

第
三

十
五

条
第

五
項

に
規

定
す

る
課

税
短

期
譲

渡
所

得
金

額
、

同
法

附
則

第
三

十
五

条
の

二
第

五
項

に
規

定
す

る
一

般
株

式
等

に
係

る
課

税
譲

渡
所

得
等

の
金

額
、

同
法

附
則

第
三

十
五

条
の

二
の

二
第

五
項

に
規

定
す

る
上

場
株

式
等

に
係

る
課

税
譲

渡
所

得
等

の
金

額
並

び
に

同
法

附
則

第
三

十
五

条
の

四
第

四
項

に
規

定
す

る
先

物
取

引
に

係
る

課
税

雑
所

得
等

の
金

額
、

外
国

居
住

者
等

の
所

得
に

対
す

る
相

互
主

義
に

よ
る

所
得

税
等

の
非

課
税

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

三
十

七
年

法
律

第
百

四
十

四
号

）
第

八
条

第
二

項
（

同
法

第
十

二
条

第
五

項
及

び
第
十

六
条

第
二

項
に
お

い
て

準
用

す
る

場
合
を

含
む

。）
に

規
定
す

る
特

例
適

用
利

子
等

の
額

（
同

法
第

八
条

第
八

項
第

四
号

（
同

法
第

十
二

条
第

七
項

及
び

第
十

六
条

第
四

項
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含
む

。）
の

規
定

に
よ

り
読

み
替
え

ら
れ

た
地

方
税

法
第

三
百
十

四
条

の
二

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

適
用

後
の

金
額

）
及

び
外

国
居

住
者

等
の

所
得

に
対

す
る

相
互

主
義

に
よ

る
所

得
税

等
の

非
課

税
等

に
関

す
る

法
律

第
八

条
第

四
項

（
同

法
第

十
二

条
第

六
項

及
び
第

十
六

条
第

三
項

に
お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む
。
）
に
規

定
す

る
特

例
適

用
配
当

等
の

額
（

同
法

第
八

条
第

十
一

項
第

四
号

（
同

法
第

十
二

条
第

八
項

及
び

第
十

六
条

第
五

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場
合

を
含

む
。
）
の
規

定
に

よ
り
読

み
替

え
ら

れ
た

地
方
税

法
第

三
百

十
四

条
の

二
の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

適
用

後
の

金
額

）
並

び
に

租
税

条
約

等
の

実
施

に
伴

う
所

得
税

法
、
法

人
税
法

及
び

地
方

税
法

の
特
例

等
に

関
す

る
法
律
（
昭

和
四

十
四

年
法
律

第
四

十
六

号
）
第
三

条
の

二
の

二
第

十
項

に
規

定
す

る
条

約
適

用
利

子
等

の
額

（
同

条
第

十
一

項
第

四
号

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

ら
れ

た
地

方
税

法
第

三
百

十
四

条
の

二
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
適

用
後

の
金

額
）

及
び

租
税

条
約

等
の

実
施

に
伴

う
所

得
税

法
、

法
人

税
法

及
び

地
方

税
法

の
特

例
等

に
関

す
る

法
律

第
三

条
の

二
の

二
第

十
二

項
に

規
定

す
る

条
約

適
用

配
当

等
の

額
（

同
条

第
十

四
項

第
四

号
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

地
方

税
法

第
三

百
十

四
条

の
二

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
場

合
に

は
、
そ

の
適
用

後
の

金
額

）
の

合
計

額
（

当
該

保
護
者

等
の

生
徒

等
が
当

該
就

学
支

援
金

支
給

年
度
の

前
年

度
の

十
二

月
三

十
一

日
に

お
い

て
当

該
保

護
者

等
の

地
方

税
法

第
二

百
九

十
二

条
第

一
項

第
九

号
に

規
定

す
る

扶
養

親
族

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

生
徒

等
が

当
該

就
学

支
援

金
支

給
年

度
の

前
年

度
の

一
月

一
日

か
ら

三
月

三
十

一
日

ま
で

の
間

に
十

六
歳

に
達

し
た

者
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

合
計

額
か

ら
三
十

三
万

円
を

控
除

し
て
得

た
金

額
）

に
百

分
の

六
を
乗

じ
た

額
 

二
 

就
学

支
援

金
支

給
年

度
分

の
地

方
税

法
の

規
定

に
よ

る
市

町
村

民
税

に
係

る
同

法
第

三
百

十
四

条

の
六

の
規

定
に
よ

り
控

除
す

る
額
（
地

方
自

治
法
（

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
六

十
七

号
）
第

二
百

五
十

二
条

の
十

九
第

一
項

に
規

定
す

る
指

定
都

市
に

よ
り

当
該

就
学

支
援

金
支

給
年

度
分

の
地

方
税

法
の

規
定

に
よ

る
市

町
村

民
税

の
同

法
第

二
百

九
十

二
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る

所
得

割
を

課
さ

れ
る

者
に

つ
い

て
は
、

当
該

額
に

四
分

の
三
を

乗
じ

た
額

）
 

上
記

規
定

に
よ

り
受

給
資

格
を

満
た

す
者

で
あ

っ
て

も
、

受
給

資
格

が
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
の

認
定

を
申

請
し

、
認
定

を
受
け

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
お

り
（

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の

支
給

に
関

す
る

法
律

第
４

条
）
、

申
請

を
行

わ
な

け
れ

ば
、

就
学

支
援

金
の

支
給

を
受

け
る

こ
と
は

で
き

な
い

。
 

高
等
学

校
等

就
学

支
援
金

の
支

給
に

関
す

る
法
律

 
（

受
給

資
格

の
認

定
）

 
第

４
条

 
前

条
第

一
項
に

規
定

す
る

者
（

同
条

第
二

項
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る
者

を
除

く
。
）
は

、

就
学

支
援

金
の

支
給

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

文
部

科
学

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

１
９

２
 

 

の
在

学
す

る
高
等

学
校

等
（

そ
の

者
が
同

時
に

二
以

上
の

高
等

学
校
等

の
課

程
に

在
学
す

る
と

き
は

、

そ
の

選
択

し
た

一
の

高
等

学
校

等
の

課
程

）
の

設
置

者
を

通
じ

て
、

当
該

高
等

学
校

等
の

所
在

地
の

都
道

府
県

知
事

（
当

該
高

等
学

校
等

が
地

方
公

共
団

体
の

設
置

す
る

も
の

で
あ

る
場

合
（

当
該

高
等

学
校

等
が

特
定
教

育
施

設
で

あ
る

場
合
を

除
く

。）
に
あ

っ
て

は
、
都

道
府

県
教

育
委

員
会

）
に

対
し

、

当
該

高
等

学
校

等
に

お
け

る
就

学
に

つ
い

て
就

学
支

援
金

の
支

給
を

受
け

る
資

格
を

有
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

認
定
を

申
請

し
、

そ
の

認
定
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 
 

 
ウ

 
授

業
料
を

負
担

す
る

者
 

以
上

よ
り

、
県

立
高

等
学
校

の
授

業
料

を
負

担
す

る
こ

と
に

な
る
者

は
、
所

得
要

件
を
満

た
さ
ず

就
学

支
援

金
の

対
象

と
な

ら
な

い
者

又
は

就
学

支
援

金
の

対
象

と
な

る
の

に
申

請
を

行
わ

な
い

者

や
申

請
に

必
要

な
書

類
を

提
出

し
な
い

者
で

あ
る

。
 

 
⑵

 
債

権
の

発
生

原
因

 
 

 
 

授
業

料
は
、
公
の

施
設

の
使

用
料
（

地
方

自
治

法
第

２
２
５

条
）
で

あ
る

と
解
さ

れ
て
い

る
（

昭
２

３
・
２

・
１

８
自

発
６

５
２

岡
山

県
知

事
あ

て
自

治
課

長
回

答
）
。

そ
し

て
、

愛
知

県
立

学
校

条
例

で

具
体

的
に

定
め

ら
れ

た
非

強
制

徴
収
公

債
権

で
あ

る
。

 
 

⑶
 

収
入

未
済
の

状
況

 
 

 
ア

 
収

入
未
済

額
 

 
 

 
 

直
近

５
年

度
間

の
滞

納
者
数

、
滞

納
額

合
計

は
【

図
表

７
－

５
】
の

と
お

り
で

あ
る
。

 
  

 
 

【
図

表
７
－

５
】

滞
納

者
数
、

収
入

未
済

額
の

推
移

 

 
 

 

過
年

度
分

未
済

額
滞

納
者

数
未

済
額

2
0
1
7
年

度
¥
6
9
,
3
0
0

9
人

¥
4
5
8
,
1
0
0

¥
5
2
7
,
4
0
0

2
0
1
8
年

度
¥
2
5
0
,
2
0
0

7
人

¥
3
4
6
,
5
0
0

¥
5
9
6
,
7
0
0

2
0
1
9
年

度
¥
1
1
8
,
8
0
0

4
人

¥
5
5
,
8
0
0

¥
1
7
4
,
6
0
0

2
0
2
0
年

度
¥
1
4
8
,
5
0
0

4
人

¥
1
2
1
,
5
0
0

¥
2
7
0
,
0
0
0

2
0
2
1
年

度
¥
1
5
6
,
6
0
0

6
人

¥
2
7
7
,
2
0
0

¥
4
3
3
,
8
0
0

当
該

年
度

分
年

度
収

入
未

済
額

合
計

 
  

 
 

 
２

０
２
１

年
度

に
お

け
る
過

年
度

分
未

済
額
（
１

５
万
６

６
０

０
円

）
の

内
訳

は
、
２

０
１

７
年

度
発

生
分
（

２
名

合
計

１
１

万
８

８
０
０

円
）、

２
０

１
９
年

度
発

生
分
（

１
名

１
万

３
５

０
０

円
）、

２
０

２
０

年
度

発
生

分
（

１
名

２
万

４
３
０

０
円

）
で

あ
る

。
こ
れ

ら
の

滞
納

者
が

就
学

支
援

金
を

受
け

て
い

な
い

理
由

は
、
未

申
請

２
名
、
申

請
を

し
た

も
の

の
必
要

書
類
（

課
税
証

明
書

）
を

提
出

し
な

か
っ

た
者

１
名

、
更

新
手

続
を
行

わ
な

か
っ

た
者

１
名

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
ま

た
、
２

０
２

１
年

度
に

生
じ
た

収
入

未
済
（

６
名
、
合
計

２
７

万
７

２
０
０

円
）
の

滞
納

者
が

就
学

支
援

金
を

受
け

て
い

な
い

理
由
は

、
未

申
請

３
名

、
申

請
を

し
た

も
の

の
必

要
書

類
（

課
税
証

明
書

）
を

提
出
し

な
か

っ
た
者

２
名
、
就

学
支

援
金

受
給
資

格
を
満

た
し

て
い

な
か

っ
た

が
年

度
途

中
に

お
い

て
経

済
状

況
が

悪
化

し
た
者

１
名

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
こ

の
よ
う

に
、
授
業

料
を
滞

納
す

る
者

は
、
就

学
支

援
金

が
受

け
ら

れ
る

可
能

性
が

高
い

の
に
、

申
請

を
し

な
い

者
ま

た
は

申
請

を
し
て

も
必

要
書

類
を

提
出

し
な

い
者
が

ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。
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イ
 

不
納

欠
損

処
分

の
状

況
 

 
 

 
 

直
近

５
年

度
間

の
不

納
欠
損

処
分

の
状

況
は

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

２
０

１
７

年
度

 
２

名
合

計
４

万
２

９
０

０
円

 
 

 
 

 
 

２
０
１

８
年

度
 

１
名
合

計
５

万
９

４
０

０
円

 
 

 
 

 
 

２
０
１

９
年

度
～

２
０
２

１
年

度
 

な
し

 
 

 
 

 
不

納
欠
損

処
分

の
理

由
は
、
い

ず
れ

も
、
時

効
消

滅
で

あ
る
（

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条
第

１
項

）。
 

 
⑷

 
収

入
未

済
の

解
消

に
向

け
た
取

組
 

 
 

ア
 

債
権

の
管

理
方

法
 

 
 

 
 

個
別

の
債

権
に

つ
い

て
は
、
各

学
校
に

お
い

て
、
紙
ベ

ー
ス

で
記

録
・
管
理

し
て

い
る

。
債

権
全

体
の

金
額

は
、

県
が

財
務

シ
ス

テ
ム
に

よ
り

管
理

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

滞
納

者
に

つ
い

て
は

、
各

学
校

に
お

い
て

督
促

の
状

況
等

を
記

録
し

て
い

る
が

、
定

ま
っ

た
様

式

は
な

く
、
各

学
校
が

そ
れ

ぞ
れ

の
方

法
で
記

録
を

し
て

い
る

。
そ

の
た
め

、
記

録
さ
れ

て
い

る
内
容

は
各

学
校

に
よ

り
異

な
る

。
 

 
 

イ
 

徴
収

手
続

 
 

 
 

 
授

業
料
が

納
期

限
ま

で
に
納

付
さ

れ
な

い
場

合
、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に
、
期

限
（

１
０

日
以

内
）

を
指

定
し

て
、

各
学

校
が

督
促
状

を
発

す
る

。
 

 
 

 
 

督
促

状
の

納
期

限
を

過
ぎ
て

も
納

付
さ

れ
な

い
場

合
、
未

納
の

状
況
に

応
じ

、
各

学
校

が
郵

便
発

送
、

架
電

、
家

庭
訪

問
等

に
よ

り
請
求

を
行

っ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

例
え

ば
、

２
０
１

７
年

度
分

の
滞

納
者

２
名

に
対

す
る
請

求
の

状
況

は
、
【

図
表

７
－
６

】
及
び

【
図

表
７

－
７

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、
滞
納

者
Ａ

の
滞

納
額
は

２
０

１
８

年
１

月
～

３
月
分

合
計

２
万

９
７

０
０

円
、

滞
納

者
Ｂ

の
滞

納
額

は
２

０
１

７
年

４
月

～
１

２
月

分
合

計
８

万
９

１

０
０

円
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
別

の
学
校

の
生

徒
で

あ
る

。
 

  
 

 
 

 
【

図
表

７
－

６
】

滞
納
者

Ａ
に

対
す

る
督

促
の

状
況

 
 

 
（
回

）
 

 
 

 
 

郵
便

発
送

架
電

家
庭

訪
問

2
0
1
8
年

9
3
1

1

2
0
1
9
年

5
7

0

2
0
2
0
年

8
6

0

2
0
2
1
年

1
7

1
 

 
 

 
 

【
図
表

７
－

７
】

滞
納

者
Ｂ
に

対
す

る
督

促
の

状
況

 
 

 
（
回

）
 

 
 

 
 

郵
便

発
送

架
電

家
庭

訪
問

2
0
1
7
年

0
不

明
5

2
0
1
8
年

2
2

0

2
0
1
9
年

1
3

2

2
0
2
0
年

1
1

1

2
0
2
1
年

2
1

1
 

１
９

４
 

 

ウ
 

法
的

手
続

 
 

 
 

 
訴

訟
、
支

払
督

促
等

、
法
的

手
続

を
と

っ
た

こ
と

は
な

い
。

県
に
よ

る
と

、
そ

の
理
由

は
、

以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

訴
訟

：
未

納
額

を
大

幅
に

超
過

す
る
経

費
を

要
す

る
た
め

。
 

支
払

督
促

：
支

払
督

促
自

体
は

低
廉
な

額
で

処
理

で
き
ま

す
が

、
 

（
１
）

仮
執

行
宣

言
付
き

の
差

し
押

さ
え

命
令
を

受
け

て
も

、
差

し
押
さ

え
る

も
の

が
な

い
又

は
特

定
で

き
な
い

ケ
ー

ス
や

そ
れ

で
も
な

お
払

わ
な

い
ケ

ー
ス

が
み
ら

れ
る

。
 

（
２
）

授
業

料
未

納
者
の

多
く

は
、

生
徒

指
導
上

等
の

問
題

も
は

ら
ん
で

お
り

、
不

服
申

し
立

て
に

発
展

し
た
場

合
、

未
納

額
を

大
幅
に

超
過

す
る

訴
訟

経
費

を
要
す

る
こ

と
が

想
定

で
き

る
。

 
と

い
っ

た
事

情
が

あ
る
こ

と
か

ら
、

未
納

と
な
っ

て
い

る
額

・
理

由
や
、

生
徒

及
び

保
護

者

の
状
況

を
総

合
的

に
考
慮

し
て

、
支

払
督

促
を
行

う
の

が
適

切
で

な
い
と

判
断

し
た

た
め

。
 

 ４
 

私
費

会
計

 

 
⑴

 
私

費
会

計
の

存
在

意
義

 
私

費
会

計
と
は

、
個
人

用
の
教

材
や
修

学
旅

行
、
卒

業
ア
ル

バ
ム
代

金
積

立
金

な
ど

受
益

者
が

直
接

負
担

す
べ

き
費

用
で

、
本

来
生

徒
・
保

護
者

が
個

々
に

契
約
・
購

入
す
べ

き
も

の
を

取
り

ま
と
め

て
い

る
も

の
（

学
校

徴
収

金
）
や

、
特

定
の
団

体
が

団
体

の
活

動
に

要
す
る

経
費

と
し

て
徴

収
す

る
も

の
の

う
ち
、
当

該
団
体

か
ら

の
委

任
に

基
づ
き

学
校

で
会

計
処

理
し

て
い

る
も
の
（

団
体

徴
収

金
）
で
あ

る
。 

 
⑵

 
私

費
会

計
の

種
類

 
県

で
は
「
私

費
会
計

の
会

計
処

理
基

準
」
を

定
め

て
お

り
、
当
該

基
準

に
お

い
て
私

費
会

計
を
「
学

校
徴

収
金

」
と

「
団

体
徴

収
金

」
と
に

大
別

し
て

い
る

。
 

 
⑶

 
学

校
徴

収
金

 
学

校
徴

収
金
は

、
個

人
用

の
教

材
や

修
学
旅

行
、
卒
業

ア
ル

バ
ム

代
金
積

立
金

な
ど

、
生

徒
に

直
接

還
元

さ
れ

る
性

質
の

も
の

で
あ

り
、

学
校

長
及

び
学

校
徴

収
金

運
営

協
議

会
長

名
に

よ
り

徴
収

し
て

お
り

、
以

下
の

範
囲

内
と

さ
れ

て
い
る

。
 

ア
 

学
年

会
計

 
イ

 
学

年
積
立

金
会

計
 

ウ
 

生
徒

会
会

計
 

エ
 

教
育

振
興

会
計

 
オ

 
そ

の
他
特

殊
及

び
臨

時
的

な
会
計

 
学

校
徴

収
金

の
適

正
な

運
営

及
び

執
行

を
図

る
た

め
、

各
校

で
定

め
た

要
項

に
基

づ
い

て
学

校
徴

収
金

運
営

協
議

会
が

各
校

に
設

置
さ
れ

て
い

る
。

 
学

校
徴

収
金
の

徴
収

金
額

は
、
毎

年
当
該

協
議

会
で

定
め

て
い

る
た

め
、
学

校
に

よ
り

徴
収

金
額

や

徴
収

回
数

が
異

な
る

。
 

 
⑷

 
団

体
徴

収
金

 
団

体
徴

収
金
は

Ｐ
Ｔ

Ａ
等

の
学

校
関
係

団
体

が
、
団

体
の

活
動

に
要

す
る

経
費

と
し

て
、
当
該

団
体

の
長

の
名

に
よ

り
徴

収
す

る
も

の
で
あ

り
、
当

該
団

体
か

ら
の

委
任

に
基

づ
き
、
学
校

で
会

計
を

処
理

し
て

い
る

。
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⑸

 
管

理
方

法
 

私
費

会
計

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
各
県

立
学

校
が

県
教

育
委

員
会

の
定

め
た
「

私
費

会
計

の
会

計

処
理

基
準

に
つ

い
て

」
（

平
成

２
年

３
月

１
９

日
教

育
長

通
知

）
に

則
っ

て
、

予
算

の
編

成
・

執
行

、

帳
簿

等
の

備
付

け
、

収
入

の
通

知
・
保

管
、

契
約

、
経

費
の

支
出

、
監
査

な
ど

を
行

っ
て

い
る
。

 
 

⑹
 

所
感

 
私

費
会

計
は

、
未

納
者

に
対

し
て

法
的

手
続

を
取

る
際

の
申

立
人

と
な

る
べ

き
者

や
そ

の
費

用
負

担
者

が
明

確
で

な
い

た
め

、
法

的
手
続

を
取

る
こ

と
が

難
し

く
な
っ

て
い

る
。
そ
の

た
め

、
未
納

者
へ

の
利

益
享

受
の

可
否

や
、

他
の

保
護

者
の

拠
出

金
に

よ
る

補
填

の
是

非
に

つ
い

て
議

論
の

余
地

が
あ

る
。
将

来
、
授
業

料
が

完
全

無
償

化
さ
れ

た
後

に
は

、
私

費
会

計
の
う

ち
学

校
徴

収
金

に
つ

い
て

は
、

公
費

負
担

に
よ

る
無

償
化

も
視

野
に
入

れ
た

検
討

を
期

待
し

た
い

。
 

 
 

１
９

６
 

 ５
 

監
査

の
結

果
 

 
⑴

 
免

除
さ

れ
て

い
な

い
債

権
を
定

期
監

査
調

書
で

免
除

額
に

含
め

る
の
は

誤
り

【
意

見
】

 
 

 
 

教
育

委
員

会
事

務
局

は
監

査
委

員
事

務
局

か
ら

の
指

示
に

従
い

、
破

産
免

責
分

に
つ

い
て

も
免

除

額
と

し
て

例
年

計
上

し
て

い
る

。
 

高
等

学
校

等
奨

学
事

業
貸

付
金

収
入

の
免

除
に

つ
い

て
は

、
愛

知
県

高
等

学
校

等
奨

学
金

貸
与

条

例
に

お
い

て
、
奨

学
金

の
貸
与

を
受

け
た

者
が
①

死
亡

し
た

と
き
、
②

精
神

又
は

身
体

に
著

し
い

障
害

を
受

け
た

と
き

に
は

、
奨

学
金

の
返

還
の

債
務

の
全

部
又

は
一

部
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
破

産
後

免
責

許
可

決
定

を
得
た

場
合

に
免

除
で
き

る
か

に
つ

い
て

は
、
上
記

条
例

に

定
め

ら
れ

て
い

な
い
。
実

体
と

し
て

も
、
破
産

後
免

責
許
可

決
定
を

得
た

場
合

で
も

免
除

又
は

債
権
放

棄
し

て
い

な
い

。
そ

の
た

め
、

破
産
免

責
の

場
合

は
免

除
額

に
含

め
る
べ

き
で

は
な

い
。

 
 

 
 

こ
の

点
、
県

は
、
今
後

は
、
破

産
免

責
が

あ
っ

た
債

権
に

つ
い

て
は
、
免
除

額
と

し
て

は
計
上

し
な

い
処

理
を

す
る

と
の

こ
と

で
あ

る
の
で

、
意

見
と

し
て

記
載

す
る

。
 

 
⑵

 
簿

外
管

理
し

て
い

る
不

納
欠
損

処
分

済
み

債
権

を
債

権
放

棄
等

す
る
べ

き
で

あ
る

【
意
見

】
 

 
 

 
高

等
学

校
等

奨
学

事
業

貸
付

金
収

入
の

う
ち

破
産

に
よ

る
免

責
許

可
決

定
を

受
け

た
債

権
に

つ
い

て
、
県

は
不

納
欠
損

処
分

を
し

た
う
え

で
、
簿

外
管

理
と
し

て
い
る

。
し

か
し
、
コ
ス
ト

が
か
か

る
だ

け
で

、
債

権
の

簿
外

管
理

を
続

け
る
メ

リ
ッ

ト
は

な
い

に
等

し
い
。
そ
こ

で
、
破

産
に

よ
る

免
責

許
可

決
定

を
受

け
た

債
権

に
つ

い
て

は
債
権

放
棄

等
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

意
見

の
詳

細
は

、
第

２
章

第
４

の
１
及

び
２

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 
 

⑶
 

訴
訟

に
お
い

て
遅

延
損

害
金
を

請
求

す
る

べ
き

か
検

討
さ

れ
た

い
【
意

見
】

 
高

等
学

校
等

奨
学

事
業

貸
付

金
収

入
の

滞
納

者
に

対
し

訴
訟

を
提

起
す

る
場

合
、

法
定

利
率

に
基

づ
く

遅
延

損
害

金
の

請
求

を
す

る
こ
と

が
可

能
で

あ
る

が
、
県

は
、
遅

延
損

害
金

の
請

求
は

し
て

い
な

い
。

そ
の

理
由

は
、

次
の

と
お

り
で
あ

る
。

 
本

奨
学

制
度

は
、

経
済
的

な
理

由
に

よ
り

修
学
が

困
難

な
者

に
対

し
奨
学

金
を

貸
与

す
る

こ
と

に

よ
り

、
教

育
の

機
会

均
等

を
図

り
、
も

っ
て

有
為

な
人
材

を
育

成
す

る
と

と
も
に

、
社

会
の

健
全

な

発
展

を
促

す
こ

と
を

目
的

と
し

て
い
ま

す
。

教
育

の
機
会

均
等

は
、

行
政

の
責
任

に
お

い
て

積
極

的

に
取

り
組

む
べ

き
こ

と
が

ら
で

あ
り
、

貸
与

者
か

ら
延
滞

金
等

を
徴

収
す

る
必
要

性
は

少
な

い
た

め
、

遅
延

損
害

金
の

請
求

は
し

て
い
ま

せ
ん

。
 

 
 

 
し

か
し

、「
教

育
の

機
会

均
等

」
に
取

り
組

ま
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か
ら

と
い

っ
て

、「
延

滞
金

等
を

徴
収

す
る

必
要

性
」
が

少
な

い
と

は
い

え
な

い
。
滞

納
者

に
対

す
る

訴
訟

手
続

に
お

い
て

、
遅
延

損
害

金
を

請
求

す
る

こ
と

が
、
「
教

育
の

機
会

均
等

」
を
害

す
る
と

も
思
わ

れ
な

い
。
遅

延
損
害

金
を
請

求

す
る

こ
と

に
よ

り
、
滞

納
を
続

け
る

と
負

債
額
が

増
え

る
こ

と
か
ら

、
滞

納
者

に
よ
る

任
意

の
弁

済
が

あ
る

可
能

性
が

高
ま

る
。

遅
延

損
害

金
を

請
求

す
る

こ
と

に
つ

い
て

県
の

デ
メ

リ
ッ

ト
は

見
当

た
ら

な
い

。
訴

訟
に

お
い

て
遅

延
損

害
金
を

請
求

す
る

べ
き

か
検

討
さ

れ
た
い

。
 

な
お

、
財

務
規
則

第
１

３
０
条

第
１
項

に
は
、
契
約

者
が
履

行
遅
延

し
た

場
合

の
違

約
金

に
関

す
る

定
め

が
置

か
れ

て
い

る
た

め
注

意
が
必

要
で

あ
る

。
約

定
利

率
（
民

法
第

４
１

９
条

）
に

関
す

る
意
見

で
あ

る
が

、
関

連
す

る
も

の
と

し
て
第

２
章

第
４

の
１

４
を

参
照

さ
れ
た

い
。
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１
９

７
 

 

⑷
 

収
入

未
済

解
消

の
た

め
の

手
段

の
ひ
と

つ
と

し
て

強
制

執
行
を

検
討

す
る

べ
き

で
あ

る
【

指
摘
】

 
高

等
学

校
等

奨
学

事
業

貸
付

金
収

入
に

つ
い

て
県

は
、

判
決

に
基

づ
く

強
制

執
行

を
行

っ
て

い
な

い
。

そ
の

理
由

は
、

次
の

と
お

り
で
あ

る
。

 
平

成
２

８
年

２
月

に
試
行

的
に

名
古

屋
地

方
裁
判

所
へ

債
権

差
押

え
命
令

の
申

立
て

を
行

い
、

債

務
者

５
名

に
対

し
銀

行
口

座
へ

の
強
制

執
行

（
２

名
は
口

座
な

し
）

を
し

ま
し
た

が
、

３
件

１
１

８

万
円

の
債

権
額

に
対

し
て

回
収

は
２
，

３
４

７
円

に
留
ま

る
結

果
と

な
り

ま
し
た

。（
申

立
書

作
成

費
用

約
９

,３
４

８
円
 

申
立

費
用

６
,８

９
８

円
）

 
県

の
説

明
は
、
２

０
１

６
年
に

試
行
的

に
強

制
執

行
し

た
も

の
の

、
回

収
額

を
費

用
が
上

回
っ

た
こ

と
か

ら
、

現
在

は
、

強
制

執
行

を
行
っ

て
い

な
い

と
い

う
趣

旨
と

理
解
さ

れ
る

。
 

し
か

し
、
強

制
執
行

が
奏

功
す

る
か

否
か
は

、
各

滞
納

者
の

状
況
に

よ
り

異
な

る
。
現
在

で
は
、
２

０
１

６
年

よ
り

も
、
第

三
者
か

ら
の

情
報

取
得
手

続
等

財
産

調
査
の

手
段

は
増

え
て

い
る

。
滞

納
者

に

対
す

る
財

産
調

査
を

一
切

行
う

こ
と

な
く

、
強

制
執

行
の

選
択

肢
を

最
初

か
ら

排
除

す
る

の
は

相
当

で
は

な
い

（
地

方
自

治
法

施
行

令
第
１

７
１

条
の

２
参

照
）。

 
費

用
を

か
け
て

訴
訟

を
提

起
し

、
債

務
名

義
を

得
て

い
る

の
で

あ
る

か
ら

、
高

額
の
債

権
に

つ
い

て

は
財

産
調

査
を

行
い

、
強

制
執

行
に
及

ぶ
こ

と
の

是
非

を
検

討
す

る
べ
き

で
あ

る
。

 
意

見
の

詳
細
は

、
第

２
章

第
４

の
８
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
⑸

 
授

業
料

の
管

理
回

収
に

つ
い
て

マ
ニ

ュ
ア

ル
や

方
針

を
定

め
ら

れ
た
い

【
意

見
】

 
 

 
督
促

状
発

送
後

、
納

期
限

ま
で
に

納
付

さ
れ

な
い

場
合

、
各

学
校

が
滞
納

者
に

対
し

、
郵

便
発

送
、

架
電
、
家

庭
訪
問

等
を

行
っ
て

い
る

が
、
そ
の

回
数

や
方
法

は
各
学

校
の

裁
量

に
委

ね
ら

れ
て

い
る
。

前
述

の
滞

納
者

Ａ
と

滞
納

者
Ｂ

に
つ

い
て

は
、

郵
便

発
送

や
架

電
の

回
数

は
大

き
く

異
な

っ
て

い
る

（
【

図
表

７
－

６
】
及

び
【

図
表

７
－

７
】
参

照
）
。
積

極
的
に

請
求
を

す
る

学
校

と
そ

う
で

な
い

学
校

が
あ

れ
ば

、
不

公
平

で
あ

る
。

 
 

 
そ
こ

で
、

滞
納

者
に

対
す

る
連

絡
に
つ

き
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
や
方

針
を

設
け

、
公

平
な

回
収

を
試
み

ら
れ

た
い

。
 

ま
た

、
債

権
管

理
に

関
す

る
記

録
に
つ

い
て

定
ま

っ
た

様
式

は
な

く
、
各

学
校

が
そ

れ
ぞ

れ
の
方

法
で

記
録

し
て

い
る

が
、

マ
ニ

ュ
ア
ル

や
方

針
等

に
、

債
権

管
理

記
録
の

様
式

を
設

け
、

記
録
内

容

を
統

一
さ

れ
た

い
。

 
 

⑹
 

授
業

料
に
つ

い
て

県
に

よ
る
債

権
管

理
を

検
討

す
る

べ
き

で
あ

る
【
意

見
】

 
 

 
 

授
業

料
に
つ

い
て

、
卒

業
生
も

含
め

て
、

各
学

校
が

債
権

管
理

を
行
っ

て
い

る
が

、
県
に

よ
る

と

そ
の

理
由

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ
た

。
 

在
学
中

の
生

徒
や

保
護
者

の
状

況
を

把
握

し
て
い

る
各

学
校

が
、

卒
業
後

も
継

続
し

て
管

理
し

、

個
別

の
ケ

ー
ス

に
応

じ
た

方
法

で
督
促

を
行

う
の

が
効
果

的
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

各
学

校
が

管
理

す

る
こ

と
が

適
切

と
考

え
ら

れ
ま

す
。

 
ま

た
、

卒
業

生
の

滞
納
者

に
つ

い
て

県
が

債
権
管

理
を

引
き

継
ぐ

こ
と
と

し
た

場
合

に
は

、
在

校

中
の

徴
収

に
対

す
る

学
校

の
責

任
感
が

希
薄

に
な

っ
て
し

ま
う

こ
と

が
想

定
さ
れ

ま
す

。
 

し
か

し
、
債

権
の
徴

収
・
管
理

に
つ
い

て
は

、
学

校
だ

け
が

業
務

を
担
う

の
で

は
な

く
、
県
全

体
で

取
り

組
む

べ
き

で
あ

る
。
特
に

、
未

収
金

に
つ

い
て

、
各

学
校

が
、
回

収
困
難

と
思

わ
れ

る
滞
納

者
に

対
す

る
債

権
の

管
理

を
し
、
請

求
手

続
を

続
け
る

こ
と

は
非

効
率
で

あ
る

。
学

校
の
本

来
的

な
業

務
に

支
障

が
生

じ
る

こ
と

も
あ

り
う

る
。
卒
業

後
は

、
各

学
校

と
生

徒
や
保

護
者

と
の

関
係

は
薄

れ
る

し
、

１
９

８
 

 

教
育

的
配

慮
の

要
請

も
減

退
す

る
の

で
あ

る
か

ら
、

各
学

校
が

督
促

を
行

う
こ

と
が

効
果

的
で

あ
る

と
は

思
わ

れ
な

い
。

 
そ

こ
で

、
授

業
料

に
つ

い
て
、
県

が
債
権

管
理

す
る

こ
と

を
検

討
す

る
べ
き

で
あ

る
。
少

な
く

と
も
、

卒
業

生
、
特

に
、
卒

業
後

連
絡
が

と
れ
な

い
滞

納
者

に
対

す
る

債
権

に
つ
い

て
は

、
県

に
お

い
て

管
理

す
る

よ
う

に
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
⑺

 
収

入
未

済
解

消
の

た
め

の
手
段

の
ひ

と
つ

と
し

て
法

的
手

続
を

検
討
す

る
べ

き
で

あ
る
【

指
摘

】
 

 
 

 
滞

納
者

に
対

し
て

は
、
各

学
校

が
郵

便
発

送
、
架

電
ま

た
は

家
庭

訪
問
等

に
よ

り
請

求
を
行

い
、
そ

れ
で

も
支

払
わ

れ
な

い
場

合
、

債
権
が

時
効

消
滅

し
て

い
る

（
地

方
自
治

法
第

２
３

６
条

）
。

 
 

 
長
期

滞
納

者
に

は
、
各

学
校

か
ら

の
連

絡
に

対
し

、
応

対
し

な
い
者

も
い

る
。
長
期

に
わ
た

り
、
応

対
す

ら
し

な
い

者
に

、
郵

便
、

電
話
、

家
庭

訪
問

等
に

よ
る

請
求

を
続
け

る
の

は
無

駄
で

あ
る
。

 
 

 
か
か

る
者

に
対

し
て

は
、
法

的
手
続
（
支

払
督

促
、
訴
訟

等
）
を
と

る
こ

と
も

検
討
す

べ
き
で

あ
る

（
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条
の

２
第

３
号

参
照

）
。

 
 

 
確
か

に
、
県

の
説
明

ど
お

り
、
費

用
対

効
果

の
観

点
か

ら
す

れ
ば

、
費

用
倒
れ

に
な

る
可

能
性

が
高

い
。
し

か
し

、
県

に
よ

る
債

権
回

収
に

お
い

て
は

、
公

平
性

も
考

慮
す
る

必
要

が
あ

る
か

ら
、
誠

実
に

対
応

す
る

滞
納

者
に

対
す

る
債

権
が

残
り

、
対

応
す

ら
し

な
い

滞
納

者
に

対
す

る
債

権
が

時
効

消
滅

す
る

結
果

と
な

る
運

用
は

相
当

で
は
な

い
。
ま

た
、
各
学

校
が

、
生
徒

の
卒

業
後

も
時

効
消

滅
す

る
ま

で
、

請
求

を
続

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

負
担

も
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る
。

 
 

 
よ
っ

て
、
滞

納
金
額

や
生

徒
ま
た

は
家

族
の

状
況

、
滞

納
理

由
に

よ
っ
て

は
、
支
払

督
促

や
訴

訟
提

起
と

い
っ

た
法

的
手

続
実

施
の

是
非
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

の
た

め
に

も
、
少
な

く
と

も
卒

業
生

の
滞

納
者

に
つ

い
て

は
、

上
記

⑹
の
と

お
り

、
県

に
よ

る
統

一
的

管
理
が

必
要

で
あ

る
。

 
詳

細
に

つ
い
て

は
、

第
２

章
第

４
の
８

を
参

照
さ

れ
た

い
。
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 第
８

 
福

祉
局

 
１

 
債

権
と

収
入
未

済
額

の
状

況
 

福
祉

局
が

所
管

す
る

債
権

の
２

０
２
１

年
度

の
状

況
は

【
図

表
８

－
１
－

１
】

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

福
祉

局
の

収
入

未
済

額
の

推
移

は
、【

図
表
２

－
２

６
】
、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は
【

図
表

２
－

２

７
】
の

と
お
り

で
あ

っ
た

。
ま

た
、
不
納

欠
損

処
分

の
人

数
と

金
額

を
理
由

別
に

ま
と

め
て

そ
の
推

移
を

表
に

し
た

と
こ

ろ
【

図
表

８
－

１
－

２
】
の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
理

由
の

分
類

は
【

図
表

８
－

３
－

１
３

】

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 
債

権
毎

の
名
称

と
そ

れ
ぞ

れ
の

内
容
は

【
図
表

８
－

１
－
３

】
、

収
入

未
済
が

発
生

す
る
理

由
は

【
図

表
８

－
１

－
４

】、
２
０

２
１

年
度

の
収

入
未

済
額

、
滞

納
者

数
、
収

入
未

済
解

消
の

取
組

の
概
要

は
【

図

表
８

－
１

－
５

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 
全

て
の

債
権
に

つ
い

て
詳

述
す

る
こ
と

は
で

き
な

い
が

、
主

な
債
権

の
詳

細
に

つ
い

て
３

以
下

で
、
少

額
の

債
権

は
１

２
に

お
い

て
後

述
す

る
。

 
 【

図
表

８
－

１
－
１

】
福

祉
局

が
所
管

す
る

債
権

の
２

０
２

１
年

度
の
状

況
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
債

権
の

種
類

調
定

額
不

納
欠

損
額

収
入

未
済

額

福
祉

医
療

費
雑

入
（

生
活

保
護

費
返

還
金

）
強

制
徴

収
公

債
権

※
1
6
2
,
6
0
6
,
2
2
5

3
,
8
8
0
,
4
5
5

1
1
0
,
0
3
7
,
7
0
1

生
活

保
護

施
設

保
護

費
負

担
金

非
強

制
徴

収
公

債
権

1
0
,
0
0
0

0
1
0
,
0
0
0

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

・
療

養
介

護
事

業
所

使
用

料
私

債
権

3
8
1
,
2
4
7
,
3
1
8

0
2
5
5
,
0
0
0

医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院

使
用

料
私

債
権

2
,
9
2
1
,
6
5
8
,
2
1
5

0
7
8
2
,
2
6
8

医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院

手
数

料
私

債
権

6
,
8
4
3
,
5
0
0

0
1
,
7
0
0

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
収

入
私

債
権

2
,
5
4
3
,
0
0
0

0
2
,
3
3
3
,
0
0
0

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
違

約
金

私
債

権
7
,
5
0
0

0
5
,
1
0
0

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

収
入

私
債

権
1
4
,
9
6
9
,
7
8
1

0
1
3
,
0
0
1
,
7
9
5

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
保

険
料

負
担

金
私

債
権

1
2
3
,
3
9
4
,
0
6
0

0
5
,
7
5
3
,
7
7
0

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

収
入

私
債

権
2
4
,
9
7
4
,
6
2
8

5
2
1
,
6
9
5

2
1
,
7
3
7
,
3
0
8

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

違
約

金
私

債
権

3
3
0
,
9
0
0

1
1
,
2
0
0

2
4
3
,
3
0
0

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除

に
よ

る

違
約

金
及

び
契

約
保

証
金

私
債

権
1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

児
童

措
置

費
負

担
金

強
制

徴
収

公
債

権
4
7
7
,
4
3
0
,
9
4
8

1
2
,
8
3
1
,
5
2
5

3
3
2
,
8
4
1
,
5
5
3

福
祉

医
療

費
雑

入

（
児

童
扶

養
手

当
返

還
金

2
2
5
2
万

円
含

む
）

非
強

制
徴

収
公

債
権

2
,
0
4
8
,
4
0
2
,
7
7
6

3
,
2
1
0
,
3
1
0

3
4
,
4
8
6
,
9
6
9

福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

使
用

料
私

債
権

9
6
4
,
9
0
5

0
6
8
,
2
3
4

母
子

父
子

寡
婦

資
金

特
会

違
約

金
私

債
権

2
3
9
,
2
0
0

0
1
8
7
,
5
0
0

母
子

父
子

寡
婦

資
金

特
会

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
収

入
私

債
権

1
1
9
,
4
3
3
,
6
8
4

0
6
2
,
7
3
9
,
3
2
6

合
計

6
,
3
8
5
,
0
5
6
,
6
4
0

2
0
,
4
5
5
,
1
8
5

6
8
4
,
4
8
4
,
5
2
4

 
※

強
制

徴
収

公
債

権
に

分
類

さ
れ

る
の

は
、

生
活

保
護

法
６

３
条

返
還

金
で

、
２

０
１

８
年

１
０

月
１

日
以

後
給

付
分

の
う

ち
法

第
７

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

徴
収

金
と

し
た

も
の

及
び

同
法

７
８

条
徴

収
金

で
、

２
０

１
４

年
７

月
１

日
以

後
給

付
分

で
あ

る
。

そ
れ

以
外

は
非

強
制

徴
収

公
債

権
で

あ
る

。
詳

細
は

３
に

お
い

て
後

記
す

る
。
 

２
０

０
 

 【
図

表
８

－
１

－
２

】
不

納
欠

損
処
分

の
理

由
毎

の
人

数
と

金
額

の
推

移
 

 

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

人数
(人)

金額
（円）

生活保護費返還金14,0002579,8712559,1873513,5553231,4801128,7503665,227
在宅重度障害者手当返還金5385,0001196,0006274,400292,000472,2507257,000235,750
児童措置費負担金7506,28061,213,8205451,8704976,3004326,70082,316,2005917,390
児童扶養手当返還金3518,990000000000000
遺児手当返還金224,500343,000271,5002161,500320,600114,000165,250

　　合　　計181,438,770122,032,691151,356,957111,743,35514651,030172,715,950111,683,617

生活保護費返還金320,0003178,8133152,1780031,044,149290,00000
在宅重度障害者手当返還金13763,0007231,00010224,000354,750121,0005136,50013547,000
児童措置費負担金338,6800042,032,7200000117,6002125,700
児童扶養手当返還金00000000001519,77011,032,600
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金001265,400127,00000000000

　　合　　計19821,68011675,213182,435,898354,75041,065,1499763,870161,705,300

生活保護費返還金3620,79500001210,820000051,148,359
在宅重度障害者手当返還金6509,000000000122,0000000
児童措置費負担金6812,800,584507,957,680669,186,0276710,197,9515412,646,5607914,015,2298511,274,855
児童扶養手当返還金1230,00000112,8003382,7001164,2201791,99000
遺児手当返還金245,0006281,7505159,250127,0007141,5000000
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金1687,08000001179,282000000

　　合　　計8114,892,459568,239,430729,358,0777310,997,7536312,974,2808014,807,2199012,423,214

生活保護費返還金003229,0044385,20061,213,10261,108,7544673,00081,872,869
障害者住宅整備資金貸付金償還金0000001931,9200000
在宅重度障害者手当返還金12414,0008371,0009690,0008347,5009397,0006338,7505263,250
高齢者住宅整備資金貸付金償還金001145,6130000000000
児童措置費負担金6659,5584773,7404793,17461,397,4923313,3003448,2003311,080
児童扶養手当返還金000000001169,4804887,8005474,310
遺児手当返還金118,0000000005340,57511242,42513752,550

　　合　　計191,091,558161,519,357171,868,374213,890,014242,329,109282,590,175343,674,059

生活保護費返還金2118,00000002549,7300031,280,2772194,000
障害者住宅整備資金貸付金償還金000000000011,153,94400
児童措置費負担金00168,50011,588,6000000001202,500
児童扶養手当返還金00174,4800000000000
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金11,504,141000000000000

　　合　　計31,622,1412142,98011,588,6002549,7300042,434,2213396,500

生活保護費返還金0000001293,6241512,0622805,89600
生活保護法に係る診療報酬返還金00000014,596,644000000
高齢者住宅整備資金貸付金償還金0000000012,987,512001521,695
高齢者住宅整備資金貸付金違約金000000000000111,200
遺児手当返還金1512,000000000194,00019,000139,600
　　合　　計1512,000000024,890,26833,593,5743814,8963572,495

14120,378,6089712,609,67112316,607,90611222,125,87010820,613,14214124,126,33115720,455,185

2019年度2020年度2021年度

時効

行方不明

死亡

生活困窮

納入拒否

区分理由債権名

2015年度2016年度2017年度

その他

相続放棄

自己破産免責

総合計

2018年度
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２
０

１
 

 【
図

表
８

－
１

－
３

】
福

祉
局

が
所
管

す
る

債
権

の
内

容
 

1
深

夜
特

殊
業

務
等

手
当

返
納

金
深

夜
特

殊
勤

務
手

当
が

過
払

と
な

っ
た

た
め

返
還

さ
せ

る
。

2
生

活
保

護
施

設
保

護
費

負
担

金
救

護
施

設
に

入
所

し
て

い
る

者
自

身
に

収
入

が
あ

る
場

合
（

障
害

者
年

金
等

）
は

、
自

己
負

担
分

を
徴

収
し
て

い
る

。

3
生

活
保

護
費

返
還

金

急
迫

の
場

合
等

に
お

い
て

資
力

が
あ

る
に

も
関

わ
ら

ず
保

護
を

受
け

た
場

合
及

び
不

実
の

申
請

そ
の

他
不

正
な

手
段

に
よ

り
保

護
を

受
け

た
場

合
、

生
活

保
護

法
第

6
3
条

及
び

第
7
8
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

生
活

保
護

費
を

返

還
さ

せ
る

。

4
生

活
保

護
法

に
係

る
診

療
報

酬
返

還
金

適
切

で
な

い
診

療
報

酬
の

請
求

が
判

明
し

た
場

合
、

診
療

報
酬

の
返

還
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

5
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

6
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

違
約

金

7
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

保
険

料
負

担
金

障
害

者
の

保
護

者
が

掛
金

を
出

し
、

保
護

者
が

死
亡

ま
た

は
重

度
障

害
と

な
っ

た
場

合
、

残
さ

れ
た

障
害

者
に

生
涯

に
渡

り
年

金
を

支
給

し
、

保
護

者
が

障
害

者
の

将
来

に
対

し
て

抱
く

不
安

を
軽

減
す

る
。

8
福

祉
型

障
害

児
入

所
施

設
使

用
料

児
童

福
祉

法
及

び
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

き
入

所
し

た
者

及
び

短
期

入
所

を
し

た
者

に
対

し
、

保
護

者
ま

た
は

本
人

の
収

入
に

応
じ

て
自

己
負

担
金

を
徴

収
し

て
い

る
。

9
医

療
療

育
総

合
セ

ン
タ

ー
中

央
病

院
使

用
料

中
央

病
院

に
お

い
て

入
院

及
び

短
期

入
所

し
た

者
に

対
し

、
自

己
負

担
と

な
る

食
事

代
や

被
服

費
を

徴
収

し
て

い
る

。

1
0

医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院

手
数

料
中

央
病

院
に

お
い

て
、

生
活

保
護

を
受

給
し

て
い

る
利

用
者

に
対

し
て

診
断

書
等

を
発

行
し

た
場

合
、

市
町
村

へ
発

行
手

数
料

を
請

求
し

て
い

る
。

1
1

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金

障
害

者
の

居
住

環
境

を
改

善
す

る
た

め
、

障
害

者
の

専
用

居
室

、
浴

室
等

を
必

要
と

し
、

自
己

資
金

で
新

築
、

増
築

、
改

築
又

は
改

造
工

事
を

行
う

こ
と

が
困

難
な

者
に

対
し

て
、

低
利

で
資

金
を

貸
し

付
け

る
こ

と
に

よ

り
、

心
身

障
害

者
福

祉
の

向
上

を
図

る
。

　
（

平
成

2
2
年

度
で

貸
付

事
業

廃
止

）

1
2

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

還
金

重
度

の
障

害
ゆ

え
に

生
ず

る
負

担
の

軽
減

の
一

助
に

な
る

よ
う

、
在

宅
重

度
障

害
者

に
対

し
て

手
当

を
支

給
す

る
。

1
3

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
返

還
金

障
害

者
の

保
護

者
が

掛
金

を
拠

出
し

、
保

護
者

が
死

亡
ま

た
は

重
度

障
害

と
な

っ
た

場
合

、
残

さ
れ

た
障

害
者

に
生

涯
に

渡
り

年
金

を
支

給
し

、
保

護
者

が
障

害
者

の
将

来
に

対
し

て
抱

く
不

安
を

軽
減

す
る

。

1
4

特
別

障
害

者
手

当
等

返
還

金
精

神
又

は
身

体
に

著
し

く
重

度
の

障
害

が
あ

る
た

め
、

日
常

生
活

に
お

い
て

常
時

特
別

の
介

護
を

要
す

る
在
宅

の
障

害
者

等
に

対
し

て
手

当
を

支
給

す
る

。

1
5

雇
用

保
険

料
被

保
険

者
負

担
金

雇
用

保
険

料
の

う
ち

、
一

部
は

被
保

険
者

が
負

担
す

る
こ

と
に

な
っ

て
お

り
、

翌
月

の
給

料
か

ら
控

除
を

し
て

い
る

が
、

退
職

後
に

支
給

さ
れ

る
時

間
外

勤
務

手
当

に
か

か
る

保
険

料
は

控
除

が
で

き
な

い
の

で
、

個
別

に
納

入
通

知
書

を
発

行
し

て
徴

収
し

て
い

る
。

1
6

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

・
療

養
介

護

事
業

所
使

用
料

児
童

福
祉

法
及

び
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

き
中

央
病

院
こ

ば
と

棟
に

入
所

し
た

者
及

び
短

期
入

所
を

し
た

者
に

対
し

、
保

護
者

ま
た

は
本

人
の

収
入

に
応

じ
て

自
己

負
担

金
を

徴
収

し
て

い
る

。

1
7

親
子

療
育

の
家

実
費

療
育

支
援

セ
ン

タ
ー

親
子

療
育

の
家

を
利

用
を

し
た

者
に

対
し

、
保

護
者

が
施

設
を

利
用

し
た

際
の

自
己

負
担

金
を

徴
収

し
て

い
る

。

1
8

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金

1
9

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

違
約

金

2
0

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除

に
よ

る
違

約
金

及
び

契
約

保
証

金

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

の
契

約
解

除
に

よ
る

違
約

金
（

8
,
0
0
0
万

円
）

及
び

契
約

保
証

金
残

額
（

2
,
0
0
0

万
円

）

2
1

児
童

措
置

費
負

担
金

児
童

福
祉

法
第

5
6
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

児
童

福
祉

施
設

に
入

所
し

た
場

合
は

、
本

人
又

は
そ

の
扶

養
義

務
者

が
、

そ
の

負
担

能
力

に
応

じ
、

そ
の

費
用

の
全

部
又

は
一

部
を

負
担

す
る

。

2
2

児
童

扶
養

手
当

返
還

金
児

童
扶

養
手

当
法

第
4
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

が
受

給
者

に
児

童
扶

養
手

当
を

支
給

し
た

後
に

、
受

給
資

格
が

な
い

こ
と

が
判

明
し

、
過

払
金

が
発

生
し

た
場

合
は

当
該

受
給

者
に

返
還

さ
せ

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

2
3

遺
児

手
当

返
還

金

愛
知

県
遺

児
手

当
支

給
規

則
第

3
条

第
1
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

が
受

給
資

格
者

に
愛

知
県

遺
児

手
当

を
支

給
し

た
後

に
、

受
給

資
格

が
な

い
こ

と
が

判
明

し
、

過
払

金
が

発
生

し
た

場
合

は
、

当
該

受
給

者
に

返
還

さ
せ

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

2
4

ひ
と

り
親

世
帯

臨
時

特
別

給
付

金
返

還

金

愛
知

県
ひ

と
り

親
世

帯
臨

時
特

別
給

付
金

支
給

事
業

実
施

要
綱

の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

が
受

給
者

に
ひ

と
り

親
世

帯
臨

時
特

別
給

付
金

を
支

給
し

た
後

に
、

受
給

資
格

が
な

い
こ

と
が

判
明

し
、

過
払

金
が

発
生

し
た

場
合

は
当

該
受

給
者

に
返

還
さ

せ
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
昭

和
2
8
年

に
実

施
さ

れ
て

以
来

、
そ

の
制

度
の

趣
旨

・
目

的
を

達
成

し

相
当

の
成

果
を

あ
げ

て
き

た
が

、
償

還
に

つ
い

て
は

、
現

下
の

厳
し

い
社

会
経

済
環

境
の

下
、

社
会

的
に

弱
い

立
場

の
母

子
家

庭
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
収

入
未

済
が

生
じ

て
い

る
の

が
現

状
で

あ
る

。

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
「

愛
知

県
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
条

例
」

に
基

づ
き

昭
和

4
4
年

か
ら

実
施

さ
れ

、
昭

和
5
7
年

か
ら

は
「

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
（

平
成

2
6
年

に
名

称
変

更
「

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
」

）
」

に
基

づ
く

制
度

と
な

り
、

制
度

の
趣

旨
・

目
的

を
達

成
し

相
当

の
成

果
を

あ
げ

て
き

た
が

、
償

還
に

つ
い

て
は

、
現

下
の

厳
し

い
社

会
経

済
環

境
の

下
、

社
会

的
に

弱
い

立
場

の
寡

婦
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
収

入
未

済
が

生
じ

て
い

る
の

が
現

状
で

あ
る

。

2
6

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
違

約

金

借
主

が
、

支
払

期
日

に
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
、

又
は

一
時

償
還

す
べ

き
金

額
を

支
払

わ
な

か
っ

た
と

き
は

、
延

滞
元

利
金

額
に

つ
き

年
３

％
の

割
合

を
も

っ
て

、
支

払
期

日
の

翌
日

か
ら

支
払

当
日

ま
で

の
日

数
に

よ
り

計
算

し
た

違
約

金
を

徴
収

す
る

。

2
5

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
償

還

金

番
号

債
権

名
内

容

愛
知

県
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

与
条

例
に

よ
り

貸
付

を
受

け
た

貸
付

金
。

高
齢

者
(
満

6
0
歳

以
上

）
と

同
居

し
、

又
は

同
居

し
よ

う
と

す
る

者
で

、
高

齢
者

の
専

用
居

室
、

浴
室

等
を

必

要
と

し
、

自
己

資
金

で
新

築
、

増
築

又
は

改
造

工
事

を
行

う
こ

と
が

困
難

な
者

に
対

し
、

低
金

利
で

資
金

の
貸

付
を

行
う

。
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 【
図

表
８

－
１

－
４

】
福

祉
局

が
所
管

す
る

債
権

毎
の

収
入

未
済

が
発

生
す
る

理
由
 

1
深

夜
特

殊
業

務
等

手
当

返
納

金
納

期
限

ま
で

に
納

付
さ

れ
な

か
っ

た
た

め
収

入
未

済
が

生
じ

た
も

の
。

2
生

活
保

護
施

設
保

護
費

負
担

金
入

所
者

が
退

所
し

た
場

合
に

、
退

所
月

の
翌

月
に

納
入

通
知

書
を

本
人

も
し

く
は

親
族

へ
送

付
す

る
が

、
そ
れ

ま
で

の
間

に
所

持
金

を
消

費
し

て
し

ま
い

支
払

困
難

と
な

っ
た

。

3
生

活
保

護
費

返
還

金
生

活
保

護
費

受
給

者
は

、
基

本
的

に
低

所
得

者
で

あ
る

た
め

、
返

還
金

を
既

に
消

費
し

て
し

ま
っ

て
い

る
こ
と

が
多

く
、

生
活

困
窮

に
よ

り
返

還
が

滞
り

、
収

入
未

済
が

発
生

す
る

。

4
生

活
保

護
法

に
係

る
診

療
報

酬
返

還
金

地
方

厚
生

局
が

監
査

を
実

施
し

た
保

険
医

療
機

関
が

破
産

し
、

配
当

金
額

が
確

定
し

た
こ

と
に

よ
る

未
配

当
と

な
っ

た
部

分
に

つ
い

て
、

収
入

未
済

と
な

っ
た

も
の

。

5
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

6
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

違
約

金

7
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

保
険

料
負

担
金

こ
の

制
度

の
加

入
者

は
重

度
の

障
害

者
を

扶
養

し
て

い
る

世
帯

で
あ

り
、

そ
の

生
活

は
か

な
り

苦
し

い
状

況
に

あ
る

た
め

、
掛

金
の

未
納

に
な

っ
た

も
の

で
あ

る
。

8
福

祉
型

障
害

児
入

所
施

設
使

用
料

療
育

支
援

セ
ン

タ
ー

福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

の
利

用
に

伴
い

、
保

護
者

の
収

入
や

本
人

の
年

金
額

等
に

応
じ

て
設

定
さ

れ
た

負
担

金
を

徴
収

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
サ

ー
ビ

ス
利

用
後

に
所

要
額

を
算

定
し

て
、

納
入

通
知

書
を

発
送

し
て

い
る

が
、

保
護

者
（

後
見

人
）

の
経

済
状

況
に

よ
り

支
払

に
応

じ
な

い
例

が
あ

る
。

9
医

療
療

育
総

合
セ

ン
タ

ー
中

央
病

院
使

用
料

診
療

報
酬

に
お

け
る

本
人

負
担

に
つ

い
て

は
、

公
費

負
担

で
助

成
さ

れ
て

い
る

が
、

食
事

代
や

被
服

費
等

は
対

象
外

で
あ

る
た

め
、

退
院

時
に

会
計

窓
口

で
費

用
請

求
（

現
金

徴
収

）
を

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
後

日
納

入
通

知
書

を
発

送
し

て
い

る
が

、
退

院
後

に
中

央
病

院
に

受
診

し
な

い
者

の
中

に
支

払
に

応
じ

な
い

例
が

あ
る
。

1
0

医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院

手

数
料

現
在

収
入

未
済

と
な

っ
て

い
る

市
町

村
の

生
活

保
護

受
給

者
に

対
す

る
手

数
料

等
の

支
払

い
手

続
き

が
、

市
町

村
か

ら
利

用
者

（
生

活
保

護
受

給
者

）
へ

対
象

経
費

を
給

付
し

、
利

用
者

が
給

付
金

を
も

と
に

手
数

料
等

を
支

払
う

流
れ

と
な

っ
て

い
る

。
現

在
、

市
町

村
か

ら
利

用
者

へ
の

給
付

は
完

了
し

て
い

る
が

、
利

用
者

に
よ

る
支

払
い

が
行

わ
れ

て
い

な
い

た
め

、
収

入
未

済
と

な
っ

て
い

る
。

1
1

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

の
貸

付
を

受
け

た
者

の
償

還
金

で
、

1
0
年

の
償

還
期

間
中

に
、

経
済

事
情

等
の

変
化
に

よ
り

未
済

が
生

じ
た

も
の

で
あ

る
。

1
2

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

還
金

手
当

受
給

者
か

ら
の

資
格

喪
失

届
の

提
出

が
遅

れ
る

こ
と

に
よ

り
過

払
金

が
発

生
す

る
が

、
こ

の
過

払
金

は
生

活
費

に
充

て
ら

れ
て

し
ま

っ
て

お
り

、
返

還
が

難
し

い
状

況
に

あ
る

。

1
3

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
返

還
金

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
の

過
払

い
と

な
っ

た
も

の
で

あ
る

が
、

返
還

者
が

困
窮

し
て

い
る

こ
と

に
よ

り
未

納
に

な
っ

て
い

る
。

1
4

特
別

障
害

者
手

当
等

返
還

金
履

行
延

期
に

よ
る

分
納

を
行

っ
て

い
る

が
、

本
人

死
亡

に
よ

り
分

納
履

行
が

滞
っ

て
い

る
。

1
5

雇
用

保
険

料
被

保
険

者
負

担
金

雇
用

保
険

料
被

保
険

者
負

担
金

未
徴

収
分

の
解

消
を

目
指

し
た

が
、

納
付

さ
れ

な
か

っ
た

た
め

収
入

未
済

が
生

じ
た

も
の

。

1
6

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

・
療

養
介

護

事
業

所
使

用
料

中
央

病
院

こ
ば

と
棟

の
利

用
に

伴
い

、
保

護
者

の
収

入
や

本
人

の
年

金
額

等
に

応
じ

て
設

定
さ

れ
た

負
担

金
を

徴
収

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
サ

ー
ビ

ス
利

用
後

に
所

要
額

を
算

定
し

て
、

口
座

振
替

通
知

又
は

納
入

通
知

書
を

発
送

し
て

い
る

が
、

保
護

者
（

後
見

人
）

の
経

済
状

況
に

よ
り

支
払

に
応

じ
な

い
例

が
あ

る
。

1
7

親
子

療
育

の
家

実
費

療
育

支
援

セ
ン

タ
ー

親
子

療
育

の
家

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
後

に
所

要
額

を
算

定
し

て
、

納
入

通
知

書
を

発
送

し
て

い
る

が
、

保
護

者
（

後
見

人
）

の
経

済
状

況
に

よ
り

支
払

に
応

じ
な

い
例

が
あ

る
。

1
8

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金

1
9

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

違
約

金

2
0

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除

に

よ
る

違
約

金
及

び
契

約
保

証
金

毎
月

の
督

促
状

の
送

付
及

び
相

手
方

法
人

事
務

所
の

訪
問

を
し

、
直

接
請

求
内

容
を

伝
え

た
が

、
相

手
方

か
ら

入
金

さ
れ

な
い

た
め

。

2
1

児
童

措
置

費
負

担
金

措
置

児
童

の
出

身
世

帯
は

、
一

般
的

に
低

所
得

世
帯

が
多

く
、

か
つ

、
そ

の
収

入
も

不
安

定
で

あ
る

た
め

、
滞

納
が

生
じ

て
い

る
。

ま
た

、
近

年
は

虐
待

を
防

止
す

る
た

め
に

措
置

し
た

児
童

の
保

護
者

の
中

に
費

用
負

担
を

拒
む

者
が

増
加

し
て

い
る

こ
と

も
収

入
未

済
増

加
の

一
因

で
あ

る
。

2
2

児
童

扶
養

手
当

返
還

金
児

童
扶

養
手

当
は

離
婚

等
に

よ
り

父
ま

た
は

母
が

い
な

い
児

童
を

監
護

し
て

い
る

母
等

に
支

給
さ

れ
る

手
当
で

あ
り

、
そ

の
多

く
は

母
子

家
庭

で
あ

る
こ

と
か

ら
低

所
得

世
帯

が
多

い
。

2
3

遺
児

手
当

返
還

金
遺

児
手

当
は

離
婚

等
に

よ
り

父
ま

た
は

母
が

い
な

い
児

童
を

監
護

し
て

い
る

母
等

に
支

給
さ

れ
る

手
当

で
あ

り
、

そ
の

多
く

は
母

子
家

庭
で

あ
る

こ
と

か
ら

低
所

得
世

帯
が

多
い

。

2
4

ひ
と

り
親

世
帯

臨
時

特
別

給
付

金
返

還

金

ひ
と

り
親

世
帯

臨
時

特
別

給
付

金
は

離
婚

等
に

よ
り

父
ま

た
は

母
が

い
な

い
児

童
を

監
護

し
て

い
る

母
等

に
支

給
さ

れ
る

手
当

で
あ

り
、

そ
の

多
く

は
母

子
家

庭
で

あ
る

こ
と

か
ら

低
所

得
世

帯
が

多
い

。

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
①

子
女

を
抱

え
て

、
毎

日
の

生
業

と
生

活
に

追
わ

れ
て

い
る

た
め
。

②
病

気
療

養
の

た
め

。
③

他
の

借
金

（
消

費
者

金
融

）
の

返
済

に
追

わ
れ

て
い

る
た

め
。

④
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

よ
り

就
業

時
間

が
減

っ
た

た
め

。
⑤

県
外

転
出

者
の

た
め

償
還

指
導

が
困

難
。

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
①

病
気

で
休

職
中

の
た

め
。

②
子

女
を

抱
え

て
、

毎
日

の
生

業
と

生
活

に
追

わ
れ

て
い

る
た

め
。

2
6

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
違

約

金
生

活
困

窮
に

よ
る

。

2
5

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
償

還

金

番
号

債
権

名
理

由

貸
付

金
の

返
済

が
必

要
に

な
っ

た
者

が
、

生
活

困
窮

等
の

理
由

か
ら

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
っ

た
た

め
。

事
業

不
振

、
失

職
・

転
職

及
び

病
気

入
院

等
に

よ
る

収
入

減
に

よ
り

、
収

入
未

済
が

生
じ

る
も

の
で

あ
る
。
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図

表
８

－
１

－
５

】
福

祉
局

が
所
管

す
る

債
権

毎
の

収
入

未
済

解
消

の
取
組

の
概

要
 

収
入

未
済

額

（
円

）

実
人

員

（
人

）

1
深

夜
特

殊
業

務
等

手
当

返
納

金
収

納
済
み

-
-

2
生

活
保

護
施

設
保

護
費

負
担

金
本

人
も
し

く
は

親
族

に
対

し
、

電
話

連
絡

、
文

書
送

付
、

訪
問

等
で

早
期

納
入

を
促

す
よ
う

努
め

る
。

1
0,
0
0
0

1

3
生

活
保

護
費

返
還

金
県

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
職

員
が

文
書

・
電

話
・

家
庭

訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
を

行
う

。
1
1
0
,
0
37
,
7
0
1

2
8
0

4
生

活
保

護
法

に
係

る
診

療
報

酬
返

還
金

収
納

済
み

（
一

部
不

納
欠

損
）

-
-

5
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

2
,
3
3
3,
0
0
0

7

6
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

違
約

金
5,
1
0
0

2

7
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

保
険

料
負

担
金

市
町

村
に

納
入

指
導

を
依

頼
し

、
文

書
、

電
話

、
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
行

う
。

障
害

福
祉

課
に

よ
る

訪
問

の
納

入
指

導
を

行
う

。

加
入

中
の

者
に

つ
い

て
は

、
本

人
に

加
入

継
続

の
意

思
の

確
認

を
行

う
。

5
,
7
5
3,
7
7
0

5
4

8
福

祉
型

障
害

児
入

所
施

設
使

用
料

滞
納

者
の

多
く

は
生

活
困

窮
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

電
話

や
保

護
者

来
所

時
に

面
談

な
ど
を

行
っ

て

状
況

を
把

握
し

、
文

書
、

電
話

及
び

訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
を

行
っ

て
い

る
。

さ
ら

に
、
一

括
納

入

が
困

難
な

者
に

対
し

て
は

、
分

割
し

て
納

入
さ

せ
る

等
の

指
導

を
実

施
し

て
い

る
。

6
8,
2
3
4

2

9
医

療
療

育
総

合
セ

ン
タ

ー
中

央
病

院
使

用
料

滞
納

者
の

多
く

は
生

活
困

窮
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

電
話

や
家

庭
訪

問
な

ど
に

よ
り

状
況
を

把
握

し
、

文
書

、
電

話
及

び
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、

一
括

納
入

が
困
難

な
者

に

対
し

て
は

、
分

割
し

て
納

入
さ

せ
る

等
の

指
導

を
実

施
し

て
い

る
。

7
82
,
2
6
8

2
4

1
0

医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院

手

数
料

担
当

者
及

び
管

理
監

督
者

へ
電

話
、

文
書

に
よ

る
督

促
を

行
い

、
早

期
納

入
を

促
す

。
1,
7
0
0

1

1
1

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
納

入
指

導
を

実
施

し
て

い
る

。

償
還

金
を

滞
納

し
て

い
る

者
に

対
し

て
は

、
分

割
納

入
計

画
書

を
提

出
す

る
よ

う
指

導
し
、

納
入

を

促
し

て
い

る
。

納
入

が
計

画
通

り
行

わ
れ

な
い

場
合

は
、

文
書

送
付

・
電

話
・

家
庭

の
訪
問

に
よ

り

納
入

指
導

し
て

い
る

。

※
一

部
外

部
委

託
あ

り

1
3
,
0
01
,
7
9
5

1
3

1
2

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

還
金

文
書

、
電

話
、

訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
3
,
1
3
0,
8
0
0

1
0
9

1
3

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
返

還
金

文
書

、
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

7
10
,
0
0
0

2

1
4

特
別

障
害

者
手

当
等

返
還

金
相

続
人
へ

の
電

話
、

文
書

に
よ

る
納

入
指

導
1
57
,
6
8
0

1

1
5

雇
用

保
険

料
被

保
険

者
負

担
金

引
き

続
き

未
納

者
へ

の
納

入
指

導
を

行
い

、
早

期
に

納
入

す
る

よ
う

未
済

額
の

解
消

に
努
め

る
。

2
4
9

1

1
6

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

・
療

養
介

護

事
業

所
使

用
料

滞
納

者
の

多
く

は
生

活
困

窮
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

電
話

や
家

庭
訪

問
な

ど
に

よ
り

状
況
を

把
握

し
、

文
書

、
電

話
及

び
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、

一
括

納
入

が
困
難

な
者

に

対
し

て
は

、
分

割
し

て
納

入
さ

せ
る

等
の

指
導

を
実

施
し

て
い

る
。

2
55
,
0
0
0

2

1
7

親
子

療
育

の
家

実
費

収
納

済
み

-
-

1
8

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
2
1
,
7
37
,
3
0
8

1
7

1
9

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

違
約

金
2
43
,
3
0
0

9

2
0

南
知

多
老

人
福

祉
館

売
買

契
約

解
除

に

よ
る

違
約

金
及

び
契

約
保

証
金

引
き

続
き

毎
月

の
督

促
状

の
送

付
等

を
実

施
し

、
納

入
促

進
に

努
め

る
。

1
0
0
,
0
00
,
0
0
0

1

2
1

児
童

措
置

費
負

担
金

各
市

の
関

係
職

員
 
を

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
納

入
指

導
協

助
員

に
委

嘱
し

て
納

入
指

導
を

行
っ

て

い
る

他
、

7
月

及
び

1
2
月
を

児
童

措
置

費
用

徴
収

額
納

入
促

進
月

間
と

し
て

、
児

童
(
・

障
害

者
)
セ

ン
タ

ー
 
が

中
心

と
な

り
、

県
・

市
福

祉
事

務
所

及
び

児
童

福
祉

施
設

の
協

力
の

も
と

、
納

入
促

進

滞
納

整
理

に
努

力
し

て
い

る
。

3
3
2
,
8
41
,
5
5
3

9
3
0

2
2

児
童

扶
養

手
当

返
還

金
生

活
困
窮

等
に

よ
り

収
入

未
済

と
な

っ
て

い
る

が
、

文
書

な
ど

に
よ

る
納

入
指

導
を

始
め
、

履
行

延

期
の

特
約

（
分

納
）

に
よ

り
債

権
確

保
に

努
め

て
い

る
。

2
2
,
5
23
,
4
7
0

6
4

2
3

遺
児

手
当

返
還

金
生

活
困
窮

等
に

よ
り

収
入

未
済

と
な

っ
て

い
る

が
、

文
書

な
ど

に
よ

る
納

入
指

導
を

始
め
、

履
行

延

期
の

特
約

（
分

納
）

に
よ

り
債

権
確

保
に

努
め

て
い

る
。

7
,
9
5
8,
7
7
0

1
6
7

2
4

ひ
と

り
親

世
帯

臨
時

特
別

給
付

金
返

還

金

生
活

困
窮

等
に

よ
り

収
入

未
済

と
な

っ
て

い
る

が
、

文
書

な
ど

に
よ

る
納

入
指

導
を

始
め
、

履
行

延

期
の

特
約

（
分

納
）

に
よ

り
債

権
確

保
に

努
め

て
い

る
。

6,
0
0
0

1

母
子

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
文

書
・

電
話

・
家

庭
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
行
う

。

※
一

部
外

部
委

託
あ

り
6
1
,
3
63
,
7
4
0

1
2
0

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
定

期
的

な
文

書
・

電
話

・
家

庭
訪

問
に

よ
る

関
係
維

持
に

努

め
、

適
宜

納
入

指
導

を
行

う
。

1
,
3
7
5,
5
8
6

2

2
6

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
違

約

金
電

話
、
文

書
及

び
家

庭
訪

問
等

に
よ

り
納

入
指

導
を

行
う

。
1
87
,
5
0
0

4

2
0
2
1
年
度

末
現

在

2
5

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
償

還

金

番
号

債
権

名
措

置

本
庁

に
お

い
て

納
入

指
導

を
し

て
い

る
。

電
話

に
て

督
促

し
納

入
を

指
導

。

※
一

部
外

部
委

託
あ

り

未
納

者
に

つ
い

て
は

、
今

後
と

も
県

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

と
協

力
し

な
が

ら
、

電
話

や
文
書

、
家

庭

訪
問

に
よ

り
償

還
計

画
を

作
成

さ
せ

る
等

の
納

入
指

導
を

行
い

、
早

期
に

納
入

す
る

よ
う
、

未
済

額

の
解

消
に

努
め

る
。

※
一

部
外

部
委

託
あ

り

 
 

 

２
０

４
 

 ２
 

収
入

未
済

額
の

解
消

に
向

け
た
取

組
 

 
⑴

 
福

祉
局

の
組

織
 

 
 

 
福

祉
局

の
組

織
図

は
、

２
０
２

２
年

４
月

１
日

現
在

【
図

表
８

－
２
－

１
】

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 【
図

表
８

－
２

－
１

】
福

祉
局

の
組
織

図
 

 
⑵

 
健
康

福
祉

部
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル
作

成
の

手
引

き
 

２
０

１
９

年
３

月
、
健

康
福

祉
部

健
康

福
祉

総
務

課
経

理
グ

ル
ー
プ
（

当
時

）
は

、
健

康
福

祉
部
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成

の
手

引
き
を

作
成

し
た

。
そ

の
「
は

じ
め
に

」
に

は
、「

健
康
福

祉
部

で
は

、

虐
待

児
童

等
の

措
置

に
係

る
負

担
金
の

徴
収
、
社
会

的
弱

者
に

対
す

る
給

付
・
貸

付
け

等
を

行
っ

て
お

り
、
そ

れ
ら

の
事
業

の
性

質
か

ら
収
入

未
済

の
発

生
リ

ス
ク

が
高
い

。
ま

た
、
愛

知
県

看
護

修
学

資
金

に
お

い
て

不
適

切
な

債
権

管
理

事
務

が
発

覚
す

る
な

ど
、

未
調

定
債

権
を

含
め

た
債

権
全

般
の

適
正

管
理

が
求

め
ら

れ
て

い
る
。
こ

う
い

っ
た

現
状
を

踏
ま

え
て

、
各

所
属

に
お

い
て

既
に

作
成

し
て

あ
る

債
権

管
理

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
見

直
し

や
、

新
規

で
個

別
の

債
権

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

す
る

際
の
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２
０
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参
考

と
す

る
た

め
、

健
康

福
祉

部
健

康
福

祉
総

務
課

経
理

グ
ル

ー
プ

に
お

い
て

本
債

権
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

作
成

の
手

引
き

を
作

成
し

た
。
本
手

引
き

は
、
健
康

福
祉

部
の
債

権
管

理
の

方
針

を
定

め
る

も
の

で
は

な
く
、
所
管

し
て

い
る
多

種
多

様
な

債
権
の

管
理

に
お

い
て
、
共

通
し

て
い

る
事

務
マ

ニ
ュ

ア
ル

と
し

て
使

用
で

き
る

よ
う

作
成

し
て

い
る

た
め

、
本

手
引

き
を

土
台

に
個

別
の

債
権

に
あ

る
固

有
の

事
情

を
反

映
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作
成

を
お

願
い

し
た

い
。」

と
あ
る

。
 

こ
の

手
引

き
に

基
づ

き
、
あ

る
い

は
そ

れ
以

前
か

ら
所

管
課

で
は
、
【

図
表
１

－
２

】
に
福

祉
局
の

も
の

と
し

て
掲

載
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル
類

を
策

定
し

、
債

権
の

管
理

回
収
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

 
３

 
生

活
保

護
費
返

還
金

（
公

債
権
）

 

⑴
 

概
要

 
ア

 
生

活
保
護

制
度

の
目

的
 

生
活

保
護

制
度

は
、
国

が
生

活
に

困
窮

す
る

す
べ

て
の

国
民

に
対
し

、
そ

の
困
窮

の
程
度

に
応
じ

、

必
要

な
保

護
を

行
い

、
そ

の
最

低
限
度

の
生

活
を

保
障

す
る

と
と

も
に
、
そ

の
自

立
を

助
長

す
る

こ

と
を

目
的

と
し

て
運

用
さ

れ
て

い
る
（

生
活

保
護

法
第

１
条

）
。

 
イ

 
支

給
要
件

及
び

支
給

の
種

類
等

 
（

ア
）
生

活
保
護

は
、
厚

生
労

働
大

臣
の

定
め

る
基

準
に

よ
り

測
定
し

た
最

低
生

活
費

と
要

保
護

者
の

収
入

を
比

較
し

て
、
収

入
が

最
低

生
活

費
に

満
た

な
い

場
合

に
、
最

低
生

活
費
か

ら
収
入

を
差
し

引
い

た
差

額
と

し
て

支
給

さ
れ

る
（

同
法

第
８

条
）
。

保
護

は
世

帯
単

位
で

行
わ

れ
（
同

法
第

１

０
条

）、
利

用
し
得

る
資

産
、
能

力
そ
の

他
あ

ら
ゆ

る
も

の
を

、
そ

の
最

低
限

度
の

生
活

の
維

持

の
た

め
に

活
用

す
る

こ
と

が
前

提
と

な
っ
て

い
る

（
同

法
第

９
条
）
。

 
保

護
の
決

定
に

あ
た

り
、
他

の
法

律
や

制
度

で
手

当
を

さ
れ

る
事
由

に
つ

い
て

は
、
他

の
制

度

等
が

生
活

保
護

に
優

先
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 
（

イ
）
支
給

さ
れ

る
保

護
費

と
し

て
は

、
生

活
扶
助

、
教

育
扶

助
、
住

宅
扶

助
、
医

療
扶

助
、
介

護
扶

助
、

出
産

扶
助

、
生

業
扶

助
及

び
葬

祭
扶
助

が
あ

る
（

同
法

第
１
１

条
第

１
項

）。
 

（
ウ

）
保

護
費

の
支

給
は

、
最
低

限
度
の

生
活

を
保

障
す

る
こ

と
が

目
的
で

あ
り

、
医

療
費

の
減

少
や

稼
働

収
入

の
増

加
、
死

亡
・
失

踪
等

に
よ

り
、
生
活

保
護

の
必

要
が

な
く
な

っ
た

と
判

断
さ

れ
る

と
生

活
保

護
は

廃
止

と
な

る
（

同
法

第
２
６

条
）
。

 
ウ

 
生

活
保
護

費
返

還
金

・
徴

収
金
及

び
生

活
保

護
費

戻
入

金
に

つ
い
て

 
（

ア
）

概
要

 
県

が
被
保

護
者

に
支

給
し

た
保

護
費

に
関

し
、
様
々

な
要
因

で
、
支
給

し
た

保
護

費
の

全
部

ま

た
は

一
部

の
返

還
を

求
め

、
あ

る
い
は

徴
収

す
べ

き
債

権
が

発
生

す
る
。
そ
の

多
く

は
、
同

法
第

６
３

条
に

基
づ

く
返

還
金

（
以

下
「

６
３

条
返

還
金

」
と
い

う
）
、

同
法

第
７

８
条

に
基

づ
く

徴

収
金
（

以
下

「
７

８
条

徴
収
金

」
と

い
う

）
、
及

び
、

生
活
保

護
費

を
過

払
い
、

誤
払

い
し

た
場

合
の

返
金
（

以
下
「

戻
入

金
」
と
い

う
）
で

あ
る

が
、
県

で
は
、
こ

れ
ら

を
合
わ

せ
て
「

生
活

保

護
費

返
還

金
」
と
し

て
扱

っ
て

い
る
こ

と
か

ら
、
以

下
で
は

、
こ
れ

ら
を

総
称

す
る

呼
称

と
し
て

「
生

活
保

護
費

返
還

金
」

と
い

う
名

称
を
使

用
す

る
。

 
個

々
の
債

権
の

詳
細

に
つ

い
て

は
以

下
の

と
お
り

で
あ

る
。

 

２
０

６
 

 

（
イ

）
６

３
条

返
還

金
に

つ
い

て
 

６
３

条
返

還
金

は
、
被

保
護

者
が

、
急

迫
の
場

合
等

に
お
い

て
資
力

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、

保
護

を
受

け
た

場
合

の
返

還
金

で
あ

る
。
具
体

的
に

は
、
各

種
年

金
の

遡
及

受
給

や
生

命
保

険
の

解
約

返
戻

金
が

あ
る

場
合

に
、

そ
の

受
取

ま
で

の
間

に
支

給
さ

れ
た

保
護

費
の

返
還

金
等

が
こ

れ
に

該
当

す
る

。
 

６
３

条
返

還
金

の
法

的
性

質
に

つ
い

て
は

、
２

０
１

８
年

９
月

３
０

日
ま

で
に

支
給

し
た

部

分
に

係
る

も
の
（

旧
生

活
保

護
法

第
６

３
条

）
及

び
２
０

１
８

年
１

０
月

１
日

以
降

に
支

給
し
た

部
分

に
係

る
も

の
の

う
ち

、
厚

生
労
働

省
令
（

生
活

保
護
法

施
行
規

則
第

２
２

条
の

３
）
で

定
め

る
も

の
（

生
活

保
護

法
第

６
３

条
、
同

法
第

７
７

条
の

２
第

１
項
括

弧
書

）
に

つ
い

て
は

非
強
制

徴
収

公
債

権
に

分
類

さ
れ

る
。

 
他

方
、
２
０

１
８

年
１

０
月

１
日

以
降

に
支

給
し

た
部

分
に

係
る
も

の
の

う
ち
、
厚
生

労
働

省

令
（
同

施
行

規
則

第
２
２

条
の

３
）
に

定
め

る
も

の
以

外
の

も
の
（
同

法
第
６

３
条
、
同

法
第
７

７
条

の
２

第
１

項
、
平

成
３
０

年
６
月

８
日

法
律

第
４

４
号

改
正

附
則
１

、
４

）
に

つ
い
て

は
強

制
徴

収
公

債
権

に
分

類
さ

れ
る

が
、
実

務
上
は

、
こ

の
う

ち
同

法
第

７
７
条

の
２

の
決

定
を

し
た

も
の

に
つ

い
て

の
み

強
制

徴
収

公
債

権
と

し
て

扱
い

、
同

決
定

を
し

て
い

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、
非

強
制

徴
収

公
債

権
と
し

て
扱
っ

て
い

る
（
「

生
活

保
護

行
政

を
適

正
に
運

営
す

る
た

め
の

手
引

に
つ

い
て

」（
平

成
１

８
年

３
月
３

０
日

社
援

保
発

第
０

３
３

０
０
０

１
号

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
保

護
課

長
通

知
）

Ⅳ
・

３
）。

 
 生

活
保
護

法
 

（
費

用
返

還
義

務
）

 
第

６
３
条

 
被

保
護

者
が
、
急

迫
の

場
合

等
に

お
い

て
資

力
が

あ
る
に

も
か

か
わ

ら
ず
、
保

護
を

受
け

た
と

き

は
、
保

護
に

要
す

る
費
用

を
支

弁
し

た
都

道
府
県

又
は

市
町

村
に

対
し
て

、
す

み
や

か
に

、
そ

の
受
け

た
保

護
金

品
に

相
当

す
る

金
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

保
護

の
実

施
機

関
の

定
め

る
額

を
返

還
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 
（

費
用
等

の
徴

収
）

 
第

７
７

条
の

２
 

急
迫

の
場

合
等

に
お

い
て

資
力

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
保

護
を

受
け

た
者

が
あ

る
と

き
（

徴
収

す
る
こ

と
が

適
当

で
な

い
と
き

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る

と
き

を
除
く

。）
は

、
保

護
に

要
す

る
費

用
を

支
弁

し
た

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の

長
は

、
第

六
十

三
条

の
保

護
の

実
施

機
関

の
定

め
る

額
の
全

部
又

は
一

部
を
そ

の
者

か
ら

徴
収

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 
２

 
前
項

の
規

定
に

よ
る

徴
収

金
は
、
こ

の
法

律
に

別
段
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
き
、
国

税
徴

収
の

例
に

よ

り
徴
収

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 
 生

活
保
護

法
施

行
規

則
 

（
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
徴

収
す
る

こ
と

が
適

当
で
な

い
と

き
）

 
第

２
２

条
の

３
 

法
第

七
十

七
条

の
二

第
一

項
の

徴
収

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

と
き

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る

と
き

は
、
保
護

の
実

施
機

関
の

責
め

に
帰
す

べ
き

事
由

に
よ

つ
て
、
保

護
金

品
を

交
付

す
べ

き

で
な
い

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
保

護
金
品

の
交

付
が

行
わ
れ

た
た

め
に

、
被

保
護

者
が

資
力

を
有

す
る

こ
と

と

な
つ
た

と
き

と
す

る
。

 
 「

生
活
保

護
行

政
を

適
正

に
運

営
す
る

た
め

の
手

引
に
つ

い
て

」
 （

平
成

１
８

年
３

月
３

０
日

社
援
保

発
第

０
３
３

０
０

０
１

号
厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護
局

保
護

課
長

通
知

）
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 （
「
「

生
活

保
護

行
政

を
適

正
に

運
営

す
る

た
め

の
手

引
き

に
つ

い
て

」
の

 一
部

改
正

に
つ

い
て

（
通

知
）」

（
平
成

３
０

年
９

月
２
８

日
社

援
保

発
０

９
２
８

第
３

号
）

 に
よ

る
一

部
改
正

及
び

の
「
「「

生
活
保

護
行

政
を
適

正
に

運
営

す
る
た

め
の

手
引

き
に

つ
い
て

」
の

 一
部

改
正

に
つ

い
て
（

通
知

）
」（

平
成

３
０

年
９

月
２
８

日
社

援
保

発
０
９

２
８

第
３

号
）

 の
一

部
修

正
に

つ
い

て
」（

平
成
３

０
年

１
１

月
８
日

社
援

保
発

１
１
０

８
第

２
号

）
に
よ

る
一

部
修

正
後

の
も
の

 
Ⅰ

～
Ⅲ

 （
略

）
 

Ⅳ
 費

用
返

還
（

徴
収

）
及

び
告

訴
等
の

対
応

 
 １

・
２

（
略

）
 

 ３
 法

第
７
７

条
の

２
の

適
用

の
判
断

 
法

第
６

３
条

の
返

還
金

に
係

る
債

権
に

つ
い

て
は

、
法

第
７

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

強
制

徴
収

公
債

権
と

し
て

徴
収

す
る

方
法

と
、

こ
れ

ま
で

ど
お

り
非

強
制

徴
収

公
債

権
と

し
て

徴
収

す
る

方
法

の
い

ず
れ

か
を

検
討

す
る

こ
と

に
な

る
が

、
ど

ち
ら

を
適

用
す

る
か

は
、

当
該

債
権

を
強

制
徴

収
公

債
権

と
す

る
必

要
性

の
有

無
や

、
当

該
返

還
金

を
法

第
７

８
条

の
２

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

保
護

金
品
（

金
銭

給
付

に
よ

っ
て

行
う

も
の
に

限
る

。
以

下
同
じ

。）
の

一
部
又

は
就

労
自

立
給

付
金

の
全
部

若

し
く

は
一

部
（

以
下
「
保

護
金

品
等

」
と

い
う

。）
か

ら
徴

収
す

る
の

か
否

か
等

を
勘
案

の
上

、
都

道
府

県

及
び

市
町

村
に

お
い

て
判

断
さ

れ
た
い

。
 

（
略
）

 
な

お
、

法
第

６
３

条
の

費
用

返
還

処
分

と
法

第
７

７
条

の
２

第
１

項
の

徴
収

金
決

定
処

分
は

別
個

の
行

政
処

分
で

あ
り

、
ま

た
、

法
第

６
３

条
の

費
用

返
還

処
分

は
保

護
の

決
定

及
び

実
施

に
関

す
る

処
分

で
あ

る
一

方
で

、
法

第
７

７
条

の
２

の
徴

収
金

決
定

処
分

は
保

護
の

決
定

及
び

実
施

に
関

す
る

処
分

に
該

当
せ

ず
、

よ
っ

て
双

方
の

処
分

の
審

査
請

求
の

提
起

先
に

係
る

適
用

法
令

が
異

な
る

こ
と

に
な

る
か

ら
、

留
意

す
る

こ
と

。
 

 （
ウ

）
７

８
条

徴
収

金
に

つ
い

て
 

７
８

条
徴

収
金

は
、

不
実

の
申

請
等

に
よ

り
保

護
費

を
受

給
し

た
者

に
対

す
る

徴
収

金
で

あ

る
。
具

体
的

に
は

、
稼

働
収

入
の

無
申
告

や
預

貯
金

等
の

無
申

告
等

に
よ
り

受
給

し
た

保
護

費
が

こ
の

対
象

と
な

る
。

 
７

８
条

徴
収

金
の

法
的

性
質

に
つ

い
て

は
、

２
０

１
４

年
６

月
３

０
日

ま
で

に
支

給
し

た
部

分
に

係
る

も
の
（

旧
生

活
保

護
法

第
７

８
条

）
に

つ
い
て

は
非

強
制

徴
収

公
債

権
に

分
類

さ
れ
る

。 
他

方
、
２
０

１
４

年
７

月
１

日
以

降
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
も
の
（

生
活

保
護

法
第

７
８

条
、

平
成

２
５

年
１

２
月

１
３

日
法

律
第

１
０
４

号
改

正
附

則
１

、
１

１
）
に
つ

い
て

は
強

制
徴

収
公

債
権

に
分

類
さ

れ
る

。
 

 生
活

保
護

法
 

（
費

用
等

の
徴

収
）

 
第

７
８

条
 

不
実

の
申

請
そ

の
他

不
正

な
手

段
に

よ
り

保
護

を
受

け
、

又
は

他
人

を
し

て
受

け
さ

せ
た

者
が

あ
る

と
き

は
、

保
護

費
を

支
弁

し
た

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の

長
は

、
そ

の
費

用
の

額
の

全
部

又
は

一
部

を
、
そ
の

者
か

ら
徴

収
す
る

ほ
か

、
そ
の

徴
収

す
る

額
に
百

分
の

四
十

を
乗

じ
て

得
た
額

以
下

の
金

額
を

徴

収
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 
２

 
偽

り
そ

の
他

不
正

の
行

為
に

よ
つ

て
医

療
、

介
護

又
は

助
産

若
し

く
は

施
術

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

支
払

を
受

け
た

指
定

医
療

機
関

、
指

定
介

護
機

関
又

は
指

定
助

産
機

関
若

し
く

は
指

定
施

術
機

関
が

あ
る

と
き
は

、
当

該
費

用
を

支
弁

し
た

都
道

府
県

又
は

市
町
村

の
長

は
、
そ

の
支

弁
し
た

額
の

う
ち

返
還

さ
せ

る

べ
き

額
を

そ
の

指
定

医
療

機
関

、
指

定
介

護
機

関
又

は
指

定
助

産
機

関
若

し
く

は
指

定
施

術
機

関
か

ら
徴

収
す

る
ほ

か
、

そ
の

返
還

さ
せ

る
べ

き
額

に
百

分
の

四
十

を
乗

じ
て

得
た

額
以

下
の

金
額

を
徴

収
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

２
０

８
 

 ３
 

偽
り

そ
の

他
不

正
な

手
段

に
よ

り
就

労
自

立
給

付
金

若
し

く
は

進
学

準
備

給
付

金
の

支
給

を
受

け
、

又

は
他

人
を

し
て

受
け

さ
せ

た
者

が
あ

る
と

き
は

、
就

労
自

立
給

付
金

費
又

は
進

学
準

備
給

付
金

費
を

支
弁

し
た

都
道

府
県

又
は

市
町

村
の

長
は

、
そ

の
費

用
の

額
の

全
部

又
は

一
部

を
、

そ
の

者
か

ら
徴

収
す

る
ほ

か
、
そ

の
徴

収
す

る
額
に

百
分

の
四

十
を

乗
じ
て

得
た

額
以

下
の

金
額
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 
４

 
前
条

第
二

項
の

規
定

は
、

前
三
項

の
規

定
に

よ
る
徴

収
金

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

 
 

（
エ

）
６

３
条

返
還

金
と

７
８

条
徴
収

金
の

特
徴

に
つ

い
て

 
６

３
条
返

還
金

と
７

８
条

徴
収

金
の

特
徴

は
、【

図
表

８
－
３

－
１

】
の

と
お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

８
－

３
－
１

】
６

３
条

返
還
金

と
７

８
条

徴
収

金
の

特
徴

 
・

６
３

条
返

還
金

（
２

０
１

８
年

９
月

３
０

日
ま

で
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
も

の
及

び
２

０
１

８
年

１
０

月
１

日
以

降
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
も

の
の

う
ち

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
）

・
６

３
条

返
還

金
（

２
０

１
８

年
１

０
月

１

日
以

降
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
も

の
で

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
以

外
の

も
の

）
（

実
務

上
は

、
法

７
７

条
の

２
の

決
定

を
な

さ
れ

た
も

の
）

・
７

８
条

徴
収

金
（

２
０

１
４

年
６

月
３

０

日
ま

で
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
も

の
）

・
７

８
条

徴
収

金
（

２
０

１
４

年
７

月
１

日

以
降

に
支

給
し

た
部

分
に

係
る

も
の

）

債
権

の
性

質
非

強
制

徴
収

公
債

権
強

制
徴

収
公

債
権

時
効

期
間

督
促

状

履
行

延
期

の
特

約
・

処
分

可
能

（
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

）
不

可

強
制

執
行

可
能

（
地

方
自

治
法

第
２

４
０

条
第

２
項

、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
）

国
税

徴
収

の
例

に
よ

り
差

押
え

等
の

滞
納

処
分

が
可

能
（

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

の
３

第
３

項
）

債
権

名

５
年

（
地

方
自

治
法

第
２

３
６

条
第

１
項

）

発
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

の
３

第
１

項
）

 
 

（
オ

）
生

活
保

護
法

第
７

８
条

の
２
に

基
づ

く
調

整
 

２
０

１
４

年
７

月
１

日
以

降
に

支
給

し
た

部
分

に
係

る
７

８
条

徴
収

金
及

び
２

０
１

８
年

１

０
月

１
日

以
降

に
支

給
し

た
部

分
に

係
る

も
の

で
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

以
外

の
６

３
条

返
還

金
（

実
務

上
は
同

法
第

７
７

条
の

２
第

１
項

の
決

定
が
な

さ
れ

た
も

の
に

限
る

）
に

つ

い
て

は
、
被

保
護

者
の

申
出

が
あ

り
、
当

該
被

保
護

者
の

生
活

の
維

持
に

支
障

が
な

い
と

認
め
ら

れ
る

場
合

、
被

保
護

者
に
対

し
て

保
護

金
品

及
び

就
労

自
立

給
付
金

を
支

給
す

る
際

に
、
保

護
金

品
及

び
就

労
自

立
給

付
金

の
一

部
を

徴
収
す

る
こ

と
が

で
き

る
（
同

法
第

７
８

条
の

２
）。

 
 生

活
保
護

法
 

（
費

用
等

の
徴

収
）

 
第

７
８

条
の

２
 

保
護

の
実

施
機

関
は

、
被

保
護

者
が

、
保

護
金

品
（

金
銭

給
付

に
よ

っ
て

行
う

も
の

に
限

る
。）

の
交
付

を
受

け
る

前
に

、
厚
生

労
働

省
令

で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
当

該
保

護
金

品
の

一
部
を

、

第
七

十
七

条
の

二
第

一
項

又
は

前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
保

護
費

を
支

弁
し

た
都

道
府

県
又

は
市

町
村

の
長

が
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
徴

収
金

の
納

入
に

充
て

る
旨

を
申

し
出

た
場

合
に

お
い

て
、

保
護

の
実

施
機

関
が

当
該

被
保

護
者

の
生

活
の

維
持

に
支

障
が

な
い

と
認

め
た

と
き

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
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と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
被

保
護

者
に

対
し

て
保

護
金

品
を

交
付

す
る

際
に

当
該

申
出

に
係

る
徴

収
金

を
徴

収
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 
２

 
第
五

十
五

条
の

四
第

一
項

の
規
定

に
よ

り
就

労
自
立

給
付

金
を

支
給

す
る
者

は
、
被

保
護

者
が

、
就

労
自

立
給
付

金
の

支
給

を
受
け

る
前

に
、
厚

生
労

働
省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、
当

該
就

労
自

立
給

付
金

の

額
の

全
部

又
は

一
部

を
、

第
七

十
七

条
の

二
第

一
項

又
は

前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
保

護
費

を
支

弁
し

た
都

道
府

県
又

は
市

町
村

の
長

が
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
徴

収
金

の
納

入
に

充
て

る
旨

を
申

し
出

た
と

き
は
、
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、
当

該
被

保
護

者
に

対
し

て
就

労
自
立

給
付

金
を

支
給

す

る
際
に

当
該

申
出

に
係
る

徴
収

金
を

徴
収

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 
３

 
前

二
項

の
規

定
に

よ
り

第
七

十
七

条
の

二
第

一
項

又
は

前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
徴

収
金

が
徴

収
さ

れ
た
と

き
は

、
当

該
被

保
護

者
に

対
し
て

当
該

保
護

金
品
（

第
一

項
の

申
出

に
係

る
部
分

に
限

る
。）

の
交

付
又
は

当
該

就
労

自
立
給

付
金
（

前
項

の
申

出
に
係

る
部

分
に

限
る

。）
の
支

給
が

あ
つ

た
も
の

と
み

な
す

。
 

 
（

カ
）
生

活
保

護
費

戻
入

金
 

生
活

保
護

費
戻

入
金

は
、

被
保

護
者

が
月

の
途

中
で

転
居

し
た

場
合

や
廃

止
に

な
っ

た
場

合
に

伴
い

、
生

活
保
護

費
の

過
支
給

が
生
じ

た
場

合
や

経
理

上
の

誤
り

等
に
よ

り
、
保

護
決

定
額

と
異

な

る
額

が
支

給
さ

れ
た

場
合

の
返

金
で
あ

り
、
非

強
制

徴
収

公
債

権
で

あ
る

。
根

拠
と
な

る
法

令
は

地

方
自

治
法

施
行

令
で

あ
る

。
 

 地
方

自
治

法
施

行
令

 
（

誤
払
金

等
の

戻
入

）
 

第
１

５
９

条
 

歳
出

の
誤

払
い

又
は

過
渡

し
と

な
つ

た
金

額
及

び
資

金
前

渡
若

し
く

は
概

算
払

を
し

、
又

は

私
人
に

支
出

の
事

務
を
委

託
し

た
場

合
の

精
算
残

金
を

返
納

さ
せ

る
と
き

は
、
収

入
の
手

続
の

例
に

よ
り

、

こ
れ
を

当
該

支
出

し
た
経

費
に

戻
入

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
過

年
度

収
入

）
 

第
１

６
０

条
 

出
納

閉
鎖

後
の

収
入
は

、
こ

れ
を

現
年

度
の

歳
入

と
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
前

条
の

規
定

に

よ
る
戻

入
金

で
出

納
閉
鎖

後
に

係
る

も
の

に
つ
い

て
も

、
ま

た
同

様
と
す

る
。

 
 

エ
 

延
滞

金
及

び
督

促
手

数
料

に
つ
い

て
 

普
通

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、
納
期

限
ま

で
に

納
入

が
な
く

督
促
を

し
た

場
合

に
、
条
例

で
定
め

て
お

く
こ

と
に

よ
っ

て
延

滞
金

及
び

督
促

手
数

料
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
地

方
自

治
法

第

２
３

１
条

の
３

第
２

項
）
。
し

か
し

な
が

ら
、

県
で

は
、
生

活
保

護
費

返
還

に
関

し
、
延
滞

金
に
関

す
る

条
例

が
制

定
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

生
活

保
護

費
返

還
金

に
つ

い
て

延
滞

金
及

び
督

促
手

数

料
を

徴
収

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 
オ

 
生
活

保
護

費
の

国
庫

負
担

に
つ

い
て

 
（

ア
）

概
要

 
地

方
公

共
団

体
が

法
令

に
基

づ
い

て
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

事
務

で
あ

っ
て

、
国

と
地

方
公

共
団

体
相

互
の

利
害

に
関

係
が

あ
る

事
務

の
う

ち
、

そ
の

円
滑

な
運

営
を

期
す

る
た

め
に

は
、
な

お
、
国

が
進

ん
で
経

費
を

負
担

す
る

必
要

が
あ

る
一

定
の
も

の
に

つ
い

て
は

、
国

が
、
そ

の
経

費
の

全
部

又
は

一
部

を
負

担
す

る
（
地

方
財

政
法

第
１

０
条
柱

書
）
。

 
生

活
保

護
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
も

そ
の

対
象

と
な

っ
て

お
り

、
市

町
村

及
び

都
道

府
県

が
支

弁
し

た
保

護
費
、
保
護

施
設

事
務

費
及

び
委

託
事

務
費

の
４
分

の
３

は
、
国

が
負
担

し
な
け

２
１

０
 

 

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る
（
生

活
保

護
法

第
７

５
条
第

１
項
第

１
号
、
地
方

財
政
法

第
１
０

条
第

４
号

）
 

（
イ

）
国

庫
負

担
金

の
精

算
方

法
に
つ

い
て

 
生

活
保
護

費
に

関
し

て
、

国
が

負
担

す
る

金
額
の

計
算

式
は

以
下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
自

治
体

の
支

出
し

た
保

護
費

－
返
還

金
等

の
額

）
×

３
／

４
＝

国
庫

負
担
額

 
こ

の
う
ち

、
返

還
金

等
の

額
は

、
調

定
額
（
地

方
自

治
法

第
２

３
１

条
に

定
め
る

手
続

を
行
っ

た
額

）
か

ら
、
不

納
欠

損
処

分
額
（

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条

の
規

定
に
よ

り
消

滅
し

た
債

権
及

び
同

法
第

２
４

０
条

の
規

定
に

よ
り

徴
収

停
止

ま
た

は
免

除
し

た
債

権
の

額
）

を
差

し
引

い
た

金
額

で
あ

る
。

 
す

な
わ
ち

、
市

町
村

及
び

都
道

府
県
は

、
支

出
し

た
保

護
費

の
う
ち

、
生

活
保

護
法

第
６

３
条

や
第

７
８

条
等

に
該

当
す

る
と

し
て

決
定
し

、
調
定

し
た
金

額
に
つ

い
て

は
、
対

象
者
か

ら
の
返

還
を

受
け

、
も

し
く

は
徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら

、
国

へ
の

負
担

を
求

め
る
こ

と
が
で

き
な

い
が

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

調
定

額
が

収
納

で
き

ず
不

納
欠

損
処

分
を

し
た

分
に

つ
い

て
は

、
国

に
対

し
、

４
分

の
３

の
負
担

を
求

め
る

こ
と

が
で
き

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

 
 生

活
保
護

法
 

（
国

の
負

担
及

び
補

助
）

 
第

７
５
条

 
国

は
、

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
、
次

に
掲

げ
る

費
用

を
負
担

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

一
 

市
町

村
及

び
都

道
府

県
が

支
弁
し

た
保

護
費

、
保
護

施
設

事
務

費
及

び
委
託

事
務

費
の

四
分

の
三

 
（

以
下
略

）
 

 地
方

財
政

法
 

（
国

が
そ

の
全

部
又

は
一

部
を

負
担

す
る

法
令

に
基

づ
い

て
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

事
務

に
要

す
る

経

費
）

 
第

１
０

条
 

地
方

公
共

団
体

が
法

令
に

基
づ

い
て

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

務
で

あ
っ

て
、

国
と

地
方

公
共
団

体
相

互
の

利
害
に

関
係

が
あ

る
事

務
の
う

ち
、
そ

の
円

滑
な

運
営

を
期

す
る

た
め

に
は

、
な
お

、
国

が
進
ん

で
経

費
を

負
担
す

る
必

要
が

あ
る

次
に
掲

げ
る

も
の

に
つ

い
て
は

、
国
が

、
そ

の
経

費
の

全
部

又
は

一
部
を

負
担

す
る

。
 

一
 

義
務

教
育

職
員

の
給

与
（

退
職

手
当

、
退
職

年
金

及
び

退
職

一
時
金

並
び

に
旅

費
を

除
く

。
）
に

要
す
る

経
費

 
（

略
）

 
四

 
生
活

保
護

に
要

す
る

経
費

 
 

（
ウ

）（
イ

）
の
計

算
の

対
象
と

な
る

「
不

納
欠
損

処
分

額
」

に
つ
い

て
 

上
記

（
イ

）
の

と
お

り
、

や
む

を
得

な
い

事
由
に

よ
り

調
定

額
が
収

納
で

き
な

い
場

合
に

は
、

収
納

で
き

な
い

額
を

「
不

納
欠

損
処
分

額
」

と
し

て
調

定
額
か

ら
控

除
す

る
。

 
も

っ
と
も

、
こ

の
取

扱
い

は
、

地
方

自
治

法
に
基

づ
き

自
治

体
に
お

い
て

適
切

に
納

入
指

導

や
時

効
中

断
等

の
債

権
管

理
が

行
わ

れ
て
い

る
こ

と
を

前
提

と
し
て

お
り

、
必

要
な

措
置

を
行

わ
ず

時
効

と
な

り
、

結
果

と
し

て
不

納
欠
損

処
分

と
す

る
こ

と
は
適

切
な

事
務

処
理

と
は

認
め

ら
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
そ

の
よ

う
な

経
緯
で

不
納

欠
損

処
分

を
し
た

分
に

つ
い

て
は

、
調

定
額

か
ら

差
し

引
く

こ
と

が
で

き
ず

、
全

額
を
自

治
体

が
負

担
す

る
こ
と

と
な

る
（
「
生

活
保
護

費
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２
１

１
 

 

国
庫

負
担

金
の

精
算

に
係

る
適

正
な

返
還
金

等
の

債
権

管
理

に
つ
い

て
」
（

平
成
２

２
年
１

０

月
６

日
社

援
保

発
１

０
０

６
第

１
号

号
厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護
局

保
護

課
長

通
知

）
参

照
）
。

 
カ

 
県

に
お
け

る
生

活
保

護
事

務
に
つ

い
て

 
 

 
県

で
は
、
２
０

０
８

年
４

月
よ
り

、
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ
ー

、
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
、
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
、
西
三

河
福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

、
豊

田
加

茂
福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

、
新
城

設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
及

び
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
７

つ
の

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

が
設

置

さ
れ

、
そ

れ
ぞ

れ
社

会
福

祉
法
第

１
４

条
第

１
項
に

基
づ

く
福

祉
事
務

所
や

児
童

福
祉

法
第

１
２

条

第
１

項
に

基
づ

く
児

童
相

談
所

等
の

機
能

を
果

た
し

て
い

る
（
「

令
和

３
年

度
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン

タ
ー

事
業

概
要

」
１

～
２

頁
参

照
）
。
 

県
内

の
生

活
保

護
制

度
に

関
す

る
事

務
は
、
福

祉
局

福
祉
部

地
域
福

祉
課

が
取

り
扱

う
ほ

か
、
上

記
７

つ
の

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
う
ち

、
所

管
区

域
内

に
町

村
を
含

む
【

図
表

８
－

３
－

２
】
の
５

つ
の

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

が
行

っ
て
い

る
。

 
残

る
豊

田
加

茂
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
及

び
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

は
、
現

在
、
管

区
内

に

町
村

が
な

い
こ

と
か

ら
、

生
活

保
護

の
支

給
等

に
関

す
る

事
務

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

も
っ

と
も

、
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

理
由

に
よ

り
、
現

在
も

生
活

保
護

費
返

還
金

債
権

の
徴

収
業

務
を

行
っ

て
い

る
。

 

す
な

わ
ち

、
同

セ
ン

タ
ー

は
、
従

前
、

宝
飯

郡
一

宮
町

、
音

羽
町

、
御

津
町

、
小

坂
井

町
、
渥

美
郡

田
原

町
、
赤

羽
根

町
、
渥

美
町

を
管

轄
区

と
し

て
い

た
こ

と
か

ら
、
社

会
福

祉
法

上
の

福
祉

事
務

所
と

し
て

生
活

保
護

事
務

を
扱

っ
て

い
た

。
そ

の
後

、
２

０
０

３
年

以
降

市
町

村
合

併
が

進

ん
だ

こ
と

に
よ

り
、
管

轄
区

内
の

各
町

は
豊

川
市

も
し

く
は

田
原

市
と

な
り

、
２

０
１

０
年

２
月

１
日

に
小

坂
井

町
が

豊
川

市
に

編
入

さ
れ

た
の

を
最

後
に

、
福

祉
事

務
所

と
し

て
の

機
能

を
終

え

た
（

愛
知

県
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
『

福
祉

行
政

の
あ

ら
ま

し
（

令
和

４
年

度
）
』
２

頁
）
が

２
０

１
０

年
１

月
以

前
に

同
セ

ン
タ

ー
が

給
付

事
務

を
行

っ
た

生
活

保
護

費
に

関
す

る
生

活
保

護
費

返
還

金
債

権
が

残
っ

て
い

た
こ

と
か

ら
、
同

債
権

に
つ

い
て

は
、
引

き
続

き
同

セ
ン

タ
ー

が

徴
収

事
務

を
行

う
必

要
が

生
じ

た
。

 

そ
の

た
め

、
本

監
査

に
お

い
て

は
、【

図
表

８
－

３
－

２
】
の

５
つ

の
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

加

え
、

東
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
も

そ
の

対
象

と
し

て
い

る
。

 

 

【
図

表
８

－
３

－
２

】
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
所

管
区

域
 

名
称

所
管

区
域

愛
知

県
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
東

郷
町

、
豊

山
町

、
大

口
町

、
扶

桑
町

愛
知

県
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
大

治
町

、
蟹

江
町

、
飛

島
村

愛
知

県
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
阿

久
比

町
、

東
浦

町
、

南
知

多
町

、
美

浜
町

、
武

豊
町

愛
知

県
西

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

幸
田

町

愛
知

県
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
設

楽
町

、
東

栄
町

、
豊

根
村

 

２
１

２
 

 

⑵
 

根
拠

規
定

 
生

活
保

護
法

第
６

３
条

及
び

第
７

８
条

並
び

に
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
６

０
条

及
び

第
１

５
９

条
で

あ
る

。
 

⑶
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

ア
 

６
３

条
返

還
金

 
 

 
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

に
お

い
て

生
活

保
護

費
を

支
給

し
て

き
た

期
間

に
資

力
が

あ
っ

た
こ

と

が
判

明
し

た
場

合
、
各

福
祉
相

談
セ
ン

タ
ー

の
担

当
者

が
こ

れ
を

調
査
し

た
上

で
、
各

福
祉

相
談

セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
開

催
さ

れ
る

ケ
ー

ス
診

断
会

議
で

返
還

請
求

を
実

施
す

る
か

の
検

討
を

行
い

、

決
裁

を
経

た
上

で
各

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
に

お
い

て
返

還
決

定
が

さ
れ
る

。
 

イ
 

７
８

条
徴

収
金

 
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

に
お

い
て

生
活

保
護

費
の

不
正

受
給

が
あ

っ
た

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
、

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
の

担
当

者
が

こ
れ

を
調

査
し

た
上

で
、

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て

開
催

さ
れ

る
ケ

ー
ス

診
断

会
議

で
徴

収
す

る
か

の
検

討
を

行
い

、
決

裁
を

経
た

上
で

各
福

祉
相

談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

徴
収

決
定

が
さ
れ

る
。

 
 

 
ウ

 
生

活
保
護

費
戻

入
金

 
 

生
活

保
護

費
の

支
払

後
に

、
被

保
護

者
が

転
居

や
保

護
廃

止
な

ど
の

生
活

保
護

費
の

誤
払

い
又

は
過

渡
し

と
な

る
事

由
が

判
明

し
た
場

合
に

、
保

護
費

の
戻

入
決
定

を
行

う
。
た

だ
し

、
出

納
整
理

期
間
（

各
年

度
５

月
３

１
日
ま

で
）
に

入
金

が
な
さ

れ
な
い

場
合
及

び
出

納
整

理
期

間
経

過
後

に
誤

払
い

又
は

過
渡

し
が

判
明

し
た

場
合
に

は
、

翌
年

度
の

歳
入

と
し

て
調
定

を
行

う
。

 
⑷

 
取
組

 
ア

 
組

織
 

（
ア

）
機

関
及

び
事

務
分

掌
 

県
に

お
け

る
生

活
保

護
費

返
還

金
の

回
収

に
関

す
る

業
務

は
、

福
祉

局
福

祉
部

地
域

福
祉

課

生
活

保
護

グ
ル

ー
プ

と
管

区
内

に
町

村
を

含
む

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

で
実

施
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
事

務
分

掌
は

概
ね

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

ａ
 

福
祉

局
福

祉
部

地
域

福
祉

課
生

活
保

護
グ

ル
ー

プ
 

後
述

の
債

権
管

理
事

務
フ

ロ
ー

の
う

ち
、
生

活
保

護
費

返
還

金
を

不
納

欠
損

処
分

す
る

際

の
集

約
と

決
裁

を
行

っ
て

い
る

。
 

ま
た

、
他

の
債

権
管

理
に

関
連

す
る

業
務

と
し

て
、
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
様

式
集

の
作

成
、
国

庫
負

担
金

の
実

績
報

告
に

関
す

る
集

約
、
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
担

当
者

を
対

象
と

す
る

担
当

者
会

議
の

開
催
（

年
２

回
）
、
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

か
ら

の
問

合
せ

に
対

す
る

対
応

、

及
び

、
県

内
の

福
祉

事
務

所
（

名
古

屋
市

を
除

く
）

へ
の

監
査

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。
 

ｂ
 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 

後
述

の
債

権
管

理
事

務
フ

ロ
ー

の
う

ち
、
不

納
欠

損
処

分
の

決
裁

に
関

す
る

部
分

を
除

い

て
は

、
主

に
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
が

行
っ

て
い

る
。

 

前
述

の
と

お
り
、
県
に

お
い
て

は
、
管
区

内
に

福
祉

事
務

所
を

設
置

し
て

い
な

い
町

村
を

含
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２
１

３
 

 

む
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
が

社
会

福
祉

法
第

１
４

条
第

１
項

の
福

祉
事

務
所

の
機

能
を

果
た

し

て
お

り
、

生
活

保
護

費
返

還
金

の
徴

収
を

含
む

生
活

保
護

に
関

す
る

事
務

の
全

般
を

行
っ

て

い
る

。
 

特
に

、
生

活
保
護

費
返

還
金
の

徴
収
事

務
に

関
し

て
は

、
福

祉
部
地

域
福

祉
課

が
作

成
し

た

「
生

活
保

護
費

返
還

金
等

徴
収

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
に

基
づ

き
、
各

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
内

に
「
債

権
管

理
者

」
及

び
「

徴
収

事
務

担
当

職
員

」
を
設

置
し

て
い

る
。

 

 
 

（
イ

）
人

員
体

制
 

 
 

 
 

 
各

組
織

に
お

け
る

人
員

体
制

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ａ
 

福
祉

局
福

祉
部

地
域

福
祉

課
 

生
活

保
護

グ
ル

ー
プ

 

正
規

職
員

６
名
（

課
長

補
佐

１
名

、
主

査
１

名
、
主

事
４

名
）
、
臨

時
的

任
用

職
員

２
名

、

非
常

勤
職

員
１

名
で

あ
る

。
 

ｂ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 

社
会
・
相

談
グ

ル
ー

プ
の

班
長

が
債

権
管

理
者

を
務

め
、
福

祉
グ

ル
ー

プ
６

名
及

び
社

会
・

相
談

グ
ル

ー
プ

１
名

の
合

計
７

名
が

徴
収

事
務

担
当

職
員

を
務

め
る

。
 

な
お

、
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、
社

会
・

相
談

グ
ル

ー
プ

は
、
庶

務
・

経
理

に
関

す
る

こ
と

や
民

生
委

員
及

び
児

童
委

員
に

関
す

る
こ

と
、
母

子
家

庭
等

の
自

立
支

援
等

に
関

す
る

こ
と

等
を

担
当

し
て

お
り

、
福

祉
グ

ル
ー

プ
は

、
生

活
保

護
に

関
す

る
こ

と
や

生

活
困

窮
者

の
自

立
支

援
に

関
す

る
こ

と
等

を
担

当
し

て
い

る
。

 

ｃ
 

海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 

社
会
・
指

導
・
相

談
グ

ル
ー

プ
班

長
が
債

権
管

理
者

を
務

め
、
福

祉
グ

ル
ー

プ
８

名
及

び
社

会
・

指
導

・
相

談
グ

ル
ー

プ
１

名
の

合
計

９
名
が

徴
収

事
務

担
当
職

員
を

務
め

る
。

 
な

お
、
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、
社

会
・
指

導
・
相

談
グ

ル
ー

プ
は

、
庶

務
・

経
理

に
関

す
る

こ
と

や
民

生
委

員
及

び
児

童
委

員
に

関
す

る
こ

と
、
母

子
家

庭
等

の
自

立
支

援
等

に
関

す
る

こ
と

等
を

担
当

し
て

お
り

、
福

祉
グ

ル
ー

プ
は

、
生

活
保

護
に

関
す

る
こ

と

や
生

活
困

窮
者

の
自

立
支

援
に

関
す

る
こ

と
等

を
担

当
し

て
い

る
。

 
ｄ

 
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

社
会

グ
ル

ー
プ

班
長

が
債

権
管

理
者
を

務
め

、
福

祉
・
相

談
グ

ル
ー

プ
６
名

及
び

社
会

グ
ル

ー
プ

３
名

の
合

計
９

名
が

徴
収

事
務

担
当

職
員
を

務
め

る
。

 
な

お
、
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
い
て

、
社

会
グ

ル
ー

プ
は
、
庶

務
・
経

理
に
関

す
る

こ
と

等
を

担
当

し
て

お
り

、
福

祉
・
相

談
グ

ル
ー

プ
は

、
生
活

保
護

に
関

す
る
こ

と
や

生
活
困

窮
者

の
自

立
支

援
に

関
す

る
こ

と
等

を
担

当
し
て

い
る

。
 

ｅ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

福
祉
・
相

談
グ

ル
ー

プ
班

長
が

債
権

管
理
者

を
務

め
、
福

祉
・
相
談

グ
ル

ー
プ

２
名

が
徴

収

事
務

担
当

職
員

を
務

め
る

。
 

生
活

保
護

に
関

す
る

こ
と

に
つ

い
て
は

、
福
祉
・
相

談
グ

ル
ー

プ
が
す

べ
て

担
当

し
て

お
り

、

他
の

グ
ル

ー
プ

の
職

員
は

担
当

し
て

い
な

い
。

 

２
１

４
 

 

ｆ
 

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 

社
会

・
指

導
グ

ル
ー

プ
の

班
長

が
債

権
管

理
者

を
務

め
、
福

祉
・

相
談

グ
ル

ー
プ

２
名

及

び
社

会
・

指
導

グ
ル

ー
プ

１
名

の
合

計
３

名
が

徴
収

事
務

担
当

職
員

を
務

め
る

。
 

ｇ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

社
会
・
相

談
グ

ル
ー

プ
の

班
長

が
債

権
管

理
者

を
務

め
、
同

グ
ル

ー
プ

の
主

事
１

名
が

徴

収
事

務
担

当
職

員
を

務
め

る
。

 

既
に

述
べ

た
と

お
り

、
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

は
、
現

在
は

、
社

会
福

祉
法

上
の

福

祉
事

務
所

と
し

て
の

機
能

は
な

く
、
同

セ
ン

タ
ー

が
２

０
０

０
年

に
返

還
・
徴

収
決

定
を

し

た
４

件
の

生
活

保
護

費
返

還
金

債
権
（

債
務

者
は

１
名

）
の

管
理

回
収

業
務

の
み

行
っ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
以

下
の

債
権

管
理

回
収

の
流

れ
の

中
で

は
、

必
要

な
限

り
で

言
及

す
る

。
 

イ
 

債
権

管
理

回
収

の
流

れ
 

（
ア

）
概

要
 

債
権

管
理

回
収

の
流

れ
は

、
概

ね
【

図
表

８
－

３
－

３
】
債

権
管

理
事

務
フ

ロ
ー

の
と

お
り

で
あ

る
。

各
段

階
の

事
務

に
関

す
る

詳
細

は
（

イ
）

以
降

に
記

載
す

る
。

 

（
イ

）
①

返
還

・
徴

収
決

定
 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 

支
給

さ
れ

た
生

活
保

護
費

に
つ

い
て

、
生

活
保

護
法

第
６

３
条

も
し

く
は

同
法

第
７

８
条

第
１

項
な

い
し

第
３

項
の

要
件

を
満

た
す

事
情

を
把

握
し

た
際

に
は

、
担

当
者

が
調

査
の

上
、

毎
週

開
催

さ
れ

る
ケ

ー
ス

診
断

会
議

で
返

還
請

求
な

い
し

徴
収

す
る

か
の

検
討

を
行

い
、

決
裁

を
経

て
返

還
・

徴
収

決
定

が
な

さ
れ

る
。

 

 
 

 
 

ｂ
 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

支
給

さ
れ

た
生

活
保

護
費

に
つ

い
て

、
同

法
第

６
３

条
も

し
く

は
同

法
第

７
８

条
第

１
項

な
い

し
第

３
項

の
要

件
を

満
た

す
事

情
を

把
握
し

た
際

に
は

、
調

査
の

上
で

、
毎

週
開

催
さ
れ

て
い

る
会

議
で

返
還

請
求

な
い

し
徴

収
す

る
か
の

検
討

を
行

う
。
そ
の

検
討

の
結

果
、
返

還
請

求
な

い
し

徴
収

を
す

る
こ

と
に

つ
い

て
決

裁
を
経

る
と

、
返

還
・
徴

収
決

定
が

な
さ

れ
る

。
 

 
 

 
 

ｃ
 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
支

給
さ

れ
た

生
活

保
護

費
に

つ
い

て
、

同
法

第
６

３
条

も
し

く
は

同
法

第
７

８
条

第
１

項

な
い

し
第

３
項

の
要

件
を

満
た

す
事

情
を

把
握
し

た
際

に
は

、
調

査
の

上
で

、
毎

週
開

催
さ
れ

て
い

る
会

議
で

返
還

請
求

な
い

し
徴

収
す

る
か
の

検
討

を
行

う
。
そ
の

検
討

の
結

果
、
返

還
請

求
な

い
し

徴
収

を
す

る
こ

と
に

つ
い

て
決

裁
を
経

る
と

、
返

還
・
徴

収
決

定
が

な
さ

れ
る

。
 

 
 

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

支
給

さ
れ

た
生

活
保

護
費

に
つ

い
て

、
同

法
第

６
３

条
も

し
く

は
同

法
第

７
８

条
第

１
項

な
い

し
第

３
項

の
要

件
を

満
た

す
事

情
を

把
握
し

た
際

に
は

、
調

査
の

上
で

、
少

な
く

と
も
月

１
回

開
催

さ
れ

る
ケ

ー
ス

診
断

会
議

で
返

還
請

求
な

い
し

徴
収

す
る

か
の

検
討

を
行

う
。

そ

の
検

討
の

結
果

、
返

還
請

求
な

い
し
徴

収
を

す
る

こ
と

に
つ

い
て

決
裁

を
経
る

と
、
返

還
・
徴

収
決

定
が

な
さ

れ
る

。
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【
図

表
８

－
３

－
３

】
債

権
管

理
事

務
フ

ロ
ー

 

 
  

 
 

 
ｅ

 
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

生
活

保
護

担
当

者
が

、
資

産
申

告
な

ど
を

通
じ

て
同

法
第

６
３

条
も

し
く

は
同

法
第

７
８

条
第

１
項

な
い

し
第

３
項

の
要

件
を

満
た

す
事

情
を

把
握

し
た

際
に

は
、
ケ

ー
ス

診
断

会
議

で
検

討
の

上
、
生

活
保

護
担

当
者

が
債

権
発

生
報

告
を

起
案

し
、
決

裁
を

経
て

決
定

を
す

る
。
 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

現
在

は
生

活
保

護
費

の
支

給
業

務
を

行
っ

て
い

な
い

た
め

、
返

還
・
徴

収
決

定
も

行
っ

て

①
返

還
・
徴
収

決
定

②
調

定

一
括
納

付
処

理

納
期

限
内

に
完
納

納
期

限
を
過
ぎ
て
も
納

入
な
く
、
未

納
発

生

時
効

完
成

し
て
い
る
か
？

不
納

欠
損

⑤
分
納

誓
約

一
括
調

定
維
持

、

納
付
書

に
よ
る
納

入

※
当

初
の

納
入
通

知
書
に

記
載
の

納
期
限

が
過

ぎ
た

後
、
督

促
を
行
う
。

④
督

促
・
催

告

債
務

者
死
亡

相
続
人

調
査

相
続
人

な
し

相
続

人
あ
り

相
続

人
に
対

す
る
催

告

不
納

欠
損

債
務

者
居
所

不
明

居
所

調
査

督
促

・
催

告

④
へ

時
効

完
成

し
て
い
る

か
？

不
納

欠
損

相
続

人
の

相
続
放

棄

を
確

認
で
き
る
書
類

を
徴

取 不
納

欠
損

一
括

納
付

が
可

能
か

？

居
所

が
判

明

し
た
か

？

処
理
終

了

処
理

終
了

納
付

書
に
記

載
の
納

期
限

内
に
完

納

納
付

書
に
記

載
の
納

期
限

を
過

ぎ
て
も
納

入
な
く
、
未

納
が

発

時
効
完

成

し
て
い
る
か

？

不
納

欠
損

⑥
催
告

処
理
終

了

Ye
s

No

④
に
戻

る

※
一

括
納

付
が
困

難
な

ケ
ー
ス
は

⑤
へ

Ye
s

No

⑥
に
戻

る

相
続

人
が

相

続
放

棄
を
し

て
い
る
か

？

相
続

人
に
対

し
て
債

務
承

認
要
求

③
へ

Ye
s

N
o

Ye
s

No

居
所
調

査
へ

Ye
s

No

③
債

務
者

に
対
し
納

入
通

知
書

発
行

【
債

務
者
が

死
亡
し
た
場
合
】

【
債

務
者

が
居
所

不
明
の
場

【
債
権

管
理

事
務

フ
ロ
ー
】

Ye
s

N
o

２
１

６
 

 

い
な

い
。

 

（
ウ

）
②

調
定

・
③

納
入

通
知

 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

返
還
・
徴

収
決

定
に

基
づ

き
、
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

か
ら

経
理

担
当

者
へ

決
定

通
知

書

が
提

出
さ

れ
る

と
、
当

該
経

理
担

当
者

に
よ

っ
て

調
定

が
な

さ
れ

、
債

務
者

に
対

す
る

納
入

通
知

書
を

作
成

し
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

に
手

渡
し

し
、

納
入

指
導

を
依

頼
す

る
。

 

 
 

 
 

ｂ
 

海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
返

還
・
徴

収
決
定

に
基

づ
き

、
担

当
ケ

ー
ス
ワ

ー
カ

ー
か

ら
経

理
担
当

者
へ

決
定

通
知

書
が

提
出

さ
れ

る
と

、
当

該
経
理

担
当

者
に

よ
っ

て
調

定
が

な
さ

れ
、
債
務

者
に

対
し

納
入

通
知

書

が
送

付
さ

れ
る

。
 

ｃ
 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
返

還
・
徴

収
決
定

に
基

づ
き

、
担

当
ケ

ー
ス
ワ

ー
カ

ー
か

ら
経

理
担
当

者
へ

決
定

通
知

書
が

提
出

さ
れ

る
と

、
当

該
経
理

担
当

者
に

よ
っ

て
調

定
が

な
さ

れ
、
郵
送

も
し

く
は

手
渡

し
の

方

法
に

よ
り

債
務

者
に

対
し

納
入

通
知

書
が

送
付
さ

れ
る

。
 

 
 

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
返

還
・
徴

収
決
定

に
基

づ
き

、
担

当
ケ

ー
ス
ワ

ー
カ

ー
か

ら
経

理
担
当

者
へ

決
定

通
知

書
が

提
出

さ
れ

る
と

、
当

該
経
理

担
当

者
に

よ
っ

て
調

定
が

な
さ

れ
、
債
務

者
に

対
し

納
入

通
知

書

が
送

付
さ

れ
る

。
 

 
 

 
 

ｅ
 

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

返
還
・
徴

収
決

定
に

基
づ

き
、
担

当
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

か
ら

経
理

担
当

者
へ

決
定

通
知

書

が
提

出
さ

れ
る

と
、
当

該
経

理
担

当
者

に
よ

っ
て

調
定

が
な

さ
れ

、
郵

送
も

し
く

は
手

渡
し

の
方

法
に

よ
り

債
務

者
に

対
し

納
入

通
知

書
が

送
付

さ
れ

る
。

 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
で

は
、
最

初
の

段
階

で
納

入
義

務
者

の
納

得
を

得
る

こ
と

に
よ

り
、
そ

の
後

の
未

納
を

防
げ

る
と

考
え

返
還
・
徴

収
決

定
を

し
た

段
階

で
、
全

て
の

納
入

義
務

者
に

対
し

て
、
返

還
・

徴
収

金
の

説
明

や
、
支

払
い

に
関

す
る

指
導

を
行

っ
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
ま

た
、
納

入
義

務
者

が
生

活
保

護
受

給
者

で
あ

る
場

合
に

は
、
上

記
の

と
お

り
生

活
保

護
担

当
者

が
納

入
通

知
書

を
手

渡
し

出
来

る
よ

う
、
事

前
に

時
期

を
調

整
し

た
上

で
返

還
・
徴

収
決

定
を

す
る

よ
う

に
し

て
い

る
と

の
こ

と

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

管
理

回
収

業
務

を
継

続
し

て
い

る
４

件
（

債
務

者
１

名
）
に

つ
い

て
は

、
２

０
０

０
年

に

調
定

を
行

っ
た

案
件

で
あ

り
、
現

在
は

、
２

０
１

９
年

７
月

に
徴

取
し

た
未

納
承

認
書

に
基

づ
き

、
毎

月
１

０
０

０
円

の
納

付
書

を
送

付
し

て
い

る
。

 

（
エ

）
④

督
促

・
催

告
 

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

い
者

が
あ

る
と

き
は

、
督

促
状

を
発

し
て

督
促

す
る
（

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

の
３

第
１

項
、
財

務
規

則
第

４
０

条
第

１
項

）
。
督

促
状

を
発

す
る

時
期

に
つ
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い
て

は
、
規

則
で

は
特

に
定

め
て

い
な

い
が

、
「

会
計

事
務

の
手

引
（

総
則

・
収

入
編

）
」

で

「
別

に
法

令
の

定
め

が
な

け
れ

ば
、
原

則
と

し
て

地
方

税
の

例
に

従
い

、
納

期
限

後
２

０
日

以

内
に

お
い

て
未

納
を

確
認

し
た

後
速

や
か

に
発

し
ま

す
」

と
し

て
い

る
。

 

催
告

に
つ

い
て

は
、
地

域
福

祉
課

の
作

成
し

た
「

生
活

保
護

費
返

還
金

等
徴

収
マ

ニ
ュ

ア
ル

」

の
第

１
章

第
３

の
２

に
「

催
告

書
の

発
行

」
と

題
し

て
「
（

１
）

債
権

管
理

者
は

、
（

略
）

督

促
後

１
か

月
経

過
し

て
も

納
入

が
な

く
、
か

つ
、
納

入
の

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、
再

度
書

面
を

も
っ

て
滞

納
者

あ
て

に
発

行
す

る
。
」
と

定
め

て
い

る
が

、
以

下
の

と
お

り
、
こ

の
規

定

に
し

た
が

っ
た

運
用

を
し

て
い

る
セ

ン
タ

ー
は

な
く

、
全

庁
的

に
行

っ
て

い
る

、
年

２
回
（

７

月
、

１
２

月
）

の
納

入
促

進
月

間
に

催
告

書
を

送
付

し
て

い
る

例
が

多
く

見
ら

れ
た

。
 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

 
 

 
 

（
ａ

）
督

促
 

納
入

通
知

書
に

記
載

の
納

期
限

を
過

ぎ
て

も
納

入
が

な
い

場
合

に
は

、
納

期
限

後
２

０

日
以

内
に

督
促

状
を

発
送

す
る

。
 

送
付

の
方

法
は

、
債

務
者

が
生

活
保

護
受

給
中

で
あ

る
な

ど
、
手

渡
し

が
可

能
で

あ
る

場
合

に
は

手
渡

し
と

し
、

そ
う

で
な

い
場

合
に

は
郵

送
に

よ
っ

て
行

っ
て

い
る

。
 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
督

促
状

の
発

行
件

数
と

返
戻

件
数

は
【

図

表
８

－
３

－
４

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  
 

 
 

 
【

図
表

８
－

３
－

４
】
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

督
促

状
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

 
２

０
１

９
年

度
２

０
２

０
年

度
２

０
２

１
年

度

発
行

件
数

４
２

件
３

０
件

３
３

件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
 

（
ｂ

）
催

告
 

ま
た

、
督

促
を

し
て

も
納

付
が

な
い

ケ
ー

ス
で

は
、
県

が
実

施
す

る
年

２
回

の
納

入
促

進
月

間
中

に
催

告
書

を
送

付
し

て
催

告
を

行
う

。
催

告
書

の
送

付
方

法
は

、
督

促
状

の
送

付
方

法
と

同
様

で
あ

る
。

 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

に
催

告
書

の
発

行
件

数
と

返
戻

件
数

は
【

図

表
８

－
３

－
５

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  
 

 
 

 
【

図
表

８
－

３
－

５
】
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

催
告

書
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

 
２

０
１

９
年

度
２

０
２

０
年

度
２

０
２

１
年

度

発
行

件
数

４
２

件
４

６
件

６
１

件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
  

２
１

８
 

  
 

 
 

ｂ
 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

（
ａ

）
督

促
 

納
入

通
知

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
納

期
限

を
過

ぎ
て

も
納

入
が

な
い

場
合

に
は

、
納

期

限
後

２
０

日
以

内
に

督
促

状
を

発
送
す

る
。

 
ま

た
、
発
送

方
法

は
郵

送
に
よ

る
方
法

で
あ

り
、
手

渡
し

に
よ

る
方

法
で

は
発

送
し

て
い

な
い

。
 

督
促

状
に

つ
い

て
は

、【
図

表
８

－
３
－

６
】
の

と
お

り
２

０
１

９
年

度
に

１
件

、
２
０

２
０

年
度

に
１

件
及

び
２

０
２

１
年
度

に
３

件
（

た
だ
し

３
件

と
も

同
一

人
物
）
の

返
戻

が

あ
っ

た
。
も

っ
と

も
、
い
ず

れ
の

案
件

も
担
当

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
が
転

居
先

の
情

報
を

把
握

し
て

お
り
、
再

送
出
来

て
い
る

た
め
、
督

促
状

の
返

戻
を

契
機

と
す

る
所

在
調

査
や

実
地

調

査
は

実
施

し
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
で

あ
っ

た
。

 
  

 
 

 
 
【

図
表

８
－

３
－

６
】
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

督
促

状
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

 
２

０
１

９
年

度
２

０
２

０
年

度
２

０
２

１
年

度

発
行

件
数

９
６

件
４

３
件

２
８

件

返
戻

件
数

１
件

１
件

３
件

 
 

（
ｂ

）
催

告
 

督
促

を
し

て
も

納
付

が
な

い
ケ

ー
ス

の
う
ち

、
時

効
完

成
日

が
１

、
２

年
に

近
づ

い
て
い

る
滞

納
者

に
対

し
て

は
、
納
入

促
進
月

間
時

に
催

告
書

を
郵

送
す

る
。
２
０

１
９

年
度
な

い

し
２

０
２

１
年

度
ま

で
の

催
告

書
の
発

行
件

数
及

び
返

戻
件

数
に

つ
い

て
は
、
【

図
表

８
－

３
－

７
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
な

お
、
時
効

の
完

成
日

が
差
し

迫
っ
て

い
な

い
滞

納
者

に
対

し
て

は
、
催
告

書
で

は
な
く

、

納
付

依
頼

の
文

書
を

送
付

し
て

い
る
。

 
 

【
図

表
８

－
３

－
７
】
海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

催
告
書

の
発

行
件

数
・
返

戻
件

数
 

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

発
行

件
数

０
件

０
件

７
件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
  

 
 

 
ｃ

 
知
多

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

（
ａ

）
督

促
 

納
入

通
知

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
納

期
限

を
過

ぎ
て

も
納

入
が

な
い

場
合

に
は

、
知

多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

利
用
さ

れ
て

い
る
「

生
活

保
護

費
 

経
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
で

は
納

期
限

後
２

０
日

前
後

に
督

促
状
を

発
送

す
る

と
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、
督

促
状
の

送
付

の
方

法
は

、
郵

送
ま

た
は

手
渡

し
と
し

て
い

る
。
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２
１

９
 

 

督
促

状
に

つ
い

て
は

、【
図

表
８

－
３
－

８
】
の

と
お

り
返

戻
件

数
は
、

２
０

１
９

年
度

は
０

件
で

あ
り

、
２

０
２

０
年

度
及
び

２
０

２
１

年
度

に
各

１
件

で
あ

る
。

 
  

 
 

 
 
【

図
表

８
－

３
－

８
】
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

督
促

状
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

 
２

０
１

９
年

度
２

０
２

０
年

度
２

０
２

１
年

度

発
行

件
数

４
９

件
３

２
件

３
２

件

返
戻

件
数

０
件

１
件

１
件

 
 

（
ｂ

）
催

告
 

督
促

を
し

て
も

納
付

が
な

い
ケ

ー
ス

で
は

、
時

効
が

完
成

す
る

年
度

に
開

催
さ

れ
る

納

入
促

進
月

間
に

併
せ

て
１

度
だ

け
催
告

書
を

送
付

す
る

。
な

お
、
催

告
書
に

つ
い

て
は
２

０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で
の

間
で

は
、
【
図

表
８
－

３
－
９

】
の

と
お
り

２
０
２

１
年

度
に

１
件

発
行

し
た

の
み

で
あ

り
、

こ
の

１
件

に
つ

い
て

は
返

戻
さ

れ
ず

に
滞

納
者

に
届

い
て

い
る

。
 

  
 

 
 

 
【

図
表

８
－

３
－

９
】
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

催
告

書
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

 
２

０
１

９
年

度
２

０
２

０
年

度
２

０
２

１
年

度

発
行

件
数

０
件

０
件

１
件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
  

 
 

 
ｄ

 
西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
（

ａ
）
督

促
 

納
入

通
知

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
納

期
限

を
過

ぎ
て

も
納

入
が

な
い

場
合

に
は

、
納

期

限
後

２
０

日
以

内
に

督
促

状
を

発
送
す

る
。

 
発

送
方
法

は
、
郵

送
に
よ

る
方

法
の

み
で
あ

り
、
手
渡

し
は

し
て

い
な
い

。
こ

れ
は
、
通

常
の

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
に

よ
る

訪
問

と
債

権
の

管
理

回
収

は
別

で
あ

る
た

め
、

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
と

被
保

護
者

と
の

関
係

性
に

配
慮

し
て

通
常

の
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
と

は
分

け
て

対
応

す
る

こ
と

を
意

図
し

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

督
促

状
に

つ
い

て
は

、【
図

表
８

－
３
－

１
０
】

の
と

お
り

返
戻

件
数

は
、

い
ず

れ
も
０

件
で

あ
っ

た
。
ま

た
、
督

促
状

に
つ

い
て

は
、
こ
れ

ま
で

も
返

戻
さ
れ

た
ケ

ー
ス

が
な

い
た

め
、

所
在

調
査

を
実

施
し

て
い

な
い
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

  
 

 
【

図
表

８
－

３
－

１
０

】
西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

督
促

状
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

発
行

件
数

１
件

２
件

０
件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 

２
２

０
 

  
（

ｂ
）
催

告
 

督
促

を
し

て
も

納
付

が
な

い
ケ

ー
ス

で
は

、
概

ね
３

か
月

程
度

を
基

準
と

し
て

未
納

が

続
い

て
い

る
人

に
対

し
て

催
告

書
を
郵

送
す

る
。

 
ま

た
、
納
入

促
進

月
間

の
際
に

は
、
滞
納

者
全

員
を

対
象

に
催

告
書

を
送

付
し

て
い

る
。

 
な

お
、

催
告

書
に

つ
い

て
は

、【
図

表
８
－

３
－

１
１

】
の

と
お

り
２

０
１

９
年

度
か

ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
間

で
は

１
件
も

返
戻

さ
れ

た
ケ

ー
ス

は
な

い
。

 
  

 
 
【

図
表

８
－

３
－

１
１

】
西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

催
告

書
の

発
行

件
数
・
返
戻

件
数

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

発
行

件
数

７
件

１
７

件
１

８
件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
  

 
 

 
ｅ

 
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

（
ａ

）
督

促
 

納
期

限
後

も
収

納
が

な
い

こ
と

を
財

務
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

確
認

し
た

者
に

対
し

て
、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に
督

促
状

を
発

送
し

て
い

る
。

送
付

方
法

は
全

て
郵

送
で

あ
る

。
 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

ま
で

の
督

促
状

の
発

行
件

数
と

返
戻

件
数

は
【

図

表
８

－
３

－
１

２
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 

【
図

表
８

－
３

－
１

２
】
新
城

設
楽

福
祉

相
談
セ

ン
タ

ー
に

お
け
る

督
促

状
の

発
行

件
数
・
返

戻
件

数
 

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

発
行

件
数

１
件

２
件

２
件

返
戻

件
数

０
件

０
件

０
件

 
  

 
 

 
（

ｂ
）

催
告

 

全
件

に
つ

い
て

、
督

促
後

１
か

月
以

内
に

納
入

ま
た

は
分

納
手

続
が

開
始

さ
れ

て
い

る

た
め

、
督

促
後

の
滞

納
者

に
あ

て
た

催
告

書
の

発
送

に
つ

い
て

は
該

当
が

な
い

。
 

も
っ

と
も

、
納

入
促

進
月

間
に

、
原

則
と

し
て

全
滞

納
者

に
対

し
、
当

該
時

点
で

の
残

高
を

通
知

す
る

と
と

も
に

、
債

務
承

認
書

を
同

封
し

て
そ

の
提

出
を

促
し

た
り

、
納

付
に

当
た

っ
て

困
っ

て
い

る
こ

と
な

ど
が

あ
る

場
合

の
相

談
窓

口
を

提
示

し
て

相
談

を
促

し

た
り

す
る

書
面

を
送

付
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
 

 
 

 
（

ａ
）

督
促

 

督
促

に
つ

い
て

は
該

当
案

件
が

な
い

。
 

 
 

 
 

（
ｂ

）
催

告
 

納
付

書
記

載
の

納
期

限
ま

で
に

支
払

い
が

な
い

場
合

に
は

、
催

告
書

を
送

付
す

る
扱

い
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１
 

 

で
あ

る
が

、
現

在
は

、
未

納
承

認
書

に
記

載
さ

れ
た

分
割

方
法

で
分

割
納

入
が

な
さ

れ
て

い
る

た
め

、
催

告
書

は
送

付
し

て
い

な
い

。
 

（
オ

）
⑤

分
納

誓
約

（
納

付
猶

予
措

置
）

に
つ

い
て

 

債
務

者
よ

り
、
一

括
で

の
納

入
が

困
難

で
あ

る
が

、
分

割
で

の
納

付
を

す
る

意
思

が
あ

る
旨

の
申

し
出

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
本

人
か

ら
事

情
を

聴
取

し
、
生

活
状

況
に

関
す

る
書

類
及

び

債
務

承
認

書
を

提
出

し
て

も
ら

っ
た

上
で

、
分

割
に

よ
る

支
払

い
を

認
め

る
こ

と
が

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
取

扱
い

は
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

共
通

し
て

い
る

が
、
分

割
払

い
を

認
め

る
法

的
根

拠
は

異
な

っ
て

い
る

。
 

な
お

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

で
は

、
「

納
付

延
期

措
置

」
の

手
続

を
設

け
て

い
る

が
、
こ

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
沿

っ
た

扱
い

を
し

て
い

る
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
は

無
か

っ
た

。
 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
に

基
づ

く
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

と
い

う

扱
い

で
処

理
を

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ｂ
 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

生
活

保
護

費
返

還
金

に
つ

い
て

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
に

基
づ

く
履

行
延

期
処

分
で

は
な

く
、
滞
納

者
か
ら

の
「

分
納

申
出

書
」
の
提

出
が

あ
っ

た
場
合

に
、
事
実

上
の

分
割

納
付

（
分

納
誓

約
）

を
認

め
て

い
る
。

 
 

 
 

 
ｃ

 
知
多

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

生
活

保
護

費
返

還
金

に
つ

い
て

は
、

同
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
に

基
づ

く
履

行
延

期
処

分
で

は
な

く
、
滞
納

者
か

ら
の
「
分

納
申

出
書

」
の

提
出

が
あ

っ
た

場
合

に
、
事

実
上
の

分
割

納
付

（
分

納
誓

約
）

を
認

め
て

い
る

。
 

ま
た

、
滞

納
者
の

う
ち

生
活
保

護
受
給

中
の

者
に

つ
い

て
は

、
毎

週
の

会
議

に
お

い
て
分

割

に
つ

い
て

生
活

保
護

法
第

７
８

条
の

２
に

関
す

る
決

定
を

し
て

い
る

案
件

も
存

在
す

る
と

の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
生

活
保

護
費

返
還
金

に
つ

い
て

は
、
滞
納

者
か

ら
「

履
行

延
期

申
請
兼

分
割

納
入

申
出

書
」

を
取

付
け

た
上

で
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
に

基
づ

く
履

行
延

期
の

特
約

又

は
処

分
と

い
う

扱
い

で
処

理
を

し
て

い
る

。
 

な
お

、
地

方
自
治

法
施

行
令
第

１
７
１

条
の

６
で

は
「
強

制
徴

収
に

よ
り

徴
収

す
る

債
権

を

除
く
」
と
規

定
さ

れ
強

制
徴

収
公

債
権

は
対

象
と

な
っ

て
い

な
い
と

こ
ろ
、
生

活
保
護

費
返

還

金
の

う
ち

、
強

制
徴

収
公

債
権

に
分

類
さ

れ
る

債
権

に
つ

い
て

も
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１

７
１

条
の

６
に

基
づ

く
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

と
い

う
扱

い
で

処
理

で
き

る
と

の
誤

解

が
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｅ
 

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

福
祉

局
が

作
成

し
て

い
る

様
式

集
の

様
式

を
利

用
し

て
、
分

納
誓

約
書

を
提

出
し

て
も

ら

い
、

分
割

納
付

を
認

め
て

い
る

。
 

２
２

２
 

 

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

際
に

、
そ

の
法

的
位

置
づ

け
に

つ
い

て
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
明

確
に

認
識

は
し

て
い

な
か

っ
た

が
、
後

に
回

答
し

て
も

ら
っ

た
と

こ
ろ

に
よ

れ
ば

、
事

実
上

の
分

割
納

付
（

分
納

誓
約

）
と

い
う

扱
い

を
し

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

管
理

し
て

い
る

４
件
（

債
務

者
１

名
）
に

つ
い

て
は

、
２

０
１

９
年

７
月

に
未

納
承

認
書

を
徴

取
し

て
い

る
と

こ
ろ

、
同

書
面

に
毎

月
１

０
０

０
円

ず
つ

支
払

う
と

い
う

内
容

の
納

付

計
画

書
が

添
付

さ
れ

て
お

り
、

概
ね

同
計

画
に

し
た

が
っ

て
納

付
が

な
さ

れ
て

い
る

。
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
未

納
承

認
書

に
つ

い
て

は
、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

に
基

づ
く

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
で

は
な

く
、
事

実
上

の
分

割
納

付
（

分
納

誓
約

）

を
認

め
て

い
る

と
い

う
位

置
づ

け
で

あ
る

。
 

（
カ

）
滞

納
処

分
も

し
く

は
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

の
請

求
に

つ
い

て
 

督
促

を
し

て
も

納
付

が
な

い
場

合
、
生

活
保

護
費

返
還

金
の

う
ち

強
制

徴
収

公
債

権
と

な
る

部
分

に
つ

い
て

は
、
滞

納
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る
（

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

の
３

第
３

項
）
。
ま

た
、
非

強
制

徴
収

公
債

権
と

な
る

部
分

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

、
訴

訟
手

続
に

よ
り

履
行

を
請

求
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

第
３

号
）

。
 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

滞
納

処
分

・
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

の
請

求
の

い
ず

れ
も

行
っ

て
い

な
か

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｂ
 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

滞
納

処
分

・
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行
の

請
求

の
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

か
っ
た

。
 

 
 

 
 

ｃ
 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

滞
納

処
分

・
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行
の

請
求

の
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

か
っ
た

。
 

 
 

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
滞

納
処

分
・

訴
訟
手

続
に

よ
る

履
行
の

請
求

の
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

か
っ
た

。
 

他
方

、
催

告
書
に

お
い

て
、
滞

納
処

分
を

行
う

可
能

性
を

示
唆

す
る
案

件
は

あ
っ

た
も

の
の
、

実
際

に
滞

納
処

分
を

検
討

し
た

資
料

は
記

録
に
綴

ら
れ

て
い

な
か
っ

た
。

 
 

 
 

 
ｅ

 
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

実
施

し
て

い
な

か
っ

た
。
ま

た
、
現

在
の

滞
納

者
は

い
ず

れ
も

生
活

保
護

受
給

者
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現

時
点

で
こ

れ
ら

の
手

続
を

と
る

こ
と

は
検

討
し

て
い

な
い

と
の

こ
と

で
あ

っ

た
。

 

な
お

、
生

活
保

護
法

第
７

８
条

の
２

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
実

績
は

無
か

っ
た

。
現

在
、

同
条

に
基

づ
く

手
続

を
す

る
前

提
と

し
て

、
同

法
第

７
７

条
の

２
に

基
づ

く
決

定
の

対
象

に

す
る

こ
と

を
検

討
し

て
い

る
案

件
が

１
件

あ
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

概
ね

未
納

承
認

書
添

付
の

納
付

計
画

書
に

し
た

が
っ

て
納

付
が

な
さ

れ
て

お
り

、
訴

訟
に

よ
る

履
行

の
請

求
は

行
っ

て
い

な
い

。
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（
キ

）
各

種
調

査
の

実
施

 

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
各

種
調

査
の

実
施

状
況

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
 

 
 

 
（

ａ
）

所
在

調
査

・
実

地
調

査
 

督
促

状
及

び
催

告
書

の
返

戻
が

な
く

、
所

在
調

査
・
実

地
調

査
を

要
す

る
こ

と
が

な
か

っ
た

た
め

、
実

施
し

て
い

な
い

が
、
実

施
す

る
と

す
れ

ば
、
住

民
票

に
よ

る
調

査
及

び
現

地
調

査
が

想
定

さ
れ

る
。

 

（
ｂ

）
相

続
人

調
査

 
戸

籍
関
係

書
類

を
取

得
し

た
上

で
、
判

明
し
た

相
続

人
に
対

し
、
相

続
す
る

か
否

か
の
問

い
合

わ
せ

を
書

面
で

行
っ

て
い

る
。
相
続

放
棄

を
し

た
と

い
う

回
答

を
得

た
場

合
に

は
、
そ

の
者

か
ら

相
続

放
棄

の
申

述
書

の
写

し
を

取
得

し
た

り
、

裁
判

所
か

ら
相

続
放

棄
受

理
証

明
書

を
取

得
し

た
り

す
る

。
 

（
ｃ

）
財

産
調

査
 

特
に

実
施

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
ｂ

 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

（
ａ

）
所

在
調

査
・

実
地
調

査
 

戸
籍

及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。
ま
た

、
案

件
に

よ
っ

て
は

家
庭
訪

問
を

す
る

こ
と

も
あ

る
。

 
（

ｂ
）
相

続
人

調
査

 
戸

籍
及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。
ま
た

、
相

続
人

が
判

明
し

た
場
合

に
は

、
当

該
相

続
人

に
対

し
て

納
入

及
び

債
務

承
認

書
の

提
出

を
依

頼
す

る
文

書
を

送
付

す
る

。
 

当
該

相
続

人
か

ら
、
相

続
放
棄

を
行
っ

た
旨

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
相
続

人
に
対

し
て
「

相
続

放
棄
申

述
受

理
証

明
書

」
の

写
し
の

提
出

を
要

請
す
る

。
仮

に
、
提

出
が

な
い

場
合

に
は

、
担

当
者

が
家

庭
裁

判
所
に

照
会

し
、

相
続

放
棄

申
述

受
理

の
確
認

を
す

る
。

 
（

ｃ
）
財

産
調

査
 

特
に

実
施

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
ｃ

 
知
多

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

（
ａ

）
所

在
調

査
・

実
地

調
査

 
戸

籍
及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。

 
（

ｂ
）
相

続
人

調
査

 
戸

籍
及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。
ま
た

、
相

続
人

が
判

明
し

た
場
合

に
は

、
当

該
相

続
人

に
対

し
て

納
入

及
び

債
務

承
認

書
の

提
出

を
依

頼
す

る
文

書
を

送
付

す
る

。
 

 

２
２

４
 

  
当

該
相
続

人
か

ら
、
相

続
放
棄

を
行
っ

た
旨

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
、
現
在

は
相

続
人
に

対
し

て
「

相
続

放
棄

申
述

受
理

証
明

書
」
の

写
し

の
提

出
を

要
請

し
て
い

る
が

、
過

去
に

は

「
相

続
放

棄
申

述
受

理
証

明
書

」
を

確
認

す
る

こ
と

な
く

、
不

納
欠
損

処
分

を
し

て
い

る
例

が
あ

っ
た

。
 

（
ｃ

）
財

産
調

査
 

特
に

実
施

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
ｄ

 
西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
（

ａ
）
所

在
調

査
・

実
地

調
査

 
戸

籍
及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。
ま
た

、
案

件
に

よ
っ

て
は

家
庭
訪

問
を

す
る

こ
と

も
あ

る
。

 
（

ｂ
）
相

続
人

調
査

 
戸

籍
及
び

住
民

票
を

取
得

し
て

調
査

を
行
っ

て
い

る
。
ま
た

、
相

続
人

が
判

明
し

た
場
合

に
は

、
当

該
相

続
人

に
対

し
て

納
入

及
び

債
務

承
認

書
の

提
出

を
依

頼
す

る
文

書
を

送
付

も
し

く
は

家
庭

訪
問

を
す

る
。

 
当

該
相
続

人
か

ら
、
相

続
放
棄

を
行
っ

た
旨

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
相
続

人
に
対

し
て
「

相
続

放
棄
申

述
受

理
証

明
書

」
の

写
し
の

提
出

を
要

請
す
る

。
仮

に
、
提

出
が

な
い

場
合

に
は
、
担
当

者
が

家
庭
裁

判
所
に

照
会

し
、
相

続
放

棄
申

述
受

理
の

写
し

の
交

付
を

要

請
す

る
。

 
（

ｃ
）
財

産
調

査
 

特
に

実
施

し
て

い
な

い
。

 
 

 
 

 
ｅ

 
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

（
ａ

）
所

在
調

査
・

実
地

調
査

 

所
在

調
査

を
要

す
る

状
況

に
な

っ
て

い
な

い
た

め
実

施
し

て
い

な
い

。
 

（
ｂ

）
相

続
人

調
査

 
戸

籍
調

査
を

実
施

し
て

い
る

。
調

査
の

結
果

判
明

し
た

法
定

相
続

人
に

対
し

て
は

催
告

書
を

送
付

す
る

こ
と

と
な

る
が

、
こ
れ

ま
で

実
施

例
は

な
い

と
の

こ
と

で
あ
っ

た
。

 
相

続
人
が

全
て

放
棄

し
て

い
た

場
合

の
確
認

の
方

法
に

つ
い

て
、

過
去

の
例

と
し

て
は
、

既
に

弁
護

士
が

相
続

財
産

管
理

人
に

選
任

さ
れ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

当
該

弁
護

士
か

ら
の

債
権

の
照

会
文

書
を

も
っ

て
確

認
し
た

。
 

（
ｃ

）
財

産
調

査
 

現
在

の
滞

納
者

は
い

ず
れ

も
生

活
保

護
受

給
者

で
あ

り
、
毎

年
資

産
申

告
を

受
け

て
財

産
状

況
を

把
握

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
重

ね
て

財
産

調
査

等
は

実
施

し
て

い
な

い
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
 

 
 

 
（

ａ
）

所
在

調
査

・
実

地
調

査
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（
ｂ

）
相

続
人

調
査

 
い

ず
れ
も

実
施

を
要

す
る

状
況

で
な

い
た
め

、
実

施
し

て
な

い
。

 
（

ｃ
）
財

産
調

査
 

特
に

実
施

し
て

い
な

い
。

 

（
ク

）
時

効
管

理
 

生
活

保
護

費
返

還
金

は
、
行

政
庁

の
返

還
決

定
あ

る
い

は
徴

収
決

定
と

い
う

行
政

処
分

に
よ

り
発

生
す

る
債

権
で

あ
り

、
公

債
権

で
あ

る
と

解
さ

れ
る

。
し

た
が

っ
て

、
時

効
期

間
は

債
権

を
行

使
で

き
る

と
き

か
ら

５
年

で
あ

り
、
時

効
期

間
経

過
後

は
、
債

務
者

に
よ

る
時

効
の

援
用

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、
債

権
は

消
滅

す
る
（

地
方

自
治

法
第

２
３

６
条

第
１

項
、
第

２
項

）
。
 

そ
の

た
め

、
県

と
し

て
は

、
時

効
期

間
を

経
過

し
な

い
よ

う
に

管
理

す
る

必
要

が
あ

る
と

こ

ろ
、

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
の

管
理

状
況

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

な
お

、
生

活
保

護
費

返
還

金
の

う
ち

、
生

活
保

護
の

受
給

者
が

日
本

国
籍

を
有

す
る

者
で

な

い
場

合
に

は
、
生

活
保

護
法

は
直

接
適

用
さ

れ
ず

、
生

活
保

護
費

返
還

金
の

性
質

も
、
生

活
保

護
法

に
基

づ
く

行
政

処
分

に
よ

り
発

生
す

る
公

債
権

で
は

無
く

、
私

債
権
（

不
当

利
得

返
還

請

求
権

）
で

あ
る

と
理

解
さ

れ
る
（

名
古

屋
地

裁
平

成
２

５
年

８
月

２
９

日
判

決
）
。
し

た
が

っ

て
、

債
務

者
に

よ
る

時
効

の
援

用
が

な
い

と
債

権
と

し
て

は
消

滅
し

な
い

こ
と

と
な

る
な

ど
、

別
の

取
扱

い
を

要
す

る
が

、
地

域
福

祉
課

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
異

な
る

扱
い

に
は

し

て
い

な
い

と
の

回
答

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

督
促

状
の

発
行

日
を

財
務

シ
ス

テ
ム

か
ら

日
に

ち
を

抽
出

す
る

ほ
か

、
債

務
承

認
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

セ
ン

タ
ー

独
自

に
作

成
し

て
い

る
エ

ク
セ

ル
表

で
管

理
を

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
納

入
促

進
月

間
に

お
い

て
、
滞

納
者

へ
の

催
告

方
法

な
ど

に
つ

い
て

計
画

を
立

て

て
い

る
が

、
そ

の
計

画
を

立
て

る
際

に
、
当

年
度

中
あ

る
い

は
次

年
度

中
に

時
効

期
間

満
了

を
迎

え
る

者
に

つ
い

て
、

分
か

る
よ

う
に

し
て

い
る

。
 

そ
し

て
、
計

画
作

成
後

、
文

書
の

郵
送

、
電

話
も

し
く

は
家

庭
訪

問
を

実
施

し
、
滞

納
者

に
対

し
て

納
入

指
導

を
実

施
す

る
と

と
も

に
債

務
承

認
書

を
徴

取
し

時
効

の
更

新
（

中
断

）

の
措

置
を

講
じ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

ｂ
 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

「
返

納
状

況
一

覧
表

」
と

呼
ば

れ
る

電
子

デ
ー

タ
に

時
効

完
成

予
定

日
が

記
載

さ
れ

て
お

り
、

当
該

一
覧

表
を

基
に

随
時

更
新

を
加

え
な

が
ら

時
効

期
間

を
経

過
し

な
い

よ
う

管
理

し

て
い

る
。

 
ま

た
、
時

効
完

成
の

約
１

年
前

に
な

る
と
、
文

書
の
郵

送
も

し
く

は
家
庭

訪
問

に
よ

り
、
滞

納
者

に
対

し
て

債
務

承
認

書
を

提
出

す
る

よ
う

に
指

導
し

、
時

効
が

完
成

し
な

い
よ

う
に

更

新
（

中
断

）
の

措
置

を
講

じ
て

い
る

。
 

  

２
２

６
 

   
 

 
 

ｃ
 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

「
生

活
保

護
費

返
還

金
・
徴

収
金

 
債

権
管

理
」
と
呼

ば
れ

る
フ

ァ
イ
ル

に
て

、
個

人
ご

と

に
記

録
が

綴
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、「

収
入

未
済

一
覧

表
」
と

呼
ば
れ

る
電

子
デ

ー
タ

に
時

効

完
成

予
定

日
が

記
載

さ
れ

て
お

り
、

当
該

電
子
デ

ー
タ

を
基

に
時
効

管
理

を
行

っ
て

い
る

。
 

年
２

回
実

施
さ

れ
る

納
入

促
進

月
間
に

、
債

務
承

認
を

目
的

と
し
て

、
滞

納
者

か
ら
「

未
納

承
認

書
」
を

徴
収
し
、
時
効

が
完

成
し

な
い

よ
う

に
更

新
（

中
断

）
の

措
置

を
講

じ
て

い
る

。
 

 
 

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

 
「

債
権

管
理

台
帳
」

と
呼
ば

れ
る

電
子

デ
ー

タ
に

時
効

完
成

予
定
日

が
記

載
さ

れ
て

お
り

、

当
該

一
覧

表
を

基
に

随
時

更
新

を
加

え
な

が
ら

時
効

期
間

を
経

過
し

な
い

よ
う

に
管

理
し

て

い
る

。
 

ま
た

、
時

効
完

成
が
近

い
ケ

ー
ス

に
つ
い

て
は

、
遅

く
と
も

前
年

度
に

時
効

の
更
新
（

中
断

）

の
措

置
に

つ
い

て
検

討
す

る
。
も
っ

と
も

、
直

近
３

年
間

で
時

効
が

成
立

し
た
ケ

ー
ス

は
な
く
、

具
体

的
な

措
置

を
講

じ
た

案
件

は
な

い
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

ｅ
 

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

「
調

定
及

び
戻

入
の

収
納

状
況

」
の

一
覧

表
に
「

時
効

完
了

日
」
と

い
う

名
称

の
欄

を
設

け
、
そ

こ
に

時
効

完
了

日
を

入
力

し
た

上
で

、
適

宜
そ

の
日

に
ち

を
確

認
す

る
方

法
で

管
理

し
て

い
た

。
 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
れ

ば
、
管

理
し

て
い

る
４

件
（

債
務

者
１

名
）
に

つ
い

て
、
毎

月
１

０

０
０

円
ず

つ
の

支
払

い
を

、
４

件
の

債
権

に
順

に
充

当
し

て
お

り
、
そ

れ
を

も
っ

て
一

部
払

い
に

よ
る

債
務

承
認

が
あ

っ
た

と
見

な
し

て
い

る
と

の
回

答
で

あ
っ

た
。

 

（
ケ

）
不

納
欠

損
処

分
 

毎
年

１
月

頃
に

、
福

祉
総

務
課

よ
り

各
セ

ン
タ

ー
宛

に
、
当

該
年

度
の

不
納

欠
損

処
分

予
定

者
の

一
覧

表
や

不
納

欠
損

処
分

予
定

者
の

状
況

が
記

載
さ

れ
た

債
権

管
理

台
帳

兼
不

納
欠

損

処
分

調
書

等
を

提
出

す
る

よ
う

照
会

が
あ

り
、
こ

れ
に

応
じ

る
形

で
、
各

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

不
納

欠
損

処
分

の
対

象
と

な
る

債
権

を
検

討
し

、
一

覧
表

等
を

提
出

し
て

い
る

。
 

不
納

欠
損

処
分

の
対

象
債

権
は

、
「

債
務

者
（

相
続

人
を

含
む

）
及

び
全

て
の

保
証

人
に

つ

い
て

、
以

下
の

理
由

に
よ

り
徴

収
で

き
な

い
債

権
」
で

あ
り

、
「

以
下

の
理

由
」
に

つ
い

て
は

【
図

表
８

－
３

－
１

３
】

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

。
 

「
内

容
」
の

う
ち
「

納
入

拒
否

」
に

該
当

す
る

ケ
ー

ス
と

し
て

は
、
債

務
者

が
返

還
義

務
が

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

納
得

し
て

い
な

い
な

ど
明

確
に

支
払

い
を

拒
絶

さ
れ

た
ケ

ー
ス

、
納

付
書

を
送

っ
て

も
反

応
が

な
い

ケ
ー

ス
、
情

報
が

乏
し

く
生

活
困

窮
と

い
う

判
断

が
で

き
な

い
ケ

ー

ス
な

ど
が

こ
れ

に
あ

た
る

。
 

各
セ

ン
タ

ー
か

ら
提

出
さ

れ
た

一
覧

表
等

を
地

域
福

祉
課

で
確

認
し

、
財

政
課

の
確

認
を

経

て
不

納
欠

損
処

分
の

決
裁

を
行

う
。
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 【
図

表
８

－
３

－
１

３
】

収
入

未
済

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
の

理
由

 

区
分

理
由

内
容

行
方

不
明

公
簿

上
の

住
所

に
明

ら
か

に
他

人
が

居
住

し
て

い
る

場
合

又
は

居
住

の
形

跡
が

見
受

け
ら

れ
な

い
場

合

死
　

　
亡

公
簿

上
死

亡
が

確
認

さ
れ

、
相

続
人

が
存

在
し

な
い

場
合

生
活

困
窮

生
活

保
護

と
同

等
の

生
活

状
況

ま
た

は
あ

る
程

度
の

収
入

が
あ

る
が

、
相

当
の

借
金

が
あ

り
返

済
能

力
が

な
い

場
合

納
入

拒
否

上
記

の
い

ず
れ

の
場

合
で

も
な

く
、

明
ら

か
に

納
入

拒
否

の
意

志
表

示
が

あ
っ

た
場

合

相
続

放
棄

債
務

者
の

死
亡

後
、

第
一

順
位

か
ら

第
三

順
位

ま
で

の
全

て
の

相
続

人
が

相
続

放
棄

を
申

し
立

て
、

家
庭

裁
判

所
か

ら
相

続
放

棄
が

認
め

ら
れ

た
場

合

時
効

そ
の

他

自
己

破
産

を
申

し
立

て
、

地
方

裁
判

所
か

ら
の

免
責

許
可

決
定

に
当

該
債

務
が

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

場
合

自
己

破
産

免
　

　
責

 
（

出
典
：
３

福
総

号
外

令
和

４
年

１
月

１
３

日
「

収
入

未
済

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
に

つ
い

て
（

照
会

）
」
）
 

 

ま
た

、
地

域
福

祉
課

で
は

、
毎

年
６

月
末

に
生

活
保

護
費

国
庫

負
担

金
の

精
算

の
た

め
の

取

り
纏

め
を

行
っ

て
い

る
。
２

０
１

９
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
に

不
納

欠
損

処
分

と
し

た

債
権

の
う

ち
、
適

正
に

債
権

管
理

が
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
国

庫
負

担
の

対
象

と
な

ら

な
か

っ
た

債
権

は
【

図
表

８
－

３
－

１
４

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

適
正

に
債

権
管

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
理

由
と

し
て

は
、
引

継
が

適
切

に
行

わ
れ

な
か

っ
た

こ
と

を
理

由
と

す
る

証
拠

不
十

分
、
相

続
人

調
査

の
不

徹
底

、
督

促
不

足
が

あ
る

と
の

こ
と

で

あ
っ

た
。

 

 

【
図

表
８

－
３

－
１

４
】

国
庫

負
担

の
対

象
と

な
ら

な
か

っ
た

債
権

 

債
権

数
種

類
金

額
（

円
）

7
６

３
条

返
還

金
2
1
,
0
0
0

1
6
9

７
８

条
徴

収
金

2
,
2
8
0
,
9
8
3

2
そ

の
他

（
戻

入
未

済
）

8
0
,
0
0
0

1
６

３
条

返
還

金
8
7
,
0
0
0

1
3
3

７
８

条
徴

収
金

1
,
5
2
3
,
0
0
0

1
そ

の
他

（
戻

入
未

済
）

4
1
,
7
5
0

0
６

３
条

返
還

金
0

3
6

７
８

条
徴

収
金

2
7
6
,
0
0
0

0
そ

の
他

（
戻

入
未

済
）

0

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

２
０

１
９

年
度

 
不

納
欠

損
処

分
に

関
す

る
各

セ
ン

タ
ー

の
業

務
内

容
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
 

２
２

８
 

  
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

１
２

月
に

実
施

さ
れ

る
納

入
促

進
月

間
以

降
、
各

担
当

者
と

債
権

管
理

者
が

随
時

検
討

を

行
い

、
本

庁
か

ら
の

不
納

欠
損

処
分

照
会

に
対

し
て

回
答

を
し

て
い

る
。
ま

た
、
不

納
欠

損

処
分

後
の

資
料

は
フ

ァ
イ

ル
に

綴
っ

て
年

度
毎

に
５

年
間

保
管

し
て

い
る

。
 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

に
か

け
て

不
納

欠
損

処
分

を
し

た
債

権
は
【

図
表

８

－
３

－
１

５
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
【

図
表

８
－
３

－
１

５
】

尾
張

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
不

納
欠

損
処

分
の
推

移
 

債
権

数
種

類
金

額
（

円
）

1
戻

入
未

済
（

時
効

）
8
0
,
0
0
0

1
６
３

条
返

還
金

（
自

己
破
産

免
責

）
5
1
2
,
0
6
2

6
4

７
８

条
返

還
金

（
時

効
）

1
,
0
2
8
,
7
5
4

5
4

７
８

条
返

還
金

（
時

効
）

6
9
3
,
0
0
0

7
6

７
８

条
徴

収
金

（
自

己
破
産

免
責

）
7
6
0
,
0
0
0

２
０

２
１

年
度

3
6

７
８

条
徴

収
金

（
時

効
）

2
7
6
,
0
0
0

２
０

１
９

年
度

２
０

２
０

年
度

 
  

 
 

 
ｂ

 
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

に
か

け
て

不
納

欠
損

処
分

を
し

た
債

権
は

【
図

表
８

－
３

－
１

６
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
後

の
資

料
は
フ

ァ
イ

ル
に

綴
っ

て

年
度

毎
に

５
年

間
保

管
し

て
い

る
。

 
 

【
図

表
８

－
３

－
１

６
】

海
部

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
不

納
欠

損
処

分
の
推

移
 

債
権

数
内

訳
金

額
（

円
）

２
０

１
９

年
度

1
戻

入
未

済
（

時
効

）
2
,
4
0
0

1
６

３
条

返
還

金
（

相
続

放
棄

）
8
7
,
0
0
0

2
戻

入
未

済
（

時
効

）
4
5
,
8
9
6

1
戻

入
未

済
（

相
続

放
棄

）
4
1
,
7
5
0

1
4

６
３

条
返

還
金

（
相

続
放

棄
）

5
7
,
0
0
0

3
9

７
８

条
徴

収
金

（
時

効
）

9
2
9
,
7
1
4

3
７

８
条

徴
収

金
（

相
続

放
棄

）
1
3
7
,
0
0
0

9
戻

入
未

済
（

時
効

）
2
1
9
,
4
4
6

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

 
 

ｃ
 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
２

０
１

９
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
に

か
け

て
不

納
欠

損
処

分
を

し
た

債
権

は
【

図
表

８

－
３

－
１

７
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
後

の
資

料
は
フ

ァ
イ

ル
に

綴
っ

て

年
度

毎
に

５
年

間
保

管
し

て
い

る
。
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２

９
 

 

【
図

表
８

－
３

－
１

７
】

知
多

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
不

納
欠

損
処

分
の
推

移
 

債
権

数
内

訳
金

額
（

円
）

7
６

３
条

返
還

金
2
1
,
0
0
0

1
0
6

７
８

条
徴

収
金

1
,
2
5
2
,
2
2
9

2
６

３
返

還
金

1
,
2
7
5
,
4
0
0

1
戻

入
未

済
4
,
8
7
7

2
６

３
返

還
金

7
5
7
,
6
7
1

6
3

７
８

条
徴

収
金

1
,
5
0
3
,
6
2
4

２
０

２
０

年
度

２
０

２
１

年
度

２
０

１
９

年
度

 
 

ｄ
 

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

２
０

１
９

年
度

か
ら

２
０

２
１

年
度

に
か

け
て

不
納

欠
損

処
分

を
し

た
債

権
は

な
く

、
か

つ
、

直
近

５
年

間
で

不
納

欠
損

処
分

を
し

た
事
例

は
な

い
。

 
 

 
 

 
ｅ

 
新

城
設

楽
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

同
上

 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

同
上

 

（
コ

）
書

類
の

整
理

・
保

管
状

況
 

債
権

管
理

に
関

す
る

書
類

の
整

理
・
保

管
状

況
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

っ
た

。
な

お
、
新

城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

と
東

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

は
、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
っ

た
た

め
、
そ

れ
以

外
の

セ
ン

タ
ー

に
つ

い
て

、
実

際
に

管
理

し
て

い
る

書

類
等

を
確

認
し

た
。

 

 
 

 
 

ａ
 

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
 

返
還
・
徴

収
決

定
後

に
分

割
納

付
を

認
め

る
こ

と
に

よ
り

、
分

割
納

付
が

次
年

度
以

降
も

継
続

す
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
個

別
の

フ
ァ

イ
ル

を
作

成
し

、
現

年

度
で

終
了

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
デ

ー
タ

上
の

み
で

管
理

し
て

い
る

。
 

個
別

フ
ァ

イ
ル

に
は

、
交

渉
履

歴
や

所
在

調
査

の
た

め
に

取
得

し
た

住
民

票
等

を
綴

る
。
 

債
務

承
認

書
及

び
分

割
納

付
に

関
す

る
書

類
（

債
務

承
認

書
等

）
は

、
決

定
直

後
に

作
成

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

ケ
ー

ス
記

録
に

綴
り

、
そ

れ
以

降
の

、
滞

納
が

生
じ

た
直

後
に

作

成
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、
原

本
を

個
別

フ
ァ

イ
ル

に
綴

る
と

と
も

に
、
内

容
に

不
備

が

無
い

か
の

確
認

等
の

た
め

、
写

し
を

別
の

フ
ァ

イ
ル

に
集

約
し

て
い

る
。

 

 
 

 
 

ｂ
 

海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
債

権
管

理
の

状
況
は
「
返

納
状

況
一

覧
表
」
と

い
う
電

子
デ

ー
タ

で
管
理

し
、
交
渉

記
録

に

つ
い

て
は
「

納
入
指

導
記

録
」
に
お

い
て

五
十

音
順
で

管
理

し
て

い
る

。
他

方
、
相

続
が

発
生

し
た

案
件

に
つ

い
て

は
、
個

人
名

で
の

個
別

フ
ァ

イ
ル

が
作

成
さ
れ

、
当

該
フ

ァ
イ
ル

で
管

理

し
て

い
る

。
 

そ
の

他
、
督

促
状

、
催

告
書

、
債

権
発

生
の
決

定
書

や
生

活
保

護
費
受

給
期

間
中

に
提

出
さ

れ
る

収
入

申
告

書
等

の
各

写
し

及
び

分
納

申
出

書
は

、
そ

れ
ぞ

れ
個

別
フ

ァ
イ

ル
に

集
約

さ

２
３

０
 

 

れ
、

当
該

フ
ァ

イ
ル

で
管

理
し

て
い

る
。

 
ｃ

 
知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

 
滞

納
者

毎
の

交
渉
記

録
は

、「
生

活
保

護
費
返

還
金

・
徴
収

金
 

債
権

管
理

」
と
呼

ば
れ

る

フ
ァ

イ
ル

で
管

理
し

て
い

る
。
ま
た

、
時

効
管

理
に

つ
い
て

は
「

収
入

未
済

一
覧
表

」
と

呼
ば

れ
る

電
子

デ
ー

タ
に

お
い

て
管

理
し

て
い

る
。

 
そ

の
他

、
戸

籍
や
住

民
票

、
決

定
書
、
督

促
状

等
は
、
そ

れ
ぞ

れ
個

別
フ

ァ
イ

ル
に

集
約

さ

れ
、

当
該

フ
ァ

イ
ル

で
管

理
し

て
い

る
。

 
ｄ

 
西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
 

債
権

管
理

の
状

況
は

、
「

債
権

管
理

台
帳

」
と

呼
ば

れ
て

い
る

電
子

デ
ー

タ
で

管
理

す
る

。

ま
た
、
滞
納

者
毎

に
個

別
フ

ァ
イ

ル
を

作
成

し
、
当

該
フ
ァ

イ
ル
に

交
渉

記
録

や
決

定
書

が
綴

ら
れ

る
。
ま

た
、
生

活
保
護

受
給

中
の

記
録

が
必
要

と
な

る
場

合
に
は

、
案

件
に

よ
っ

て
当
該

記
録

の
写

し
が

綴
ら

れ
て

い
る

も
の

も
あ

っ
た
。

 
な

お
、
当

該
個
人

フ
ァ

イ
ル
は

、
古

い
も

の
か

ら
時

系
列

的
に

綴
っ

て
い

る
方

法
で

作
成

し

て
い

る
よ

う
で

あ
る

。
 

「
債

務
承

認
書

」
や
「

履
行
延

期
申
請

兼
分

割
納

入
申

出
書

」
の

原
本

に
つ
い

て
は
、
個

人

フ
ァ

イ
ル

と
は

別
の

フ
ァ

イ
ル

に
綴

ら
れ

て
い
る

。
 

 
 

 
 

ｅ
 

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
 

債
権

管
理

の
状

況
に

つ
い

て
は

、
「

調
定

及
び

戻
入

の
収

納
状

況
」
と

い
う

表
を

電
子

デ

ー
タ

で
作

成
し

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、
個

々
の

債
務

者
の

状
況

に
つ

い
て

は
、
様

式
集

１

－
２

「
債

権
管

理
簿

（
一

括
調

定
者

用
）
」
と

様
式

集
１

－
３
「

納
入

等
の

状
況

」
を

電
子

デ
ー

タ
で

作
成

し
て

、
適

宜
印

刷
を

し
て

、
全

員
分

を
一

つ
の

フ
ァ

イ
ル

で
管

理
し

て
い

る
。

債
務

者
に

提
出

し
て

も
ら

っ
た

未
納

承
認

書
（

債
務

承
認

書
）
の

原
本

も
当

該
フ

ァ
イ

ル
に

綴
じ

て
い

る
。

 

 
 

 
 

ｆ
 

東
三

河
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
 

債
権

管
理

の
状

況
は

、
電

子
デ

ー
タ
（

Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ

ｌ
）
で

管
理

し
、
一

部
納

付
等

の
状

況

に
変

化
が

あ
っ

た
際

に
は

、
そ

れ
を

入
力

し
て

そ
の

都
度

印
刷

し
、
決

裁
を

得
た

上
で

フ
ァ

イ
ル

に
保

管
し

て
い

る
。

 

４
 

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金
償

還
金

（
私

債
権

）
 

⑴
 

概
要

 

ア
 

目
的
 

事
業

の
目

的
は

、
障

害
者

の
居

住
環
境

を
改

善
す

る
た

め
、
障

害
者

の
専

用
居

室
、
浴

室
等

を
必

要
と

し
、
自

己
資
金

で
新

築
、
増

築
、
改

築
又

は
改

造
工

事
を

行
う
こ

と
が

困
難

な
者

に
対

し
て
、

低
利

で
資

金
を

貸
し

付
け

る
こ

と
に
よ

り
、

心
身

障
害

者
福

祉
の

向
上
を

図
る

こ
と

に
あ

っ
た
。

 

イ
 

廃
止
 

２
０

１
１

年
４

月
１

日
か

ら
愛

知
県

障
害
者

住
宅

整
備

貸
付

事
業
が

廃
止

さ
れ

て
い

る
。

 

平
成

２
３

年
度

当
初

予
算

見
直

し
・
廃

止
事
業
（
障

害
者

住
宅

整
備

資
金
貸

付
の

見
直

し
に

つ
い
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２
３

１
 

 

て
）

に
よ

る
と

、
県

の
見

直
し

理
由
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

見
直

し
理

由
 

事
業
開

始
当

初
に

比
較
し

、
次

の
よ
う

な
理

由
に

よ
り
、
障

害
者

の
住

宅
整

備
を

巡
る
社

会
環

境
の

変
化

に

よ
り

本
貸

付
制

度
の

利
用

が
減

少
し
、

事
業

存
続

の
意
義

が
低

下
し

た
こ

と
に
よ

る
。

 

（
１

）
市

町
村

に
お

い
て

助
成

制
度
が

あ
る

。
 

日
常
生

活
用

具
給

付
等
事

業
に

よ
り

小
規

模
な
改

修
を

助
成

し
て

い
る
。

 

（
日

常
生

活
用
具

給
付

等
事

業
の

財
源
 

国
１

/
２
、

県
・

市
町

村
１
/
４

）
 

（
２

）
他

機
関

に
お

い
て

貸
付

制
度
が

あ
る

。
 

ア
 

生
活

福
祉

資
金

貸
付

 
＜

愛
知
県

社
会

福
祉

協
議
会

＞
 

住
宅
を

増
築

・
改

築
・
拡

張
す

る
た

め
に

必
要
な

経
費

の
貸

付
 

（
低

所
得

世
帯

・
障

害
者

世
帯

・
高
齢

者
世

帯
）

 

・
貸

付
額

 
 
２

５
０

万
円

 

・
償

還
期

間
 
７

年
以

内
 

・
利

息
 

 
 
保

証
人

有
 

 
０

％
 

保
証
人

無
 

 
１

．
５
０

％
 

据
置

期
間

（
６
か

月
）

経
過

後
か

ら
 

イ
 

無
担

保
住

宅
ロ

ー
ン

 
（

Ｘ
金
庫

）（
以

下
略

）
 

 
 

ウ
 

申
請

者
 

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
申

請
審

査
基
準

に
よ

る
と

、
申

請
者
の

要
件

は
次

の
と

お
り

。
 

 
 

（
ア

）
下

記
の

障
害

者
又

は
障
害

者
と

同
居

す
る

親
族

で
あ

る
こ

と
 

①
 

身
体

障
害

者
手

帳
１

級
～

４
級
を

お
持

ち
の

方
 

②
 

療
育

手
帳

Ａ
～

Ｂ
判

定
を

お
持
ち

の
方

 

③
 

自
閉

症
状

群
と

診
断

さ
れ

た
方
 

（
イ
）
県

内
に
住

所
を

有
し
て

い
る
こ

と
（

名
古
屋

市
、
豊

橋
市
、
岡

崎
市
、
豊

田
市

の
区
域

を
除
く

）
 

（
ウ

）
障

害
者

の
専

用
居

室
、
浴

室
等
を

必
要

と
し

、
自

己
資

金
で
工

事
を

行
う

こ
と

が
困

難
な

こ
と
 

（
エ

）
貸

付
金

を
返

済
で

き
る

収
入
（

資
産

）
が

あ
る

こ
と

 

（
オ

）
原

則
と

し
て

、
過

去
に

障
害
者

住
宅

整
備

資
金

の
貸

付
け

を
受
け

た
こ

と
が

な
い

こ
と
 

な
お

、
貸

付
時

の
審

査
は

、
施

行
規

則
に
基

づ
き

、
源

泉
徴

収
票
の

提
出

を
受

け
る

。
 

 
 

エ
 

貸
付

け
の

対
象

と
な

る
工
事

 

（
ア
）
貸

付
決
定

の
日

か
ら
３

か
月

以
内
（
又

は
２

０
１
１

年
３
月

末
日

ま
で

の
い

ず
れ

か
早

い
時
期

）

に
着

工
で

き
、

か
つ

１
年

以
内

に
完

了
可
能

な
工

事
。
 

な
お

、
既

設
住

宅
の

購
入

の
場

合
は
、
貸
付

決
定

の
日

か
ら

３
か
月

以
内
（
又

は
２

０
１

１
年

３
月

末
日

ま
で

の
い

ず
れ

か
早

い
時

期
）
に

契
約

で
き

る
も

の
。
 

（
イ
）
申
請

者
が
居

住
又

は
居

住
を
予

定
し

て
い

る
家

屋
を

新
築

、
増

築
、
改
築

、
改

造
し

よ
う

と
す

る
工

事
で

あ
っ

て
、
障

害
者

の
専

用
居

室
、
浴

室
、
便

所
、
台

所
、
階

段
、
廊

下
、
て

す
り

、
ス

ロ
ー

プ
な

ど
を

整
備

す
る

も
の

。
 

 
 

オ
 

貸
付

け
の

対
象

と
な

ら
な
い

工
事

 

（
ア

）
障

害
者

の
日

常
生

活
の

場
で
な

い
も

の
（

応
接

室
、

物
置

等
）
を

整
備

す
る

工
事

 

（
イ

）
維

持
補

修
的

な
性

質
の

工
事
 

（
ウ

）
貸

付
決

定
以

前
に

着
工

し
た
工

事
（

既
設

住
宅

の
購

入
の
場

合
は

、
貸

付
決

定
以

前
に
契

約
し

た
物

件
）

 

２
３

２
 

 

カ
 

貸
付

け
の

条
件
 

（
ア

）
貸

付
限

度
額

 
３

０
０

万
円
 

た
だ

し
、

貸
付

額
は

５
万

円
単

位
 

 
 

（
イ

）
利

率
 

 
 

年
３

％
以
内

 

（
ウ

）
償

還
方

法
 

元
利

均
等

半
年
賦

償
還

（
償

還
回

数
２

０
回

）
 

 
 

 
 

 
１

回
あ

た
り

の
償

還
額
（

年
利

３
％

の
場

合
）

 

 
 

 
 

 
 

貸
付

金
額

１
０

０
万
円

 
５

万
８

２
４

５
円

 

 
 

 
 

 
 

貸
付

金
額

２
０

０
万
円

 
１

１
万

６
４

９
０

円
 

 
 

 
 

 
 

貸
付

金
額

３
０

０
万
円

 
１

７
万

４
７

３
７

円
 

 
 

（
エ

）
償

還
期

間
 

 
貸

付
け
の

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
か

ら
１

０
年
以

内
 

 
 

（
オ

）
保

証
人

 
連

帯
保

証
人
 

２
名

 

 
 

 
 

 
申

請
日

の
６

か
月

以
前

か
ら

県
内

の
同

一
市

町
村

に
住

所
を

有
し

て
い

る
方

で
、

相
当

の
資

産
又

は
収

入
が

あ
り
、
独
立

の
生

計
を

営
ん

で
い

る
方
（

申
請

者
と

同
じ

市
町

村
に

住
所

を
有
し

て
い

る
必

要
は

な
し

）
 

 
 
（

カ
）
な

お
、
正

当
な

理
由

な
く

支
払
期

日
ま

で
に

償
還

し
な
い

場
合

は
、
別
途

年
１

０
％

の
遅

延
利

息
が

付
さ

れ
る

。
 

⑵
 

債
権

の
発

生
原

因
 

根
拠

法
令
 

・（
旧

）
愛

知
県

障
害
者

住
宅
整

備
資
金

貸
付

条
例
（
昭

和
５

３
年

愛
知
県

条
例

第
３

９
号

）（
２
０

１
１

年
４

月
１

日
廃

止
）

 

 
 

 
・（

旧
）
愛

知
県

障
害
者

住
宅
整

備
資

金
貸

付
条

例
施

行
規

則
（

昭
和
５

３
年

規
則

第
８

４
号
）（

２

０
１

１
年

４
月

１
日

廃
止

）
 

 
 

 
・

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸
付

要
綱

 

 
 

 
・

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸
付

申
請

審
査

基
準

 

⑶
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

 
 

 
県

に
よ

る
と

、
障

害
者

住
宅
整

備
資

金
の

貸
付

け
を

受
け

た
者
の

償
還

金
で
、
１

０
年

の
償

還
期
間

中
に

、
生

活
困

窮
、
病

気
、
入

院
等

の
経

済
事

情
等

の
変

化
に

よ
り
未

済
が

生
じ

た
も

の
で

あ
る

と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

⑷
 

収
入

未
済

額
に

対
す

る
県

の
分

析
 

 
 

 
２

０
２

１
年

度
の

収
入

未
済
は

１
３

名
に

対
す

る
１

３
０

０
万

１
７
９

５
円

で
あ

っ
た
。

 

ま
た

、
２

０
１

５
年

度
か

ら
２

０
２

１
年

度
ま

で
の

調
定

額
及

び
収

入
未

済
額

と
各

人
数

の
推

移

は
【

図
表
８

－
４
－

１
】
の
と

お
り

で
あ

っ
た
。
ま
た

、
同

じ
期
間

に
つ

い
て

収
入

済
額

と
不

納
欠
損

処
分

額
の

推
移

を
併

せ
て

表
に

す
る
と
【

図
表

８
－
４

－
２

】
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
な

お
、
障

害
福

祉
課

で
は
、
延
滞

利
息

不
徴

収
調

書
に
よ

り
延

滞
利

息
を

不
徴

収
と

し
て
お

り
、
違

約
金
（
延

滞
利

息
）

の
調

定
を

し
て

い
な

い
。
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２
３

３
 

 【
図

表
８

－
４

－
１

】
貸

付
金

償
還
金

の
調

定
額

と
収

入
未

済
額

の
推
移

 
 

 
 

 
 

(
金
額

単
位
：
円

) 

2
0
2
1

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

金
額

1
4
,
9
6
9
,
7
8
1

1
8
,
4
3
3
,
7
0
2

2
0
,
6
0
2
,
8
8
0

2
3
,
2
9
7
,
6
2
2

2
4
,
7
2
8
,
7
3
9

2
7
,
4
6
6
,
4
0
2

2
8
,
3
7
9
,
6
9
6

人
数

1
5

1
8

2
3

2
5

2
7

3
1

3
3

金
額

1
3
,
0
0
1
,
7
9
5

1
4
,
9
6
9
,
7
8
1

1
8
,
4
3
3
,
7
0
2

2
0
,
2
8
8
,
5
0
4

2
2
,
6
6
8
,
8
7
0

2
3
,
7
7
7
,
4
5
0

2
4
,
9
0
1
,
3
0
0

人
数

1
3

1
5

1
8

2
1

2
3

2
3

2
4

年
度

調
定
額

収
入

未
済
額

 
 【

図
表

８
－

４
－
２

】
調

定
額

、
収
入

済
額

、
未

収
金

額
、
不

納
欠
損

処
分

額
の

推
移

 
（

金
額
単

位
：
円
）
 

調
定

額
収

入
済

額
未

収
金

額
不

納
欠

損
額

2
0
1
5
年

度
2
8
,
3
7
9
,
6
9
6

3
,
4
7
8
,
3
9
6

2
4
,
9
0
1
,
3
0
0

2
0
1
6
年

度
2
7
,
4
6
6
,
4
0
2

3
,
6
8
8
,
9
5
2

2
3
,
7
7
7
,
4
5
0

2
0
1
7
年

度
2
4
,
7
2
8
,
7
3
9

2
,
0
5
9
,
8
6
9

2
2
,
6
6
8
,
8
7
0

2
0
1
8
年

度
2
3
,
2
9
7
,
6
2
2

2
,
0
7
7
,
1
9
8

2
0
,
2
8
8
,
5
0
4

9
3
1
,
9
2
0

2
0
1
9
年

度
2
0
,
6
0
2
,
8
8
0

2
,
1
6
9
,
1
7
8

1
8
,
4
3
3
,
7
0
2

2
0
2
0
年

度
1
8
,
4
3
3
,
7
0
2

2
,
3
0
9
,
9
7
7

1
4
,
9
6
9
,
7
8
1

1
,
1
5
3
,
9
4
4

2
0
2
1
年

度
1
4
,
9
6
9
,
7
8
1

1
,
9
6
7
,
9
8
6

1
3
,
0
0
1
,
7
9
5

 
 ⑸

 
取
組

状
況
 

 
ア

 
マ

ニ
ュ

ア
ル

類
 

県
で

は
、

愛
知

県
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
償

還
金

事
務

処
理

要
領

を
策

定
し

て
収

入
未

済
額

の
解

消
に

取
り

組
ん

で
い

る
。
 

 
 

イ
 

組
織
 

本
庁

の
体

制
は

課
長

補
佐

１
名

、
担
当

者
１

名
で

、
具

体
的
な

回
収
業

務
は

、
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

が
行

っ
て

い
る

。
 

 
 

ウ
 

文
書

管
理

 

文
書

管
理

に
つ

い
て
、
債
権

管
理

簿
等

は
紙

ベ
ー

ス
の

も
の

を
、
各

福
祉

相
談
セ

ン
タ
ー

で
管
理

し
て

お
り
、
本

庁
で

は
、
連
帯

保
証
人

の
案

件
、
法
務

相
談

、
外

部
委

託
に
関

す
る

文
書

を
管

理
し

て
い

る
。
 

 
 

エ
 

債
権

管
理

に
関

す
る

役
割
分

担
 

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
で

各
債

務
者

の
管

理
及

び
納

入
指

導
の

対
応

を
し

て
い

る
。

本
庁

で
は

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
の

取
組

状
況
の

報
告

を
受

け
て

、
概

要
を

把
握
し

て
い

る
。
 

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、
償

還
金
を

滞
納

し
て
い

る
者
に

対
し

て
は

、
分

割
納

入
計
画

書
を

提
出

す
る

よ
う

指
導

し
、
納

入
を

促
す

。
納

入
が
計

画
ど

お
り

行
わ
れ

な
い

場
合

は
、
文

書
送

付
・
電
話
・
家

庭
の

訪
問

に
よ

り
納

入
指
導

し
て

い
る

。
督

促
状

送
付
、
戸

籍
調
査

、
個

別
訪

問
、

分
割

納
入

、
連

帯
保

証
人

を
含

め
た
償

還
計

画
の

作
成

な
ど

を
実

施
し
て

い
る

。
 

複
雑

な
案

件
は

、
本

庁
か

ら
法

務
相

談
し
て

い
る

。
回

収
業

務
の
外

部
委

託
も

本
庁

が
行

う
。

 

 
⑹

 
連

帯
保

証
人

の
有

無
 

２
３

４
 

 

連
帯

保
証

人
は

２
名

求
め

て
お

り
、
本

人
弁

済
で

と
ま

っ
て

い
る
、
行
き

詰
っ

て
い

る
場

合
は
、
連

帯
保

証
人

に
請

求
す

る
よ

う
本

庁
か
ら

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
に

指
導
す

る
。
 

 
⑺

 
収

入
未

済
の

促
進

月
間

 

県
で

は
、

令
和

３
年

度
愛

知
県

高
齢

者
及

び
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
償

還
金

未
納

者
納

入

促
進

実
施

要
領

に
基

づ
き
、
７

月
と

１
２
月

に
納

入
促

進
を

実
施
し

て
い

る
。
業

務
は

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
で

行
っ

て
い

る
。
 

⑻
 

納
入

指
導

状
況

調
書

 

収
入

未
済

額
の

上
位

５
名

（
い

ず
れ

も
県

内
の

い
ち

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

所
管

で
１

０
０

万
円

以

上
）
の
２

０
２

２
年

７
月

２
８
日

付
の
「

納
入

指
導

状
況

調
書
」
の

概
要

は
、
以

下
の
と

お
り
で

あ
る
。

 

ア
 

本
人

死
亡

後
は

妻
が

返
済

 

分
納

約
束

。
 

現
在

の
ペ

ー
ス

で
想

定
す

る
と

完
納

ま
で
に

相
当

の
期

間
を

要
す
る

。
 

連
帯

保
証

人
１

名
は

死
亡

。
も

う
1
名

は
、

居
所

不
明

。
 

イ
 

最
終

の
債

務
承

認
書

は
１

０
年
以

上
前

。
 

時
効

の
援

用
が

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
不
納

欠
損

処
分

で
き

な
い
。

 

ウ
 

自
己

破
産

後
、
保

証
人
に

迷
惑

は
か

け
ら
れ

な
い

と
し

て
、
本
人

の
申

出
に

よ
り

分
納

し
て

い
る

。 

エ
 

本
人

は
生

活
保

護
受

給
中

。
１
２

年
前

に
自

己
破

産
。

 

保
証

人
（

借
受

人
の

親
族

）
と

話
し

合
い

の
結

果
、
親
族

に
迷

惑
は

か
け
た

く
な

い
と

言
っ

て
、

本
人

が
分

納
を

継
続

し
て

い
る

。
 

オ
 

本
人

死
亡

。
妻

も
死

亡
し

、
相
続

人
（

連
帯

保
証

人
）
が

返
済

を
続

け
て

い
た

が
、
民

事
再

生
に

よ
り

、
償

還
済

み
。
他
の

相
続

人
（
も

う
一

人
の

連
帯

保
証

人
）
に

手
紙

送
付

し
て

い
る

が
、
返
答

な
し

。
２

０
２

２
年

度
か

ら
外

部
委
託

。
 

⑼
 

外
部

委
託
 

 
 

ア
 

外
部

委
託

さ
れ

て
い

る
債
権

の
金

額
、

債
務

者
数

 

 
 

 
 

債
権

回
収

を
外

部
委

託
し
て

い
る

の
は
、
１
３

名
中

４
件
、
合
計

４
４

２
万
１

３
６
９

円
で

あ
る

。 

 
 

イ
 

回
収

業
者

選
定

の
手

続
 
 

福
祉

局
と

保
健

医
療

局
に

お
い

て
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
方

式
で

業
者

を
選

定
し

、
サ

ー
ビ

サ
ー

に
外

部
委

託
し

て
い

る
。

 

 
 

ウ
 

対
象

債
権

 

 
 

 
 

外
部

委
託

の
対

象
と

な
る
債

権
は

、
未

済
が
継

続
し

、
県

が
直
接

回
収

す
る
の

が
難

し
い

債
権
を

対
象

と
し

て
い

る
。

 

 
 

エ
 

委
託

先
か

ら
の

報
告

 

 
 

 
 

毎
月

報
告

を
う

け
て

い
る
。

 

⑽
 

不
納

欠
損

処
分

 

 
 
【

図
表

２
－

２
７
】
及

び
【
図

表
８

－
１

－
２

】
に

現
れ

た
不

納
欠

損
処

分
さ

れ
た

債
権
の

概
要

は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
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２
３

５
 

 

ア
 

２
０

２
０

年
度

（【
図
表

８
－

１
－

２
】

で
は

相
続

放
棄

に
分
類

）
 

 
 

 
 

主
債

務
者

自
己

破
産

免
責
決

定
。

 

 
 

 
 

連
帯

保
証

人
は

死
亡

及
び
相

続
人

全
員

が
相

続
放

棄
又

は
消

滅
時
効

援
用

し
た

。
 

イ
 

２
０

１
８

年
度

（【
図
表

８
－

１
－

２
】

で
は

納
入

拒
否

に
分
類

）
 

 
 

 
 

主
債

務
者

死
亡

し
、

相
続
人

は
自

己
破

産
免

責
決

定
。

連
帯

保
証
人

全
員

が
時

効
援
用

し
た

。
  

５
 

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
保

険
料
負

担
金

（
私

債
権

）
 

⑴
 

概
要

 

 
 

ア
 

目
的
 

障
害

者
の

保
護

者
が

掛
金

を
出

し
、
保

護
者
が

死
亡

ま
た
は

重
度
障

害
と

な
っ

た
場

合
、
残

さ
れ

た
障

害
者

に
生

涯
に

わ
た

り
、
年

金
を
支

給
し

、
保

護
者

が
障

害
者
の

将
来

に
対

し
て

抱
く

不
安
を

軽
減

す
る

。
 

 
 

イ
 

加
入

資
格

 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

条
例

に
は

、
加

入
資

格
に

つ
い

て
次

の
よ

う
に

規
定

さ
れ

て
い

る
。
 

扶
養

者
の

資
力

等
の

要
件

に
つ

い
て

、
所
得

要
件

は
な

い
。

健
康
状

態
は

あ
る

。
 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
 

（
加

入
資

格
）

 

第
４

条
 

こ
の

制
度

に
加

入
す

る
こ
と

が
で

き
る

者
は
、
心

身
障

害
者

の
保

護
者

で
あ
っ

て
、
加

入
時

に
お

い

て
次
に

掲
げ

る
要

件
に
該

当
す

る
も

の
と

す
る
。

 

一
 

県
内

（
名

古
屋

市
の

区
域

を
除
く

。
以

下
同

じ
。
）

に
住

所
を
有

す
る

こ
と

。
 

二
 

六
十

五
歳

未
満

で
あ

る
こ

と
。

 

三
 

特
別

の
疾

病
又

は
障

害
を

有
せ
ず

、
心

身
障

害
者

扶
養

保
険

契
約
の

対
象

と
な

る
こ

と
が

で
き
る

こ
と

。
 

２
 

次
に

掲
げ

る
要

件
に

該
当

す
る
者

は
、
前

項
の

規
定
に

か
か

わ
ら

ず
、
こ

の
制

度
に
加

入
す

る
こ

と
が

で

き
る
。

 

一
 

こ
の

制
度

の
発

足
後

に
転

入
（

新
た

に
県

内
に

住
所

を
有

す
る

こ
と

と
な

っ
た

こ
と

を
い

う
。

以
下

同

じ
。）

を
し
た

こ
と

。
 

二
 

転
入

の
直

前
ま

で
他

の
地

方
公

共
団

体
の

実
施

す
る

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
制

度
（

機
構

と
心

身
障

害

者
扶
養

保
険

契
約

を
締
結

し
て

い
る

も
の

に
限
る

。
以

下
同

じ
。
）

の
加

入
者

で
あ
っ

た
こ

と
。

 

一
部

改
正

〔
昭

和
五

四
年

条
例

三
四

号
・

五
九
年

四
〇

号
・

平
成
一

五
年

六
二

号
〕

 

ウ
 

掛
金
 

 
 

掛
金

の
金

額
は

愛
知

県
心

身
障
害

者
扶

養
共

済
制

度
条

例
別

表
に
定

め
ら

れ
て

お
り

、
【

図
表
８

－
５

－
１

】
の

と
お

り
年

齢
に

よ
っ

て
月

額
９

３
０

０
円

か
ら

２
万

３
３

０
０

円
の

範
囲

で
異

な

り
、

若
い

人
ほ

ど
安

く
設

定
さ

れ
て
い

る
。
 

 

【
図

表
８

－
５

－
１

】
別

表
（

第
八
条

関
係

）
 

加
入

時
又

は
口

数
の

追
加

時
の

年
齢

区
分

掛
金

又
は

口
数

の
追

加
に

係
る

掛
金

の
月

額
三

十
五

歳
未

満
の

者
九

、
三

〇
〇

円

三
十

五
歳

以
上

四
十

歳
未

満
の

者
一

一
、

四
〇

〇
円

四
十

歳
以

上
四

十
五

歳
未

満
の

者
一

四
、

三
〇

〇
円

四
十

五
歳

以
上

五
十

歳
未

満
の

者
一

七
、

三
〇

〇
円

五
十

歳
以

上
五

十
五

歳
未

満
の

者
一

八
、

八
〇

〇
円

五
十

五
歳

以
上

六
十

歳
未

満
の

者
二

〇
、

七
〇

〇
円

六
十

歳
以

上
六

十
五

歳
未

満
の

者
二

三
、

三
〇

〇
円

 

２
３

６
 

 

エ
 

支
給

金
額

 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
 

（
年

金
の

給
付

）
 

第
１

０
条

 
加

入
者

が
死

亡
し

、
又
は

重
度

障
害

と
な
っ

た
と

き
は

、
そ

の
死
亡

し
、
又
は

重
度

障
害
と

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
か

ら
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
者

が
扶

養
し

て
い

た
心

身
障

害
者

に
対

し
、
年

金
を

支
給

す
る
。

 

２
 

年
金

の
額

は
、

月
額

二
万

円
と
す

る
。

 

３
 

口
数

追
加

加
入

者
に

つ
い

て
は
、
前

項
の

額
に

二
万

円
を

加
算

す
る

。
た
だ

し
、
年
金

の
給

付
が
重

度
障

害
に
よ

る
場

合
で

あ
っ
て

、
そ

の
重

度
障

害
が
規

則
で

定
め

る
と

き
は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

一
部

改
正

〔
昭

和
五

四
年

条
例

三
四
号

・
五

六
年

三
一
号

・
平

成
七

年
三

七
号
〕

 

（
弔

慰
金

の
給

付
）

 

第
１

６
条

 
加

入
者

の
生

存
中

に
そ

の
扶

養
す

る
心

身
障

害
者

が
死

亡
し

た
と

き
は

、
規

則
で

定
め

る
と

こ

ろ
に
よ

り
、
加

入
者

で
あ
っ

た
者
（

加
入

者
で

あ
っ

た
者
が

そ
の

扶
養

す
る

心
身

障
害
者

と
同

時
に

死
亡

し

た
と
き

は
、

当
該

加
入
者

で
あ

っ
た

者
の

遺
族
）

に
弔

慰
金

を
支

給
す
る

。
 

２
 

弔
慰

金
の

額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
そ

の
死

亡
の

日
ま

で
継
続

す
る

加
入

期
間
の

区
分

に
応

じ
、
そ

れ

ぞ
れ
当

該
各

号
に

掲
げ
る

額
と

す
る

。
 

一
 

一
年

以
上

五
年

未
満

 
五

万
円

 

二
 

五
年

以
上

二
十

年
未

満
 

十
二
万

五
千

円
 

三
 

二
十

年
以

上
 

二
十

五
万

円
 

３
 

口
数

追
加

加
入

者
（

そ
の

扶
養

す
る

心
身

障
害

者
の

死
亡

時
に
お

い
て

、
第

十
九

条
第

一
項

第
二

号
た

だ

し
書
に

該
当

す
る

た
め
重

度
障

害
と

な
っ

た
が
加

入
者

と
し

て
の

地
位
を

失
っ

て
い

な
い

者
を

除
く
。
）
で

あ
つ
た

者
に

は
、
前

項
の
額

に
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
そ
の

死
亡

の
日

ま
で

継
続

す
る
口

数
の

追
加

の
期

間

の
区
分

に
応

じ
、

そ
れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

掲
げ
る

額
を

加
算

す
る

。
 

一
 

一
年

以
上

五
年

未
満

 
五

万
円

 

二
 

五
年

以
上

二
十

年
未

満
 

十
二
万

五
千

円
 

三
 

二
十

年
以

上
 

二
十

五
万

円
 

４
 

第
八

条
第

三
項

の
規

定
は

、
前

二
項

に
規

定
す

る
加

入
期

間
又

は
口

数
の

追
加

の
期

間
に

つ
い

て
準

用

す
る
。

 

（
脱

退
一

時
金

の
給

付
）

 

第
１

６
条

の
２

 
加

入
者

が
脱

退
又

は
口

数
の

減
少

の
申

出
を

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、
当

該
加

入
者

に
脱
退

一
時

金
を

支
給

す
る
。
た
だ

し
、
加

入
期

間
若

し
く

は
口

数
の

追
加

の
期
間

が
五

年
に
満

た
な

い
と

き
、
又
は

加
入

者
が

転
出
（

新
た

に
他
の

都
道

府
県

又
は

名
古

屋
市
の

区
域

に
住

所
を

有

す
る
こ

と
と

な
つ

た
こ
と

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
を

し
た

こ
と

に
伴
い

他
の

地
方

公
共

団
体

の
実
施

す
る

心
身
障

害
者

扶
養

共
済
制

度
の

加
入

者
と

な
つ
た

と
き

は
、

こ
の

限
り
で

な
い

。
 

２
 

加
入

者
が

脱
退

の
申

出
を

し
た

場
合

の
脱

退
一

時
金

の
額

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

そ
の

脱
退

の
日

ま

で
継
続

す
る

加
入

期
間
の

区
分

に
応

じ
、
そ

れ
ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

額
（

口
数

追
加

加
入

者
に

あ
つ

て

は
、

そ
の

額
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
そ

の
脱

退
の

日
ま

で
継

続
す

る
口

数
の

追
加

の
期

間
の

区
分

に
応

じ
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各
号

に
掲

げ
る

額
を

加
算
し

た
額

）
と

す
る

。
 

一
 

五
年

以
上

十
年

未
満

 
七

万
五
千

円
 

二
 

十
年

以
上

二
十

年
未

満
 

十
二
万

五
千

円
 

三
 

二
十

年
以

上
 

二
十

五
万

円
 

３
 

口
数

追
加

加
入

者
が

口
数

の
減

少
の

申
出

を
し

た
場

合
の

脱
退

一
時

金
の

額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る

そ
の

口
数

を
減

少
し

た
日

ま
で

継
続

す
る

そ
の

減
少

し
た

口
数

に
係

る
加

入
期

間
又

は
口

数
の

追
加

の
期

間
の
区

分
に

応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲
げ

る
額

と
す

る
。

 

一
 

五
年

以
上

十
年

未
満

 
七

万
五
千

円
 

二
 

十
年

以
上

二
十

年
未

満
 

十
二
万

五
千

円
 

三
 

二
十

年
以

上
 

二
十

五
万

円
 

４
 

第
八

条
第

三
項

の
規

定
は

、
前

二
項

に
規

定
す

る
加

入
期

間
又

は
口

数
の

追
加

の
期

間
に

つ
い

て
準

用

す
る
。

 

追
加

〔
平

成
七

年
条

例
三

七
号

〕
、

一
部

改
正

〔
平

成
二

〇
年

条
例
一

八
号

〕
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⑵
 

根
拠

法
令
 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
（

昭
和

４
５

年
条

例
第

４
号
）

 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
施

行
規

則
（

昭
和

４
５

年
規
則

２
４

号
）
 

保
険

約
款
 

⑶
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

 
 

ア
 

県
の

説
明

 

こ
の

制
度

の
加

入
者

は
重

度
の

障
害

者
を

扶
養

し
て

い
る

世
帯

で
あ

り
、

そ
の

生
活

は
か

な
り

苦
し

い
状

況
に

あ
る

た
め

、
掛

金
の
未

納
に

な
っ

た
も

の
で

あ
る

。
 

 
 

イ
 

掛
金

が
未

払
い

の
場

合
の
保

険
給

付
の

有
無

 

質
問

１
 

長
期

間
未

納
の

状
態

の
者

に
対
し

て
年

金
の

給
付

は
あ
る

の
か

。
 

回
答

１
 

平
成

８
年

６
月

～
平

成
３

０
年

８
月

ま
で

年
金

を
給

付
し

て
い

た
者

が
１

名
い

る
。

対
象

者
は

掛
金

１
か

月
分

の
滞

納
に

よ
り

、
制

度
脱

退
と

な
ら

ず
加

入
継

続
し

て
い

た

た
め

、
年

金
支

給
の

対
象

と
な

っ
た

。
 

他
の

４
４

名
に

つ
い

て
は
、
年

金
、
脱

退
一
時

金
及

び
弔
慰

金
は
給

付
し

て
い

な
い

。
 

 
 

ウ
 

掛
金

が
未

払
い

の
場

合
の
保

険
契

約
の

効
力

に
つ

い
て

 

質
問

２
 

保
険

料
が

未
納

の
期

間
中

は
、
加
入

者
と

し
て
の

資
格
が

停
止

す
る

の
か
、
も

し
く
は

保
険

が
有

効
に

働
く

（
保

険
料

の
請

求
は
続

く
）

の
か

。
 

回
答

２
 

脱
退

を
し

な
い

限
り

、
保
険

は
有

効
に

働
く

。
そ
の

た
め
、
掛
金

未
納

者
に

つ
い

て
は

未
納

分
の

み
納

め
て

制
度

か
ら

脱
退

し
加

入
者

と
し

て
の

地
位

を
喪

失
す

る
の

か
、

未

納
分

及
び

今
後

の
請

求
分

も
払

う
こ

と
で

継
続

し
て

加
入

を
す

る
の

か
、

県
か

ら
加

入

者
に

確
認

を
取

っ
て

い
る

。
 

 
 

エ
 

収
入

未
済

の
う

ち
、

掛
金
の

未
払

い
が

３
か

月
以

上
に

わ
た

る
も
の

に
つ

い
て

 

 
 

 
 

県
の

説
明

 

・
２

か
月

滞
納

だ
と

、
施

行
規

則
第

１
４
条

で
解

約
が

原
則

。
 

 
 

 
 

・
古

い
も

の
だ

と
２

か
月
以

上
あ

り
。
 

 
 

 
 

・
平

成
２

２
年

度
以

降
、
２

か
月

以
上

の
未

済
は

な
い

。
 

 
 

 
 

・
実

務
上

、
脱

退
届

を
出
し

て
も

ら
っ

て
、

任
意

脱
退

と
し

て
対
応

し
て

い
る

。
 

・
２

か
月
以

上
滞

納
に

つ
い

て
、
か

つ
て
は

、
連

絡
が

取
れ

ず
、
意

思
確

認
が

行
え

な
い

者
に
対

し
て

、
職

権
で

解
約

す
る

こ
と

も
あ

っ
た

。
 

 
 

 
 

・
未

済
は

脱
退

後
支

払
っ
て

も
ら

う
。
 

オ
 

掛
金

が
未

払
い

の
場

合
の

契
約
の

存
続

に
つ

い
て

 

質
問

３
 

条
例

や
施

行
規

則
の

根
拠

な
し

に
３

か
月

以
上

滞
納

扱
い

と
な

っ
て

い
た

者
が

い
た

か
。
ま

た
、
平
成

２
１

年
度

以
前

に
３

か
月

以
上
掛

金
未

納
と

な
っ

て
い
る

者
が

い
る
の

は
な

ぜ
か

。
 

回
答

３
 

福
祉

的
な

配
慮

等
の

理
由

か
ら

本
人

の
意

向
を

確
認

し
脱

退
時

期
を

延
長

す
る

と
い

う
柔

軟
な

対
応

を
行

っ
て

き
た

た
め

、
過

去
３

か
月

以
上

滞
納

扱
い

と
な

っ
て

い
た

者

２
３

８
 

 

も
い

る
。

 

質
問

４
 

施
行

規
則

１
４

条
２

項
で

、
滞
納

期
間

を
２

か
月

間
と
規

定
し

た
時

期
は

い
つ

か
。

 

回
答

４
 

２
か

月
以

上
掛

金
が

未
払

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

脱
退

す
る

こ
と

な
く

滞
納

が
発

生
し

た
理

由
は

、
福

祉
的

な
配

慮
等

に
よ
る

も
の

で
あ

る
と

認
識

し
て

い
る
。
な
お

、
施

行
規

則
の

月
数

は
、
制

定
当
初
（

昭
和

４
５

年
４
月

１
日

施
行

）
か

ら
２
か

月
で

規
定

さ
れ

て

い
た

。
 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
 

（
加

入
者

等
と

し
て

の
地

位
の

喪
失
等

）
 

第
１

９
条

 
加

入
者

は
、
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

理
由
が

生
じ

た
と

き
は
、
そ

の
理

由
の

生
じ

た

日
の
属

す
る

月
の

翌
月
の

初
日

か
ら

加
入

者
と
し

て
の

地
位

を
失

う
も
の

と
す

る
。

 

一
 

加
入

者
が

死
亡

し
た

と
き

。
 

二
 

加
入

者
が

重
度

障
害

と
な

っ
た
と

き
。
た

だ
し
、
口

数
追

加
加

入
者

が
重
度

障
害

と
な

っ
た

場
合
に

お
い

て
、
そ

の
重

度
障

害
が
規

則
で

定
め

る
と

き
は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

三
 

加
入

者
の

扶
養

す
る

心
身

障
害
者

が
死

亡
し

た
と
き

。
 

四
 

加
入

者
が

脱
退

の
申

出
を

し
た

と
き

。
 

五
 

加
入

者
が

規
則

で
定

め
る

期
間
掛

金
を

滞
納

し
た
と

き
。

 

六
 

加
入

者
が

転
出

を
し

た
こ

と
に

伴
い

、
他

の
地

方
公

共
団

体
の

実
施

す
る

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
制

度

の
加
入

者
と

な
っ

た
と
き

。
 

２
 

口
数

追
加

加
入

者
は
、
口

数
の

減
少

の
申

出
を

し
た

と
き

、
又

は
規

則
で

定
め

る
期
間

口
数

の
追

加
に

係

る
掛

金
を

滞
納

し
た

と
き

は
、

そ
の

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
の

初
日

か
ら

口
数

追
加

加
入

者
と

し
て

の
地

位
を
失

う
も

の
と

す
る
。

 

３
 

知
事

は
、
加

入
者

が
偽

り
そ

の
他
不

正
な

手
段

に
よ

り
加

入
し
た

と
き

、
又

は
加

入
後

に
お

い
て

加
入

者

に
偽
り

そ
の

他
不

正
が
あ

つ
た

と
き

は
、

当
該
加

入
者

を
こ

の
制

度
か
ら

脱
退

さ
せ

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

４
 

第
一

項
及

び
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

加
入

者
若

し
く

は
口

数
追

加
加

入
者

と
し

て
の

地
位

を
失

っ
た

者

又
は

前
項

の
規

定
に

よ
り

脱
退

さ
せ

ら
れ

た
者

に
対

し
て

は
、

既
に

納
付

さ
れ

た
掛

金
又

は
口

数
の

追
加

に
係
る

掛
金

は
、

返
還
し

な
い

。
 

一
部

改
正

〔
昭

和
五

四
年

条
例

三
四
号

・
五

六
年

三
一
号

・
平

成
七

年
三

七
号
〕

 

 
 

 
 

 
 

 
 

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度
条

例
施

行
規

則
 

（
脱

退
等

の
申

出
等

）
 

第
１

４
条

 
条

例
第

十
九

条
第

一
項

第
四

号
の

規
定

に
よ

る
脱

退
の

申
出

又
は

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る

口
数
の

減
少

の
申

出
を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、
加

入
者

等
脱

退
（

口
数

の
減

少
）
届
（

様
式

第
二

十
七

）
に

、

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

加
入

証
書

又
は

愛
知

県
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

口
数

追
加

証
書

を
添
え

て
知

事
に

提
出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

２
 

条
例

第
十

九
条

第
一

項
第

五
号

及
び

同
条

第
二

項
に

規
定

す
る

掛
金

等
の

滞
納

期
間

は
、

二
箇

月
と

す

る
。

 

３
 

知
事

は
、
条

例
第

十
九

条
第

三
項
の

規
定

に
よ

り
加

入
者

を
制
度

か
ら

脱
退

さ
せ
る

と
き

は
、
当

該
加

入

者
に
加

入
資

格
取

消
決
定

通
知

書
（

様
式

第
二
十

八
）

を
交

付
す

る
。

 

全
部

改
正

〔
昭

和
五

四
年

規
則

七
四
号

〕、
一

部
改

正
〔

平
成

七
年
規

則
九

七
号

〕
 

 

⑷
 

収
入

未
済

額
 

 
 

 
２

０
２

１
年

度
の

収
入

未
済
は

、
５
４

名
に

対
す

る
５

７
５

万
３

７
７

０
円

で
あ

っ
た
。
県

に
よ

る

と
、
収

入
未

済
額
の

上
位

３
名

は
、
２

０
０

２
年

か
ら

の
滞

納
者
で

あ
る

約
１

０
０

万
円

、
１
９

９
７

年
か

ら
の

滞
納

者
で

あ
る

約
４

８
万
円

、
１
９

９
８

年
か
ら

の
滞

納
者

で
あ
る

約
３

２
万

円
で
あ

る
。 

収
入

未
済

額
の

推
移

は
【

図
表

８
－
５

－
２

】
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。
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 【
図

表
８

－
５

－
２

】
心

身
障

害
者
扶

養
共

済
保

険
料

負
担

金
収

入
未
済

額
の

推
移

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

年
　

度
2
0
2
1

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

調
定

額
1
2
3
,
3
9
4
,
0
6
0

1
1
8
,
2
7
5
,
5
3
0
1
1
4
,
8
1
0
,
7
6
0

1
1
0
,
3
7
3
,
3
2
0

1
0
8
,
2
4
6
,
3
2
0

1
0
8
,
5
7
5
,
1
8
0

1
1
4
,
6
6
3
,
8
9
5

収
入
済

額
1
1
7
,
6
4
0
,
2
9
0

1
1
2
,
5
2
1
,
7
6
0
1
0
9
,
0
7
4
,
2
9
0

1
0
4
,
6
2
8
,
4
5
0

1
0
2
,
5
0
9
,
8
5
0

1
0
2
,
8
0
2
,
1
1
0

1
0
8
,
1
6
6
,
5
2
5

不
納

欠
損

額
0

0
0

0
0

0
0

収
入

未
済

額
5
,
7
5
3
,
7
7
0

5
,
7
5
3
,
7
7
0

5
,
7
3
6
,
4
7
0

5
,
7
4
4
,
8
7
0

5
,
7
3
6
,
4
7
0

5
,
7
7
3
,
0
7
0

6
,
4
9
7
,
3
7
0
 

 

⑸
 

取
組

状
況
 

 
ア

 
納

入
指

導
 

 
 

 
県

に
よ

る
と

、
県

か
ら

市
町

村
に
納

入
指

導
を

依
頼

し
、
市
町

村
に

お
い

て
文
書

、
電

話
、
訪
問

に
よ

る
納

入
指

導
を

行
う

。
障

害
福
祉

課
も

、
訪

問
に

よ
り

納
入

指
導
を

行
う

。
 

加
入

中
の

者
に

対
し

て
は

、
本

人
に

加
入
継

続
の

意
思

確
認

を
行
う

。
 

イ
 

債
権

管
理

・
回

収
に

関
す

る
マ
ニ

ュ
ア

ル
そ

の
他

の
文

書
 

 
 

 
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

は
策

定
し
て

お
ら

ず
、
収

入
未

済
に

つ
い

て
は

、
２

０
１

８
年

度
版

健
康

福
祉
部

債
権

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
の

手
引
き

や
財

務
規

則
を

参
考

に
し

て
い
る

。
 

ウ
 

債
権

管
理

の
方

法
 

 
 

 
 

エ
ク

セ
ル

で
毎

月
ま

と
め
て

い
る

。
 

 
 

エ
 

債
権

管
理

回
収

業
務

の
流
れ

 

 
 

県
に

よ
る

と
、
現

年
度

調
定

分
（

２
０

２
１
年

度
分
）
は
、
納

期
限
（

毎
月

末
）
ま

で
に

納
付

が

な
い

も
の

も
あ

っ
た

が
、
市

町
村

の
協

力
も

あ
り

出
納

閉
鎖

期
日
ま

で
に

納
付

が
な

さ
れ

た
た

め
、

収
入

未
済

は
発

生
し

な
か

っ
た

。
収

入
未

済
と

な
っ

て
い

る
２

０
２

０
年

度
に

発
生

し
た

掛
金

未

納
分

に
つ

い
て

は
、
毎

月
の
ペ

ー
ス
で

催
告

し
て

い
る

。
２

０
１
０

年
度

か
ら

２
０

１
９

年
度

の
掛

金
は

全
額

納
付

さ
れ

て
い

る
た

め
収

入
未

済
は

な
く

、
２

０
０

９
年

度
以

前
に

掛
金

が
未

済
と

な

っ
た

分
は

、
居

住
地

が
分

か
ら

な
い

も
の
が

多
く

、
催

告
が

で
き

な
い
場

合
は

、
住

民
票

調
査

を
行

っ
て

い
る

。
 

オ
 

不
納

欠
損

処
分
 

不
納

欠
損

処
分

を
行

っ
た

こ
と

は
な

い
。
 

６
 

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
返

還
金
（

公
債

権
）

 

⑴
 

概
要

 

 
ア

 
目

的
 

 
 

 
重

度
の

障
害

ゆ
え

に
生

ず
る

負
担

の
軽

減
の

一
助

に
な

る
よ

う
、

在
宅

重
度

障
害

者
に

対
し

て

手
当

を
支

給
す

る
。

 

イ
 

支
給

要
件

 

愛
知

県
在

宅
重

度
障

害
者

手
当

支
給

規
則
（

以
下

「
支

給
規

則
」
と

い
う

）
第

３
条

に
よ

る
。

 

愛
知

県
在

宅
重

度
障

害
者

手
当

支
給
規

則
 

（
支

給
要

件
）

 

第
３

条
 

在
宅

重
度

障
害

者
手

当
（

以
下
「

手
当

」
と

い
う

。）
は
、
一

種
重

度
障
害

者
又

は
二

種
重
度

障
害

２
４

０
 

 

者
の
う

ち
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る
者

以
外

の
者

に
対

し
て
支

給
す

る
。

 

一
 

県
内

に
住

所
を

有
し

な
い

者
 

二
 

社
会

福
祉

法
（

昭
和

二
十

六
年

法
律

第
四

十
五

号
）
第

二
条

第
二
項

第
一

号
か

ら
第

四
号

ま
で
及

び
第

六

号
に
規

定
す

る
施

設
（

母
子

生
活

支
援
施

設
を

除
く

。
）
若

し
く

は
介
護

保
険

法
（

平
成

九
年

法
律
第

百
二

十
三

号
）

第
八

条
第

二
十

五
項

に
規

定
す

る
介

護
保

険
施

設
（

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
十

八
年

法
律

第
八

十
三

号
）

附
則

第
百

三
十

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
さ

れ
る

同
法

第
二

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
介

護
保

険
法

第
四

十
八

条
第

一
項

第
三

号
に
規

定
す

る
指

定
介
護

療
養

型
医

療
施

設
を
含

む
。
）
に

入
所
し

、
又

は
児

童
福

祉
法

第
二

十
七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
発

達
支

援
医

療
機

関
に

入
院

し
、

若
し

く
は

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総
合

的
に

支
援

す
る
た

め
の

法
律
（

平
成

十
七
年

法
律

第
百

二
十

三
号
）
第

五
条

第
六

項
に

規
定

す
る

療

養
介
護

を
行

う
病

院
（
療

養
介

護
を

行
う

病
床
に

限
る

。）
に

入
院

し
て

い
る
者

 

三
 

病
院

又
は

診
療

所
に

継
続

し
て

三
月

を
超

え
て

入
院

す
る

に
至

っ
た

者
（

前
号

に
該

当
す

る
者

を
除

く
。）

 

四
 

刑
事

施
設

、
労

役
場

そ
の

他
こ
れ

ら
に

準
ず

る
施
設

に
拘

禁
さ

れ
て

い
る
者

 

五
 

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

三
十

九
年

法
律

第
百

三
十
四

号
）
の

規
定

に
よ

る

障
害
児

福
祉

手
当

又
は
特

別
障

害
者

手
当

の
支
給

を
受

け
て

い
る

者
 

六
 

国
民

年
金

法
等

の
一

部
を

改
正
す

る
法

律
（

昭
和

六
十

年
法

律
第

三
十

四
号
）
附

則
第

九
十

七
条

第
一

項

の
規
定

に
よ

る
福

祉
手
当

の
支

給
を

受
け

て
い
る

者
 

七
 

予
防

接
種

法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
六

十
八

号
）
の

規
定

に
よ
る

障
害

児
養

育
年

金
又

は
障
害

年
金

の

支
給
を

受
け

て
い

る
者

 

ウ
 

手
当

の
支

給
 

障
害

者
手

当
の

月
額

金
額

は
、

１
種

１
万
５

５
０

０
円

、
２

種
６
７

５
０

円
で

あ
る

。
 

年
３

回
支

給
す

る
。
支

給
は

、
４

月
支

給
（

１
２

月
～

３
月
分

）、
８
月

支
給
（
４

月
～

７
月

分
）、

１
２

月
支

給
（

８
月

～
１

１
月

分
）
で

あ
る

。
 

愛
知

県
在

宅
重

度
障

害
者

手
当

支
給

規
則
 

（
手

当
の

支
給

）
 

第
６

条
 

知
事

は
、
前
条

第
一

項
の

規
定
に

よ
り

、
受

給
資

格
の
認

定
を

し
た

者
（

第
七

条
の

規
定
に

よ

り
手

当
の

支
給

を
停

止
し

た
者

を
除

く
。
）
に

対
し

、
毎

年
度

、
予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
手
当

を

支
給

す
る

。
 

２
 

手
当

の
支

給
は

、
第

四
条

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
を

受
け

付
け

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か

ら
始

め
、
支

給
す

べ
き

事
由

の
消

滅
し

た
日

の
属

す
る

月
（

第
三

条
第

五
号

か
ら

第
七
号

ま
で
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
各

号
に

該
当

す
る

こ
と

に
な

る
日

の
属

す
る

月
の
前

月
）

で
終

わ
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

受
給

資
格

者
（

第
四

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

受
給

資
格

者
に

代
わ

っ
て

申
請

し
よ

う
と

す

る
者

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
者
。
以

下
こ
の

項
に

お
い

て
同
じ

。）
が

災
害

そ
の

他
や
む

を

得
な

い
理

由
に

よ
り

同
条

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
つ

た
場

合
に

お
い

て
、
そ
の

理
由

が
や

ん
だ

後
十

五
日

以
内
に

そ
の

申
請

を
し

た
と
き

は
、
手

当
の
支

給
は

、
前

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

受
給

資
格

者
が

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
認

定
の

申
請

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

始
め
る

。
 

４
 

手
当

の
額

は
、

次
の

各
号

に
定

め
る
区

分
に

従
い

、
当

該
各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

一
 

一
種

重
度

障
害

者
 

年
額

 
十

八
万
六

千
円
 

二
 

二
種

重
度

障
害

者
 

年
額

 
八

万
一
千

円
 

５
 

手
当

は
、
四
月

、
八

月
及

び
十
二

月
の

三
期

に
、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
前

月
ま

で
の

分
を

支
払
う

。
た

だ

し
、

前
支

払
期

月
に

支
払

う
べ

き
で

あ
つ

た
手

当
又

は
支

給
す

べ
き

事
由

が
消

滅
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
期

の
手

当
は

、
そ

の
支

払
期

月
で

な
い
月

で
あ

っ
て

も
支
払

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

⑵
 

根
拠

法
令
 

 
 

 
愛

知
県

在
宅

重
度

障
害

者
手
当

支
給

規
則
 

 
 

 
愛

知
県

住
宅

重
度

障
害

者
手
当

支
給

事
務

取
扱

要
領
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⑶
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

県
に

よ
る

と
、
手

当
受

給
者
に

下
記
①

②
の

よ
う

な
事

情
が

生
じ

て
過
払

金
が

発
生

す
る

が
、
こ
の

過
払

金
は

生
活

費
に

充
て

ら
れ

て
し
ま

っ
て

お
り

、
返

済
が

厳
し

い
状
況

に
あ

る
。
 

①
 

一
定

の
要

件
で

資
格

喪
失

が
生
じ

、
資

格
喪

失
の

届
出

の
提

出
が
遅

れ
る

。
 

 
 

 
②

 
施

設
入

所
や

３
か

月
以
上

の
入

院
な

ど
 

 
 

 
 

支
給

規
則

に
資

格
喪

失
事
由

が
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

愛
知

県
在

宅
重

度
障

害
者

手
当

支
給
規

則
 

（
受

給
資

格
の

喪
失

の
届

出
）

 

第
１

２
条

 
受

給
者

は
、
第

三
条

に
定

め
る

支
給

要
件
に

該
当

し
な

く
な

っ
た
と

き
は

、
速

や
か

に
、
在

宅
重

度
障
害

者
手

当
受

給
資
格

喪
失

届
（

様
式

第
八
）

を
知

事
に

提
出

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

受
給

者
が

死
亡

し
た

と
き

は
、
戸

籍
法
（

昭
和

二
十

二
年

法
律

第
二

百
二
十

四
号

）
の

規
定

に
よ
る

死
亡

の
届
出

義
務

者
は
、
十

四
日

以
内

に
、
在

宅
重

度
障

害
者
手

当
受

給
資

格
喪

失
届

を
知
事

に
提

出
し

な
け

れ

ば
な
ら

な
い

。
 

⑷
 

収
入

未
済

額
 

 
 

 
２

０
２

１
年

度
の

収
入

未
済
は

、
１

０
９

名
に

対
す

る
３

１
３

万
０
８

０
０

円
で

あ
っ
た

。
 

収
入

未
済

額
の

大
き

い
順

か
ら

滞
納
額

と
現

在
の

状
況

は
【

図
表

８
－

６
－

１
】
、
収

入
未

済
額
の

推
移

は
【

図
表

８
－

６
－

２
】

の
と
お

り
で

あ
る

。
 

 

【
図

表
８

－
６

－
１

】
在

宅
重

度
障
害

者
手

当
滞

納
額

上
位

 

順
位

滞
納

現
在

額
（

円
）

状
況

市
町

村

1
2
1
8
,
2
5
0

破
産

免
責

Ａ
市

2
1
8
9
,
0
0
0

未
納

Ｂ
市

3
1
7
4
,
0
0
0

分
納

中
Ｃ

町

4
1
4
4
,
0
0
0

分
納

中
Ｄ

市

5
8
1
,
0
0
0

未
納

Ｅ
市

 
 【

図
表

８
－

６
－
２

】
在

宅
重

度
障
害

者
手

当
返

還
金

収
入

未
済

額
の
推

移
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

円
）
 

年
　

度
2
0
2
1

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

調
定

額
6
,
6
7
3
,
4
0
0

6
,
9
3
8
,
6
0
0

6
,
4
6
3
,
2
0
0

7
,
0
9
2
,
3
5
0

9
,
1
4
5
,
7
7
5

9
,
7
8
8
,
0
0
0

1
1
,
2
6
5
,
5
5
0

収
入
済

額
2
,
6
9
6
,
6
0
0

3
,
0
9
9
,
3
5
0

2
,
6
4
3
,
9
5
0

3
,
4
4
2
,
2
5
0

4
,
0
2
7
,
2
7
5

3
,
9
4
0
,
8
5
0

3
,
7
6
4
,
8
0
0

不
納

欠
損

額
8
4
6
,
0
0
0

7
3
2
,
2
5
0

5
1
2
,
2
5
0

4
9
4
,
2
5
0

1
,
1
8
8
,
4
0
0

7
9
8
,
0
0
0

2
,
0
7
1
,
0
0
0

収
入

未
済

額
3
,
1
3
0
,
8
0
0

3
,
1
0
7
,
0
0
0

3
,
3
0
7
,
0
0
0

3
,
1
5
5
,
8
5
0

3
,
9
3
0
,
1
0
0

5
,
0
4
9
,
1
5
0

5
,
4
2
9
,
7
5
0
 

 

⑸
 

取
組

状
況
 

 
 

ア
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
類
 

 
 

 
 

愛
知

県
住

宅
重

度
障

害
者
手

当
返

納
金

債
権

に
関

す
る

事
務

取
扱
要

領
 

 
 

 
 

愛
知

県
住

宅
重

度
障

害
者
手

当
返

納
金

債
権

徴
収

事
務

マ
ニ

ュ
ア
ル

 

 
 

イ
 

納
入

指
導

等
 

２
４

２
 

 

 
 

 
県

に
よ

る
と

、
文

書
、
電

話
、
訪

問
に

よ
る

納
入
指

導
を
し

て
い

る
。
毎
年

７
月

と
１

２
月

の
納

入
促

進
月

間
に

は
、

収
入

未
済

解
消
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

 

ウ
 

債
権

管
理

の
方

法
 

債
権

全
体

は
、
エ

ク
セ

ル
デ

ー
タ

で
一

括
管

理
し
、
債
務

者
毎

に
エ

ク
セ

ル
シ

ー
ト

を
分

け
て
管

理
し

て
い

る
。
交

渉
経

過
は
１

件
１
件

分
け

て
あ

る
。
納
入

促
進
月

間
に

は
エ

ク
セ

ル
を

印
刷

し
管

理
し

て
い

る
。

 

エ
 

債
権

発
生

の
予

防
策
 

毎
年
、
手

当
受

給
者
、
配
偶

者
、
父

母
及

び
子
を

対
象

と
し

て
、
所

得
状

況
等

届
の

提
出

を
受
け

て
い

る
（

支
給

規
則

第
９

条
）
。

こ
れ

を
資
格

喪
失

事
由

に
つ

い
て
確

知
す

る
端

緒
と

す
る

。
 

所
得

状
況

等
届

の
提

出
を

し
な

い
場

合
、

手
当

の
支

給
を

停
止

で
き

る
（

支
給

規
則

１
４

条
）
。 

オ
 

不
納

欠
損

処
分
 

公
債

権
で

あ
り

、
５

年
間

の
消

滅
時

効
期
間

経
過

に
よ

り
消

滅
し
、

不
納

欠
損

処
分

す
る

。
 

７
 

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金
償

還
金

・
同

違
約

金
（

私
債

権
）

 

⑴
 

概
要

 
 

 
 

県
は

、
２

０
０

５
年
度

末
ま
で

、
高

齢
者
（
満

６
０

歳
以

上
）
と

同
居

し
、
又

は
同

居
し

よ
う

と
す

る
者

で
、
高

齢
者
の

専
用

居
室

、
浴

室
等

を
必

要
と

し
、
自

己
資

金
で
新

築
、
増

築
又
は

改
造
工

事
を

行
う

こ
と

が
困

難
な

者
に

対
し

、
低

金
利

で
資

金
の

貸
付
け

を
行
っ

て
い

た
（

高
齢
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
）
。

 
 

 
 

こ
の

貸
付
金

の
償

還
金

及
び
違

約
金
（
延

滞
利

息
）
の

一
部

が
未

収
と
な

っ
て

お
り

、
２

０
２

１
年

度
末

の
収

入
未

済
額

は
２

１
７

３
万
７

３
０

８
円

で
あ

る
。

 
 

⑵
 

債
権

の
発
生

原
因

 
 

 
 

金
銭

消
費
貸

借
契

約
に

基
づ
く

貸
金

返
還

請
求

権
で

あ
り

、
私

債
権

で
あ

る
。
県
内

に
住

所
が

あ
り
、

独
立

の
生

計
を

営
ん

で
い

る
２

名
の
連

帯
保

証
人

を
立

て
る

こ
と

が
貸
付

条
件

と
な

っ
て

い
る
。

 
 

 
 

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
制

度
に

つ
い

て
、

愛
知

県
高

齢
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

条
例

及
び

同

施
行

規
則

が
あ

っ
た

が
、

い
ず

れ
も
、

本
制

度
終

了
に

伴
い

廃
止

さ
れ
て

い
る

。
 

⑶
 

収
入

未
済

の
状

況
 

 
 

ア
 

未
収

金
額

等
の

内
訳

 
 

 
 

 
２

０
０
４

年
度

以
降

の
貸
付

金
償

還
金

の
調

定
額

、
収
入

済
額

、
未
収

金
額

、
不

納
欠

損
処

分
額

の
金

額
は

、【
図
表

８
－

７
－

１
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
２

０
１
４

年
度

以
降

、
調

定
額

と
前

年
度

の
未

収
金

額
が

同
じ

金
額

と
な

っ
て

い
る
。
こ

れ
は

、

２
０

１
３

年
度

内
に

、
全

て
の

貸
付

金
の
償

還
期

限
が

経
過

し
た
た

め
で

あ
る

。
す

な
わ

ち
、
２
０

１
３

年
度

以
降

の
未

収
金

額
は

、
全
て

、
約

定
の

償
還

期
限

が
経

過
し
た

も
の

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
そ

の
た
め

、
２

０
１

４
年

度
以
降

は
、
前
年

度
の

調
定

額
か
ら

、
収

入
済

額
及

び
不

納
欠
損

処
分

額
を

差
し

引
い

た
も

の
が

未
収

金
額
と

な
り

、
翌

年
度

の
調

定
額

と
な
っ

て
い

る
。
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【
図

表
８

－
７

－
１
】
調

定
額

、
収

入
済

額
、
未

収
金

額
、
不

納
欠
損

処
分

額
の

推
移

 
 

 
 
（

円
）

 
調

定
額

収
入

済
額

未
収

金
額

不
納

欠
損

額

2
0
0
4
年

度
2
0
7
,
1
3
7
,
1
7
2

1
3
5
,
4
8
4
,
6
3
4

7
1
,
6
5
2
,
5
3
8

2
0
0
5
年

度
1
6
8
,
9
8
5
,
2
4
2

9
9
,
6
4
3
,
5
0
7

6
9
,
3
4
1
,
7
3
5

2
0
0
6
年

度
1
4
5
,
6
2
2
,
5
0
3

8
0
,
2
3
1
,
1
1
1

6
5
,
3
9
1
,
3
9
2

2
0
0
7
年

度
1
1
7
,
4
1
0
,
1
4
2

5
3
,
7
8
4
,
1
8
0

6
3
,
6
2
5
,
9
6
2

2
0
0
8
年

度
1
0
1
,
2
5
6
,
0
0
0

4
0
,
2
3
7
,
1
7
3

6
1
,
0
1
8
,
8
2
7

2
0
0
9
年

度
8
3
,
3
1
4
,
7
4
6

2
4
,
4
5
8
,
2
0
2

5
8
,
8
5
6
,
5
4
4

2
0
1
0
年

度
7
2
,
0
3
4
,
5
0
0

1
4
,
3
2
3
,
3
5
5

5
5
,
9
9
9
,
1
1
3

1
,
7
1
2
,
0
3
2

2
0
1
1
年

度
6
4
,
9
6
0
,
7
2
5

1
1
,
3
0
9
,
1
6
9

5
3
,
6
5
1
,
5
5
6

2
0
1
2
年

度
5
8
,
0
9
4
,
6
2
8

7
,
0
1
1
,
8
1
1

5
1
,
0
8
2
,
8
1
7

2
0
1
3
年

度
5
2
,
9
2
0
,
1
0
5

6
,
9
6
9
,
7
6
4

4
3
,
9
4
8
,
9
6
0

2
,
0
0
1
,
3
8
1

2
0
1
4
年

度
4
3
,
9
4
8
,
9
6
0

3
,
4
9
6
,
4
2
1

4
0
,
4
5
2
,
5
3
9

2
0
1
5
年

度
4
0
,
4
5
2
,
5
3
9

2
,
1
3
1
,
0
9
2

3
8
,
3
2
1
,
4
4
7

2
0
1
6
年

度
3
8
,
3
2
1
,
4
4
7

1
,
8
2
0
,
7
5
5

3
6
,
3
5
5
,
0
7
9

1
4
5
,
6
1
3

2
0
1
7
年

度
3
6
,
3
5
5
,
0
7
9

1
,
9
9
8
,
3
1
3

3
4
,
3
5
6
,
7
6
6

2
0
1
8
年

度
3
4
,
3
5
6
,
7
6
6

3
,
1
7
7
,
0
3
4

3
1
,
1
7
9
,
7
3
2

2
0
1
9
年

度
3
1
,
1
7
9
,
7
3
2

1
,
9
3
4
,
6
1
1

2
6
,
2
5
7
,
6
0
9

2
,
9
8
7
,
5
1
2

2
0
2
0
年

度
2
6
,
2
5
7
,
6
0
9

1
,
2
8
2
,
9
8
1

2
4
,
9
7
4
,
6
2
8

2
0
2
1
年

度
2
4
,
9
7
4
,
6
2
8

2
,
7
1
5
,
6
2
5

2
1
,
7
3
7
,
3
0
8

5
2
1
,
6
9
5

 
 

イ
 

収
入

未
済

の
内

訳
 

 
 

２
０

１
７

年
度

以
降

の
償

還
金
の

収
入

未
済

理
由

の
内

訳
は

【
図

表
８

－
７

－
２

】
、

違
約

金
の

収
入

未
済

理
由

の
内

訳
は
【

図
表

８
－

７
－

３
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
な

お
、「

倒
産
・
破

産
」
は

、

債
務

者
本

人
の

倒
産

・
破
産

に
限

ら
ず
、

債
務

者
本

人
の

勤
務

先
の

倒
産

・
破
産

も
含
む

。
【
図

表

８
－

７
－

２
】
に

お
け

る
２
０

２
１
年

度
の

実
人

員
６

人
の

う
ち

、
債

務
者

本
人

が
破

産
手

続
開

始

決
定

及
び

免
責

許
可

決
定

を
受

け
た
の

は
１

人
で

あ
る

。
 

 

２
４

４
 

 【
図

表
８

－
７

－
２

】
償

還
金

の
収
入

未
済

理
由

の
内

訳
 

収
入
未

済
理

由
2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

調
定

件
数

(
件
)

5
4

4
4

3
8

3
8

2
8

実
人

員
(
人

)
4

4
3

3
2

収
入

未
済

額
(
円

)
6
,
2
9
2
,
8
0
6

4
,
5
3
5
,
4
3
6

3
,
6
0
6
,
7
5
1

3
,
5
5
1
,
7
5
1

2
,
9
7
0
,
0
5
6

調
定

件
数

(
件
)

3
1

3
0

3
0

2
7

2
7

実
人

員
(
人

)
3

3
3

2
2

収
入

未
済

額
(
円

)
4
,
3
6
0
,
8
9
5

4
,
3
2
0
,
8
9
5

4
,
2
9
1
,
8
9
5

4
,
0
8
6
,
1
6
7

4
,
0
4
7
,
1
6
7

調
定

件
数

(
件
)

1
4

1
4

1
3

1
2

1
1

実
人

員
(
人

)
2

2
2

2
1

収
入

未
済

額
(
円

)
1
,
4
2
2
,
6
1
2

1
,
3
0
2
,
6
1
2

1
,
1
9
5
,
4
2
4

1
,
0
7
8
,
2
3
6

9
6
1
,
0
4
8

調
定

件
数

(
件
)

3
6

3
2

3
0

2
9

2
8

実
人

員
(
人

)
5

4
4

4
4

収
入

未
済

額
(
円

)
5
,
1
3
9
,
4
6
8

4
,
7
0
5
,
1
6
8

4
,
4
1
0
,
1
6
8

4
,
2
3
4
,
1
0
3

4
,
1
1
4
,
1
0
3

調
定

件
数

(
件
)

1
1
0

1
0
2

7
9

7
5

4
5

実
人

員
(
人

)
1
3

1
2

9
9

6

収
入

未
済

額
(
円

)
1
2
,
0
4
2
,
0
8
0

1
1
,
2
7
6
,
7
1
6

7
,
8
1
3
,
4
1
4

7
,
0
8
4
,
4
1
4

4
,
7
0
4
,
9
7
7

調
定

件
数

(
件
)

3
8

3
8

3
8

3
8

3
8

実
人

員
(
人

)
2

2
2

2
2

収
入

未
済

額
(
円

)
4
,
9
3
9
,
9
5
7

4
,
9
3
9
,
9
5
7

4
,
9
3
9
,
9
5
7

4
,
9
3
9
,
9
5
7

4
,
9
3
9
,
9
5
7

調
定

件
数

(
件
)

1
1

0
0

0

実
人

員
(
人

)
1

1
0

0
0

収
入

未
済

額
(
円

)
1
5
8
,
9
4
8

9
8
,
9
4
8

0
0

0

調
定

件
数

(
件
)

2
8
4

2
6
1

2
2
8

2
1
9

1
7
7

実
人

員
(
人

)
3
0

2
8

2
3

2
2

1
7

収
入

未
済

額
(
円

)
3
4
,
3
5
6
,
7
6
6

3
1
,
1
7
9
,
7
3
2

2
6
,
2
5
7
,
6
0
9

2
4
,
9
7
4
,
6
2
8

2
1
,
7
3
7
,
3
0
8

死
亡

合
計

事
業

不
振

失
職

・
転

職

病
気

・
入

院

一
時

的
経

済
状

況
悪

化

倒
産

・
破

産

行
方

不
明

 
 

 



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-127-

第393別冊２号

２
４

５
 

 

【
図

表
８

－
７

－
３

】
違

約
金

の
収
入

未
済

理
由

の
内

訳
 

収
入
未
済

理
由

2
0
1
7
年

度
2
0
1
8
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
2
1
年

度

調
定
件

数
(
件
)

9
9

8
8

4

実
人
員

(
人
)

3
3

3
3

2

収
入
未

済
額
(
円
)

2
0
7
,
6
0
0

1
9
5
,
6
0
0

1
8
3
,
6
0
0

1
7
1
,
6
0
0

1
4
8
,
4
0
0

調
定
件

数
(
件
)

4
4

1
1

1

実
人
員

(
人
)

2
2

1
1

1

収
入
未

済
額
(
円
)

2
2
3
,
4
2
6

1
5
3
,
4
2
6

3
1
,
3
0
0

1
8
,
3
0
0

1
0
,
3
0
0

調
定
件

数
(
件
)

1
1

1
1

1

実
人
員

(
人
)

1
1

1
1

1

収
入
未

済
額
(
円
)

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

調
定
件

数
(
件
)

8
8

7
5

5

実
人
員

(
人
)

2
2

2
2

2

収
入
未

済
額
(
円
)

2
4
7
,
4
0
0

2
1
6
,
7
0
0

1
6
1
,
7
0
0

9
6
,
7
0
0

4
1
,
7
0
0

調
定
件

数
(
件
)

9
7

5
4

3

実
人
員

(
人
)

6
6

5
4

3

収
入
未

済
額
(
円
)

1
9
4
,
6
0
0

1
4
4
,
5
7
0

5
2
,
0
7
0

4
4
,
2
0
0

4
2
,
8
0
0

調
定
件

数
(
件
)

3
1

2
9

2
2

1
9

1
4

実
人
員

(
人
)

1
4

1
4

1
2

1
1

9

収
入
未

済
額
(
円
)

8
7
3
,
1
2
6

7
1
0
,
3
9
6

4
2
8
,
7
7
0

3
3
0
,
9
0
0

2
4
3
,
3
0
0

合
計

事
業
不
振

失
職
・
転

職

病
気
・
入

院

一
時
的
経

済
状

況
悪
化

倒
産
・
破

産

 
  

 
ウ

 
不

納
欠
損

処
分

額
の

内
訳

 
 

 
 

 
上

記
【

図
表

８
－
７

－
１
】
の
と

お
り

、
本

貸
付

金
償

還
金

に
つ
い

て
、
直
近

５
年
間

で
は

、
２

０
１

９
年

度
に

２
９

８
万

７
５

１
２

円
、

２
０

２
１

年
度

に
５

２
万

１
６

９
５

円
の

不
納

欠
損

処

分
を

し
て

い
る

。
ま

た
、
違

約
金

に
つ
い

て
、
２
０

２
１

年
度

に
１
万

１
２

０
０

円
の

不
納

欠
損
処

分
を

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

２
０

１
９

年
度

の
不

納
欠
損

処
分

の
内

訳
は

、
実

人
員
１

人
、
調
定

件
数

１
８

件
、
不

納
欠

損
処

分
額

２
９

８
万

７
５

１
２

円
で

あ
り
、
不

納
欠

損
処

分
の

理
由

は
、
主

債
務

者
及

び
連
帯

保
証

人
２

名
の

破
産

に
よ

る
免

責
で

あ
る

。
主

債
務

者
は

２
０

０
４

年
、
連

帯
保

証
人

２
名

の
う
ち

１
名

は
２

０
１

５
年
、
１
名

は
２

０
１
９

年
に
免

責
許

可
決

定
を

受
け

た
こ

と
か
ら

、
同

年
度

に
不

納
欠

損
処

分
を

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
度

の
不

納
欠
損

処
分

の
内

訳
は

、
貸

付
金

償
還
金

に
つ

い
て

は
実

人
員
１

人
、
調

定

件
数

９
件

、
不

納
欠

損
処

分
額

５
２

万
１
６

９
５

円
、
違

約
金

に
つ

い
て

は
実

人
員

１
人
（

貸
付
金

償
還

金
の

実
人

員
１

人
と

同
一

人
物
で

あ
る

）
、

調
定

件
数
３

件
、

不
納

欠
損

処
分

額
１
万

１
２
０

０
円

で
あ

る
。
不

納
欠

損
処

分
の

理
由
は

、
主

債
務

者
の
破

産
に

よ
る

免
責
（
破

産
法

第
２

５
３

条
）

及
び

連
帯

保
証

人
２

名
の

時
効

消
滅
（

民
法

第
１

６
７

条
）
で

あ
る

。
主

債
務

者
は
２

０
１

２
年
に

２
４

６
 

 

免
責

許
可

決
定

を
受

け
、

２
０

２
１

年
に

主
債

務
者

の
最

後
の

弁
済

か
ら

１
０

年
が

経
過

し
た

こ

と
で

、
連

帯
保
証

人
２

名
に
対

す
る
時

効
期

間
が

経
過

し
た

こ
と

か
ら
、
２

０
２

２
年

３
月

に
不

納

欠
損

処
分

を
し

て
い

る
。
連

帯
保

証
人

に
対

す
る

時
効

期
間

が
経
過

し
た

の
は

、
県

に
お

い
て
、
借

用
書

を
紛

失
し

た
こ

と
か

ら
、
請

求
を

断
念

し
た

た
め

で
あ

る
。
な

お
、
借

用
書

を
紛

失
し

た
事
実

及
び

債
権

回
収

に
支

障
が

生
じ

た
事
実

に
つ

い
て
、
事
実

と
措

置
が

公
表

さ
れ

て
い

る
（

２
０

１
３

年
９

月
１

７
日

２
５

監
査

公
表

第
９

号
、

２
０

１
３

年
１

２
月

３
日

２
５

監
査

公
表

第
１

０
号

）
。

連
帯

保
証

人
２

名
か

ら
は
、
時

効
の
援

用
は

な
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、
実
体

上
債

権
は

消
滅

し
て

い

な
い

も
の

の
、
借
用

書
を

紛
失

し
た

た
め
、
収
入

の
見

込
み

が
な

い
こ
と

か
ら

、
不

納
欠

損
処

分
が

な
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

エ
 

破
産

免
責

の
場

合
の

扱
い

 
 

 
 

 
収

入
未
済

理
由
「

倒
産
・
破
産

」
に

つ
い

て
、
借
受

人
が
破

産
に

よ
る

免
責

許
可

決
定

を
受

け
た

が
、
そ
の

後
、
借

受
人

か
ら

分
納

で
の
任

意
弁

済
の

申
出

が
あ

っ
た

た
め
、
県

が
こ
れ

を
承

認
し
、

現
在

ま
で

分
納

を
受

け
て

い
る

債
権

が
１

件
存

在
す

る
。

当
該

借
受

人
の

連
帯

保
証

人
に

対
し

て

は
、

保
証

債
務

の
履

行
を

請
求

し
て
い

な
い

。
 

 
 

 
 

借
受

人
が

免
責

許
可

決
定
を

受
け

、
連

帯
保
証

人
も

免
責

許
可

決
定

を
受

け
た

場
合
は

、
不

納
欠

損
処

分
を

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

不
納

欠
損

処
分

を
し

た
後
も

、
債
権

が
消

滅
し

て
い

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、
償
還

指
導

等
の

対

象
に

は
し

な
い

が
、

書
類

を
保

管
し
て

い
る

。
 

 
 

オ
 

時
効

期
間

が
経

過
し

た
債
権

 
 

 
 

 
収

入
未
済

理
由
「

一
時

的
経

済
状

況
悪

化
」
の

債
権

の
中

に
、
借
受

人
及

び
連

帯
保

証
人
２

名
に

つ
い

て
、

２
０

１
８

年
に

消
滅

時
効
期

間
が

経
過

し
た

債
権

が
あ

る
。

 
 

 
 

 
し

か
し
、
時
効

の
援

用
が

な
い
こ

と
か

ら
、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
ず
、
債
権

管
理

を
続

け
、

年
２

回
の

催
告

状
を

送
付
し

て
い

る
。

 
 

⑷
 

収
入

未
済
の

解
消

に
向

け
た
取

組
 

 
 

 
県

は
、
愛

知
県

高
齢
者

住
宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金
事

務
処
理

要
領

を
定

め
、
債
務

者
に

対
し

納

入
指

導
を

行
っ

て
い

る
。
ま

た
、
毎

年
７

月
及
び

１
２

月
を

納
入
促

進
期

間
と

し
、
納
入

促
進
実

施
要

領
、

収
入

未
済

解
消

の
た

め
の

方
策
を

定
め

、
収

入
未

済
の

解
消

を
図
っ

て
い

る
。

 
債

権
の

管
理
方

法
は

、
債

務
者

毎
に

１
つ
の

フ
ァ

イ
ル

を
作

成
し
、
紙
媒

体
で

管
理

し
て

い
る
。
各

フ
ァ

イ
ル

に
は

、
貸

付
台

帳
、
債

権
管

理
簿

、
未

納
額

総
括

表
、
納

入
指

導
状

況
調

書
、
履

行
延

期
申

請
（

分
納

）
の

状
況

等
が

記
録

さ
れ
て

い
る

。
納

入
額

、
未

納
額
は

手
書

き
で

記
録

、
計

算
さ
れ

て
い

る
。

 
８

 
南

知
多

老
人
福

祉
館

売
買

契
約
解

除
に

よ
る

違
約

金
及

び
契

約
保

証
金
（

私
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

 
 

 
南

知
多

老
人

福
祉

館
売

買
契
約

の
契

約
保

証
金

残
額
（
２

０
０

０
万

円
）
及
び

相
手

方
の

売
買

代
金

未
払

の
た

め
県

が
契

約
を

解
除

し
た
こ

と
に

よ
り

発
生

し
た

違
約

金
（

８
０

０
０

万
円

）
の

請
求

権
で

あ
る

。
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 【
図

表
８

－
８
】
南
知

多
老
人

福
祉
館

売
買

契
約

解
除

に
よ

る
違

約
金
及

び
契

約
保

証
金

の
推
移

 
 
（

円
） 

年
度

20
2
1年

度
2
02

0年
度

20
19

年
度

20
18

年
度

2
01

7年
度

2
01

6
年

度
2
01

5年
度

調
定

額
1
00

,
00

0,
0
00

10
0,

00
0
,0

00
10

0
,0

00
,0

0
0

1
00

,0
0
0,

00
0

10
0,

00
0,

0
00

10
0,

0
00

,0
00

0

収
入

済
額

0
0

0
0

0
0

0

不
納

欠
損

額
0

0
0

0
0

0
0

収
入

未
済

額
1
00

,
00

0,
0
00

10
0,

00
0
,0

00
10

0
,0

00
,0

0
0

1
00

,0
0
0,

00
0

10
0,

00
0,

0
00

10
0,

0
00

,0
00

0
 

  
⑵

 
債

権
の

発
生

原
因

 
 

 
 

相
手

方
は
、
２
０

１
５

年
１

１
月
２

６
日

、
一

般
競

争
入

札
に
よ

り
、
県
が

所
有

し
て

い
た
南

知
多

老
人

福
祉

館
の

土
地

建
物

を
４

億
円
で

落
札

し
た

。
県

は
、
相

手
方

と
、
同

年
１

２
月
４

日
、
売

買
代

金
４

億
円
、
契
約

保
証

金
４
０

０
０

万
円
（
う

ち
２

０
０
０

万
円
は

支
払

済
の

入
札

保
証

金
を

充
当
）
、

違
約

金
は

契
約

金
額

の
１

０
分

の
２

、
代

金
支

払
期

限
２

０
１

６
年

４
月

１
５

日
と

い
う

内
容

の
売

買
仮

契
約

を
締

結
し

、
２

０
１

６
年
４

月
１

日
、

本
契

約
と

な
っ

た
。

 
 

 
 

と
こ

ろ
が
、
相
手

方
が

上
記

期
限
内

に
支

払
わ

な
か

っ
た
こ

と
か

ら
、
県

は
、
２
０

１
６

年
５

月
２

０
日

、
契

約
解

除
通

知
書

を
相

手
方
に

発
送

し
、

同
月

２
１

日
、

相
手
方

に
到

達
し

た
。

 
 

 
 

こ
の

よ
う
に

し
て
、

違
約

金
８

０
０

０
万

円
（
契

約
金

額
４

億
円

×
２

／
１

０
）
、

未
払

契
約

保
証

金
２

０
０

０
万

円
が

発
生

し
た

（
私
債

権
）
。

 
 

 
 

そ
の

後
、
県
が

督
促
状

の
発
送

等
を

行
っ

て
い

る
も

の
の

、
全

く
支

払
い

の
な
い

状
態

が
続

い
て
い

る
。

 
９

 
児

童
措

置
費
負

担
金

（
強

制
徴
収

公
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

ア
 

児
童

措
置

費
負

担
金

と
は

、
児

童
福

祉
法

第
５

６
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
児

童
福

祉
施

設
に

入
所

等
を

し
た

場
合

は
、
本
人

又
は

そ
の

扶
養
義

務
者

が
、
そ

の
負

担
能

力
に

応
じ

、
そ

の
費

用
の

全
部

又
は

一
部

を
負

担
す

る
金

員
の

こ
と
を

い
う

。
 

イ
 

根
拠

法
令

 

 
 

 
 

児
童

福
祉

法
第

５
６

条
 

⑵
 

収
入

未
済

の
理

由
 

 
 

 
措

置
児

童
の

出
身

世
帯

は
、
低
所

得
の

世
帯

が
多

く
、
そ

の
収

入
の

状
況

が
不
安

定
で

あ
る

の
で
、

滞
納

が
生

じ
る

。
ま

た
、
近
年

、
虐

待
防

止
の
た

め
の

措
置

を
し

た
児
童

の
保

護
者

の
な

か
に
は

、
当

該
措

置
に

不
満

を
も

ち
、
そ

の
費

用
負

担
を

拒
む

も
の

が
い

る
。
上

記
が

主
な

理
由

と
な

っ
て

、
収
入

未
済

と
な

っ
て

い
る

と
の

担
当

課
に
よ

る
分

析
で

あ
る

。
 

 

２
４

８
 

 【
図

表
８

－
９

－
１

】
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

の
組

織
図
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⑶
 

人
員

、
組

織
、

体
制

に
つ

い
て

 
福

祉
局

の
組
織

図
は

【
図

表
８

－
２
－

１
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

児
童

措
置

費
負

担
金
（
障

害
児

入
所

施
設
を

除
く

。
以

下
同

じ
）
を
担

当
す

る
の

は
、
児

童
家

庭
課

で
あ

り
（
障

害
児

入
所

施
設

分
は

障
害

福
祉

課
が

担
当

）、
そ

の
下
に

、
実
際

の
債

権
回
収

の
業
務

を

行
っ

て
い

る
、
７
福

祉
相

談
セ

ン
タ
ー
（

尾
張

福
祉

相
談
セ

ン
タ
ー

、
海

部
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
、
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
、
西

三
河

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

、
豊

田
加
茂

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

、
新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
、

東
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
）
、

３
児

童
相
談

セ
ン

タ
ー
（

一
宮
児

童
相
談

セ

ン
タ

ー
、
春

日
井
児

童
相

談
セ

ン
タ
ー

、
刈

谷
児

童
相

談
セ

ン
タ
ー

）
が

あ
る
。
福
祉
相

談
セ
ン

タ
ー

に
は

、
児

童
・

障
害

者
相

談
セ

ン
タ
ー

が
あ

る
。

 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

の
組

織
は

、
【
図

表
８

－
９

－
１

】
の
と

お
り
で

あ
る

。
 

児
童

家
庭

課
の

事
務

分
掌

は
以

下
の
事

務
分

掌
表

記
載
【

図
表

８
－

９
－

２
】
の

と
お

り
で

あ
る

。

児
童

措
置

費
負

担
金

を
担

当
す

る
の
は

、
児

童
家
庭

課
で

あ
る

が
、
そ

の
な

か
で

も
児

童
措

置
費

負
担

金
は
、

児
童

福
祉

施
設

に
入

所
し

た
際

に
発

生
す

る
債

権
と

い
う

こ
と

で
、

事
務

分
掌

と
し

て
、
「
１

 

児
童

入
所

施
設

に
関

す
る

こ
と

。
」
と

し
て

、
児

童
入

所
施
設

グ
ル
ー

プ
が

行
っ

て
い

る
。

構
成

人
員

は
５

名
で

あ
る

。
 

児
童

措
置

費
負

担
金

の
担

当
は

、
児

童
入

所
施

設
グ

ル
ー

プ
が

行
っ

て
い

る
が
、
実
際

の
収

納
事

務

は
、
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
と
児

童
相

談
セ

ン
タ
ー

と
い

っ
た

地
方
機

関
が

行
っ

て
い

る
。
児
童

入
所

施

設
グ

ル
ー

プ
は

、
地

方
機

関
の

集
約
を

行
っ

て
い

る
。

 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
基
本

的
に
は

、
児

童
措
置

費
負
担

金
の
未

済
の

対
策

は
児

童
家

庭
課

が
担

当
し
、
福

祉
局
自

体
が

統
一
的

な
指

導
は

し
て
い

な
い
。
県

庁
の
他

の
部

署
と

の
協

力
関

係
も

な
い
と

の
こ

と
で

あ
る

。
ま

た
、

未
済

の
回
収

の
専

属
職

員
は

い
な

い
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

以
上

か
ら
、
実

質
的

に
、
児
童

措
置
費

負
担

金
の

未
済

の
回

収
に

お
い
て

、
本

庁
で

は
、
児
童

家
庭

課
の

児
童

入
所

施
設

グ
ル

ー
プ

の
５
名

が
担

当
す

る
が

、
地

方
機
関
（
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
、
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
）
を
集

約
す

る
も

の
で
あ

り
、
地
方

機
関

は
、
通

常
業
務

と
兼

任
し

て
の

未
済

の
回

収
業

務
に

当
た

っ
て

い
る

。
 

 

２
５

０
 

 【
図

表
８

－
９

－
２

】
児

童
家

庭
課
事

務
分

掌
 

区
　

　
　

分
構

成
人

員
備

考

1
児

童
扶

養
手

当
に

関
す

る
こ

と
。

７
人

2
遺

児
手

当
に

関
す

る
こ

と
。

3
母

子
家

庭
等

自
立

支
援

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

4
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
の

貸
付

に
関

す
る

こ
と

。

5
女

性
相

談
セ

ン
タ

ー
に

関
す

る
こ

と
。

6
ド

メ
ス
テ

ィ
ッ
ク

・
バ
イ

オ
レ
ン

ス
対
策

に
関
す

る
こ
と

。

7
児

童
委

員
・

主
任

児
童

委
員

に
関

す
る

こ
と

。

1
児

童
・

障
害

者
相

談
セ

ン
タ

ー
、

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

こ
と

。
4人

2
児

童
虐

待
防

止
対

策
事

業
に

関
す

る
こ

と
。

1
児

童
入

所
施

設
に

関
す

る
こ

と
。

5人

2
愛

知
学

園
に

関
す

る
こ

と
。

1
子

ど
も

の
権

利
擁

護
に

関
す

る
こ

と
。

3人

2
ヤ

ン
グ

ケ
ア

ラ
ー

に
関

す
る

こ
と

。

計
19

人

合
計

22
人

子
ど

も
家

庭
推

進

監
、

課
長

、
担

当
課

長
（

児
童

家
庭

）
を

含
む

。

事
　

務
　

分
　

掌

児
童

入
所

施
設

グ
ル

ー
プ

子
ど

も
の

権
利

擁
護

推
進

グ
ル

ー
プ

家
庭

福
祉

グ
ル

ー
プ

児
童

虐
待

対
策

グ
ル

ー
プ

 
  

⑷
 

収
入

未
済
の

状
況

 
 

 
 

児
童

措
置
費

負
担

金
収

入
未
済

の
状

況
に

つ
い

て
は

、
【

図
表

８
－
９

－
３
】

に
記

載
の

と
お

り
で

あ
る
。
収
入

未
済

額
と

し
て

は
、
年

々
、
増

加
傾

向
に

あ
る

。
調

定
額

は
、
年

々
増

加
し

て
い
る

。
収

入
済

額
は
、
令

和
元

年
度

ま
で

は
増
加

傾
向

に
あ

る
が

、
そ

れ
以
降

は
減

少
傾

向
に

あ
る

。
ま

た
、
不

納
欠

損
処

分
額

は
、
年

度
に

よ
り

様
々

で
あ

る
（

内
容

は
、
後

述
の

⑸
不

納
欠
損

処
分

の
状

況
に

お
い

て
記

載
す

る
）
。

 
収

入
未

済
額

の
増

加
傾

向
の

原
因

は
、

調
定

額
が

増
加

す
る

傾
向

に
あ

る
の

に
対

し
収

入
済

額
が

横
ば

い
に

あ
る

た
め

で
あ

る
。

 
 【

図
表

８
－

９
－
３

】
児

童
措

置
費
負

担
金

収
入

未
済

額
等

の
推

移
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
円

）
 

年
度

20
21

年
度

20
20

年
度

20
1
9年

度
20

18
年

度
2
01

7年
度

2
01

6年
度

20
15

年
度

調
定

額
4
25

,9
80

,3
0
6

41
1,

3
40

,6
74

39
2,

73
5,

58
8

37
4
,0

57
,
27

6
35

6
,6

19
,0

67
33

5,
33

3,
74

6
3
21

,1
9
0,

35
9

収
入

済
額

80
,3

07
,2

2
8

81
,4

43
,6

53
83

,
63

5,
69

7
83

,1
49

,
91

0
8
2,

11
8
,1

92
7
9,

50
5,

80
2

79
,3

0
5,

61
3

不
納

欠
損

額
12

,8
31

,5
2
5

16
,7

97
,2

29
13

,
28

6,
56

0
12

,5
71

,
74

3
1
4,

05
2
,3

91
1
0,

01
3,

74
0

14
,0

0
5,

10
2

収
入

未
済

額
3
32

,8
41

,5
5
3

31
3,

0
99

,7
92

29
5,

81
3,

33
1

27
8
,3

35
,
62

3
26

0
,4

48
,4

84
24

5,
81

4,
20

4
2
27

,8
7
9,

64
4

 
 ⑸

 
不
納

欠
損

処
分

の
状

況
 

ア
 

不
納

欠
損

処
分

の
状

況
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２
５

１
 

 

 
 

児
童

措
置

費
負

担
金

の
不

納
欠
損

処
分

の
額

は
、

２
０

１
５

年
度

が
１
４

０
０

万
５

１
０
２

円
、

２
０

１
６

年
度

が
１

０
０

１
万

３
７
４

０
円
、
２

０
１
７

年
度

が
１

４
０

５
万

２
３

９
１

円
、
２
０

１
８

年
度

が
１

２
５

７
万

１
７

４
３
円

、
２

０
１

９
年
度

が
１

３
２

８
万

６
５

６
０

円
、
２
０

２
０

年
度

が
１

６
７

９
万

７
２

２
９

円
、
２

０
２

１
年

度
が

１
２

８
３

万
１
５

２
５

円
で

あ
る

。
 

イ
 

不
納

欠
損

処
分

の
事

由
に

つ
い
て

 
 

 
県

と
し

て
は

、
【

図
表

８
－

３
－

１
３

】
に

よ
る

も
の

を
不

納
欠

損
処

分
の

事
由

と
み

て
い

る
。

児
童

措
置

費
負

担
金

に
つ

い
て

は
、
ほ

と
ん

ど
が

消
滅

時
効

に
よ

る
。

 
 【

図
表

８
－

３
－

１
３

】
収

入
未

済
に

係
る

不
納

欠
損

処
分

の
理

由
（

再
掲

）
 

区
分

理
由

内
容

行
方

不
明

公
簿

上
の

住
所

に
明

ら
か

に
他

人
が

居
住

し
て

い
る

場
合

又
は

居
住

の
形

跡
が

見
受

け

ら
れ

な
い

場
合

死
　

　
亡

公
簿

上
死

亡
が

確
認

さ
れ

、
相

続
人

が
存

在
し

な
い

場
合

生
活

困
窮

生
活

保
護

と
同

等
の

生
活

状
況

ま
た

は
あ

る
程

度
の

収
入

が
あ

る
が

、
相

当
の

借
金

が

あ
り

返
済

能
力

が
な

い
場

合

納
入

拒
否

上
記

の
い

ず
れ

の
場

合
で

も
な

く
、

明
ら

か
に

納
入

拒
否

の
意

志
表

示
が

あ
っ

た
場

合

相
続

放
棄

債
務

者
の

死
亡

後
、

第
一

順
位

か
ら

第
三

順
位

ま
で

の
全

て
の

相
続

人
が

相
続

放
棄

を

申
し

立
て

、
家

庭
裁

判
所

か
ら

相
続

放
棄

が
認

め
ら

れ
た

場
合

自
己

破
産

免
　

　
責

自
己

破
産

を
申

し
立

て
、

地
方

裁
判

所
か

ら
の

免
責

許
可

決
定

に
当

該
債

務
が

含
ま

れ

て
い

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

た
場

合

時
効

そ
の

他

 
（

出
典
：
３

福
総

号
外

令
和

４
年

１
月

１
３

日
「

収
入

未
済

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
に

つ
い

て
（

照
会

）
）
 

  
⑹

 
収

入
未

済
の

解
消

に
向

け
た
取

組
 

 
 

ア
 

債
権

管
理

方
法

 
 

 
（

ア
）

児
童
措

置
等

費
用

徴
収
事

務
の

手
引

き
 

 
 

 
 

 
２

０
２

０
年

１
月

７
日
作

成
で

、
２

０
２
１

年
１

２
月

９
日

改
正

さ
れ

た
。
児

童
家
庭

課
と

各

児
童

（
・

障
害

者
）

相
談

セ
ン

タ
ー

作
成
の

も
の

で
あ

る
。

 
（

イ
）

健
康
福

祉
部

債
権

管
理

マ
ニ
ュ

ア
ル

作
成

の
手

引
き

に
つ

い
て

 
福

祉
局
（

旧
健

康
福

祉
部

）
に
お

い
て

、
各
課

に
対

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
の
手

引
き

を
作
成

し
て

い
た

。
 

イ
 

児
童

措
置

費
負

担
金

に
か

か
る
未

納
者

納
入

指
導

に
つ

い
て

 
県

内
各

市
の

関
係

職
員

を
児

童
措

置
等

費
用

納
入

指
導

協
助

員
に

嘱
託

し
て

、
納

入
指

導
を

行

っ
て

い
る
。
毎

年
、
７

月
及
び

１
２
月

を
児

童
措

置
費

用
徴

収
納

入
促
進

月
間

と
し

て
、
児
童
・
障

害
者

相
談

セ
ン

タ
ー

が
中

心
と

な
り
、
県
・
市

福
祉

事
務

所
及

び
児
童

福
祉

施
設

の
協

力
の

も
と
、

納
入

促
進

、
滞

納
整

理
に

努
め

て
い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
。

 
（

ア
）

関
係
機

関
の

協
力

関
係

に
つ
い

て
 

関
係

機
関

と
の

協
力

関
係

と
義

務
者

に
対

す
る
働

き
か

け
等

の
イ
メ

ー
ジ

に
つ

い
て

は
、
【
図

表
８

－
９

－
４

】
の

と
お

り
で

あ
る
（

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
事
務

の
手

引
き
（
２

０
２

１
年
１

２
月

９
日

改
正

）
の

２
８

頁
）。

 
 

２
５

２
 

 【
図

表
８

－
９

－
４

】
関

係
機

関
と
の

協
力

関
係

と
義

務
者

に
対

す
る

働
き
か

け
等

の
イ

メ
ー
ジ

 

 
 

 
 
 

 
 

（
出

典
：

児
童

措
置

等
費
用

徴
収

事
務

の
手

引
き
）

 
 （

イ
）

家
庭
訪

問
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
滞

納
者

に
対

す
る

未
納
者

納
入

指
導

の
た

め
の

家
庭

訪
問

件
数
は

、
【

図
表
８

－
９

－
５

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

（
ウ

）
納

入
促

進
期

間
の

設
定

 
 

 
 

 
 

毎
年
、

７
月

及
び

１
２
月

を
児

童
措

置
費

用
徴

収
納

入
促

進
月
間

と
し

て
い

る
。

 
 

 
 

 
 

納
入
促

進
期

間
に

お
け
る

留
意

事
項

を
文

書
と

し
て

配
布

し
て
い

る
。
例

え
ば

、
「

令
和

４
年

度
第

１
回

納
入

促
進

期
間

の
留

意
事

項
に
つ

い
て

」
と

い
う

文
書
が

配
布

さ
れ

て
お

り
、
債

権
管

理
の

留
意

事
項

と
し

て
、
時
効

関
係
、
納

入
指

導
事
務

関
係

、
重

点
事

項
、
そ
の

他
等
の

項
目
を

示
し

て
、

注
意

点
や

留
意

事
項

の
説

明
を
し

て
い

る
。
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【
図

表
８

－
９

－
５

】
児

童
措

置
費
負

担
金

に
係

る
家

庭
訪

問
を

行
っ
た

件
数

 
 

 
（

件
）

 
2
0
2
1
年

度
2
0
2
0
年

度
2
0
1
9
年

度

尾
張

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

8
1
0

2
6

海
部

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

5
1

2
6

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

1
2

7
8

西
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
1
4

7
2
3

豊
田

加
茂

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

1
0

1
3

1
0

新
城

設
楽

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

2
1

1
2

東
三

河
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
8
3

6
3

1
4
5

一
宮

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

3
0

0

春
日

井
児

童
相

談
セ

ン
タ

ー
3

0
0

刈
谷

児
童

相
談

セ
ン

タ
ー

1
2

1
3

3

合
計

1
5
2

1
1
5

2
5
3

 
 （

エ
）

分
納

に
つ
い

て
 

 
 

 
分

納
に

よ
る

納
付

も
認

め
て
い

る
。
分
納

に
つ

い
て

は
、
以

下
の

と
お

り
、
分

割
納

入
申

出
書

と
承

認
書

の
書

式
（
【

図
表
８

－
９

－
６

】【
図
表

８
－

９
－

７
】）

が
定

め
ら

れ
て

い
る

（
児
童

措
置
等

費

用
徴

収
事

務
の

手
引

き
（
２

０
２

１
年

１
２

月
９

日
改

正
）

の
３

４
頁

、
３

５
頁

）
。
た

だ
し

、
分
納

に
関

す
る

基
準

は
上

記
手

引
に

お
い
て

は
明

ら
か

で
は

な
い

。
 

 
【

図
表

８
－
９

－
６

】
分

割
納

入
申
出

書
の

書
式

 
分

割
納

入
申
出

書
 

年
 

 
月

 
 

日
 

児
童

（
・

障
害

者
）

相
談

セ
ン

タ
ー
長

殿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

住
所

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
分

か
ら

 
 
年

 
 

月
分

の
児

童
措

置
等
費

用
徴

収
額

 
 

 
円

 
 

を
下

記
理

由
に

よ
り

分
割

納
入

と
し

て
く

だ
さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

記
 

（
理

由
）

 
     

（
出

典
：

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
事

務
の
手

引
き

）
 

２
５

４
 

  
 

【
図

表
８

－
９

－
７

】
承

認
書
の

書
式

 
承

 
認

 
書

 
年

 
 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
殿

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
愛

知
県

 
児

童
（

・
障
害

者
）

相
談

セ
ン

タ
ー
長

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
付

け
で

申
し

出
の

あ
り

ま
し

た
児

童
措

置
費

負
担

金
の

分
割

納
入

に

つ
い

て
は

、
下

記
の

と
お

り
承

認
し
ま

す
。

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

記
 

元
調

定
 

分
割

回
数

 
金

額
 

期
限

な
ど

 
 

 
年
 

 
月

分
 

 
 

 
 

円
 

       
 

（
出

典
：

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
事

務
の
手

引
き

）
 

ウ
 

時
効

管
理

 
児

童
措
置

費
負

担
金

は
、
行
政

処
分
に

よ
り

発
生

す
る

債
権

で
あ

り
、
公

債
権

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て

、
時

効
期

間
は

債
権

を
行

使
で

き
る
と

き
か

ら
５

年
で

あ
り
、
時
効

期
間

経
過

後
は

、
債

務
者

に
よ

る
時

効
の

援
用

の
有

無
に

か
か
わ

ら
ず
、
債

権
は
消

滅
す

る
（

地
方
自

治
法

第
２
３

６
条

第
１

項
、

第
２

項
）
。

 
そ

の
た
め

、
県

と
し

て
は
、
時
効

期
間
を

経
過

し
な

い
よ

う
に

管
理

す
る
必

要
が

あ
る

と
こ

ろ
、

以
下

の
「
児

童
措

置
等

費
用

徴
収

事
務

の
手

引
き
（

２
０

２
１

年
１

２
月

９
日

改
正

）」
の

２
９
頁

の
債

権
管

理
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト
【

図
表
８

－
９

－
８
】
を
載

せ
て

注
意

喚
起

を
し

て
い

る
。
た

だ
し
、

こ
こ

で
挙

げ
ら

れ
て

い
る

時
効

更
新
事

由
は

、
督

促
と

債
務

承
認

の
み
で

あ
る

。
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 【
図

表
８

－
９

－
８

】
債

権
管

理
フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
 

  
歳

入
の

納
期

限
（

調
定

に
よ

る
納
入

通
知

書
の

発
行

日
か

ら
１

５
日

以
内
：

財
務

規
則

第
２
９

条
）

 

 
（

出
典
：

児
童

措
置

等
費

用
徴

収
事

務
の
手

引
き

）
 

エ
 

滞
納

処
分

 
 

 
 
滞

納
処

分
は

行
わ

れ
た

こ
と

が
な
い

。
ま

た
、
ヒ

ア
リ

ン
グ
に

よ
る

と
、
児

童
措
置

費
負
担

金
に

つ
き

、
滞

納
処
分

を
行

う
意

向
は

覗
わ
れ

な
か

っ
た

。「
児
童

措
置

等
費

用
徴

収
事

務
の

手
引

き
（
２

０
２

１
年

１
２

月
９

日
改

正
）
」
の

５
９

頁
の
記

載
か

ら
は

、
滞

納
処

分
を
行

っ
て

い
な

い
と

す
る
。 

１
０

 
児

童
扶

養
手

当
返

還
金

（
公
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

ア
 

意
義

 
児

童
扶
養

手
当

は
、
離

婚
に

よ
る

ひ
と

り
親

世
帯

等
、
父

又
は

母
と

生
計

を
同

じ
く

し
て

い
な
い

児
童

が
育

成
さ

れ
る

家
庭

の
生

活
の

安
定

と
自

立
の

促
進

に
寄

与
す

る
た

め
、

母
子

福
祉

年
金

の

補
完

制
度

と
し

て
１

９
６

１
年

に
制
定

さ
れ

た
児

童
扶

養
手

当
法
（

以
下
「

法
」
と

も
い

う
）
第
４

条
に

基
づ

き
、
児

童
（

１
８

歳
に

達
す

る
日
以

後
の

最
初

の
３

月
３
１

日
ま

で
の

間
に

あ
る

児
童
。

２
５

６
 

 

障
害

児
の

場
合

は
２

０
歳

未
満

）
を

監
護
す

る
母

、
監
護

し
、
か

つ
生

計
を

同
じ

く
す

る
父

又
は
養

育
す

る
者

に
対

し
て

支
給

さ
れ

る
手
当

で
あ

る
。

 
 

 
イ

 
根

拠
法
令

等
 

 
 

 
 

児
童

扶
養

手
当

法
、
児
童

扶
養

手
当

法
施

行
令
、
児
童

扶
養

手
当

法
施
行

規
則
（

以
下
「

施
行
規

則
」
と

も
い

う
）、

児
童

扶
養
手

当
（

旧
法

含
む

）・
愛

知
県

遺
児

手
当

返
納

金
債

権
に

関
す

る
事
務

取
扱

要
領

 
県

で
は
、
同

法
、
同

施
行

令
、
同

施
行

規
則

に
基

づ
き

、
上

記
事

務
取

扱
要
領

を
定

め
、
現

在
の

同
要

領
は

２
０

２
１

年
１

月
１

日
か
ら

施
行

し
て

い
る

。
 

 
 

ウ
 

県
が

、
児

童
扶

養
手

当
の

認
定

を
行

い
（

２
０

０
２

年
８

月
か

ら
は

県
内

町
村

の
み

が
対

象
）
、

支
給

事
務

の
窓

口
と

な
る

の
は

、
福
祉

局
の

各
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
で
あ

る
。

 
 

⑵
 

法
的

性
質

 
 

 
 

公
債

権
で
あ

る
。

 
偽

り
そ

の
他

不
正

の
手

段
に

よ
り

手
当

の
支

給
を

受
け

た
不

正
受

給
分

に
つ

い
て

は
、

同
法

第
２

３
条

第
１

項
に

よ
り
「

国
税

徴
収

の
例

に
よ

り
」
徴

収
で

き
る

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
強

制
徴
収

公
債

権
に

あ
た

る
。
こ

れ
に

対
し

て
、
必

ず
し

も
偽

り
そ

の
他
不

正
の
手

段
に

よ
り

手
当

の
支

給
を

受
け
た

場
合

に
該

当
し

な
い

過
誤

払
い

で
あ

っ
て

も
、

受
給

資
格

の
な

い
者

に
児

童
扶

養
手

当
相

当
額

を
保

有
さ

せ
て

お
く

理
由

は
な

い
の

で
、
公
法

上
の

不
当

利
得

と
し

て
返

還
を

求
め

う
る

。
後

者
の

場
合
は

非
強

制
徴

収
公

債
権

と
解

さ
れ

る
。

 
児

童
扶

養
手

当
法

 
第

２
３

条
 

偽
り

そ
の

他
不

正
の

手
段

に
よ

り
手

当
の

支
給

を
受

け
た

者
が

あ
る

と
き

は
、

都
道

府
県

知
事

等
は

、
国

税
徴

収
の

例
に

よ
り

、
受

給
額

に
相

当
す

る
金

額
の

全
部

又
は

一
部

を
そ

の
者

か
ら

徴
収

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 
 

⑶
 

受
給

要
件

 
児

童
扶

養
手
当

の
受

給
要

件
は

、
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

 
ア

 
受

給
要
件

 
次

の
要
件

に
当

て
は

ま
る

１
８

歳
以

下
（

１
８

歳
到
達

の
年

度
の

末
日
）
の
児

童
（

一
定
の

障
害

が
あ

る
と

き
は

、
２

０
歳

未
満

）
を

監
護

し
て
い

る
母
、
監

護
し

、
か

つ
生
計

を
同

じ
く

し
て

い
る

父
、

又
は

養
育

し
て

い
る

者
に

支
給
さ

れ
る

。
 

①
 

父
母

が
婚

姻
を

解
消

し
た

児
童

 
②

 
父

又
は
母

が
死

亡
し

た
児

童
 

③
 

父
又

は
母

が
政

令
で

定
め

る
程
度

の
障

害
の

状
態

に
あ

る
児

童
 

④
 

父
又

は
母

が
生

死
不

明
の

児
童

 
⑤

 
父

又
は
母

が
１

年
以

上
遺

棄
し
て

い
る

児
童

 
⑥

 
父

又
は
母

が
裁

判
所

か
ら

Ｄ
Ｖ
保

護
命

令
を

受
け

た
児

童
（

２
０
１

２
年

８
月

か
ら

）
 

⑦
 

父
又

は
母

が
１

年
以

上
拘

禁
さ
れ

て
い

る
児

童
 

⑧
 

婚
姻

に
よ

ら
な

い
で

生
ま

れ
た
児

童
 

⑨
 

棄
児

な
ど

で
父

母
が

い
る

か
い
な

い
か

が
明

ら
か

で
な

い
児

童
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イ
 

受
給

手
続

 
 

 
 

 
申

請
書
を

提
出

さ
せ

、
現
況

届
（

年
１

回
）

に
よ

る
調

査
を

行
う
。

 
児

童
扶

養
手

当
法

施
行
規

則
 

第
１
条

 
児

童
扶

養
手
当

法
（

昭
和

三
十

六
年

法
律

第
二

百
三

十
八
号

。
以

下
「
法

」
と

い
う

。）
第

六

条
の

規
定

に
よ
る

児
童

扶
養

手
当
（

以
下
「

手
当

」
と
い

う
。
）
の

受
給

資
格

及
び

そ
の
額

に
つ

い
て

の
認

定
の

請
求
は

、
児

童
扶
養

手
当

認
定

請
求
書
（

様
式

第
一

号
）
に

、
次

に
掲

げ
る

書
類

等
を

添
え

て
、
こ

れ
を
住

所
地

を
管

轄
す

る
福
祉

事
務

所
（

社
会

福
祉

法
（

昭
和

二
十
六

年
法

律
第

四
十

五
号
）

に
定

め
る

福
祉
に

関
す

る
事

務
所

を
い
う

。
以

下
同

じ
。
）
を

管
理

す
る

都
道
府

県
知

事
、
市

長
（

特

別
区

の
区

長
を
含

む
。
以
下

同
じ

。
）
又

は
町

村
長
（
以

下
「

手
当

の
支
給

機
関

」
と

い
う

。
）
に

提
出

す
る

こ
と

に
よ
つ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

県
で

は
、
市

を
除

く
町

村
住

民
を

対
象

に
町

村
役

場
で

認
定

請
求
手

続
を

行
う

。
認
定
請

求
書
は

、

施
行

規
則

に
定

め
の

あ
る

様
式

第
一
号

を
用

い
る
。
基
本

的
に

は
、
自

己
申

告
に

基
づ

く
記

入
に

は

な
る

が
、
関

係
書
類

と
し

て
、
家

族
関
係

を
明

ら
か

に
す

る
た

め
の

戸
籍
謄

本
、
公
的

年
金

調
書
等

の
各

種
証

明
書

の
提

出
が

必
要

と
な
る

。
 

支
給

要
件

の
確

認
方

法
と

し
て

は
、
①

申
請
者

等
の

所
得
状

況
を
確

認
す

る
こ

と
、
②
現

況
届
の

提
出

等
が

あ
る

。
①

に
つ

い
て

は
、
申

請
者

等
の

住
基

と
連

動
し

て
お
り

、
税

務
担

当
課

の
協

力
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
②

に
つ

い
て

は
、
年

に
１

度
面

会
に

よ
り

、
現

況
届

を
記
入

さ
せ
、

現
在

の
生

活
状

況
等

の
把

握
に

努
め
る

こ
と

に
な

る
。
こ

の
現

況
届

に
つ

い
て

も
、
施

行
規

則
で

定

め
ら

れ
て

い
る

様
式

第
六

号
で

あ
り
、

自
己

申
告

に
基

づ
く

記
入

部
分
が

大
半

で
あ

る
。

 
面

談
時
間

は
１

０
分

～
３

０
分

程
度

で
あ
る

。
 

 
 

ウ
 

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
 

 
 

 
 

知
事

の
認

定
を

受
け

る
と

、
認

定
請

求
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

分
か

ら
支

給
が

開
始

さ
れ

る
。

２
０

１
９

年
１

１
月

か
ら

、
奇
数

月
毎

に
支

給
さ

れ
る

こ
と

に
な
っ

た
。

 
 

⑷
 

児
童

扶
養
手

当
返

還
金

の
発
生

 
 

 
 

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
要

件
に

当
て

は
ま

ら
な

く
な

っ
た

場
合

、
受

給
者

自
ら

が
児

童
扶

養
手

当

資
格

喪
失

届
を

提
出

す
る

（
施

行
規
則

第
１

１
条

）。
 

児
童
扶

養
手

当
法

施
行
規

則
 

第
１

１
条

 
受

給
者

は
、

法
第

四
条

に
定

め
る

手
当

の
支

給
要

件
に

該
当

し
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

速

や
か

に
、
児
童

扶
養

手
当

資
格

喪
失
届
（
様

式
第

九
号

）
を

手
当

の
支
給

機
関

に
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 
し

か
し

、
児

童
扶

養
手

当
資

格
喪

失
届

を
提

出
し

て
い

な
か

っ
た

場
合

に
は

資
格

喪
失

事
由

が
発

生
し

た
日

以
降

に
支

払
わ

れ
た

児
童
扶

養
手

当
に

つ
い

て
返

還
金

が
発
生

す
る

。
 

資
格

喪
失

事
由

が
発

覚
す

る
経

緯
に
は

次
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

。
 

 
ア

 
母

親
等

が
婚

姻
し

た
と

き
（

事
実
婚

も
含

む
）
。

 
母

等
が
婚

姻
し

た
場

合
、
戸
籍

関
係
、
住
民

票
の

異
動

に
よ

り
発
覚

す
る

。
事

実
婚

の
よ

う
な
場

合
で

あ
れ

ば
、

住
民

票
の

異
動

、
近
隣

か
ら

の
情

報
提

供
等

に
よ

る
発
覚

が
あ

る
。

 
 

 
イ

 
年

金
受
給

に
つ

い
て

 
年

金
の
支

給
に

つ
い

て
は

、
数

年
間

遡
っ
て

支
給

決
定

さ
れ

る
場
合

が
多

い
た

め
、
過
払

い
が
発

生
し

や
す

い
。

 

２
５

８
 

  
⑸

 
返

納
金

債
権

の
発

生
後

の
処
理

手
続

 
児

童
扶

養
手
当

（
旧

法
含
む

）
・

愛
知

県
遺

児
手

当
返

納
金

債
権

に
関

す
る

事
務

取
扱

要
領

に
基
づ

き
、

児
童

家
庭

課
、

各
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

及
び

各
市

町
村

で
行

っ
て
い

る
。

 
ア

 
返

納
金
債

権
の

発
生

 
（

ア
）

市
区
町

村
の

業
務

 
当

該
手
当

の
返

納
金

債
権

の
発

生
が

あ
っ

た
時
は

、
当

該
受

給
者
に

そ
の

旨
を

説
明

し
、
債
務

承
認

書
を

徴
取

す
る

。
 

そ
の

後
、
資

格
調

書
及

び
債

権
発

生
報

告
書

を
作

成
し
、
資

格
喪
失

届
等

債
権

発
生

に
関

係
す

る
届

出
等

の
写

し
と

併
せ

て
管

轄
の

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
（

区
に

あ
っ

て
は

、
名

古
屋

市
本

庁
を

経
由

し
児

童
家

庭
課

。
以

下
同

様
と

す
る
）

へ
進

達
す

る
。

 
（

イ
）

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
等

の
業
務

 
進

達
の
あ

っ
た

上
記
（

ア
）
の
書

類
に

受
給

者
台
帳

の
写

し
を

添
付
し

、
各

月
末

の
３

開
庁
日

前
ま

で
に

児
童

家
庭

課
へ

送
付

す
る

。
 

イ
 

納
入

（
戻

入
）

通
知

書
 

 
 

 
 

児
童

家
庭

課
は

納
入
（

戻
入

）
通
知

書
を

市
区

町
村

へ
、
債

権
管

理
簿

を
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

へ
送

付
す

る
。
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー
は

市
町

村
と

連
携

し
、
債

務
者
に

対
し

て
指

定
納

期
限

ま
で

に

納
入

す
る

よ
う

指
導

す
る

。
 

ウ
 

督
促

 
 

 
 

 
児

童
家

庭
課

は
、

原
則

と
し

て
当

初
の

納
期

限
を

過
ぎ

て
も

未
納

で
あ

る
債

務
者

に
督

促
状

を

直
接

送
付

す
る

と
と

も
に
、
未

納
と
な

っ
て

い
る

債
務

者
全

員
に

対
し
、
年

に
１

回
以

上
催

告
状

を

送
付

す
る

。
市

区
町

村
は

債
務

者
か
ら

返
納

に
関

し
照

会
が

あ
れ

ば
納
入

指
導

を
す

る
。

 
エ

 
履

行
延
期

の
処

分
 

 
 

 
 

一
括

で
納

付
す

る
こ

と
が

原
則

だ
が

、
一

括
納

付
は

困
難

で
あ

る
が

分
割

に
よ

り
納

付
が

可
能

と
認

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
は

、
履
行

延
期

申
請

書
を

提
出

さ
せ

る
。

 
（

ア
）

分
割
納

付
金

額
 

１
回

の
納

付
金

額
は

、
概

ね
５

千
円

以
上

と
す
る

。
 

（
イ

）
分

割
回

数
 

最
初

の
履

行
延

期
に

お
け

る
分

割
回

数
は

１
２
回

以
内

と
す

る
。

 
再

度
の

履
行

延
期

に
お

け
る

分
割

回
数

は
、

債
務

者
の

生
活

状
況

及
び

納
付

状
況

等
に

応
じ

て
個

別
に

設
定

す
る

こ
と

と
す

る
が

、
原
則

と
し

て
は

２
４

回
以
下

と
す

る
。

 
（

ウ
）

手
続

 
 

 
 

債
務

者
か

ら
履

行
延

期
申

請
書

の
提

出
を

受
け

た
市

区
町

村
は

併
せ

て
債

務
承

認
書

を
徴

取

す
る

と
と

も
に

資
格

調
書

※
を

作
成

し
、
福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
へ
進

達
す

る
。
福

祉
相
談

セ
ン
タ

ー
は

内
容

を
審

査
し

、
適

当
と

認
め

た
も
の

に
つ

い
て

、
児

童
家
庭

課
へ

送
付

す
る

。
 

 
 

 
 

 
な

お
、

こ
の

取
扱

い
は
、

再
度

の
履

行
延

期
申

請
の

際
も

同
様
と

す
る

。
 

 
 

オ
 

内
払

調
整

 



令和５年３月31日　　　　　金曜日　　　　愛  知  県  公  報

-134-

第393別冊２号

２
５

９
 

 

一
括

納
付

は
困

難
で

あ
る

が
分

割
に

よ
り

納
付

が
可

能
と

認
め

ら
れ

る
者

の
う

ち
、

債
務

の
原

因
と

な
っ

た
手

当
と

同
一

の
手

当
を
受

給
し

て
い

る
者

に
つ

い
て

は
、
原
則

、
内

払
調

整
に

よ
り
債

務
を

徴
収

す
る

。
当

該
債

務
者

に
つ
い

て
、

内
払

調
整

依
頼

書
を

提
出
さ

せ
る

。
 

カ
 

納
入

指
導
（
「
児

童
扶

養
手

当
（
旧

法
含

む
）・

愛
知

県
遺

児
手
当

返
納

金
債

権
に

関
す

る
事

務
取

扱
要

領
」

よ
り

抜
粋

 ）
 

（
ア

）
債

権
管

理
簿

の
配

布
 

 
 

 
 

 
児

童
家

庭
課

は
保

管
し

て
い

る
債

権
管

理
簿

の
写

し
を

毎
年

６
月

に
、

所
管

の
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
へ

配
布

す
る

。
 

 
（

イ
）

債
務
者

の
状

況
把

握
調

査
 

 
 

 
 

 
市

区
町

村
は
、
返

納
金
が

徴
収

で
き

な
か

っ
た

場
合

は
、
債
務

承
認

書
を
毎

年
１
１

月
ま

で
に

徴
取

す
る

と
と

も
に

、
債

務
者

全
員

の
状
況

を
把

握
す

る
た

め
に
、

資
格

調
書

を
作

成
す

る
。

 
 

 
 

 
 

徴
取

し
た

債
務

承
認

書
及

び
作

成
し

た
資

格
調

書
は

、
毎

年
１

２
月

１
０

日
ま

で
に

管
轄

の

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

へ
報

告
す

る
。

 
 

 
 

 
 

た
だ
し

、
返

納
金

及
び
債

務
承

認
書

を
徴

取
で

き
な

か
っ
た

場
合

は
、
引
き

続
き
納

入
指

導
を

す
る

。
 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

は
前

述
の

書
類

に
つ

い
て

、
毎

年
１

２
月

１
５

日
ま

で
に

児
童

家
庭

課

に
報

告
す

る
。

 
（

ウ
）

債
務
者

の
転

居
 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

は
、
債

務
者

の
転

居
が

判
明

し
た

都
度

、
新
住

所
地

を
確

認
し

、
児

童
家

庭
課

に
報

告
す

る
。

 
な

お
、
所
管

外
の

市
町

村
へ

転
居

し
た

場
合

は
、
新

住
所
地

を
所
管

す
る

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
も

連
絡

し
、
債

権
管

理
簿

等
移

管
の

う
え

、
新

住
所
地

の
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
か

ら
該

当
市
町

村
へ

、
納

入
指

導
等

の
協

力
を

依
頼

す
る
。

 
（

エ
）

債
務
者

の
行

方
不

明
等

 
債

務
者
が

行
方

不
明
（

住
民

票
は

あ
る

が
所

在
不

明
、
住

民
票

が
職

権
抹

消
さ

れ
て

い
る

等
）

又
は

そ
れ

に
類

す
る

状
態

の
場

合
は

、
そ
の

旨
を

児
童

家
庭

課
へ
報

告
す

る
。

 
※

資
格

調
書

…
債

権
発

生
に

よ
り

同
時

進
達

の
場

合
は

省
略

可
、

概
ね

１
か

月
以

内
に

作
成

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
写

し
で

可
 

⑹
 

児
童

扶
養

手
当

収
入

未
済

金
の

推
移

 
 

ア
 
推

移
 

児
童

扶
養

手
当

収
入

の
調

定
額

、
収
入

済
額

、
不

納
欠

損
処

分
額

、
収

入
未

済
額

の
推

移
は

、【
図

表
８

－
１

０
－

１
】
の
と

お
り

で
あ

る
。
２

０
１

９
年

１
１

月
か

ら
、
そ

れ
ま

で
年

３
回

の
支

給
で

あ
っ

た
と

こ
ろ

、
２
か

月
分
ず

つ
年
６

回
の

支
給

に
変

更
さ

れ
た

。
因

果
関

係
は

不
明

で
あ

る
が

、

２
０

１
９

年
度

か
ら

調
定

額
も

減
少
傾

向
に

あ
る

。
 

 

２
６

０
 

 【
図

表
８

－
１

０
－

１
】
児
童

扶
養
手

当
収

入
未

済
額

等
の

推
移

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

年
度

20
21

年
度

20
20

年
度

20
1
9年

度
20

18
年

度
20

17
年

度
2
01

6年
度

20
15

年
度

調
定

額
28

,4
14

,2
5
0

30
,0

52
,3

70
31

,
58

7,
29

0
32

,7
94

,
63

0
32

,2
88

,3
40

3
5,

47
9,

23
0

34
,8

4
7,

08
0

収
入

済
額

4,
3
83

,8
7
0

2,
3
46

,3
80

1,
64

0,
3
50

2
,5

24
,
31

0
1
,5

72
,9

80
4,

94
2
,6

70
2,

69
0,

91
0

不
納

欠
損

額
1,

5
06

,9
1
0

2,
1
99

,5
60

33
3,

7
00

38
2,

70
0

12
,8

00
7
4,

48
0

74
8,

99
0

収
入

未
済

額
22

,5
23

,4
7
0

25
,5

06
,4

30
29

,
61

3,
24

0
29

,8
87

,
62

0
30

,7
02

,5
60

3
0,

46
2,

08
0

31
,4

0
7,

18
0

 
 

イ
 

不
納

欠
損

処
分

額
に

つ
い

て
 

（
ア

）
金

額
 

過
去

７
年

間
の

推
移

を
み

る
と

、
２

０
２

１
年

度
の

調
定

額
は

２
８

４
１

万
４

２
５

０
円

と

な
り
、
こ
こ

７
年

間
で

最
も

少
な

い
。
収

入
済
額

に
つ

い
て

も
、
４

３
８
万

３
８

７
０

円
で

あ
り

、

過
去

７
年

で
２

番
目

に
高

い
金

額
で

あ
る
。
一

方
、
不

納
欠
損

処
分
額

は
、
１
５

０
万

６
９

１
０

円
と

過
去

７
年

間
で

２
番

目
に

高
い

金
額
で

あ
る

。
収

入
未

済
額
に

つ
い

て
は

、
２

２
５

２
万
３

４
７

０
円

で
あ

り
、

減
少

傾
向

に
あ

る
と
言

え
る

。
 

（
イ

）
原

因
 

 
 

 
 

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

る
と
、
不

納
欠

損
処

分
と

な
る

原
因

は
、
①

時
効

完
成
と

②
自

己
破

産
が
主

な
も

の
で

あ
る

。
 

①
時

効
完

成
に

つ
い

て
は

、
償

還
指

導
市

区
町

村
が

債
務

者
か

ら
債

務
承

認
書

の
提

出
を

受

け
て

そ
の

債
務

承
認

書
を

も
っ

て
、
時

効
起

算
日

が
開

始
す

る
。
そ

し
て

、
そ
の

起
算

日
か

ら
５

年
の

経
過

を
も

っ
て

債
務

者
の

援
用

を
要
す

る
こ

と
な

く
、
時

効
消
滅

す
る

。
時

効
に

よ
り

債
務

を
免

れ
る

債
務

者
の

ほ
と

ん
ど

が
、
債

務
承

認
書

を
記

入
・
提

出
す
る

こ
と

な
く

、
５

年
間

放
置

し
た

ま
ま

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

時
効

中
断

事
由

と
し

て
は

、
「

承
認

」
又

は
「

一
部

返
還

」

で
あ

る
。

 
②

自
己
破

産
に

つ
い

て
、
自

己
破

産
を

申
し

立
て

る
債

務
者

は
、
年
間

で
１

～
２

人
程

度
と

の

こ
と

で
あ

る
。
し
た

が
っ

て
、
不

納
欠

損
処
分

の
多

く
が

、
時

効
消

滅
を
原

因
と

す
る

も
の

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 
１

１
 

母
子

父
子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

金
償

還
金

（
私

債
権

）
 

⑴
 

概
要

 
 

 
 

母
子

父
子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

金
は

、
母

子
及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

に
基

づ
き
、
母

子
家

庭

及
び

父
子

家
庭

並
び

に
寡

婦
に

対
し

、
そ

の
生

活
の

安
定

と
向

上
の

た
め

に
必

要
な

資
金

を
貸

し
付

け
る

も
の

で
あ

る
。

配
偶

者
の

な
い

女
子

及
び

男
子

の
経

済
的

自
立

の
助

成
と

生
活

意
欲

の
助

長
を

図
り

、
あ

わ
せ

て
そ

の
扶

養
し

て
い
る

児
童

の
福

祉
を

増
進

す
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

 
 

⑵
 

母
子

父
子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

金
の

内
容

等
 

 
 

ア
 

根
拠

法
令

等
 

 
 

 
 

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
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２
６

１
 

  
 

 
 

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
施

行
令

 
 

 
 

 
母

子
及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
施

行
規

則
 

 
 

 
 

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
施

行
細

則
 

 
 

イ
 

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金
貸

付
金

の
内

容
等

 
 

 
 

 
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

資
金
貸

付
金

の
貸

付
対

象
者

、
貸

付
金

の
種

類
、
貸
付

限
度

額
等

の
具

体
的

な
内

容
は

、【
図
表

８
－

１
１

－
１
】

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

限
度

額
表

に
記

載
の

と
お
り

で
あ

る
。

貸
金

の
種

類
と

し
て

は
、
修

学
や

就
業

に
係

る
資

金
が

多
く
を

占
め

て
い

る
。

 
⑶

 
県
の

有
す

る
債

権
の

発
生

原
因

・
法
的

性
質

 
 

ア
 
県

の
貸

付
け

の
対

象
 

 
 

 
 

名
古

屋
市

、
豊
橋

市
、
岡

崎
市

、
一

宮
市
（

２
０

２
１
年

度
か

ら
）
及

び
豊
田

市
は

、
政

令
指

定

都
市

又
は

中
核

市
で

あ
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
の

市
で

貸
付

け
を

実
施

し
て

い
る
（

母
子

及
び

父
子

並

び
に

寡
婦

福
祉

法
第

４
６

条
）
。

そ
の

た
め

、
県

は
、

そ
れ

以
外

の
市

町
村

に
在

住
す

る
県

民
に
対

し
て

、
貸

付
け

を
実

施
し

て
い

る
。

 
 

イ
 
発

生
原

因
・

法
的

性
質

 
 

 
 

 
県

は
、
貸
付

け
を
実

施
す
る

こ
と

に
よ

り
、
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

の
返

還
請

求
権
を

取
得

す
る

。
同

債
権

の
法

的
性

質
は

、
消

費
貸
借

契
約

に
基

づ
く

貸
金
返

還
請

求
権

で
あ

り
、
私
債

権
で

あ
る

。
 

 
⑷

 
利

息
及

び
違

約
金

 
 

 
ア

 
利

息
 

 
 

 
 

利
息

は
、
修
学

資
金

、
修

業
資

金
、
就

職
支

度
資

金
（

配
偶

者
の
な

い
女

子
又

は
男

子
が
扶

養
し

て
い

る
児

童
に

係
る

も
の

に
限

ら
れ
る

）
及

び
就

学
支
度

資
金

の
貸

付
金

は
無

利
子

で
あ

り
、
そ
の

他
の

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付
金

に
つ

い
て

は
、
保
証

人
を
立

て
る

場
合

は
、
無
利

子
、
保
証

人
を

立
て

な
い

場
合

は
、
据

置
期

間
中

は
無

利
子

、
据

置
期

間
経

過
後
は

利
息

が
発

生
す

る
（

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

施
行
令

第
８

条
５

項
、
第

３
１

条
の

６
第

５
項
、
第
３

７
条

５
項

）
。 

 
 

イ
 

違
約

金
 

 
 

 
 

貸
付

け
を

受
け

た
者

が
、
所
定

の
納

付
期

限
ま

で
に

償
還

金
を

支
払

わ
な

か
っ

た
場
合

に
は
、
延

滞
元

利
金

額
に

つ
き

、
違

約
金

が
発
生

す
る
（

母
子

及
び
父

子
並
び

に
寡

婦
福

祉
法

施
行

令
第

１
７

条
、

第
３

１
条

の
７

、
第

３
８

条
）。

 
⑸

 
債
権

管
理

体
制

 
 

ア
 
人

員
体

制
 

 
 

 
 

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金
貸

付
金

は
、
児

童
家

庭
課

が
所

管
し

て
い

る
。
母
子

父
子

寡
婦

福
祉
貸

付
金

を
担

当
し

て
い

る
の

は
、
児

童
家
庭

課
の

家
庭

福
祉

グ
ル

ー
プ

で
あ

り
、
そ

の
う
ち

担
当

の
職

員
は

２
名

（
１

名
は

正
規

職
員

、
１
名

は
専

任
の

非
常

勤
職

員
）

で
あ
る

。
 

 

２
６

２
 

 【
図

表
８

－
１

１
－

１
】

母
子

父
子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
限

度
額

表
（

出
典
：

県
の

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
）

 

 

〈
貸
付
け
を
受

け
ら
れ
る
方
〉
 

１
 
母
子
福
祉

資
金
 

 
①
 
20
歳
未

満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
配
偶

者
の
な
い
女
子
（
母
子
家
庭
の

母
）
 

 
②
 
①
が
扶

養
し
て
い
る
20
歳
未
満
の
児
童
及

び
20
歳
以
上
の
子
等
 

 
③
 
20
歳
未

満
の
父
母
の
な
い
児
童
 

 ２
 
父
子
福
祉

資
金
 

 
①
 
20
歳
未

満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
配
偶

者
の
な
い
男
子
（
父
子
家
庭
の

父
）
 

 
②
 
①
が
扶

養
し
て
い
る
20
歳
未
満
の
児
童
及

び
20
歳
以
上
の
子
等
 

 ３
 
寡
婦
福
祉

資
金
 

 
①
 
か
つ
て

配
偶
者
の
な
い
女
子
と
し
て
20
歳

未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
た

こ
と
の
あ
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
（
寡
婦
） 

②
 
①
が
扶

養
し
て
い
る
20
歳
以
上
の
子
等
 

 
③
 
40
歳
以
上
の
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
、
母
子
家
庭
の
母
及
び
寡
婦
以
外
の
も
の
 

 （
貸
付
金
の
種

類
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
令
和
4年

4月
1日

現
在
）
 

                            注
１

 
特
別
貸

付
の
適
用

基
準
 

 
 
(
1
)住

宅
資

金
：
災
害

時
に
よ
り

特
に
必
要

と
認
め
ら

れ
る
場
合

及
び
老

朽
等
に
よ

り
増
改
築

を
行
う
場

合
 

 
 
(
2
)医

療
介

護
資
金
：

所
得
税
非

課
税
世
帯

 
 
 
(
3
)技

能
習

得
資
金
：

年
度
初
め

等
に
必
要

額
が
貸
付

限
度
額
の

月
額
を

超
え
る
場

合
又
は
自

動
車
運
転

免
許
取
得

の
場
合
 

 
 
(
4
)修

業
資

金
：
高
校

3年
在
学

時
に
就
職

を
希
望
す

る
児
童
で

、
就
職
に

際
し
自
動

車
運
転
免

許
の
取

得
が
必
要

な
場
合
 

 
 
(
5
)就

職
支

度
資
金
：

通
勤
の
た

め
に
自
動

車
が
必
要

で
あ
る
認

め
ら
れ

る
場
合
 

注
２

 
加
算
 

修
学
資
金
・
修
業
資

金
：
高

等
学
校
に

就
学
中
の

児
童
が
、
18
歳
に

達
す
る
日

以
後
の
最

初
の

3月
3
1日

に
達
し
た
こ
と

に
よ
り
、
児
童

扶
養
手
当
等

の
給
付
を

受
け
る

こ
と
が
で

き
な
く
な

っ
た
場
合

は
、
児
童

扶
養
手
当

相
当
額

貸
付

限
度

額
据

置
償

還
期

間
母

子
父

子
寡

婦
(円

)
期

間
(以

内
)

3
,1

4
0
,0

0
0

複
数

の
母

子
家

庭
の

母
等

が
共

同
し

起
業

す
る

場
合

4
,7

1
0
,0

0
0

事
業

継
続

資
金

母
父

本
人

現
在

営
ん

で
い

る
事

業
を

継
続

す
る

た
め

の
運

転
資

金
又

は
拡

張
資

金
1
,5

7
0
,0

0
0

6
か

月
7
年

(月
額

) 
6
8
,0

0
0

一
括

 8
1
6
,0

0
0

運
転

免
許

 4
6
0
,0

0
0

原
則

保
証

人
有

無
利

子

6
年

(特
別

7
年

)

転
宅

資
金

母
父

本
人

住
居

の
移

転
に

伴
う

敷
金

、
権

利
金

等
の

一
時

金
に

あ
て

る
た

め
の

資
金

2
6
0
,0

0
0

6
か

月
3
年

医
療

介
護

資
金

母
又

は
児

童
等

父
又

は
児

童
等

本
人

医
療

及
び

介
護

を
受

け
る

の
に

必
要

な
資

金
の

自
己

負
担

分
等

に
あ

て
る

た
め

の
資

金
(介

護
分

に
つ

い
て

は
､償

還
払

い
の

際
の

一
時

立
て

替
え

経
費

を
含

む
)

医
療

 3
4
0
,0

0
0

(特
別

 4
8
0
,0

0
0
)

介
護

 5
0
0
,0

0
0

6
か

月
5
年

一
般

(月
額

) 
1
0
5
,0

0
0

技
能

2
0
年

技
能

(月
額

) 
1
4
1
,0

0
0

医
介

5
年

母
子

家
庭

等
8
年

生
計

中
心

者
で

な
い

場
合

7
0
,0

0
0

失
業

5
年

結
婚

資
金

児
童

等
児

童
等

子
等

児
童

又
は

子
が

婚
姻

す
る

の
に

必
要

な
資

金
3
0
0
,0

0
0

6
か

月
5
年

2
0
年

専
修

一
般

5
年

就
学

支
度

資
金

児
童

等
児

童
等

子
等

小
学

校
、

中
学

校
、

高
等

学
校

、
大

学
、

大
学

院
、

専
修

学
校

、
修

業
施

設
へ

入
学

及
び

入
所

す
る

際
の

入
学

資
金

(別
表

参
照

）
6
か

月
(就

学
)2

0
年

(修
業

)5
年

修
業

資
金

児
童

等
児

童
等

子
等

事
業

開
始

、
就

職
の

た
め

に
必

要
な

知
識

、
技

能
を

習
得

す
る

の
に

必
要

な
授

業
料

、
材

料
費

、
交

通
費

等
の

資
金

（
修

業
施

設
在

学
生

）

(月
額

) 
6
8
,0

0
0

(特
別

 4
6
0
,0

0
0
)

1
年

2
0
年

1
5
0
0
0
00

(特
別

 2
,0

0
0
,0

0
0
)

6
か

月

1
年

2
0
年

保
証

人
無

年
1
.0

％

保
証

人
有

無
利

子

原
則

保
証

人
有

無
利

子

6
か

月

(別
表

参
照

）
修

学
資

金
児

童
等

児
童

等
子

等
高

等
学

校
、

大
学

、
大

学
院

、
専

修
学

校
就

学
中

の
学

資
等

に
必

要
な

資
金

6
か

月

生
活

資
金

母
父

本
人

技
能

習
得

期
間

中
、

医
療

若
し

く
は

介
護

を
受

け
て

い
る

期
間

中
、

母
子

家
庭

若
し

く
は

父
子

家
庭

に
な

っ
て

７
年

未
満

の
生

活
安

定
期

間
中

又
は

失
業

し
て

い
る

期
間

中
（
１

年
以

内
）
の

生
活

資
金

住
宅

資
金

母
父

本
人

現
在

住
ん

で
い

る
住

宅
を

増
、

改
築

及
び

補
修

す
る

た
め

に
必

要
な

資
金

、
又

は
自

ら
居

住
す

る
住

宅
の

建
設

・
購

入
す

る
た

め
に

必
要

な
資

金

就
職

支
度

資
金

就
職

す
る

た
め

に
必

要
な

被
服

、
身

の
回

り
品

等
の

購
入

資
金

1
年

 6
年

1
0
0
0
0
0

(特
別

 3
3
0
,0

0
0
)

本
人

母
又

は
児

童
等

父
又

は
児

童
等

技
能

習
得

資
金

母
父

本
人

事
業

開
始

、
就

職
の

た
め

に
必

要
な

知
識

、
技

能
を

習
得

す
る

た
め

に
必

要
な

授
業

料
、

材
料

費
、

交
通

費
等

の
資

金
、

又
は

高
等

学
校

に
修

学
す

る
場

合
に

必
要

な
資

金
（５

年
以

内
）

事
業

開
始

資
金

資
金

の
種

類
貸

付
対

象
資

金
の

内
容

利
息

母
1
年

7
年

保
証

人
無

年
1
.0

％

保
証

人
有

無
利

子

事
業

を
開

始
す

る
の

に
必

要
な

設
備

、
材

料
、

商
品

等
の

購
入

資
金

本
人

父

特
別
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も
っ

と
も

、
市

及
び

県
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
が

、
貸
付

け
の

申
請

に
係
る

事
前

相
談

、
償

還
指

導
、

書
類

の
経

由
等

を
行

っ
て

い
る

。
そ

の
た
め

、
児

童
家
庭

課
は

、
市
及

び
県

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー
を

経
由

し
て

提
出

さ
れ

た
書

類
や

市
及

び
県

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

か
ら

の
報

告
に

基
づ

き
、

債
権

を

管
理

し
て

い
る

。
ま

た
、
児
童

家
庭
課

は
、
市

及
び
県

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
に

対
し

て
、
追
加

の
調

査
や

償
還

指
導

を
依

頼
す

る
な

ど
、
必

要
に

応
じ

て
依

頼
・

指
示

を
し
て

い
る

。
 

市
及

び
県

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
貸

付
け

の
申

請
に

係
る

事
前

相
談

や
償

還
指

導
を

担
当

し
て

い
る

の
は

、
主

と
し

て
、
母

子
・

父
子

自
立

支
援

員
の

肩
書
を

有
す

る
職

員
で

あ
る
。

 
 

 
イ

 
資

料
の
保

管
体

制
 

 
 

 
 

児
童

家
庭

課
で

は
、

債
権
管

理
シ

ス
テ

ム
を

用
い

て
債

権
を

管
理
し

て
い

る
。

 
 

 
 

 
紙

媒
体
の

資
料

の
保

管
方
法

や
期

間
等

に
つ

い
て

は
、
愛

知
県

行
政
文

書
管
理

規
程
に

よ
る
。
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

る
と

、
紙
媒

体
の

資
料

は
、
基
本

的
に

は
児

童
家

庭
課

で
管

理
し
て

い
る

が
、
母

子
・

父
子

自
立

支
援

員
の

実
施

し
た

償
還

者
と

の
交

渉
記

録
や

ケ
ー

ス
記

録
な

ど
は

、
市

及
び

県
福

祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

管
理

し
て
い

る
。

 
 

⑹
 

債
権

管
理
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
 

 
ア

 
児

童
家
庭

課
で

は
、

債
権

管
理

の
た

め
の

マ
ニ
ュ

ア
ル
と

し
て

、「
母
子

父
子
寡

婦
福
祉

資
金

貸

付
事

務
処

理
要

領
」
、「

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

未
収

金
に

関
す
る

事
務

取
扱

要
領

」
及

び
「

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
違

約
金
徴

収
事

務
取

扱
要

領
」

を
作

成
し
て

い
る

。
 

 
 

イ
 
「

母
子

父
子

寡
婦
福

祉
資
金

貸
付

事
務

処
理

要
領

」
は

２
０

０
０

年
４

月
１
日

か
ら

施
行

さ
れ
、

適
宜

改
訂

さ
れ

て
い

る
。
「
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処
理

要
領
」

に
は

、
貸
付

申
請
者

等
の

要
件
、
貸

付
基

準
、
及
び

、
貸

付
け

の
申

請
、
償

還
及

び
支
払

猶
予

等
の

手
続

等
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 
 

ウ
 
「
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資
金

未
収

金
に

関
す

る
事

務
取

扱
要
領

」
に

は
、
督

促
状

、
違

約
金

、
債

権
回

収
強

化
月

間
、
債

務
承
認

書
、
債

権
回

収
の
外

部
委
託

に
関
す

る
こ

と
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る
。 

 
エ

 
「
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金
違

約
金

徴
収

事
務

取
扱
要

領
」
に

は
、
違

約
金

の
計

算
方

法
、

発
生

の
通

知
、

不
徴

収
等

に
つ

い
て
定

め
ら

れ
て

い
る

。
 

⑺
 

貸
付

け
及

び
収

入
未

済
の

状
況

 
ア

 
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

貸
付

金
の
元

利
金

の
状

況
 

 
 

児
童

家
庭

課
か

ら
提

供
さ

れ
た

資
料

に
よ

る
と

、
２

０
２

１
年

度
時

点
の

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

貸
付

金
の

調
定

元
利

金
、
収

納
元

利
金

及
び

滞
納

元
利

金
の

件
数
、

人
数
、

金
額

は
、
【
図

表
８
―

１
１

－
２

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

こ
の

中
に

は
、
時
効

期
間

が
経

過
し

た
債
権

も
多

数
含

ま
れ

て
い
る

。
時

効
期

間
が

経
過

し
た
債

権
の

管
理

に
つ

い
て

の
児

童
家

庭
課

の
認

識
は
、

次
の

と
お

り
で
あ

る
。

 
時

効
期
間

が
経

過
し

た
債

権
に

つ
い
て

は
適

宜
不

納
欠

損
処
分

を
し

て
い

ま
す

が
、
中

に
は

時
効

期
間

が
経

過
し

て
い

る
も
の

も
あ

り
ま
す

。
当

該
債

権
の

管
理
を

続
け

る
理

由
と

し
て
は

、
未

収
金

は
税

金
で

あ
り

可
能

な
限

り
回
収

を
行

う
べ
き

で
、

単
純

に
時

効
期
間

が
経

過
し

て
い

る
こ
と

を
も

っ
て

即
時

に
不

納
欠

損
処

分
を

す
る
べ

き
で

は
な
い

と
考

え
る

た
め

で
す
。

対
応

方
法

と
し

て
は
、

訪
問

、
手

紙
や

電
話

等
に

よ
る

督
促

を
行
っ

て
い

ま
す
。

な
お

、
手

を
尽

く
し
て

も
回

収
の

可
能

性
が
見

込
め

な
い

債
権

等
に

つ
い

て
は

、
適
宜

不
納

欠
損

処
分
を

検
討

し
ま

す
。

 

２
６

４
 

  
 

 
ま

た
、

長
期

の
滞

納
事

例
に
つ

い
て

の
、

対
応

は
次

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
本

県
の
長

期
の

滞
納

事
例

は
、

た
と
え

ば
、

債
務

者
が

生
活
保

護
を

受
給

し
た

り
自
己

破
産

し
て

し
ま

っ
た

り
と

、
ま

ず
は
生

活
再

建
を
図

っ
て

い
る

事
例

な
ど
が

占
め

て
い

ま
す

。
た
だ

、
中

に
は

、
郵

便
物

は
届

く
が

音
沙

汰
が
な

い
事

例
等
も

あ
り

ま
す

。
そ

の
よ
う

な
場

合
は

、
原

則
、
債

務
者

の
住

所
地

に
訪

問
し

て
、

債
務

者
と
今

後
の

返
済
へ

の
意

思
や

見
込

み
に
つ

い
て

話
し

合
い

を
行
う

と
い

っ
た

対
応

を
し

て
い

ま
す

。
債
務

者
と

会
え

な
い
場

合
は

、
複

数
回

足
を

運
び

ま
す
。
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図
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１
年

度
時

点
の

調
定

元
利

金
、

収
納

元
利

金
及

び
滞

納
元

利
金

の
状

況

調
定

年
度

調
定

元
利

金
(
件

)

調
定

元
利

金
(
人

)

調
定

元
利

金

（
円

）

収
納

元
利

金
(
件

)

収
納

元
利

金
(
人

)

収
納

元
利

金

（
円

）

滞
納

元
利

金
(
件

)

滞
納

元
利

金
(
人

)

滞
納

元
利

金

（
円

）

2
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2
1
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2
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4
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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,
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,
0
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2
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1
8

2
2
2

1
9

1
,
6
5
3
,
8
1
9

2
5

6
1
9
2
,
2
2
5

1
9
7

1
4

1
,
4
6
1
,
5
9
4
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0
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,
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3
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1
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5
8

2
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,
6
7
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,
5
9
4
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2

5
1
4
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,
8
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8

3
3
6

2
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,
5
3
3
,
7
0
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2
0
1
5

5
4
0

4
6
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,
5
4
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,
5
8
0

6
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4
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,
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1
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,
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0
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,
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0
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5
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,
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0
0

4
1
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3
,
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5
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9
9
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1
9
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,
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0
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4
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0
2
0

3
4
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1
9
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6
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,
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0
5
,
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5
0
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,
3
8
0

1
9
9
2

1
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1
2
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,
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8
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0
0
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2
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,
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8
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2
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3
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,
1
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0
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3
1
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,
1
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2
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3
,
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0
2
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,
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計

1
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,
4
6
0

4
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4

1
1
9
,
4
3
3
,
6
8
4
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母

子
父
子

寡
婦

福
祉

貸
付
金

の
違

約
金

の
状

況
 

 
 

 
 

児
童

家
庭

課
か

ら
提

供
さ

れ
た

資
料

に
よ

る
と

、
２

０
２

１
年

度
時

点
の

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

貸
付

金
の

違
約

金
の

調
定

違
約

金
、
収

納
違

約
金

及
び

滞
納

違
約
金

の
件

数
、
人

数
、
金
額

は
、【

図

表
８

―
１

１
－

３
】

の
と

お
り

で
あ
る

。
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表
８
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１

１
－

３
】

２
０

２
１
年

度
時

点
の

調
定

違
約

金
、

収
納

違
約
金

及
び

滞
納

違
約
金

の
状

況
 

調
定

年
度

調
定

違
約

金
（

件
）

調
定

違
約

金
（

人
）

調
定

違
約

金
（

円
）

収
納

違
約

金
（

件
）

収
納

違
約

金
（

人
）

収
納

違
約

金
（

円
）

滞
納

違
約

金
（

件
）

滞
納

違
約

金
（

人
）

滞
納

違
約

金
（

円
）

2
0
2
1

2
3

5
8
6
,
7
0
0

1
0

3
6
,
2
0
0

1
3

2
8
0
,
5
0
0

2
0
2
0

1
2

3
4
0
,
0
0
0

2
1

1
,
4
0
0

1
0

2
3
8
,
6
0
0

2
0
1
9

1
2

2
4
3
,
4
0
0

0
0

0
1
2

2
4
3
,
4
0
0

2
0
1
8

1
1

2
3
9
,
7
0
0

5
1

2
1
,
3
0
0

6
2

1
8
,
4
0
0

2
0
1
7

5
1

2
2
,
8
0
0

5
1

2
2
,
8
0
0

0
0

0
2
0
1
6

2
1

4
0
0

0
0

0
2

1
4
0
0

2
0
1
5

1
1

1
3
,
8
0
0

0
0

0
1
1

1
3
,
8
0
0

2
0
1
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2
0
1
3

3
1

2
,
4
0
0

0
0

0
3

1
2
,
4
0
0

合
　

計
7
9

7
2
3
9
,
2
0
0

2
2

4
5
1
,
7
0
0

5
7

4
1
8
7
,
5
0
0

 
 

⑻
 

事
前

相
談

か
ら

貸
付

け
ま

で
の

流
れ

 
「

母
子

及
び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉
法

施
行

細
則
」
及
び
「
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
務
処

理
要

領
」

に
よ

れ
ば

、
事

前
相

談
か
ら

貸
付

け
ま

で
の

流
れ

は
以

下
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

 
ア

 
事

前
相
談

 
 

 
 

 
貸

付
申
請

者
は
、
貸

付
け
の

申
請

を
す

る
前

に
、
住

所
地

を
所
管

す
る

市
又
は

県
福

祉
相

談
セ
ン

タ
ー

に
、

事
前

に
貸

付
け

に
係

る
相
談

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

貸
付

申
請

者
、
連

帯
借

受
人

及
び

保
証

人
は

、
原

則
と

し
て
、
市
又

は
県

福
祉

相
談

セ
ン
タ

ー
の

職
員

に
よ

る
面

接
を

受
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
担

当
の
職

員
は
、
主

に
、
母
子
・
父

子
自

立
支
援

員
の

肩
書

を
持

つ
職

員
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

面
接

の
内

容
に

つ
い

て
規
定

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

は
存

在
し

な
い
。
も

っ
と
も

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

に

よ
る

と
、
母

子
・

父
子

自
立

支
援

員
は
、

面
接

の
際

に
は
、
「

家
庭

状
況

調
査

書
」

や
「
収

支
状
況

報
告

書
」
等

の
申

請
書

の
添
付

書
類
を

記
入

し
な

が
ら

、
貸

付
申
請

者
の

家
庭

状
況

や
経

済
状

況
等

に
つ

い
て

聞
き

取
り

を
す

る
。

 
２

０
２

１
年

７
月

１
２

日
か

ら
施

行
の

税
外

債
権

管
理

に
係

る
基

本
方

針
で

は
、

債
権

発
生

時

の
対

応
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
定
め

ら
れ

て
い

る
。

 
税

外
債
権

管
理

に
係

る
基

本
方

針
 

１
 

債
権

発
生

時
の

対
応

 

未
収
金

を
発

生
さ
せ

な
い

こ
と

が
重
要

で
あ

り
、
貸

付
審

査
の

強
化

や
債

務
者

・
保

証
人

に
対

す
る

制
度

周
知
の

徹
底

等
を

行
う

。
 

⑴
 
貸

付
時

の
審

査
の
強

化
 

貸
付

時
の

審
査

事
務

を
厳

格
に

行
う

。
必
要

に
応

じ
て

、
税
金

の
滞

納
が

な
い

旨
の

納
税
証

明
書

や
公

共
料

金
の

支
払

状
況

、
連

帯
保

証
人

の
所

得
・
資

産
等

を
確

認
で

き
る
書

類
の

提
出

を
求
め

る
。

 

⑵
 
制

度
の

周
知

徹
底
等

 

 
 

債
務

不
履
行

時
に

お
い
て

は
、

債
務

者
に

加
え

、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

も
、

財
産

調
査

や

強
制

執
行

等
の

法
的

手
段

を
講

じ
る
旨

を
書

面
に

て
周
知

徹
底

す
る

。
 

 
 

な
お

、
強
制

徴
収

で
き
な

い
債

権
に

つ
い

て
は

、
債

権
の

性
質

、
金

額
及

び
重

要
性

に
応

じ

て
、
財

産
調

査
に
対

し
て

債
務

者
自
身

が
協

力
し
、

ま
た

県
が

関
係

機
関

に
対

し
て

行
う

財
産

調
査

に
つ

い
て

あ
ら

か
じ

め
同

意
す
る

旨
の

同
意

書
を
徴

取
す

る
こ

と
を

検
討
す

る
。

 

 
 

 
 

２
０

１
６

年
度

頃
ま

で
は

全
て

の
貸

付
申

請
で

連
帯

保
証

人
の

所
得

証
明

書
の

添
付

を
求

め
て

い
た

。
し

か
し

、
国
か

ら
、
貸

付
け

を
必

要
と

す
る

ひ
と

り
親

家
庭
等

に
対

し
迅

速
な

貸
付

け
が
行

２
６

６
 

 

わ
れ

る
よ

う
、
面

談
回

数
の
縮

小
や
添

付
書

類
の

省
略

等
、
可

能
な
限

り
手

続
の

簡
素
化

等
に

配
慮

す
る

よ
う

示
さ

れ
た

こ
と

も
あ

り
、
現
在

で
は

、
所

得
証

明
書

や
税
金

の
滞

納
が

な
い

旨
の

納
税
証

明
書

や
公

共
料

金
の

支
払

状
況

、
連

帯
保

証
人

の
所

得
・
資
産

等
を
確

認
で

き
る

書
類

の
提

出
を
求

め
て

い
な

い
。

 
確

認
で

き
る

期
間

に
お

い
て

債
務

者
及

び
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

、
任

意
の

財
産

調
査

等
を

講

じ
る

旨
を

書
面

に
て

周
知

し
た

こ
と
は

な
い

。
 

確
認

で
き

る
期

間
に

お
い

て
、
任
意

の
財

産
調

査
に

対
し
て

債
務
者

自
身

が
協

力
し

、
ま

た
県
が

関
係

機
関

に
対

し
て

行
う

財
産

調
査

に
つ

い
て

あ
ら

か
じ

め
同

意
す

る
旨

の
同

意
書

を
徴

取
し

た

こ
と

は
な

く
、

ま
た

、
同

意
書

の
聴
取

を
検

討
し

た
こ

と
も

な
い

。
 

 
 

イ
 

貸
付

け
の

申
請

 
 

 
 

 
貸

付
申
請

者
は
、
各

市
及
び

県
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
の

窓
口
に

、
申

請
書

お
よ

び
添

付
書

類
を
提

出
し

て
、
貸

付
け
の

申
請

を
す

る
。
添

付
書

類
は

、
母

子
及
び

父
子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
施

行
細
則

に
規

定
さ

れ
て

お
り

、
貸

付
申

請
者

は
「
家

庭
状

況
調

査
書

」
及

び
「
収

支
状

況
報

告
書

」
等

の
提

出
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 
 

 
 

 
貸

付
申

請
者

が
貸

付
け

の
申

請
を

す
る

と
き

は
、

事
前

相
談

を
受

け
た

市
又

は
県

福
祉

相
談

セ

ン
タ

ー
が

必
要

な
調

査
及

び
指

導
を
し

た
上

で
、

受
け

付
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 
 

ウ
 
審

査
及

び
貸

付
決

定
 

 
 

 
 

県
は
、
各
市

及
び
県

福
祉
相

談
セ

ン
タ

ー
を

経
由

し
て

提
出
さ

れ
た

書
類

に
基

づ
き
、
審

査
を

実

施
し

、
貸

付
決

定
又

は
不

承
認

決
定

を
行
い

、
貸

付
申

請
者

に
対

し
、
貸

付
決

定
又

は
不

承
認

決
定

を
通

知
す

る
。

貸
付

決
定

の
通

知
を
受

け
た

者
は

、
借

用
書

を
提

出
す
る

。
 

 
 

 
 

貸
付

審
査

内
容

に
対

す
る
適

否
（

貸
付

決
定

を
行

う
か
否

か
）
は

、
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
審

査
会

に
お

い
て

審
査

を
行

う
。
も
っ

と
も

、
就

職
支

度
資

金
（
た

だ
し
、
児

童
に

対
す

る
も

の

に
限

る
）、

修
業

資
金

、
就

学
支

度
資

金
、
修

学
資

金
（

た
だ

し
、
４
つ

の
資

金
と

も
に

、「
児

童
申

請
の

場
合

」
及

び
「

保
証

人
無

し
の

申
請
」
の

場
合
を

除
く

）
に
つ

い
て

は
、
児
童

家
庭

課
担

当
グ

ル
ー

プ
に

お
い

て
審

査
し
、
そ

の
結
果

を
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

審
査

会
へ

報
告

す
る
（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
審

査
会
設

置
要

領
）
。

 
 

 
エ

 
貸

付
基
準

 
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処

理
要

領
で

は
、

配
偶

者
の

な
い

女
子

又
は

配
偶

者
の

な

い
男

子
等

が
貸

付
申

請
者

と
な

る
場
合

の
要

件
を

、
次

の
と

お
り

規
定
し

て
い

る
。

 
母
子

父
子

寡
婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処
理

要
領

 
（
略

）
 

（
４

）
原
則

、
現

に
就

労
し

て
い

る
者

で
あ

り
、
債
務

を
弁

済
す

る
こ
と

が
で

き
る

程
度

の
資

力
を
有

す
る

者
で

あ
る
こ

と
 

（
略

）
 

（
７

）
原

則
、
保

証
人

が
得

ら
れ

る
こ
と

。
た

だ
し

、
保
証

人
が

得
ら

れ
な

い
や

む
を
得

な
い

事
由

が

あ
る

者
を

除
く
。

 
（
略

）
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ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、「

債
務
を

弁
済

す
る

こ
と

が
で
き

る
程

度
の

資
力

を
有

す
る

者
で

あ
る
」

や
「

た
だ

し
、
保

証
人

が
得

ら
れ

な
い
や

む
を

得
な

い
事

由
が

あ
る

」
と

の
要

件
を
充

足
し

て
い
る

か
否

か
の

判
断

に
つ

い
て
、
内

部
的
な

運
用

上
の

基
準

は
あ

る
が

、
内

規
等

の
文

書
で

定
め

て
は

い

な
い

。
 

 
 

オ
 

貸
付

金
の

交
付

 
 

 
 

 
貸

付
金
は

、
貸

付
申

請
者
名

義
の

銀
行

口
座

に
振

り
込

ん
で

交
付
す

る
。

 
⑼

 
徴
収

事
務

の
実

施
状

況
 

「
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉
法

施
行

細
則
」
及
び
「
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

事
務
処

理
要

領
」

に
よ

る
と

、
徴

収
事

務
の
あ

り
方

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る
。

 
 

 
ア

 
償

還
時
期

到
来

の
通

知
 

 
 

 
 

県
は
、
母
子

父
子
寡

婦
福
祉

資
金

の
最

初
の

償
還

時
期

到
来
の

２
か

月
前

に
、
貸
付

申
請

者
及

び

保
証

人
に

対
し

償
還

時
期

が
到

来
す

る
旨
を

通
知

す
る

。
 

 
 

イ
 

調
定

 
 

 
 

 
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

貸
付
金

は
、
月
賦
、
半
年

賦
、
年

賦
の

い
ず
れ

か
を

選
択

し
て
、
償

還
を
す

る
と

こ
ろ

、
分

割
納

付
さ

れ
る

額
に

つ
い
て

、
そ

の
納

期
到

来
ご
と

に
調

定
す

る
。

 
 

 
ウ

 
納

入
通
知

書
及

び
納

付
書
の

発
行

 
 

 
 

 
「

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金
貸

付
事

務
処

理
要

領
」
で

は
、「

納
入
通

知
書
及

び
納
付

書
の
発

行
」

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

定
め

る
。

 
母
子

父
子

寡
婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処
理

要
領

 

第
１

５
 

納
入
通

知
書

及
び

納
付

書
の
発

行
 

県
、
母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

の
貸
付

申
請

者
、
連

帯
借

受
人

、
保

証
人

及
び

こ
れ

ら
の

相
続

人

等
、
母
子

父
子

寡
婦

福
祉
資

金
の

債
務

を
負

担
す

る
者
の

う
ち

主
と

し
て

償
還
金

の
支

払
い

を
行

う

者
（

以
下

「
償
還

者
」

と
い

う
）

に
、
納

入
通

知
書

及
び

納
付

書
を
送

付
す

る
。

 

な
お

、
納

期
限

は
原

則
と

し
て

調
定
月

の
翌

月
の

１
０
日

と
す

る
。

 

⑽
 

納
期

ま
で

に
支

払
い

が
さ

れ
な

か
っ
た

場
合

の
徴

収
事

務
手
続

 
 

 
ア

 
督

促
 

 
 

 
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、

納
期

限
経

過
後

１
か
月

を
経
過

し
て

も
な

お
納

付
が

な
い

場
合
に

は
、

県
の

債
権

管
理
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
、

機
械
的

に
、
未

納
付

が
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
さ
れ

る
。

そ
こ

で
、

児
童

家
庭

課
の

担
当

職
員

が
、

毎
月

、
シ
ス

テ
ム

か
ら

収
納

状
況
を

確
認

し
て

い
る

。
 

そ
し

て
、

未
納
の

場
合

に
は
、

施
行

日
か

ら
１

０
日

以
内
の

期
限

を
付

し
た
督

促
状

を
、「

償
還

者
」
宛
て

に
郵

送
で

督
促

を
す

る
。
督

促
状

の
送

付
事

務
は

、
児
童

家
庭

課
の

担
当

職
員

が
実

施
す

る
。

 
 

 
イ

 
一

時
償
還

（
期

限
の

利
益
の

喪
失

）
 

 
 

 
 

貸
付

金
の

貸
付

け
を

受
け
た

者
が

、
償

還
金
の

支
払

い
を

怠
っ

た
場

合
に

は
、
貸

付
け
を

受
け

た

者
に

対
し

、
貸
付

金
の

全
部
又

は
一

部
に

つ
き
、
一

時
償

還
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る
（

母
子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
施

行
令

第
１
６

条
、

第
３

１
条

の
７
、

第
３

８
条

）。
 

 
 

 
 

し
か

し
、
県

で
は
、
一

時
償
還

を
一

切
実

施
し

て
い

な
い

。
そ
の

理
由

は
、
次

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

２
６

８
 

 

当
貸

付
制

度
は

、
ひ

と
り

親
家

庭
等

の
自

立
を

支
援

し
、

家
庭
生

活
等

の
安

定
・

向
上

や
児

童
の

福
祉

増
進

を
図

る
た

め
の

も
の

で
す
。

 
ひ

と
り

親
家

庭
等

に
対

し
て

は
、

母
子

・
父

子
自

立
支

援
員

が
専

門
的

な
相

談
窓

口
と

な
っ

て
お

り
、

本
貸

付
金

だ
け

で
な

く
様

々
な

制
度

を
活

用
し

、
継

続
し

て
自

立
支

援
を

行
っ

て
お

り
ま
す

。

本
貸

付
金

の
み

の
観

点
で

償
還

指
導

を
行

っ
て

し
ま

う
と

、
ひ

と
り

親
家

庭
等

が
行

政
を

避
け
る

な

ど
、

そ
の

他
の

制
度

で
も

継
続

し
た

支
援

が
行

え
な

く
な

る
恐

れ
が

あ
り

、
本

来
の

目
的

か
ら
大

き

く
逸

脱
し

て
し

ま
う

蓋
然

性
が

高
く
な

り
ま

す
。

 
ま

た
、

一
時

償
還

の
実

施
の

可
能

性
を

否
定

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
実

際
に

は
、

多
く

の
借

受
人

が
悪

意
を

も
っ

て
滞

納
し

て
い

る
わ

け
で

は
な

く
、

生
活

困
窮

等
の

理
由

か
ら

や
む
な

く

滞
納

し
て

し
ま

っ
て

い
る

こ
と

を
考

え
る

と
、

一
時

償
還

の
請

求
を

し
た

こ
と

に
よ

り
実

際
に
償

還

さ
れ

る
可

能
性

は
低

く
、

あ
ま

り
現
実

的
で

は
な

い
状
況

に
あ

り
ま

す
。

 
福

祉
行

政
と

い
う

観
点

か
ら

言
え

ば
、

滞
納

解
消

の
た

め
に

は
強

く
償

還
を

求
め

る
よ

り
も

、
そ

の
家

庭
の

生
活

・
就

労
状

況
の

改
善
を

支
援

し
て

い
く
べ

き
と

考
え

ま
す

。
 

 
ウ

 
償

還
指

導
 

 
 

 
 

児
童

家
庭

課
の

担
当

職
員
は

、
未
納

が
生

じ
た

場
合
、
市

及
び
県

福
祉

相
談
セ

ン
タ

ー
の

担
当
の

母
子
・
父

子
自

立
支

援
員

に
未

納
の

連
絡
を

し
て

、
償

還
指

導
を

実
施
す

る
よ

う
連

絡
を

す
る
。
担

当
の

母
子
・
父

子
自

立
支

援
員

は
、
連

絡
を

受
け

て
、
母

子
父

子
寡
婦

福
祉

資
金

の
貸

付
申

請
者
、

連
帯

借
受

人
、
保

証
人

及
び
こ

れ
ら
の

相
続

人
等

、
母

子
父

子
寡
婦

福
祉

資
金

の
債

務
を

負
担

す
る

者
と

の
折

衝
（

償
還

指
導

）
を

実
施
す

る
。

 
 

 
 

 
償

還
指
導

の
対

象
・
内

容
・
時

期
・
提
出

を
求

め
る

資
料
等

に
つ

い
て

具
体

的
に

定
め

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
存

在
し

な
い

。
 

 
 

エ
 

債
権

管
理

強
化

月
間

 
 

 
 

 
担

当
の
母

子
・
父
子

自
立
支

援
員

は
、
適

宜
、
償

還
指

導
を

実
施
し

て
い

る
が

、
特
に

、
毎

年
７

月
と

１
２

月
は

債
権

回
収

強
化

月
間
と

し
て

、
特

に
、
集

中
的

に
未

納
原

因
・
実

態
調
査

、
催

告
書

の
送

付
及

び
債

務
承

認
書

の
取

得
を
実

施
し

て
い

る
。

 
 

 
オ

 
違

約
金

 
 

 
 

違
約

金
が

発
生

し
た

場
合

は
、

該
当

者
に

対
し

て
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

違
約

金
発

生
通

知
書
（

様
式
１

）
に

よ
り

通
知
を

行
い

、
請

求
を

し
て

い
る
（

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
違

約
金

徴
収

事
務

取
扱

要
領

）
。

 
⑾

 
督
促

状
の

送
付

先
 

 
 

県
で

は
、
貸

付
申
請

者
、
連

帯
借

受
人
、
保
証

人
及
び

こ
れ
ら

の
相

続
人

等
、
母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

の
債

務
を

負
担

す
る

者
の

う
ち
主

と
し

て
償

還
金

の
支

払
い

を
行
う

者
を
「

償
還
者

」
と

扱
っ

て

い
る

（
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

事
務

処
理

要
領

の
第

１
５

）
。

 
 

 
ま
た

、
償

還
者

の
取

扱
い

に
つ
い

て
、
母

子
父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付
事

務
処

理
要

領
で
は

、
次
の

と
お

り
定

め
て

お
り

、
償

還
者
の

変
更
を

し
て

い
な

い
場

合
は

、
貸

付
申
請

者
が
「
償

還
者
」
と

な
る

。
 

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法
施

行
令

 

第
１

８
 

償
還

者
の

取
扱

い
 

１
 

償
還

者
を
変

更
す

る
場

合
は

、
新

た
に

償
還

者
と

な
る
者

は
、
償

還
者
変

更
届
（

様
式

第
９

）

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

償
還

者
が
死

亡
、

行
方
不

明
又

は
破

産
法

（
平

成
１

６
年

法
律

第
７

５
号

）
に

よ
り

そ
の

責

任
を
免

れ
た

こ
と
そ

の
他

の
理

由
に
よ

り
、

償
還
者

の
変

更
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
や

む
を
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得
な
い

事
由

が
あ
る

場
合

は
、

市
長
又

は
福

祉
相
談

セ
ン

タ
ー

長
は

償
還

者
変

更
依

頼
書

（
様

式
第

１
０

）
を

知
事

に
提

出
す

る
も
の

と
す

る
。

 

３
 

知
事

は
、
２

に
よ

る
依
頼

に
よ

り
償

還
者

の
変

更
を

決
定

し
た

と
き

は
、

新
た

に
償

還
者

と

な
る

者
に

、
償

還
者

変
更

通
知

書
（
様

式
第

１
１

）
を
送

付
す

る
も

の
と

す
る
。

 

４
 

１
又

は
３
に

よ
る

償
還
者

の
変

更
を

し
て

い
な

い
場

合
は

、
貸

付
申

請
者

が
償

還
者

と
な

ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

そ
し

て
、

県
は
、

未
納

が
発

生
し

た
場

合
に

も
、
「

償
還

者
」

に
対

し
て

の
み

、
督
促

状
を

送
付

し
て

お
り

、
「

償
還

者
」

と
取

り
扱

っ
て

い
な
い

他
の
債

務
者

に
対

し
て

は
、

状
況

連
絡
の

書
類
等

を
送

付
す

る
こ

と
は

あ
っ

て
も

、
督

促
状

を
送

付
し

な
い

。
そ
の

理
由

は
、
同

一
の

調
定

回
に

複
数

入
金

が
あ

る
と

シ
ス

テ
ム

エ
ラ

ー
に

な
る
な

ど
、
経

理
処
理

に
混

乱
が

生
じ

る
た

め
と

い
う

こ
と
で

あ
っ

た
。

 
⑿

 
連
帯

借
受

人
・

連
帯

保
証

人
へ

の
請
求

 
連

帯
借

受
人
・
連

帯
保

証
人
へ

の
請
求

の
時

期
、
書

式
等
に

つ
い
て

定
め

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
存

在
し

な
い

。
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
借

受
人

に
滞

納
が

あ
っ

て
も

、
少

額
で

も
支
払

い
が

あ
れ

ば
、
連

帯
借
受

人
・
連

帯
保

証
人
へ

の
請

求
は

し
な
い

こ
と

が
多

い
。
し
か

し
、
借

受
人

に
滞

納
が

あ
り

、
連

絡
が
取

れ
な

い
場

合
や

連
絡

が
取

れ
て

も
償
還

が
全

く
で

き
な

い
場

合
等

に
は
、
連

帯
借

受
人
・
連

帯
保

証
人

に
連

絡
を

と
り

、
支

払
い

を
促

す
。

 
 

⒀
 

相
続

人
へ
の

請
求

 
 

 
 

全
て

の
相
続

人
に

対
し

て
、
本

貸
付

金
の

説
明

を
行

う
。
そ

の
後

、
相

続
人
の

中
で

話
し

合
い

を
行

っ
て

も
ら

い
、
代
表

し
て

償
還

し
て
い

く
人

を
決

め
て

も
ら

い
、
そ

の
人

に
対

し
て

、
納

入
通

知
書
等

を
送

付
す

る
。

納
入

が
な

い
場

合
は
、

全
員

に
督

促
等

を
す

る
。

 
相

続
放

棄
を

し
た

と
い

う
回

答
を

得
た

場
合

に
は

、
そ

の
者

か
ら

相
続

放
棄

申
述

受
理

通
知

書
の

写
し

の
提

出
を

求
め

る
。

 
⒁

 
破
産

免
責

後
の

借
受

人
が

実
質

的
に
返

済
を

継
続

し
て

い
た
事

案
 

借
受

人
が

自
己

破
産

を
し

た
の

で
償

還
者

変
更

手
続

を
し

た
が

、
担

当
者

が
保

証
人

で
は

な
く

破

産
者

に
対

し
て

直
接

償
還

指
導

を
実

施
し

、
破

産
者

が
修

学
資

金
を

償
還

し
て

い
た

と
推

認
で

き
る

ケ
ー

ス
が

存
在

し
た

。
 

記
録

を
精

査
し

た
と

こ
ろ

、
担

当
者

は
、
破

産
後

分
割

納
付

を
滞

っ
た
借

受
人

に
対

し
て

、
直

接
、

繰
り

返
し

償
還

指
導

を
実

施
し

た
り
、
返
済

を
求

め
る

通
知

書
を
発

送
し

て
い

た
。
ま
た

、
担
当

者
か

ら
保

証
人

に
対

し
て

、
保

証
人

か
ら

同
借

受
人

に
償

還
す

る
よ

う
に

依
頼

す
る

よ
う

償
還

協
力

を
求

め
た

記
載

も
認

め
ら

れ
た

。
 

償
還

の
や

り
取

り
の

際
の

担
当

者
に

対
す

る
借

受
人

の
発

言
内

容
等

か
ら

す
る

と
、

破
産

免
責

後

の
借

受
人

が
返

済
し

て
い

た
と

推
認
で

き
る

事
案

で
あ

っ
た

。
 

⒂
 

各
種

調
査

の
状

況
 

 
 

ア
 

所
在

調
査

・
実

地
調

査
 

 
 

 
 

母
子
・
父
子

自
立
支

援
員
が

家
庭

訪
問

を
実

施
し

た
り

、
必

要
に

応
じ

て
住
民

票
の

公
用

請
求
を

行
う

。
 

２
７

０
 

 

イ
 

相
続

人
調

査
 

相
続

が
発

生
し

た
場

合
は

、
全

件
に

つ
き
、

戸
籍

等
相

続
関

係
書
類

の
公

用
請

求
等

を
行

う
。

 
ウ

 
財

産
調
査

 
２

０
２
１

年
７

月
１

２
日

か
ら

施
行

の
税
外

債
権

管
理

に
係

る
基
本

方
針

で
は
、
財
産

調
査
・
支

払
い

能
力

の
把

握
に

つ
い

て
、

次
の
と

お
り

定
め

ら
れ

て
い

る
。

 
税

外
債

権
管

理
に

係
る
基

本
方

針
 

⑷
 
財

産
調

査
・

支
払
能

力
の

把
握

 

債
権

の
整

理
、

強
制

執
行

の
目
安

と
す

る
た

め
、

財
産

調
査

を
必

要
に

応
じ

て
実

施
し

、
債

務
者

等
の
財

産
状

況
を

把
握
す

る
。

 

な
お

、
強

制
徴

収
で

き
な

い
債
権

は
、

財
産

調
査

に
つ

い
て

法
令

上
の

制
約

が
多

い
こ

と
か

ら
、

交
渉
の

初
期

段
階

に
お
い

て
、
住

所
、
勤

務
先

、
取
引

金
融

機
関
、
保
有

財
産

等
を

再
確

認
す

る
と
と

も
に

、
可

能
な

範
囲

で
、

債
務

者
か

ら
確

定
申

告
書

の
写

し
等

を
提

出
さ

せ
る

な
ど

、
情

報
収

集
に

努
め

る
。

あ
わ

せ
て

、
財

産
調

査
に

対
し

て
債

務
者

自
身

が
協

力
し

、
ま

た
県

が
関

係
機

関
に

対
し

て
行
う

財
産

調
査

に
つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

同
意
す

る
旨

の
同

意
書

を
徴
取

す
る

よ
う

努
め

る
。

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
償

還
開

始
前

の
段

階
か

ら
継

続
的

に
、
住

所
等

の
最
新

情
報
を

再
確
認

す
る

な
ど

情
報

収
集

に
努

め
て

い
る
が

、
取

引
金

融
機

関
、
保

有
財

産
等
を

確
認

し
た

り
、
県

が
関

係
機

関
に

対
し

て
行

う
財

産
調

査
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

同
意

す
る

旨
の

同
意

書
す

る
な

ど
の

財

産
調

査
は

実
施

し
て

い
な

い
。

そ
の
理

由
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

私
債

権
で

あ
り

、
法

律
に

調
査

が
可
能

で
あ

る
旨

の
規

定
が

な
く
、
任

意
調
査

を
行

っ
た

と
し

て
も

、

生
活
困

窮
者

世
帯

が
多
い

た
め

、
関

係
性

の
悪
化

を
招

く
の

み
に

終
わ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

た
め
。

 
⒃

 
徴
収

緩
和

の
措

置
 

ア
 

徴
収

緩
和

の
措

置
の

流
れ

 
 

 
 

 
母

子
・
父

子
自

立
支

援
員

は
、
県

か
ら

未
納

の
連

絡
が
あ

る
と

、
償

還
指

導
の

中
で
、
面

接
や
家

庭
訪

問
を

実
施

し
、

未
納

の
原

因
を
調

査
す

る
。

 
県

は
、

約
定

の
償

還
が

難
し
い

場
合
等

に
は

、「
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の
変

更
」
又

は
「

支

払
猶

予
」

を
認

め
る

こ
と

が
あ

る
。

 
イ

 
徴
収

緩
和

の
措

置
に

関
す

る
定

め
 

 
 

 
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉
法

施
行

細
則

第
１

２
条
、
第

１
３

条
及

び
第

１
５

条
は

、
①
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更

、
②

据
置
期

間
の

延
長

、
③

償
還

の
免

除
、
④

償
還
金

支
払

猶
予
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
申

請
書

を
知

事
に

提
出

し
そ

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

、
知

事

は
承

認
又

は
決

定
を

し
た

と
き

は
承
認

又
は

決
定

通
知

書
を

申
請

者
に
交

付
す

る
と

規
定

す
る
。

 
 

 
 
ま

た
、
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
処

理
要

領
に

は
、
次

の
と
お

り
定
め

ら
れ
て

い
る

。
 

母
子
父

子
寡

婦
福

祉
資
金

貸
付

事
務

処
理

要
領

 

第
１
６

 
償

還
期

間
又
は

償
還

方
法

の
変

更
 

細
則

第
１

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更

を
申

請
す

る
と

き
は

、
令

第
８

条
第

１
項

、
令

第
３

１
条

の
６

又
は

令
第

３
７

条
に

規
定

す
る

償
還

期
限

内
で

あ
る

場
合

に
限

り

償
還
期

間
又

は
償

還
方
法

の
変

更
を

申
請

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

た
だ

し
、

原
則

と
し

て
変

更
後

の
償

還
額

が
月

額
３

，
０

０
０

円
未

満
と

な
る

よ
う

な
場

合
は

認
め

ら
れ
な

い
も

の
と

す
る
。

 

第
１
７

 
償

還
金

の
支
払

猶
予

 

１
 

支
払

猶
予
の

対
象

事
由
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１
 

 

令
第

１
９

条
第

１
項

第
１

号
（

令
第

３
１

条
の

７
及

び
令

第
３

８
条

に
よ

り
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。
以
下

同
じ

。
）
に

規
定

す
る

や
む
を

得
な

い
理

由
は
、
失

業
、
極

度
の

事
業

不
振

、
連
帯

借
受

人

の
就

労
困

難
等
に

よ
る

こ
と

と
す

る
。

 

２
 

支
払

猶
予
の

期
間

 

（
１
）
支

払
猶

予
の

期
間

は
、
令

第
１
９

条
第

１
項

第
１

号
の

規
定
に

該
当

す
る

場
合
は

、
１

年
以
内

と

す
る

。
 

（
２

）
令

第
１

９
条

第
１

項
第

２
号

（
令

第
３

１
条

の
７

及
び

令
第

３
８

条
に

よ
り

準
用

す
る

場
合

を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
の

規
定

に
該
当

す
る

場
合

は
、
修

学
期

間
、
知

識
又

は
技

能
の

習
得

等
を

終

了
す

る
ま

で
の

期
間

を
猶

予
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

た
だ

し
、
１

回
の

申
請
で

猶
予

可
能

な
期

間
は
１

年
以

内
と

し
、
修
学

期
間

、
知

識
又

は
技

能
の

習
得
等

の
期

間
が

１
年
を

超
え

る
場

合
は

、
再
度

申
請

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

な
お

、
令

第
１

９
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
支

払
猶

予
を

申
請

す
る

と
き

は
、

在
学

証
明
書

を
添

付
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 
 

し
か

し
、
「
償

還
期
間

又
は
償

還
方

法
の

変
更
」

を
承

認
す

る
基

準
や

指
針

は
存

在
せ
ず

、
ま

た
、

徴
収

緩
和

の
措

置
を

実
施

す
る

際
の

提
出

書
類

や
確

認
書

類
に

つ
い

て
の

定
め

も
存

在
し

な
い

。
 

ウ
 

徴
収

緩
和

の
措

置
の

件
数

 
 

 
 
 

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法

の
変
更

、
支
払

猶
予

及
び

償
還

の
免

除
を

認
め

た
実

人
数

は
、
【
図

表
８

―
１

１
－

４
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表
８

－
１

１
－

４
】
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更

、
支

払
猶

予
、
償

還
免
除

の
実

人
数
（

人
）

 

年
 
度

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法

の
変

更
支

払
猶

予
償

還
の

免
除

2
0
2
1
年

度
5

3
0

2
0
2
0
年

度
3

2
0

2
0
1
9
年

度
2

0
0

2
0
1
8
年

度
6

3
0

2
0
1
7
年

度
3

2
0

2
0
1
6
年

度
7

3
0

2
0
1
5
年

度
1
1

2
0

合
　

計
3
7

1
5

0
 

  
 

エ
 

「
償

還
期

間
又

は
償

還
方
法

の
変

更
」

と
納

付
書

の
再

発
行

 
 

 
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
「

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法

の
変

更
」

を
認

め
る

こ
と

が
あ

る
の

は
、

貸
付

時
に

約
定

し
た

償
還

期
間

中
に
「
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更

」
が

申
請
さ

れ
た

場
合

で

あ
る

。
こ
の

場
合

、
償

還
金

全
額

に
つ

い
て

調
定

が
あ

げ
ら

れ
て
い

な
い

の
で

、「
償

還
期

間
又
は

償
還

方
法

の
変

更
」

を
認
め

た
場

合
に

は
、
「

償
還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更
」

で
認
め

ら
れ
た

償
還

期
間

・
方

法
に

よ
り

調
定

を
し
、

納
付

書
を

発
行

す
る

。
 

 
 

 
他

方
、
約

定
の

償
還
期

間
が
全

て
経

過
し

た
後

に
、
未
納

分
に

つ
い

て
分

割
納
付

を
申
し

出
た

者

に
対

し
て

は
、
「
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更
」

で
対

応
す

る
こ

と
な

く
、
納

付
書
の

再
発
行

の
形

で
対

応
す

る
。
納
付

書
を

再
発

行
す
る

際
に

、
分

納
誓

約
書

を
提
出

さ
せ

た
り

、
分

割
納

付
の

合
意

書
を

締
結

す
る

こ
と

は
な

い
。

 

２
７

２
 

 

⒄
 

外
部

委
託

 
 

 
 

収
入

未
済
発

生
後

一
定

期
間
以

上
未

払
い

の
者

に
対

す
る

債
権

で
あ
り

、
か

つ
、
回

収
委

託
す

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
し

た
債

権
に

つ
い
て

は
、
外

部
委
託

を
実

施
し
て

い
る

。
な

お
、
外

部
委

託
後

で
あ

っ
て

も
、

各
市

各
セ

ン
タ

ー
の

自
立
支

援
員

に
償

還
指

導
を

継
続

す
る
よ

う
依

頼
す

る
。

 
外

部
委

託
は
、
福

祉
局

福
祉
総

務
課
を

通
じ

て
、
公

募
式
プ

ロ
ポ
ー

ザ
ル

方
式

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

業
者

に
依

頼
し

て
い

る
。
受

託
業

務
は

、
回

収
業

務
、
居

所
等

調
査

業
務

、
収

納
業

務
、
報

告
業

務
で

あ
る

。
そ

の
具

体
的

内
容

は
、

下
記
「

１
３

 
回

収
業

務
の

外
務

委
託
」

記
載

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

児
童

家
庭

課
で

は
、
毎
月

、
入
金

状
況
や

対
応

状
況

の
報

告
を

受
け

て
、
回

収
状

況
を

確
認

し
て
い

る
。
ヒ

ア
リ

ン
グ
に

よ
る

と
、
児
童

家
庭

課
の

担
当

者
と
し

て
は
、
外

部
委

託
に

よ
り

、
連

絡
が

と
れ

な
か

っ
た

債
務

者
か

ら
連

絡
が

入
る
よ

う
に

な
る

な
ど

、
一

定
の

効
果
を

実
感

し
て

い
る

。
 

⒅
 

訴
訟

手
続

等
に

つ
い

て
 

 
 

 
訴

訟
、
支

払
督

促
等
、
法

的
手
続

を
取

っ
た

こ
と

は
な

い
。
児

童
家

庭
課

に
よ

る
と

、
そ

の
理

由
は

、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

訴
訟

を
行

っ
た
場

合
、

訴
え

ら
れ

る
こ
と

を
危

惧
し

て
ひ

と
り

親
等
が

貸
付

申
請

を
避
け

、
さ

ら
な

る
生
活

の
悪

化
に

つ
な
が

る
懸

念
が

あ
り

ま
す
。

 
悪
質

な
滞

納
者
に

つ
い

て
は

、
訴

訟
に
つ

い
て

も
費

用
対

効
果

な
ど
を

考
慮

し
つ

つ
検
討

し
ま

す
。

 
訴

訟
手

続
の
検

討
資

料
の

提
出

を
求
め

た
と

こ
ろ

、
次

の
と

お
り

回
答
を

得
た

。
 

こ
れ

ま
で

、
長

期
の

滞
納

に
対

す
る
対

応
に

つ
い

て
、
個

別
に

検
討

は
し

て
お
り

ま
す

が
、
費

用
対

効

果
等

の
観

点
か

ら
裁

判
の

手
続

き
を

す
る

に
至

っ
て

お
ら

ず
、

そ
の

記
録

を
作

成
し

て
い

な
い

状
況

で

あ
り
ま

す
。

 
⒆

 
時
効

管
理

 
 

 
 

債
権

管
理

シ
ス

テ
ム

上
、

時
効

期
間

が
迫

る
と

当
該

債
権

が
機

械
的

に
リ

ス
ト

ア
ッ

プ
さ

れ
る

等

の
機

能
は

存
在

し
て

い
な

い
。
ま
た

、
児

童
家

庭
課

で
、
集

中
的

に
時

効
管

理
は

し
て

い
な

い
。
し
か

し
、
ヒ

ア
リ

ン
グ
に

よ
る

と
、
母
子
・
父

子
自

立
支

援
員

の
担

当
者

は
、
自
身

の
管

理
す

る
債
権

を
把

握
し

て
お

り
、

時
効

管
理

も
適

切
に
な

さ
れ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ
た

。
 

⒇
 

不
納

欠
損

処
分

 
 

ア
 
不

納
欠

損
処

分
の

指
針

・
基

準
 

 
 

 
児

童
家

庭
課

で
は

、
不

納
欠

損
処
分

の
指

針
・

基
準

等
の
定

め
は

存
在

し
な

い
。

 
 

イ
 
不

納
欠

損
処

分
の

状
況

 
不

納
欠
損

処
分

の
状

況
は

、
【
図

表
８
―

１
１

－
５

】
の

と
お

り
で

あ
る
。
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【
図

表
８

－
１

１
－

５
】

不
納

欠
損

処
分
の

状
況

 

年
度

実
人

員
（

人
）

調
定

件
数

（
件

）
金

 
額

（
円

）
理

 
由

2
0
2
1
年

度
0

0
0

2
0
2
0
年

度
0

0
0

2
0
1
9
年

度
0

0
0

2
0
1
8
年

度
1

2
7

1
7
9
,
2
8
2

時
効

の
完

成

2
0
1
7
年

度
1

5
2
7
,
0
0
0

時
効

の
完

成

2
0
1
6
年

度
1

5
0

2
6
5
,
4
0
0

時
効

の
完

成

2
0
1
5
年

度
2

1
0
6

2
,
1
9
1
,
2
2
1

相
続

放
棄

合
　

計
5

1
8
8

2
,
6
6
2
,
9
0
3

 
 

ウ
 

不
納

欠
損

処
分

後
の

債
権

の
管
理

 
（

ア
）

文
書
管

理
 

不
納

欠
損

処
分

後
の

債
権

も
消

滅
し

て
い

な
い
た

め
、
公
文

書
の
保

存
期

間
に

関
わ

ら
ず

、
債

権
の

管
理

回
収

に
関

す
る

文
書

は
全

て
残
し

て
い

る
。

 
（

イ
）

債
権
管

理
 

 
 

 
 

不
納

欠
損

処
分

し
た

債
権

に
つ

い
て

も
、

シ
ス

テ
ム

上
の

デ
ー

タ
が

な
く

な
る

わ
け

で
は

な

く
不

納
欠

損
と

し
て

記
録

管
理

を
行

っ
て
い

る
。

 
１

２
 

少
額

の
個
別

債
権

 

 
⑴

 
生

活
保

護
施

設
保

護
費

負
担
金

 
 

 
ア

 
概

要
 

救
護

施
設

は
、
生

活
保

護
法

第
３

８
条

に
規

定
す

る
保

護
施

設
で
あ

り
、
入

所
者

自
身
に

収
入
が

あ
る

場
合

（
障

害
者

年
金

等
）

は
、
自

己
負

担
分

を
徴

収
し

て
い

る
。

 
 

 
イ

 
法

的
根
拠

 
 

 
 

 
生

活
保
護

法
 

 
 

ウ
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

入
所

者
が

退
所

し
た

場
合

に
、

退
所

月
の

翌
月

に
納

入
通

知
書

を
本

人
も

し
く

は
親

族
へ

送
付

す
る

が
、

そ
れ

ま
で

の
間

に
所

持
金
を

浪
費

し
て

し
ま

い
支

払
困

難
と
な

っ
た

。
 

 
 

エ
 

取
組

 
本

人
も
し

く
は

親
族

に
対

し
、
電

話
連

絡
、
文

書
送

付
、
訪

問
等

で
早

期
納

入
を

促
す

よ
う

努
め

る
。

２
０

２
１

年
度

末
の

収
入

未
済
額

は
１

万
円

。
 

⑵
 

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
及
び

違
約

金
 

 
ア

 
概

要
 

２
７

４
 

 

愛
知

県
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

与
条

例
第

９
条

に
よ

り
、

貸
与

を
受

け
て

い
た

修
学

資
金

に
つ

い
て

返
還

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

者
で

、
未

納
と

な
っ

て
い

る
者

 
 

 
イ

 
法

的
根
拠

 
愛

知
県
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

与
条
例

 
 

 
ウ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

返
還

免
除

と
な

る
施

設
で

の
就

業
で

免
除

要
件

で
あ

る
７

年
間

従
事

す
る

こ
と

な
く

離
職

し
た

者
又

は
介

護
職

に
就

か
な

か
っ

た
者

、
若

し
く

は
書

類
提

出
の

大
幅

な
遅

滞
の

た
め

一
括

返
還

請

求
を

す
る

に
至

っ
た

者
は

、
貸

付
金
を

返
還

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る
。

 
未

納
者
は

、
生

活
困

窮
者

で
あ

る
。

 
 

 
エ

 
取

組
 

本
庁

に
お

い
て

、
電

話
に

て
督

促
し

納
入
を

指
導

し
て

い
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

２
３

３
万

３
０

０
０

円
７

名
。

違
約

金
は

５
１

０
０

円
２

名
。

２
０

２
０

年
度

か
ら

は
、

一
部
に

つ
い

て
外

部
委

託
し

て
い

る
。

 
⑶

 
福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

使
用

料
 

 
 

ア
 

概
要

 
 

 
 

 
児

童
福

祉
法

及
び

障
害

者
総

合
支

援
法

に
基

づ
き

入
所

し
た

者
及

び
短

期
入

所
を

し
た

者
に

対

し
、

保
護

者
ま

た
は

本
人

の
収

入
に
応

じ
て

自
己

負
担

金
を

徴
収

し
て
い

る
。

 
 

 
イ

 
法

的
根
拠

 
児

童
福
祉

法
及

び
障

害
者

総
合

支
援

法
 

 
 

ウ
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

療
育

支
援

セ
ン

タ
ー

福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

の
利

用
に

伴
い

、
保

護
者

の
収

入
や

本
人

の
年

金
額

等
に

応
じ

て
設

定
さ

れ
た

負
担

金
を

徴
収

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
サ

ー
ビ

ス
利

用
後

に

所
要

額
を

算
定

し
て

、
納

入
通

知
書

を
発
送

し
て

い
る

が
、
保
護

者
（

後
見

人
）
の
経

済
状

況
に
よ

り
支

払
い

に
応

じ
な

い
例

が
あ

る
。

 
 

 
エ

 
取

組
 

滞
納

者
の

多
く

は
生

活
困

窮
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

電
話

や
保

護
者

来
所

時
に

面
談

な
ど

を
行

っ
て

状
況

を
把

握
し

、
文

書
、
電

話
及
び

訪
問
に

よ
る

納
入

指
導
を

行
っ

て
い

る
。
さ
ら

に
、
一
括

納
入

が
困

難
な

者
に

対
し

て
は

、
分
割

し
て

納
入

さ
せ

る
等

の
指

導
を
実

施
し

て
い

る
。

 
２

０
２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

６
万
８

２
３

４
円

で
あ

る
。

 
⑷

 
医
療

療
育

総
合

セ
ン

タ
ー

中
央

病
院
使

用
料

 
 

 
ア

 
概

要
 

 
 

 
 

中
央

病
院

に
お

い
て

入
院

及
び

短
期

入
所

し
た

者
に

対
し

、
自

己
負

担
と

な
る

食
事

代
や

被
服

費
を

徴
収

し
て

い
る

。
 

 
 

イ
 

債
権

発
生

の
経

緯
 

診
療

報
酬

に
お

け
る

本
人

負
担

に
つ

い
て
は

、
公
費

負
担
で

助
成
さ

れ
て

い
る

が
、
食
事

代
や
被

服
費

等
は

対
象

外
で

あ
る

た
め

、
退

院
時
に

会
計

窓
口

で
費

用
請
求
（
現

金
徴

収
）
を

し
て

い
る
。
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た
だ

し
、
後

日
納

入
通

知
書
を

発
送
し

て
い

る
が

、
退

院
後

に
中
央

病
院

に
受

診
し

な
い

者
の

中
に

支
払

い
に

応
じ

な
い

例
が

あ
る

。
 

 
 

ウ
 

取
組

 
滞

納
者

の
多

く
は

生
活

困
窮

に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
電

話
や

家
庭

訪
問

な
ど

に
よ

り
状

況
を

把

握
し

、
文
書

、
電

話
及

び
訪
問

に
よ
る

納
入

指
導

を
し

て
い

る
。
さ
ら

に
、
一

括
納
入

が
困

難
な

者

に
対

し
て

は
、

分
割

し
て

納
入

さ
せ
る

等
の

指
導

を
実

施
し

て
い

る
。

 
２

０
２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

７
８
万

２
２

６
８

円
で

あ
る
。

 
⑸

 
心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
返

還
金

 
 

 
ア

 
概

要
 

 
 

 
障

害
者

の
保

護
者

が
掛

金
を

拠
出
し

、
保

護
者

が
死

亡
ま

た
は

重
度
障

害
と

な
っ

た
場
合

、
残
さ

れ
た

障
害

者
に

生
涯

に
わ

た
り

年
金

を
支

給
し

、
保

護
者

が
障

害
者

の
将

来
に

対
し

て
抱

く
不

安

を
軽

減
す

る
。

 
 

 
イ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
年

金
の

過
払

い
と

な
っ

た
も

の
で

あ
る

が
、

返
還

者
が

困
窮

し
て

い
る

こ
と

に
よ

り
未

納
に

な
っ

て
い

る
。

 
 

 
ウ

 
取

組
 

文
書

、
訪

問
に

よ
る

納
入

指
導

を
し

て
い
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

７
１
万

円
で

あ
る

。
 

⑹
 

特
別

障
害

者
手

当
等

返
還

金
 

 
 

ア
 

概
要

 
 

 
 

 
精

神
又

は
身

体
に

著
し

く
重

度
の

障
害

が
あ

る
た

め
、

日
常

生
活

に
お

い
て

常
時

特
別

の
介

護

を
要

す
る

在
宅

の
障

害
者

等
に

対
し
て

手
当

を
支

給
す

る
。

 
 

 
イ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

履
行

延
期

に
よ

る
分

納
を

行
っ

て
い

る
が
、

本
人

死
亡

に
よ

り
分
納

履
行

が
滞

っ
て

い
る

。
 

 
 

ウ
 

取
組

 
相

続
人
へ

の
電

話
、

文
書

に
よ

る
納

入
指
導

を
し

て
い

る
。

 
２

０
２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

１
５
万

７
６

８
０

円
で

あ
る
。

 
⑺

 
医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

・
療

養
介

護
事

業
所

使
用
料

 
 

 
ア

 
概

要
 

 
 

 
 

児
童

福
祉

法
及

び
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

き
中

央
病

院
こ

ば
と

棟
に

入
所

し
た

者
及

び
短

期
入

所
を

し
た

者
に

対
し

、
保

護
者
ま

た
は

本
人

の
収

入
に

応
じ

て
自
己

負
担

金
を

徴
収

す
る
。

 
 

 
イ

 
債

権
発
生

の
経

緯
 

中
央

病
院

こ
ば

と
棟

の
利

用
に

伴
い

、
保

護
者

の
収

入
や

本
人

の
年

金
額

等
に

応
じ

て
設

定
さ

れ
た

負
担

金
を

徴
収

す
る

こ
と

と
な
っ

て
い

る
。
サ

ー
ビ

ス
利

用
後

に
所

要
額

を
算

定
し

て
、
口
座

振
替

通
知

又
は

納
入

通
知

書
を

発
送
し

て
い

る
が

、
保

護
者
（

後
見

人
）
の

経
済

状
況

に
よ

り
支
払

い
に

応
じ

な
い

例
が

あ
る

。
 

２
７

６
 

  
 

ウ
 

取
組

 
滞

納
者

の
多

く
は

生
活

困
窮

に
よ

る
も

の
で

あ
り

、
電

話
や

家
庭

訪
問

な
ど

に
よ

り
状

況
を

把

握
し

、
文
書

、
電

話
及

び
訪
問

に
よ
る

納
入

指
導

を
し

て
い

る
。
さ
ら

に
、
一

括
納
入

が
困

難
な

者

に
対

し
て

は
、

分
割

し
て

納
入

さ
せ
る

等
の

指
導

を
実

施
し

て
い

る
。

 
２

０
２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

２
５
万

５
０

０
０

円
で

あ
る
。

 
⑻

 
遺
児

手
当

返
還

金
 

 
 

ア
 

概
要

 
 

 
 

 
愛

知
県

遺
児

手
当

支
給

規
則

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

知
事

が
受

給
資

格
者

に
愛

知

県
遺

児
手

当
を

支
給

し
た

後
に

、
受

給
資

格
が

な
い

こ
と

が
判

明
し
、
過
払

金
が

発
生

し
た

場
合

は
、

当
該

受
給

者
に

返
還

さ
せ

る
こ

と
に
な

っ
て

い
る

。
 

 
 

イ
 

法
的

根
拠

 
愛

知
県
遺

児
手

当
支

給
規

則
、
愛
知

県
遺

児
手

当
支

給
規
則

運
用
通

知
、
愛

知
県

遺
児
手

当
市
区

町
村

事
務

処
理

要
領

、
児
童

扶
養

手
当
（

旧
法

含
む

）
・
愛

知
県

遺
児

手
当

返
納

金
債

権
に

関
す
る

事
務

取
扱

要
領

 
 

ウ
 
債

権
発

生
の

経
緯

 
愛

知
県
遺

児
手

当
は
、
公
的

年
金

と
の

併
給

が
で

き
な

い
た

め
、
数

年
間

遡
っ
て

年
金
の

支
給
が

決
定

し
た

場
合

や
事

実
婚

に
よ

る
資
格

喪
失

の
届

出
が

遅
れ

た
場

合
な
ど

で
債

権
が

発
生

す
る
。

 
エ

 
取

組
 

愛
知

県
遺

児
手

当
は

離
婚

等
に

よ
り

父
ま

た
は

母
が

い
な

い
児

童
を

監
護

し
て

い
る

母
等

に
支

給
さ

れ
る

手
当

で
あ

り
、
そ
の

多
く
は

母
子

家
庭

で
あ

る
こ

と
か

ら
低
所

得
世

帯
が

多
い

。
そ

の
た

め
、
生
活

困
窮

等
に

よ
り

収
入

未
済

と
な
っ

て
い

る
が

、
文

書
な

ど
に
よ

る
納

入
指

導
を

始
め
、
履

行
延

期
の

特
約

（
分

納
）

に
よ

り
債
権

確
保

に
努

め
て

い
る

。
 

２
０

２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

、
７
９

５
万

８
７

７
０

円
で
あ

る
。

 
１

３
 

回
収

業
務
の

外
部

委
託

 

⑴
 

業
務

委
託

契
約

の
経

緯
 

２
０

１
２

年
度

か
ら

①
母

子
父

子
寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
、
②
高

齢
者

住
宅

整
備

資
金
貸

付
金
、
③

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

の
外

部
委

託
に

向
け

た
プ

ロ
ポ

ー
ザ

ル
を

実
施

し
、

同
年

１
０

月
か

ら
、
報

酬
率

１
７

．
８

％
を

提
案

し
た
弁

護
士

事
務

所
と

委
託

契
約

を
締
結

し
、
①
に

つ
き

２
２

９
５

万
６

０
８

６
円
（
５

９
人

）、
②

に
つ

き
２

４
３
７

万
２

８
０

３
円
（
１

６
人
）
、
③

に
つ

き
１

０
６

１

万
０

８
３

４
円
（
８

人
）
の

債
権

を
委
託

し
、
２

０
１

３
年
１

０
月
末

ま
で

に
①

に
つ

い
て

１
２

６
万

０
９

９
１

円
、
②

に
つ

い
て
２

４
万

９
５

０
８
円

、
③

に
つ

い
て
８

６
万

８
０

０
０

円
を

回
収

し
た
。

 
⑵

 
プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

の
概

要
 

福
祉

局
は

、
直

近
で

は
２

０
２

０
年

度
に
「

愛
知

県
母

子
父

子
寡

婦
福
祉

資
金

貸
付

金
、
愛

知
県
高

齢
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
、
愛
知

県
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
、
愛

知
県

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
及

び
愛

知
県

看
護

職
員

修
学

資
金

貸
付

金
未

収
金

回
収

業
務

委
託

」
に

つ
い

て
プ

ロ
ポ
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２
７

７
 

 

ー
ザ

ル
を

実
施

し
、
委

託
者
を

選
定

し
て

委
託
契

約
を

締
結

し
た
。
契

約
期

間
を

２
０

２
０

年
７

月
１

日
か

ら
２

０
２

３
年

７
月

３
１

日
ま
で

と
す

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る
。

 
２

０
２

０
年

度
の

委
託

契
約

書
別

紙
「

愛
知

県
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
等

貸
付

金
未

収
金

回
収

業
務

委
託

仕
様

書
」

に
よ

る
と

、
業
務

委
託

の
内

容
は

以
下

の
と

お
り
で

あ
る

。
 

 
 

ア
 

業
務

委
託

名
 

愛
知

県
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金
、
愛

知
県

高
齢
者

住
宅
整

備
資

金
貸

付
金

、
愛

知
県
障

害
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付

金
、

愛
知

県
介

護
福

祉
士

等
修

学
資

金
貸

付
金

及
び

愛
知

県
看

護
職

員

修
学

資
金

貸
付

金
未

収
金

回
収

業
務
委

託
 

イ
 

対
象

債
権

 
①

 
母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
 

②
 

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

 
③

 
障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

 
④

 
介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
 

⑤
 

看
護

職
員

修
学

資
金

貸
付

金
 

ウ
 

業
務

内
容

 
（

ア
）

委
託
す

る
債

権
の

範
囲

 
①

 
本
業

務
と

同
様

の
業

務
の

前
契

約
（

収
納

期
間
：
２

０
１

７
年

３
月
１

日
か

ら
２

０
２

０
年

２
月

２
９

日
ま

で
）
に

お
け
る

委
託
債

権
の

う
ち

、「
定

期
的

に
納
付

が
あ

る
等

の
た

め
、

引

き
続

き
委

託
す

る
こ

と
は

適
当

で
な

い
。
」

と
県

が
判

断
し
た

者
を

除
い

た
債
権

。
 

②
 

２
０

２
０

年
３

月
１

日
現

在
、

収
入

未
済

発
生

後
一

定
期

間
以

上
未

払
い

の
者

に
対

す
る

債
権

で
あ

り
、
か
つ
、
回
収

委
託

す
る

こ
と

が
適

当
と

判
断

し
た
債

権
。
た

だ
し
、
２

０
２

１

年
度

以
降

、
年

度
に

１
回

程
度

追
加

す
る

こ
と
が

あ
る

。
 

（
イ

）
受

託
業

務
 

次
の

①
か

ら
④

ま
で

の
業

務
を

委
託

す
る

こ
と
と

す
る

。
 

①
 

回
収

業
務

 
債

務
者

等
に

対
し
、
電

話
、
文
書

又
は
訪

問
等

に
よ

り
未

収
金

の
回

収
を
行

う
こ

と
。
な

お
、

債
務

者
等

か
ら

県
が

告
知

す
る

個
々

の
債

権
の

金
額

に
満

た
な

い
未

収
金

額
の

納
付

依
頼

が

あ
っ

た
場

合
は

、
受

諾
す

る
も

の
と
す

る
。
債
務

者
等

か
ら

受
託
者

へ
納

付
す

る
際

に
、
振
込

手
数

料
が

発
生

す
る

場
合

は
、
債

務
者

等
の

負
担

と
し

て
も

差
し

支
え

な
い
。
た
だ

し
、
県
が

発
行

し
た

納
入

通
知
（

納
付

）
書

に
よ

り
納

付
す
る

場
合

は
、
振

込
手

数
料

が
発

生
し

な
い
た

め
、
納
入

通
知
（
納

付
）
書
に

よ
る

納
付

方
法

も
債

務
者

等
へ

案
内
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

未
収

金
の

回
収

を
行

う
に

あ
た

り
、
収

入
未

済
が
残

っ
て
い

る
債
務

者
等

に
対

し
て

は
、
毎
年

１
回

債
務

承
認

書
の

提
出

を
求

め
、
提

出
さ

れ
た
と

き
に
こ

れ
を
受

領
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
定

期
的

に
納

付
が

あ
る

債
務

者
等

か
ら
は

、
徴

取
し

な
く
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 
  

２
７

８
 

 

②
 

居
所

等
調

査
業

務
 

居
所

が
明

ら
か

で
な

く
上

記
の

業
務

が
実

施
で

き
な

い
債

務
者

等
に

つ
い

て
は

、
居

所
等

の
所

在
調

査
を

実
施

す
る

こ
と

。
た
だ

し
、
住

民
票

調
査

は
、
受

託
者

の
依

頼
を

受
け

て
県
が

行
う

こ
と

と
す

る
。
な

お
、
こ
の

調
査

業
務

に
よ
り

生
ず

る
費

用
に
つ

い
て

は
、
受

託
者

が
負

担
す

る
こ

と
（

住
民

票
調

査
に

要
す

る
費

用
は
除

く
）

と
す

る
。

 
③

 
収
納

業
務

 
債

務
者

等
か

ら
の
入

金
に

つ
い

て
は
、
受

託
者

は
、
専
用

の
銀

行
口

座
（

決
済

性
預

金
）
を

開
設

し
、
そ

の
口

座
へ

一
旦

集
金

し
、
県

が
発

行
す

る
領
収

済
通
知

書
及

び
現

金
払

込
書

兼
領

収
書

に
よ

り
納

付
す

る
こ

と
。
な
お

、
委

託
し

た
債

権
で

債
務

者
等

が
直

接
県
に

対
し

て
納
付

し
た

場
合

は
、

県
が

事
実

を
確

認
し

た
時

点
で
速

や
か

に
受

託
者
に

情
報

を
提

供
す

る
。

 
④

 
報
告

業
務

 
報

告
業

務
は

次
の
と

お
り

と
す

る
。
な

お
、
報

告
に

あ
っ

て
は

、
書
類

及
び

電
子

媒
体

に
よ

り
持

参
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
ａ

 
定

期
報

告
 

毎
月

末
時

点
に

お
い

て
、

次
の

内
容

の
記

載
さ

れ
た

報
告

書
を

指
定

す
る

日
ま

で
に

提

出
す

る
こ

と
。

 
⒜

 
債

務
者

ご
と
の

入
金

状
況

 
⒝

 
債

務
者

ご
と
の

対
応

状
況
（

債
務
者

と
の

ト
ラ

ブ
ル
・
苦

情
等
の

発
生

状
況

を
含

む
）

 
⒞

 
県

へ
の

払
込
状

況
 

 
 

 
 

 
ｂ

 
適

時
報

告
 

次
に

該
当

す
る

場
合

に
は

速
や

か
に

県
へ
報

告
す

る
こ

と
。

 
⒜

 
居

所
等

調
査
業

務
に

よ
り

、
居
所

等
が

判
明

し
た

場
合

 
⒝

 
そ

の
他

、
債

務
者

等
の

状
況

等
に

つ
い

て
、
県

が
個
別

に
照

会
し

た
場

合
及
び

県
に

速

や
か

に
報

告
し

な
け

れ
ば

、
未

収
金

回
収
業

務
に

支
障

を
来

す
お
そ

れ
が

あ
る

場
合

 
エ

 
回

収
対
象

者
 

借
受

人
、
連
帯

借
受

人
(母

子
父

子
寡

婦
福
祉

資
金

貸
付

金
の

み
該
当

)、
連

帯
保

証
人

、
相

続
人

 
オ

 
受

託
者
に

提
供

す
る

個
人

情
報
の

範
囲

 
受

託
者

が
本

業
務

を
遂

行
す

る
に

あ
た

っ
て

、
県

が
提

供
す

る
債

務
者

等
の

個
人

情
報

の
提

供

範
囲

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 
（

ア
）

債
務
者

等
の

基
本

情
報

（
原
則

、
紙

に
よ

る
提

供
と

す
る

）
 

県
が

把
握

し
て

い
る

債
務

者
等

の
住

所
、
電

話
番
号

、
氏
名

、
生

年
月

日
、
性
別

、
滞

納
月

数
、

調
定

決
議

番
号

、
滞

納
金

額
、

過
去

の
償
還

指
導

状
況

。
 

な
お

、
県

か
ら

個
別

の
債

務
者

等
に
つ

い
て

、
回

収
業

務
に

お
け
る

条
件

を
付

し
た

り
、
指
示

す
る

場
合

も
あ

る
。
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２
７

９
 

 

（
イ

）
そ

の
他

 
受

託
者

が
行

う
回

収
業

務
が

円
滑

に
進

め
ら

れ
る

よ
う

、
受

託
者

か
ら

上
記

以
外

の
情

報
提

供
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、
県
は

、
当

該
業

務
の

遂
行

に
必

要
と

認
め
ら

れ
る

範
囲

で
情

報
を

提
供

す
る

も
の

と
す

る
。

 
カ

 
現

金
出
納

簿
の

整
備

 
委

託
し

た
債

権
に

係
る

出
納

の
経

過
を

明
ら

か
に

し
た

現
金

出
納

簿
を

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。 

キ
 

実
施

体
制

（
略

）
 

ク
 

業
務

改
善

指
示

 
県

は
、
上

記
（

ウ
（
イ

）
④

ａ
）
に

定
め
ら

れ
た

定
期

報
告

に
基

づ
い

て
、
受

託
者

か
ら

提
出

さ

れ
た

報
告

内
容

を
精

査
し
、
回

収
業
務

の
進

捗
状

況
が

不
十

分
と

判
断
し

た
場

合
に

は
、
受
託

者
に

対
し

、
業

務
改

善
指

示
を

行
う

こ
と
が

で
き

る
。

 
ケ

 
法

令
遵
守

（
以

下
略

）
 

 
⑶

 
回

収
業

務
外

部
委

託
の

実
績

 
県

に
よ

る
と
、

外
部

委
託

し
た

実
績
の

推
移

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る
。

 
 

 
ア

 
２

０
１
６

～
２

０
２

０
年
度

 
収

納
期
間

：
２

０
１

７
年

３
月

１
日

～
２

０
２
０

年
２

月
２

９
日

 
契

約
期
間

：
２

０
１

７
年

３
月

１
日

～
２

０
２
０

年
４

月
３

０
日
（

長
期

継
続

契
約

）
 

 
 

 
 

 
成

功
報

酬
：
【

２
０

１
７

年
３

月
１
日

～
２

０
１

９
年
９

月
３

０
日

収
納

分
】

 
回

収
額
の

２
７

.０
％

（
税

込
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 【

２
０

１
９

年
１

０
月
１

日
～

２
０

２
０
年

２
月

２
９

日
収

納
分

】
 

回
収

額
の

２
７

.５
％

（
税

込
）

 
 【

図
表

８
－

１
３
－

１
】

外
部

委
託
の

実
績

（
２

０
１

６
年

度
か

ら
２

０
２
０

年
度

ま
で

）
 

委
託

債
権

人
数

（
人

）
委

託
債

権
額

（
円

）
収

納
額

（
円

）
回

収
率

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
4
6

2
8
,
7
5
8
,
5
2
9

5
,
6
3
4
,
9
3
6

1
9
.
5
9
%

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

 
9

1
5
,
3
9
4
,
4
8
9

7
9
0
,
0
0
0

5
.
1
3
%

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

5
4
,
5
8
9
,
8
1
8

2
9
8
,
0
9
2

6
.
4
9
%

看
護

職
員

修
学

資
金

貸
付

金
3

2
,
1
5
7
,
0
0
0

4
5
7
,
0
0
0

2
1
.
1
9
%

 
 
合

　
　

計
6
3

5
0
,
8
9
9
,
8
3
6

7
,
1
8
0
,
0
2
8

1
4
.
1
1
%

 
  

 
イ

 
２

０
２
０

年
度

～
２

０
２
３

年
度

 
収

納
期
間

：
２

０
２

０
年

７
月

１
日

～
２

０
２
３

年
５

月
３

１
日

 
契

約
期
間

：
２

０
２

０
年

７
月

１
日

～
２

０
２
３

年
７

月
３

１
日
（

長
期

継
続

契
約

）
 

 
 

 
 

 
成

功
報

酬
：

回
収

額
の
２

７
.５

％
（

税
込

）
 

  

２
８

０
 

  【
図

表
８

－
１

３
－

２
】

外
部

委
託
の

実
績

（
２

０
２

０
年

度
か

ら
）
（

２
０

２
２

年
４
月

末
現

在
）

 
委

託
債

権
人

数
（

人
）

委
託

債
権

額
（

円
）

収
納

額
（

円
）

回
収

率

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金
4
6

2
3
,
0
6
7
,
4
4
4

2
,
2
8
9
,
6
8
0

9
.
9
3
%

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

8
1
3
,
0
0
0
,
4
8
7

1
,
1
3
2
,
0
4
8

8
.
7
1
%

障
害

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

4
4
,
5
5
3
,
1
7
6

1
,
1
9
3
,
3
7
0

2
6
.
2
1
%

介
護

福
祉

士
等

修
学

資
金

貸
付

金
1

8
6
4
,
0
0
0

0
0
%

看
護

職
員

修
学

資
金

貸
付

金
2

1
,
7
0
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

3
.
5
3
%

 
 
合

　
　

計
6
1

4
3
,
1
8
5
,
1
0
7

4
,
6
7
5
,
0
9
8

1
0
.
8
3
%
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８

１
 

 １
４

 
監

査
の

結
果

 
 

⑴
 

生
活

保
護
費

返
還

金
 

ア
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

す
る

べ
き

で
あ

る
【

意
見

】
 

生
活

保
護

費
返

還
金

に
つ

い
て

は
、
旧

健
康

福
祉

部
（

現
福

祉
局

福
祉

部
）
地

域
福

祉
課

が
「

生

活
保

護
費

返
還

金
等

徴
収

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
を

作
成

し
、
２

０
１

２
年

７
月

１
日

か
ら

適
用

し
て

い

る
。

 

し
か

し
な

が
ら

、
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

結
果

、
こ

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
現

実
の

運
用

に
反

映
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

判
明

し
た

。
 

県
で

は
、
生

活
保

護
費

返
還

金
を

扱
う

機
関

が
複

数
あ

り
、
県

内
に

お
け

る
取

扱
い

の
統

一
性

を
持

た
せ

る
た

め
に

も
、

現
状

の
事

務
に

即
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

 

イ
 

財
産

調
査

・
訴

訟
手

続
・

滞
納

処
分

を
検

討
す

る
べ

き
で

あ
る

【
指

摘
】

 

生
活

保
護

費
返

還
金

の
う

ち
、
非

強
制

徴
収

公
債

権
の

性
質

を
有

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
２

に
よ

り
、
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

の
請

求
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

「
生

活
保

護
費

国
庫

負
担

金
の

精
算

に
係

る
適

正
な

返
還

金
等

の
債

権
管

理
に

つ
い

て
」
（

平

成
２

２
年

１
０

月
６

日
社

援
保

発
１

０
０

６
第

１
号

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
保

護
課

長
通

知
）
２
（

５
）
に

お
い

て
も

、
「

③
 

資
力

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
督

促
を

し
た

後
、
相

当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
場

合
は

、
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

請
求

を
検

討
す

る

こ
と

」
と

記
載

さ
れ

て
お

り
、
「

必
要

な
措

置
を

行
わ

な
い

ま
ま

時
効

と
な

り
、
結

果
と

し
て

不

納
欠

損
と

す
る

こ
と

は
適

切
な

処
理

と
は

認
め

ら
れ

な
い

」
と

い
う

記
載

が
あ

る
。

 

ま
た

、
生

活
保

護
費

返
還

金
の

う
ち

、
強

制
徴

収
公

債
権

の
性

質
を

有
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、

国
税

徴
収

の
例

に
よ

り
徴

収
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

こ
ろ

（
生

活
保

護
法

第
７

７
条

の
２

第
２

項
・

同
第

７
８

条
）

、
国

税
徴

収
法

第
４

７
条

第
１

項
第

１
号

は
、

「
滞

納
者

が
督

促
を

受
け

、

そ
の

督
促

に
係

る
国

税
を

そ
の

督
促

状
を

発
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

十
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
完

納
し

な
い

と
き

」
は
「

徴
収

職
員

は
、
滞

納
者

の
国

税
に

つ
き

そ
の

財
産

を
差

し
押

さ
え

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
定

め
て

い
る

。
 

以
上

か
ら

す
れ

ば
、
債

権
の

性
質

が
非

強
制

徴
収

公
債

権
で

あ
る

に
せ

よ
強

制
徴

収
公

債
権

で

あ
る

に
せ

よ
、
少

な
く

と
も

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
請

求
あ

る
い

は
滞

納
処

分
の

検
討

、
も

し
く

は
そ

の
前

提
と

し
て

、
滞

納
者

の
財

産
調

査
は

す
べ

き
で

あ
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
全

て
の

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
生

活
保

護
受

給
者

に
対

す
る

資
産

調
査

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、
生

活
保

護
が

廃
止

さ
れ

た
者

を
含

め
、
財

産
調

査

が
行

わ
れ

て
お

ら
ず

、
ま

た
、
訴

訟
手

続
に

よ
る

履
行

請
求

な
い

し
は

滞
納

処
分

の
検

討
も

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

 

県
と

し
て

は
、
統

一
的

な
扱

い
と

し
て

、
少

な
く

と
も

訴
訟

手
続

に
よ

る
履

行
請

求
あ

る
い

は

滞
納

処
分

を
す

る
か

否
か

の
検

討
を

す
る

べ
き

で
あ

る
。
ま

た
、
生

活
保

護
が

廃
止

さ
れ

た
者

に

つ
い

て
は

、
そ

の
前

提
と

し
て

の
滞

納
者

の
財

産
調

査
は

す
べ

き
で

あ
る

。
 

２
８

２
 

  
 

ウ
 

記
録

の
管

理
を

徹
底

す
る

べ
き

で
あ

る
【

意
見

】
 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

ご
と

に
記

録
の

管
理

方
法

や
各

フ
ァ

イ
ル

の
綴

り
方

が
異

な
っ

て
い

る

た
め

、
各

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

間
で

担
当

職
員

が
異

動
し

た
場

合
等

に
お

い
て

、
書

類
の

綴
り

漏

れ
や

異
な

る
フ

ァ
イ

ル
に

書
類

を
綴

っ
て

し
ま

う
恐

れ
が

あ
り

、
債

権
管

理
に

支
障

を
及

ぼ
す

恐

れ
が

あ
る

。
 

現
に

、
尾

張
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
で

は
、
本

来
個

別
の

債
権

管
理

フ
ァ

イ
ル

に
綴

ら
れ

て
い

る

は
ず

の
債

務
承

認
書

が
綴

ら
れ

て
い

な
い

と
い

う
例

が
み

ら
れ

た
。

 

既
存

の
記

録
に

つ
い

て
全

て
を

直
ち

に
変

更
す

る
こ

と
は

容
易

で
は

な
い

と
思

わ
れ

る
が

、
少

な
く

と
も

将
来

的
な

記
録

の
管

理
方

法
や

綴
り

方
に

つ
い

て
は

、
統

一
的

な
基

準
や

目
次

を
作

成

し
て

管
理

を
行

い
、

ま
た

、
綴

り
漏

れ
が

無
い

よ
う

管
理

を
徹

底
す

べ
き

で
あ

る
。

 

 
 

エ
 

督
促

状
の

送
付

時
期

に
関

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

記
載

を
訂

正
す

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
督

促
状

の
送

付
に

関
し

、
「

生
活

保
護

費
 

経
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

で
は

納
期

限
後

２
０

日
前

後
と

記
載

さ
れ

て
い

た
。

 

こ
の

点
に

つ
き

、
会

計
局

の
作

成
す

る
「

会
計

事
務

の
手

引
（

総
則

・
収

入
編

）
」

第
４

章
３

（
２

）
ｃ

に
は

、
「

督
促

状
を

発
す

る
時

期
に

つ
い

て
は

、
規

則
上

特
に

定
め

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

別
に

法
令

に
定

め
が

な
け

れ
ば

、
原

則
と

し
て

地
方

税
の

例
に

従
い

、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に

お
い

て
未

納
を

確
認

し
た

後
速

や
か

に
発

し
ま

す
」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
。
こ

の
記

載
を

そ
の

ま

ま
読

む
と

、
「

納
期

限
後

２
０

日
以

内
に

」
す

べ
き

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

の
は

「
未

納
を

確
認

」

す
る

こ
と

の
よ

う
に

も
読

め
る

が
、
会

計
局

に
確

認
を

し
た

と
こ

ろ
、
こ

の
記

載
が

求
め

て
い

る

の
は

、
納

期
限

後
２

０
日

以
内

に
督

促
状

を
発

す
る

こ
と

で
あ

る
と

の
回

答
を

得
た

。
 

し
た

が
っ

て
、
知

多
福

祉
相

談
セ

ン
タ

ー
は

、
統

一
的

な
運

用
の

観
点

か
ら

当
該

運
用

に
合

わ

せ
た

「
納

期
限

後
２

０
日

以
内

」
等

の
記

載
に

修
正

す
べ

き
で

あ
る

。
 

ま
た

、
会

計
局

に
対

す
る

意
見

と
し

て
、

第
２

章
第

４
の

１
０

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 

 
 

オ
 

督
促

状
の

返
戻

数
の

把
握

等
に

つ
い

て
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
す

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
福

祉
・
相

談
グ

ル
ー

プ
は

把
握

し
て

い
る

が
、
社

会
グ

ル
ー

プ
で

は
督

促
状

の
返

戻
件

数
が

把
握

で
き

て
い

な
い

こ
と

が
判

明
し

た
。
債

権
の

管
理

を
行

う
社

会
グ

ル
ー

プ
に

お
い

て
返

戻
件

数
が

把
握

で
き

て
い

な
い

こ
と

は
、
適

切
な

債
権

管
理

が
出

来
て

い
な

い
恐

れ
が

あ
る

と
共

に
、

そ
の

後
の

催
告

書
の

送
付

に
も

影
響

を
与

え
兼

ね
な

い
等

、

効
率

的
な

債
権

管
理

が
行

わ
れ

て
い

な
い

可
能

性
が

あ
る

。
 

そ
の

た
め

、
返

戻
件

数
の

確
認

と
返

戻
が

あ
っ

た
場

合
の

処
理

に
つ

い
て

、
セ

ン
タ

ー
内

で
把

握
で

き
る

環
境

を
整

備
す

る
た

め
に

も
統

一
的

な
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
す

べ
き

で
あ

る
。

 

 
 

カ
 

相
続

放
棄

の
確

認
方

法
に

つ
い

て
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
す

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

知
多

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

、
相

続
人

か
ら

の
相

続
放

棄
の

申
出

に
対

し
、
「

相
続

放

棄
申

述
受

理
証

明
書

」
を

確
認

す
る

こ
と

な
く

、
不

納
欠

損
処

分
を

行
っ

た
事

案
が

あ
る

と
の

回

答
が

あ
っ

た
。

 

相
続

放
棄

に
つ

い
て

は
適

切
な

債
権

管
理

を
行

う
た

め
に

も
、
相

続
人

に
対

し
て
「

相
続

放
棄
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申
述

受
理

証
明

書
」

の
写

し
を

提
出

す
る

よ
う

求
め

た
に

も
関

わ
ら

ず
相

続
人

か
ら

提
出

が
な

い

場
合

に
は

、
家

庭
裁

判
所

に
対

し
て
相

続
放

棄
･
限
定

承
認
の

申
述
有

無
の

照
会

を
行

う
よ

う
に
、

統
一

的
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

す
べ
き

で
あ

る
。

 
 

 
キ

 
納

入
拒
否

を
理

由
と

す
る
不

納
欠

損
処

分
の

あ
り

方
を

見
直

す
べ
き

で
あ

る
【

意
見
】

 
「

納
入
拒

否
」

を
理

由
と

し
て

不
納

欠
損
処

分
を

行
っ

て
い

る
事
例

が
、

一
定

数
存

在
す

る
。

 
「

納
入

拒
否

」
に

つ
い

て
は

、
債

務
者

が
返

還
義

務
の

存
在

に
つ

い
て

納
得

し
て

い
な

い
な

ど

明
確

に
支

払
い

を
拒

絶
さ

れ
た

ケ
ー

ス
、
納

付
書

を
送

っ
て

も
反

応
が

な
い

ケ
ー

ス
、
情

報
が

乏

し
く

生
活

困
窮

と
い

う
判

断
が

で
き

な
い

ケ
ー

ス
な

ど
が

存
在

す
る

が
、
情

報
が

な
い

こ
と

を
理

由
に

財
産

調
査

も
し

な
い

ま
ま

、
資

力
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

一
律

に
「

納
入

拒
否

」
と

扱
う

こ

と
は

、
滞

納
理

由
の

実
態

が
不

明
確

と
な

る
こ

と
か

ら
不

適
切

で
あ

る
。

 

ま
た

、
支

払
い

を
拒

絶
さ

れ
た

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
催

告
を

す
る

の
み

で
時

効
の

完
成

を
迎

え
る

こ
と

は
、
債

権
管

理
の

あ
り

方
と

し
て

は
問

題
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
。
そ

の
た

め
、
事

案
に

応
じ

て
法

的
手

続
や

滞
納

処
分

に
よ

り
適

切
な

回
収

を
図

る
べ

き
で

あ
る

（
イ

に
記

載
の

と
お

り
）

。
 

ク
 

分
割

納
付

の
法

的
な

意
義

を
自

覚
し

て
事

務
処

理
に

あ
た

る
べ

き
で

あ
る

【
意

見
】

 

福
祉

相
談

セ
ン

タ
ー

に
よ

っ
て

分
割

納
付

の
根

拠
が

異
な

っ
て

い
る

。
 

様
式

集
の

様
式

３
－

１
の
「

３
 

確
認

事
項

」
に

は
、
「
（

１
）
本

件
納

付
計

画
は

、
期

限
の

利
益

を
付

与
さ

せ
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
」
と

あ
り

、
分

割
納

付
の

根
拠

を
地

方
自

治
法

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

の
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分
（

履
行

延
期

等
）
と

取
り

扱
う

か
、
様

式
集

の
様

式
を

用
い

た
分

納
誓

約
と

い
う

扱
い

に
す

る
か

に
よ

っ
て

、
期

限
の

利
益

を
付

与
す

る
か

否

か
と

い
う

取
扱

い
に

違
い

が
生

じ
て

く
る

。
 

分
割

納
付

の
法

的
な

意
義

を
自

覚
し

て
事

務
処

理
に

あ
た

る
べ

き
で

あ
る

。
第

２
章

第
４

の
１

５
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
 

ケ
 

履
行

延
期

の
特

約
・

処
分

の
意

義
を

意
識

で
き

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

類
を

整
備

さ
れ

た
い

【
意

見
】
 

【
図

表
１

－
２

】
に

記
載

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

に
も

必
要

に
応

じ
て

前
ク

に
記

載
し

た
履

行
延

期
等

と
分

納
誓

約
の

違
い

を
明

確
に

意
識

で
き

る
記

載
を

さ
れ

た
い

（
第

２
章

第
４

の
１

６
参

照
）

。
 

 
 

コ
 

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
の

適
用

債
権

の
範

囲
に

つ
い

て
も

十
分

注
意

さ
れ

た
い

【
意

見
】
 

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
で

は
「

強
制

徴
収

に
よ

り
徴

収
す

る
債

権
を

除
く

」
と

規
定

さ
れ

強
制

徴
収

公
債

権
は

対
象
と

な
っ

て
い

な
い

と
こ

ろ
、
生

活
保
護

費
返

還
金
の

う
ち
、
強

制
徴

収
公

債
権

に
分

類
さ

れ
る

債
権

に
つ

い
て

も
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
６

に
基

づ
く

履
行

延

期
等

と
い

う
扱

い
で

処
理

で
き

る
と

の
誤

解
が

あ
っ

た
。

履
行

延
期

等
の

適
用

債
権

の
範

囲
に

つ

い
て

も
十

分
注

意
さ

れ
た

い
。

 
 

⑵
 

障
害

者
住
宅

整
備

資
金

貸
付
金

償
還

金
 

 
 

ア
 

保
証

人
に

請
求

し
な

い
特
別

の
事

情
を

検
討

し
検

討
結

果
を

文
書
化

す
る

必
要

が
あ
る

【
指

摘
】 

主
債

務
者

の
破

産
免

責
許

可
決

定
後

に
、
主
債

務
者

が
、
保

証
人

に
迷

惑
は

か
け

ら
れ

な
い

と
し

て
、
主

債
務

者
の

申
出

に
よ
り

分
納
し

、
連

帯
保
証

人
に
対

し
て
は

請
求

し
て

い
な

い
例

が
あ

っ
た
。 

２
８

４
 

 

県
に

よ
る

と
、
債

権
回

収
に

あ
た

り
保

証
人

へ
の

催
告

の
必

要
性
を

認
識

し
て

い
る

が
、
分

割
納

入
中

の
主

債
務

者
か

ら
「

保
証

人
に

迷
惑
を

か
け

ら
れ

な
い

」
と

の
申
立

て
を

受
け

て
い

る
中
、
県

か
ら

保
証

人
に

請
求

す
る

こ
と

に
よ

り
、

主
債

務
者

と
保

証
人

の
関

係
性

を
一

方
的

に
破

壊
し

て

し
ま

う
恐

れ
が

あ
り

、
主

債
務

者
と
の

交
渉

過
程

に
よ

る
約

束
を

反
故
に

し
て

し
ま

う
た

め
、
破
産

免
責

許
可

決
定

後
の

主
債

務
者

か
ら
分

割
納

入
を

受
け

入
れ

て
い

る
と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

し
か

し
、

こ
れ

で
は

破
産

免
責

後
の

主
債

務
者

が
保

証
人

と
の

関
係

性
を

破
壊

し
た

く
な

い
と

主
張

す
れ

ば
、
主

債
務

者
に
対

す
る
関

係
で

は
期

限
の

利
益

を
事

実
上
与

え
つ

つ
、
保

証
人

は
保

証

債
務

の
履

行
請

求
を

免
れ

る
こ

と
に
な

る
。
保

証
人

に
対

す
る

請
求

は
、
主

債
務

者
の
意

向
に

従
う

の
で

は
な

く
、

法
令

に
従

う
必

要
が
あ

る
。
 

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
の

規
定

に
よ

れ
ば

、
保

証
人

に
請

求
し

な
い

た
め

に
は

徴
収

停
止

の
措

置
、
履

行
延
期

そ
の
他

特
別

の
事

情
が

必
要

と
さ

れ
て
い

る
。
徴

収
停

止
の

措
置

又

は
履

行
延

期
（

徴
収

緩
和

措
置

）
が

な
さ

れ
て
い

れ
ば

格
別

、
こ

れ
が

な
い

場
合
は
「

そ
の

他
特
別

の
事

情
」
の

有
無
を

検
討

し
、
文

書
化
し

、
課

内
で

保
証

債
務

履
行
請

求
権

行
使

の
要

否
を

検
討
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
よ

う
な
検

討
も

せ
ず

、
漫

然
と

保
証
債

務
履

行
請

求
権

を
行

使
し

な
い

こ
と

は
許

さ
れ

な
い

。
 

詳
細

は
、

第
２

章
第

４
の

７
⑵

を
参

照
さ
れ

た
い

。
 

イ
 

免
責

許
可

決
定

を
得

た
債

務
者
か

ら
は

原
則

と
し

て
回

収
す

る
べ
き

で
は

な
い

【
指

摘
】
 

破
産

手
続

を
経

て
免

責
許

可
決

定
を

得
た

債
務

者
か

ら
回

収
し

て
い

る
例

が
あ

る
が

問
題

で
あ

る
。

指
摘

の
詳

細
は

、
第

２
章

第
４
の

６
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
 

ウ
 

生
活

保
護

受
給

者
に

対
し
て

は
徴

収
緩

和
措

置
に

よ
り

生
活

再
建
を

優
先

す
べ

き
【
意

見
】

 

県
か

ら
は

、
本

人
が
「

最
低

限
度

の
生

活
」
を
営

む
上

で
、
福
祉

的
配

慮
や

本
人

の
意
向

を
尊
重

し
、
捻
出

で
き

る
額
（

月
額

２
０

０
０
円

の
分

納
）
で

調
整
し

て
い
る

と
説

明
が

あ
っ

た
も

の
の
、

本
債

権
は
、
金
額

も
少

額
と
い

え
ず
、
ま

た
生

活
保

護
受
給

者
の
生

活
の

維
持

の
た

め
に

や
む

を
得

な
い

費
用

を
支

出
す

る
も

の
と

も
い
え

な
い

か
ら
、
生
保

受
給

者
か

ら
の

分
割

弁
済

は
、
生
活

保
護

費
が
「
最

低
限

度
の

生
活

」
を
保

障
す
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

と
の

趣
旨
に

反
し

、
こ

れ
を

県
が
受

領
す

る
こ

と
は

住
民

の
福

祉
の

増
進

に
努

め
る

べ
き

県
の

存
在

意
義

に
も

抵
触

し
兼

ね
な

い
（

地

方
自

治
法

第
２

条
第

１
４

項
）
。

 

生
活

保
護

受
給

中
の

債
務

者
に

対
し

て
は

、
徴

収
停

止
措

置
や

履
行

延
期

等
と

い
っ

た
徴

収
緩

和
措

置
を

優
先

し
て

適
用

し
、

ま
ず
は

生
活

の
再

建
を

優
先

す
る

べ
き
で

あ
る

。
 

意
見

の
詳

細
は

、
第

２
章

第
４

の
１

８
を
参

照
さ

れ
た

い
。

 

 
⑶

 
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

保
険
料

負
担

金
 

ア
 

加
入

者
地

位
の

喪
失

後
も

掛
金
債

権
を

発
生

さ
せ

る
処

理
は

違
法
で

あ
る

【
意

見
】

 

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
保

険
に

つ
い

て
は
、
掛

金
が

２
か
月

滞
納
す

る
と
、
愛
知

県
心
身

障
害
者

扶
養

共
済

制
度

条
例

第
１

９
条

第
１
項

第
５

号
、
同

施
行

規
則

第
１

４
条

第
２

項
に

よ
り

、
翌

月
の

初
日

か
ら

加
入

者
と

し
て

の
地

位
を

失
う

も
の

と
す

る
と

さ
れ

て
い

る
。

地
位

喪
失

を
さ

せ
る

か

否
か

に
つ

い
て

裁
量

を
与

え
る

規
定
と

も
さ

れ
て

い
な

い
。
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に
も

関
わ

ら
ず

、
過

去
、
契

約
を

存
続

さ
せ
る

運
用

と
し

、
掛

金
の

未
収
金

を
発

生
さ

せ
て

い
た

事
例

が
多

く
み

ら
れ

た
。
 

こ
れ

は
、
地

位
を

喪
失

し
て

い
る

に
も

関
わ

ら
ず
、
地
位

を
喪

失
し

て
い

な
い

と
し

て
扱

っ
て
お

り
、

明
ら

か
に

条
例

に
反

す
る

運
用
で

あ
る

。
 

な
お
、
２
０

１
０

年
度

か
ら

は
こ

の
よ

う
な

取
扱

い
を

し
て

い
な
い

と
の

こ
と

な
の

で
、
意

見
と

し
て

述
べ

る
に

と
ど

め
る

。
 

 
 

イ
 

加
入

者
地

位
の

喪
失

後
も
発

生
さ

せ
た

掛
金

は
債

権
放

棄
等

す
る
べ

き
で

あ
る

【
指
摘

】
 

県
に

よ
る

と
、

掛
金

が
２

か
月

未
納

で
あ

っ
て

も
す

ぐ
に

資
格

喪
失

と
な

ら
な

か
っ

た
の

は
、

「
心

身
障

害
者

の
将

来
に

対
し

、
保

護
者

の
抱

く
不

安
の

軽
減

を
図

る
」
と

い
う

制
度
の

目
的

を
も

と
に

、
保

護
者
の

意
思

を
最
大

限
尊
重

し
、
今

ま
で

支
払
っ

て
き
た

掛
金

額
を

考
慮

し
た

県
の

福
祉

的
配

慮
等

に
よ

る
も

の
で

あ
る

と
の
説

明
が

あ
っ

た
。
仮

に
そ

う
で

あ
っ

て
も
、
条
例

に
違

反
し

て

契
約

を
存

続
さ

せ
た

期
間

に
対

応
す
る

掛
金

の
請

求
権

を
発

生
さ

せ
る
こ

と
は

違
法

で
あ

る
。
 

現
在

は
運

用
を

改
め

て
い

る
よ

う
で

あ
る
が

、
今
後

も
、
条

例
に

違
反

し
な

い
運

用
を

求
め

る
。
 

ま
た
、
収
入

未
済

額
と

し
て

計
上

さ
れ

て
い

る
も

の
の

う
ち

、
３

か
月

以
上

の
未

納
部
分

に
つ
い

て
は

、
現

在
も

時
効

援
用

も
な

く
、
不

納
欠

損
処

分
も

な
さ

れ
な

い
ま
ま

、
収

入
未

済
額

に
計

上
さ

れ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら
、
そ

も
そ
も

債
権

の
発

生
根

拠
に

欠
け

る
も

の
と
い

え
、
債

権
が

発
生
し

て
い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

発
生

し
て

い
る
も

の
と

し
て

誤
っ

た
処

理
を

行
っ
て

い
る

。
 

債
権

の
発

生
根

拠
に

欠
け

る
も

の
は

、
債
権

放
棄

等
す

る
べ

き
で
あ

る
。
 

 
⑷

 
高

齢
者

住
宅

整
備

資
金

貸
付
金

償
還

金
 

 
 

ア
 

免
責

許
可

決
定

を
得

た
債
務

者
か

ら
は

原
則

と
し

て
回

収
す

る
べ
き

で
は

な
い

【
指
摘

】
 

破
産

手
続

を
経

て
免

責
許

可
決

定
を

得
た

債
務

者
か

ら
回

収
し

て
い

る
例

が
あ

る
が

問
題

で
あ

る
。
県
に

よ
る

と
、
債

務
者

か
ら

回
収
し

た
事

情
は

次
の

と
お

り
で

あ
り
、
本
人

及
び

保
証

人
へ
の

接
触

に
つ

い
て

は
、

い
ず

れ
の

債
務

に
つ

い
て

も
愛

知
県

高
齢

者
住

宅
整

備
資

金
貸

付
金

償
還

金

事
務

処
理

要
領

に
従

っ
て

対
応

し
て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 
御

指
摘

の
事

例
に

関
し

、
主

債
務

者
か
ら

免
責

決
定

後
も

な
お

支
払
う

旨
の

申
し

出
が
あ

っ
た

際
、

本
県

に
お

い
て

は
免

責
が

さ
れ

て
い

る
事

情
を

重
く

受
け

止
め

、
ま

た
責

任
の

所
在

を
あ

い
ま
い

に

す
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
、
主
債

務
者

に
「

保
証

人
が

責
任

を
持

つ
」
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

、
本

人
の

支
払

い
を

認
め

る
こ

と
と

し
た

記
録
が

２
０

０
３

年
１
１

月
１

４
日

付
け

で
残
っ

て
お

り
ま

す
。

 

し
か

し
、
真

に
保

証
人

が
責

任
を

持
つ

の
で

あ
れ

ば
保

証
人

に
直
接

請
求

す
る

べ
き

で
あ

り
、
破

産
免

責
後

に
主

債
務

者
の

年
金

収
入

か
ら

年
額

に
し

て
５

万
円

余
り

の
回

収
を

続
け

る
必

要
は

な

い
。
県
は

、
主
債

務
者

の
年

金
収

入
か
ら

支
払

い
を

受
け

る
こ

と
と

引
き
換

え
に

、
保

証
人

に
対
す

る
請

求
を

怠
っ

た
こ

と
に

変
わ

り
は
な

い
。

 
指

摘
の
詳

細
は

、
第

２
章

第
４

の
６

を
参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
 

イ
 

保
証

人
に

請
求

し
な

い
特
別

の
事

情
を

検
討

し
検

討
結

果
を

文
書
化

す
る

べ
き

【
指
摘

】
 

２
８

６
 

  
 

 
 

償
還

期
限

を
全

て
経

過
し
た

債
権

で
（
前

７
⑶
ア

参
照
）
、

主
債

務
者
に

は
２
名

の
連
帯

保
証

人

が
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

連
帯

保
証

人
に

対
す

る
連

絡
や

請
求

を
行

っ
て

い
な

い
債

権
が

複
数

み

ら
れ

た
。
分

納
の

月
額

は
２
０

０
０
円

や
５

０
０

０
円

の
主

債
務

者
も
い

る
。
連

帯
保

証
人

に
対

す

る
請

求
を

行
え

ば
、

効
率

的
な

債
権
回

収
の

可
能

性
が

高
ま

る
も

の
と
思

わ
れ

る
。

 
地

方
自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
第
１

号
で

は
、
督
促

後
、
相

当
期

間
を
経

過
し
て

も
履
行

さ
れ

な
い

場
合

、
保
証

人
に
請

求
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

定
め

ら
れ
て

い
る
。
保

証
人

に
請

求
し

な
い

た
め

に
は

徴
収

停
止

の
措

置
、
履
行

延
期

等
そ

の
他

特
別

の
事

情
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る
。
徴

収
停

止
措

置
又

は
履

行
延

期
等

が
な
さ

れ
て

い
れ

ば
格

別
、
こ
れ

が
な

い
場

合
は
「
そ

の
他

特
別
の

事
情

」
の

有
無

を
検

討
し

、
文
書

化
し
、
課
内

で
保

証
債

務
履

行
請
求

権
行

使
の

要
否

を
検

討
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
こ

の
よ
う

な
検
討

も
せ

ず
、
漫

然
と
保

証
債
務

履
行

請
求

権
を

行
使

し
な

い
こ

と
は

許
さ

れ
な

い
。

 
詳

細
は
、

第
２

章
第

４
の

７
⑵

を
参

照
さ
れ

た
い

。
 

ウ
 

回
収

可
能

性
が

な
く

な
っ

た
債
権

は
債

権
放

棄
等

を
検

討
す

る
べ
き

で
あ

る
【

意
見

】
 

 
 

 
 

時
効

期
間

が
経

過
し

て
い
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
債

務
者

か
ら
の

時
効

援
用

が
な

い
こ
と

か
ら
、
債

権
管

理
を

継
続

し
、

年
２

回
の

督
促

状
を

送
付

し
て

い
る

債
権

が
存

在
す

る
（

前
７

⑶
オ

参
照

）
。

こ
れ

は
、
明

ら
か
に

経
済

性
（

地
方

自
治

法
第
２

条
第

１
４

項
）
に

反
す

る
。
回

収
可

能
性

が
な
く

な
っ

た
債

権
は

債
権

放
棄

等
を

検
討
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
 

 
 

詳
細

は
、

第
２

章
第

４
の
２

を
参

照
さ

れ
た

い
。

 
 

⑸
 

児
童

措
置
費

負
担

金
 

ア
 

国
の

施
策
・
取

組
に

対
す

る
要

請
に

お
い
て

措
置

費
の

全
面
的

公
費

負
担

を
要

請
す

べ
き
【

意
見
】 

児
童

措
置

費
負

担
金

に
つ

い
て

は
、

滞
納

処
分

が
可

能
な

強
制

徴
収

公
債

権
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
滞

納
処

分
に

よ
る
回

収
が
図

ら
れ

た
形

跡
が

な
い

。
児

童
福

祉
法

第
５

６
条

第
６

項
は

、

「
第

二
項

に
規

定
す

る
費

用
に

つ
い

て
は

地
方

税
の

滞
納

処
分

の
例

に
よ

り
処

分
す

る
こ

と
が

で

き
る

」
と
し

、
地

方
自

治
法

第
２

３
１

条
の

３
第

３
項

は
、
「

地
方

税
の

滞
納

処
分

の
例
に

よ
り
処

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
」

と
す

る
も

の
の

、
「

地
方

税
の

滞
納

処
分

」
を

定
め

る
地

方
税

法
で

は
、

督
促

を
受

け
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
支
払

い
が

な
い

場
合

に
は

、
「

滞
納

者
の

財
産

を
差

し
押

さ
え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
（

地
方
税

法
第

３
３

１
条

、
同
法

第
３

７
１

条
、

同
法

第
６
８

条
等
）

と
し

て

お
り

、
強

制
徴

収
公

債
権

に
つ

い
て

は
、
督

促
に

よ
っ

て
も

滞
納

が
あ
る

場
合

に
は

、
滞

納
処

分
を

す
る

責
務

が
あ

る
。

 
こ

れ
に
対

し
県

は
、
滞

納
処
分

を
行
わ

な
い

理
由

と
し

て
、
強

制
的

な
処

分
に

よ
り

、
児
相

と
の

信
頼

関
係

の
構

築
、
ひ

い
て
は

ケ
ー
ス

ワ
ー

ク
に

影
響

を
与

え
、
親
子

関
係

の
修

復
や

家
族

再
統

合

を
困

難
に

す
る

た
め

、
こ

れ
は

行
わ

な
い

と
し

て
い

る
と

の
説

明
で

あ
っ

た
。

県
が

他
の

道
府

県

（
北

海
道
、
大

阪
府
、
京

都
府

、
三

重
県

、
岐
阜

県
、
神
奈

川
県
、
兵

庫
県

）
と
名

古
屋

市
に

滞
納

処
分

と
財

産
調

査
に

つ
い

て
電

話
で
の

聞
き

取
り

を
し

た
と

こ
ろ

、
い

ず
れ

も
、
ケ
ー

ス
ワ

ー
ク
上

支
障

と
な

り
、
児

童
の

家
庭
復

帰
に
影

響
が

生
じ

る
こ

と
を

理
由

と
し
て

、
滞

納
処
分

も
財

産
調

査

も
し

て
い

な
い

と
の

回
答

で
あ

っ
た
。
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さ
ら

に
県

は
、

次
の

よ
う

に
も

述
べ

る
。

 
国

（
厚

生
労

働
省

）
の

「
児

童
相

談
所

に
お

け
る

一
時

保
護

の
手

続
等

の
在

り
方

に
関

す
る

検
討

会
と

り
ま

と
め
（

令
和

３
年

４
月

２
２

日
）
」
で

は
、
今

後
の

措
置

に
係

る
保

護
者

の
費

用
負

担
の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
、

賛
否

が
分

か
れ

て
お

り
、

早
急

に
結

論
を

得
る

こ
と

は
困
難

で

あ
る

た
め

、
地

方
公

共
団

体
に

調
査

を
行

っ
た

上
で

、
国

内
外

他
制

度
の

動
向

も
踏

ま
え

つ
つ
、

引

き
続

き
検

討
を

行
う

必
要

が
あ

る
と
し

て
い

ま
す

。
 

・
保

護
者

が
負
担

金
に

反
発
す

る
こ

と
で

、
措

置
に

つ
い

て
同

意
が

と
れ

ず
、

迅
速

な
措

置
が

阻

害
さ

れ
る

事
態

が
生

じ
て

い
る

こ
と
か

ら
、

保
護

者
か
ら

負
担

金
を

徴
収

し
て
良

い
の

か
。

 

・
保

護
者

に
負
担

金
を

課
す
こ

と
で

、
子

ど
も

の
養

育
の

安
定

性
が

害
さ

れ
る

よ
う

な
こ

と
が

あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

等
 

他
方

、
現

時
点

で
行

え
る

工
夫

と
し

て
、

各
自

治
体

内
で

ケ
ー
ス

ワ
ー

ク
と

費
用

徴
収

と
で

役
割

を
分

担
す

る
体

制
を

と
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
、

こ
う

し
た

運
用

を
広

げ
て

い
く

こ
と

を
当

面
行
う

べ

き
で

あ
る

、
と

し
て

い
ま

す
。

 

虐
待

や
養

育
困

難
で

、
保

護
を

行
っ

た
保

護
者

に
対

し
、

子
ど
も

の
安

心
安

全
な

養
育

環
境

の
確

保
を

優
先

す
る

中
で

、
児

童
相

談
所

は
、
家
庭

復
帰

に
向

け
て

保
護
者

を
指

導
し

ま
す

。
併

せ
て

、
負

担
金

に
つ

い
て

も
、

措
置

に
伴

い
、
発

生
す

る
こ

と
を
説

明
し

て
い

ま
す

。
 

負
担
金

を
請

求
す

れ
ば

、
「

そ
れ

な
ら

ば
子

ど
も

を
返
し

て
欲

し
い

」
と

い
う
保

護
者

も
い

ま
す

。

厚
労

省
や

近
隣

の
都

道
府

県
に

も
確

認
し

て
い

ま
す

が
、

全
国

的
に

も
、

滞
納

処
分

を
行

っ
た
事

例

は
聞

か
れ

な
い

こ
と

か
ら

も
、

全
て

の
自

治
体

が
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

状
況

で
す

。
ま

た
、
平

成

２
８

年
度

の
改

正
児

童
福

祉
法

に
よ

り
、

家
庭

で
の

養
育

を
原

則
と

明
記

さ
れ

た
こ

と
で

、
親
子

関

係
の

修
復

や
、

家
族

再
統

合
に

つ
い

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
り

、
こ

れ
ま

で
以

上
に

、
保

護
者
と

の

関
係

に
は

、
慎

重
に

な
る

必
要

が
あ
り

ま
す

。
 

虐
待

を
否

定
す

る
保

護
者

か
ら

施
設

入
所

の
同

意
を

得
る

こ
と
は

困
難

で
あ

り
、

さ
ら

に
負

担
金

が
妨

げ
と

な
り

、
一

時
保

護
が

長
期

化
す

る
場

合
も

多
く

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

同
意

が
得

ら
れ
た

場

合
で

も
負

担
金

納
入

を
拒

否
す

る
場
合

が
多

く
あ

り
ま
す

。
 

負
担
金

は
、
保

護
者
へ

の
処

分
で

す
が

、
強

制
的

な
取

り
立
て

に
よ

る
効

果
は

、
専

ら
、
本

来
守

る

べ
き

子
ど

も
の

生
活

や
将

来
の

自
立
に

打
撃

を
与

え
る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

 

こ
う

し
た

背
景

、
理

由
に

よ
り

、
本

県
の

対
応

と
い

た
し

ま
し
て

は
、

児
相

に
お

い
て

担
当

福
祉

司
と

は
別

に
負

担
金

担
当

者
が

、
滞
納

者
へ

の
丁

寧
な

説
明

、
督

促
、
訪
問

指
導

、
電

話
催

告
、
債
務

承
認

を
書

面
で

求
め

る
こ

と
に

加
え
て

、
毎

年
度

、
国

の
施

策
・
取

組
に

対
す

る
要
請

に
お

い
て

、
負

担
金

の
減

免
制

度
を

取
り

上
げ

て
い
ま

す
。

 

し
か

し
、
児

童
福

祉
上
の

観
点

か
ら
、
一

律
、
滞
納

処
分
を

し
な
い

の
は

、
児

童
措

置
費

負
担
金

に
つ

い
て

強
制

徴
収

公
債

権
と

し
た

法
の

趣
旨

に
反

す
る

。
上

記
の

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

上
の

支
障

が

生
じ

た
事

案
も

負
担

金
の

督
促

を
行

っ
た

際
の

保
護

者
の

同
意

や
関

与
の

否
定

の
事

案
で

あ
り

、

滞
納

処
分

自
体

を
行

っ
て

い
な

い
の

で
、

滞
納

処
分

そ
れ

自
体

で
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
上

の
支

障
が

生

じ
た

事
案

で
は

な
く

、
滞

納
処

分
を

行
う

こ
と

自
体

が
ど

れ
く

ら
い

の
支

障
が

生
じ

る
か

明
ら

か

で
は

な
い
。
仮
に

、
一

時
は

負
担

金
を

督
促
す

る
こ

と
で

ケ
ー

ス
ワ
ー

ク
上

の
支

障
が

生
じ

た
と
し

て
も

、
時

間
の
経

過
で

そ
の
支

障
の
程

度
が

変
化

す
る

こ
と

も
考

え
ら
れ

、
最

初
か
ら

時
効

消
滅

ま

で
一

律
に

滞
納

処
分

を
し

な
い

理
由
と

は
な

ら
な

い
。
児

童
福

祉
の

観
点

に
配

慮
し

つ
つ

も
、
収
入

未
済

の
解

消
に

向
け

て
可

能
な

こ
と
は

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
今

後
も

滞
納

処
分

を
行

わ
な

け
れ

ば
、

任
意

に
応

じ
る

保
護

者
は

児
童

措
置

費
負

担
金

を
納

入

し
、

応
じ

な
い

保
護

者
に

対
す

る
債

権
は

時
効

消
滅

に
よ

り
不

納
欠

損
処

分
と

な
る

ば
か

り
で

あ

る
（
【

図
表
８

－
９

－
３

】
及

び
【

図
表

８
－

９
－

４
】

参
照

）
。

 

２
８

８
 

 

し
か

し
、

保
護

者
が

負
担

金
に

反
発

す
る

こ
と

で
措

置
に

つ
い

て
同

意
が

と
れ

ず
迅

速
な

措
置

が
阻

害
さ

れ
る

事
態

が
生

じ
て

い
る

こ
と

や
、

虐
待

や
養

育
困

難
で

保
護

を
行

っ
た

保
護

者
に

対

し
、
子

ど
も

の
安

心
安

全
な
養

育
環
境

の
確

保
を

優
先

す
る

な
か

で
滞
納

が
生

じ
て

い
る
（
上

記
の

囲
み

部
分

参
照

）
こ
と

か
ら
す

る
と
、
収

入
未

済
を

生
じ
さ

せ
て
い

る
保

護
者

こ
そ

措
置

と
の

利
害

関
係

又
は

受
益

の
程

度
が

高
く

、
ま

さ
に

負
担

金
を

徴
収

す
る

べ
き

債
務

者
で

あ
る
（

第
２

章
第

１

の
２

⑶
イ

（
ア

）
参

照
）
。

 
こ

の
よ

う
な

保
護

者
に

対
す

る
負

担
金

が
時

効
消

滅
し

、
結

果
と

し
て

請
求

を
免

れ
て

い
る

現

状
は

公
平

性
を

欠
く

と
言

わ
ざ

る
を
得

な
い

。
こ

の
点

県
は

、
毎

年
度

、
国

の
施

策
・
取

組
に

対
す

る
要

請
に

お
い

て
、
負

担
金
の

減
免
制

度
を

取
り

上
げ

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

る
が
、
仮

に
負

担
金

の
減

免
制

度
が

で
き

て
も

こ
の

不
公
平

感
は

拭
え

な
い

。
 

む
し

ろ
、
国

に
対

し
て

は
児

童
措

置
費

を
全

面
的

に
公

費
負

担
と
し

、
保

護
者
の

負
担
を

求
め
な

い
制

度
に

変
更

す
る

よ
う

要
請

し
、
こ

れ
を

続
け

て
い

く
べ

き
で

あ
る
。

 
 

 
イ

 
滞

納
処
分

を
行

っ
て

い
な
い

理
由

の
記

載
を

手
引

き
か

ら
一

部
削
除

す
る

べ
き

で
あ
る

【
指

摘
】 

「
児

童
措

置
費

等
費

用
徴

収
事

務
の

手
引
き

」（
２

０
２
１

年
１

２
月

９
日

改
正
）

の
５

９
頁

の

問
３

の
回

答
に

は
、

滞
納
処

分
は

、「
児
童

福
祉

上
の

観
点

や
現

実
的

に
競

売
を

す
る

な
ど

の
手
間

を
か

け
て

も
費

用
対

効
果

が
薄

い
こ
と

か
ら

実
施

し
て

い
な

い
」
と

記
載

し
て

あ
る

。
し
か

し
、
滞

納
処

分
も

財
産

調
査

も
し

た
こ

と
が

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

滞
納

処
分

の
費

用
対

効
果

が
薄

い
と

す

る
根

拠
も

な
い

は
ず

で
あ

る
。

 
こ

の
よ
う

な
根

拠
の

な
い

記
載

は
削

除
す
る

か
、

修
正

す
る

べ
き
で

あ
る

。
 

 
 

ウ
 

督
促

か
ら

不
納

欠
損

処
分
ま

で
に

財
産

調
査

を
行

う
べ

き
で

あ
る
【

意
見

】
 

滞
納

処
分

を
行

う
こ

と
が

な
か

っ
た

の
で
、
財

産
調

査
も
行

わ
れ
て

い
な

い
。
滞

納
処
分

を
行
う

か
否

か
の

判
断

の
た

め
の

費
用

対
効
果

の
検

証
の

た
め

に
も

、
財

産
調

査
を

行
う

必
要
が

あ
る
。
ま

た
、
全

国
的

に
も

財
産

調
査
が

行
わ
れ

て
い

な
い

現
状

か
ら

、
あ

わ
せ

て
当

該
事

務
の

実
施

に
必

要

な
事

務
職

員
を

加
配

す
る

な
ど

の
体
制

整
備

が
求

め
ら

れ
る

。
 

ま
た

、【
図

表
８
－

１
－

２
】
に

よ
る
と

不
納

欠
損

処
分

の
理

由
と

し
て
は

「
生
活

困
窮

」
に
よ

る
「

時
効

」
が
多

数
を

占
め

る
が

、
適

正
な

債
権
管

理
の

結
果

と
し
て

時
効

に
よ

り
不

納
欠

損
処
分

（
債

権
消

滅
）
に

至
っ

た
と
い

う
た
め

に
は
、
時
効

消
滅
が

や
む
を

得
な

か
っ

た
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

こ
ろ

、
児

童
措

置
費

負
担

金
に

つ
い

て
は

保
護

者
の

財
産

調
査

を
行

わ
な

い
と

真
に

生
活

困

窮
で

あ
っ

た
か

は
分

か
ら

な
い

。
そ

こ
で

、
「

生
活
困

窮
」
に

よ
る
「

時
効
」

を
理

由
に
不

納
欠
損

処
分

す
る

事
案

は
特

に
、

そ
の

た
め
に

必
要

な
財

産
調

査
も

行
う

よ
う
に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

な
お

、
分

納
納

付
中

に
自

己
破

産
し

免
責

許
可

決
定

を
得

た
事

案
に

つ
い

て
不

納
欠

損
処

分
を

行
っ

た
債

権
が

あ
っ

た
が
、
児

童
措
置

費
負

担
金

は
強

制
徴

収
公

債
権
に

該
当

す
る

の
で

、
当

然
に

は
免

責
さ

れ
な

い
（

非
免
責

債
権
。

破
産

法
第

２
５

３
条

１
項

１
号

、
同

法
第
９

７
条
４

号
）。

非

免
責

債
権

で
も

こ
れ

を
請

求
す

る
の

が
相

当
で

な
い

生
活

困
窮

の
状

態
で

あ
る

こ
と

を
財

産
調

査

に
よ

り
明

ら
か

に
す

る
必

要
が

あ
る
。
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現
状

は
、
消
滅

時
効

期
間

が
経

過
し
た

場
合

に
、
そ

れ
が
単

な
る
徒

過
で

あ
る

の
か

、
や

む
を

得

な
い

事
由

に
よ

る
も

の
で

あ
る

の
か

判
断

で
き

ず
、

不
納

欠
損

処
分

の
適

否
の

検
証

が
困

難
で

あ

る
。

 
よ

っ
て
、
督

促
後

、
相

当
期

間
経

過
後

に
、
滞
納

が
解

消
さ

れ
な
い

場
合

に
は

、
財

産
調

査
を
行

う
べ

き
で

あ
る

。
仮
に

ア
に
記

載
さ
れ

た
よ

う
な

事
情

が
あ

る
と

し
て
も

、
遅

く
と
も

不
納

欠
損

処

分
ま

で
の

間
に

財
産

調
査

は
行

う
べ
き

で
あ

る
。

 
な

お
、
財
産

調
査

に
つ

い
て

は
、
２

０
１

９
監

査
年

度
定

期
監

査
で

も
監

査
の

結
果

と
し

て
述
べ

ら
れ

て
い

る
事

項
で

あ
る

。
 

エ
 

滞
納

処
分

や
財

産
調

査
を

行
う
こ

と
も

前
提

と
し

た
手

引
き

の
改
訂

を
さ

れ
た

い
【

意
見
】

 
「

児
童
措

置
費

等
費

用
徴

収
事

務
の

手
引
き

」
が
、
児
童

措
置

費
負

担
金
に

関
す

る
債

権
管

理
回

収
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

対
応

す
る

も
の
で

あ
る

が
、
上

記
の

と
お

り
、
滞

納
処

分
に

関
す

る
記

述
が

薄

い
の

で
、

滞
納

処
分

や
財

産
調

査
を

行
う

こ
と

も
前

提
と

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

記
述

に
改

訂
す

べ

き
で

あ
る

。
 

オ
 

滞
納

処
分

等
債

権
者

側
で

行
う
時

効
更

新
手

段
に

つ
い

て
も

検
討
さ

れ
た

い
【

意
見

】
 

 
 

児
童

措
置

費
負

担
金

の
時

効
更
新

に
お

い
て

、「
児
童

措
置

費
等

費
用

徴
収

事
務

の
手

引
き

」（
２

０
２

１
年

１
２

月
９

日
改

正
）
が

念
頭
に

置
い

て
い

る
の

は
、
督

促
と

債
務
承

認
で

あ
る
。
し
か

し
、

督
促

に
よ

る
時

効
更

新
は

１
回

だ
け
で

あ
る

し
、
債

務
承

認
は
、
滞

納
者
が

一
部

の
弁
済

も
含

め
債

務
を

認
め

な
い

場
合

に
は
、
そ

の
効
力

が
生

じ
ず

、
消

滅
時

効
の
完

成
の

成
否

が
債

務
者

の
意

思
に

委
ね

ら
れ

て
し

ま
い

、
債

権
者

側
と
し

て
時

効
を

更
新

さ
せ

る
手

段
に
乏

し
い

。
 

 
 

そ
こ

で
上

記
の

と
お

り
、
滞
納

処
分

を
含

め
、
債
権

者
側

で
時
効

更
新

の
手

続
を

行
え

る
よ

う
に

す
べ

き
で

あ
る

。
 

カ
 

分
割

納
入

の
あ

り
方

に
つ

い
て
手

引
き

の
記

載
や

書
式

を
明

確
化
さ

れ
た

い
【

意
見

】
 

 
 
「

児
童

措
置

費
等

費
用

徴
収

事
務

の
手

引
き

」（
２

０
２

１
年
１

２
月

９
日

改
正

）
が

用
意
す

る

分
納

誓
約

の
書

式
は

、
滞

納
者

側
に

お
い
て

、
分

納
の

内
容

を
定

め
る
も

の
と

な
っ

て
い

な
い
。
滞

納
者

に
お

い
て

、
分
納

額
や
分

納
期
間

等
を

明
確

に
表

示
さ

せ
、
自
覚

を
も

っ
て

分
納

を
で

き
る

よ

う
に

様
式

を
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。
ま

た
、
様

式
で

は
、
分
割

納
入
申

出
書

と
承

認
書

と
な

っ
て
い

る
が

、
児

童
措
置

費
負

担
金
は

強
制
徴

収
公

債
権

で
あ

り
、
非

強
制
徴

収
公

債
権

を
前

提
と

す
る

履

行
延

期
等
（

地
方
自

治
法

施
行

令
第

１
７
１

条
の

６
）
は

適
用

で
き

な
い

の
で

、
そ

の
承

認
の

位
置

づ
け

が
曖

昧
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ
れ

も
明

確
に

し
て

様
式

を
定

め
る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
 

ま
た

、
分

納
の

基
準

も
明

ら
か
で

は
な

く
、
法

的
安

定
性

の
見

地
か

ら
、
ど

の
程
度

で
あ
れ

ば
分

納
を

認
め

る
の

か
あ

る
程

度
の

基
準
を

設
け

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
⑹

 
児

童
扶

養
手

当
返

還
金

 
ア

 
児

童
扶
養

手
当

支
給

要
件

喪
失
時

の
届

出
義

務
を

さ
ら

に
周

知
徹
底

す
る

べ
き

【
意

見
】

 
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

要
件

を
喪

失
す

る
主

な
事

由
は

、
受

給
者

の
再

婚
や

年
金

受
給

等
で

あ

る
が

、
か

か
る

事
由

が
生

じ
た

後
も

、
受

給
者
が

直
ち

に
そ

の
届

出
を
し

な
け

れ
ば

、
誤

っ
た

手
当

の
支

給
が

生
じ

る
。
そ
し

て
、
そ

の
過
誤

払
い

の
期

間
が

長
け

れ
ば

長
い
ほ

ど
、
返
還

金
額

も
増
大

２
９

０
 

 

す
る

と
こ

ろ
、
低

所
得

者
が
多

く
を
占

め
る

受
給

者
に

と
っ

て
返

済
は
容

易
で

は
な

い
。
そ
う

で
あ

れ
ば

、
返

還
金
の

収
入

未
済
額

を
減
縮

す
る

た
め

に
は

、
支

給
要
件

の
喪

失
を

で
き

る
限

り
早

く
発

見
し

、
債

権
の

発
生

及
び

そ
の

増
大
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
こ

の
点
県

は
、
現

在
周

知
徹

底
を

図
る

取
組

と
し

て
、
支

給
資

格
の

認
定

請
求

時
と

そ
の

後
年
１

回
求

め
る

現
況

届
と

児
童

扶
養

手
当
受

給
資

格
者

確
認

調
書

【
聞

き
取

り
用

】
（

県
・

セ
ン

タ
ー
用

と
町

村
用
）
の
提

出
時

と
、
そ

の
案

内
送

付
時

に
支

給
要

件
非

該
当
事

由
が

生
じ

れ
ば

速
や

か
に
手

続
を

行
う

よ
う

手
続

案
内

チ
ラ

シ
を

普
通

郵
便

で
送

付
す

る
又

は
口

頭
で

案
内

す
る

等
、

注
意

喚

起
を

行
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る
。
し

か
し

、
現

況
届

と
児

童
扶
養

手
当

受
給

資
格

者
確

認
調
書

は
い

ず
れ

も
受

給
者

本
人

に
支

給
要

件
の

喪
失

事
由

等
を

指
導

す
る

書
面

で
は

な
く

、
周

知
徹

底

の
効

果
と

し
て

疑
問

で
あ

る
。
ま

た
、
手

続
案

内
チ

ラ
シ

の
送

付
に

つ
い
て

も
、
普
通

郵
便

で
送
付

す
る

だ
け

で
は

受
給

者
へ

の
周

知
徹
底

の
手

段
と

し
て

は
効

果
が

薄
い
。

 
手

続
案
内

チ
ラ

シ
に

は
、
不

正
受

給
に

対
す

る
刑

罰
に

関
す

る
警
告

が
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、
一

般
的

な
チ

ラ
シ

に
対

す
る

記
載

に
と
ど

ま
る
。
こ

れ
で
は

枠
内

の
届

出
が

必
要

な
こ

と
と

、
不

正
受

給
に

罰
則

が
あ

る
こ

と
の

関
連

性
が

分
か

り
に

く
く

、
届

出
を

し
な

い
と

場
合

に
よ

っ
て

は
不

正

受
給

に
も

な
り

得
る

こ
と

が
実

感
と

し
て

伝
わ

ら
な

い
。

こ
の

よ
う

な
警

告
を

申
請

書
や

現
況

届

の
署

名
欄

近
く

に
注

意
書

し
、

こ
れ

を
了

承
し

た
旨

の
意
思

表
示
を

さ
せ

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。 

イ
 

現
況

届
提

出
時

等
に

支
給

要
件
喪

失
時

の
早

期
返

還
を

確
約

さ
せ
る

べ
き

【
意

見
】

 
 

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
等

に
よ

る
と

、
年

金
受

給
に

よ
り

支
給
要

件
を

喪
失

又
は
支

給
停

止
 （

２
０

１
４

年
１

２
月

以
降

）
と

な
る

受
給

者
が

多
い
と

考
え

ら
れ

る
。
ま

た
、
年

金
と

本
手

当
の

併
用

受
給
に

よ
り

、
年

金
受
給

が
一

定
の
場

合
、
全

部
ま

た
は
一

部
支
給

停
止
事

由
で

あ
る

こ
と

を
知

ら
な

い
受

給
者

も
存

在
す

る
と

思
わ

れ
る

こ
と

か
ら

も
、

受
給

要
件

に
つ

き
現

況
届

提
出

時
の

面
談

に
お

い

て
、

口
頭

質
問

を
は

じ
め

周
知

徹
底

を
図

る
べ

き
で
あ

る
。

 
と

り
わ
け

、
年

金
受

給
直
後

は
債

権
回

収
可

能
性

が
高

い
の

で
、
年

金
受

給
に
よ

り
手
当

の
過
払

い
が

発
生

し
た

場
合

は
、
直
ち

に
本
債

権
を

返
還

す
る

べ
き

で
あ

る
こ
と

を
説

明
し
、
受

給
者

か
ら

は
こ

れ
を

了
承

し
た

旨
の

書
面

に
よ
る

意
思

表
示

を
さ

せ
る

こ
と

も
考
え

ら
れ

る
。

 
ウ

 
収

入
未
済

解
消

の
た

め
の

手
段
の

ひ
と

つ
と

し
て

法
的

手
続

を
検
討

す
る

べ
き

【
指

摘
】

 
要

領
に
よ

る
と
「

児
童

家
庭

課
は
、
原
則

と
し

て
当

初
の

納
期

限
を

過
ぎ

て
も

未
納

で
あ

る
債
務

者
に

督
促

状
を

直
接

送
付

す
る

と
と
も

に
、
未

納
と

な
っ

て
い

る
債

務
者

全
員

に
対

し
、
年
に

１
回

以
上

催
告

状
を

送
付

す
る

」
と

あ
る

と
こ
ろ

、
現

在
は

、
年
に

２
回
催

告
状

を
送

付
し

て
い

る
と
の

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し
、

法
的

手
続
に

つ
い

て
は

検
討

し
て

い
な

い
。

 
ま

た
現
在

、
債

務
承

認
書

を
債

務
者
が

提
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、
時

効
更

新
（

中
断

）
事

由
「
承

認
」
の

要
件

に
該
当

す
る

こ
と

か
ら

こ
れ
に

よ
り

時
効

更
新
（
中

断
）
し

て
い
る

も
の
の

、
債

務
承

認
書

を
提

出
し

な
い

債
務

者
に

つ
い
て

は
か

か
る

更
新
（
中

断
）
事

由
が

発
生

せ
ず

、
時

効
の

完
成

を
待

つ
し

か
な

い
状

況
で

あ
る

。
し

か
し
、
裁
判

上
の
「

請
求
」
に
よ

る
時

効
更

新
（

中
断
）
事
由

も
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。
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本
債

権
に

つ
い

て
も

、
収

入
未

済
額
解

消
の

手
段

と
し

て
ま

た
時

効
更
新
（
中

断
）
の

手
段

と
し

て
、

法
的

手
続

を
検

討
す

る
べ

き
で
あ

る
。

第
２

章
第

４
の

８
参

照
。

 
 

⑺
 

母
子

父
子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

金
償

還
金

 
ア

 
収

入
未
済

解
消

の
た

め
の

手
段
の

ひ
と

つ
と

し
て

法
的

手
続

を
検
討

す
る

べ
き

【
指

摘
】

 
 

 
 

 
県

は
、
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸
付

金
償

還
金

に
つ
い

て
、
訴
訟

、
支
払

督
促

等
の

法
的

手
続

を
と

っ
た

こ
と

は
な

い
。
ま

た
、
「
悪

質
な

滞
納

者
に

つ
い

て
は
、

訴
訟

に
つ

い
て

も
費
用

対
効
果

な
ど

を
考

慮
し

つ
つ

検
討
」
し

て
い
る

と
す

る
が

、
検

討
結

果
に
関

す
る

記
録

を
作

成
し

て
い

な
い
。 

地
方

自
治

法
第

２
４

０
条

第
２

項
、
同

施
行
令

第
１

７
１
条

の
２
第

３
号

に
よ

る
と

、
督

促
を
し

た
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
同

施
行

令
第

１
７

１
条

の
５

の

措
置
（

徴
収

停
止

の
措

置
）
を

と
る

場
合

又
は

第
１

７
１

条
の

６
の
規

定
に

よ
り

履
行

期
限

を
延
長

す
る

場
合

そ
の

他
特

別
の

事
情

が
あ
る

と
認

め
る

場
合
（
徴

収
緩
和

措
置

等
）
を

除
き

、
訴

訟
手
続

に
よ

り
履

行
を

請
求

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、
督

促
を

し
た

後
相

当
の

期
間

を
経

過
し

て
も

な
お
履

行
さ

れ
な

い
と

き
は

、
徴

収

停
止

又
は

履
行

期
限

の
延

長
を

す
る

の
か

、
法

的
手

続
に

よ
り

履
行

を
請

求
す

る
べ

き
で

は
な

い

「
そ

の
他

特
別

の
事

情
」
が
あ

る
と
認

め
る

場
合

に
該

当
す

る
の

か
検
討

の
上
、
訴
訟

手
続

に
よ

り

履
行

の
請

求
を

す
べ

き
か

判
断

し
な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

こ
の

点
に

つ
い
て

裁
量

は
な

い
。

 
県

は
、

訴
訟

手
続

を
取

ら
な
い

理
由
と

し
て

、「
訴
訟

を
行
っ

た
場
合
、

訴
え

ら
れ

る
こ

と
を

危

惧
し

て
ひ

と
り

親
等

が
貸

付
申

請
を
避

け
、
さ

ら
な

る
生

活
の

悪
化

に
つ

な
が

る
懸

念
」
が
あ

る
と

す
る

が
、
金

銭
消

費
貸

借
契
約

に
基
づ

く
貸

付
け

と
い

う
法

形
式

を
採
用

し
て

い
る

以
上

、
個

々
の

債
務

者
に

つ
い

て
「

そ
の

他
特

別
の

事
情
」
の
有

無
を

検
討

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
県

は
、

「
悪

質
な

滞
納

者
に

つ
い

て
は

、
訴

訟
に

つ
い

て
も

費
用

対
効

果
な

ど
を

考
慮

し
つ

つ
検

討
」
す
る

と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
一

般
的

抽
象
的

な
回

答
で

あ
る

。
個

々
の
債

務
者

に
つ

い
て

悪
質

な
滞

納
者

か
否

か
、
法

的
手

続
を

と
っ
た

場
合
の

費
用

対
効

果
等

を
考

慮
し

、
検

討
の

記
録

を
作

成
す

る
べ

き

で
あ

る
。

 
現

状
の

ま
ま

で
は

法
令

の
基

本
的

な
考

え
方

に
従

っ
た

検
討

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
と

は

言
い

難
い

の
で

、
訴

訟
や

支
払

督
促

等
の

法
的

手
続

を
収

入
未

済
解

消
の

た
め

の
ひ

と
つ

の
手

段

と
し

て
検

討
し

、
検

討
し

た
結

果
を
文

章
化

し
て

課
内

で
共

有
す

べ
き
で

あ
る

。
 

第
２

章
第

４
の

８
参

照
。

 
 

 
イ

 
滞

納
が
継

続
し

徴
収

緩
和
の

措
置

が
取

れ
な

い
場

合
は

一
時

償
還
を

検
討

さ
れ

た
い
【

意
見

】
 

 
 

 
 

県
は

母
子

父
子

寡
婦

福
祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
に

つ
い

て
、
一

時
償
還
（
期

限
の

利
益

を
喪

失
さ

せ
る

措
置
、
母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡
婦

福
祉

法
施

行
令

第
１

６
条

、
第

３
１

条
の

７
、
第
３

８
条
）

を
一

切
実

施
し

て
い

な
い

。
 

 
 

 
 

こ
の

点
県

は
、
一

時
償

還
を

一
切

実
施

し
な

い
理

由
と
し

て
、
主

と
し
て

、
①
「

本
貸
付

金
の
み

の
観

点
で

償
還

指
導

を
行

っ
て

し
ま
う

と
、
ひ

と
り

親
家

庭
等

が
行

政
を

避
け

る
な

ど
、
そ
の

他
の

制
度

で
も

継
続

し
た

支
援

が
行

え
な
く

な
る

恐
れ

」、
②

「
生

活
困
窮

等
の

理
由

か
ら

や
む

な
く
滞

２
９

２
 

 

納
し

て
し

ま
っ

て
い

る
こ

と
を

考
え

る
と

、
一

時
償

還
の

請
求

を
し

た
こ

と
に

よ
り

実
際

に
償

還

さ
れ

る
可

能
性

は
低

く
、

あ
ま

り
現
実

的
で

は
な

い
」

こ
と

を
挙

げ
る
。

 
 

 
 

 
ま

ず
、
①

に
つ

い
て

は
、
滞

納
が

一
定

程
度

継
続

し
、
徴

収
緩

和
の

措
置

が
取

れ
な

い
滞
納

者
の

多
く

は
、

連
絡

が
取

れ
な

い
滞

納
者

又
は

支
払

能
力

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

支
払

わ
な

い
者

と

解
さ

れ
る
（

連
絡

し
て

く
る

生
活

困
窮

者
に

は
徴

収
緩

和
の

措
置
が

可
能

で
あ

る
）
。

こ
れ

ら
の
滞

納
者

の
多

く
は

、
既

に
福

祉
行

政
に

よ
る

支
援

を
受

け
て

い
な

い
か

福
祉

行
政

に
よ

る
支

援
の

対

象
で

は
な

い
。
仮

に
そ

の
他
の

制
度
で

継
続

し
た

支
援

が
必

要
な

滞
納
者

で
あ

れ
ば
、
個

別
の

判
断

で
一

時
償

還
の

請
求

を
し

な
い

こ
と
と

す
れ

ば
よ

く
、
上

記
①

は
、
一

時
償

還
を

一
切
実

施
し

な
い

理
由

に
は

な
ら

な
い

。
ま

た
、
連

絡
が
取

れ
な
い

滞
納

者
は

、
貸

付
時

の
約

定
の
催

告
・
督

促
を
続

け
て

も
連

絡
が

取
れ

な
い

こ
と

に
変

わ
り

は
な

い
が

、
反

応
し

な
か

っ
た

滞
納

者
の

中
に

は
一

時

償
還

を
実

施
す

る
こ

と
で
、
そ

れ
を
契

機
に

県
に

連
絡

し
、
徴

収
緩
和

の
措

置
や

他
の
制

度
に

よ
る

支
援

を
す

る
機

会
に

繋
が

る
こ

と
も
期

待
で

き
る

。
 

 
 

 
 

一
方

②
は

、
償

還
さ

れ
る

可
能

性
が

低
い

と
い

う
想

定
の

も
と

に
最

初
か

ら
回

収
を

諦
め

て
い

る
と

も
理

解
で

き
、
一

時
償
還

を
し
な

い
理

由
に

は
な

ら
な

い
。
仮

に
個
別

事
案

に
つ
い

て
生

活
困

窮
等

の
理

由
か

ら
や

む
な

く
滞

納
し

て
し

ま
っ

て
い

る
状

況
を

把
握

で
き

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、

徴
収

緩
和

の
措

置
を

と
る

べ
き

で
あ
る

。
 

 
 

 
滞

納
が

一
定

程
度

継
続

し
、
徴

収
緩
和

の
措

置
が
取

れ
な

い
場

合
に
は

、
一

時
償

還
を
実

施
し

て
、

早
期

の
回

収
に

努
め

る
こ

と
を

検
討
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 
 

ウ
 

償
還

期
間

経
過

後
も

経
過
前

と
同

様
に

徴
収

緩
和

の
措

置
を

検
討
さ

れ
た

い
【

意
見
】

 
 

 
 

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
る

と
、「

償
還

期
間

又
は

償
還
方

法
の
変

更
」
は

、
貸

付
時
に

約
定
し

た
償

還

期
間

中
に
「

償
還

期
間

又
は
償

還
方
法

の
変

更
」
が

申
請
さ

れ
た
場

合
に

し
か

実
施

し
て

お
ら

ず
、

約
定

の
償

還
期

間
が

全
て

経
過

し
た

後
に

、
未

納
分

に
つ

い
て

分
割

納
付

を
申

し
出

た
者

に
対

し

て
は

、
「

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法

の
変

更
」

で
対
応

す
る

こ
と

な
く

、
分

割
後
の

金
額
に

よ
る
納

付
書

を
再

発
行

す
る

形
で

対
応

し
て
い

る
。
そ
し

て
、
納

付
書

を
再

発
行
す

る
際

に
、
分

納
誓

約
書

を
提

出
さ

せ
た

り
、

分
割

納
付

の
合
意

書
を

締
結

す
る

こ
と

は
な

い
。

 
 

 
 

 
し

か
し
、
約

定
の
償

還
期
間

が
全

て
経

過
し

た
後

に
、
未

納
分
に

つ
い

て
分
割

納
付
を

申
し

出
た

者
に

対
し

て
も

、「
償

還
期
間

又
は

償
還

方
法

の
変

更
」
で

対
応

す
べ

き
で

あ
り
、

納
付
書

の
再
発

行
の

形
で

対
応

す
べ

き
で

は
な

い
。

 
約

定
の

償
還

期
間

が
全

て
経

過
し

た
償

還
金

に
つ

い
て

納
付

書
の

再
発

行
の

形
で

対
応

し
た

場

合
、
債
務

者
に

よ
る

分
割

納
付

す
る

旨
の

申
出

に
対

し
て

、
県
が

、
事

実
上
、
そ

の
内
容

に
従

っ
て

、

法
的

手
続

を
猶

予
す

る
も

の
と

解
釈
さ

れ
兼

ね
な

い
。

 
こ

れ
は
、
①
口

頭
で

あ
る

点
、
②

本
来

予
定
さ

れ
て

い
る
「

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法

の
変

更
」

で
は

な
く
、
事
実

上
の

措
置
で

あ
る
点

、
③

約
定
の

償
還
期

間
満
了

の
前

後
で

対
応

方
法

を
変

え
て

い
る

点
で

問
題

が
あ

る
。

 
ま

ず
、
①
分

割
納

付
の

申
出

は
口

頭
で

あ
り

、
債

務
者
の

分
割

納
付

の
申

出
の

事
実

や
申

出
内
容

が
書

面
に

残
さ

れ
ず

、
証

拠
化

さ
れ
て

い
な

い
。
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次
に

、
②

本
来
「

償
還

期
間

又
は

償
還

方
法
の

変
更

」
に

よ
り

償
還

方
法
の

変
更

を
認

め
る

こ
と

を
予

定
し

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず
、
納

付
書

の
再

発
行
は

、
上

記
の

と
お

り
、
事

実
上

、
債

務
者

の
申

出
に

従
っ

て
、
法
的

手
続

を
猶

予
し
て

い
る

に
す

ぎ
な

い
。
こ

れ
は

、
㋐

分
割
基

準
が

あ
い
ま

い
で

あ
り

債
権

管
理

の
公

平
適

正
が
保

た
れ

な
い

点
、
㋑

事
実

上
の

措
置

で
あ

る
た

め
、
県
が

一
括

弁
済

、
分

割
納
付

額
の

増
加
を

求
め
る

こ
と

も
可

能
で

あ
り

、
滞

納
者

の
地

位
を

不
安

定
に

す
る

点
、

㋒
「

償
還
期

間
又
は

償
還

方
法

の
変

更
」
を

規
定

し
な

が
ら

、
特

別
の

事
情
（

地
方
自

治
法

施
行
令

第
１

７
１

条
の

２
）

の
有

無
を

判
断

す
る

こ
と

な
く

法
的

手
続

に
よ

る
履

行
の

請
求

を
し

な
い

の

は
同

施
行

令
の

規
定

に
違

反
す

る
処
理

で
あ

る
点
、
㋓
約

定
の

償
還

期
間

、
償

還
方

法
を

事
実

上
変

更
し

た
債

権
の

全
体

像
が

捉
え

ら
れ
ず

、
適
正

な
債

権
管
理

が
で
き

て
い

な
い

点
で

問
題

が
あ

る
。 

加
え

て
、

③
約
定

の
償

還
期
間

中
の
申

出
か

否
か

に
よ

っ
て

、
「
償

還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変

更
」
と
「

納
付
書

の
再

発
行

」
と

対
応
方

法
を

変
え

て
い

る
が

、
償

還
期

間
満

了
の
前

後
で

対
応
方

法
を

変
え

る
合

理
的

な
理

由
は

な
い
。

 
現

在
の
取

扱
い

は
、
「
償

還
期
間

又
は
償

還
方

法
の

変
更

」
の

場
合

に
は

、
約

定
の

分
納

継
続

中

に
は

違
約

金
が

発
生

せ
ず
、

他
方

、「
納
付

書
の

再
発

行
」

の
場

合
に

は
、

分
納
継

続
中
も

違
約
金

が
発

生
す

る
た

め
、

結
果

と
し

て
債
務

者
に

著
し

く
不

利
益

な
扱

い
と
な

っ
て

い
る

。
 

し
た

が
っ

て
、

約
定

の
償

還
期

間
が

全
て

満
了

し
た

後
に

分
割

納
付

を
申

し
出

た
者

に
対

し
て

も
、
「

償
還
期

間
又

は
償

還
方

法
の

変
更
」

で
対

応
す

べ
き

で
あ

り
、

納
付

書
の
再

発
行
の

形
で
対

応
す

べ
き

で
は

な
い

。
 

な
お

、「
償

還
期
間

又
は

償
還
方

法
の
変

更
」
で

対
応

し
た
結

果
、

母
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦

福
祉

法
施

行
令

第
８

条
第

１
項

、
同

令
第

３
１

条
の

６
又

は
同

令
第

３
７

条
に

規
定

す
る

償
還

期

限
を

超
え

る
こ

と
に

な
る

場
合

は
、
徴

収
停

止
、

債
務

免
除

、
債

権
放
棄

等
を

検
討

さ
れ

た
い
。

 
 

 
エ

 
ほ

ぼ
無
価

値
な

債
権

は
適
時

に
債

権
放

棄
等

し
不

納
欠

損
処

分
す
る

べ
き

で
あ

る
【
意

見
】

 
不

納
欠

損
処

分
の

基
準

を
県

内
で

統
一

す
る

べ
き

で
あ

る
と

の
指

摘
は

、
第

２
章

第
４

の
５

で

述
べ

た
と

お
り

で
あ

る
。

 
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
に

つ
い

て
県

は
、

時
効

期
間

が
経

過
し

た
債

権
を

多

数
保

有
し

て
い

る
。
時

効
期
間

が
経
過

し
て

も
債

権
管

理
を

続
け

る
理
由

は
、
未

収
金

は
税

金
で

あ

り
可

能
な

限
り

回
収

を
行

う
べ

き
で

、
単

純
に

時
効

期
間

が
経

過
し

て
い

る
こ

と
を

も
っ

て
即

時

に
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

べ
き

で
は

な
い

と
考

え
る

た
め

で
あ

り
、

時
効

期
間

が
経

過
し

た
債

権

に
つ

い
て

も
、

訪
問

、
手

紙
や

電
話
等

に
よ

る
督

促
を

行
っ

て
い

る
と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

し
か

し
、
時

効
期

間
が

経
過

し
た

債
権

は
回

収
可

能
性

が
極

め
て
低

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
訪

問
、

手
紙

や
電

話
等

に
よ

る
督

促
を

行
う
な

ど
、
人
員

と
予

算
を

費
や
す

の
は

、
経

済
性
（

地
方

自
治
法

第
２

条
第

１
４

項
）

に
反

し
て

い
る
。

 
そ

こ
で
、
消

滅
時

効
期

間
が

経
過

し
た

債
権

に
つ

い
て

は
、
債
務

者
に

よ
る

時
効

の
援
用

の
有
無

に
関

わ
ら

ず
債

権
放

棄
す

る
基

準
を
定

立
し
、
債

権
放
棄

等
し

た
う

え
で

、
不

納
欠

損
処

分
す

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

２
９

４
 

  
 

オ
 

生
活

困
窮

者
に

は
徴

収
緩
和

の
措

置
や

債
権

放
棄
・
免

除
し

生
活

再
建

を
優
先

す
べ
き
【

意
見

】
 

県
は

、
２

０
年

以
上

前
に

調
定

さ
れ

た
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

償
還

金
を

多
数

保
有

し
て

お
り
、
こ

の
中

に
は
、
少

額
な
が

ら
償

還
が

継
続

し
て

い
る

も
の
も

存
在

す
る

。
し

か
し
、
長

期
間

に
わ

た
り

少
額

の
分

割
納

付
を
受

け
続

け
る

こ
と

は
、
①

公
平

な
徴

収
、
②

費
用

対
効

果
、
③

住
民

福
祉

の
増

進
の

観
点

か
ら

望
ま

し
く

な
い

。
少

額
の

分
納

を
長

期
間

に
わ

た
り

続
け

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
債

務
者

が
生

活
困

窮
の
状

態
に

あ
る

場
合

は
、
徴
収

緩
和

の
措

置
（

償
還

期
間

又
は
償

還
方

法
の

変
更

、
償

還
の
免

除
、
償

還
金

支
払

猶
予

等
）、

債
務

免
除

、
債

権
管
理

条
例
を

制
定
し

た
と

き
に

は
債

権
放

棄
等

を
検

討
し
、

生
活

困
窮

者
の

生
活

再
建

を
優
先

す
べ

き
で

あ
る

。
 

意
見

の
詳

細
に

つ
い

て
は

第
２

章
第

４
の
１

８
を

参
照

さ
れ

た
い
。

 
カ

 
免

責
許
可

決
定

を
得

た
債

務
者
か

ら
は

原
則

と
し

て
回

収
す

る
べ
き

で
は

な
い

【
指

摘
】

 
破

産
免
責

後
の

債
務

者
に

対
し

て
償

還
指
導

を
し

、
債

権
の

回
収
し

た
事

案
が

存
在

し
た

。
 

純
粋

な
任

意
の

支
払

い
を

受
け

取
っ

て
い

る
に

過
ぎ

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

こ
れ

を
受

け
取

る
こ

と
に

法
的

な
問

題
は

な
い

。
し

か
し

、
破

産
免
責

後
の

債
務

者
は

、
返

済
原
資

の
捻

出
に

も
困

り
、

分
割

納
付

が
滞

る
中

、
担

当
者

か
ら
の

繰
り

返
し

の
直

接
の

償
還

指
導
を

受
け

て
、
返

済
を

継
続

し

て
お

り
、

純
粋

な
任

意
の

支
払

い
と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
 

破
産

免
責

制
度

の
潜

脱
で

あ
る

と
と

も
に
、
住

民
福
祉
（

地
方

自
治
法

第
２

条
第

１
４

項
）
に
反

す
る

行
為

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

免
責

許
可

決
定

後
に

行
っ

た
弁

済
合

意
は

免
責

の
趣

旨
に

反

し
無

効
と

し
た

裁
判

例
（

横
浜

地
裁
昭

和
６

３
年

２
月

２
９

日
判

決
）
も

あ
る

。
 

破
産

免
責

後
の

債
務

者
に

対
し

て
連

絡
や

償
還

指
導

を
実

施
す

る
こ

と
が

、
か

か
る

問
題

の
契

機
に

な
る

の
で

あ
り

、
破

産
後

の
債

務
者

に
対

し
て

県
の

側
か

ら
直

接
連

絡
を

取
っ

た
り

償
還

指

導
を

実
施

す
る

こ
と

は
原

則
と

し
て
慎

む
べ

き
で

あ
る

。
 

第
２

章
第

４
の

６
も

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
⑻

 
「

収
入

未
済

に
係

る
不

納
欠
損

処
分

に
つ

い
て

（
照

会
）
」

の
記

載
を

訂
正

さ
れ
た

い
【

意
見

】
 

「
収

入
未

済
に

係
る

不
納

欠
損

処
分
に

つ
い

て
（

照
会

）」
（
令

和
４
年

１
月

１
３

日
３

福
総

号
外
）

は
、
以

下
の

点
で

２
０

２
０
年

施
行

の
民

法
改
正

が
反

映
さ

れ
て
お

ら
ず

、
あ

る
い
は

記
載

が
不

正
確

で
あ

り
、

以
下

の
修

正
を

検
討

さ
れ
た

い
。

 
ア

 
「

２
 

時
効
の

考
え

方
」「
（

１
）
消
滅

時
効

の
中

断
」
に

つ
い

て
改
正

後
の

民
法

で
は

、「
中

断
」

で
は

な
く

「
更

新
」

で
あ

る
。

 
イ

 
「

主
債

務
者

に
対

し
て

請
求

」「
保

証
人

に
対
し

て
請
求

」
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
「
時

効
中
断

す

る
」

と
あ
る

が
、

単
な

る
「

請
求
」

に
よ

っ
て

時
効

は
中

断
な

い
し

更
新

は
し

な
い

。「
裁

判
上
の

請
求

」
と

明
記

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
ウ

 
「
保

証
人

に
対

し
て

請
求

」
す
る

こ
と

に
よ

り
主

債
務

が
「

時
効
中

断
す

る
」
と

あ
る

が
、
民
法

改
正

前
の
「

請
求

」
に

つ
い

て
絶

対
効

が
認

め
ら

れ
て

い
た

の
は
、
「

連
帯
保

証
人

」
に
つ

い
て
で

あ
る

し
、
民

法
改

正
後

は
連
帯

保
証
人

に
対

す
る

請
求

も
相

対
効

と
な
っ

た
た

め
、
連

帯
保

証
人

に

対
し

て
請

求
し

た
こ

と
に

よ
る

効
力
は

主
債

務
に

は
及

ば
な

い
。
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エ
 
「

１
 

対
象

債
権

及
び

不
納

欠
損

の
理

由
」
に

掲
載
さ

れ
た
表

の
区

分
「
時

効
」
、
理

由
「

納
入

拒
否

」
の

行
に

は
内

容
と

し
て
「

上
記

い
ず

れ
の

場
合

で
も

な
く

、
明

ら
か
に

納
入

拒
否

の
意

思
表

示
が

あ
っ

た
場

合
」

と
記
載

さ
れ

て
い

る
。
「

納
入
拒

否
」

さ
れ

て
も

法
的

措
置

を
検

討
し

な
い
現

状
で

は
、
「
納

入
拒

否
」

が
消

滅
時

効
完

成
に

繋
が

る
例

は
多

い
と
思

わ
れ

る
も

の
の

、
局

が
担
当

者
に

対
し

、
納

入
拒

否
さ

れ
た

債
権

は
時

効
完

成
を

待
つ

こ
と

を
許

容
し

て
い

る
か

の
よ

う
な

メ

ッ
セ

ー
ジ

に
な

り
兼

ね
な

い
。
過

去
の

分
類

整
理

と
の

整
合

性
を
保

つ
た

め
に

は
「

理
由

」
の

表
現

を
変

更
す

る
こ

と
は

難
し

い
が

、
「
内

容
」

の
記

載
を

工
夫
さ

れ
た
い

。
 

 

２
９

６
 

 第
９

 
警

察
本

部
 

１
 

債
権

と
収

入
未

済
額

の
状

況
 

警
察

本
部

が
所

管
す

る
債

権
の

２
０
２

１
年

度
の

状
況

は
【

図
表
９

－
１

】
の

と
お

り
で
あ

る
。
収
入

未
済

額
の

推
移

は
【

図
表

２
－

２
８

】
、

不
納
欠

損
処

分
額
の

推
移

は
【

図
表

２
－

２
９

】
の
と

お
り

で

あ
っ

た
。

 
 

【
図

表
９

－
１
】
警
察

本
部
が

所
管
す

る
債

権
の

２
０

２
１

年
度

の
状
況

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
債

権
の
種

類
調

定
額

不
納

欠
損

額
収

入
未

済
額

放
置
違

反
金

強
制

徴
収
公

債
権

1
,
1
5
6
,
5
7
6
,
1
3
9

3
3
,
5
3
5
,
8
6
2

2
3
5
,
6
8
9
,
6
2
7

延
滞
金

強
制

徴
収
公

債
権

6
7
,
6
0
1
,
2
0
0

1
4
,
3
1
7
,
8
0
0

4
0
,
1
3
3
,
7
0
0

違
約
金

私
債

権
2
5
,
5
6
8
,
4
2
7

0
2
4
,
4
5
2
,
3
9
9

警
察
費

雑
入

私
債

権
2
4
0
,
8
8
3
,
0
1
9

0
6
1
7
,
4
3
5

合
計

1
,
4
9
0
,
6
2
8
,
7
8
5

4
7
,
8
5
3
,
6
6
2

3
0
0
,
8
9
3
,
1
6
1

 
 ２

 
放

置
違

反
金
（

強
制

徴
収

公
債
権

）
 

 
⑴

 
概

要
 

ア
 

放
置

違
反

金
に

つ
い

て
 

 
 

 
放

置
違

反
金

と
は

、
駐

車
違

反
を

し
た
運

転
者

の
責

任
を
追

及
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
、

違
反

防
止

に
必

要
な

運
行

管
理

を
行

う
べ

き
立

場
に

あ
る

車
両

の
使

用
者

に
対

し
て

公
安

委
員

会

に
よ

り
課

せ
ら

れ
る

行
政

制
裁

金
の
こ

と
を

い
う

。
 

 
 

 
延

滞
金

は
、
放

置
違

反
金

を
納

付
又

は
強

制
徴

収
し

た
が

、
納

付
命

令
の

納
付
期

限
を
過

ぎ
て

し

ま
っ

た
た

め
発

生
す

る
も

の
。

納
付

期
限

の
翌

日
か

ら
収

納
日

ま
で

の
日

数
に

応
じ

て
年

１
４

．

５
％

の
割

合
で

算
出

し
、
そ
の

金
額
が

千
円

以
上

と
な

っ
た

場
合

に
、
百
円

未
満

の
額

を
切

り
捨

て

て
徴

収
す

る
。

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
全

体
の

納
付

率
は
、
９

５
％

が
納

付
さ

れ
、
４
％

が
不

納
欠

損
処

分
し

、

収
入

未
済

が
約

１
％

で
あ

る
。

 
２

０
２
０

年
で

、
弁

明
通

知
書

及
び
仮

納
付

書
を

発
送

す
る

と
、
約

７
９

％
が

納
付

し
、
納

付
命

令
書

の
発

送
で

約
７

．
８

％
が

納
付

し
、
督

促
状

を
送

付
す

る
と
、
約
３

．
３

％
が

納
付

し
、
そ
れ

以
後

の
滞

納
処

分
等

に
よ

る
収

納
は
約

９
．

７
％

で
あ

る
。

 
イ

 
根

拠
法
令

 
 

 
 
放

置
違

反
金

に
つ

き
、

道
路

交
通
法

第
５

１
条

の
４

 
 

 
 
延

滞
金

に
つ

き
、
道

路
交

通
法

第
５

１
条

の
４

第
１

３
項

、
放

置
違

反
金

に
係
る

納
付
命

令
等

に

関
す

る
規

則
第

７
条
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⑵
 

徴
収

事
務

手
続

 
 

 
 

放
置

違
反
金

の
徴

収
事

務
手
続

の
流

れ
は

、【
図
表
９

－
２
】

及
び
【

図
表

９
－
３

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 【
図

表
９

－
２

】
徴

収
事

務
手

続
の
流

れ
 

反
則

告
知

・
通

告
弁

明
の

機
会

の
付

与

車
両

の
使

用
者

*
1
に

対
し

て

○
弁

明
通

知
書

○
歳

入
歳

出
外

現
金

納
付

書
を

送
付

放
置

駐
車

違
反

車
両

の
確

認
・

確
認

標
章

の
取

付
け

（
不

納
付

の
場

合
）

滞
納

処
分

に
着

手

反
則

金
の

不
納

付
反

則
金

の
納

付

放
置

違
反

金
の

仮
納

付
書

歳
入

歳
出

外
現

金
納

付
書

に
よ

る
納

付

放
置

違
反

金
納

付
命

令
書

を
送

付
公

示
に

よ
る

放
置

違
反

金
納

付
命

令

督
促

状
の

納
付

の
期

間
経

過
後

、
滞

納
処

分
に

着
手

し
ま

す
。

確
認

標
章

が
取

り
付

け
ら

れ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

以
内

に
放

置
駐

車
違

反
を

行
っ

た
車

両
の

運
転

者
が

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

放
置

違
反

金
の

納
付

を
命

ぜ
ら

れ
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。

・
当

該
違

反
に

つ
い

て
反

則
金

の
納

付
を

し
た

場
合

・
公

訴
を

提
起

さ
れ

た
場

合 ・
家

庭
裁

判
所

の
審

判
に

付
さ

れ
た

場
合

放
置

違
反

金
の

納
付

送
　

致

不
起

訴
・

公
訴

の
提

起
・

家
裁

の
審

判

放
置

違
反

金

の
納

付

督
促

状
の

送
付

等

運
転

者
が

出
頭

し
た

場
合

運
転

者
が

出
頭

し
な
い
場

合

放
置

違
反

金
の

不
納

付

 
＊

1
「

車
両

の
使

用
者

」
と

は
、

通
常
、

自
動

車
検

査
証
の

使
用

者
欄

に
記

載
さ

れ
て

い
る

者
を

い
い

ま
す

。
 

反
則

金
の

納
付

が
な

け
れ
ば

、
運

転
者

は
交

通
反
則

通
告

制
度

に
従

い
、
刑

事
手

続
に

移
行

さ
れ
る

と
と

も
に

、
使

用
者

に
対

し
て

は
、

放

置
違

反
金

の
納

付
手

続
を
並

行
し

て
進

め
る

こ
と
と

な
り

ま
す

。
 

（
出

典
：

愛
知

県
警

察
本

部
Ｈ

Ｐ
）

 

２
９

８
 

  【
図

表
９

－
３

】
放

置
違

反
金

の
流
れ

延
滞

金
は

、
納

付
命

令
の

納
付

期
限

を
過

ぎ
た
場

合
に
発

生
す
る
も
の

で
、
同

期
限

の
翌

日
か

ら
収

納
日

ま
で
の

日
数

に
応

じ
て
年

1
4
.5
％

の
割

合
で
算

出
し
、
そ
の

金
額

が
千

円
以

上
と
な
っ
た
場

合
に
、
百

円
未

満
の

額
を
切

り
捨

て
て
徴

収
。

（
道

路
交

通
法

第
５
１
条

の
４
第

1
3
項

、
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
等

に
関

す
る
規

則
第

7
条

）

放
置

違
反

車
両

の
確

認
・
確

認
標

章
の

取
付

違
反

者
が

出
頭

し
な
い
・
反

則
金

を
納

付
し
な
い

車車
両両

のの
使使

用用
者者

に
弁

明
通

知
書

及
び
仮

納
付

書
発

送

納
付

命
令

書
発

送

督
促

状
発

送

催
促

状
発

送

差
押

予
告

状
発

送

滞
納

処
分

（
強

制
執

行
）

　
　
未

納

延延
滞滞

金金
発発

生生

※
納

付
期

限
の

翌
日

か
ら
起

算
　
　
未

納

　
　
未

納

　
　
未

納

　
　
未

納

（
放

置
違

反
金

の
納

付
又

は

強
制

執
行

ま
で
延

滞
金

加
算

）
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９
 

 

⑶
 

組
織

に
つ

い
て

 

 
 

放
置

違
反

金
に

つ
い

て
対

応
し

て
い

る
の

は
、

警
察

本
部

交
通

指
導

課
放

置
駐

車
対

策
セ

ン
タ

ー

（
以

下
「
セ

ン
タ

ー
」
と

い
う

）
で

あ
る

。
セ
ン

タ
ー

の
組

織
図
は
【

図
表

９
－

４
】
の

と
お
り

で
あ

る
。
セ

ン
タ

ー
に

は
、
セ

ン
タ

ー
所

長
の
も

と
、
課

長
補

佐
が

お
り

、
そ

の
下
に

、
運
用

係
、
納

付
命

令
係

、
調

査
係

、
滞

納
処

分
係
を

設
け
て

徴
収

事
務

を
分

担
し

て
い

る
。
徴

収
の

た
め

の
職

員
と

し
て

は
、

２
０

２
２

年
８

月
２

日
現

在
で
、

２
４

名
で

あ
る

。
 

 

 
【

図
表

９
－

４
】

放
置

駐
車

対
策

セ
ン
タ

ー
組

織
図
 

放
置

駐
車

対
策

セ
ン

タ
ー

所
長 課

長
補

佐
課

長
補

佐
課

長
補

佐
課

長
補

佐

運
用

係

運
　

　
用

○
法

人
・

駐
車

監
視

員

の
指

導
・

監
督

、
質

疑

応
答

及
び

巡
回

指
導

に

関
す

る
こ

と

○
駐

車
監

視
員

の
講

習

等
及

び
法

人
登

録
に

関

す
る

こ
と

○
放

置
駐

車
管

理
シ

ス

テ
ム

の
運

用
に

関
す

る

こ
と

○
民

間
委

託
契

約
事

務

デ
ー

タ
確

認
・

納
付

命
令

納
付

命
令

係

○
放

置
駐

車
違

反
デ

ー
タ

管
理

に
関

す
る

こ
と

○
弁

明
通

知
書

、
納

付
命

令
書

、
督

促
状

の
作

成
、

発
送

に
関

す
る

こ
と

○
弁

明
審

査
に

関
す

る
こ

と ○
納

付
確

認
に

関
す

る
こ

と ○
仮

納
付

金
返

還
及

び
本

納
付

金
返

還
事

務

○
行

政
不

服
へ

の
対

応
に

関
す

る
こ

と

○
督

促
状

及
び

差
押

予

告
通

知
書

の
作

成
、

発

送
に

関
す

る
こ

と

○
催

促
に

関
す

る
こ

と

○
放

置
違

反
金

に
係

る

財
務

会
計

事
務

○
延

滞
金

に
関

す
る

こ

と

調
　

　
査

調
査

係

○
使

用
者

の
所

在
調

査

に
関

す
る

こ
と

○
滞

納
者

の
調

査
に

関

す
る

こ
と

○
公

示
送

達
（

弁
明

通

知
、

納
付

命
令

督
促

状
）

に
関

す
る

こ
と

○
滞

納
処

分
決

定
に

関

す
る

こ
と

○
滞

納
処

分
執

行
に

関

す
る

こ
と

○
滞

納
処

分
調

査
に

関

す
る

こ
と

○
車

検
時

の
滞

納
処

分

照
会

対
応

に
関

す
る

こ

と ○
使

用
制

限
に

係
る

聴

聞
準

備
に

関
す

る
こ

と

○
使

用
制

限
の

処
分

執

行
管

理
に

関
す

る
こ

と

課
長

補
佐

課
長

補
佐

滞
納

処
分

係

滞
納

処
分

（
執

行
）

滞
納

処
分

（
財

務
）

 

 ⑷
 

債
権

管
理

方
法

 

ア
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

つ
い

て
 

 
 

債
権

管
理

に
つ

い
て

、「
放

置
違
反

金
等

の
徴

収
に

係
る

滞
納
処

分
関

係
事

務
取

扱
要

領
」

を
設

け
て

、
徴

収
事

務
の

統
一

的
運

用
を
図

っ
て

い
る

。
 

イ
 

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て
 

 
 

県
全

体
に

お
け

る
予

算
に

係
る
歳

入
、
歳

出
等

を
管

理
す

る
財

務
シ

ス
テ

ム
以

外
に

、
放

置
駐

車

違
反

の
審

査
及

び
登

録
、

放
置

違
反

金
の

納
付

命
令

等
を

行
う

た
め

の
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
で

交

通
指

導
課

が
所

管
す

る
も

の
が

あ
る
。
こ

の
シ

ス
テ

ム
を

使
っ

て
、
放

置
違

反
金

等
の

債
権

管
理

を

行
っ

て
い

る
。
放
置

違
反

が
生

じ
た

時
点
で

、
所

轄
の

警
察

署
で

シ
ス
テ

ム
に

入
力

を
は

じ
め
、
そ

の
後

、
セ

ン
タ

ー
の

各
係

が
そ

の
担
当

に
応

じ
て

入
力

を
し

て
い

く
。
 

 
⑸

 
任

意
納

付
 

 
 

 
【

図
表

９
－

３
】

の
各

発
送
段

階
毎

の
任

意
納

付
率

は
【

図
表

９
－
５

】
の

と
お

り
で
あ

っ
た

。
 

３
０

０
 

  
【

図
表
９

－
５

】
任

意
納

付
時

の
発

送
段
階

に
お

け
る

納
付

率
 

年
度

区
分

件
数

(
件

)
金

額
(
円

)
割

合
（

％
）

弁
明

通
知

書
6
2
,
0
1
4

9
3
6
,
7
0
9
,
0
0
0

7
6
.
1

納
付

命
令

書
8
,
0
7
2

1
1
9
,
8
5
9
,
0
0
0

9
.
9

督
促

状
3
,
6
0
4

5
3
,
4
7
3
,
0
0
0

4
.
4

催
告

状
以

降
7
,
7
9
7

1
1
5
,
1
3
3
,
0
0
0

9
.
6

合
計

8
1
,
4
8
7

1
,
2
2
5
,
1
7
4
,
0
0
0

1
0
0
.
0

弁
明

通
知

書
6
3
,
9
0
1

9
6
7
,
2
0
5
,
0
0
0

7
9

納
付

命
令

書
6
,
9
2
2

1
0
3
,
3
4
8
,
0
0
0

8
.
6

督
促

状
3
,
0
3
6

4
4
,
9
4
9
,
0
0
0

3
.
7

催
告

状
以

降
7
,
0
4
7

1
0
4
,
2
5
5
,
0
0
0

8
.
7

合
計

8
0
,
9
0
6

1
,
2
1
9
,
7
5
7
,
0
0
0

1
0
0
.
0

弁
明

通
知

書
6
3
,
9
0
5

9
6
3
,
6
8
6
,
0
0
0

7
9
.
4

納
付

命
令

書
6
,
9
3
3

1
0
2
,
5
6
9
,
0
0
0

8
.
6

督
促

状
3
,
3
1
5

4
8
,
7
2
7
,
0
0
0

4
.
1

催
告

状
以

降
6
,
3
2
0

9
2
,
3
8
8
,
0
0
0

7
.
9

合
計

8
0
,
4
7
3

1
,
2
0
7
,
3
7
0
,
0
0
0

1
0
0
.
0

弁
明

通
知

書
5
0
,
8
6
4

7
6
9
,
0
2
5
,
0
0
0

7
9
.
2

納
付

命
令

書
5
,
0
3
9

7
5
,
0
2
9
,
0
0
0

7
.
8

督
促

状
2
,
1
2
0

3
1
,
3
8
5
,
0
0
0

3
.
3

催
告

状
以

降
6
,
1
9
5

9
1
,
1
2
3
,
0
0
0

9
.
7

合
計

6
4
,
2
1
8

9
6
6
,
5
6
2
,
0
0
0

1
0
0
.
0

弁
明

通
知

書
4
7
,
0
8
9

7
1
5
,
8
5
2
,
0
0
0

8
1
.
5

納
付

命
令

書
4
,
3
1
2

6
4
,
7
3
9
,
0
0
0

7
.
5

督
促

状
1
,
7
6
5

2
6
,
4
1
0
,
0
0
0

3
.
1

催
告

状
以

降
4
,
5
8
0

6
7
,
7
2
6
,
0
0
0

7
.
9

合
計

5
7
,
7
4
6

8
7
4
,
7
2
7
,
0
0
0

1
0
0
.
0

2
0
1
8
年

度

2
0
2
1
年

度

2
0
2
0
年

度

2
0
1
9
年

度

2
0
1
7
年

度

 
 

⑹
 

取
組

 
ア

 
組

織
の
強

化
 

２
０

１
１

年
頃

か
ら

滞
納

処
分

の
強

化
の

た
め

、
滞

納
処

分
の

知
識

と
経

験
を

有
す

る
国

税
等

の
徴

収
経

験
者

を
一

般
職

非
常

勤
職
員

と
し

て
採

用
し

、
滞

納
処
分

係
に

配
置
（

現
在

、
国

税
Ｏ
Ｂ

職
員

４
名

、
県

税
Ｏ

Ｂ
職

員
１

名
）
し

て
い

る
。
な
お

、
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
Ｏ

Ｂ
職

員
の
採

用
は

、
主

と
し

て
職

員
に

知
識
・
経
験

を
伝

え
、
助

言
を

与
え

指
導
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
が
、

Ｏ
Ｂ

職
員

も
徴

収
吏

員
と

さ
れ

て
お

り
、

実
際

の
徴

収
自

体
の

補
助

も
行

っ
て

い
る

と
の

こ
と

で

あ
る

。
 

イ
 

追
跡

強
化

 
２

０
１
４

年
４

月
か

ら
、
所
在

不
明
者

の
追

跡
強

化
の

た
め

、
現
地

調
査

を
実

施
し

て
い

る
。
セ

ン
タ

ー
の

調
査

係
５

名
が

担
当

し
て
い

る
。
２
０

２
１

年
に

行
っ
た

の
は

、
２

４
件

で
、
そ

の
約
半

数
で

所
在

が
判

明
し

た
。
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３
０

１
 

 

ウ
 

コ
ン

ビ
ニ

収
納

 
セ

ン
タ
ー

で
は

、
２

０
１

８
年

１
月
１

５
日

か
ら

、
コ

ン
ビ

ニ
収
納

を
開

始
し

た
。
任
意

納
付
に

お
け

る
コ

ン
ビ

ニ
収

納
の

実
績

の
推
移

は
、
【

図
表
９

－
６
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

年
度
毎

の
合
計

は
【

図
表
９

－
５
】
の

年
度
毎

の
合
計

と
件

数
及

び
金

額
と

も
同

じ
で
あ

る
。
い

ず
れ
も

、
セ

ン
タ

ー
で

の
納

付
や

金
融

機
関

で
の

納
付

よ
り

コ
ン

ビ
ニ

で
の

納
付

の
割

合
が

大
き

い
。

ヒ
ア

リ
ン

グ

に
お

い
て

は
、
コ
ン

ビ
ニ

で
の

納
付

は
、
他

の
手

段
に

比
べ

て
、
利

便
性

が
高

く
、
未

済
の

減
少
に

役
立

っ
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
の
分

析
で

あ
っ

た
。

 
エ

 
催

促
状

 
自

主
納
付

の
促

進
の

た
め

、
過

去
に

滞
納
処

分
を

行
っ

て
い

な
い
滞

納
者

に
対

し
、
納
付

さ
れ
る

こ
と

が
期

待
で

き
る

時
期

を
勘

案
の
う

え
、

随
時

、
催

促
状

を
送

付
し
て

い
る

。
 

オ
 

給
与

照
会

 
２

０
２

０
年

２
月

か
ら

滞
納

者
の

勤
務

先
に

対
し

て
積

極
的

な
給

与
照

会
を

実
施

す
る

こ
と

に

よ
り

、
勤

務
先
か

ら
滞

納
者

に
対

し
て
「
納

付
の

促
し
」
を
行

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

促
進

し
て

い
る
。 

カ
 

延
滞

金
 

放
置

違
反

金
の

滞
納

処
分

・
現

金
徴

収
時
に

延
滞

金
を

合
わ

せ
て
徴

収
し

て
い

る
。

 
 

【
図

表
９

－
６

】
コ

ン
ビ

ニ
収

納
の
実

績
（

２
０

１
８

年
１

月
１

５
日
よ

り
開

始
）

 
年

度
任

意
納

付
区

分
件

数
（

件
）

金
額

（
円

）
割

合
（

％
）

コ
ン

ビ
ニ

6
0
,
9
0
7

9
1
6
,
2
8
7
,
0
0
0

7
5
.
3

金
融

機
関

1
9
,
7
8
5

3
0
0
,
4
4
9
,
0
0
0

2
4
.
4

セ
ン

タ
ー

で
現

金
納

付
2
1
4

3
,
0
2
1
,
0
0
0

0
.
3

合
計

8
0
,
9
0
6

1
,
2
1
9
,
7
5
7
,
0
0
0

1
0
0
.
0

コ
ン

ビ
ニ

6
1
,
3
5
2

9
1
8
,
3
2
1
,
0
0
0

7
6
.
2

金
融

機
関

1
8
,
8
7
3

2
8
5
,
5
2
5
,
0
0
0

2
3
.
5

セ
ン

タ
ー

で
現

金
納

付
2
4
8

3
,
5
2
4
,
0
0
0

0
.
3

合
計

8
0
,
4
7
3

1
,
2
0
7
,
3
7
0
,
0
0
0

1
0
0
.
0

コ
ン

ビ
ニ

4
9
,
8
6
7

7
4
9
,
3
0
6
,
0
0
0

7
7
.
7

金
融

機
関

1
4
,
1
9
3

2
1
4
,
9
4
1
,
0
0
0

2
2
.
1

セ
ン

タ
ー

で
現

金
納

付
1
5
8

2
,
3
1
5
,
0
0
0

0
.
2

合
計

6
4
,
2
1
8

9
6
6
,
5
6
2
,
0
0
0

1
0
0
.
0

コ
ン

ビ
ニ

4
6
,
5
0
0

7
0
3
,
2
4
4
,
0
0
0

8
0
.
5

金
融

機
関

1
1
,
0
9
9

1
6
9
,
3
1
1
,
0
0
0

1
9
.
2

セ
ン

タ
ー

で
現

金
納

付
1
4
7

2
,
1
7
2
,
0
0
0

0
.
3

合
計

5
7
,
7
4
6

8
7
4
,
7
2
7
,
0
0
0

1
0
0
.
0

2
0
1
8
年

度

2
0
2
1
年

度

2
0
2
0
年

度

2
0
1
9
年

度

 
  

３
０

２
 

 

⑺
 

収
入

未
済

の
状

況
 

 
 

収
入

未
済

額
の

推
移

は
、【

図
表
９

－
７

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
い
ず

れ
も

減
少

傾
向

で
あ
る

。
 

 
 

 
 

【
図

表
９

－
７

】
収

入
未

済
の

推
移

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

2
0
1
7
年

度
2
6
,
8
0
8

3
9
1
,
5
2
2
,
5
9
1

2
3
,
5
0
5

1
2
8
,
2
8
1
,
6
0
0

2
0
1
8
年

度
2
3
,
1
4
2

3
3
7
,
6
3
0
,
5
6
8

1
8
,
0
1
4

9
4
,
4
8
7
,
7
0
0

2
0
1
9
年

度
2
1
,
5
5
6

3
1
3
,
6
5
9
,
7
7
6

1
2
,
3
3
1

6
4
,
7
5
3
,
5
0
0

2
0
2
0
年

度
1
8
,
3
1
1

2
6
6
,
8
4
7
,
1
3
9

9
,
8
7
4

4
9
,
2
6
3
,
7
0
0

2
0
2
1
年

度
1
6
,
1
5
7

2
3
5
,
6
8
9
,
6
2
7

8
,
2
3
7

4
0
,
1
3
3
,
7
0
0

放
置

違
反

金
延

滞
金

年
度

 

 
⑻

 
滞
納

処
分

に
つ

い
て

 
 

 
ア

 
滞

納
処
分

の
推

移
 

 
 

 
 

滞
納

処
分

の
推

移
は

【
図
表

９
－

８
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

【
図

表
９

－
８

】
滞

納
処

分
の

推
移

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

2
0
1
7
年

度
2
,
9
5
3

4
2
,
1
1
2
,
3
8
4

1
,
9
9
4

1
0
,
0
2
9
,
7
0
0

2
0
1
8
年

度
2
,
7
1
7

3
8
,
6
9
9
,
2
1
6

1
,
8
9
5

9
,
3
4
1
,
1
0
0

2
0
1
9
年

度
2
,
0
7
3

2
9
,
5
6
6
,
1
0
2

1
,
5
0
5

6
,
7
1
3
,
1
0
0

2
0
2
0
年

度
1
,
6
3
9

2
3
,
4
0
9
,
7
5
3

1
,
3
0
0

6
,
0
6
7
,
6
0
0

2
0
2
1
年

度
1
,
1
8
2

1
6
,
8
1
8
,
6
5
0

1
,
0
6
1

6
,
8
0
6
,
1
0
0

放
置

違
反

金
延

滞
金

年
度

 
＊

当
該

年
度

に
執

行
し

た
件

数
を

表
記

（
収

納
年

度
と

は
異

な
る

）。
 

 
イ

 
滞

納
処
分

の
流

れ
 

 
 

督
促

状
の

納
付

期
限

を
徒

過
し
た

後
、
催

促
状

、
差

押
予

告
状

を
送
付

し
、
納
付

が
な

い
場

合
に

は
、
財
産

調
査

を
行

う
。
財

産
調

査
と
し

て
は

、
金

融
機

関
照

会
や
市

町
村

か
ら

給
与

支
払

い
の
報

告
を

受
け

る
等

を
し

て
い

る
。
金

融
機
関

照
会

に
か

か
る

期
間

と
し

て
は

、
金

融
機
関

に
対

す
る

全

店
照

会
に

約
２

週
間

、
個

別
に

支
店

照
会
を

し
て

約
２

週
間

で
、
約

１
か

月
で

あ
る

。
財

産
調

査
を

行
い

、
発

見
さ

れ
た

財
産

に
対

し
滞
納

処
分

を
行

っ
て

い
る

。
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
一

部
充

当
を

行
わ

な
い

扱
い

と
し

て
い
る

の
で
、
滞
納

額
の
全

額
を
満

た
す

財
産

が
な

い
場

合
に

は
、
滞

納
処

分
を

行
っ

て
い

な
い

と
の
こ

と
で

あ
る

。
ま

た
、
財

産
調
査

に
お

い
て

、
金

融
機

関
照

会
で

預
金

の
取

引
履

歴
の

取
り

寄
せ

を
行

っ
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

っ

た
。

 
ウ

 
放

置
違
反

金
等

の
納

付
の

猶
予
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徴
収

の
猶

予
（

地
方

税
法

第
１

５
条
）
、
換

価
の

猶
予
（
同

法
第

１
５

条
の

５
）
、
滞

納
処

分
の

停

止
（

同
法

第
１

５
条

の
７

）
は

行
っ
た

こ
と

は
な

い
。

 
滞

納
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

が
な

い
と

き
等

の
徴

収
を

緩
和

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場

合
に

は
、

事
実

上
、

時
効

期
間

の
経
過

を
ま

っ
て

時
効

消
滅

さ
せ

て
い
る

。
 

⑼
 

不
納

欠
損

処
分

 
ア

 
不

納
欠
損

処
分

額
の

推
移

 
不

納
欠
損

処
分

の
状

況
と

し
て

、
近
年

の
推

移
は
【
図

表
９
－

９
】
の

と
お

り
で

あ
る
（
た

だ
し

、

不
納

欠
損

処
分

額
は

、
毎

年
３

月
に
計

上
す

る
た

め
、
前
年

度
３
月

～
当

年
度

２
月

ま
で

の
合

計
額

で
あ

る
）
。
い

ず
れ

も
減

少
傾

向
で

あ
る

。
 

 
【

図
表

９
－
９

】
不

納
欠

損
処

分
の
推

移

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

件
数

（
件

）
金

額
（

円
）

2
0
1
7
年

度
4
,
2
8
2

6
4
,
5
4
4
,
8
3
8

6
,
9
7
6

4
0
,
5
1
0
,
6
0
0

2
0
1
8
年

度
3
,
5
0
2

5
1
,
7
0
4
,
8
0
7

6
,
6
4
7

3
8
,
7
5
6
,
8
0
0

2
0
1
9
年

度
2
,
8
7
7

4
2
,
8
2
0
,
6
9
0

5
,
9
6
5

3
4
,
5
4
2
,
5
0
0

2
0
2
0
年

度
2
,
2
3
7

3
2
,
9
4
9
,
8
8
4

3
,
8
2
1

2
2
,
7
0
7
,
2
0
0

2
0
2
1
年

度
2
,
2
7
7

3
3
,
5
3
5
,
8
6
2

2
,
5
4
0

1
4
,
3
1
7
,
8
0
0

放
置

違
反

金
延

滞
金

年
度

 
 

 
イ

 
不

納
欠
損

処
分

の
事

由
 

 
 

財
産

不
明

で
の

時
効

期
間

経
過
が

ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。
２

０
２

１
年
度

の
２

２
７
７

件
中

、
財

産

不
明

が
１

９
１

７
件

、
所

有
者

出
国

が
２
０

１
件

、
使

用
者

死
亡
が

１
１

７
件

、
そ

の
他

破
産
、
法

人
廃

業
、

所
在

不
明

等
で

あ
る

。
 

な
お
、
滞
納

者
死

亡
の

場
合

、
放

置
違
反

金
に

お
い

て
は

放
置

駐
車

違
反
を

し
た

者
に

対
す

る
制

裁
と

し
て

の
性

質
が

あ
る

こ
と

か
ら
、
一

身
専

属
性

を
も

つ
も

の
と

し
て
（

民
法

第
８

９
６

条
た

だ

し
書

）
、

相
続

し
な

い
と

の
解

釈
の

も
と

、
不

納
欠

損
処

分
を

し
て
い

る
と

の
こ

と
で

あ
る

。
 

ウ
 

不
納

欠
損

処
分

後
の

書
類

管
理
に

つ
い

て
 

 
 

行
政

文
書

の
保

管
期

間
経

過
後
は

処
分

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ
っ

た
。

 
３

 
違

約
金

（
私
債

権
）

 

⑴
 

概
要

 
 

ア
 
件

名
に

つ
い

て
 

 
 

 
深

夜
時

間
帯

防
犯

パ
ト

ロ
ー

ル
委
託

契
約

の
契

約
解

除
金

 
 

イ
 
概

要
 

県
は

、「
深
夜

時
間

帯
の

防
犯

パ
ト

ロ
ー

ル
事

業
（

名
古

屋
・
尾

張
地

区
①

）
」
及

び
「

深
夜

時
間

帯
の

防
犯

パ
ト

ロ
ー

ル
事

業
（

名
古

屋
・

尾
張

地
区

②
）
」
を

業
務
委

託
し
、

相
手

方
と
委

託
契
約

を
締

結
し

た
。
し
か

し
、
契
約

締
結
後

、
相

手
方

か
ら

契
約

解
除

の
申
し

入
れ

が
あ

っ
た

た
め
、
県

３
０

４
 

 

は
、
上

記
契

約
を
解

除
し
、
違

約
金
の

支
払

い
を

求
め

た
が

、
相

手
方

か
ら
は

、
違
約

金
の

支
払

い

が
さ

れ
な

か
っ

た
。
そ
こ

で
、
県

は
、
消

滅
時

効
を

中
断

さ
せ

る
た

め
、
２
０

１
６

年
２

月
の

定
例

議
会

の
議

決
を

経
て

、
同

年
４

月
１
日

に
訴

訟
を

提
起

し
た

。
 

 
 

ウ
 

発
生

根
拠

 

 
 

 
 

業
務

委
託

契
約
 

エ
 

違
約

金
の

金
額
 

 
 

２
４

４
５

万
２

３
９

９
円
（
２

０
２

２
年

５
月

３
１

日
現

在
、
業

務
委

託
契

約
に

基
づ

き
契

約
金

額
の

１
０

分
の

１
、

下
記

①
と

②
の
合

計
金

額
）
 

（
ア
）
名
古

屋
・
尾

張
地
区

①
 

契
約

金
額

は
、
１
億

１
８

６
４

万
９
９

９
８

円
で

あ
り

、
こ

の
金

額

の
１

０
分

の
１

で
あ

る
１

１
８

６
万

４
９
９

９
円

。
 

（
イ
）
名
古

屋
・
尾

張
地
区

②
 

契
約

金
額

は
、
１
億

２
５

８
７

万
４
０

０
０

円
で

あ
り

、
こ

の
金

額

の
１

０
分

の
１

で
あ

る
１

２
５

８
万

７
４
０

０
円

。
 

⑵
 

経
緯

 
２

０
１

１
年
６

月
３

日
 

相
手

方
と
業

務
委

託
契

約
を

締
結

 
同

年
７

月
１

１
日

 
 

 
契

約
解

除
 

な
お

、
相

手
方

か
ら

の
業

務
委

託
契

約
の

解
除

の
申

し
入

れ
は

、
融
資

が
得

ら
れ

な
く
な

り
、
資
金

繰
り

が
付

か
な

く
な

っ
た

た
め

。 
同

年
８

月
３
０

日
 

 
 

相
手

方
に
対

し
、
納
期

限
同

年
９

月
１
４

日
、
違

約
金
（
１

１
８

６
万
４

９
９

９
円

と
１

２
５

８
万

７
４

０
０

円
）
の

納
入

通
知

書
を

送
付
。

 
同

年
９

月
２
８

日
 

 
 

相
手

方
に
対

し
、

督
促

状
を

送
付

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
後

、
電

話
、
文

書
、
及

び
訪

問
に

よ
る
催

告
を

行
う

が
納

付
さ

れ
ず
。

 
２

０
１

６
年
４

月
１

日
 

県
を

原
告
、
相

手
方

を
被

告
と

し
、
違

約
金

の
支

払
い

を
求
め

訴
え

提
起
。 

同
年

７
月

６
日

 
 

 
 

判
決

言
渡
（

認
容

判
決

）。
 

同
年

７
月

２
１

日
 

 
 

判
決

確
定

 
⑶

 
未
収

金
の

解
消

に
向

け
た

取
組

 
 

２
０
１

６
年

１
１

月
２

１
日

愛
知

県
弁
護

士
会

に
よ

る
金

融
機
関

に
対

す
る

弁
護

士
会

照
会

 
 

２
０
１

７
年

５
月

１
０

日
登

記
事

項
証
明

書
及

び
不

動
産

登
記
事

項
証

明
書

の
交

付
申

請
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
相

手
方

は
、
同

年
４

月
１

８
日

、
株
主

総
会

の
決

議
に

よ
り

解
散

 
 

同
年
８

月
２

９
日

 
 

 
名

古
屋

地
方
裁

判
所

岡
崎

支
部

に
動
産

執
行

の
申

立
て

（
時

効
中

断
）

 
同

年
１

０
月
２

日
 

 
 

動
産

執
行
の

執
行

不
能

調
書

の
受

理
 

な
お
、
動

産
執

行
に
は

、
申

立
代

理
人

及
び

県
の

担
当

者
は

、
立

ち
会

い
は
行

わ
な

か
っ

た
。

 
２

０
１

９
年
６

月
２

６
日

登
記

事
項
証

明
書

及
び

不
動

産
登

記
事

項
証
明

書
の

交
付

申
請

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
清

算
結

了
の

登
記

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

（
同

年
１

月
１

日
清

算
結

了
し

た
こ

と
を

同
年

３
月

１
５

日
に
登

記
し

、
同

日
閉

鎖
）

 
２

０
２

０
年
６

月
１

１
日

登
記

事
項
証

明
書

及
び

不
動

産
登

記
事

項
証
明

書
の

交
付

申
請

 
２

０
２

１
年
６

月
３

日
 

登
記

事
項
証

明
書

及
び

不
動

産
登

記
事

項
証
明

書
の

交
付

申
請
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相
手

方
の

代
表

者
の

親
族

が
相

手
方

と
は

会
社

の
種

別
が

違
う

、
同

じ

商
号

の
会

社
を

経
営

し
て

お
り

、
不

動
産
を

取
得

し
て

い
る

。
 

２
０

２
１

年
６

月
１

５
日

法
律

相
談

を
行

っ
た

が
、

会
社

の
種

別
が

異
な

る
が

商
号

が
同

じ
会

社

に
対

す
る

請
求

に
つ

い
て

は
、

請
求

が
困

難
で

あ
る

と
の

回
答

を
得

た
。 

２
０

２
２

年
６

月
２

日
 

登
記

事
項
証

明
書

及
び

不
動

産
登

記
事

項
証
明

書
の

交
付

申
請

 
⑷

 
県
の

今
後

の
方

針
 

県
か

ら
は
、
時

効
の

完
成
（
２

０
２
７

年
８

月
２

９
日

と
の

認
識

）
ま

で
は
、
登

記
事

項
証

明
書

の

交
付

申
請

を
し

て
確

認
を

継
続

し
、
債

務
解

消
の

た
め

取
り

組
む

と
説
明

を
受

け
た

。
 

⑸
 

不
納

欠
損

処
分

に
つ

い
て

 
 

ア
 
消

滅
時

効
に

つ
い

て
 

 
 

 
県

の
今

後
の

方
針

か
ら

は
、
消

滅
時
効

の
完

成
後
は

、
不

納
欠

損
処

分
を

行
う
こ

と
を
前

提
と

し

て
い

る
。

 
ヒ

ア
リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
違
約

金
は
、
私
債

権
で

あ
り

、
時

効
援

用
が

な
い

と
債

権
は

消
滅

し
な

い
が

、
時

効
期
間

の
経

過
に
よ

り
不
納

欠
損

処
分

は
行

う
方

針
で

あ
り
、
債

権
を

法
的
に

消
滅

さ
せ

る
手

段
を

取
る

予
定

は
な

く
、
時

効
完
成

前
に

徴
収

停
止
（
地

方
自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の
５
）

を
行

う
こ

と
も

検
討

し
て

い
な

い
と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

 
 

イ
 

不
納

欠
損

処
分

の
事

由
 

 
 

 
 

深
夜

時
間

帯
防

犯
パ

ト
ロ

ー
ル

委
託

契
約

の
契

約
解

除
金

と
は

別
の

契
約

解
除

に
伴

う
違

約
金

に
つ

い
て

、
法

人
破

産
の

場
合

で
、

破
産

手
続

廃
止

決
定

が
な

さ
れ

て
不

納
欠

損
処

分
を

し
た

り

（
守

山
警

察
署

、
２

０
１
７

年
３

月
２

２
日

付
け

）、
最
後

配
当

を
受

領
後

に
不

納
欠

損
処

分
が

な

さ
れ

た
こ

と
が

あ
っ

た
（

刈
谷

警
察
署

、
２

０
１

８
年

３
月

１
５

日
付
け

）。
 

債
権

消
滅

前
に

不
納

欠
損

処
分

さ
れ

た
例
で

あ
る

。
 

 
 

ウ
 

不
納

欠
損

処
分

後
の

文
書
管

理
 

 
 

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
よ

る
と

、
仮
に

、
債
権

が
実

体
法

上
消

滅
し
て

い
な

く
と

も
、
行
政

文
書
と

し
て

５
年

間
は

保
管

す
る

と
の

こ
と

で
あ
っ

た
。

 
４

 
警

察
費

雑
入
（

私
債

権
）

 

⑴
 

個
別

債
権

の
内

容
 

 
 

警
察

費
雑

入
に

含
ま

れ
る

個
別

の
債
権

の
内

容
は

、【
図

表
９

－
１
０

】
の

と
お

り
で

あ
る
。

２

０
２

２
年

度
中

に
も

回
収

が
あ

り
、【

図
表

２
－

２
８

】
【

図
表

９
－

１
】

と
は

差
額

が
あ

る
。

 

３
０

６
 

 

【
図

表
９

－
１

０
】
個

別
債
権

の
内
容

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（
円
） 

発
生

日
種

類
所

管
発

生
額

収
納

額
収

入
未

済
額

2
0
1
2
年

6
月

3
日

損
害

賠
償

金
警

察
本

部
3
7
4
,
0
6
2

3
3
0
,
0
0
0

4
4
,
0
6
2

2
0
1
7
年

1
2
月

8
日

不
当

利
得

返
還

金
警

察
本

部
1
7
3
,
1
4
6

1
0
6
,
1
4
3

6
7
,
0
0
0

2
0
1
9
年

4
月

1
4
日

損
害

賠
償

金
警

察
本

部
6
2
,
6
4
0

0
6
2
,
6
4
0

2
0
1
3
年

1
月

1
3
日

損
害

賠
償

金
中

村
警

察
署

2
1
8
,
6
9
4

0
2
1
8
,
6
9
4

2
0
2
0
年

4
月

8
日

損
害

賠
償

金
西

枇
杷

島
警

察
署

9
8
,
5
6
0

0
9
8
,
5
6
0

2
0
2
1
年

2
月

1
5
日

損
害

賠
償

金
豊

田
警

察
署

1
1
3
,
4
7
9

0
1
1
3
,
4
7
9

6
0
4
,
4
3
5

合
計

 
 ⑵

 
交
通

事
故

に
よ

る
損

害
賠

償
金

 
 

 
交
通

事
故

に
よ

り
公

用
車

の
修

理
費
等

が
発

生
し

た
場

合
、
事
故

の
相

手
方

に
過

失
が

あ
れ

ば
、
民

法
第

７
０

９
条

の
不

法
行

為
に

基
づ
き

、
相

手
方

に
対

す
る

損
害

賠
償
請

求
権

が
発

生
す

る
。

 
ア

 
警

察
本
部

 
高

速
道

路
交

通
警
察

隊
 

収
入

未
済

額
４

万
４

０
６
２

円
 

相
手

方
（

四
輪

車
）
と

公
用

車
が

衝
突

し
た
こ

と
に

よ
る

修
理

代
の
損

害
賠

償
債

権
。
２
０

１
２

年
１

０
月

２
２

日
に

示
談

締
結

し
回
収

中
。
 

イ
 

警
察

本
部

 
自

動
車

警
ら

隊
 
収

入
未

済
額

６
万

２
６

４
０

円
 

相
手

方
（

自
転

車
）
と

公
用

車
が

衝
突

し
た
こ

と
に

よ
る

修
理

代
の
損

害
賠

償
債

権
。
２
０

２
１

年
９

月
１

６
日

に
示

談
締

結
し

、
同

年
１

０
月

１
０

日
に

納
入

通
知

書
を

発
行

し
た

が
、
そ
の

後
、

所
在

不
明

。
引

き
続

き
、

所
在

の
調
査

を
実

施
し

て
い

る
。

 

ウ
 

中
村

警
察

署
 

収
入

未
済

額
 
２

１
万

８
６

９
４

円
 

相
手

方
（
原

動
機

付
自

転
車

）
と

公
用
車

が
衝

突
し

た
こ

と
に

よ
る

修
理
代

の
損

害
賠

償
債

権
。

２
０

１
３

年
３

月
１

５
日

に
示

談
締
結

し
、
同

年
３

月
２

５
日

に
納

入
通

知
書

を
発

行
し

た
が
、
現

在
所

在
不

明
。

引
き

続
き

、
所

在
の
調

査
を

実
施

し
て

い
る

。
 

エ
 

西
枇

杷
島

警
察

署
 

収
入

未
済
額

 
９

万
８

５
６

０
円

 
相

手
方
（

四
輪

車
）
と

公
用

車
が

衝
突

し
た
こ

と
に

よ
る

修
理

代
の
損

害
賠

償
債

権
。
２
０

２
０

年
５

月
２

６
日

に
示

談
締

結
し

、
同

年
６

月
１

日
に

納
入

通
知

書
を

発
行

し
た

が
、
納

付
が

な
い

。

２
０

２
１

年
９

月
２

９
日

に
面

談
し
返

済
の

意
思

を
確

認
し

た
。

 

オ
 

豊
田

警
察

署
 

収
入

未
済

額
１
１

万
３

４
７

９
円

 
相

手
方
（

四
輪

車
）
と

公
用

車
が

衝
突

し
た
こ

と
に

よ
る

修
理

代
の
損

害
賠

償
債

権
。
２
０

２
２

年
２

月
１

０
日

に
納

入
通

知
書

を
発
行

し
た
。
相

手
方
か

ら
、
支

払
い

の
意

向
は

示
さ

れ
て

い
る

が
、

納
付

が
な

い
た

め
、
電
話

催
告

、
督

促
状
の

送
付
（
同

年
５

月
１

９
日
）
等

を
し
、
請

求
を

続
け
、

同
年

１
２

月
１

日
付

け
で

示
談

書
を
締

結
し

た
。

 
⑶

 
不
当

利
得

返
還

金
（

警
察

本
部

警
務
課

給
与

係
）

 
収

入
未
済

額
６

万
７

０
０

０
円

 
２

０
１

７
年

１
２

月
８

日
付

け
の

退
職

時
に

過
払

い
と

な
っ

た
給

与
等

に
つ

い
て

、
民

法
第

７
０

３
条

に
基

づ
く

不
当

利
得

返
還

請
求
権

に
よ

り
発

生
し

た
返

納
金

で
あ
る

。
（

な
お

、
県

は
、
給

与
等

の
過

年
度

返
納

金
を

公
債

権
と

捉
え
て

い
る

と
思

わ
れ

る
）。
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３
０

７
 

 

滞
納

者
は

、
九

州
に

在
住

で
電

話
、
郵

送
等

で
催

告
し

て
い

た
が

、
支

払
い
が

滞
っ

て
い

た
た

め
、

２
０

２
０

年
１

１
月

１
７

日
に

自
宅
を

訪
問

し
た

、
滞
納

者
は
、
ア
ル

バ
イ

ト
を

し
て

生
計

を
立

て
て

い
る

が
、
実

家
の
経

済
状

況
も

苦
し
く

支
払

い
が

遅
れ

て
い

る
。
以

後
、
毎

月
、
連
絡

を
取

っ
て

分
割

で
納

付
を

す
る

よ
う

催
促

を
し

て
い
る

。
２

０
２

２
年

度
中

に
も

納
付
が

あ
る

。
 

⑷
 

未
済

金
の

回
収

の
た

め
の

取
り

組
み
（

主
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
に
よ

る
）
 

ア
 

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

つ
い

て
 

 
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
存

在
し

な
い

。
 

イ
 

弁
護

士
委

託
に

つ
い

て
 

 
弁

護
士

委
託

の
た

め
の

具
体

的
な
ル

ー
ル

は
な

い
。
費

用
が

か
か

る
た

め
、
で

き
る

だ
け

委
託

は

し
な

い
方

向
で

考
え

て
い

る
と

の
こ
と

で
あ

っ
た

。
 

ウ
 

分
割

納
付

に
つ

い
て
 

 
 

相
手

方
の

資
力

に
基

づ
い

て
、
分
割

納
付

と
し

て
い

る
こ

と
が

あ
る

。
履

行
延
期

の
特

約
等

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

⑸
 

不
納

欠
損

処
分

に
つ

い
て

 

ア
 

消
滅

時
効

に
つ

い
て
 

 
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
時
効

期
間

が
経

過
す

れ
ば

不
納

欠
損

処
分

は
行

う
方

針
で

あ
り

、
債

権

を
法

的
に

消
滅

さ
せ

る
手

段
は

取
る
予

定
は

な
く
、
時
効

完
成

前
に

徴
収

停
止
（

地
方

自
治

法
施

行

令
第

１
７

１
条

の
５

）
を

行
う

こ
と
も

検
討

し
て

い
な

い
と

の
こ

と
で
あ

っ
た

。
 

 
 

イ
 

不
納

欠
損

処
分

の
事

由
 

 
 

 
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、

消
滅

時
効

の
完

成
や

免
責

許
可

決
定

の
場

合
な

ど
で

不
納

欠
損

処
分

を
行

う
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
。

 

ウ
 

不
納

欠
損

処
分

後
の

文
書

管
理
 

 
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
る

と
、
仮

に
、
債

権
が

実
体

法
上

消
滅

し
て

い
な
く

と
も

、
行

政
文

書
と

し
て

５
年

間
は

保
管

す
る

と
の

こ
と

で
あ
っ

た
。
 

 

３
０

８
 

 ５
 

監
査

の
結

果
 

 
⑴

 
放

置
違

反
金

 
ア

 
差

押
禁
止

債
権

が
振

り
込

ま
れ
た

口
座

に
係

る
預

貯
金

債
権

の
差
押

え
は

慎
重

を
要

す
【

意
見
】 

 
 

 
 

セ
ン

タ
ー

を
設

け
て

組
織
的

に
取

り
組

み
、
財

産
調

査
を

駆
使

し
、
滞

納
処
分

も
積

極
的

に
行
う

こ
と

で
、

収
入

未
済

額
の

減
少

に
繋
げ

て
い

る
点

は
評

価
で

き
る

。
 

も
っ

と
も

、
給

与
が

振
り
込

ま
れ

た
預

金
債

権
に

対
す

る
滞

納
処
分

と
し

て
の

差
押

処
分

が
、
給

与
に

よ
り

形
成

さ
れ

た
預

金
債

権
の

部
分

の
う

ち
差

押
可

能
額

を
超

え
る

部
分

に
つ

い
て

違
法

と

さ
れ

た
裁

判
例

が
あ

る
（
大

阪
高

裁
令

和
元

年
９

月
２

６
日

判
決
）
。

ま
た
、

国
税

に
関
す

る
も
の

で
あ

る
が
、
２
０

２
０

年
１
月

３
１
日

付
け

徴
徴

６
－

２
国

税
庁

徴
収
部

長
に

よ
る
「

差
押

禁
止

債

権
が

振
り

込
ま

れ
た

預
貯

金
口

座
に
係

る
預

貯
金

債
権

の
差

押
え

に
つ
い

て
（

指
示

）」
も

発
出
さ

れ
て

い
る
。
そ
の

た
め

、
給

与
債

権
そ

の
も
の

を
狙

い
撃

ち
す

る
か
の

よ
う

な
預

金
債

権
に

対
す
る

差
押

は
違

法
と

さ
れ

る
可

能
性

が
あ
る

。
 

こ
の

点
、
財

産
調

査
の

結
果

、
放

置
違
反

金
の

滞
納

者
に

つ
き

給
与

の
支
払

時
期

が
判

明
し

た
り
、

預
金

口
座

の
動

き
か

ら
、

給
与

の
支
払

時
期

が
推

知
さ

れ
る

事
例

は
見
受

け
ら

れ
た

。
 

具
体

的
に

滞
納

処
分

を
行

う
に

際
し

て
は
、
係

長
、
課

長
補
佐

、
放

置
駐
車

対
策

セ
ン

タ
ー

所
長

に
対

す
る

伺
い

を
し

、
そ
の

決
裁

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
と

こ
ろ
、
「

放
置
違

反
金

等
の
徴

収
に

係

る
滞

納
処

分
関

係
事

務
取

扱
要

領
」
に

は
こ

の
点

の
注

意
喚

起
が

な
い
。

 
そ

こ
で

、
給

与
債

権
そ

の
も

の
を

狙
い

撃
ち

す
る

か
の

よ
う

な
差

押
は

違
法

と
さ

れ
る

可
能

性

が
あ

る
た

め
、

違
法

の
誹
り

を
避

け
る

べ
く

、
「

放
置

違
反

金
等

の
徴

収
に

係
る

滞
納

処
分

関
係
事

務
取

扱
要

領
」

に
上

記
の

裁
判

例
と

国
税

庁
の

通
達

に
配

慮
し

た
運

用
を

行
う

よ
う

明
記

す
べ

き

で
あ

る
。

 
イ

 
勤

務
先
へ

の
給

与
照

会
を

納
付
の

促
し

と
し

て
用

い
る

こ
と

は
慎
重

を
要

す
【

意
見

】
 

徴
収

に
関

す
る

調
査

の
た

め
に

必
要

が
あ

る
場

合
に

財
産

調
査

を
す

る
の

は
当

然
で

あ
る

が
、

勤
務

先
か

ら
滞

納
者

へ
の

納
付

の
促

し
を

意
図

し
て

の
給

与
照

会
は

、
財

産
調

査
の

目
的

を
逸

脱

す
る

お
そ

れ
が

あ
り

、
勤

務
先

に
知

ら
れ

た
く

な
い

と
い

う
滞

納
者

の
期

待
を

害
す

る
可

能
性

が

あ
る

の
で

、
慎

重
に

取
り

扱
う

べ
き
で

あ
る

。
 

ウ
 

一
部

充
当

を
試

行
し

徴
収

率
の
推

移
を

検
証

さ
れ

た
い

【
意

見
】

 
放

置
違

反
金

の
滞

納
処

分
に

つ
き

、
一

部
充

当
の

結
果

全
額

回
収

が
妨

げ
ら

れ
る

こ
と

の
な

い

よ
う

一
部

充
当

は
行

わ
な

い
扱

い
と

し
て

い
る

の
で

、
滞

納
額

の
全

額
を

満
た

す
財

産
が

な
い

場

合
に

は
、
滞

納
処
分

を
行

っ
て

い
な

い
と
の

こ
と

で
あ

る
。
し

か
し

、
で

き
る

限
り
滞

納
を

解
消
す

る
機

会
を

逃
す

べ
き

で
は

な
い

の
で

、
常

に
一

部
充

当
を

行
わ

な
い

と
い

う
扱

い
は

硬
直

的
で

あ

る
。
仮

に
、
一
部

充
当

を
行
わ

な
い
と

す
る

場
合

が
あ

る
と

し
て

も
、
将

来
、
滞

納
全

額
に

つ
い

て

解
消

が
見

込
ま

れ
、
か
つ

、
現
存

す
る
財

産
か

僅
か

で
、
一
部

充
当
を

行
う

と
か

え
っ

て
将

来
の
解

消
を

妨
げ

る
具

体
的

な
お

そ
れ

が
あ

る
な

ど
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

場
合

に
限

定
す

べ
き

で
あ

る
。 
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一
部

充
当

す
る

か
し

な
い

か
の

基
準

に
つ
い

て
、
全

額
に
対

す
る
７

０
％
、
５
０

％
と
い

っ
た
一

定
の

割
合

を
超

え
る

財
産

に
対

し
て

は
一

部
充

当
を

試
行

す
る

等
し

、
徴

収
率

の
推

移
を

検
証

す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

 
⑵

 
違
約

金
 

ア
 

清
算

人
と

の
接

触
や

財
産

目
録
、

貸
借

対
照

表
等

の
資

料
を

確
保
す

る
べ

き
【

意
見

】
 

債
務

者
会

社
が

解
散

し
、
清

算
に

入
っ

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

、
清

算
人

と
の

接
触

や
財
産

目
録
、

貸
借

対
照

表
の

確
認

等
が

必
要

で
あ
る

。
県

は
、
債

務
者

会
社

の
解

散
を
把

握
し

た
後

、
従

前
の
代

表
取

締
役

で
あ

っ
た

清
算

人
に

対
し
書

面
の

送
付

を
行

っ
た

こ
と

は
あ
る

。
し
か

し
、
債

務
者

会
社

の
清

算
事

務
に

お
い

て
は

、
清

算
人

は
、
財

産
目

録
及

び
貸

借
対

照
表
を

作
成

し
、
貸

借
対

照
表
等

は
、

本
店

に
備

え
置

き
、

債
権

者
の

閲
覧

等
の

請
求

に
供

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る

（
会

社
法

第
４

９
６

条
）
。
記

録
上
、

本
店

に
お

い
て

、
貸

借
対

照
表

等
の

閲
覧

等
請

求
を

行
っ
た

形
跡

が
な

い
。
債

務
者

会
社
の

清
算
事

務
の

内
容

を
理

解
の

う
え

、
そ

こ
で

作
成

さ
れ

る
べ

き
貸

借

対
照

表
等

の
資

料
を

適
切

に
把

握
し
て

、
清
算

人
に

対
し
具

体
的
な

請
求

を
行

う
べ

き
で

あ
っ

た
。

こ
れ

が
な

さ
れ

て
お

ら
ず
、
清

算
人
の

任
務

懈
怠

の
有

無
、
債

務
者
会

社
の

清
算

の
実

態
等

が
不

明

で
あ

り
、

十
分

な
調

査
を

尽
く

し
た
と

い
え

る
か

明
ら

か
に

な
ら

な
か
っ

た
。

 
イ

 
清

算
人
の

任
務

懈
怠

に
よ

る
第
三

者
に

対
す

る
損

害
賠

償
責

任
等
を

検
討

さ
れ

た
い

【
意
見

】
 

 
 

ア
に

記
載

の
と

お
り

具
体

的
な

内
容

に
つ

き
清

算
人

に
対

し
て

調
査

を
行

え
ば

、
債

務
者

会
社

の
清

算
事

務
に

つ
き

清
算

人
が

誠
実

な
任

務
遂

行
を

行
っ

て
い

る
か

否
か

が
判

明
す

る
可

能
性

が

あ
る

。
清
算

人
は

、
清

算
事

務
に

つ
き

、「
そ

の
職
務

を
行

う
に

つ
い

て
悪

意
又

は
重

大
な

過
失
が

あ
っ

た
と

き
は

、
当
該

清
算
人

は
、
こ

れ
に

よ
っ
て

第
三
者

に
生
じ

た
損

害
を

賠
償

す
る

責
任

を
負

う
」

と
さ
れ

て
い

る
（

会
社

法
第

４
８

７
条

）
。

仮
に

清
算

人
が

十
分

な
清

算
事

務
を

行
わ

ず
、

清

算
結

了
と

さ
れ

た
こ

と
で

県
が

損
害

を
被

っ
て

い
る

な
ら

ば
、

清
算

人
に

対
す

る
責

任
追

及
を

検

討
す

る
こ

と
も

必
要

で
あ

る
。

 
そ

の
た
め

の
法

律
相

談
の

機
会

を
確

保
さ
れ

た
い

。
 

併
せ

て
、

同
じ

商
号

を
持

つ
別

会
社

に
対

し
詐

害
行

為
的

な
事

業
譲

渡
が

あ
っ

た
可

能
性

に
つ

い
て

も
、

多
元

的
な

法
律

相
談

の
機
会

を
確

保
さ

れ
た

い
。

 
ウ

 
動

産
執
行

の
位

置
づ

け
の

確
認
と

立
会

の
検

討
を

事
前

に
十

分
に
行

う
必

要
が

あ
る

【
意
見

】
 

 
 

動
産

執
行

が
行

わ
れ

て
い

る
が
、
強

制
執

行
の

方
法

と
し

て
、
な

ぜ
動

産
執

行
が

選
択

さ
れ

た
の

か
に

つ
い

て
そ

の
選

択
の

過
程

を
把

握
す

る
た

め
の

資
料

が
十

分
で

は
な

く
、

選
択

の
理

由
が

不

明
で

あ
っ

た
。

 
ま

た
、
動
産

執
行

に
お

い
て

は
、
申
立

代
理

人
を

含
め

立
ち

会
い

が
な
さ

れ
な

か
っ

た
。
こ

の
点

、

立
会

を
行

っ
た

場
合

、
債

務
者

会
社
の

対
応

に
も

よ
る

が
、
情

報
収
集

の
機

会
と

な
る

可
能

性
も

あ

っ
た

。
そ

こ
で

、
費
用

と
の

バ
ラ

ン
ス
を

図
り

つ
つ

、
動

産
執

行
の
立

ち
会

い
を

検
討

す
る

べ
き
で

あ
っ

た
。
現

状
の

資
料

か
ら

は
、
ど

う
し
て

立
ち

会
い

を
行

わ
な

か
っ

た
の
か

、
明
ら

か
で

は
な

い
。 

上
記

の
経

緯
を

後
日

検
証

で
き

る
よ

う
資
料

等
を

調
え

て
お

く
べ
き

で
あ

る
。

 

３
１

０
 

 

手
続

の
選

択
や

立
会

の
要

否
に

関
す

る
検

討
を

記
録

化
す

る
前

提
と

し
て

、
十

分
な

検
討

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

 
⑶

 
警

察
費

雑
入

に
つ

い
て

 
ア

 
示

談
書
に

は
遅

延
損

害
金

に
関
す

る
約

定
を

規
定

す
る

こ
と

に
つ
い

て
検

討
さ

れ
た

い
【

意
見
】 

 
 

 
 

示
談

書
を

締
結

す
る

と
い

う
こ

と
は

、
事

故
に

関
す

る
解

決
方

法
を

契
約

に
よ

っ
て

取
り

決
め

る
こ

と
で

も
あ

る
。
こ
の

点
、
財

務
規
則

第
１

３
０

条
第

１
項

に
は

、
契

約
者

が
履
行

遅
延

し
た
場

合
の

違
約

金
に

関
す

る
定

め
が

置
か

れ
て

い
る

。
同

規
則

の
規

定
を

受
け

て
示

談
書

に
遅

延
損

害

金
に

関
す

る
規

定
を

設
け

る
か

ど
う
か

に
つ

い
て
、
意
識

的
に

検
討

さ
れ

た
い
（

第
２
章

第
４

の
１

４
参

照
）
。

 
 

イ
 
示

談
書

を
作

成
す

る
べ

き
で

あ
る
【

意
見

】
 

 
 

 
 

豊
田

警
察

署
に

お
け

る
事

案
は

、
本

監
査

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

後
で

あ
る

２
０

２
２

年
１

２
月

１
日

付
け

で
示

談
書

が
作

成
さ

れ
た

。
現

状
の
未

収
金

に
つ

い
て

、
全

件
、
示

談
書

が
作
成

さ
れ

た
こ
と

に
な

る
が
、
債
権

の
内

容
を
明

ら
か
に

す
る

た
め

に
も

、
合

意
が
口

頭
で

成
立

し
た

と
き

に
は

早
期

に
示

談
書

を
作

成
す

る
よ

う
努

め
る
べ

き
で

あ
る
。
ま
た

、
県

に
お
け

る
統

一
的

な
事

務
処

理
及
び

法
律

関
係

の
安

定
の

見
地

か
ら

、
示
談

書
の

様
式

も
明

確
に

定
め

る
べ
き

で
あ

る
。

 
 

 
ウ

 
分

割
納
付

を
認

め
る

基
準
作

り
と

履
行

延
期

等
の

活
用

を
検

討
さ
れ

た
い

【
意

見
】

 
 

 
 

 
一

括
で
の

支
払

い
が

困
難
な

場
合

に
、
分

割
納

付
を

認
め

て
い

る
よ

う
で

あ
る

が
、
分
割

納
付

の

際
の

支
払

い
方

法
等

の
決

定
の

基
準

が
不

明
瞭

で
あ

り
、

債
権

の
管

理
回

収
に

支
障

を
来

し
て

い

な
い

か
疑

問
が

残
る

の
で

、
明

確
化

さ
れ
た

い
。
ま

た
、
法

的
安

定
性
の

見
地

か
ら

、
分

割
納

付
を

認
め

る
際

に
は

、
履

行
延

期
等
（

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の
６

）
を

用
い

る
こ

と
を

検
討

さ
れ

た
い
。
と
り

わ
け

示
談
書

に
よ
っ

て
分

割
納

付
を

合
意

し
た

場
合
に

は
、
履

行
延
期

の
特

約
を

行
っ

て
い

る
こ

と
に

も
な

る
た

め
、
こ
の

点
を

自
覚

し
て

徴
収

事
務

に
当

た
ら

れ
た

い
（

第
２

章
第

４
の

１
７

参
照

）
 

 
⑷

 
徴

収
停

止
（

地
方

自
治

法
施
行

令
第

１
７

１
条

の
５

）
を

活
用

さ
れ
た

い
【

意
見

】
 

 
 

 
違

約
金

と
警

察
費

雑
入

は
い

ず
れ

も
私

債
権

で
あ

り
、

徴
収

停
止

の
適

否
に

つ
い

て
検

討
す

る
余

地
が

あ
る

。
 

違
約

金
に

つ
い

て
は

、
地

方
自

治
法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

５
第

１
号
の
「

法
人

で
あ

る
債

務
者

が

そ
の

事
業

を
休

止
し

、
将

来
そ

の
事
業

を
再

開
す

る
見

込
み

が
全
く

な
く

、
か

つ
、
差

し
押

え
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

の
価

額
が

強
制

執
行

の
費

用
を

こ
え

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

検
討

の
う

え
、

積
極

的
な

管
理
か

ら
解

放
す

る
余

地
に

つ
い

て
検
討

さ
れ

た
い

。
 

警
察

費
雑

入
に

つ
い

て
も

、
同

施
行

令
第
２

号
「

債
務

者
の

所
在
が

不
明

で
あ

り
、
か
つ

、
差

し
押

え
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

の
価

額
が

強
制

執
行

の
費

用
を

こ
え

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
と

き
」
又

は
第

３
号
「

債
権

金
額
が

少
額

で
、
取

立
て
に

要
す

る
費

用
に

満
た

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。
」

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
検

討
さ

れ
た

い
。

 
徴

収
停

止
の
詳

細
は

、
第

２
章

第
４
の

７
⑵

及
び

２
０

を
参

照
さ

れ
た
い

。
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１
 

 第
１

０
 

県
民

文
化

局
 

１
 

債
権

と
収

入
未

済
額

の
状

況
 

県
民

文
化

局
が

所
管

す
る

債
権

の
２
０

２
１

年
度

の
状

況
は
【

図
表

１
０
－

１
】
の
と

お
り

で
あ

る
。

収
入

未
済

額
の

推
移

は
【

図
表

２
－

３
０

】
、
不

納
欠

損
処

分
額

の
推

移
は

【
図

表
２
－

３
１
】

の
と

お

り
で

あ
っ

た
。

 
 【

図
表

１
０

－
１
】
県

民
文
化

局
が
所

管
す

る
債

権
の

２
０

２
１

年
度
の

状
況

 
 

 
 

 
 
 

 
 
（

円
） 

債
権

名
債

権
の
種

類
調
定

額
不

納
欠

損
額

収
入

未
済

額

私
立

学
校

奨
学
資

金
等
貸

付
金
収

入
私
債

権
1
2
9
,
33
6
,
4
3
8

1
6
3
,0
0
0

11
7
,
3
3
1,
4
2
6

同
和

く
ら

し
資
金

貸
付
金

収
入

私
債

権
6
,
34
9
,
9
0
0

1
7
0
,0
0
0

5
,
9
8
4,
0
0
0

合
計

1
3
5
,
68
6
,
3
3
8

3
3
3
,0
0
0

12
3
,
3
1
5,
4
2
6

 
 ２

 
私

立
学

校
奨
学

資
金

等
貸

付
金
収

入
（

私
債

権
）

 

 
⑴

 
概

要
 

 
 

 
一

般
財

団
法

人
愛

知
県

私
学
振

興
事

業
財

団
（

以
下

、
「
私

学
振

興
事

業
財

団
」
と

い
う
）

か
ら
２

０
２

０
年

４
月

１
日

付
け

で
譲

り
受

け
た

貸
付

金
債

権
（

同
年

３
月

３
１

日
付

現
在

同
財

団
が

保
有

す
る

も
の

）
で

あ
り

、
具

体
的

な
対
象

債
権

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

 
 

ア
 

私
立

学
校

入
学

納
付

金
貸
付

金
貸

付
規

定
に

基
づ

く
債

権
 

 
 

 
（

ア
）

私
立

高
等

学
校

入
学
納

付
金

貸
付

金
 

 
 

 
（

イ
）

私
立

専
修

学
校

高
等
課

程
入

学
納

付
金

貸
付

金
 

 
 

イ
 

私
立

高
等

学
校

奨
学

資
金
貸

与
規

程
及

び
私

立
学

校
奨

学
資

金
貸
与

規
程

に
基

づ
く
債

権
 

 
 

 
（

ア
）

私
立

高
等

学
校

奨
学
資

金
貸

付
金

（
２

号
奨

学
資

金
貸

付
金
）

 
（

イ
）

県
内
私

立
高

等
学

校
特

別
奨
学

資
金

貸
付

金
（

１
号

奨
学

資
金
貸

付
金

）
 

 
 

 
（

ウ
）

県
内

私
立

高
等

学
校
奨

学
資

金
貸

付
金

（
２

号
奨

学
資

金
貸
付

金
）

 
 

 
 

（
エ

）
県
内

私
立

専
修

学
校
高

等
課

程
奨

学
資

金
貸

付
金

（
３

号
奨
学

資
金

貸
付

金
）

 
 

 
 

譲
り

受
け
時

の
債

権
の

総
額
は

１
億

５
３

９
３

万
７

１
７

８
円
（

８
８

４
人

）
で

あ
り

、
貸

付
金

ご

と
の

債
権

額
は

【
図

表
１

０
－

２
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
 

３
１

２
 

 【
図

表
１

０
－

２
】
（

一
財
）

愛
知

県
私

学
振

興
事

業
財

団
か

ら
譲
り

受
け

た
債

権
 

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

人
数

(
人

)
金

額
（

円
）

私
立

高
等

学
校

入
学

納
付

金
貸

付
金

4
9
0

2
4
,
8
8
8
,
9
8
1

3
6

2
8
9
,
0
0
0

4
7
9

2
4
,
5
9
9
,
9
8
1

私
立

専
修

学
校

高
等

課
程

入
学

納
付

金
貸

付
金

3
1

7
0
8
,
0
0
0

1
0

8
0
,
0
0
0

2
8

6
2
8
,
0
0
0

計
（

入
学

納
付

金
）

5
2
1

2
5
,
5
9
6
,
9
8
1

4
6

3
6
9
,
0
0
0

5
0
7

2
5
,
2
2
7
,
9
8
1

私
立

高
等

学
校

特
別

奨
学

資
金

貸
付

金
〈

１
号

奨
学

資
金

〉
2
4
0

1
1
1
,
5
4
5
,
2
2
1

3
6

5
,
3
4
9
,
0
0
0

2
2
9

1
0
6
,
1
9
6
,
2
2
1

私
立

高
等

学
校

奨
学

資
金

貸
付

金
〈

２
号

奨
学

資
金

〉
1
1
3

1
5
,
1
3
3
,
9
7
6

2
4

2
,
9
3
1
,
0
0
0

9
8

1
2
,
2
0
2
,
9
7
6

私
立

専
修

学
校

高
等

課
程

奨
学

資
金

貸
付

金
〈

３
号

奨
学

資
金

〉
1
0

1
,
6
6
1
,
0
0
0

0
0

1
0

1
,
6
6
1
,
0
0
0

計
（

奨
学

資
金

）
3
6
3

1
2
8
,
3
4
0
,
1
9
7

6
0

8
,
2
8
0
,
0
0
0

3
3
7

1
2
0
,
0
6
0
,
1
9
7

合
　

計
8
8
4

1
5
3
,
9
3
7
,
1
7
8

1
0
6

8
,
6
4
9
,
0
0
0

8
4
4

1
4
5
,
2
8
8
,
1
7
8

貸
付

残
高

に
占

め
る

割
合

5
.
6
2
%

9
4
.
3
8
%

う
ち

滞
納

分
う

ち
約

定
未

到
来

分
貸

付
残

高

貸
付

金
区

分

 
 

⑵
 

貸
付

金
の
種

類
毎

の
制

度
概
要

 
 

 
 

各
貸

付
規
定

な
い

し
貸

与
規
定

に
基

づ
い

て
貸

付
け

が
な

さ
れ

る
貸
付

金
の

対
象

者
、
貸
付

額
、
そ

の
他

要
件

等
の

概
要

は
【

図
表

１
０
－

３
】

の
と

お
り

で
あ

る
。
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３
 

 【
図

表
１

０
－

３
】

貸
付

金
概

要
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑶
 

債
権

回
収

の
取

組
 

 
ア

 
愛

知
県

私
立

学
校

奨
学

資
金

等
貸
付

金
債

権
管

理
規

程
 

 
 

県
は

、
愛

知
県

私
立

学
校

奨
学
資

金
等

貸
付

金
債

権
管

理
規

程
を
定

め
て

い
る

。
そ

の
内
容

は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

対 象 者・県内私立高等学校入学

・県内在住

・市町村民税所得割額 299,600円未満S53～H26銀行借入金R3.3

貸 付 額・50,000円以内

償還期間・修業年限の2倍以内

対 象 者・県内私立専修学校高等課程入学

・県内在住

・市町村民税所得割額 299,600円未満S53～H26銀行借入金R3.3

貸 付 額・50,000円以内

償還期間・修業年限の2倍以内

対 象 者・県内私立高等学校在学

・県内在住

・世帯収入が生活保護基準の1.5倍以下H14～H19県借入金R6.3

貸 付 額・（自宅）30,000円/月　（自宅外）35,000円/月

償還期間・貸付期間の4倍（在学中及び大学等進学の場合は返還猶予）

対 象 者・県内私立高等学校在学

・県内在住

・課税総所得金額 230万円超、340万円以下S52～H27銀行借入金R7.1

貸 付 額・11,000円/月県借入金（H10まで）

償還期間・修業年限の2倍以内（在学中及び大学等進学の場合は返還猶予）

対 象 者・県内私立専修学校高等課程在学

・県内在住

・世帯収入が生活保護基準の1.5倍以下H14～H18銀行借入金―

貸 付 額・15,000円/月

償還期間・修業年限の2倍以内（在学中及び大学等進学の場合は返還猶予）

計

区分

奨
学
資
金
貸
付
事
業

資格要件

資格要件

資格要件

入
学
納
付
金
貸
付
事
業私立専修学校高等課程

入学納付金

私立高等学校入学納付金

私立高等学校特別奨学資金
（１号奨学資金）

私立高等学校奨学資金
（２号奨学資金）

資格要件

私立専修学校高等課程修学資金
（３号奨学資金）

・所得基準は標準世帯で約630万円以下
・約定返済は年2回（7月、1月）で卒業後から返
済開始（大学等へ進学の場合は返還猶予あり）
・3年間借りると、貸付総額は54万円
・財団の貸付事業終了後は県教育委員会で実施

資格要件

貸付金の財源備考

・所得基準は標準世帯で約950万円以下
・約定返済は年1回（3月末）で在学中（1年生の
年度末）から返済開始
・貸付上限額は5万円
・県の入学納付金補助金の充実に伴い事業廃止

・所得基準は標準世帯で約630万円以下
・約定返済は年2回（9月、3月）で卒業後から返
済開始（大学等へ進学の場合は返還猶予あり）
・3年間借りると、貸付総額は自宅生で108万円、
下宿生で126万円
・財団の貸付事業終了後は県教育委員会で実施

・所得基準は標準世帯で約610万円超、750万円
以下
・約定返済は年2回（7月、1月）で卒業後から返
済開始（大学等へ進学の場合は返還猶予あり）
・3年間借りると、貸付総額は39万6千円
・県の授業料軽減補助金の充実に伴い事業廃止

・所得基準は標準世帯で約950万円以下
・約定返済は年1回（3月末）で在学中（1年生の
年度末）から返済開始
・貸付上限額は貸付時期による変遷あり（15万円
～5万円）
・県の入学納付金補助金の充実に伴い事業廃止

概要【貸付事業最終年度の状況】事業実施年度
最終約定
〈未到来分〉
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４
 

 

愛
知

県
私

立
学
校

奨
学

資
金

等
貸

付
金
債

権
管

理
規

程
 

（
通

則
）

 

第
１

条
 

こ
の
規

程
は

、
県

が
一

般
財
団

法
人

愛
知

県
私

学
振

興
事
業

財
団

（
以

下
「
財

団
」

と
い

う
。）

か
ら

譲
り

受
け

た
私

立
高

等
学
校

奨
学

資
金

貸
付

金
等

に
係
る

貸
付

金
債

権
（
以

下
「

貸
付

金
」

と
い

う
。
）

の
管

理
に

関
し

必
 要

な
事

項
を
定

め
る

こ
と

に
よ
り

、
債

権
管

理
の

適
正

な
取
扱

い

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
で
あ

り
、

愛
知

県
財
務

規
則

（
昭

和
39

年
3
月

2
5
日

規
則

1
0

号
。

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。
）

に
定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
規
程

に
定

め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
。

 

（
対

象
と

な
る
貸

付
金

）
 

第
２

条
 

こ
の
規

程
に

お
け

る
貸

付
金
と

は
、

県
が

、
県

と
財

団
と
の

間
で

締
結

し
た
代

物
弁

済
及

び
債

権
譲

渡
に

関
す

る
契

約
に

よ
り

譲
り
受

け
た

以
下

の
貸
付

金
と

す
る

。
 

（
1
）

私
立

学
校

入
学

納
付
金

貸
付

金
貸

付
規
程

に
基

づ
く

 

・
私

立
高

等
学
校

入
学

納
付

金
貸

付
金

 

・
私

立
専

修
学
校

高
等

課
程

入
学

納
付
金

貸
付

金
 

（
2
）

私
立

高
等

学
校

奨
学
資

金
貸

与
規

程
及
び

私
立

学
校

奨
学

資
金
貸

与
規

程
に

基
づ

く
 

・
私

立
高

等
学
校

奨
学

資
金

貸
付

金
 

・
県

内
私

立
高
等

学
校

特
別

奨
学

資
金
貸

付
金

 

・
県

内
私

立
高
等

学
校

奨
学

資
金

貸
付
金

 

・
県

内
私

立
専
修

学
校

高
等

課
程

奨
学
資

金
貸

付
金

 

（
貸

付
金

の
管
理

）
 

第
３

条
 

県
は
、

規
則

及
び

こ
の

規
程
の

規
定

に
基

づ
き

、
適

正
か
つ

効
率

的
に

債
権
の

管
理

を
行

い
、

債
権

の
早

期
回

収
に

努
め

る
も

の
と
す

る
。

 

（
貸

付
金

の
返
還

等
）

 

第
４

条
 

県
は
、

貸
付

金
の

借
受

者
又
は

連
帯

保
証

人
（

以
下

「
借
受

者
等

」
と

い
う

。
）

に
対

し
、

当

該
貸

付
金

の
貸

付
時

に
定

め
た

期
日
を

納
期

限
と

し
納
入

を
通

知
す

る
。

 

２
 

貸
付

金
の
返

還
方

法
に

つ
い

て
、
財

団
と

借
受

者
等

と
の

間
で
合

意
し

た
取

扱
い
（

以
下

「
合

意
事

項
」

と
い

う
。
）

を
別

に
定

め
て

い
る
場

合
は

、
こ

の
合

意
事

項
に
よ

る
も

の
と

す
る
。

 

３
 

納
期

限
ま
で

に
返

還
さ

れ
な

か
っ
た

貸
付

金
に

つ
い

て
は

、
別
途

、
返

納
額

と
納
期

限
を

定
め

通
知

す
る

も
の

 
と

す
る
。

 

４
 

前
３

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
借

受
者

等
は

、
い

つ
で

も
繰
り

上
げ

て
返

還
す
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

（
借

受
者

等
か
ら

の
届

出
）

 

第
５

条
 

借
受
者

が
死

亡
し

た
と

き
は
、

相
続

人
又

は
連

帯
保

証
人
は

、
死

亡
診

断
書
又

は
戸

籍
抄

本
を

添
え

て
県

に
届

け
出

る
も

の
と

す
る
。

 

２
 

借
受

者
が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

県
に
そ

の
旨

を
届

け
出
る

も
の

と
す

る
。

 

（
1
）

 連
帯

保
証

人
を

変
更

し
た

と
き
。

 

（
2
）

 借
受

者
等

の
氏

名
、

住
所

そ
の
他

 
重

要
な
事

項
に

変
更

が
あ
っ

た
と

き
。

 

３
 

前
項

の
届
出

は
、

転
居

・
改

氏
名
・

連
帯

保
証

人
変

更
届

（
様
式

第
1
号

）
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

４
 

県
は

、
第

1
項
又

は
第

2
項

の
届
出

が
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も
、

現
状

を
確

認
す
る

た
め

、
必

要
な

調
査

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
返

還
猶

予
）

 

第
６

条
 県

は
、

借
受

者
が
次

の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合
は

、
願

出
に

よ
っ

て
 貸

付
金
の

返

還
を

猶
予

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た
だ

し
、

第
2
条

 第
2
号

に
規
定

す
る

貸
 付

金
で

あ
っ

て
、
返

還

期
日

が
到

来
し

て
い

な
い

も
の

に
限
る

。
 

（
1
）

 災
害

に
よ

り
損

害
を

被
っ

た
た
め

返
還

が
困

難
と

な
っ

た
と
き

。
 

（
2
）

 傷
病

に
よ

り
返

還
が

困
難

と
な
っ

た
と

き
。

 

（
3
）

 高
等

学
校

 
、

大
学
、

大
学

院
又

は
こ
れ

と
同

程
度

の
学

校
に
在

学
す

る
と

き
 。

 

（
4
）

 そ
の

他
真

に
や

む
を

得
な

い
事
由

に
よ

っ
て

返
還

が
著

し
く
困

難
と

な
っ

た
と
き

。
 

２
 

県
は

、
借
受

者
等

が
返

還
猶

予
を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
 、

奨
学
資

金
返

還
猶

予
願

（
様
式

第
2

号
）

に
前

項
各

号
に

規
定

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を
添

え
、

知
事

に
提

出
さ
せ

る
も

の
と

す
る

。
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３
 

県
は

、
借
受

者
等

か
ら

返
還

猶
予
の

願
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、
審

査
決

定
し

、
そ
の

結
果

を
通

知
す

る
。

 

４
 

返
還

猶
予
の

期
間

は
、

1
年
以

 
内
と

す
る

。
た

だ
し
、

そ
の

事
由

が
継
続

す
る

と
き

は
、

願
出
に

よ

り
4
年

を
限
度

に
1
年

ず
つ

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

（
返

還
免

除
）

 

第
７

条
 

県
は
、

借
受

者
が

次
の

各
号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場
合

は
、

願
出

に
よ
っ

て
貸

付
金

の
全

部
又

は
一

部
の

返
還

を
免

除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
た
だ

し
、

第
2
条
第

2
号

に
規
定

す
る

貸
付

金
で

あ
っ

て
、

返
還

期
日

が
到

来
し

て
い
な

い
も

の
に

限
る
。

 

（
1
）

死
亡

し
た

と
き

。
 

（
2
）

精
神

又
は

身
体

に
著
し

い
障

害
を

受
け
た

と
き

。
 

（
3
）

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

理
由

が
生

じ
た
こ

と
に

よ
り

貸
付

金
を
返

還
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ
る

と

き
。

 

２
 

県
は

、
借
受

者
等

が
返

還
免

除
を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
奨

学
資

金
返

還
免
除

願
（

様
式

第
3

号
）

 に
前

 項
各

号
に

規
定

す
る

事
由

を
証

す
る

書
類
を

添
え

、
知

事
に

提
出
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

県
は

、
借
受

者
等

か
ら

返
還

免
除
の

願
出

が
あ

っ
た

と
き

は
、
審

査
決

定
し

、
そ
の

結
果

を
通

知
す

る
。

 

４
 

第
2
項

の
奨

学
資

金
返

還
免

除
願
は

、
返

還
す

る
こ

と
が

困
難
で

あ
る

こ
と

の
事
由

が
生

じ
て

か

ら
、

1
年

以
内

に
提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
遅

延
利

息
）

 

第
８

条
 

借
受
者

等
が

貸
付

金
を

返
還
す

べ
き

日
ま

で
に

こ
れ

を
返
還

し
な

か
っ

た
こ
と

に
よ

り
発

生
し

た
遅

延
利

息
は

、
請

求
し

な
い

も
の
と

す
る

。
 

（
不

納
欠

損
処
分

）
 

第
９

条
 

県
は
、

借
受

者
等

が
次

の
い
ず

れ
か

に
該

当
し

た
場

合
、
規

則
第

4
1
条

に
基

づ
く

不
納
欠

損

処
分

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
1
）

債
権

の
消

滅
時

効
が
完

成
し

て
い

る
こ
と

。
 

（
2
）

死
亡

し
て

い
る

こ
と
。

 

（
3
）

精
神

又
は

身
体

に
著
し

い
障

害
を

受
け
て

い
る

こ
と

。
 

（
4
）

破
産

の
決

定
が

な
さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

（
5
）

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

理
由

に
よ

り
回
収

の
見

込
み

が
な

い
と
認

め
ら

れ
る

こ
と

。
 

（
秘

密
の

保
持
）

 

第
１

０
条

 
県
は

、
こ

の
債

権
管

理
事
務

を
通

じ
て

知
り

得
た

事
実
が

公
表

さ
れ

る
こ
と

に
よ

り
、

借
受

者
等

が
不

利
益

を
被

る
こ

と
の

な
い
よ

う
努

め
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 イ
 

私
学

振
興

室
回

収
方

針
 

 
 

 
 

県
は
、
上
記

規
程
の

ほ
か
、「

私
立

高
等

学
校
奨

学
資

金
貸

付
金

等
の

債
権

回
収

方
針
に

つ
い

て
」

（
以

下
「

私
学

振
興

室
回

収
方

針
」
と

い
う

）
を

策
定

し
、

回
収

方
針
を

定
め

て
い

る
。

 
そ

し
て
、
本
債

権
の

管
理

を
開

始
し
て

２
年

目
と

な
る

２
０

２
１

年
度
よ

り
、
長
期

滞
納

者
（
滞

納
期

間
が

８
年

以
上

の
者

）
を

対
象

と
し
て

、
法

的
措

置
と

し
て

訴
訟
提

起
を

行
っ

て
い

る
。
滞
納

期
間

が
８

年
未

満
の

者
に

関
し

て
は
、
そ
の

期
間

の
長

短
に

応
じ
て

、
以

下
の

と
お

り
、
借

受
者
又

は
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

文
書

、
電
話

の
ほ

か
自

宅
訪

問
で

の
督

促
を
行

っ
て

い
る

。
 

（
ア

）
滞

納
者

へ
の

対
応

 
滞

納
期
間

が
８

年
未

満
の

者
に

関
し

て
は

、
そ

の
期

間
の
長

短
に
応

じ
て

、【
図

表
１
０

－
４

】

の
と

お
り

、
借

受
者

又
は
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

文
書
、
電

話
の

ほ
か
自

宅
訪

問
で

の
督

促
を
行

っ
て

い
る

。
 

 

３
１

６
 

  
 

 
 

【
図

表
１

０
－

４
】

滞
納
者

へ
の

対
応

 

 
 

文
　

　
書

電
　

　
話

自
宅

訪
問

短
期

滞
納

者
１

年
以

上
○

中
期

滞
納

者
３

年
以

上
○

○

長
期

滞
納

者
６

年
以

上
○

○
○

区
   
分

滞
納

期
間

督
促

方
法

 
（

イ
）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
 

私
学

振
興

室
回

収
方

針
に

よ
る

と
、
債

権
回

収
に
お

け
る
全

体
の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
、
法

的
措

置

の
流

れ
や

結
果

等
は

【
図

表
１

０
－

５
】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 
【

図
表
１

０
－

５
】

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

 
時

期
内

容

・
例

月
の

分
割

返
還

者
に

対
し

て
納

入
通

知
書

を
作

成
、

送
付

・
入

金
管

理
及

び
返

還
相

談
等

・
住

所
不

明
者

の
調

査

・
滞

納
者

へ
の

電
話

督
促

、
自

宅
訪

問
督

促

・
滞

納
者

へ
の

文
書

督
促

（
入

学
納

付
金

、
１

号
・

２
号

・
３

号
奨

学
資

金
）

・
長

期
滞

納
者

へ
の

法
的

措
置

予
告

６
月

・
法

的
措

置
対

象
者

の
選

定

・
約

定
返

還
通

知
（

２
号

奨
学

資
金

）

・
法

的
措

置
対

象
者

の
選

定

８
月

・
法

的
措

置
対

象
者

の
選

定

・
約

定
返

還
通

知
（

１
号

奨
学

資
金

）

・
法

的
措

置
（

訴
え

の
提

起
）

に
係

る
議

案
の

提
出

１
０

月
・

法
的

措
置

の
実

施
（

訴
え

の
提

起
）

　
※

以
降

裁
判

手
続

き
が

進
行

１
１

月
・

滞
納

者
へ

の
文

書
督

促
（

入
学

納
付

金
、

１
号

・
２

号
・

３
号

奨
学

資
金

）

１
月

・
約

定
返

還
通

知
（

２
号

奨
学

資
金

）

２
月

・
不

納
欠

損
処

分
対

象
者

の
選

定

・
約

定
返

還
通

知
（

入
学

納
付

金
、

１
号

奨
学

資
金

）

・
不

納
欠

損
処

分

通
年

５
月

７
月

９
月

３
月

 
 

 
 

（
ウ

）
法

的
措

置
の

流
れ

 
 

 
 

 
 

法
的
措

置
と

し
て

の
訴
訟

提
起

の
時

期
は

、
私

学
振

興
事
業

財
団

の
例

に
倣

い
、
消
滅

時
効

が

完
成

す
る

期
間
（

１
０
年

）
の

２
年

前
と
し

、
具

体
的

な
対

象
者
は

、
法

的
措

置
を

実
施

す
る
年

度
中

に
滞

納
期

間
が

８
年

に
達

す
る

者
（

前
年

度
末

時
点
で

滞
納
期

間
が

７
年

以
上

の
者

）
で

あ
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る
。
訴

訟
提
起

に
係

る
議

案
の

提
出
時

期
は

９
月

議
会

と
し

、
議
決

後
、
借

受
者

及
び

連
帯

保
証

人
を

被
告

と
し

て
、

弁
護

士
に

委
任

し
た
う

え
で

、
裁

判
所

へ
提
訴

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
具

体
的

な
流

れ
は

以
下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

①
 

法
的

措
置

の
予

告
（

５
月

頃
）

 
 

 
 
 

 
郵

送
に

よ
り

返
還

計
画

を
提
出

す
る

よ
う

求
め

、
回

答
の

無
い

場
合

は
、
簡
易

書
留
郵

便
等

に
よ

り
法

的
措

置
へ

移
行

す
る

旨
を

予
告

す
る
。

 
②

 
法
的

措
置

対
象

者
の

選
定

（
６

～
８
月

頃
）

 
①

の
通

知
で

、
回

答
が

得
ら
れ

な
か
っ

た
者

等
を

法
的

措
置

の
対

象
と
し

、
９

月
議

会
に

訴

え
の

提
起

に
係

る
議

案
を

提
出

す
る

。
 

③
 

裁
判

所
へ

の
提

訴
（

１
０

月
頃

）
 

 
 

 
 

 
議

決
後

、
訴

訟
代

理
人

弁
護
士

を
通

じ
て

裁
判

所
へ
の

提
訴

を
行

う
。

 
④

 
判
決

後
の

返
還

指
導

（
１

１
月

～
２
月

頃
）

 
 

 
 

 
 

 
被
告

と
返

還
方

法
に
つ

い
て

協
議

及
び

返
還

指
導

を
行

う
。

 
 

 
 

 
 

 
な
お

、
県

は
、
滞

納
額
の

一
括

返
済

を
求

め
て

い
る

こ
と

か
ら
、
原
則

と
し

て
和

解
に

は
応

じ
ず
、
判
決

を
求
め

る
こ

と
と

し
、
判

決
後

、
一
括

返
還

を
請

求
す

る
督

促
を

通
知

。
こ

の
通

知
の

中
で

、
返

還
額

に
関

す
る

相
談
や

、
返

還
が

困
難

な
場

合
、
県

に
連

絡
す

る
よ

う
、
次
の

よ
う

な
記

載
を

し
て

い
る

。
 

入
学
納

付
金

貸
付

金
の
返

還
督

促
に

つ
い

て
（
通

知
）

 

 様
が

、
高

等
学

校
又

は
専
修

学
校

高
等

課
程
入

学
時

に
、
 

様
の

保
証

の
も

と
、
一

般

財
団

法
人

愛
知

県
私

学
振

興
事

業
財

団
か

ら
貸

与
を

受
け
ま

し
た

入
学

納
付

金
貸
付

金
に

つ
い

て
、
 

 
簡

易
裁

判
所
は

、
令

和
 

年
 

月
 
日

に
 

 
 様

及
び

 
 

様
に
対

し
、
 

 
円

の

返
還
を

命
じ

て
お

り
ま
す

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
納

付
書

を
送

付
し

ま
す
の

で
、

判
決

に
基
づ

き
、

速
や

か
に

金
融

機
関
窓

口
に
て

返
済

し
て

く
だ
さ

い
。

 

な
お

、
返

還
方

法
、
１

回
の

返
還

額
に

関
す
る

相
談

や
返

還
が

困
難
な

理
由

が
あ

る
場

合
は
、

私
学
振

興
室

奨
学

グ
ル
ー

プ
ま

で
連

絡
し

て
く
だ

さ
い

。
 

今
後

も
返

還
が

さ
れ

な
い

場
合

は
、

地
方
自

治
法

第
２

４
０
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

差
押
手

続
に
移

行
す

る
場

合
が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

（
エ

）
２

０
２

１
年

度
に

お
け
る

法
的

措
置

対
象

債
権

と
そ

の
結

果
 

 
 

 
２

０
２

１
年

度
の

法
的

措
置

の
対

象
債

権
の

総
額

は
１

２
０

万
９

６
０

０
円

、
件

数
の

総
数

は
１

７
件

で
あ

っ
た

。
ま

た
、
同

年
度

３
月
１

５
日

時
点

で
の

回
収
額

の
総

額
は

、
２

７
万

９
６

０
０

円
で

あ
っ

た
。
個

別
の
結

果
は
、
【

図
表
１

０
－

６
】
の

と
お

り
で

あ
り
、

法
的
措

置
予

告

に
よ

り
完

済
に

至
っ

た
債

権
も

あ
る

。
 

 

３
１

８
 

 【
図

表
１

０
－

６
】
２

０
２
１

年
度
に

お
け

る
法

的
措

置
対

象
債

権
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（

円
）

 
法

的
措

置
法

的
措

置
前

の

返
還

残
高

法
的

措
置

後

の
入

金
額

※
残

高
返

還
状

況
備

考

0
1
未
提
訴

(
予
告
で
入
金

）
5
5
,
0
0
0

5
5
,
0
0
0

0
完
済

・
法

的
措

置
予

告
に

よ
り

入
金

。
・

毎
月

1
0
,
0
0
0
円

の
分

割
返

済
を

継
続

し
、

完
済

。

0
1
未
提
訴

(
予
告
で
入
金

）
3
2
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0

0
完
済

・
法

的
措

置
予

告
に

よ
り

入
金

。
・

毎
月

5
,
0
0
0
円

の
分

割
返

済
を

継
続

し
、

完
済

。

0
1
未
提
訴

(
予
告
で
入
金

）
8
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

分
納
中

・
法

的
措

置
予

告
に

よ
り

入
金

。
・

毎
月

5
,
0
0
0
円

の
分

割
返

済
中

。

0
1
未
提
訴

(
予
告
で
入
金

）
1
0
0
,
0
0
0

3
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

分
納
中

・
法

的
措

置
予

告
に

よ
り

入
金

。
・

毎
月

5
,
0
0
0
円

の
分

割
返

済
中

。

0
2
取
下

6
4
,
0
0
0

6
4
,
0
0
0

0
完
済

・
裁

判
所

か
ら

の
訴

状
送

達
後

完
済

し
、

提
訴

取
り

下
げ

。

0
2
取
下

2
8
,
6
0
0

2
8
,
6
0
0

0
完
済

・
本

人
宛

の
訴

状
が

裁
判

所
か

ら
送

達
で

き
な

か
っ

た
た

め
、

所
在

調
査

に
よ

り
本

人
の

夫
に

接
触

し
、

一
括

入
金

に
よ

り
完

済

0
3
提
訴

5
0
,
0
0
0

5
0
,
0
0
0

0
完
済

・
答

弁
書

に
よ

り
連

絡
先

が
判

明
し

、
裁

判
後

に
折

衝
。

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

分
納
約
束

・
裁

判
所

で
折

衝
。

返
還

計
画

提
出

済
み

。
１

月
か

ら
毎

月

2
0
,
0
0
0
円

返
還

の
約

束
を

し
て

い
る

が
、

現
時

点
で

は
入

金
な

し
。

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

0
3
提
訴

6
4
,
0
0
0

0
6
4
,
0
0
0

0
3
提
訴

4
0
,
0
0
0

0
4
0
,
0
0
0

0
3
提
訴

6
4
,
0
0
0

0
6
4
,
0
0
0

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

0
3
提
訴

3
2
,
0
0
0

0
3
2
,
0
0
0

・
本

人
宛

の
訴

状
が

裁
判

所
か

ら
送

達
で

き
な

か
っ

た
た

め
所

在
調

査
を

行
い

、
本

人
に

接
触

。
・

連
絡

先
を

聞
き

取
る

こ
と

が
で

き
た

た
め

、
判

決
確

定
後

、
電

話
に

よ
り

折
衝

予
定

。

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

0
3
提
訴

1
0
0
,
0
0
0

0
1
0
0
,
0
0
0

※
法

的
措

置
後

の
入

金
額

は
２

０
２

２
年

３
月

１
５

日
時

点
の

も
の

で
あ

る
。

 
 

（
オ

）
２

０
２

１
年

度
に

お
け

る
法
的

措
置

の
対

象
債

権
の

内
訳

 
 

 
 

 
 

２
０
２

１
年

度
に

法
的
措

置
を

行
っ

た
債

権
の

額
と

件
数

は
、【

図
表

１
０
－

７
】

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
  

 
 

【
図

表
１
０

－
７

】
法

的
措
置

の
対

象
債

権
等

 

貸
付

金
区

分
件

数
（

件
）

額
（

円
）

奨
学

資
金

貸
付

金
0

0

入
学

納
付

金
貸

付
金

1
3

9
4
2
,
6
0
0

合
　

計
1
3

9
4
2
,
6
0
0
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１

９
 

  
 

（
カ

）
法

的
措

置
予

告
に

よ
っ
て

完
済

と
な

っ
た

債
権

の
一

例
 

県
は

、
法

的
措

置
を

行
う

予
告

の
た

め
の

督
促

文
書

を
５

月
に

借
受

者
及

び
連

帯
保

証
人

に

対
し

て
送

付
し

た
。
当

該
督
促

文
書
に

は
、
回

答
書

と
い
っ

た
返
送

用
の

書
式

が
同

封
さ

れ
、
借

受
者

な
い

し
連

帯
保

証
人

の
負

担
で

返
送

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
回

答
書

は
県

が
具

体
的

な
返

還
方

法
を

把
握

す
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

ほ
か

に
、

債
務

の
承

認
と

し
て

時
効

中
断

の
目

的
を

も
有

す
る

。
 

２
０

２
１

年
度

に
お

い
て

、
複

数
の
債

権
に

つ
い

て
は

、
こ

の
回
答

書
に

よ
り

、
返

還
方

法
が

示
さ

れ
、

法
的

措
置

に
移

行
す

る
こ

と
な
く

完
済

に
至

っ
て

い
る
。

 
な

お
、
回

答
書

の
書

式
は

、【
図

表
１
０

－
８

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  
【

図
表

１
０

－
８

】
回

答
書

の
書
式

（
奨

学
資

金
貸

付
金

の
例

）
 

回
答
書
 

令
和

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

愛
知

県
知

事
 

大
村

 
秀

章
 

殿
 

住
 

 
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
自

署
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
令

和
 

年
 

月
 

日
付

け
 

学
振

 
 

号
で

依
頼

の
あ

り
ま

し
た

私
立

高
等

学
校

奨
学

金
貸

付
金

の
未

払
金

《
返

還
残

高
》

円
に

つ
い
て

は
、

次
の

よ
う

な
方

法
で

支
払
い

ま
す

。
 

 
□

の
中

に
レ

印
を

つ
け

た
も

の
が
私

の
回

答
で

す
。

 

□
 

①
 

一
括

返
還

し
ま

す
。

 

支
払

期
日

と
し

て
は

、
令

和
 

 
年

 
 
月

 
 

日
を

予
定

し
て
い

ま
す

。
 

□
 

②
 

分
割

支
払

を
希

望
し

ま
す
。

 

一
回

の
支

払
金

は
、

金
 

 
 

 
 

 
 
円

と
し

、
毎

月
支

払
い
ま

す
。
 

支
払

開
始

の
日

は
、

令
和

 
 

年
 

 
月
 

 
日

か
ら

で
す

。
 

□
 

③
 

次
の

よ
う

な
方

法
で

支
払
い

ま
す

。
 

 
 

 
返

還
者

、
返

還
期

日
、

一
回

の
返

還
額

を
具

体
的

に
記

入
 

 □
 

④
 

上
記

（
①

～
③

）
で

の
支

払
が

困
難

な
理

由
と

返
還

可
能

見
込

み
時

期
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 
 

 
支

払
が

困
難

な
理

由
（

や
む

を
得

な
い

明
確

な
理

由
）
 

 
 

 
返

還
可

能
見

込
時

期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頃
 

※
 

①
～

③
に

よ
り

回
答

す
る

場
合
は

、
支

払
期

日
（
支

払
開

始
の

日
）
を

令
和

 
年

 
月

 
日
（

 
）

３
２

０
 

 

よ
り

前
の

日
付

と
す

る
こ

と
。

 

※
 

令
和

 
年

 
月

 
日
（
 

）
ま

で
に
支

払
う

こ
と

が
で

き
な
い

場
合

は
、
④
と

し
、
そ

の
理

由
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

※
 

④
に

レ
点

を
付

け
た

場
合

は
支

払
い

が
困

難
な

理
由

を
証

明
す

る
書

類
（

生
活

保
護

受
給

証
明

書
又

は
生

活
保

護
決

定
通

知
書
（

写
し

）
、
課

税
証

明
書

、
医

師
の
診

断
書

等
）
を
添

付
す

る
こ

と
。
 

 
（

キ
）

法
的
措

置
を

行
っ

た
後

に
分
納

の
約

束
を

行
っ

た
債

権
の

一
例

 
 

 
 

 
 

県
は
、
法
的

措
置

と
し

て
の

訴
訟
手

続
に

お
い

て
、
先

述
の

と
お

り
、
原

則
和

解
に

応
じ

な
い

方
針

を
と

っ
て

い
る

。
た

だ
し

、
判

決
を
得

る
の

と
平

行
し

て
、
被

告
か

ら
分

納
の

意
向

が
示
さ

れ
た

場
合

に
は

、
分

納
の

約
束

を
得

る
な
ど

の
対

応
を

行
っ

て
い
る

。
 

２
０

２
１

年
度

に
お

い
て

、
あ

る
債
権

に
つ

い
て

は
、
弁
論

期
日
当

日
、
閉
廷

後
に

裁
判

所
内

に
お

い
て

出
頭

し
た

被
告
（
連

帯
保
証

人
）
と

話
し

合
い
を

行
い
、
そ
の

場
で

被
告

か
ら

署
名
の

な
さ

れ
た

返
還

計
画

を
提

出
さ

せ
る

な
ど
の

対
応

を
と

っ
て

い
た
。

 
な

お
、
返

還
計

画
の

書
式

は
【

図
表

１
０

－
９
】

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

 【
図

表
１

０
－

９
】

返
還

計
画

の
書
式

（
奨

学
資

金
貸

付
金

の
例

）
 

返
還

計
画

 

私
、
 
 

 
 

 
が

一
般
財

団
法

人
愛

知
県

私
学

振
興
事

業
財

団
か

ら
貸

与
を
受

け
て

お
り

ま
し

た
、
奨
学

資
金

貸
付

金
の

う
ち

、
滞
納

し
て

い
る
 

 
 

 
 

 
円

に
つ

き
ま
し

て
は

、
以

下
の

と
お

り
返

還
し
ま

す
。
 

記
 

□
 
令

和
 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
に
一

括
で

支
払

い
ま
す

。
 

□
 
一

括
返
還

が
困

難
な

た
め

、
以

下
の
通

り
分

割
返

済
し
ま

す
。

 

令
和

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
毎
月

 
 

 
 

 
 
 

円
ず

つ
 

（（
※※

返返
還還

方方
法法

とと
しし

てて
該該

当当
すす

るる
□□

内内
にに

レレ
点点

をを
付付

けけ
、、
必必

要要
事事

項項
をを

記記
入入

しし
てて
くく

だだ
ささ

いい
。。））

  

令
和

 
 

年
 
 

月
 

 
日

 

愛
知

県
県

民
文

化
局

県
民

生
活

部
学
事

振
興

課
 

私
学

振
興

室
奨
学

グ
ル

ー
プ

 
あ

て
 

奨
学

生
番

号
 

 

氏
 
 

名
 

 

住
 
 

所
 

〒
 

（
建

物
名

）
 

電
話
番

号
 

 

連
絡

可
能

な
 

時
間
帯
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１
 

 

⑷
 

不
納

欠
損

処
分

 
 

 
 

県
は

、
借

受
者

本
人

及
び

連
帯

保
証

人
の

死
亡

ま
た

は
破

産
等

に
よ

り
債

権
の

回
収

が
不

能
も

し

く
は

著
し

く
困

難
な

場
合

、
愛

知
県

私
立

学
校

奨
学

資
金

等
貸

付
金

債
権

管
理

規
程

第
９

条
に

基
づ

き
、
不

納
欠

損
処
分

を
行

っ
て

い
る
。
私

学
振
興

室
回

収
方

針
に
よ

る
と

、
同

規
程

第
９

条
の
文

言
と

そ
の

運
用

状
況

は
【

図
表

１
０

－
１
０

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

  
 

【
図

表
１

０
－

１
０

】
不

納
欠
損

処
分

の
運

用
 

債
権

管
理

規
程

第
９

条
運

用

債
権

の
消

滅
時

効
が

完
成

し
て

い
る

こ
と

債
権

の
消

滅
時

効
期

間
が

経
過

し
、

時
効

の
援

用
が

あ
っ

た
場

合

死
亡

し
て

い
る

こ
と

公
簿

に
よ

り
死

亡
が

確
認

さ
れ

た
場

合

精
神

又
は

身
体

に
著

し
い

障
害

を
受

け
て

い
る

こ
と

精
神

又
は

身
体

に
著

し
い

障
害

を
受

け
て

お

り
、

将
来

に
わ

た
っ

て
就

労
が

不
可

能
で

あ
る

旨
の

医
師

の
診

断
書

が
提

出
さ

れ
た

場
合

破
産

の
決

定
が

な
さ

れ
て

い
る

こ
と

破
産

免
責

が
確

定
し

た
場

合

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

回
収

の
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
こ

と

時
効

期
間

経
過

後
、

未
納

金
の

あ
る

借
受

者
等

が
所

在
不

明
で

、
公

簿
等

に
よ

る
追

跡
調

査
に

よ
っ

て
も

所
在

が
確

認
で

き
な

い
場

合
　

等
 

 
⑸

 
法
的

手
続

（
支

払
督

促
）

の
検

討
 

本
債

権
は

比
較

的
少

額
で

あ
り

、
法
的

手
続

の
中

で
も

支
払

督
促

の
申
立

て
に

適
し

た
債

権
が
含

ま
れ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、
支

払
督

促
の

申
立

て
を

検
討

し
た
こ

と
が

あ
る

か
に

つ
い
て

ヒ

ア
リ

ン
グ

し
た

。
こ

の
点

、
県

に
よ
る

と
、

支
払

督
促

に
対

し
て

異
議
申

立
て

が
あ

っ
た

場
合
通

常

の
訴

訟
に

移
行

す
る

が
、

分
割

払
い
の

希
望

は
異

議
の

理
由

に
な

る
た
め

、
そ

の
時

点
で

議
会
の

議

決
が

必
要

に
な

る
こ

と
か

ら
、

支
払
督

促
の

申
立

て
に

課
題

が
あ

る
と
の

こ
と

で
あ

っ
た

。
 

３
２

２
 

 ３
 

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

収
入
（

私
債

権
）

 
⑴

 
概
要

 
 

 
 

県
は

、
１

９
７
６

年
度

か
ら

２
０
０

１
年

度
末

ま
で

、
同

和
地
域

の
住

民
に

対
し

、
一

時
的
に

生
活

が
困

窮
し

又
は

不
時

の
出

費
等

に
よ

っ
て

く
ら

し
の

維
持

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

、
申

請
に

基
づ

き
資

金
を

貸
し

付
け

る
こ

と
に

よ
り
、
地

域
住

民
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
累

計

で
約

２
億

円
を

貸
し

付
け

た
（

同
和
く

ら
し

資
金

貸
付

金
）。

 
 

 
 

こ
の

貸
付

金
の

償
還

金
の

一
部

が
未

収
と

な
っ

て
お

り
、

２
０

２
１

年
度

末
の

収
入

未
済

額
は

５

９
８

万
４

０
０

０
円

で
あ

る
。
借
主

及
び

保
証

人
の

様
々

な
理

由
に

基
づ

く
経

済
的

困
窮

に
よ

り
、
収

入
未

済
が

生
じ

て
い

る
。

 
 

⑵
 

根
拠

法
令
等

 
 

 
 

同
和

対
策
事

業
特

別
措

置
法

 
 

 
 

地
域

改
善
対

策
特

別
措

置
法

 
 

 
 

地
域

改
善
対

策
特

定
事

業
に
係

る
国

の
財

政
上

の
特

別
措

置
に

関
す
る

法
律

 
 

 
 

愛
知

県
同
和

く
ら

し
資

金
貸
付

要
綱

 
 

⑶
 

資
金

の
種
類

毎
の

制
度

概
要

 
 

 
 

同
和

く
ら
し

資
金

に
は

、
生

活
資
金

及
び

結
婚

葬
祭

資
金
が

あ
り

、
各

々
の

制
度

概
要
は
【
図

表
１

０
－

１
１

】
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 【
図

表
１

０
－

１
１

】
制

度
の

概
要

 
貸

付
条

件
生

活
資

金
貸

付
結

婚
葬

祭
資

金
貸

付

貸
付

金
額

2
0
万

円
以

内
3
0
万

円
以

内

利
息

連
帯

保
証

人

返
済

方
法

4
か

月
据

置
の

後
3
6
か

月
以

内
4
か

月
据

置
の

後
3
0
か

月
以

内
 

無
利

子

1
人

（
県

内
に

住
所

を
有

す
る

者
）

 
  

⑷
 

資
金

の
種
類

毎
の

償
還

状
況

 
 

 
 

２
０

２
２
年

３
月

末
現

在
の
償

還
状

況
は

【
図

表
１

０
－

１
２

】
の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 【

図
表

１
０

－
１
２

】
２

０
２

１
年
度

末
の

償
還

状
況

 
償

還
済

額
償

還
率

収
入

未
済

（
円

）

(円
)(
※

)
(％

)(※
)

（
2
0
2
2
.
3
月

末
時

点
）

生
活

資
金

9
8
4

1
5
3
,
2
0
0
,
0
0
0

1
4
9
,
5
0
0
,
0
0
0

9
7
.
5
8

3
2

3
,
7
0
0
,
0
0
0

結
婚

葬
祭

1
5
2

4
5
,
6
0
0
,
0
0
0

4
3
,
3
1
6
,
0
0
0

9
4
.
9
9

1
0

2
,
2
8
4
,
0
0
0

1
9
2
,
8
1
6
,
0
0
0

9
6
.
9
9

1
7
8
,
7
1
1
,
4
3
5

8
9
.
9
0

5
,
9
8
4
,
0
0
0

※
償

還
済

額
及

び
償

還
率

に
は

、
不

納
欠

損
処

分
済

額
を

含
む

。
な

お
、

合
計

欄
に

つ
い

て
は

、
上

段
が

不
納

欠
損

処

分
額

を
含

め
た

も
の

、
下

段
が

不
納

欠
損

処
分

額
を

含
ま

な
い

も
の

。

区
分

件
数

貸
付

金
額

（
円

）
現

債
務

者

数
（

人
）

合
計

1
,
1
3
6

1
9
8
,
8
0
0
,
0
0
0

4
2
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⑸

 
債

権
回

収
の

取
組

 
ア

 
方

針
等
の

策
定

 
県

は
、
本
制

度
が

同
和

施
策

の
一

環
と

し
て

、
簡

易
迅
速

な
手

続
に

よ
り

借
り

入
れ

が
可

能
と
な

る
制

度
と

し
て

設
け

ら
れ

、
生

活
基

盤
弱
者

へ
の

貸
付

け
で

あ
り
、
自

己
破

産
、
病

気
、
失

業
等
の

原
因

で
回

収
が

困
難

な
ケ

ー
ス

が
発

生
し

、
回

収
の

見
込

み
が

な
く

な
り

整
理

を
要

す
る

債
権

が

数
多

く
発

生
し

て
い

る
状

況
を

踏
ま
え

、
２

０
０

０
年
に
「
同

和
く
ら

し
資

金
貸

付
金

に
係

る
債
権

管
理

の
運

用
方

針
」
及

び
「

愛
知

県
同

和
く
ら

し
資

金
貸

付
金

に
係
る

不
納

欠
損

処
分

の
取

扱
い
に

つ
い

て
（

基
本

方
針

）
」

を
定

め
、

債
権

回
収

と
債

権
管

理
に

当
た
っ

て
い

る
。

 
イ

 
具

体
的
な

債
権

回
収

活
動

 
具

体
的
な

債
権

回
収

活
動

に
つ

い
て

は
、
年
度

毎
に

方
針

を
決

定
の
う

え
、
実

施
し

て
い

る
（
「
同

和
く

ら
し

資
金

貸
付

収
入

未
済

金
の
債

権
回

収
活

動
に

つ
い

て
」
）
。
た

だ
し

、
顧

問
弁

護
士

等
へ
の

法
務

相
談

を
行

っ
て

お
ら

ず
、

訴
訟
に

移
行

し
た

事
例

も
な

い
。

 
ウ

 
債

権
管
理

の
現

状
 

 
県

は
、
全

て
の

借
受

人
を
一

覧
に
し

て
管

理
し

、
さ

ら
に

こ
れ
と

は
別

に
消

滅
時

効
の

期
間

経
過

者
を

一
覧

に
し

て
管

理
し

て
い

る
。
こ
れ

に
よ

れ
ば

、
消

滅
時

効
の
期

間
経

過
者

は
１

１
人

で
あ
り
、

こ
の

中
に

は
２

０
２

１
年

度
末

時
点

で
消

滅
時

効
完

成
か

ら
３

０
数

年
経

過
し

た
借

受
人

も
複

数

い
る

。
 

 
 

 
な

お
、

２
０

２
１

年
度

の
実

施
結
果

は
以

下
の

と
お

り
で
あ

る
。

 
 

 
（

ア
）

自
宅
訪

問
に

よ
る

督
促
 

１
９

件
（

借
受

人
１

４
件

（
１

３
人
）
、

保
証

人
５

件
（

５
人

）
）

 
（

イ
）

 文
書

に
よ

る
督

促
 

延
べ

４
３

通
（
借

受
人

２
９

通
（

２
７

人
）
、
保

証
人
１

４
通
（
１

３
人

）
）

 
（

ウ
）

不
納
欠

損
処

分
 

１
人

（
３
４

件
）

１
７

万
円

 
 

⑹
 

不
納

欠
損
処

分
の

取
扱

い
 

２
０

０
０

年
度

制
定

「
愛

知
県

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
の

取
扱

い
に

つ

い
て
（

基
本

方
針

）
」（

２
０
２

０
年

４
月

１
日
改

正
、
以

下
「
基

本
方

針
」
と

い
う

）
に

よ
る

と
、
時

効
期

間
を

経
過

し
た

歳
入

の
未

納
金
の

う
ち
、
①
借

受
人

本
人

の
死

亡
を

確
認

し
た

場
合

、
②

借
受

人

本
人

が
所

在
不

明
で

公
簿

等
に

よ
る

追
跡

調
査

に
よ

っ
て

も
確

認
で

き
な

い
場

合
、

③
借

受
人

本
人

が
破

産
免

責
を

受
け

た
場

合
は

、
不
納

欠
損

処
分

を
行

う
こ

と
が
で

き
、
こ

の
場
合

、
借

受
人

本
人
の

相
続

人
、
保

証
人

、
保

証
人

の
相

続
人
の

時
効

援
用

の
意

思
の

確
認

の
有
無

に
関

わ
ら

ず
、
不

納
欠
損

処
分

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
と

さ
れ
て

い
る

。
 

⑺
 

２
０

２
１

年
度

に
お

け
る

不
納

欠
損
処

分
 

 
 

 
県

は
、
２

０
０

０
年
度

制
定
「
愛

知
県

同
和

く
ら

し
資

金
貸

付
金

に
係

る
不

納
欠

損
処

分
の

取
扱
い

に
つ

い
て
（

基
本
方

針
）
」
に

基
づ

き
、
借

受
人
１

人
に

対
し

て
３
４

件
（

１
件

あ
た

り
５

０
０
０

円
、

計
１

７
万

円
）

の
不

納
欠

損
処

分
を
行

っ
た

。
 

３
２

４
 

 

な
お

、
２

０
２
１

年
度

の
消
滅

時
効
の

期
間

経
過

者
は

１
２

名
で

あ
っ
た

と
こ

ろ
、
上

記
借

受
人

以

外
に

つ
い

て
は

上
記

基
本

方
針

の
基

準
を

充
足

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

不
納

欠
損

処
分

を
行

っ
て

い
な

い
。

 
不

納
欠

損
処

分
を

行
っ

た
借

受
人

及
び

連
帯

保
証

人
に

対
す

る
経

過
の

概
要

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ア
 

借
受

人
 

１
９

８
３

年
６

月
 

 
 

貸
付

け
 

（
償

還
期

間
：
１

９
８

３
年
１

１
月

１
日

～
１
９

８
６

年
８

月
３
１

日
） 

１
９

９
５

年
１

０
月

 
 

督
促

文
書

の
送
付

を
開

始
す

る
 

２
０

０
０

年
２

月
で

計
８

回
 

２
０

０
０

年
９

月
 

 
 

宛
所

に
尋

ね
あ
た

り
ま

せ
ん

 
返

送
 

２
０

０
１

年
 

 
 

 
 

戸
籍

謄
本

交
付
 

県
外

転
出

判
明

 
２

０
０
１

年
９

月
 

 
 

督
促

状
送

付
 

２
０

０
２

年
３

月
 

 
 

督
促

状
送

付
 

２
０

０
２

年
９

月
 

 
 

催
告

状
送

付
 

２
０

０
５

年
１

月
 

 
 

催
告

状
送

付
 

２
０

０
８

年
以

降
交

渉
経

過
を

エ
ク

セ
ル
管

理
 

２
０

０
８

年
 

 
 

 
 

催
告

書
送

付
 
そ

の
後

１
年

に
１

回
の
頻

度
で

送
付

 
不

定
期
に

所
在

調
査

 
２

０
２
２

年
２

月
 

 
 

架
電

で
消

滅
時
効

援
用

の
意

思
表

示
 

書
面

送
付

を
依

頼
し

て
参

考
書

式
を
送

付
 

２
０

２
２

年
３

月
８

日
 

時
効

援
用

書
面
受

領
（

３
月

２
日

付
）

 
イ

 
連

帯
保
証

人
 

 
 

 
 

１
９

９
６

年
２

月
 

 
 
督

促
文

書
の

送
付

を
開

始
す

る
 

 
 

 
 

２
０

０
０

年
１

１
月

 
 
宛

所
に

尋
ね

あ
た

り
ま

せ
ん

 
返

送
 

２
０

１
１

年
 

 
 

 
 

公
簿

情
報

調
査
 

住
民

票
が

な
か

っ
た
 

追
跡

不
可

能
 

 
⑻

 
不

納
欠

損
処

分
後

の
管

理
方
法

 
 

 
 

事
実

上
永
久

に
借

用
書

等
を
保

管
し

て
い

る
。
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 ４
 

監
査

の
結

果
 

⑴
 

私
立

学
校

奨
学

資
金

等
貸

付
金

収
入
に

つ
い

て
 

 
 

ア
 

債
務

名
義

取
得

後
に

お
け
る

分
納

の
約

束
の

書
式

文
言

を
準

備
す
る

べ
き

【
意

見
】

 
 

 
 

 
県

は
、
訴

訟
を

提
起

し
た

被
告
と

の
間

で
、
判

決
後

に
分

納
の

約
束

を
し

、
返

還
計

画
を
提

出
さ

せ
た

。
当

該
返

還
計

画
の

書
式

は
、
通

常
の

文
書

督
促

に
添

付
す

る
も
の

と
同

一
で

あ
り

、
専

用
の

書
式

で
は

な
い

。
 

こ
の

点
、
判

決
が

確
定

す
る

な
ど

し
て

債
務

名
義

を
取

得
し

た
後
に
、
無

条
件
で

分
納
を

認
め
、

強
制

執
行

を
免

除
す

る
旨

の
約

束
を
す

る
と
、
強

制
執
行

を
行

お
う

と
し

た
際

に
、
請

求
異

議
の

訴

え
を

提
起

さ
れ

、
強
制

執
行
を

す
る
こ

と
が

で
き

な
い

等
、
新

た
な
ト

ラ
ブ

ル
の

可
能
性

が
生

じ
る

。 
そ

こ
で
、
こ

の
不

都
合

を
回

避
す

る
た

め
、
債

務
名

義
取

得
後

に
な

す
分

納
の

約
束

に
お

い
て
、

合
意

書
の

中
で

強
制

執
行

を
開

始
し

な
い

旨
の

記
載

を
す

る
場

合
に

は
、

合
意

内
容

が
履

行
さ

れ

る
限

り
に

お
い

て
強

制
執

行
を

猶
予
す

る
旨
、
及

び
、
合

意
内

容
が
履

行
さ

れ
な

い
場

合
に

は
猶
予

し
て

い
た

強
制

執
行

を
直

ち
に

開
始
で

き
る

旨
を

明
確

に
記

載
す

べ
き
で

あ
る

。
 

県
の

返
還

計
画

は
こ

れ
ら

の
記

載
が

な
く

、
解

釈
に

よ
り

請
求

異
議

の
訴

え
を

許
し

て
し

ま
う

可
能

性
が

あ
り

、
適

切
で

は
な

い
。

 
今

後
、

法
的

措
置

に
よ

る
債

務
名

義
取

得
後

に
分

納
の

約
束

を
す

る
事

例
は

多
数

現
れ

る
こ

と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら
、
県

は
、
合

意
書

等
の
専

用
の
書

式
を
準

備
し

て
用

い
る

べ
き

で
あ

る
。

 
 

 
イ

 
少

額
債
権

に
は

訴
訟

手
続
だ

け
で

な
く

支
払

督
促

も
利

用
す

る
こ
と

を
検

討
す

べ
き
【

意
見

】
 

 
 

 
 

２
０

２
１

年
度

に
法

的
措

置
と

し
て

の
訴

訟
手

続
に

移
行

し
た

債
権

の
総

額
は

、
９

４
万

２
６

０
０

円
で

あ
る

と
こ

ろ
、
弁

護
士

へ
の

報
酬

は
債

権
総

額
の

７
割
を

超
え

る
（

税
別

）
。
こ

の
報

酬

は
、
独

自
に

定
め

た
弁

護
士
報

酬
基
準
（

私
立

学
校

奨
学
資

金
等
貸

付
金

の
法

的
措

置
に

係
る

弁
護

士
報

酬
基

準
）
に
よ

り
、
基

本
額

に
、
１

件
当

た
り

の
加

算
額

を
加
算

す
る

こ
と

に
よ

り
算

定
さ
れ

る
。

 
２

０
２
１

年
度

は
、
債

権
額

２
万

８
６

０
０

円
の

極
め

て
少

額
な
債

権
も

存
し

、
弁

護
士

報
酬
と

の
対

比
に

お
い

て
は

、
加

算
額

が
こ
れ

を
上

回
る

。
各

債
権

が
少
額

で
あ

る
こ

と
か

ら
や

む
を

得
な

い
面

も
あ

る
が

、
例
え

ば
、
加

算
額

に
関

し
て

は
一

律
で

は
な

く
債
権

額
に

応
じ

た
額

を
加

算
す
る

等
の

工
夫

を
し

て
、

費
用

を
抑

え
る
よ

う
、

弁
護

士
と

協
議

す
る

べ
き
で

あ
る

。
 

ま
た
、
極
め

て
少

額
な

債
権

に
つ

い
て

は
、
訴

訟
手

続
だ

け
で

な
く

支
払

督
促

手
続

も
利

用
す
る

こ
と

を
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

 
 

⑵
 

同
和

く
ら
し

資
金

貸
付

金
収
入

に
つ

い
て

 
 

 
ア

 
ほ

ぼ
無
価

値
な

債
権

は
適
時

に
債

権
放

棄
等

し
不

納
欠

損
処

分
す
る

べ
き

で
あ

る
【
意

見
】

 
 

 
 

 
例

え
ば
、
２

０
２
１

年
度
に

不
納

欠
損

処
分

を
行

っ
た

件
に
つ

い
て

み
る

と
、
１
９

８
３

年
１

１

月
か

ら
償

還
が

開
始

さ
れ

る
べ

き
で
あ

る
と

こ
ろ
、
一
切

の
償

還
の

な
い

ま
ま
、
借
受

人
に

対
し

て

督
促

の
た

め
の

文
書

の
送

付
を

開
始
し

た
の

は
、
１

９
９
５

年
１
０

月
で

あ
る

。
そ

の
後

、
定

期
に

督
促

文
書

を
送

付
し

て
い

る
が

、
記
録

に
よ

れ
ば

架
電

の
実

施
は

な
い
も

の
と

見
受

け
ら

れ
る
。

 

３
２

６
 

  
 

 
 

さ
ら

に
同

案
件

に
お

い
て
、
連

帯
保

証
人

に
対

し
て

、
１

９
９
６

年
に

督
促
文

書
の

送
付

を
開
始

す
る

も
、
そ

の
後

、
２

０
０

０
年

に
宛
所

に
尋

ね
あ

た
ら

な
く

な
っ

た
た
め

、
２

０
０

１
年

に
住
民

票
調

査
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
非

該
当
と

の
結

果
で

追
跡

が
不

可
能

と
な
っ

た
。

 
住

民
票

等
公

簿
の

保
管

期
間

を
考

慮
し

て
、

適
時

に
調

査
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

は

当
然

で
あ

る
が

、
ほ

ぼ
無

価
値

な
債

権
は
、
不
納

欠
損

処
分

に
先

立
ち
適

時
に

債
権

放
棄

等
し
、
債

権
管

理
回

収
の

効
率

化
を

図
る

必
要
が

あ
る

。
 

不
納

欠
損

処
分

済
み

債
権

の
債

権
放

棄
等
に

つ
い

て
は
、
第

２
章
第

４
の

１
、
適

時
の
債

権
放
棄

等
に

つ
い

て
は

同
所

２
、

不
納

欠
損

処
分

前
に

債
権

放
棄

等
を

す
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て

は
、

同
所

３
を

参
照

さ
れ

た
い

。
 

 
 

イ
 

債
権

名
や

プ
ラ

イ
バ

シ
ー
に

配
慮

し
つ

つ
法

的
措

置
を

活
用

さ
れ
た

い
【

意
見

】
 

 
 

 
 

本
債

権
の

性
質

上
、

訴
訟

等
の

法
的

手
続

に
移

行
し

た
場

合
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
対

す
る

配
慮

は
必

要
で

あ
る

が
、
「

貸
金
返

還
請

求
事

件
」

な
ど
債

権
名

を
工

夫
し

て
支

払
督

促
を

申
し

立
て
る

こ
と

等
を

検
討

さ
れ

た
い

。
 

ま
た
、
民
事

訴
訟

法
第

９
２

条
の

閲
覧

等
制

限
を

申
し

立
て

る
こ
と

に
よ

り
、
訴

訟
記
録

の
閲
覧

謄
写

に
つ

い
て

そ
の

請
求

を
す

る
こ
と

が
で

き
る

者
を

当
事

者
に

限
る
こ

と
も

可
能

で
あ

る
。

 
そ

の
他

法
的

手
続

活
用

に
関

す
る

一
般

的
な

指
摘

に
つ

い
て

、
第

２
章

第
４

の
８

を
参

照
さ

れ

た
い

。
 

 
 

ウ
 

公
文

書
は

適
時

に
廃

棄
処
分

す
る

べ
き

で
あ

る
【

意
見

】
 

本
債

権
に

関
す

る
文

書
は

全
て

保
管

し
て

い
る

と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
債

権
放

棄
等

し
た

後
に

は
、

適
時

に
廃

棄
処

分
す

る
べ

き
で
あ

る
。

第
２

章
第

４
の

１
２

と
同
旨

。
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３
２

７
 

 第
５

章
 

債
権

管
理

条
例

案
そ

の
他

 
第

１
 

債
権

管
理
条

例
の

条
文

案
と
解

説
 

１
 

総
論

 

 
⑴

 
条

文
案

 
（

知
事

等
の

責
務

）
 

 
知

事
等

は
、

県
の

債
権

を
適

正
に

管
理

す
る

た
め

最
大

限
務

め
る

と
と

も
に

、
生

活
困

窮
者

を
覚

知

し
た
と

き
は

生
活

再
建
を

は
か

る
べ

く
債

権
に
関

す
る

必
要

な
措

置
を
と

る
も

の
と

す
る

。
 

 
⑵

 
解

説
 

 
 

 
条

例
の

冒
頭

に
は

、
目

的
規
定

を
置

く
の

が
一

般
的

で
あ

り
、

監
査
人

と
し

て
も

こ
れ
を

否
定

す

る
も

の
で

は
な

い
。

上
記

条
文

案
は
、

知
事

等
の

責
務

を
規

定
す

る
場
合

の
一

例
で

あ
る

。
債
権

管

理
を

適
正

に
行

う
要

請
と

住
民

福
祉
増

進
の

要
請

は
、

い
ず

れ
も

地
方
自

治
法

が
求

め
る

も
の
で

あ

っ
て

、
対

立
す

る
場

面
で

は
調

整
す
る

必
要

が
あ

る
。

 
２

 
定

義
 

 
⑴

 
条

文
案

 
ア

 
債

権
 

金
銭

の
給

付
を

目
的

と
す

る
県
の

権
利

を
い

う
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

６
７

号
）

第
２
３

７
条

第
１

項
、
第

２
４

０
条

第
１

項
）
。

 
イ

 
税

債
権

 
 

 
法

律
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

県
が

賦
課

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
る

地
方

税
を

い
う

（
同

法
第

２
２

３
条

）
。

 
ウ

 
公

債
権

 
地
方

税
、
分

担
金

、
使
用

料
、
加
入

金
、
手
数

料
、
過
料

そ
の

他
公

法
上

の
原
因

に
よ

り
発

生
す

る

債
権
を

い
う

（
同

法
第
２

２
３

条
か

ら
第

２
２
８

条
ま

で
）
。

 
エ

 
強

制
徴

収
公

債
権

 
公

債
権

の
う

ち
、

地
方

税
の

滞
納

処
分

の
例

に
よ

り
処

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
を

い
う

（
同

法
第
２

３
１

条
の

３
第
３

項
）
。

 
オ

 
非

強
制

徴
収

公
債
権

 
 

 
公

債
権

の
う

ち
、
税

債
権

及
び

強
制

徴
収
公

債
権

を
除

く
も

の
を
い

う
。

 
カ

 
私

債
権

 
 

 
私

法
上

の
原

因
に
よ

り
発

生
す

る
債

権
を
い

う
。

 
キ

 
非

強
制

徴
収

債
権

 
 

 
非

強
制

徴
収

公
債
権

及
び

私
債

権
を

い
う
。

 
ク

 
知

事
等

 
 

 
知

事
、

公
営

企
業
及

び
病

院
事

業
の

管
理
者

を
い

う
。

 
 

⑵
 

解
説

 
 

 
 

繰
り

返
し
使

用
す

る
文

言
と
そ

の
文

言
を

定
義

す
る

た
め

に
必

要
な
文

言
を

予
め

定
義
し

た
。

 
３

 
守

秘
義

務
と
情

報
共

有
 

⑴
 

条
文

案
 

１
 
知

事
等

は
、
強
制

徴
収

公
債

権
に
つ

い
て

、
履

行
期

限
ま

で
に
履

行
し

な
い

者
が
あ

る
と

き
は

、
当

該
強

制
徴

収
公

債
権

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の

遂
行

に
必

要
な

限
度

で
、

法
令

等
の

規
定

に
従

い
、

当
該

強
制

徴
収

公
債

権
以

外
の

強
制

徴
収

公
債

権
の

管
理

に
よ

り
当

該
債

務
者

に
関

す
る

県
が

保
有

す
る

情
報

（
以
下

「
債

務
者

情
報

」
と
い

う
）

を
利

用
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

２
 
知

事
等

は
、
非
強

制
徴

収
債

権
に
つ

い
て

、
履

行
期

限
ま

で
に
履

行
し

な
い

者
が
あ

る
と

き
は

、
当

該
非

強
制

徴
収

債
権

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の

遂
行

に
必

要
な

限
度

で
、

当
該

債
務

者
の

同
意

に
基

３
２

８
 

 

づ
き

、
当

該
非

強
制

徴
収

債
権

以
外

の
県

の
債

権
の

管
理

に
よ

り
債

務
者

情
報

を
、

同
一

の
実

施
機

関
（

愛
知

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（
平

成
１

６
年

愛
知

県
条
例

第
６

６
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定
す

る
実

施
機

関
を
い

う
。
以

下
こ

の
項
に

お
い

て
同

じ
）
内

に
お

い
て

利
用

し
、
他

の
実

施
機

関
に

提
供

し
、

又
は

他
の
実

施
機

関
か

ら
収

集
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

知
事

等
は

、
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

利
用

し
、

又
は

収
集

し
た

情
報

を
当

該
県

の
債

権
の

管
理

に

関
す

る
事

務
以
外

の
事

務
に

利
用

し
て
は

な
ら

な
い

。
 

４
 

知
事

等
は

、
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
利

用
し

、
又

は
収

集
し

た
情

報
を

当
該

県
の

債

権
の

管
理

に
関

す
る

事
務

に
利

用
す

る
と

き
は

、
当

該
債

務
者

及
び

第
三

者
の

権
利

利
益

を
不

当
に

侵
害

す
る

こ
と
の

な
い

よ
う

に
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
⑵

 
解
説

 
自

治
体

が
保
有

す
る

債
務

者
情

報
の
共

有
に

つ
い

て
は

、
地

方
公
務

員
法

第
３

４
条

の
守

秘
義

務
、

地
方

税
法

第
２

２
条

の
守

秘
義

務
及
び

愛
知

県
個

人
情

報
保

護
条

例
と
の

関
係

が
問

題
と

な
る
。

 
ま

ず
、
強

制
徴
収

債
権

間
で
の

情
報
共

有
に

つ
い

て
は

、
平

成
１
９

年
３

月
２

７
日

付
け

総
税

企
第

５
５

号
「
地

方
税

の
徴

収
対

策
の

一
層

の
推

進
に

係
る

留
意

事
項

等
に

つ
い
て

」
（

総
務

省
自

治
税

務

局
企

画
課

長
通

達
）
に

お
い
て

、
強

制
徴

収
公

債
権

は
国
税

徴
収
法

第
１

４
１

条
の

質
問

検
査

権
に
よ

り
単

独
で

債
務

者
の

情
報

を
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

、
当

該
情

報
は

債
務

者
と

の
関

係
に

お
い

て
は

秘
密

で
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

た
め
、

地
方
税

法
第

２
２
条

に
規

定
さ

れ
る
守

秘
義

務
と

の
関
係

で
、

債
務

者
の

財
産

情
報

を
利

用
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

差
し

支
え

な
い

と
考

え
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、

同
通

達
の

存
在

を
前

提
と

し
て

本
条
文

案
第

１
項

を
規

定
し

た
も

の
で
あ

る
。

 
次

に
、

非
強

制
徴

収
債

権
に

つ
い

て
の

情
報

共
有

に
関

す
る

条
文

は
、

自
治

体
に

よ
っ

て
規

定
も

様
々

で
あ

る
。

 
こ

の
点

、
本

条
文
案

で
は

、
本
条

文
案
第

２
項

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
、
地

方
公

務
員

法
第

３
４
条

の
守

秘
義

務
は

解
除

さ
れ

る
と

考
え
ら

れ
る
。
ま
た

、
個

人
情

報
の
目

的
外

利
用

が
可

能
と

な
る

愛
知

県
個

人
情

報
保

護
条

例
第

７
条

第
２

項
と

同
様

の
債

務
者

本
人

の
同

意
を

要
件

と
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
濫

用
的

な
利

用
を

防
止

で
き

る
よ
う

に
制

限
し

た
。

 
も

っ
と

も
、

上
述

し
た

よ
う

に
地

方
税

法
第

２
２

条
の

守
秘

義
務

も
解

除
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら
、
債

務
者
本

人
の

同
意
が

得
ら

れ
た

場
合
で

あ
っ

て
も

、
同

法
第

２
２

条
の

趣
旨

で
あ

る
税

務
行

政
の

適
正

な
執

行
を

阻
害

し
な

い
よ
う

利
用

・
収

集
す

る
情

報
に

は
注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
４

 
督

促
 

 
⑴

 
条

文
案

 
（

督
促

）
 

 
知
事

等
は

、
県

の
債

権
に

つ
い

て
、
履

行
期

限
ま

で
に

履
行

し
な
い

者
が

あ
る

と
き
は

、
期

限
を

指
定

し
て
こ

れ
を

督
促

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
⑵

 
解

説
 

 
 

 
歳

入
の

調
定

、
納

入
の

通
知

及
び

督
促

等
の

債
権

管
理

の
要

請
は

地
方

自
治

法
第

２
３

１
条

以
下

に
規

定
さ

れ
、

そ
れ
ぞ

れ
の

方
法

は
同

施
行

令
第

１
５

４
条

及
び

第
１

７
１
条

に
規

定
さ

れ
て
い

る
。

そ
し

て
、
納

入
の

通
知
と

督
促

に
は

、
時
効

更
新
（
中

断
）
の

効
力

が
認

め
ら

れ
て

い
る
（

同
法

第
２

３
６

条
第

４
項

）
。

公
債

権
の

督
促

は
地

方
自

治
法

第
２

３
１

条
の
３

第
１

項
が

、
私

債
権

の
督

促
は

同
施

行
令

１
７

１
条

が
根

拠
規

定
と
な

る
。
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３
２

９
 

 

こ
の

よ
う

に
、

債
権

管
理

は
地

方
自

治
法

と
同

施
行

令
を

根
拠

と
し

て
実

施
す

る
こ

と
も

可
能

で

あ
る

が
、
督

促
に
つ

い
て

は
、
以

下
の
徴

収
手

続
の

前
提

と
な

る
た

め
、
注

意
的

で
は

あ
っ

て
も

条
例

に
明

記
す

る
必

要
性

が
高

い
と

考
え
ら

れ
る

。
 

５
 

強
制

執
行

等
 

⑴
 

条
文

案
 

１
 

知
事

等
は

、
県

の
債

権
の

性
質

、
債

務
者

若
し

く
は

保
証

人
の

状
況

又
は

配
当

の
見

込
み

そ
の

他

の
事

情
を

総
合
的

に
勘

案
し

、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和
２

２
年

政
令

第
１
６

号
）
第
１

７
１

条
の

２
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

担
保

権
の

実
行

の
手

続
等

、
同

条
第

２
号

の
規

定
に

よ
る

強
制

執
行

の
手

続
又

は
同

条
第
３

号
の

規
定

に
よ

る
訴
訟

手
続

を
行

う
も

の
と

す
る
。

 
２

 
知

事
等

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
第

３
号

に
規

定
す

る
債

権
に

つ
い

て
は

、
民

事
訴

訟
法
（
平

成
８

年
法

律
第

１
０
９

号
）
第

３
８

３
条

の
規

定
に

よ
る

支
払
督

促
の

申
立

て
（

次
項

に
お

い
て

単
に
「

支
払

督
促

の
申

立
て
」

と
い

う
）

を
積

極
的

に
行
う

も
の

と
す

る
。

 
３

 
知

事
等

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
本

文
に

規
定

す
る

場
合

に
お

い
て

、
一

の
債

務
者

に
つ

き
県

の
債

権
が

複
数

存
在

す
る

と
き

は
、

で
き

る
限

り
一

括
し

て
支

払
督

促
の

申
立

て
を

行
う

も
の

と
す
る

。
 

 
⑵

 
解

説
 

 
 

 
上

記
条

文
案

の
う

ち
第

１
項
は

、
地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

２
と

同
旨

で
あ
る

。
第

２
項

及
び

第
３

項
は

、
支

払
督

促
の

活
用
を

促
す

も
の

で
あ

る
。

 
６

 
履

行
期

限
の
繰

上
げ

 

⑴
 

条
文

案
 

知
事

等
は

、
非

強
制

徴
収

債
権

に
つ

い
て

履
行

期
限

を
繰

り
上

げ
る

こ
と

が
で

き
る

理
由

が
生

じ
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く

、
債

務
者

に
対

し
、

履
行

期
限

を
繰

り
上

げ
る

旨
の

通
知

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

た
だ

し
、

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

６
第

１
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

そ

の
他
特

に
支

障
が

あ
る
と

認
め

る
場

合
は

、
こ
の

限
り

で
な

い
。

 
 

⑵
 

解
説

 
 

 
 

地
方

自
治

法
施

行
令

第
１

７
１

条
の

３
と

同
旨

で
あ

る
。

非
強

制
徴

収
債

権
を

対
象

と
す

る
規

定

で
あ

る
こ

と
を

明
確

に
す

る
こ

と
に
、
条

例
に

規
定

す
る

意
義

が
あ

る
。
履

行
期

限
を

繰
り

上
げ

る
こ

と
が

で
き

る
理

由
と

し
て

は
次

の
よ
う

な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
。

 
一

 
債

務
者
が

破
産

手
続

開
始

の
決
定

を
受

け
た

と
き

。
 

二
 

債
務

者
が

自
ら

担
保

を
滅

失
し
、

又
は

損
傷

し
た

と
き

。
 

三
 

債
務

者
が

担
保

を
供

す
る

義
務
を

負
い

な
が

ら
こ

れ
を

供
し

な
い
と

き
。

 
四

 
債

務
者
で

あ
る

法
人

が
解

散
し
た

と
き

。
 

五
 

債
務

者
が

死
亡

し
た

場
合

に
お
い

て
、

相
続

人
が

限
定

承
認

を
し
た

と
き

。
 

六
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
法

令
又

は
契

約
に

基
づ

き
債

権
に

つ
い

て
履

行
期

限
を

繰
り

上
げ

る
こ

と
が

で
き

る
理

由
が

生
じ
た

と
き

。
 

７
 

債
権

の
申

出
等

 

 
⑴

 
条

文
案

 
１

 
知

事
等

は
、

非
強

制
徴

収
債

権
に

つ
い

て
、

債
務

者
が

強
制

執
行

又
は

破
産

手
続

開
始

の
決

定
を

受
け

た
こ

と
等

を
知

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
法

令
の

規
定

に
よ

り
県

が
債

権
者

と
し

て
配

当
の

要
求

そ
の

他
債

権
の

申
出

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
直

ち
に

、
そ

の
た

め
の

措
置

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
３

０
 

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
知

事
等

は
、

非
強

制
徴

収
債

権
を

保
全

す
る

た
め

必
要

が
あ

る

と
認

め
る

と
き
は

、
債

務
者
に

対
し

、
担

保
の

提
供
（

保
証

人
の

保
証
を

含
む

）
を

求
め

、
又

は
仮

差

押
え

若
し

く
は
仮

処
分

の
手

続
を

と
る
等

必
要

な
措

置
を

と
ら

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

⑵
 

解
説

 
 

 
 

地
方

自
治
法

施
行

令
第

１
７
１

条
の

４
と

同
旨

で
あ

る
。

非
強

制
徴
収

債
権

を
対

象
と
す

る
規

定

で
あ

る
こ

と
を

明
確

に
す

る
こ

と
に
、

条
例

に
規

定
す

る
意

義
が

あ
る
。

 
８

 
徴

収
停

止
 

⑴
 

条
文

案
 

知
事

等
は

、
非

強
制

徴
収

債
権

で
履

行
期

限
後

相
当

の
期

間
を

経
過

し
て

も
な

お
完

全
に

履
行

さ
れ

て
い

な
い

も
の

に
つ

い
て

、
次

の
各

号
の

一
に

該
当

し
、

こ
れ

を
履

行
さ

せ
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

又

は
不
適

当
で

あ
る

と
認
め

る
と

き
は

、
以

後
そ
の

保
全

及
び

取
立

て
を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

一
 
法

人
で

あ
る

債
務
者

が
そ

の
事

業
を

休
止
し

、
将

来
そ

の
事

業
を
再

開
す

る
見

込
み

が
全

く
な
く

、

か
つ

、
差

し
押

さ
え

る
こ

と
が

で
き

る
財

産
も

価
額

が
強

制
執

行
の

費
用

を
こ

え
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

二
 

債
務

者
の

所
在

が
不

明
で

あ
り

、
か

つ
、

差
し

押
さ

え
る

こ
と

が
で

き
る

財
産

の
価

額
が

強
制

執

行
の

費
用

を
こ
え

な
い

と
認

め
ら

れ
る
と

き
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る
と

き
。

 

三
 
債

権
金

額
が

少
額
で

、
取

立
て

に
要

す
る
費

用
に

満
た

な
い

と
認
め

ら
れ

る
と

き
。

 

⑵
 

解
説

 
徴

収
停

止
の
措

置
は

、
地

方
自

治
法
施

行
令

１
７

１
条

の
５

に
規

定
が
あ

る
に

も
関

わ
ら

ず
、
県
に

お
い

て
も

ほ
と

ん
ど

利
用

さ
れ

て
い
な

い
。
し

か
し

、
徴

収
停

止
は

、
債

権
管
理

の
負

担
を

軽
減

し
、

本
来

業
務

の
支

障
を

軽
減

す
る

の
み
な

ら
ず

、
適

切
に

行
わ

れ
れ

ば
、
県

の
職

員
に
「
怠

る
事
実

」
に

よ
る

責
任

を
生

じ
さ

せ
な

い
よ

う
に
す

る
効

果
も

あ
る

。
債

権
放
棄

の
手

続
き

に
お

い
て

、
密

接
に

関

係
す

る
も

の
で

あ
る

。
徴

収
停

止
は
、
有

用
性
が

あ
る

に
も

関
わ
ら

ず
、
十
分

な
利

用
が

な
さ
れ

て
い

な
い

実
態

が
あ

る
の

で
、
そ
の

利
用

の
促

進
を
図

る
べ

く
、
債

権
管
理

条
例

に
規

定
を

設
け

る
意

義
が

あ
る
。

ま
た

、
利

用
の

促
進

の
た

め
、

条
例

の
具
体

的
な
施

行
に
必

要
な

も
の

と
し

て
、「

強
制

執
行

の
費

用
」
「

取
立

て
に

要
す

る
費

用
」

等
の

具
体

的
な

金
額

を
明

確
に

す
べ

く
処

理
要

綱
を

作
成

し
、

県
の

全
て

の
徴

収
担

当
部

署
で

十
分
な

活
用

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
い
く

必
要

が
あ

る
。

 
徴

収
停

止
は
、
地

方
自

治
法
施

行
令
１

７
１

条
の

５
の

定
め

が
あ

り
、
職
員

の
責

任
の

軽
減

化
を

図

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら
、
条

例
で

、
こ

の
要

件
を

緩
和
し

た
り
厳

格
化

す
る

こ
と

は
難

し
い

と
考
え

ら
れ

る
。
そ

の
た
め

、
地

方
自

治
法

施
行

令
１
７

１
条

の
５

と
同
様

の
定

め
と

し
た

。
も

っ
と
も

、
同

条
の

要
件

を
変

え
る

こ
と

は
困

難
で
あ

る
と

思
わ

れ
る

が
、
解

釈
の

範
囲
内

で
、
具
体

的
に

要
件

を
明

確
化

す
る

趣
旨

の
記

載
は

許
さ

れ
る
と

思
わ

れ
る

。
例

え
ば

、
「

非
強
制

徴
収

債
権

で
履

行
期

限
後

相

当
の

期
間

を
経

過
し

て
も

」
の
「

履
行

期
限

後
相

当
期

間
」
を

具
体
的

な
期

限
と

し
て

定
め

る
よ

う
な

場
合

で
あ

る
。
た

だ
し

、
督

促
や

催
告
の

状
況

等
の

実
際

の
内

容
等
を

調
査

の
う

え
定

め
る

必
要

が
あ

る
と

思
料

す
る

の
で

、
条

文
案

で
は
、

自
治

法
施

行
令

１
７

１
条

の
５
と

同
様

の
内

容
と

し
た
。

 
岡

山
県

債
権
管

理
条

例
９

条
、
高

知
県
債

権
管

理
条

例
１

１
条
、
佐

賀
県
債

権
の

管
理
に

関
す

る
条

例
９

条
、
三

重
県

債
権

の
管
理

及
び

私
債

権
の
徴

収
に

関
す

る
条
例

１
１

条
、
山

口
県

債
権

管
理

条
例

７
条

、
東

京
都

債
権

管
理

条
例

１
１
条

、
北

海
道

債
権

管
理

条
例

１
０
条

に
同

旨
の

定
め

が
あ
る

。
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１
 

 ９
 

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
 

⑴
 

条
文

案
 

１
 
知

事
等

は
、
非
強

制
徴

収
債

権
に
つ

い
て

、
次

の
各

号
の

一
に
該

当
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、
そ

の

履
行

期
限

を
延

長
す

る
特

約
又

は
処

分
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

債
権

の
金

額
を

適
宜
分

割
し

て
履

行
期

限
を
定

め
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

 
一

 
債

務
者

が
無

資
力
又

は
こ

れ
に

近
い

状
態
で

あ
る

と
き

。
 

二
 

債
務

者
が

当
該

債
務

の
全

部
を

一
時

に
履

行
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
現

に
有

す

る
資

産
の

状
況
に

よ
り

、
履

行
期

限
を
延

長
す

る
こ

と
が

徴
収

上
有
利

で
あ

る
と

認
め
ら

れ
る

と
き

。
 

三
 

債
務

者
に

つ
い

て
災

害
、

盗
難

そ
の

他
の

事
故

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
、

債
務

者
が

当
該

債
務

の

全
部

を
一

時
に

履
行

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

た
め

、
履

行
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

が
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ
る

と
き

。
 

四
 

損
害

賠
償

金
又

は
不

当
利

得
に

よ
る

返
還

金
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

、
債

務
者

が
当

該
債

務
の

全

部
を

一
時

に
履

行
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
弁

済
に

つ
き

特
に

誠
意

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

。
 

五
 

貸
付

金
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

、
債

務
者

が
当

該
貸

付
金

の
使

途
に

従
っ

て
第

三
者

に
貸

付
け

を

行
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

第
三

者
に

対
す

る
貸

付
金

に
関

し
、

第
一

号
か

ら
第

三
号

ま
で

の
一

に
該

当
す

る
理

由
が

あ
る

こ
と

そ
の

他
特

別
の

事
情

に
よ

り
、

当
該

第
三

者
に

対
す

る
貸

付
金

の
回

収
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

た
め

、
当

該
債

務
者

が
そ

の
債

務
の

全
部

を
一

時
に

履
行

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
き
。

 
２

 
知

事
等

は
、

履
行

期
限

後
に

お
い

て
も

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
履

行
期

限
を

延
長

す
る

特
約

又
は

処
分

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ
の

場
合

に
お
い

て
は

、
既

に
発

生
し
た

履
行

の
遅

滞
に

係
る

損
害
賠

償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
（

次
条

に
お

い
て
「
損

害
賠

償
金

等
」
と
い

う
）
に
係

る
債

権
は
、
徴

収
す

べ

き
も

の
と

す
る

。
 

⑵
 

解
説

 
履

行
延

期
の
特

約
又

は
処

分
（

履
行

延
期
等

）
は

、
地

方
自
治

法
施
行

令
１

７
１

条
の

６
に

規
定
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
県

の
債

権
管

理
回
収

で
は

、
法

令
の

根
拠
の

な
い

事
実

上
の

分
納

誓
約
（

以
下

単
に
「

分
納

誓
約
」
と

い
う

）
が

多
用
さ

れ
、
法

令
の
根

拠
あ

る
履
行

延
期

等
は

十
分

に
利

用
さ

れ
て

い
な

い
。
し

か
し
、
分

納
誓
約

は
、
法

令
に

根
拠

が
な

い
こ

と
、
債
務

者
の
一

方
的

な
申

出
で
あ

る
た

め
、
県

の
事

情
で

扱
い

を
異
に

で
き

る
た

め
法
的

安
定

性
を

損
な
う

も
の

で
あ

る
こ

と
、
延
滞

金
や

遅

延
損

害
金

の
発

生
を

妨
げ

る
こ

と
が
で

き
な

い
こ

と
、
分

納
誓

約
の

際
も

、
事

実
上
決

裁
を

行
っ

て
お

り
、
事

務
手

続
き
負

担
も

大
き

く
異
な

ら
な

い
こ

と
な

ど
か

ら
、
今

後
、
分

納
誓

約
に
よ

ら
ず
、
履

行

延
期

等
に

よ
る

べ
き

で
あ

る
。

 
履

行
延

期
等
は

、
十
分

な
利
用

が
な
さ

れ
て

い
な

い
実

態
が

あ
る

の
で
、
そ

の
利

用
の

促
進

を
図

る

べ
く
、
債
権

管
理
条

例
に

規
定

を
設
け

る
理

由
が

あ
る

。
ま

た
、
利

用
の

促
進

の
た

め
、
具

体
的

な
書

式
等

を
作

成
さ

せ
、

県
の

徴
収

担
当
部

署
で

活
用

が
で

き
る

よ
う

に
し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
岡

山
県

債
権
管

理
条

例
１

０
条

、
高

知
県

債
権

管
理

条
例

１
２

条
、
佐

賀
県

債
権

の
管
理

に
関

す
る

条
例

１
０

条
、
三

重
県

債
権
の

管
理

及
び

私
債
権

の
徴

収
に

関
す
る

条
例

１
２

条
、
山

口
県

債
権

管
理

条
例

８
条
、
東
京

都
債

権
管
理

条
例

１
１

条
、
北
海

道
債
権

管
理
条

例
１

１
条

に
同

旨
の

定
め

が
あ
る

。 
１

０
 

債
務

免
除

 

⑴
 

条
文

案
 

１
 

知
事

等
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

り
債

務
者

が
無

資
力

又
は

こ
れ

に
近

い
状

態
で

あ
る

た
め

履
行

延

期
の

特
約

又
は

処
分

を
し

た
債

権
に

つ
い

て
、

当
初

の
履

行
期

限
（

当
初

の
履

行
期

限
後

に
履

行
延

期
の

特
約

又
は

処
分

を
し

た
場

合
は

、
最

初
に

履
行

延
期

の
特

約
又

は
処

分
を

し
た

日
）

か
ら

１
０

３
３

２
 

 

年
を

経
過

し
た
後

に
お

い
て

、
な
お

、
債
務

者
が

無
資

力
又
は

こ
れ

に
近

い
状
態

に
あ

り
、
か

つ
、
弁

済
す

る
こ

と
が

で
き

る
見

込
み

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
当

該
債

権
及

び
こ

れ
に

係
る

損
害

賠
償

金
等

を
免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

 
２

 
前

項
の

規
定

は
、

前
条

第
一

項
第

五
号

に
掲

げ
る

理
由

に
よ

り
履

行
延

期
の

特
約

を
し

た
貸

付
金

に
係

る
債

権
で

、
同

号
に

規
定

す
る

第
三

者
が

無
資

力
又

は
こ

れ
に

近
い

状
態

に
あ

る
こ

と
に

基
づ

い
て

当
該

履
行

延
期

の
特

約
を

し
た

も
の

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
け

る
免

除
に

つ
い

て
は

、
債

務
者

が
当

該
第

三
者

に
対

す
る

貸
付

金
に

つ
い

て
免

除
す

る
こ

と
を

条
件

と
し

な
け

れ
ば

ば
ら

な
い

。
 

３
 
前

二
項

の
免

除
を
す

る
場

合
に

つ
い

て
は
、

議
会

の
議

決
は

、
こ
れ

を
要

し
な

い
。

 

⑵
 

解
説

 
債

務
の

免
除
は

、
地
方

自
治
法

施
行
令

１
７

１
条

の
７

に
規

定
が

あ
る
。
債

務
の

免
除

の
要

件
は

厳

格
で
、
こ

れ
が
利

用
さ

れ
て
い

る
例

は
僅

か
で
あ

っ
た
。
無

資
力
状

態
の

債
務

者
か

ら
１

０
年

間
分
割

払
い

を
さ

せ
る

の
は

、
無

資
力

で
支

払
い

が
な

い
場

合
に

１
０

年
よ

り
前

に
時

効
消

滅
す

る
例

が
あ

る
こ

と
と

の
比

較
で

酷
な

場
合

が
あ
る

。
そ

の
た
め

、
後

に
定

め
る
債

権
放

棄
の

条
項

を
定

め
る

べ
き

大
き

な
必

要
性

が
生

じ
る

。
 

免
除

の
条

項
を

債
権

管
理

条
例

に
お

い
て

も
明

確
に

す
べ

く
定

め
る

こ
と

も
合

理
性

が
あ

る
と

思

わ
れ

る
し

、
債

権
放

棄
と

の
均

衡
と
し

て
も

条
例

で
定

め
る

意
味

が
あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
 

条
項

案
と

し
て

は
、
地

方
自
治

法
施
行

令
１

７
１

条
の

７
と

同
様

の
定
め

と
し

た
。
そ
の

理
由

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
ま

ず
、
県

と
債
務

者
と

の
法

的
権

利
関

係
の

変
更
を

図
る

も
の

で
あ

り
、
本
来

は
、
議

会
の

議
決

で
し

か
な
し

え
な

い
債
務

の
免

除
を
、
議

会
の
関

与
な

く
行

う
も

の
で

あ
る

か
ら
、

こ
の

要
件

を
緩

和
す

る
こ

と
は

で
き
な

い
と

考
え

る
。
ま
た

、
要
件

の
厳

格
化

も
、
無

資
力

の
債

務
者

の
救

済
の

趣
旨

か
ら

、
こ

れ
に

反
す

る
の
で

、
な

し
え

な
い

と
考

え
る

。
そ

の
た

め
、
条

例
で

、
債
務

の
免

除
の

要
件

を
緩

和
又

は
厳

格
化
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

と
考

え
ら
れ

る
か

ら
で

あ
る

。
 

岡
山

県
債

権
管

理
条

例
１

１
条

、
高

知
県

債
権

管
理

条
例

１
３

条
、
佐

賀
県

債
権

の
管
理

に
関

す
る

条
例

１
１

条
、
三

重
県

債
権
の

管
理

及
び

私
債
権

の
徴

収
に

関
す
る

条
例

１
３

条
、
山

口
県

債
権

管
理

条
例

９
条
、
東
京

都
債

権
管
理

条
例

１
２

条
、
北
海

道
債
権

管
理
条

例
１

２
条

に
同

旨
の

定
め

が
あ
る

。 
１

１
 

債
権

放
棄

 

⑴
 

条
文

案
 

１
 
知

事
等

は
、
非
強

制
徴

収
債

権
（

１
号
に

つ
い

て
は

、
時

効
に

よ
る

消
滅
に

つ
い

て
時

効
の

援
用
を

要
す

る
も

の
に

限
る

）
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

非
強

制
徴

収
債

権
及

び
そ

の
履

行
の

遅
滞

に
係

る
損

害
賠

償
金

そ
の

他
の

徴
収

金
を

徴
収

す
る

権
利

の
全

部
又

は
一

部
を

放
棄
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
一

 
消

滅
時

効
に

係
る

時
効

期
間

が
満

了
し

た
と

き
。

た
だ

し
、

債
務

者
に

時
効

を
援

用
し

な
い

特

別
の

事
情

が
あ
る

場
合

を
除

く
。

 
二

 
破

産
法
（

平
成
１

６
年

法
律

第
７
５

号
）
第

２
５

３
条
第

１
項

、
会

社
更

生
法
（

平
成

１
４

年
法

律
第

１
５

４
号

）
第

２
０

４
条
第

１
項

そ
の

他
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

債
務

者
が

そ
の

責
任

を
免

れ
た

と
き

。
 

三
 

債
務

者
が

生
活

困
窮

の
状

態
（

生
活

保
護

法
（

昭
和

２
５
年

法
律

第
１

４
４

号
）

の
規

定
に

よ

る
保

護
を

受
け

、
ま

た
は

こ
れ
に

準
ず

る
状

態
を

い
う

）
に

あ
り

、
資

力
の

回
復

が
困

難
で

、
か

つ
、

弁
済

す
る
こ

と
が

で
き

る
見

込
み
が

な
い

と
き

。
 

四
 

債
務

者
が

死
亡

し
、

そ
の

相
続

人
が

限
定

承
認

を
し

た
場
合

又
は

相
続

人
不

存
在

の
場

合
に

お

い
て

、
そ

の
相

続
財

産
の

価
額
が

、
強

制
執

行
の

費
用

及
び

当
該

非
強

制
徴

収
債

権
に

優
先

し
て

弁
済

を
受

け
る
債

権
の

価
額

の
合

計
額
を

超
え

な
い

と
見

込
ま

れ
る
と

き
。
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３
３

３
 

 

五
 

第
〇

条
の

規
定

に
よ

る
徴

収
停

止
の

措
置

を
と

っ
た

場
合
に

お
い

て
、

当
該

徴
収

停
止

後
３

年

を
経

過
し

た
の
ち

に
お

い
て

も
な

お
同
条

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
と

き
。

 
２

 
知

事
は

、
知

事
等

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
債

権
を

放
棄

し
た

と
き

は
、

そ
の

内
容

を
議

会
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

⑵
 

解
説

 
ア

 
１

項
１
号

に
つ

い
て

 
私

債
権
に

つ
い

て
、
債

務
者
か

ら
の
時

効
の

援
用

が
な

け
れ

ば
、
債

権
は

消
滅

し
な

い
。
こ

の
債

権
を

消
滅

さ
せ

る
た

め
の

規
定

で
あ
る

。
 

債
務

者
が

時
効

の
援

用
を

し
な

い
意

思
を

示
し

て
い

る
時

や
時

効
の

利
益

を
放

棄
し

た
場

合
は

、

債
権

は
時

効
消

滅
し

な
い

た
め

、「
債

務
者
に

時
効

を
援

用
し

な
い
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
を
除

く
」
と

の
制

限
が
必

要
で

あ
る

。
他

の
自

治
体
で

は
、「

援
用

を
す

る
見

込
み
が

あ
る

と
き

」「
強
制

執
行

の
対

象
と

な
る

財
産

が
な

い
と
き

」
と

い
っ

た
制

限
を

設
け

る
例
も

あ
る

。
 

 
 

イ
 

１
項

２
号

に
つ

い
て

 
 

 
 
債

務
者

が
、
破

産
等

し
た

こ
と

に
よ

り
免

責
さ

れ
た

と
き

は
、
債
務

は
自

然
債
務

と
し
て

残
る

も

の
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

債
務

を
消
滅

さ
せ

る
た

め
の

規
定

で
あ

る
。

 
 

 
ウ

 
１

項
３
号

に
つ

い
て

 
 

 
 
債

務
者

が
生

活
困

窮
の

状
態

に
あ
る

場
合
、
債

務
者

の
生

活
保

障
の
た

め
、
債
務

を
消
滅

さ
せ

る

た
め

の
規

定
で

あ
る

。
 

 
 

 
 
「

こ
れ
に

準
ず

る
状

態
」
と
は

、
生

活
保

護
法
の

規
定

に
よ

る
保
護

を
受

け
て

い
な
く

と
も

、
受

給
要

件
に

該
当

す
る

よ
う

な
場

合
で
あ

る
。
「

資
力
の

回
復
が

困
難
で

、
か
つ

、
弁

済
す
る

こ
と
が

で
き

る
見

込
み

が
な

い
」
と
は

、
収

入
の

増
加

や
新

た
な
資

産
の
取

得
の

可
能

性
が

認
め

ら
れ

な
い

よ
う

な
場

合
で

あ
る

。
 

 
 

エ
 

１
項

４
号

に
つ

い
て

 
 

 
 
債

務
者

が
死

亡
し

、
相

続
人
が

限
定

承
認

を
し

た
場

合
及

び
相

続
人
が

不
存

在
の

場
合
、
相

続
財

産
の

範
囲

内
で

弁
済

が
行

わ
れ

る
。
相
続

財
産

が
、
強

制
執
行

の
費
用

や
優

先
的

に
弁

済
を

受
け
る

債
権
（

先
取

特
権
、
質

権
、
抵

当
権

等
に

よ
り

担
保

さ
れ

る
債

権
）
の

合
計

額
を

超
え

な
い

場
合
、

債
務

の
弁

済
を

受
け

る
こ

と
は

で
き
な

い
た

め
、

債
務

を
消

滅
さ

せ
る
た

め
の

規
定

で
あ

る
。

 
 

 
オ

 
１

項
５
号

に
つ

い
て

 
 

 
 
徴

収
停

止
の

措
置

を
と

っ
た

債
権
に

つ
い

て
、
消
滅

時
効

期
間

の
経
過

を
待

た
ず

に
、
債
務

を
消

滅
さ

せ
る

た
め

の
規

定
で

あ
る

。
 

１
２

 
債

権
の

み
な

し
消

滅
 

 
⑴

 
条

文
案

 
 

知
事

は
、

知
事

等
が

前
二

条
の

規
定

に
基

づ
き

債
務

を
免

除
又

は
債

権
を

放
棄

し
た

と
き

若
し

く
は

地
方

自
治

法
第

９
６

条
第

１
項

第
１

０
号

の
規

定
に

基
づ

き
議

会
の

議
決

を
経

て
債

権
を

放
棄

し
た

と

き
は

、
そ

の
事

の
経

過
を

明
ら

か
に

し
た

書
類

を
作

成
し

、
当

該
債

権
の

全
部

又
は

一
部

が
消

滅
し

た

も
の
と

み
な

し
て

整
理
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
⑵

 
解

説
 

３
３

４
 

 

最
高

裁
判

所
平

成
２

４
年

４
月

２
０

日
判

決
（

最
高

裁
判

所
民

事
判

例
集

６
６

巻
６

号
２

５
８

３

頁
）
は

、
議

会
の

議
決

に
よ

る
債

権
放
棄

の
場

合
は

、
個

々
の

債
務
者

に
対

し
て

債
権

放
棄

の
意

思
表

示
を

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

明
確
に

判
断

し
た

。
そ

し
て

、
そ
の

意
思

表
示

は
、
債

務
者

に
到

達
す

る
必

要
が

あ
る

（
民
法

第
９

７
条

）。
議

会
の

議
決
を

経
て
債

権
放
棄

し
た

と
し

て
も

、
債

務
者
に

そ

の
意

思
表

示
が

到
達

し
な

け
れ

ば
債

権
消

滅
と

い
う

効
果

が
生

じ
な

い
た

め
、

債
務

者
が

行
方

不
明

な
ど

、
通

知
が

困
難

な
場

合
は

、
公
示

送
達

の
方

法
に

よ
る

必
要

が
あ
る

（
民

法
第

９
８

条
）。

 
こ

の
理

は
債

権
管

理
条

例
を

制
定

し
て

、
こ

れ
に

基
づ

き
債

権
を

放
棄

す
る

場
合

に
も

基
本

的
に

妥
当

す
る

。
ま

た
、

免
除

の
場

合
も
同

様
で

あ
る

。
 

放
棄

し
た

個
々

の
債

権
に

つ
い

て
放

棄
の

意
思

表
示

を
債

務
者

に
到

達
す

る
た

め
に

は
、

債
務

者

が
行

方
不

明
で

あ
れ

ば
公

示
送

達
を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、
そ

れ
は
経

済
性
（
地

方
自

治
法

第
２

条
第

１
４

項
）
に

反
し

て
お

り
、
条

例
に

も
債

権
の

み
な
し

消
滅
規

定
を

設
け

る
こ

と
が

是
非

と
も
必

要
で

あ
る

。
 

１
３

 
専

決
処

分
 

⑴
 

条
文

案
 

知
事

は
、
非

強
制

徴
収

債
権
に

つ
い

て
、
訴

え
の

提
起

、
和

解
、
調

停
に

よ
り

履
行
を

請
求

す
る

場
合

で
あ
っ

て
、
そ

の
目
的

の
価

格
が
５

０
０

万
円

を
超

え
な

い
も

の
で
あ

る
場

合
は

、
専

決
事
項
（
昭

和
３

９
年
２

月
議

決
）

に
よ
り

処
理

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 
 

⑵
 

解
説

 
地

方
自

治
法

第
９

６
条

第
１

項
第

１
２

号
で

は
、

普
通

地
方

公
共

団
体

が
そ

の
当

事
者

で
あ

る
訴

え
の

提
起
、
和

解
、
あ

っ
せ
ん

、
調

停
及

び
仲
裁

に
関

す
る

こ
と

を
す
る

に
は

、
議

会
の

議
決
が

必
要

で
あ

る
。
時

効
更
新
（

中
断

）
の

た
め
に

は
訴

訟
提

起
す

る
こ

と
が

必
要
な

場
合

も
あ

る
が

、
議

会
の

議
決

を
求

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
ま
た

、
支

払
督

促
の

申
立

て
に
は

議
会

の
議

決
は

必
要

な
い

が
、

異
議

の
申

立
て

が
あ

る
と

通
常

訴
訟

に
移

行
す

る
こ

と
か

ら
、

結
局

議
会

の
議

決
が

必
要

と
な

る
た

め
、
支

払
督

促
の

申
立

て
に

課
題

が
あ

る
（

第
４
章

第
１
０

の
２
⑸

）
。

こ
れ

ら
の

問
題
を

払
拭
す

る

た
め
、
専

決
事
項

を
議

会
の
議

決
で

追
加

す
る
と

と
も

に
、
条

例
に
も

確
認

規
定

を
置

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

１
４

 
延

滞
金

 

⑴
 

条
文

案
 

１
 
知

事
は

、
公

債
権

に
つ

い
て

、
法

令
又
は

他
の

条
例

に
特

別
の
定

め
が

あ
る

場
合
を

除
く

ほ
か

、
〇

条
の

規
定

に
よ

り
債

務
者

に
対

し
督

促
を

し
た

と
き

は
、

同
条

の
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付
の

日
ま

で
の

期
間

の
日
数

に
応

じ
、
年

１
４
．
６
パ

ー
セ

ン
ト
（
同

条
の

納
期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過
す

る
日

ま
で

の
期
間

に
つ

い
て

は
、
年
７

．
３

パ
ー

セ
ン

ト
）
の

割
合

を
当

該
債

権
の

額
に

乗
じ

て
計
算

し
た

金
額

に
相
当

す
る

延
滞

金
を

徴
収
す

る
。

 
２

 
知

事
は

、
債

務
者

が
前

項
の

納
期

限
ま

で
に

納
付

し
な

か
つ

た
こ

と
に

つ
い

て
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
認
め

る
場

合
に

お
い

て
は
、

前
項

の
延

滞
金

額
を

減
免
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

３
 
当

分
の

間
、
第
１

項
に

規
定

す
る
延

滞
金

の
年

１
４

．
６

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
及
び

年
７

．
３

パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合
は

、
同

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら
ず

、
各

年
の
延

滞
金

特
例

基
準
割

合
（

地
方
税

法
（

昭

和
２

５
年

法
律

第
２

２
６

号
）

附
則

第
３

条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

を
い

う
。
以

下
同

じ
。）

が
年
７

．
３

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

満
た

な
い
場

合
に

は
、
そ

の
年
中

に
お

い
て

は
、

年
１

４
．

６
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
っ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年
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３

５
 

 

７
．
３

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算
し

た
割

合
と

し
、
年

７
．
３

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
っ

て
は
当

該
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

１
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

（
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
７

．
３

パ
ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

超
え
る

場
合

に
は

、
年

７
．

３
パ
ー

セ
ン

ト
の

割
合
）

と
す

る
。

 
⑵

 
解
説

 
普

通
地

方
公
共

団
体

の
長

が
、
公

債
権
に

つ
い

て
督

促
を

し
た

と
き

は
、
条

例
で

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
り

延
滞

金
を

徴
収

す
る

こ
と

が
で
き

る
（
地

方
自

治
法
第

２
３

１
条

の
３
第

２
項

）。
他

の
普

通
地

方
公

共
団

体
で

は
、
当

該
規
定

を
受

け
て

、
延

滞
金

に
関
す

る
条
例

を
定

め
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
る
が

、

県
で

は
包

括
的

に
定

め
た

条
例

が
存
在

し
な

い
た

め
、

債
権

管
理

条
例

の
中
で

定
め

た
も

の
で
あ

る
。 

債
務

者
の

事
情

に
よ

り
、

延
滞

金
を

減
免

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
ケ

ー
ス

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る

こ
と

か
ら
、
愛
知

県
県

税
条
例

第
２

９
条

第
２
項

等
に

倣
い

、
一

定
の

場
合

に
減

免
を

認
め

る
項

を
置

い
た

（
第

２
項

）
。

 
な

お
、
私

債
権

に
つ

い
て

は
、
地

方
自
治

法
第

２
３

１
条

の
３

第
２

項
の
適

用
は

な
く

、
債

権
発
生

の
原

因
と

な
る

契
約

等
に

定
め

の
あ

る
場

合
に

は
そ

の
定

め
に

従
い

、
そ

の
よ

う
な

定
め

が
な

い
場

合
に

は
民

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
、
遅

延
損

害
金

を
請

求
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

１
５

 
他

の
法

令
と

の
調

整
等

 

⑴
 

条
文

案
 

１
 

県
の

債
権

の
管

理
に

関
す

る
事

務
の

処
理

に
つ

い
て

は
、

法
令

、
他

の
条

例
に

特
別

の
定

め
が

あ

る
場

合
を

除
く

ほ
か

、
こ

の
条

例
の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
２

 
本

条
例

第
○

条
○
項
（

守
秘
義

務
と

情
報
共

有
の

条
項

）
、
第
○

条
○

項
（
債

権
放

棄
の

条
項
）
及

び
第

○
条

○
項
（
債

権
の

み
な

し
消
滅

の
条

項
）
の

施
行

に
関

し
必

要
な

事
項
は

、
規

則
で

こ
れ

を
定

め
る

。
 

⑵
 

解
説

 
第

１
項

は
、
国

法
で

あ
る

法
令

と
の

関
係
で

は
、
本
条

例
で

は
な

く
法
令

の
規

定
に

よ
る

こ
と
、
債

権
の

管
理

に
つ

い
て

他
の

条
例

の
特

別
の

規
定

が
あ

る
場

合
に

は
、

特
別

法
と

一
般

法
の

関
係

に
よ

り
特

別
法

で
あ

る
他

の
条

例
の

特
別
の

規
定

の
適

用
が

あ
る

こ
と

を
示
し

た
。
も

っ
と
も

、
他

の
条

例

の
委

任
に

よ
る

規
則

に
よ

っ
て

特
別
の

規
定

が
あ

る
場

合
に

は
、

条
例

と
規

則
の

適
用

関
係

に
つ

き
、

議
会

と
長

の
関

係
に

鑑
み

、
本

条
例
の

適
用

が
あ

る
こ

と
を

含
意

し
て
い

る
。

 
第

２
項

は
、
規
則

に
委

任
で
き

る
こ
と

を
定

め
る

が
、
議
会

の
コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
で

き
る

限
り

及
ぼ

す
た

め
、

具
体

的
な

条
文

に
つ

き
個
別

に
委

任
す

る
体

裁
と

し
た

。
 

第
２

 
専

決
処

分
 

１
 

現
在

の
専

決
処

分
事

項
 

議
会

は
、
地

方
自

治
法

第
１

８
０

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

議
会

の
権

限
に
属

す
る

軽
易

な
事
項

で
、

知
事

に
お

い
て

専
決

処
分

す
る

こ
と

が
で
き

る
も

の
を

次
の

と
お
り

指
定

し
て

い
る

。
 

一
 

人
口

の
異
動

を
伴

わ
な

い
市

町
村
の

境
界

変
更

に
関

す
る

こ
と
。

 
二
 

県
議

会
の
閉

会
中

に
処

分
す

る
必
要

の
あ

る
次

に
掲

げ
る

補
正
予

算
を

定
め

る
こ
と

。
 

（
１

）
１

０
０
万

円
を

超
え

な
い

歳
入
歳

出
予

算
の

補
正

 
（

２
）

前
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

歳
入

を
分

担
金

及
び

負
担

金
、

使
用

料
及

び
手

数
料

、
国

庫
支

出

金
、

財
産

収
入
、

寄
附

金
、

諸
収

入
又
は

県
債

と
す

る
歳

入
歳

出
予
算

の
補

正
 

３
３

６
 

 

（
３

）
起

債
限
度

額
の

総
額

を
変

更
し
な

い
県

債
の

補
正

及
び

前
２
号

の
場

合
に

お
け
る

県
債

の
補

正
 

三
 

議
会

の
議
決

の
あ

つ
た

工
事

又
は
製

造
の

請
負

契
約

を
設

計
変
更

に
伴

い
変

更
す
る

こ
と

。
た

だ
し

、

６
０

０
０

万
円

を
超

え
る

変
更

に
つ
い

て
は

、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 
四

 
法

律
上

県
の

義
務

に
属

す
る

損
害

賠
償

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
故

に
係

る
も

の
で

、
そ

の

額
が

１
件

に
つ

き
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
を

超
え

な
い

も
の

の
額

を
定

め
る

こ
と

及
び

こ
れ

に
伴

う

和
解

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
１

）
職
員

に
よ

る
自

動
車

事
故
 

自
動

車
損

害
賠

償
保

障
法

施
行
令
（

昭
和

３
０

年
政

令
第

２
８
６

号
）

第
２

条
に

掲
げ
る

金
額

の
最

高
額

 
（
２

）
公

の
営
造

物
の

設
置

又
は

管
理
の

瑕
疵

に
よ

る
事

故
 

１
０
０

０
万

円
 

五
 

県
営

住
宅

の
家

賃
、

割
増

賃
料

等
の

滞
納

者
に

対
す

る
こ

れ
ら

の
支

払
又

は
県

営
住

宅
の

明
渡

し
の

請
求

に
係

る
訴

え
の

提
起

、
和

解
及
び

調
停

に
関

す
る
こ

と
。

 

２
 

専
決

処
分

事
項

を
追

加
す

る
必
要

性
 

地
方

自
治

法
第

９
６

条
第

１
項

第
１
２

号
に

は
、
訴
え

の
提

起
、
和

解
、
あ

っ
せ

ん
、
調

停
及

び
仲
裁

に
関

す
る

こ
と

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

議
会

の
議

決
が

必
要

で
あ

り
、

そ
の

例
外

が
前

１
五

記
載

の

場
合

で
あ

る
。
県

営
住

宅
の

家
賃

そ
の

他
に

関
す

る
も

の
を

除
く

と
、
債
権

管
理

回
収
を

目
的
と

し
た

訴

え
の

提
起

に
つ

い
て

は
、
例
外

な
く
議

会
の

議
決

を
必

要
と

す
る

の
が
現

状
で

あ
る

。
し

か
し
、
軽
易

な

事
項

に
つ

い
て

、
訴

え
の

提
起

で
あ

る
か

ら
と

い
っ

て
全

て
の

案
件

で
議

会
の

議
決

を
必

要
と

す
る

の

は
効

率
的

で
は

な
い

。
効
率
的

で
有
効

な
債

権
管

理
の

た
め

に
は

、
専

決
処

分
事

項
を
４

に
記
載

す
る

と

お
り

追
加

す
る

の
が

望
ま

し
い

。
 

ま
た
、

支
払

督
促

の
申

立
て

に
つ

い
て

は
地

方
自

治
法

第
９

６
条

第
１

項
第
１

２
号

が
及

ば
な
い

が
、

こ
の

申
立

て
に

基
づ

い
て

発
せ

ら
れ

た
支

払
督

促
に

対
し

、
債

務
者

か
ら

適
法

な
督

促
異

議
の

申
立

て

が
あ

っ
た

場
合

に
、

民
事

訴
訟

法
第

３
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

支
払

督
促

の
申

立
て

の
時

に
あ

っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
訴

え
の

提
起

に
対

し
て

は
同

号
の

制
限

が
及

び
、

や
は

り
議

会
の

議
決

を
要

す

る
。
そ
の

た
め

、
支
払

督
促

の
申

立
て

そ
の
も

の
が

進
ま

な
い

傾
向
も

見
ら

れ
た
（

第
４
章

第
１
０

の
２

⑸
）
。
訴

え
の

提
起

に
は

議
会
の

議
決
を

必
要

と
し

つ
つ
、

督
促

異
議

の
申

立
て

に
よ

り
支

払
督
促

の
申

立
時

に
あ

っ
た

と
み

な
さ

れ
る

訴
え

の
提

起
に

つ
い

て
、

専
決

処
分

す
る

こ
と

が
可

能
と

す
る

方
法

も

考
え

ら
れ

る
。

 
３

 
他

の
自

治
体
の

状
況

 

 
⑴

 
都

道
府

県
に

つ
い

て
 

 
 

ア
 

訴
え

の
提

起
 

 
 

東
京

都
は

、
「

都
が

提
起

す
る

訴
え

で
あ

っ
て
、

そ
の
訴

訟
の
目

的
の

価
額

が
３

０
０

０
万

円
以

下
の

も
の

」、
北
海

道
は

、「
１

件
の

金
額

が
１

５
０

万
円

以
下

の
財
産

権
上

の
請

求
に

係
る

訴
え
の

提
起

、
和
解

、
調

停
及

び
仲
裁

に
関
す

る
こ

と
」
、
山

梨
県
は

、「
一

件
の

金
額

が
６

０
万
円

以
下
の

財
産

権
上

の
請

求
（

前
号

に
係

る
も

の
を
除

く
。
監
査

人
注
：
住
宅

家
賃

及
び

明
渡

し
に

係
る

訴
え

の
提

起
等

を
除

く
趣

旨
）
に

係
る

訴
え

を
提

起
し

、
又

は
和

解
を

す
る
こ

と
」
を
そ

れ
ぞ

れ
知

事
が

専
決

で
き

る
事

項
と

し
て

指
定

し
て
い

る
。
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３
３

７
 

  
 

イ
 

支
払

督
促

 
京

都
府
は

、
「
請

求
額

５
０

０
万

円
以
下

の
支

払
督

促
が

督
促

異
議

の
申
立

て
に

よ
り

訴
訟

に
移

行
し

た
場

合
の

訴
え

の
提

起
及

び
当
該

訴
訟

の
和

解
に

関
す

る
こ

と
」、

大
阪

府
、

神
奈

川
県

、
広

島
県

、
香

川
県

は
、
申

立
て

に
基

づ
い
て

発
せ

ら
れ

た
支

払
督

促
に

対
し
、
債

務
者
か

ら
適

法
な
督

促
異

議
の

申
立

て
が

あ
っ

た
場

合
に
、
民
事

訴
訟

法
（
平

成
８

年
法

律
第
１

０
９

号
）
第

３
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

支
払

督
促

の
申

立
て

の
時

に
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

訴
え

の
提

起
に

関

す
る

こ
と

を
そ

れ
ぞ

れ
知

事
が

専
決
で

き
る

事
項

と
し

て
指

定
し

て
い
る

。
 

 
⑵

 
県

内
政

令
市

、
中

核
市

に
つ
い

て
 

 
 

ア
 

訴
え

の
提

起
 

 
名

古
屋

市
が
「

訴
訟

物
の
価

格
が
１

０
０

万
円

未
満

の
訴

え
の

提
起
に

関
す

る
こ

と
（

第
７

号
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
」
、
豊

田
市

が
「
そ

の
目

的
の

価
額

が
５

０
０

万
円

以
下

の
金

銭
債

権
に
係

る
訴

え
の

提
起

、
和

解
及

び
調

停
（

前
号

に
規
定

す
る

も
の

を
除
く

。
監

査
人

注
：
住

宅
家

賃
及
び

明
渡

し
に

係
る

訴
え

の
提

起
等

を
除
く

趣
旨
）

に
関

す
る
こ

と
」、

豊
橋

市
が

「
目

的
の
価

額
が
１

件
１

０
０

万
円

以
内

の
訴

え
の

提
起
、
和

解
及

び
調

停
に

関
す

る
こ

と
（
５

に
規

定
す

る
も

の
を

除

く
。
）
」
岡

崎
市
が
「
市

が
原

告
と

し
て

提
起
す

る
訴

訟
の

目
的

の
価
額

が
６

０
万

円
以

下
の

訴
訟
に

関
す

る
こ

と
」
を

そ
れ

ぞ
れ

、
市

長
が

専
決
処

分
す

る
こ

と
が

で
き
る

事
項

と
し

て
指

定
し

て
い
る

。 
 

 
イ

 
支

払
督
促

 
一

宮
市
は

、
「

民
事

訴
訟

法
（
平

成
８
年

法
律

第
１

０
９

号
）

第
３

９
５

条
の

規
定

に
よ

り
、
市

が
申

し
立

て
た

支
払

督
促
（

同
法

第
３

８
３

条
に

規
定

す
る

支
払
督

促
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に

対
す

る
適

法
な

督
促

異
議

の
申

立
て

が
あ

っ
た

場
合

に
お

い
て

支
払

督
促

の
申

立
て

の
時

に
訴

え

の
提

起
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る
場

合
の

当
該

訴
え

の
提

起
並

び
に

当
該

訴
訟

に
係

る
和

解

及
び

調
停

に
関

す
る

こ
と
」
を

、
市

長
が

専
決

処
分

す
る
こ

と
が
で

き
る

事
項

と
し

て
指

定
し

て
い

る
。

 
４

 
専

決
処

分
事
項

に
追

加
す

る
事
項

 

六
 

そ
の

目
的

の
価

格
が

５
０

０
万

円
を

超
え

な
い

債
権

に
係

る
訴

え
の

提
起

、
和

解
及

び
調

停
（

た
だ

し
、

前
号

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く
）

に
関

す
る

こ
と
。

 

以
上
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５監査公表第５号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定に基づき、愛知県知事から包括外部監査の
結果について措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のように公表する。
　　令和５年３月31日

愛知県監査委員　前　田　　　貢　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　川　上　明　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　山　内　和　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　川　嶋　太　郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　青　山　省　三
包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の内容

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

【令和３年度包括外部監査】
（環境対策に関する財務事務の執行について）
第１　監査の結果（総論）

【意見】複数の課題の統合的解決について
環境問題においては、ある面を改善するため

の対策が、別の面では負の効果をもたらしてし
まうことがあるとされている。例えば、省電力
家電への買い替えを進めた場合、それにより廃
棄物が増えてしまうことなどが考えられる。

トレードオフの関係にある施策の場合、その
影響を考慮して施策を考えていくことは重要で
ある。今後、トレードオフの関係にある課題を
統合的に解決していくため、各種事業を進める
に当たっては、関係課とも負の影響に係る情報
も共有しながら施策を進めることが望ましい。

【意見】環境対策と経済社会との全体最適につ
いて

環境保全と経済発展の統合的課題解決のため
には、行政のみならず、事業者、県民などの幅
広い意見を集約するとともに、情報共有をより
一層進め、一体となって解決していくことが望
ましい。そのためには、既にあるあいち環境づ
くり推進協議会などの組織体を十分に活用して
取り組まれたい。

県内の労働組合連合会からカーボンニュート
ラルの実現とグリーンリカバリーを通じた地域
経済の活性化に向けた要望書が県に提出されて
いるが、環境への取組は企業にとって戦略的な
課題となってきており、国際的な事業展開をす
る大企業にとどまらず、中小企業にとっても重
要である。しかし、中小企業が環境への取組を
行うのは、ノウハウ及び資金が不足しており、
大企業に比べて容易ではない。

この点、県は中小企業向けの「ＳＤＧｓ経営
セミナー」、「あいち省エネ相談」など、支援策
を講じてきている。こうした県の支援策をより
充実したものにするには、中小企業とコミュニ
ケーションをとり、中小企業にどのようなノウ
ハウが不足しているのかについて県が把握する
ことが望ましい。そこで、例えば商工会議所な
どと連携して中小企業の取組状況や意見を把握
し、事業に反映させることが考えられる。

今後は、様々な中小企業の実態を見据えた支
援策を充実させ、県内企業のさらなる活性化に
つなげることが望ましい。

第２　監査の結果（各論）
１　住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助の

実施事業
　　　先進環境対応自動車導入補助事業

令和４年２月に策定した「愛知県廃棄物処理計
画」及び令和４年３月に策定した「あいちサーキュ
ラーエコノミー推進プラン」において、大量の廃棄
が見込まれる使用済み太陽光パネル等の資源を有効
に循環利用するモデルを創設する旨を記載した。

今後も、関係課と負の影響に係る情報も共有しな
がら施策を進める。

あいち環境づくり推進協議会を令和４年８月に開
催し、構成員である行政、事業者、県民、ＮＰＯ等
と情報共有や意見交換を行ったほか、名古屋商工会
議所や愛知県商工会議所連合会と意見交換する場に
おいて、中小企業への支援策についての要望等を
伺った。

また、令和３年度に、あいち省エネ相談事業にお
いて中小企業の現地確認を行い、令和４年度に、再
生可能エネルギー設備の導入や省エネ設備の更新を
支援する補助制度を設けた。

今後も、中小企業の実態や社会情勢等を勘案し、
必要な支援策の充実に取り組んでいく。
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【意見】補助事業の対象部門について

県の役割としては、事業者や個人の意識を改
革する啓発事業と、経済合理性により、削減に
資する行動に導く補助事業の双方を設ける必要
があると考える。

現状、家庭部門と運輸部門においては補助事
業が存在しており、特に運輸部門においては、
補助事業に加えて、ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶの普
及促進（自動車税の課税免除）といった事業も
ある。

ところが、産業部門及び業務部門においては
補助事業がなく、啓発を通じた事業者の削減の
努力を期待する事業しかない。

総排出量26％削減という目標達成のために
は、各部門がバランスよく削減を進めていく必
要があり、産業部門や業務部門においても、例
えば環境対策設備投資への補助金交付など、補
助事業の導入を含めた温室効果ガス排出量の削
減策を検討することが望ましい。特に、県にお
いては、産業部門の排出量の比率が全国平均と
比較して著しく高い状況にあり、ここに注力す
る必要があると思われる。

啓発事業において、事業者や個人にアプロー
チする際にも、補助事業というメニューを持っ
ていれば、補助金の紹介も併せて行うことがで
き、アプローチがし易くなる場面も想定される。

予算にも制限があり、追加で補助金の制度を
設けることは容易でないことも想定されるが、
日本だけではなく、全世界的な流れとして、環
境に配慮した行動が強く求められるようになっ
てきている中で、環境に配慮することは、単に
課せられた義務を果たすためということに留ま
らず、事業者自身のビジネス上の競争力向上、
取引の拡大にもつながる。そのため、関係する
他局とも連携し、補助事業を含めた温室効果ガ
ス排出量の削減策を検討されたい。

　２　地球温暖化対策計画書制度の推進事業
【意見】地球温暖化対策計画書（状況書）の内

容確認の深度について
事業者から報告される温室効果ガス排出量の

数値については、エビデンスでの確認は行われ
ていないが、県としての評価を与え、公表する
以上、立入検査権限はないものの、可能な範囲
でエビデンスの確認も行うことが望ましい。こ
れは、あくまでも愛知県地球温暖化対策推進条
例第11条第２項が定める事業者の協力義務の範
囲において、地球温暖化対策計画書のエビデン
スの確認に協力を求めるものである。

全ての事業者の全ての項目に対して網羅的な
確認を行うということではなく、例えば、助言
のために訪問する事業者のみを対象として、試
行的に任意のエネルギー種別（原油等）の使用
量のみエビデンスを確認することも考えられ
る。その結果、事業者からの報告が信頼できる
ものであれば、確認作業はなくしてもよいし、
逆に記載誤りが多く検出されれば、範囲を広げ
ることも想定される。

なお、現状は排出量の削減が進まない事業者
に対して助言を行っているため、意図的に数値
を偽って、数値をよく見せようとしていること
は想定し難い。しかし、意図的でない報告数値
の誤りを発見できる可能性もあるので、意義は
あると考える。

令和４年度に、産業・業務部門において、事業者
に対し、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー設
備の導入や高効率空調、業務用給湯器等の省エネル
ギー性能の高い設備への更新、建築物のＺＥＢ化を
支援する補助制度を設けた。また、農業部門におい
て、施設園芸農家に対し、省エネルギー化が可能な
施設設備の導入を支援する補助制度を設けた。

また、県内の各技術センターにおいて、中小企業
等に対して、省エネルギー・再生可能エネルギー等
に関する技術相談を実施するとともに、新たにパ
ワーアップ資金「カーボンニュートラル」を創設
し、地球温暖化対策計画を提出済みの場合は利率を
0.5％優遇し、カーボンニュートラルの実現に向け
た取組を支援した。

引き続き、愛知県地球温暖化対策推進庁内会議に
おいて、関係局と連携し、効果的な地球温暖化対策
の取組を実施していく。

令和４年度から、地球温暖化対策の促進に資する
助言のために訪問する事業者の中から、事業者の協
力の範囲内で、エネルギー種別（原油等）の使用量
又は電気使用量のエビデンス等を確認した。
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３　あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン

キックオフフォーラム事業
　　【意見】配信期間及び視聴者数について

あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン
キックオフフォーラムは会場を利用した300名
程度の来場者を予定して計画された事業であっ
たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、オンデマンド配信による方法に変更し、
配信期間は６日間、視聴者数は209名であった。

配信期間については、「あいち自動車ゼロエ
ミッション化加速プラン」の策定及び配信が年
度末近くになったことや、登壇者の話す情報の
性質から配信期間を３月末までと、配信期間の
制限をする必要があったこと等の事情があり、
短くなったとのことである。

動画による配信はより多くの視聴を得た方
が、当然に費用対効果が高くなるものである。
したがって、今後同様のフォーラム等を計画す
る際には、計画時から動画配信も並行して実施
することを想定し、内容や実施時期の検討をす
ることにより、配信期間を長くし、より多くの
視聴者の再生を促すように努められたい。

４　愛知県地球温暖化防止活動推進センター及び
推進員による普及啓発事業
【意見】「夏休み！おうちでエコアップ大作戦」

の広報活動及びチェックシートの回収
方法について

個人で参加した家族が皆無であるという状況
は、参加を決めた学校（学年・クラス）に所属
していた小学生及び家族には、そのような企画
があることが伝わっているものの、それ以外の
小学生及び家族には、周知できていないことが
原因であると推察する。

参加した小学生からは、楽しみながら工夫を
して取り組めたという感想が多く寄せられてい
る。

家庭におけるエコアップ行動の結果、実際に
ＣＯ₂も6,141kg- ＣＯ₂（スギ439本が１年で吸
収するＣＯ₂量に相当）削減できたという結果
が出ている。

より多くの小学生及び家族が参加するために
は、個人単位での参加を促すよう、広報の仕方
を改善することが望ましい。

現在の広報は、県から県内の教育委員会、市
町村及び学校へ案内文を送付し、学校現場で学
年・クラス単位の参加を検討する方法となって
いる。そのため、参加を希望しなかった学校（学
年・クラス）については、学校現場で情報が止
まり、小学生やその家族に企画自体が周知され
ないような状況となっている。

Ｗｅｂサイトでの広報はあるものの、令和２
年度の個人参加者が０という状況を鑑みると、
対象者の目に触れていないことは明らかであ
る。教育委員会や学校までは情報が届いている
ため、学年あるいはクラス単位で参加しない場
合においても、小学生やその家族に対して、学
校を通じた企画の周知を検討することが望まし
い。

　５　災害廃棄物処理計画推進事業
　　【意見】図上演習の出席状況について

災害廃棄物については市町村が一義的な処理
主体であるが、甚大な被害を受けた市町村のみ
で災害廃棄物の処理が困難な場合には、近隣市

令和４年３月に開催したあいち自動車ゼロエミッ
ション化加速プランキックオフフォーラムの後継事
業である「あいち自動車ゼロエミッション化加速
フォーラム」において、多くの参加者を募集できる
よう、会場での現地開催に加え、Ｗｅｂでのオンラ
イン開催も実施した。

なお、本事業は令和３年度で終了したが、今後同
様のフォーラムを開催する場合には、動画配信も並
行して計画し、配信期間を長くする等、より多くの
視聴が得られるよう努めていく。

令和４年度から、各小学校等への案内に、学校・
学年・学級単位での参加のほか、個人参加が可能で
ある旨強調して記載し、家庭への周知を呼びかけた。

令和４年度は、市町村担当課長会議等において、
図上演習の重要性を周知し、市町村職員の参加を促
した。また、従来の演習に加えて、これまで参加率
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町村と連携を図る必要がある。そのため、図上
演習では近隣市町村担当者と同じグループにな
るようにグループ分けがなされており、当該図
上演習が近隣市町村担当者との顔合わせ及び情
報共有を行う場も兼ねている。

また市町村職員は数年に一度配置換えがあ
り、災害廃棄物担当者についても常時入替があ
る点、市町村担当者が図上演習に参加していな
い場合においては、万一被災した場合に適時適
切な災害廃棄物の処理を行うことができない恐
れがある点から、可能な限り、毎年図上演習に
参加することが望ましいと考えられる。

県としては災害という非常時に備え、図上演
習の重要性を周知する等、可能な限り多くの市
町村職員の参加を促し、近隣市町村ごとにまと
めて演習を実施する等、開催方法について検討
することが望ましい。

　６　ごみゼロ社会推進あいち県民会議事業
【意見】ごみゼロ社会推進あいち県民会議総会

の出席状況について
ごみゼロ社会推進あいち県民会議総会におい

ては、年間の事業報告のほか、一般廃棄物処理
に関する取組や調査結果についての情報共有が
行われている。令和２年度においては、「家庭
から排出される資源物の量等に関する調査結果
について（調査対象年度：平成30年度）」にて、
各市町村が実施している紙類回収に関する効果
的な施策等についての報告が行われている。

ごみゼロ社会の推進を図っていくためには、
県が一丸となって、効果的な施策について、取
り組む必要がある。現状、欠席した市町村に対
して資料の共有は行っているものの、ごみゼロ
社会推進あいち県民会議総会は、ごみゼロ社会
の推進に関する情報共有の場として有効であ
り、可能な限り多くの市町村が出席し、市町村
として当該施策について取り組むことが可能か
を検討してもらう必要がある。そのため、県は
より多くの市町村の参加を促し、また開催方法
についても、一部リモートでの開催も取り入れ
る等、遠方の市町村についても出席できるよう
に工夫をすることが望ましい。

　７　不法投棄等対策事業
　　【意見】産業廃棄物の過剰保管について

過剰保管先は発覚後から県が継続的に指導・
監視をしているが解決が困難な状況である。

しかし、廃棄物処理法違反の状況が続いてい
るという事実、また、このような過剰保管箇所
が長期間に渡り解消されず存在することは、こ
の箇所に新たな不法投棄を招く可能性も考えら
れることから、引き続き解消に向け指導・監視
をしていくことが望ましい。

近年はパトロールの強化により、新しく過剰
保管箇所が発覚した際、直ちに指導され解消さ
れているとのことであるが、このような問題は
早期発見・早期対応の徹底が肝要であることか
ら、今後もパトロールの継続、一層の充実を図
ることが望ましい。

　８　循環型社会形成推進事業費補助金事業
【意見】交付決定の取消について

循環型社会形成推進事業費補助金事業は、県
が掲げる資源循環型社会の実現を図るための重
要な事業であり、令和２年度からは廃プラス

の低かった東三河の市町村を対象とした演習を新城
市で開催した。

今後も、多くの市町村職員の参加を促せるよう取
り組んでいく。

令和４年度から、会場での開催に加え、オンライ
ンでの参加も可能とし、より多くの市町村の参加を
促した。

令和４年度に、より一層監視体制を強化するため、
各県民事務所等に設置されている産業廃棄物不法処
理防止連絡協議会において、構成員である市町村等
に協力要請を行った。

また、過剰保管の解消に向けた指導・監視及び過
剰保管の早期発見・早期対応を徹底するためのパト
ロールを継続していく。

令和３年度から、補助金の事業説明会や採択説明
会において、事業者が誤りやすい事例や交付決定取
消事案等の紹介を行い、再発防止に努めた。
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チック処理施設緊急整備事業が補助事業に追加
されたように、その社会情勢に合わせた対応も
しており、予算の許す限り優れた施策・事業案
をもつ事業者に交付されるべきである。

より多くの事業者に補助金交付の機会が与え
られるよう、令和２年度のケースの様な交付決
定の取消はできる限り防ぐことが望ましい。当
該補助金事業説明会にて、交付決定の取消に関
する具体的な過去事例や、業者が誤りやすい事
例の紹介をする等、引き続き再発防止に努めら
れたい。

　９　広域最終処分場運営推進事業
　　【意見】次期最終処分場の計画について

廃棄物最終処分場の安定的な確保は、県内の
生産活動を支えるために必要不可欠である。し
かし、民間を含め廃棄物最終処分場の設置許可
は非常に少ない状況にあることから、県が公共
関与する廃棄物最終処分場を設置する必要があ
る。しかし、現時点では、次期処分場の候補地
の選定さえ開始されていない。設置には長期間
を要することから、早期に調査検討に着手し、
計画的に進めていく必要がある。

衣浦港３号地廃棄物最終処分場については、
企業庁よりタイミングよく公有水面埋立権を譲
り受けることができ、８年ほどで供用開始する
ことができたが、住民の環境に対する意識が
年々高まっている中、廃棄物最終処分場につい
て地元住民の理解を得るにはそれなりの期間を
要することが想定される。

したがって、令和元年度末時点で最終処分場
の残余年数は16.3年であり、県が建設完了まで
見込んでいる10年にはまだ時間があるものの、
残余年数自体年度によって変動がある点からも
直近の残余年数はあくまでも参考とし、早急に
検討を行うことが望ましい。

　10　土壌汚染対策事業
　　【意見】情報の収集方法について

クリーニング業を営んでいた事業者が業務を
廃止した場合には保健所にその旨を届け出る必
要があり、水大気環境課はこの情報を保健所か
ら入手し、業務を廃止した事業者が漏れなく県
へ調査報告を提出しているかを確認している。

一方、揮発油販売業を営んでいた事業者が給
油所を廃止した場合には中部経済産業局に届出
等を行うが、水大気環境課はこの情報について
は入手せず、業務を廃止した事業者が漏れなく
県へ調査報告を提出しているかを確認していな
かった。

網羅的に調査報告が行われているかの確認が
業種業態によって、対応が異なっていることか
ら、報告が漏れなく行われているかの実態を把
握できていないのは望ましい状況とは言えな
い。

関係団体からの協力を得られるかどうかを検
討し、得られるのであれば、調査報告が漏れな
く行われているかを確認することが望ましい。

　11　公害保健福祉事業
【意見】重度の公害健康被害者へのサービスの

提供について
重度の公害健康被害者の方のニーズをアン

ケート等で調査し、そのニーズを踏まえたサー
ビスの提供を行うことが望ましい。

今後も、社会情勢に合わせて補助制度の見直しを
検討するなど、優れた施策・事業案をもつ事業者に
交付されるよう取り組んでいく。

令和３年度に、公共関与による次期最終処分場の
候補地の選定に向け、県内の最終処分量の見通しを
踏まえた次期処分場の想定必要面積の推計や候補地
選定手法の検討に着手した。

候補地検討後は、関係者との調整を進めるなど、
引き続き、次期最終処分場の整備に向けた検討を進
めていく。

水大気環境課への廃止届出の情報提供について
は、目的外利用に当たるため協力が得られなかった
が、令和４年度から、中部経済産業局が揮発油販売
業を営んでいる事業者等に対し情報提供として定期
的に送っている郵便物やメールとともに、水大気環
境課で作成した調査報告の義務を周知するチラシを
送付することとし、調査報告の義務について周知を
図った。

令和４年度に、全ての公害健康被害者に対しアン
ケート調査を行い、リハビリテーション事業の内容
についての要望を把握するとともに、体力づくり講
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【令和２年度包括外部監査】
（女性の活躍促進事業に関する財務事務の執行につ
いて）
第１　監査の結果

１　保育士等キャリアアップ研修（子育て支援関
係職員研修事業）
【意見】予算及び執行額について

予算の積算は適切に実施すべきであり、低廉
に抑えられているからといって、内訳やその金
額を管理しなくともよいわけではない。仮に委
託先の事業者が財政的に破綻した場合には、当
該事業が継続できないことになるため、適正な
金額を積算することで、当該事業の委託先の事
業者の財務的安定性を確保することも必要であ
る。

事業に必要な経費は適正に積算し、事業実績
収支決算書及び資金収支計算書を入手するのみ
ではなく、予算と執行額の差額を把握し管理す
るという予算統制を実施し、さらに、乖離が発
生している場合には、委託者の経理が適正に区
分されていることを確かめ、次年度以降の予算
の作成時に織り込むことが望ましい。

　２　愛知の住みやすさ発信事業
【意見】効果的なパンフレットの配布方法の検

討について
事業の効果的な実施のためには、パンフレッ

ト配布の効果を検証することが重要である。
パンフレットの項目は多岐にわたるため、特

定のターゲット層にとっては関心の薄い項目も
含まれてしまい、魅力のアピール効果も薄くな
る恐れがある。

そのため、ターゲットの特性に応じた、効果
的なアピール方法を検討されたい。具体的には、
パンフレットという形での配布だけでなく、パ
ンフレットのうち、ターゲットに合った項目の
みを印刷してチラシとしても活用するなど、ポ
イントを絞ったアピール方法を検討されたい。

【令和元年度包括外部監査】
（高齢者福祉事業に関する財務事務の執行につい
て）
第１　監査の結果
　１　介護保険事業指導
　　【意見】保険者同士の意見交換会について

介護給付適正化に関して他の保険者の取組を
共有できるように、保険者同士の意見交換会の
場を設けている。保険者同士の意見交換会につ
いては、介護給付適正化推進特別事業における
研修の際に実施している。

県として、他の保険者の取組を知る機会を提
供していることは評価できる。しかし、取組が
遅れている保険者にとっては、上述の研修の際
の意見交換だけでは、時間も十分に取れず、機
会が不十分であると想定される。

取組の進んでいる保険者に関しては、それほ
ど手厚いケアは必要ないが、取組の進んでいな
い保険者には、保険者の取組意識やノウハウの
多寡により、保険者指導においてメリハリをつ
けた対応をすることが望ましい。

座やアロマテラピー講座を行った。
今後も、アンケート結果を踏まえながら、必要に

応じてよりニーズに合った事業内容を計画してい
く。

令和４年度の予算は、令和３年度に受託した事業
者の見積りを参考に、事業に必要な経費を適正に積
算した。また、令和３年度の実績報告の執行額と令
和４年度の予算積算の内容を比較し、予算と執行額
が適正であることを確認した。

今後も、事業に必要な経費を適正に積算し、次年
度以降の予算に反映していく。

令和４年度に、愛知の住みやすさをＰＲするパン
フレットを活用している企業・大学に対するアン
ケート及び東京でＵＩＪターンや移住支援を行う施
設に対するヒアリングを行い、その検証結果を踏ま
え、内容の改訂や配布部数の見直しを行った。

また、ポイントを絞ったアピール方法とするため、
就職活動を控える大学生へのアンケート結果を踏ま
え、「本県企業の給与水準の高さ」など効果的なＰ
Ｒ項目を選定し、大学構内での学食トレイ広告やサ
イネージを活用したＰＲを実施した。

令和２年度から、各保険者に対して介護給付適正
化実施状況調査の結果を情報提供するとともに、適
正化の取組が進んでいない保険者に対して、実地指
導の中で先進的な取組の情報提供や改善の指導等メ
リハリをつけた対応を行った。

また、令和３年度は、効率的な適正化の取組内容
を管内保険者へ情報提供した。

さらに、令和４年度から、県・市町村・国保連合
会等を委員とする適正化連携会議を設置し、介護給
付適正化事業に係るより効果的な保険者支援の取
組・事業化を検討した。
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【意見】第４期愛知県介護給付適正化計画につ
いて

適切なサービスの確保とその結果としての費
用の効率化を通じて介護保険制度への信頼性を
高め、持続可能な介護保険制度の構築に資する
ため、３年ごとに介護給付適正化計画を策定し、
取り組んでいる。

愛知県国民保険連合会の情報をどのように活
用することが有効であるか、また各市町村の状
況に応じた個別の指導を通じて、有効に活用で
きる体制をいかに整備するか、といった課題に
対して、今後の愛知県介護給付適正化計画有識
者会議での助言も踏まえ、より効果的な取組を
検討し 、介護給付の適正化に繋げていくこと
が望ましい。

【平成30年度包括外部監査】
（観光あいちの促進に関連する事業に関する財務事
務の執行について）
第１　個別所見
　１　観光資源の充実とブランド化の推進

【意見】外国人観光客に対する三河山間地域の
更なる情報発信について

外国人旅行者に対して三河山間地域を今より
もアピールすることは非常に時宜を得たタイミ
ングであり、有用と考えられる。

三河山間地域の観光協会、奥三河観光協議会
などといった関連団体と、外国人旅行者の増加
に向けた情報発信策について協議することが望
まれる。

　２　その他
【意見】犬山国際ユースホステルの施設の老朽

化への対応について
今後も県が施設を維持するのであれば、客室

稼働率を改善する取組が必要である。
そのために、「全館空調、給湯及び浴室循環

装置に関する不具合が前年に引き続き頻発して
いる状況」や、「空調故障による一部の部屋が
数週間利用できない」（平成29年度犬山国際ユー
スホステル事業報告書）といった状況を改善
し、客室稼働率の向上を図るために、老朽化し
た設備の故障に適時に修繕対応することが望ま
れる。

近年の外国人旅行客増加に伴う全国的な宿泊
料金の高騰、近隣の宿泊施設との比較を踏まえ
ると、宿泊料金を改定することにより、利用料
金の増収を図り、顧客サービス向上のために活
用して、顧客満足度を高めるとともに、客室稼
働率の向上を目指す取組を検討することが望ま
れる。

【平成19年度包括外部監査】
（建設部の委託料及び役務費に関する財務事務の執
行並びに建設部の主要な財政的援助団体に関する財
務事務について）
第１　外部監査の結果
　１　委託料及び役務費に関する財務事務の執行

【意見】プロポーザル方式による選定の実施に
ついて

プロポーザル方式では原則として金額を選定
条件に加えることができないため、委託先に適
正以上の利益を与える可能性があり、比較的大
規模な契約案件を受注しうる業者のみに有利に

愛知県介護給付適正化計画有識者会議での助言を
踏まえ、令和３年度に、保険者向け研修会において、
介護給付費の削減やケアプランの正当性の点検に、
愛知県国民健康保険団体連合会が提供する給付実績
の情報を活用するよう説明した。

また、令和４年度は、適正化の取組が低調な保険
者に対して、愛知県国民健康保険団体連合会の職員
を派遣し、重点的な指導を行った。

さらに、県・市町村・愛知県国民健康保険団体連
合会等を委員とする適正化連携会議を設置し、当該
会議での意見交換などを踏まえ、介護給付適正化事
業に係るより効果的な保険者支援の取組・事業化を
検討した。

令和元年度に、一般社団法人奥三河観光協議会の
Ｗｅｂサイトの多言語化やＰＲムービーの作成、令
和２年度にＳＮＳ広告等の活用、令和３年度に観光
モデルコースのＷｅｂサイトへの掲載等を行い、外
国人旅行者への情報発信を実施した。

平成30年度及び令和元年度に、全館空調を全室個
別空調へ更新するとともに、令和２年度に給湯及び
浴室循環装置の修繕を実施した。

また、令和４年３月に、類似施設と同程度となる
よう宿泊料金等の改定を行った。

令和４年度から、土木事業関係について、事業者
の選定に関して、従来のプロポーザル方式に加え、
金額と品質の面を考慮する総合評価落札方式を導入
した。
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働く結果となりますので、業務内容に適した相
手先選定方法の決定に関しては、今後、金額と
品質の面を考慮する総合評価方式等の導入につ
いても検討することが望まれる。
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